
          8.総合評価

A 事業内容は適切である

B 課題が少しあり事業の一部見直しが必要

C 課題が多く事業の大幅な見直しが必要

D 事業の休・廃止を含めた検討が必要

↓　総合評価で認識した課題は　↓

1
秘書業務事
業

秘
書
課

- -

 〔目的〕
　市長、副市長の円滑な公務遂行を

 図る。
 〔手段〕

　来客接待用葉茶等購入に伴う食糧
費や出張等に伴う有料道路通行料等
の支出をする。

高 高 高 高 B
　市長、副市長が円滑に公務を
行うために必要な事業である。

検討･
見直し

①②今後とも、市長、副市長が円
滑に公務を遂行できるよう、スケ
ジュール管理や事前準備等の秘
書業務を適切に行う。

2
市長交際事
業

秘
書
課

- -

 〔目的〕
　市政推進に必要な外部との交際に

 より、円滑な市政運営を図る。
 〔手段〕

　各種総会、式典等に出席する際の
会費や公職者に対する香料、見舞金
等の支出、及び国際交流に伴う記念
品購入費等を支出する。

高 高 高 高 B
　市政推進に必要な外部との
交際を行うため、必要な支出を
していく。

検討･
見直し

①②今後とも、市政推進に必要
な外部との交際を行うために、必
要な支出をしていく。

3
表彰関係事
業

秘
書
課

- -

 〔目的〕
　越谷市表彰規則に基づき、個人又
は団体の功労を称え、市民の生活及
び文化の向上並びに社会福祉の増進

 を図る。
 〔手段〕

　各部所の内申に基づき、退任される
公職者や各種寄附行為に対する表彰
を行う。（記念品及び表彰状等の作成
費を支出する。）

高 高 高 高 B

　県内他市の状況について調
査したが、その結果も参考に、
基準の明確化及び地域コミュニ
ティの貢献度を適切に評価でき
る仕組みを構築する必要があ
る。

検討･
見直し

①基準の明確化及び地域コミュ
ニティの貢献度を適切に評価で

 きる仕組みを構築する。
②被表彰者の励みと意識の向上
のみならず、広く市民に市民生
活・文化・社会福祉に対する意識
の高揚を図る。

17 Ｃ

　市の表彰は、市民にとって名誉であり励みになるものである。表彰の基準は広く開かれて透明性
の高いものであることが重要である。市としての統一的な基準のもとに、既存の複数ある表彰制度
を整理統合して、特に地域コミュニティの貢献度を適切に評価できるような仕組みを考える必要が
ある。

　複数ある表彰制度を統合することについて、表彰制度を
所管する関係各課と調整会議等を開催した結果、上部機
関の制度との関係や関係機関等との兼ね合いにより、全
ての表彰規則等を整理して「越谷市表彰規則」に統一する
ことは困難との結論が出たが、一部可能なものについて
は、統合する方向で検討を進めていく。

4
市長会・副
市長会関係
事業

秘
書
課

- -

 〔目的〕
　市長会、副市長会として、各市との
連携調整を行い、市政並びに地方自

 治の円滑な運営と進展を図る。　
 〔手段〕

　市長会、副市長会の年度負担金や
研修参加負担金、旅費の経費を支出
する。

高 高 高 高 B

　他自治体との連絡調整を行
い、地方自治の円滑な推進を
図るため、必要な会議に出席す
るとともに、関係部局に迅速に
情報提供を行っていく。

検討･
見直し

①②今後とも、他自治体との連
絡調整を行い、地方自治の円滑
な推進を図るため、必要な会議
へ出席するとともに、関係部局に
迅速に情報提供を行っていく。

　　12.外部評価を受けた対応等

●があるものは、外部評価結果を受けて見直しを行った事業
又は市としての対応等を整理済みの事業
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5
広報活動事
業

広
報
広
聴
課

S47 -

 〔目的〕
　広報広聴業務の充実と円滑な推進
を図る。市政の動きを身近に感じ、理

 解してもらう。
 〔手段〕

　広報広聴専門委員の会議と視察研
修会を開催する。広報広聴専門委員
は、広報広聴活動に関する情報を提
供し、各種団体の代表者や学識経験
者による専門的立場から意見や助言
及び協力を得て業務に反映させる。ま
た、市政の動きを身近に感じ、理解し
てもらうために市政移動教室を開催す
る。

高 高 高 高 B

　広報広聴活動について幅広く
専門的な意見を聴取するため、
引き続き具体的テーマに沿って

 議論を深めていく必要がある。
市政移動教室の参加者が減少
傾向にあるため、申込・実施方
法の見直しが必要である。

検討･
見直し

①市政移動教室の参加者増を図
るため、２３年度からはがきによ
る応募に加え、パソコンや携帯電
話からの申込みもできるよう申込
方法の改善を図った。今後は見
学先の選定にあたっては具体的
なテーマを決めるなど、市民が関
心を持ち、参加しやすいよう実施

 方法を工夫していく。
②広報広聴専門委員について、
提言・提案をいただいたテーマを
さらに掘り下げて提言をまとめ
る。

23 Ｃ

　｢広報広聴専門委員｣を設置し、市の広報広聴活動に関する助言･協力を得ることにより、広報広
聴業務の充実と円滑な推進を図り、市民が市政を身近に感じながら理解を深めていくことを目的と
する事業である。
　委員の活動状況は、年2回の会議と年1回の先進地視察研修(1泊2日)が、ここ数年の慣例となっ
ている。毎年度、定期的に活動しているが、近年参考にできる先進地を視察しているにもかかわら
ず、広報広聴業務の見直しが進んでいないなど、その成果は限定的であり、事業目的を達成する
ための手段として、期待されている成果を真に発揮しているとはいいがたい。
　活動指標や成果指標からは、広報･広聴業務がどのように充実したのか、市民が市政を身近に
感じられるようになったのか、市民の市政に対する理解度が深まったのか、などを把握することが
できないため、早急な見直しが必要である。
　活動指標として｢委員の意見･助言･協力等により改善を行った件数｣を、成果指標として｢市民の
市政に対する理解度｣や｢委員の助言･協力により改善を行ったことに対する市民の評価｣を提案
するので、その妥当性について検討されたい。
　また、会議録や視察報告書の作成が不十分である。会議や視察研修において、どのようなもの
を参考とし、どのような知見が得られたのかを明らかにすべきである。さらに、当該事業の目的を
踏まえれば、本事業こそが、他に率先してその活動内容や成果を住民に周知しなければならない
事業であるにも関わらず、会議及び視察の経過、それらを踏まえた広報･広聴業務の改善内容等
が公表されていない点も、早急な対応が必要である。
　平成17年度の外部評価で指摘を受けた、委員の役割や委員固定化に伴う選出方法の見直しに
ついては、一定の取り組みが見受けられるが、｢改善された｣といえる段階には至っておらず、指摘
が生かされているか疑問である。抜本的な改善を行い、時代に即した委員構成とすることで、委員
を機能する状態に進化させることが急務である。
　例えば、専門委員を廃止し、学識経験者や団体代表のほか、一般市民も参加した｢市民会議｣な
どを設け、市民目線での意見を積極的に取り込みながら、広報広聴活動を推進することを提案し
たい。
　なお、市政移動教室については、開催結果についても積極的な情報発信を行うなど、｢参加して
みたい｣と思わせる広報が必要である。また、越谷市への転入者や外国人など特定の市民を対象
とした企画など、住民ニーズを把握した上で、より実効性のある事業となるよう努められたい。
《参考》平成17年度外部評価： Ｃ

　広報広聴専門委員は、適切に市政の情報が提供（広報）
されているか、また、市民の意見・要望を市政に反映させ
る仕組みが担保されているかといった、広報広聴活動を監
視する役割を担っている。そのうえで市に意見や提言を行
い、よりよい広報広聴活動の実践につなげることが広報広
聴専門委員の意義である。
　本制度の成果指標は、現在「委員からの提言数」となっ
ているが、広報広聴専門委員の趣旨に適った指標に見直
す。また、視察も含め会議での審議内容については、詳細
な報告書を作成のうえ公表していく。
　市民目線での意見を取り込むことについては、毎年、市
政モニター（公募による市民20人を委嘱）制度も運用して
おり、広報紙、テレビ、市政全般に対する提言なども受け
ている。委員の固定化の改善を含めた委員構成の見直し
については、これら広聴事業全般の整合を図りつつ、広報
広聴専門委員の公募などについて検討する。

6
広報紙発行
事業

広
報
広
聴
課

S29 -

 〔目的〕
　市の施策、市からのお知らせ、催し
情報、まちの話題などを紹介し、市民

 生活の利便性の向上等を図る。
 〔手段〕

　広報紙を市内全世帯へ配布し、情
報提供を行う。広報紙については毎
月発行のお知らせ版と年間４回発行
の季刊版（特集、読み物、写真中心）
とし、分かりやすく親しみやすい紙面
の編集に努める。

高 高 高 高 B
　お知らせ版の情報量が多く紙
面に余裕がなくなってきている。

検討･
見直し

①２３年度からお知らせ版を増
ページしリニューアルを行った。
引き続き、読みやすく分かりやす
い編集に努めるとともに、適宜、

 紙面構成の検討を行っていく。
②市政に関する情報や市民生活
に関する情報を、広報紙に限ら
ずあらゆる媒体を活用しながら分
かりやすく発信する。

18 Ｂ
　市政を市民に正しく伝えることは重要であるが、世帯構成等の変化により、配布率が低下してい
る。コンビニエンスストア等、新しい情報伝達ルートを確立しなければならない。

●

　自治会加入率の低下に伴い広報紙の配布率が低下して
いるため、公共施設やコンビニエンスストアなどに広報紙
を備え置き、市民が身近なところで広報紙を手にすること
ができるように努めている。また、市政情報の伝達につい
ては、広報紙に限らず、テレビ広報番組やホームページな
どあらゆる媒体を活用しながら行っていく。

7
市民ガイド
ブック等発
行事業

広
報
広
聴
課

S40 -

 〔目的〕
　市民の日常生活の利便性を高め

 る。
 〔手段〕

　市民生活に関係ある手続きなどを
分かりやすくまとめた市民ガイドブック
や公共施設などを記載した案内図を
作成するとともに、市政・歴史、市の
将来展望を写真やグラフ等を活用し
まとめた市勢要覧を発行（３年に1度）
する。

高 高 高 高 B

　２１年度から市民ガイドブック
への広告掲載を開始したが、さ
らなるコスト削減のため掲載広
告を増やしていく必要がある。

検討･
見直し

①自主財源のさらなる確保に向
け、市民ガイドブックへの掲載広

 告の拡大を図る。
②市民ガイドブックの制作につい
て、市民の日常生活に役立つよ
う掲載内容や全体構成の改善に
努める。

17 Ｂ
　市民ガイドブックは必要である。市民の視点に立った、利用しやすい索引、内容にすることを一
層検討されたい。また、ガイドブックでは紹介しきれない詳細情報については、市役所ホームペー
ジのアドレスを記載し容易に詳細情報を入手できるような工夫を求める。

●

　市民ガイドブックは、日常生活上のさまざまな手続きや
市の行政サービスを一冊にまとめ、市民の便利帳として活
用いただくことを目的に作成している。作成にあたっては、
掲載内容や全体構成など、市民が使いやすいように検討
を行っていく。

8
テレビ等視
聴覚広報事
業

広
報
広
聴
課

H4 -

 〔目的〕
　市の施策やお知らせを、映像により
分かりやすく親しみやすい内容で伝え
る。また、ホームページを活用し、市
の最新情報をリアルタイムで提供す

 る。
 〔手段〕

　市の主要施策、各種イベント、公共
施設の紹介などを、テレビ埼玉、ケー
ブルテレビ、インターネットのホーム
ページで放映する。

高 高 高 高 B

　テレビ制作については、視聴
率向上に向け番組構成や内容
を検討する。ホームページにつ
いても常に最新の情報を提供
し、欲しい情報にスムーズにア
クセスできるようコンテンツ管理
を徹底するとともに、検索機能
を強化する必要がある。

検討･
見直し

①ホームページは２３年度に検索
エンジンの高性能化などリニュー

 アルを行う。
②テレビ番組は親しみやすい内
容を心がけ、視聴率の向上を図
る。ホームページはコンテンツ管
理を徹底するとともに、その情報
量を生かせるよう掲載内容の充
実を図っていく。

19 Ｂ

　広報内容について、各課との協力により作成されている姿勢は評価できる。
　内部評価の総合評価にあるとおり、インターネットの普及と地上波デジタル放送への切り替えを
見据えた広報媒体の役割分担について、現時点から再検討し、準備と試行を進めておく必要があ
る。そのうえで、テレビ媒体の持つ特徴を活かした広報活動を進めることを望む。

●

　広報番組の制作にあたっては、テレビの特徴を生かすこ
とができるテーマを設定し、楽しく親しみやすい番組づくり
に努めている。ホームページについては、その情報量を生
かしながら常に最新の情報を掲載できるようコンテンツ管
理を徹底している。また、今年度、より使いやすいホーム
ページを目指し、情報分類の見直しや検索機能の強化な
どリニューアルを行う。

［2］
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9
広聴活動事
業

広
報
広
聴
課

S45 -

 〔目的〕
　市民の要望や意見を個々の行政
サービス、事業や施策の企画等に反

 映し、市民との協働による行政運営を
 目指す。

 〔手段〕
　市政世論調査、市長への手紙。市
政モニターの実施、市民との懇談の
実施

高 高 高 高 B

　広く市民からの意見を聴取
し、市民との協働による市政運
営に資するために必要な事業
である。市政モニターや市政世
論調査をはじめとし、より広く意
見を聴取する方法を検討する
必要がある。

検討･
見直し

①現状の市民の提案制度である
「市長への手紙」について、より
市民が提案しやすい方法（書式

 やネーミング）に改善する。
また、市政モニターによる広報
紙、広報番組のアンケート等につ
いて、より効果的な手法を検討す

 る。
②市民の提案制度等の広聴活
動の充実に努める。また、２２年
度から実施した、市長とふれあい
ミーティングを継続して実施す
る。実施にあたっては、幅広く意
見が得られるよう対象やテーマに
ついて各年検討していく。

18 Ｂ
　市政世論調査については、回収率が下がっている。世論調査自体への関心の低下として捉え、
前回調査の結果のフィードバックを含め回収率の向上の施策を早急に打つ必要がある。また回収
率低下による調査結果の有意性の限界を見極めなければならない。

●

　平成２２年度は、送付・返信用封筒のサイズを変更し、返
信用封筒に封入シールをつけるなどの工夫を行った。ま
た、設問に対して回答しやすいように工夫をした結果、有
効回収率が５０．９４％となり、回収率の向上が見られた。

10
総合企画調
整事務事業

企
画
課

- -

 〔目的〕
　より充実した市政運営を行うため、
全国特例市市長会などへの参加を通
して、地方分権の推進や自立した地
域の形成などの調査・研究を行うとと
もに、構成団体との意見交換等によ
り、地方公共団体の共通した諸課題

 の解決を目指す。
 〔手段〕

　地方自治研究機構、全国特例市市
長会、及び首都圏業務核都市首長会
議の運営に必要な経費を構成団体が
負担する。

低 高 高 高 B

　各協議会を通して提供された
情報を共通行政課題の解決を
図るために、有効的かつ効果
的に活用していく必要がある。

検討･
見直し

①②各協議会を通して提供され
た情報を活用し、共通行政課題
の解決を図る。

17 Ｂ

　各協議会等へ加入した当初の目的と照らし、継続する意味と加入していることより得られる成果
を毎年確認し、退会を検討するしくみを作ることが求められる。
　また、会議、研修等に出席した職員が、その内容を情報発信し、協議会等へ参加した成果を庁
内で共有する場を設けることを望む。

●

　国への要望活動、情報収集および行政課題についての
調査研究が主な内容であり、各年度の成果をまとめてい
る。
　地方分権の進展や社会環境の変化の中で、多様化する
行政課題について、情報を共有し、課題解決を図るために
必要な事業として認識し、成果を適宜関係各課所にフィー
ドバックするよう努めているが、これまで以上に成果を効
果的に活用していく必要がある。
　なお、特例市市長会では、特例市災害時相互応援に関
する協定を締結しており、東日本大震災の発生後、協定に
基づき職員を派遣している。

11
指定管理者
選定審査会
運営事業

企
画
課

H19 -

 〔目的〕
　公の施設の指定管理者候補者の選
定について、法律、企業経営、施設管
理等に識見を有する委員で構成する
審査会で審査することにより、公平性

 及び透明性をより一層確保する。
 〔手段〕

　審査会に対し、指定管理者候補者
の選定について諮問し、審査会から
の答申ののち、庁内の職員で構成す
る指定管理者審査選定委員会で承認
決定する。その後、指定管理者の指
定について市議会での議決を得る。

高 高 高 高 A
　今後とも、適正な審査会の運
営を維持する必要がある。

現状
維持

①新規に指定管理者制度を導入
する施設がある場合、指定管理
者を公募する施設において、指

 定管理者候補の選定を行う。
②審査会の委員を外部委員のみ
で審査することにより、公平性及
び透明性を確保した上で、指定
管理者候補者の選定を行う。

12
広域行政事
業

企
画
課

S57 -

 〔目的〕
　５市１町（草加市、越谷市、八潮市、
三郷市、吉川市及び松伏町）及び６市
１町（春日部市、草加市、越谷市、八
潮市、三郷市、吉川市及び松伏町）の
連携を図るとともに、地域住民の福祉
の増進と地域の発展を一元的に図

 る。
 〔手段〕

　５市１町（草加市、越谷市、八潮市、
三郷市、吉川市及び松伏町）で構成
する埼玉県東南部都市連絡調整会議
において、調査研究を行う。

高 低 高 高 A

　５市１町で構成する埼玉県東
南部都市連絡調整会議は、住
民を対象にした事業を実施する
など、大きな成果をあげてい
る。

現状
維持

（埼玉県東南部都市連絡調整会
議）①平成２３年度は、平成２２年
1月３１日に移行した公共施設予
約案内システムを、引き続き安定
稼動に努める。調整会議設立２０
周年記念事業で「５市１町の魅力
アップ」をテーマに５市１町首長シ
ンポジウムや５市１町の住民から
組織するワークショップを実施す

 る。
②５市１町が今後共通して抱える
行政課題や５市１町首長シンポ
ジウムで住民から提言を受けた
将来像等について、調査研究を
引き続き行う。

18 Ｂ
　東南部都市連絡調整会議は設立後１５年を経ており、いくつかの活動成果が得られている。ま
た、活動指針を見直す好機でもある。活動指針の再設定を行い、今後より一層の成果が得られる
ことを求められている。東部広域行政推進協議会は縮小することが妥当である。

●

　平成19年3月に「埼玉県東南部都市連絡調整会議基本
指針」を策定し、広域的な行政課題に関する調査研究及
び広域連携事業を実施するにあたり、5市1町における広
域連携の必要性を踏まえた各市町の基本的な合意の枠
組み（①5市1町の広域連携に関する基本的事項、②調査
研究及び広域連携事業の実施に係る基準、③広域連携
の推進に向けた関係機関等の役割）を定め、指針の見直
しを行った。
　東部広域行政推進協議会については、地域主権改革を
はじめ、地方自治体を取り巻く社会的潮流が大きく変化す
る中で、協議会における広域行政の役割も終えたものと考
えられることから、平成23年3月31日をもって本協議会を
廃止した。

［3］
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13
自治基本条
例推進会議
運営事業

企
画
課

H22 -

 〔目的〕
　地方分権の進展や社会環境の大き
な変化に対応し、｢市民参加と協働に
よるまちづくり｣を着実に推進するた
め、市の最高規範である自治基本条

 例の実効性を確保する。
 〔手段〕

　公募による市民、コミュニティ組織の
推進する者及び学識経験者で構成さ
れる推進会議（附属機関）において、
①自治基本条例の運用に関するこ
と、②自治基本条例の普及に関する
こと及び③自治基本条例の見直しに
関することについて、調査審議する。

高 高 高 高 B

　自治基本条例が適正に運用
され、十分な役割を果たしてい
るか、その実効性を確保する取
り組みは、市民参加を得ながら
常に実施していく必要がある。
また、市民参加による十分な調
査審議（議論）は、もちろん、効
率的・効果的に会議を運営し、
成果をあげていくことが求めら
れる。

検討･
見直し

①②平成２２年度は、｢市民参加
と協働によるまちづくり｣の現状と
課題が推進会議により報告書と
してまとめられている。また、平成
２３年度は、この報告書の内容を
踏まえ、｢自治基本条例の普及に
ついて｣諮問があり、答申に向け
て調査審議されることになってい

 る。
平成２４年度以降、自治基本条
例の更なる普及や自治基本条例
の適切な運用について、この条
例の実効性を確保するためのよ
り具体的な調査審議を行っていく
必要がある。

14
土地開発公
社振興事業

企
画
課

H13 -

 〔目的〕
　土地開発公社の事業の円滑な推進

 と経営の健全化を図る。
 〔手段〕　

・土地開発公社の管理費、人件費及
 び諸経費の一部を補助する。

・土地開発公社経営健全化対策に対
 応する利子を補給する。

・土地開発公社へ無利子で貸付を行
う。（年度末に返還）

高 高 高 高 A

　越谷市土地開発公社の経営
健全化計画に基づき、適正に
執行されており、今後とも、土地
開発公社事業の推進と経営健
全化を図るため、引き続き計画
的な執行を行う。

現状
維持

①越谷市土地開発公社の経営
健全化計画に基づき、適正に執

 行を行う。
②公共用地等の効果的な確保と
計画的な事業化を図りながら、当
該計画を適正に執行する。

16 Ｂ
　計画より先行して、長期借入金残高が減少しているものの、土地開発公社の経営健全化計画の
妥当性を委員会を通じて継続的に検討していただきたい。

●

　経営健全化計画に基づき、借入金利を抑えるとともに、
公売などを進めることにより、長期借入金残高について
は、計画より先行して、毎年、減少しているところである。
　今後も経営健全化計画に基づき、適正に執行を行う。

15
予算編成及
び執行管理
事務事業

財
政
課

- -

〔目的〕
　予算編成では、コスト意識と都市経
営の視点に立ち、事務事業等の見直
しや徹底して経費を節減し、効率的、
効果的な予算配分を行い、適切な執
行管理を行うことにより、市民福祉の
増進を図る。また、市民に対し財政状
況を的確にわかりやすく伝えることに
より、財政状況の理解の促進、受益と

 負担に関する意識の啓発を図る。
〔手段〕
　現在の配分予算制度の更なる検
討、行政評価制度との連携強化など
により、一層の事務事業の見直しを行
う。財政状況の公表については、広報
紙や年2回発行の「越谷市のざいせい
状況」等を通じて啓発を行う。

高 低 高 低 B

　予算の効率的、効果的な配分
を促進するための配分予算制
度の更なる検討、行政評価制
度との連携強化やインセンティ
ブ制度の試行などにより、事務
事業の見直しを行う必要があ
る。また、財政状況の公表につ
いては、市民への認知度をさら
に高めるため広報紙や年2回発
行の「越谷市のざいせい状況」
等を通じて啓発に努める。

検討･
見直し

①23年度（24年度予算編成）は、
配分予算を継続し、対象経費や
方法などの調査研究をさらに進
め、弾力的、機動的、効率的な財
政運営制度の充実を図り、インセ
ンティブ制度の試行による、経費
削減、歳入確保を努める。さら
に、予算編成の可視化の取組み
を順次拡大していくとともに、補
助金の見直しなど行政評価制度
との連携強化を図りながら予算
編成等に生かせるよう行政管理
課と協議する。
②財政状況の公表については、
市民にわかりやすい公表手法に
ついて先進団体等を参考にしな
がら、公表方法、説明方法の調
査、研究を行う。

20 Ｂ

　市民向けの資料「越谷市の財政事情」は、市の財政状況を家計簿にたとえるなどの工夫があり
分かりやすい。
　予算編成にあたっては、配分予算方式に加え、インセンティブの考え方などをぜひ導入し、その
効果を評価し更なる適正化を進めていただきたい。さらに、事業評価制度をより活用し、各事業の
評価を活かしたものにすることを期待する。

●

　「越谷市の財政事情」については、引き続き分かりやす
い公表を行えるよう工夫に努める。
　予算編成にあたっては、従来からの配分予算方式に加
え、平成２３年度予算編成（平成２２年度実施）からインセ
ンティブの考え方を導入して、執行努力として評価された
額の一定割合を「インセンティブ配分額」として、各部に配
分することとしており、平成２４年度当初予算についても引
き続き実施するとともに、可視化の取り組みについても順
次進めていく。
　インセンティブ評価については、創造性、応用性、継続
性、事業達成度の４つの項目を３段階で評価し、その合計
点数により付与率を決定するものだが、評価に際しては越
谷市独自の取り組みとして、既存の行政評価制度を活用
して、さらに適切な評価が行えるように工夫しているところ
である。

16
財政分析事
務事業

財
政
課

H11 -

 〔目的〕
　健全財政の推進を図るとともに、市

 財政に対する市民の理解を深める。
 〔手段〕

　企業会計的手法による基準モデル
に基づく財務書類4表の作成・公表、
および決算額を階層型に分類し、事
業や施策の性格・目的別などを明示
したマトリクス型決算書を作成公表す
る。

高 高 低 低 B

　財務書類4表は、21年度（20
年度決算）より公表するように
なったが、今後の公表にあたっ
ては、表示や内容の工夫を行
い、さらに市民の認知度を高
め、財政状況の共有を図りつ
つ、理解と協力を得る必要があ
る。

検討･
見直し

①H21年度（20年度決算）より基
準モデルで財務書類の公表を
行っているが、23年度はこの財
務書類が市民の方によりわかり
やすいものとなるよう、先進団体
等を参考に研究を進め公表を行

 う。
②経年による比較や他団体との
比較を取り入れるなど、財務種類
の活用方法について、行政管理
課をはじめとした関係課所と連携
を図りながら、調査研究を進め
る。

16 Ｂ
　全庁バランスシート、マトリクス型決算書等基礎情報は出力されているが、各事業別経営改善に
資する情報に至っておらず、今後の有効活用が望まれる。

●

　バランスシート等の財務書類については、当面の間、決
算情報の開示に重点を置いているが、今後は行政活動へ
の活用ができるよう、平成２３年度から各施設ごとの行政
コスト計算書の試作に着手しており、今後も調査・研究を
行っていく。

［4］
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17
財政調整基
金事業

財
政
課

- -

 〔目的〕
　災害復旧、り災救助及び地方債の
繰上償還、財源の不足が生じたとき
の財源に充てるものである。併せて、
繰越金などの財源が捻出できた場
合、基金への積立を行い財源不足に

 対応する。
 〔手段〕

　状況を見極めた上で基金から効果
的に支出する。

高 高 低 低 B

　財政健全化の推進を図るた
め、予期しない収入の減少や不
時の支出等に備え、一定額の
基金残高を維持する必要があ
る。

検討･
見直し

①市税をはじめとする歳入の確
保を図るとともに、全庁的な経費
節減による歳出抑制に努め、基
金の取り崩しを抑制する。また、
繰越金等により、可能な限りの基

 金への積み立てに努める。
②国の政策や景気変動等が財
政運営に大きく影響を与える中、
不測の事態に備え、健全財政の
堅持のため、一定額の基金を確
保する。

18
行政経営審
議会運営事
業

行
政
管
理
課

H17 -

 〔目的〕
　社会経済情勢の変化に的確に対応
し、最少の経費で最大の効果を挙げ
ることのできる行政運営を市民の視

 点に立って推進する。
 〔手段〕

　行政改革の推進その他の市政に関
する重要事項について、市の主体的
取組を展開するに当たり、公募市民を
含めた外部有識者で構成する審議会
の多角的で総合的な観点からの知見
を参考活用するとともに、その審議内
容を広く市民に公表する。

高 高 高 高 B

　行政改革をはじめとする種々
の取組による市民の視点・経営
の視点に立った行政運営の推
進については、市民や議会から
絶えず要請されているところで
あり、その適切な実施に寄与す
るものとして、今後とも同審議
会の一層効果的な活用の在り
方を検討していく必要がある。

検討･
見直し

①平成２３年度から新たに取り組
む第５次行政改革全体の目的達
成に向け、審議会からさらに有益
な意見等が得られるよう、各取組
の適切な進行管理及び推進に努
め、的確な論点の整理やわかり
やすい資料の作成等により、効
率的で効果的な会議運営を図

 る。
②行政改革の推進のほか今後
の行財政の在り方や都市経営上
の課題等について、審議会に付
議する効果的な案件の選定に今
後とも努めるとともに、その意見
等を踏まえた取組の実効性を高
めることができるよう、関係各課
との連携・調整を行っていく。

19

行政評価事
務事業（主
に外部評価
の実施に係
る業務委
託）

行
政
管
理
課

H16 -

 〔目的〕
　事業の実施主体である市の職員に
よる内部評価に加え、外部の第三者
による評価を行うことで、①評価の客
観性・透明性の確保、②市民に対す
る評価結果のわかりやすい説明、③
行政評価制度そのものの改善・改良

 を推進する。
 〔手段〕

　外部評価者となる有識者の確保を
はじめ、外部評価の実施及び結果報
告に至る一連の関係業務について、
その効率的で効果的な執行を図ると
ともに、個々の事業に利害関係を有し
ない中立的立場からの公平・公正な
評価を期するため、民間の専門業者
に委託する。

高 高 高 高 B

・各事業や行政評価制度の透
明性の向上等をさらに図るた
め、平成２２年度から外部評価
におけるヒアリングを公開制と
したが、できるだけ多くの市民
に傍聴していただけるようにし

 たい。
・評価結果を踏まえた見直しが
部分的なものにとどまっている
事業が散見され、改革改善の
実効性を一層高めていく必要

 がある。
・外部評価の効率的で効果的
な実施と中立性の確保を今後
も図りつつ、市民の声をより的
確に反映し得る制度の充実に
ついて引き続き検討する必要
がある。

検討･
見直し

①外部評価の公開ヒアリングに
ついて、傍聴を通じ各事業に対
する市民のさらなる関心や理解
が得られるよう、効果的な周知方
法等を検討する。また、過年度の
外部評価でＣ（課題が多く事業の
大幅な見直しが必要）やＤ（事業
の休・廃止を含めた検討が必要）
とされた事業を一定期間後に再
度外部評価の対象とするなどの

 仕組みづくりを検討する。
②今後とも他の各種評価手法と
の異同や成果等を適切に比較検
証しつつ、評価過程に市民の声
をさらに取り入れることのできる
仕組みの充実を含め、当市に適
した外部評価のあり方を継続的
に検討していく。

［5］



          8.総合評価

A 事業内容は適切である

B 課題が少しあり事業の一部見直しが必要

C 課題が多く事業の大幅な見直しが必要

D 事業の休・廃止を含めた検討が必要

↓　総合評価で認識した課題は　↓

　　12.外部評価を受けた対応等
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20
庁内ＬＡＮ運
用事業

情
報
統
計
課

H10 -

 〔目的〕
　庁内に保有する様々な情報を体系
的に蓄積・管理し、各部門の職員が
情報共有・交流ができる情報通信基
盤として、さらには、市民サービスの
向上や電子自治体の実現に向けた共
通基盤として、庁内情報通信の高機
能化と高度利用を推進する。また、行

 政事務の簡素化・効率化を図る。
 〔手段〕

　必要な職員に対して一人一台の割
合でパソコンを配備。グループウェ
ア、財務会計システム及び庶務事務
システム等の内部事務関連システム
の利用

高 高 高 高 B
　安定性及び安全性の確保と
調達コスト抑制の両立

検討･
見直し

①利用者の安定的な運用が行え
るように端末の整備に取り組んで

 いく。
②業務系ネットワークとの統合を
実施する為の技術調査等を実施
する。

23 Ｂ

　職員用パソコン、サーバ、ネットワーク機器、グループウェア、財務会計システム及び庶務事務シ
ステム等、内部事務関連のシステムを運用し、職員間の情報共有基盤や電子自治体の実現に向
けた共通基盤として、庁内情報通信の高機能化と高度利用を推進するとともに、行政事務の簡素
化･効率化を図る事業である。
　職員間の情報共有や業務効率化を促進し、限られた職員数で多様化する住民ニーズに応えて
いくためには、ITの効果的な活用が重要であり、当該事業の必要性は認められる。
　しかしながら、多くの情報システムは、新規導入、導入後の安定的なシステム運用、耐用年数の
到来による機器更改など、総じて多額の費用が必要となる場面が多い。こうした資源の投入が、
当該事業の目的を達成し、かつ投資以上の効果を得られるように、システムの最適化、ネットワー
ク統合、調達方法や契約内容の見直し実施などについて、可及的速やかに取り組むことが必要で
ある。なお、情報通信機器に関するさまざまな費用については、近隣市等の状況を踏まえたベン
チマークを設定し、比較･検証を行うことを提案したい。
　事業目的を達成するためには、適切な活動指標・成果指標の設定が不可欠であることを踏まえ
ると、現状の各指標については見直しが必要である。
　成果指標として設定されている｢職員パソコン普及率｣は、それが100%を達成しても、事業目的と
照らし合わせた場合、無意味なものである。したがって、高機能化や高度利用、行政事務簡素化･
効率化の各進捗状況を成果指標として設定されることを検討されたい。
　例えば、｢高機能化･高度利用｣については、職員からICTを利活用した業務改善提案を募集し、
それを具現化した件数、｢行政事務簡素化･効率化｣については、業務プロセスの｢見える化｣を進
め、システム化できる業務を明確化した上で、｢システム移行済み業務／システム移行可能業務｣
等により数値化することが挙げられる。
　また、活動指標については、｢職員用端末1台についての1日または1か月あたりの稼働率｣、｢シ
ステム運用率(1日の業務時間を100とし、システムが問題なく運用できた時間の割合)｣などを用い
ることを検討されたい。
　東日本大震災を受けて、自治体の業務継続に対する社会全体の関心が高まっている。IT部門に
おける業務継続計画のみならず、市役所全体の業務継続計画についても、情報政策部門がリー
ダーシップを発揮し、早期策定に努められたい。

※平成２３年度外部評価を受けた対応等については、同
年度内に整理予定

21
統計調査事
業

情
報
統
計
課

- -

 〔目的〕
　基幹統計調査は、国や自治体等の
各種行政施策の策定等に必要な基礎
資料を得るため、国が実施主体となり
実施しているもので、市は、法定受託
事務となっている各種統計調査の一
部の事務（調査員の選出、調査票の

 配布・取集・審査等）を実施している。
 〔手段〕

　各種統計調査の円滑化と正確性を
確保するため、広報による調査客体
へのＰＲを行うほか、調査活動で重要
な役割を担う統計調査員の確保と統
計調査員の資質の向上を図る。

高 高 高 低 B

　プライバシー意識の高揚や生
活様式の変化、調査に対する
協力意識の低下等により調査
環境が年々悪化しており、調査
客体からの理解、協力が得ら
れにくくなるなど、正確な統計調
査の確保が困難となってきてい
ることから、各種調査の統廃合
や調査方法の見直し等が必要
である。

検討･
見直し

①プライバシー意識への配慮と
調査への協力を求めるため、調
査の趣旨や必要性を理解してい
ただくよう広報の充実を図ってい

 く。
②統計調査は、調査客体となる
市民や事業者の理解と協力が不
可欠であることから、より正確な
統計調査の確保に向けた調査方
法の見直し等が図られるよう、引
き続き実施主体である所管省庁
や県に対して要望していく。

18 Ｂ
　法定受託事務として、市でコントロールできる領域に限りがある。長期的視野で統計調査事業の
あり方や進め方について広く意見を取り入れ、改善していく必要がある。

　広く意見を取り入れて事業を進めている。

22
電算運用事
業

情
報
統
計
課

S42 -

 〔目的〕
　市民サービスの充実を図るため、マ
ルチアクセス環境を実現し、ワンストッ
プ・ノンストップサービスの実現を図
る。また、事務の効率化を推進するた

 め、電算化を進める。
 〔手段〕

　インターネット技術を利用したＷｅｂ
システムにより同時に多くの者が、シ
ステムにアクセスできる環境を作り、
その安定稼動を図る。また、スムーズ
なシステム間の連携を実現することに
より事務の効率化を推進する。

高 低 高 低 B

　・システムの新規導入や改修
に併せ、事務の効率化を推進

 する。
　・事業の一部について、可能
な限り外部委託を推進するこ
と。

検討･
見直し

①システム改修に併せて事務の
 効率化を検討し改善を図る。

②事業のアウトソーシングの可能
性について検討し、また、情報系
ネットワークとの統合についても
調査を行い事務処理の効率化を
図る。

19 Ｂ

　ワンストップ・ノンストップサービスの充実を図るなど、市民サービス向上に向けた姿勢が充分に
うかがわれる。今後も継続して、事業費の削減努力をすることは重要である。
　将来的には、国の共通基盤整備状況を見つつも、他自治体との共同利用やＡＳＰ（アプリケー
ション・サービス・プロバイダー：組織内に業務ソフトを持たずにインターネットを介してソフトを時間
借りして使用するサービス）の導入も視野に入れて、さらなる業務改革を推進に期待する。

　システムの改修に併せて、事務の効率化を検討して改善
を図っている。

［6］



          8.総合評価

A 事業内容は適切である

B 課題が少しあり事業の一部見直しが必要

C 課題が多く事業の大幅な見直しが必要

D 事業の休・廃止を含めた検討が必要

↓　総合評価で認識した課題は　↓

　　12.外部評価を受けた対応等

●があるものは、外部評価結果を受けて見直しを行った事業
又は市としての対応等を整理済みの事業

1.
番
号

2.事業名
3.
課
名

 4.
事
業
開
始
年
度

⑴
妥
当
性

⑵
効
率
性

⑷
貢
献
度

5.
事
業
終
期
年
度

  6.事業目的及び手段

　10.改革改善案
11.外部評価

担当課の評価

 

【　】は、補助金等名称

総
合
評
価

①平成24年度に向けた取組
②中長期的な取組

7.個別評価

⑶
有
効
性

実
施
年
度

9.
改革
改善
の方
向性

23
総合行政情
報化推進事
業

情
報
統
計
課

H13 -

 〔目的〕
　①内部事務の効率化・高度化を図
り、効率的な人員配置による行政経
営の改善を図る。
　②市町村共同事業を推進し行政全
体の情報化を進める。
　③業務改善、事務処理の迅速化・効
率化を進める。
　④情報セキュリティレベルの向上を

 図る。
 〔手段〕

　①情報化推進計画第2次アクション
プランに基づき内部事務システムの
改善に取り組む。
　②総合行政ネットワーク（ＬＧＷＡＮ）
の利活用を図る。
　③情報化研修を計画的に実施す
る。
　④情報セキュリティポリシーに基づ
いたPDCAサイクルを継続的に実施す
る。

高 高 高 低 B

　内部事務システムの改善、
LGWAN運用、情報化研修、電
子申請システム運用など、先行
投資ないしは基盤整備的な性
質のものであり、即時に成果が
現れるものではないため、具体
的な成果を示すことは困難であ
る。また、情報セキュリティにお
いては絶対的な対策がなく、そ
の成果においても十分な成果と
いうものがないことから、時々
刻々と変化する社会環境の中
で情報セキュリティ強化のため
の継続的な対策の実施が必要
である。

検討･
見直し

①内部事務の効率化・高度化を
図り、市民ニーズに根ざした情報
化施策の展開によるサービス向
上を目指す。情報セキュリティ外
部監査を取り入れた形でPDCA
サイクルによるセキュリティの維
持改善を図っていく。平成２３年
度は第２次アクションプランの最
終年度であり平成２４年度から３
年間の推進計画である第３次ア

 クションプランを策定する。
②電子申請の普及促進など、電
子自治体の整備を目指す。また、
情報資産を様々な脅威から守る
ために、情報セキュリティ強化の
取組みを継続的に実施し、セキュ
リティレベルの向上を目指してい
く。

19 Ｂ

　アクションプランに基づき、順調に事業を推進している。
　今後はＩＴ投資評価のフレーム策定をおこない、ＩＴ投資効果の住民への情報提供を一層進めるこ
とも重要である。
　４０施策の検討・開発に着手とのことであるが、大規模開発になるものと思われるので、進行管
理に意を配り、電子自治体の着実な実現を期待したい。

　アクションプランに基づき、事業を推進している。

24
公有財産管
理事業

財
産
管
理
課

- -

 〔目的〕
　公有財産（普通財産）は経営資源で
あるとの認識の下、全ての公有財産
について実態把握を行い、新たな行
政サービスの経営資源として効率的

 な利活用を図る。
 〔手段〕

　公有財産（普通財産）の有効活用の
促進及び処分と併せて財産の適正管

 理を遂行する。
　公有財産の登記、財産台帳の登録
及び取得財産の指定、分類を明確に
し財産を管理、保全する。

高 高 高 高 B
　未利用の普通財産について、
売却や貸付を行い、有効活用
を図る。

検討･
見直し

①小規模・不整形な未利用地を
隣接地権者に売却交渉するとと
もに、今後も利用の見込みのな

 い遊休地について公売を行う。
②土地貸付料を定期的に見直し
するととに、保有資産を活用目的
別に分類・管理し、有効活用を推
進する。

18 Ｂ
　未利用の普通財産等の売却を進め、公有財産効率を高めるべきである。また、公有財産の維持
管理に関し、今後も引き続き業務効率の向上を図っていく必要がある。

●

　未利用地のうち、小規模・不整形で土地利用が図れない
土地については、隣接地権者等に売却処分を行った。併
せて単独で土地利用が図れる未利用地については、公売
等に向けた事務を進めた。
　また、未利用地の活用方策の一環として、新規の貸付け
や貸付料の見直しを行い、土地貸付収入の増収を図っ
た。

［7］



          8.総合評価

A 事業内容は適切である
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25
男女共同参
画推進事務
事業

人
権
・
男
女
共
同
参
画
推
進
課

- -

 〔目的〕
　男女共同参画の推進に関する意識

 啓発を行う。
 〔手段〕

　リーフレット等の作成や職員対象の
研修等を行う。

低 高 高 高 B

　未だに根強く残る固定的な性
別役割分担意識の解消に向
け、リーフレットや研修による啓
発を進めるとともに、平成22年
度に策定した第3次越谷市男女
共同参画計画を広く市民に周
知する必要がある。

検討･
見直し

①平成24年度は平成23年度を初
年度とする第3次越谷市男女共
同参画計画第一期実施計画に基
づく実施事業の結果が出る最初
の年度である。そのため、事業者
向けワーク・ライフ・バランス推進
や若年者向けデートＤＶ防止を目
的とする各種の新規啓発物の効

 果的な作成・配布を図る。
②啓発は継続的に行うことで効
果が出るものであるため、時代の
流れなども考慮した上で、引き続
き効果的な啓発物の作成・配布
を行う。

22 Ｂ

　越谷市男女共同参画推進条例と越谷市男女共同参画計画に基づき、男女共同参画社会の実
現に向けて、市民、事業者と市が協働し、男女共同参画をより一層推進するための事業であり、男
女がお互いの人権を尊重しながらパートナーとしてあらゆる分野で活動に参画できる社会を実現
していくために必要な事業である。
　そのために21年度は主に以下の事業内容を実施した。
　　①DV相談窓口案内カードの作成
　　②職員対象の研修（年3回）
　　③男女共同参画行政推進会議の事務局事務
　①については、医療機関や公共施設に配架するだけでなく、より該当者に確実に周知できる施
設等における配布など、さらに効果が上がるような取り組みを進められたい。
　②については、職員の男女共同参画意識を啓発し、その向上を図る事業であるため、事業実施
後の振り返りの効果測定が不可欠であるといえる。たとえば、職員対象の研修から一定期間（半
年程度）経過した後、研修内容の習得度や意識の変化について調査を行い、必要があれば再研
修を行うなど、年度を重ねるごとに効果が向上していく事業となるよう工夫されたい。
　③については、男女共同参画行政推進会議事務局として、各課実施事業の評価検証を実施す
るのみならず、例えば、女性の能力活用や職域拡大のため、積極的な取組を行っている事業所、
家庭生活と職業生活の両立を支援するための制度が制定及び活用されている事業所など、男女
が共同して参画することができる職場づくりに取り組んでいる市内の事業所を表彰し、広く市民に
周知する制度の実施を先導していく取組みについて導入を検討されたい。市民の多くが事業所で
勤務している実情を鑑みれば、事業所における男女共同参画の推進や女性の就労環境整備促進
は優先すべき課題といえる。
　男女共同参画事務事業の目的に立ち返って考えれば、現在実施されている事業の他にも実施
すべき事務事業は多いと考えられる。男女共同参画の施策を推進、取りまとめする主管課である
以上、事業目的を達成する手段としての新たな事務事業について積極的に企画・検討し、実施に
ついても各課との適切な役割分担をした上で一部については、本事業の実施項目とすべきであ
る。
　成果指標については、女性委員の任用率は他の事業で指標として使用しているとのことである
が、本事業の指標としても適切であると考えられるので活用されたい。さらに、男女共同参画に対
する市民の意識がどう高まっているのかなど、アンケートなどを通じて実際の事業の効果が把握
できる指標がより適切と考えられる。

●

　ＤＶ相談窓口案内カードは、該当者に確実に周知できる
施設として、今後も医療機関や公共施設への配架を継続
するとともに、他の効果的な方法について検討している。
職員研修の効果測定については、職員の男女共同参画
意識に関するアンケートの実施について検討している。
　男女共同参画を推進する事業については、平成２３年３
月に策定した第３次越谷市男女共同参画計画において、
「ワーク・ライフ・バランスの普及・啓発」や「ＤＶ防止の啓
発」などの事業を新たに位置づけ、全庁的に取り組んでい
る。

26
男女共同参
画相談事業

人
権
・
男
女
共
同
参
画
推
進
課

H13 -

 〔目的〕
　女性の生き方やＤＶ被害等につい
て、専門家による電話・面接相談を実
施し、女性の自立に伴う自己決定が
できるまでの支援を行うことにより、相
談者の孤立化を防止し、自立への支

 援の充実を図る。
 〔手段〕

　相談業務委託により、電話・面接相
談を行う。

高 高 高 高 B
　相談したい時に相談窓口がわ
かるよう、窓口の周知を継続し
て行なう必要がある。

検討･
見直し

①今後も継続し、公共施設等に
ほっと越谷相談室リーフレットを
設置し、窓口の周知を図ってい

 く。
②関係機関との円滑な連携を行
い、相談体制の充実が図れるよ
う、環境づくりを行っていく。

21 Ｂ

　女性を対象として、DV被害者や生き方についての悩みについて、専門家による電話相談、面接
相談を行う事業である。相談件数も年800件を超え、市民の認識も高まっており、本事業を推進す

 る意義は認められる。
　事業を説明する目的で、名刺大のチラシが用意されているが、使用されている用語がカタカナや
アルファベットであり、理解しづらい内容となっている。例えば、「気づきにくいコントロール」につい
て、担当課の意図する意味は、「暴力を受け続けるうちに、知らぬ間に暴力を振るう側の支配下に
置かれてしまう、相手の思い通りに行動するよう仕向けられてしまう。」ということであったが、その
ような意味はチラシの文面からは読み取れない。また、「DV」は、最近では多くの人が耳にする言
葉であるにしても、年配の人などには、やはり馴染みがない可能性がある。「DV」についても、この
チラシのどこかに目立つように日本語での表現が必要である。

●
　ＤＶ相談窓口案内カードについては、平成２１年１２月に
指摘を反映させる内容に修正した。

27
自立支援事
業
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H17 -

 〔目的〕
　女性（特にＤＶ被害者）が、精神的・
経済的・社会的に自立していくための

 支援事業を行う。
 〔手段〕

　自立を目指す女性の支援に関する
事業を市民団体等と協働で実施す
る。

高 高 高 高 B

　利用者のニーズに沿うきめ細
やかなサービスを提供すること
ができるよう、事業実施団体と
のさらなる連携強化を図る必要
がある。

検討･
見直し

①継続して、事業実施団体との
 情報共有及び連携を図っていく。

②市民のニーズを把握し、ニーズ
に対応したサービスを提供するた
め、実施手段等について改善を
検討する。

［8］
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28
男女共同参
画推進委員
会運営事業
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進
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H17 -

 〔目的〕
　基本計画に関する事項その他男女
共同参画の推進に関する重要事項に
ついて調査審議し、男女共同参画社

 会の実現を図る。
 〔手段〕

　審議会である男女共同参画推進委
員会を開催する。

高 高 高 高 A

　引き続き効果的かつ効率的
に運営し、本市における男女共
同参画のより一層の推進を図
る必要がある。

現状
維持

①平成23年度事業の報告書であ
る「平成24年度版男女共同参画
の推進に関する年次報告書」は、
計画の切替に合わせ、書式など
のリニューアルを行う予定であ
る。そのため、平成23年度は、今
まで推進委員会からいただいた
意見などをもとに、より分かりや
すい報告書となるよう検討を行

 う。
②必要に応じて委員構成の見直
しについても検討するなど、男女
共同参画の推進のため、推進委
員会の効果的かつ効率的な運営
を行う。

29
男女共同参
画苦情処理
委員事業

人
権
・
男
女
共
同
参
画
推
進
課

H17 -

 〔目的〕
　市の施策や男女共同参画の推進を
妨げると認められる事案の苦情を処

 理し、男女共同参画の推進を図る。
 〔手段〕

　男女共同参画の推進に優れた識見
を有する者で市長から委嘱された苦
情処理委員が苦情を受け付け、適切
かつ迅速に調査等を行う。

高 高 低 高 B

　苦情処理委員の意見を受け、
平成22年度は、若年者への推
進条例の啓発を目的とした市
内の小学校6年生への条例啓
発リーフレットの作成・配布や、
成人式で新成人に配布する苦
情処理委員ＰＲチラシのリ
ニューアルなどを行った。しか
し、苦情処理委員の認知度
3.3％という平成22年度市政世
論調査の結果や、苦情の申し
出が0件であったことから、今後
とも苦情処理委員の積極的な
周知を行う必要がある。

検討･
見直し

①苦情処理委員の一層の周知を
目指し、男女共同参画支援セン
ター情報誌「みてみてほっと越
谷」にも苦情処理委員の記事を
掲載するなどの新たな取り組み

 を行う。
②苦情の申し出を希望する人が
利用しやすくなるよう、制度の周
知を積極的に行っていく。

21 Ｂ

 　本事業が対象とする苦情処理は以下の2つである。
 ①男女共同参画の推進に関する市の施策に対する苦情

 ②男女共同参画の推進を妨げると認められる事案に対する苦情
 
　本事業の開始年度は平成17年度であるが、平成20年度までの処理件数は３件である。事案の
件数は必ずしも多くはないが、男女共同参画を推進し、住民主導の自治を考える上でも、本事業

 の意義がある。
 　しかし、本事業の進め方においては、いくつか課題がある。

　制度を説明したパンフレットは、どちらかといえば、制度の説明のみに終始しており、利用者の立
場になって書かれていない。特に、利用者に対するメリットの記述がなく、利用しようとする動機に

 つながるとは思われない。
　また、苦情をあげるには、「男女共同参画に関する苦情申し出書」に記入する必要があり、このこ
とが申し出をしようとする際の大きな負担になると考えられる。支援を必要とする市民にとって、利
用しやすい手続とすることを希望する。

●

　リーフレットについては、在庫が残っているためただちに
対応はできないが、次回の作成時には指摘を反映させた
内容に修正する予定
　なお、市のホームページでは、指摘を反映させた内容に
修正した。

［9］
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ター管理事
業
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H21 -

 〔目的〕
　男女共同参画推進の拠点施設とし
て、男女共同参画の推進に関する施
策を実施し、市民や事業者による男
女共同参画の推進に関する取組みを
支援することにより、男女共同参画を

 推進する。
 〔手段〕

　指定管理者であるＮＰＯの持つ専門
性の高い知識やノウハウを活用した
運営を行う。

高 高 高 高 B
　より効率的な管理運営に努め
る必要がある。

検討･
見直し

①平成24年度は、指定管理者の
選定見直しによる指定管理期間
１年目のため、今まで以上に指
定管理者との連携を強化するた
め、打ち合わせ等の回数を増や

 し、事業の充実等を図る。
②事業の充実及び適切な施設管
理を行なうため、継続的に指定管
理者との連携を図っていく。

23 Ｃ

　男女共同参加参画の推進を図ることを目的として設置されている男女共同参画支援センター｢
ほっと越谷｣の施設管理や当該施設で実施する事業を、指定管理者への委託により行う事業であ
る。
　越谷市男女共同参画支援センター指定管理者基本協定書等に基づく、指定管理者による施設
管理及び男女共同参画の推進に向けた各種事業の推進は、同者が作成する事業報告書から、良
好に行われているものと判断できる。
　一方、指定管理者を監理監督する立場にある市側の取り組み姿勢については、より効率的な管
理運営の実現や不断に政策目標実現に向けた確認を実施していく必要性があることから、大幅に
改善余地がある。
　まず、指定管理者への委託料について、指定管理者が提出した収支計算書から実態を把握す
る体制は確保されているものの、「市の政策・方針に合致した事業費等の使い方がなされている
か」に関する確認方法が確立されていない。また、費用の妥当性について、直営時の実績値や近
隣の類似施設等を参考に限度額を設定している点は評価できるが、その費用の詳細について、他
の施設とのコスト比較等を通じたコスト削減に努めているとはいえない。担当課自ら経費の詳細内
容を把握し、その妥当性を確認・精査する必要がある。
　指定管理者の活動を把握するため、指定管理者からの事業報告書（月次及び年度毎）の提出
や、聞き取り調査、担当課職員による現地確認、全庁的な指定管理者の評価制度における独自
評価項目の設定などを実施している点は評価できる。
　しかしながら、当該センターの活動がソフト事業中心であることを踏まえると、指定管理者が行う
当該センターの運営事業内容が市の男女共同参画推進という政策目標に合致しているのか、軌
道修正する点はないのか、などを評価することが担当課の役割として求められる。全庁的なマネジ
メントの仕組みの中での評価にとどまらず、担当課自ら評価シートを作成し、指定管理業務が総合
振興計画の掲げる政策目標・施策目標に合致しているかを継続的に確認する取り組みが必要で
ある。
　このほか、利用者アンケートの設計は、市と指定管理者が協議して行っているとのことであるが、
利用者アンケートを通じて、指定管理者が行う活動内容が、市の政策目標である男女共同参画推
進に合致しているかを確認する必要があるため、当該アンケートの設計は市が自ら行うべきであ
る。
　指定管理者を監理監督する立場として、独自に設計した評価シートやアンケート調査等により、
基本協定書等に基づく事業内容を自らが評価・管理するなど、マネジメントの強化に努められた
い。
　特に、次年度以降は、指定管理者の選定見直しにより、指定期間が現行の3年から5年に延長さ
れるとのことである。これまで以上に市の主体性と独自性を発揮し、男女共同参画推進のために、
市が理想とする事業が行われているか、確認することに努められたい。
　なお、当該事業の事業目的が｢男女共同参画の推進｣であることを踏まえると、男女共同参画に
対する市民の理解度や、事業所での実践状況等を成果指標として用いることを提案したい。

※平成２３年度外部評価を受けた対応等については、同
年度内に整理予定

31
人権推進事
業
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 〔目的〕
　同和問題を人権問題の重要課題に
位置づけ、あらゆる人権問題の解決
に向けて、関係機関（団体等）との連
携のもと、人権が尊重される差別のな

 い明るい地域社会の創造を目指す。
 〔手段〕

　各種研修会や講演会等を開催する
とともに、関係機関等が開催する各種
事業に参加し、人権教育・人権啓発
の推進を図る。

高 高 高 高 B

　人権啓発に関しては、市民の
人権意識の高楊を図るもので
あり、その事業の評価は難し
く、どのように進めていくかは課
題であるが、差別のない明るい
まちづくりを進めるうえで必要な
事業であるため、創意工夫を凝
らし、事業を進めていきたい。

検討･
見直し

①新規参加者及び開催場所の
検討等を積極的に進め、人権教
育・人権啓発の推進を図ってい

 く。
②第４次越谷市総合振興計画を
踏まえ、人権施策推進指針及び
人権施策推進実施計画の見直し
と更なる充実を図り、全庁的に人
権施策の推進を図っていく。

32
人権擁護事
業

人
権
・
男
女
共
同
参
画
推
進
課

S37 -

 〔目的〕
　市民の基本的人権を擁護し、自由
人権思想の普及高揚を図る。また、人
権侵犯がなされないように監視、救済

 を図る。
 〔手段〕

　市民の人権問題に対し、人権擁護
委員による人権相談を実施する。さら
に、啓発活動（市民まつり、人権の花
運動等）を通して基本的人権の擁護
及び自由人権思想の普及高揚を図
る。特に人権侵犯事件については、調
査及び情報収集を行い、関係機関へ
の勧告等適切な処置をし救済を図
る。

高 高 高 高 B
　人権相談所の開設について、
更なる周知を図り、その充実が
求められている。

検討･
見直し

①人権相談所の開設について、
広報紙や市ホームページ等に加
え、更なる周知方法を模索し、積

 極的な周知を図っていく。
②継続して、福祉施設や地区公
民館等に出向き、積極的に人権
相談所を開設する。また、人権侵
犯事件の救済及び防止のため、
相談体制の更なる充実を図って
いく。

20 Ｂ

　11名の人権擁護委員の活動を支援する事業である。平成20年度より相談回数を増やすなどの
努力をされていることは評価に値する。
　市職員と人権擁護委員との全体協議会を更に積極活用され、人権擁護委員の知見を市職員が
活用できる工夫をしていただきたい。

●

　人権相談の開設回数については、平成２０年度に月２回
に増やしてから変更はしていない。今後についても、現在
の相談体制を維持・発展させていきたい。
　人権擁護委員や人権擁護委員協議会の活用について
は、人権相談に限らず、小・中学校や幼稚園、市民まつり
等での人権啓発活動においても協力体制を整えており、
人権擁護委員の経験や知見を活かした啓発活動の充実
を図っている。

［10］
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33
法令等管理
事業

文
書
法
規
課

- -

 〔目的〕
　条例等例規の検索、改正事務を効
率的かつ正確に行うため、台本形式
（紙ベース）の例規集の電子情報化を
図るとともに、市民サービス向上及び

 良質な情報の提供を実現する。
 〔手段〕

　①例規データベースの積極的な運
 用
　②例規データベースのホームページ
での公開

高 高 高 高 A

　市民、職員等に対して条例等
の法規情報を提供し、相互に情
報を共有することは、協働のま
ちづくりを進めるうえでも必要な
ことであることから、そのツール
としての利便性の確保に努めな
ければならない。

現状
維持

①②情報提供のためのツールと
しての更なる利便性の確保と職
員等からの求めに応じ迅速な対
応に努める。

18 Ｂ

<例規データベースシステム事業>
　例規をデータベース化し、検索能力を向上させ、職員・市民への利便性を高めることは、これから
ますます重要になってくる。今後は100冊の例規集印刷物の減冊を含め適正なシステムの運用及
び強化に努めてもらいたい。

　100冊の例規集印刷物の減冊については、例規データ
ベースの閲覧環境が整っていない配付分を減らすことは
困難であるが、閲覧環境の整っている庁内各課分等の減
冊は可能であるため、必要最小限の冊数とするべく庁内
各課と調整する。

34
公文書管理
事業

文
書
法
規
課

H3 -

 〔目的〕
　ファイリングシステムの活用等により
文書を適正かつ効率的に管理し、事
務能率の向上、文書の共有化の推
進、情報公開への積極的な対応等を

 図る。
 〔手段〕

　①ファイリングシステムによる適正
 かつ効率的な文書の整理及び保存

　②本庁の文書庫に収納できない文
書の保存業務を文書専用の倉庫業者

 へ委託
　③文書事務の電子化の基礎となる
文書管理システムの導入検討

高 高 高 高 B

　文書の整理及び保存の手法
であるファイリングシステムの
適正な運用を維持していくこと
が基本となるが、平成２３年４月
に施行された公文書管理法
は、地方自治体の文書管理制
度にも大きな影響を及ぼすもの
と考えられることから、今後、そ
の動向に十分注視しながら、本
市の文書管理制度について見
直しを行う必要がある。文書管
理システムの導入については、
その前提として、文書管理制度
の確立が不可欠であるため、よ
り慎重な対応が求められる。

検討･
見直し

①公文書管理法の施行状況等を
踏まえ、文書管理制度の見直し
に取り組むこととするが、まず
は、歴史資料として価値がある公
文書の保存と利用の仕組みの再
構築について、調査・検討を行

 う。
②文書管理システムの導入や公
文書館機能の整備の検討

17 Ｂ

　文書を適正に管理することは重要である。保管する一方で、文書廃棄ルールを定め不要な文書
を廃棄また保存対象としないルールを徹底することが重要と考える。
　電子ファイリングシステムに移行しても文書管理ルールの重要性は同様であり、管理ルールを全
庁で徹底する仕組み作りが求められる。
　文書のファイリングシステムの維持管理については、各部署での文書管理体制をさらに徹底す
るなどして、正規職員2.38人/年の工数を削減する努力を望む。

●

　電子ファイリングシステムに移行した後も対応できるよう
に平成１７年４月に文書管理規程の整備を行った。ファイリ
ングシステムの維持管理については、平成１８年度からす
べての課所においてチェックシートによる自己点検維持管
理方式に切り替え、実地指導の委託料や正規職員の工数
を削減している。

35
情報公開・
個人情報保
護制度事業

文
書
法
規
課

H11 -

 〔目的〕
　情報公開制度及び個人情報保護制
度の適正かつ円滑な運営を図るとと
もに、両制度を一層充実させる。ま
た、公開請求に対する決定や開示・訂
正等の請求に対する決定に係る不服
申立てについて、公平な審査（権利救

 済）を行う。
 〔手段〕

　学識経験者、弁護士等の専門的な
知識を有する者や、公募による市民
等で組織する第三者機関として、審査
会及び審議会を設置し、運営する。

高 高 高 高 A

　審査会は、情報公開制度及
び個人情報保護制度に係る行
政処分に対する救済機関であ
り、また、審議会は、両制度の
適正かつ円滑な運営を確保す
るためのチェック機関である
が、これまでの運営状況等に照
らし、妥当性、効率性、有効性、
貢献度等の観点から総合的に
判断して、課題はないものと思
われる。

現状
維持

①②審査会と審議会は、情報公
開制度及び個人情報保護制度
の運営を監視する役割を担ううえ
で必要不可欠な第三者機関であ
り、単純に開催回数の増減で費
用対効果等を測定することは困
難である。したがって、特に課題
も見当たらないことから、当面現
状を維持するものとする。

20 Ａ
　情報公開制度及び個人情報保護制度の適正かつ円滑な運営を図るために、当該事業は不可欠
である。事業費に妥当性があり、審議会委員の改選も適切に実施されている。正規職員の一層の
業務効率化を図るべく努力を今後も継続していただきたい。

●

　情報公開制度及び個人情報保護制度の適正かつ円滑
な運営を図るために、当該事業は不可欠であり、今後も正
規職員の一層の業務効率化を図るべく努力を継続してい
く。

36
法制・訟務
事務事業

文
書
法
規
課

- -

 〔目的〕
　行政法を中心とした法律問題に係る
顧問弁護士相談とその他の法律問題
に係る法律相談を行うとともに、訴訟
における代理人を依頼し、個別業務を

 支援する。
 〔手段〕

 　①顧問弁護士相談
 　②法律相談

　③訴訟事務

高 高 高 高 A

　自治体職員の政策法務能力
の向上が求められていることか
らも、研修事業と連携して行政
運営上の新たな課題等に対す
る法令研修を実施することによ
り、法制訴訟事務に関する知識
の習得が必要である。

現状
維持

①②直面する行政課題に対応し
た継続的な研修の実施

37
人事管理事
業（昇任試
験委託）

人
事
課

S58 -

 〔目的〕
　管理職への昇任について、受験成
績、勤務成績その他の能力の実証に
基づいて、職への適合性を公正に審
査し、管理職にふさわしい人材を任用

 する。
 〔手段〕

　管理職昇任試験の実施に際し、試
験に係る事務の一部（教養・行政判断
試験作成及び採点）を専門機関に委
託することによって、事務を効率化し、
公正な試験を執行する。

高 高 高 高 B

　高度化・多様化する行政課題
に対応するため、効率的な組織
運営が求められており、職制や
昇任の今後の在り方について
引き続き検討を要する。

検討･
見直し

①教養試験の問題作成及び採
点については、事務の効率化及
び公正性の確保の観点から引き

 続き業務委託により実施する。
②職制や昇任の在り方につい
て、今後とも必要に応じ見直しを
検討していく。

20 Ｂ

　試験問題の作成等一部業務の外部委託は、効率化及びコストの観点からも適切である。課題は
“良い人材”の育成であり、市の発展にとって最も有効な管理者を先見性を持って任用・育成する
ための努力をなお一層お願いしたい。また、試験内容の見直しと、任用後の追跡評価等の結果を
試験制度にフィードバックすることを望む。

●

　平成２１年度に試験内容の一部見直しを行った。なお、
集中改革プランに基づき、人事管理制度全般にわたる検
討・見直しを進め、平成２２年度から新たに人事評価制度
を試行することとなった。この人事評価制度の試行・検証
を進めていく中で、現行の昇任試験についても、必要に応
じ見直しを検討していく。

［11］
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38
職員採用事
業（採用試
験委託）

人
事
課

- -

 〔目的〕
　市職員の採用にあたって、職務遂行
能力を公正・公平に判断し、市民の負
託に応えることのできる優秀な人材を

 確保する。
 〔手段〕

　学歴に応じた試験問題の作成及び
採点を専門機関に委託することで、人
件費等のコストを抑制するとともに、
客観性・公平性を確保する。

高 高 高 高 A

　・有為な人材確保のため、当
 該事業の妥当性は高い。

　・試験問題の作成及び採点に
ついて専門機関に委託すること
で、試験の公平性・効率性・機
密性を確保することができてい
る。

現状
維持

①試験の問題作成及び採点につ
いては、事務の効率化及び公正
性の確保の観点から引き続き業

 務委託により実施する。
②求められる人材とその確保の
方法について、必要に応じ見直し
を検討していく。

19 Ｂ

　第１次試験を委託化しコスト低減されていることは評価できる。また、第2次試験以降において、
市全体の人材ニーズ、長期的な育成計画の視点から見た新規採用への要望を取り入れ、対応さ
れていることも評価できる。
　第１次試験業者に対し、市としての要望を伝える場をさらに活用する必要がある。また、総合成
績のみでなく、科目別の成績を開示するよう求めていくことを望む。

●

　採用試験に係る問題の作成から採点について、外部の
専門業者に委託して実施しており、市としての要望を伝え
るべく、委託業者と協議の機会を設け、緊密に連携を図り
ながら事業を遂行することとしている。

39
職員表彰事
業

人
事
課

- -

 〔目的〕
　永年勤続の職員に対し、多年の勤
続の労をねぎらうことにより、士気を

 高め公務の能率を向上させる。
 〔手段〕

　永年勤続の職員に対し、市長から表
彰状を授与し、記念写真を撮影・配付
する。

低 高 高 高 B

　従来行っていた銀杯の贈呈
は、平成１６年度から廃止して
おり、現在は表彰状の授与と記
念写真等のみとして最小限の
経費で実施している。今後、さ
らに職員の士気高揚に資する
効果的な制度を検討していくこ
とも必要である。

検討･
見直し

①②集中改革プランに基づき、
人事管理制度全般にわたる検
討・見直しを進め、平成２２年度
から新たに人事評価制度を試行
することとなった。この人事評価
制度の試行・検証を進めていく中
で、現行の表彰制度についても、
必要に応じ見直しを検討してい
く。

19 Ｃ

　表彰制度の運用が長年継続しており、永年勤続表彰に偏した運用となっているように見受けられ
る。
　表彰制度の本来の意味に立ち返り、ひとりの職員を表彰することにより多くの職員が活性化す
る、組織活性化のための制度としての運用の再検討を望む。

●

　集中改革プランに基づき、人事管理制度全般にわたる
検討・見直しを進め、平成２２年度から新たに人事評価制
度を試行することとなった。この人事評価制度の試行・検
証を進めていく中で、現行の表彰制度についても、必要に
応じ見直しを検討していく。

40
健康管理事
業

人
事
課

- -

 〔目的〕
　疾病の早期発見及び職員の健康管
理への主体的な取組を推進し、職員

 の健康増進を図る。
 〔手段〕

　労働安全衛生法に基づく定期健康
診断及び特殊健康診断並びにメンタ
ルヘルス診断事業等を実施する。ま
た、人間ドック受診に係る費用の一部
を助成する。

高 高 高 高 B

　受診率を100パーセントに近
づけていくために、未受診者に
対する指導を徹底する必要が

 ある。
また、人間ドック受診者を含め、
受診結果に対する事後指導や
メタボリック症候群対策、メンタ
ルヘルス対策について、更に充
実を図る必要がある。

検討･
見直し

①健康相談や健康教育の充実を
図り、健康管理の必要性を普及
啓発する。長時間労働者等に対
する健康相談をさらに充実させ

 る。
②今後も、職員の疾病等の早期
発見をはじめ、心身の健康管理
及び維持・増進に努める。

18 Ｂ
　職員の受診率100％達成及び、事後のフォローを徹底し、職員の予防医療を高める必要がある。
また、メンタルヘルスへのきめ細かな対応が求められる。

●

　職員の健康診断については、未受診者に対する受診勧
奨の通知や人間ドック助成金制度により受診の促進に努
めている。また、メンタルヘルスについては、事業所におけ
るメンタルヘルスケアの基本的な考え方（４つのケア：セル
フケア、ラインケア、事業所内産業保健スタッフによるケ
ア、事業所外によるケア）に基づき、相談が受けられる体
制を整備している。なお、事業所内産業保健スタッフによ
るケアとしては、人事課に健康相談室を設置し保健スタッ
フにより随時対応している。事業所外によるケアとしては、
精神科医や産業カウンセラー、臨床心理士など外部委託
により専門的な相談窓口を設置している。

41
特別研修事
業

人
事
課

- -

 〔目的〕
　多様化・高度化する市民ニーズに的
確に対応できる能力を開発するととも
に、新たな行政課題に対応するため
の知識や実務に即した技能の習得を

 図る。
 〔手段〕

　時事問題をはじめ、時宜を得た行政
課題に関する研修を実施する。

高 高 高 高 B

　新たな行政課題に対応するた
め、実務知識・技能の習得の必
要性は益々高まっており、更な
る内容の充実が必要

検討･
見直し

①②全庁横断的な行政課題や新
たな行政課題等について、関係
部課所と連携しながら、職員の知
識の習得及び能力の向上を図
る。

18 Ｂ
<職員研修事業>
（事業番号：46参照)

● 　事業番号46参照

42
派遣研修事
業

人
事
課

- -

 〔目的〕　
　新たな制度に関する知識や各業務
に関するより高度な専門的知識・技能

 の習得を図る。
 〔手段〕

　国や県をはじめ、彩の国さいたま人
づくり広域連合、公的研修機関、民間
研修機関の研修に職員を派遣する。

高 高 高 高 B

　新たな制度に対する知識や業
務に対する高度な専門的知識・
技能の習得を図るため、今後と
も積極的に外部の研修機関等
の資源を活用していく必要があ
る。

検討･
見直し

①②職員の職務経験やキャリア
デザイン等を踏まえ、より高度の
専門的知識・技能の習得を図る。

18 Ｂ
<職員研修事業>
（事業番号：46参照)

● 　事業番号46参照

43
自己啓発研
修事業

人
事
課

- -

 〔目的〕
　職務に関連する資格・知識の習得を
促すとともに、能力向上の意欲を高
め、能力開発を奨励する組織風土を

 醸成する。
 〔手段〕

　通信教育や自主研究グループ活動
など、自己啓発にかかる費用を助成
する。

高 高 高 高 B 　受講者の拡大の必要がある。
検討･
見直し

①越谷市職員自己啓発奨励要
領により①人事課推奨通信講座
②推奨以外③自主研究グループ
による研修に対し、助成を行うこ
とについて積極的にＰＲし、自主

 的な学習活動を促進する。
②人事課が行う集合研修のみな
らず、自主的に自己研鑽に取り
組むことが職員の資質向上に大
きく寄与することについてメッセー
ジ性を含め、職員に周知してい
く。

18 Ｂ
<職員研修事業>
（事業番号：46参照)

● 　事業番号46参照

［12］



          8.総合評価

A 事業内容は適切である

B 課題が少しあり事業の一部見直しが必要

C 課題が多く事業の大幅な見直しが必要

D 事業の休・廃止を含めた検討が必要

↓　総合評価で認識した課題は　↓
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44
労働安全衛
生事業

人
事
課

- -

 〔目的〕
　管理監督職員及び職員の労働安全
衛生への意識の高揚を図り、公務災

 害の未然防止を図る。
 〔手段〕

　衛生委員会を中心に各職場におけ
る安全確保のための点検や安全研修
を実施し、公務災害の未然防止を図
るとともに、公務災害の認定を受けた
職員への補償及び見舞金の支給を行
う。

高 高 高 高 B

　職場の労働安全衛生向上に
は、日常の安全点検や意識啓
発など継続的な取組が必要で
ある。

検討･
見直し

①採用時・異動時の安全衛生教
育の徹底や定期的な労働安全衛
生研修の実施、各事業所におけ
る安全衛生委員会の充実を図り
ながら、公務災害の減少に取り

 組む。
②事業主の立場として、職員の
安全を確保し、快適な職場環境
の形成を図ることは重要であり、
今後も引き続き災害の未然防止
に努める。

45
職員福利厚
生事業

人
事
課

- -

 〔目的〕
　職員の健康保持・増進や元気回復

 を図り、職務能率の向上を図る。
 〔手段〕

　地方公務員法第42条に基づく福利
厚生事業として、各課親睦会の事業、
スポーツ・レクリエーション事業及び部
活動に対して補助金を交付する。

高 高 高 高 B

　当該事業については、職員が
心身ともに健康で働くために必
要であるが、社会情勢等の変
化を踏まえた適時の見直しが
必要である。なお、当該事業の
うち平成１７年度の外部評価対
象となった「職員被服貸与事
業」（Ｃ評価）については、社会
情勢の変化や外部評価結果等
を踏まえ、平成２０年度から事
務服の貸与を廃止している。併
せて、職員を容易に認識できる
大型の名札を作成し、市民サー
ビスの向上を図っている。

検討･
見直し

①②職員の心身の健康維持と公
務能率向上の観点から継続して
実施していくが、事業の効果と効
率性を常に点検し、必要な見直し
を行っていく。

17 Ｃ

<職員被服貸与事業>
　クールビズが普及してきている社会的傾向を考慮すれば、制服が規律を維持するという意識は
薄れている。制服着用を義務付けている規定を見直し、必要な部署の必要な担当者のみに制服を
貸与するよう再検討することを望む。
　市民サービスの維持の点については、名札の着用や腕章の利用などの代替手段によるサービ
スレベルの維持を検討し、経費の大幅削減を望む。

●
　職員被服貸与事業については、平成２０年度から事務服
の貸与を廃止した。このことに伴い、職員を容易に認識で
きる大型の名札を着用し、市民サービスの向上を図った。

46
階層別研修
事業

人
事
課

- -

 〔目的〕
　新採用職員から管理職員まで、各
階層に必要な基本的知識や課題対応

 能力等の修得を図る。
 〔手段〕　

　各階層ごとに基本的知識や課題対
応能力に関する研修を実施する。

高 高 高 高 B

　既に職員の大量退職期を迎
えており、組織の中核を担う人
材の育成が急務であることか
ら、特に監督職層の研修につい
て、質の向上が必要である。

検討･
見直し

①各階層の職員の現状と課題を
踏まえ、求められる能力養成に
向け、効果的な研修を実施してい

 く。
②行政課題の高度化に伴い、職
員に求められる能力も高度化・専
門化していることから、長期的な
人材育成システムの一環である
階層別研修のあり方について、
必要に応じ見直しを検討してい
く。

18 Ｂ

<職員研修事業>
（事業番号41、42、43、47を含む）
　今後、職員の専門性向上や意識改革を図るために、職員研修は重要である。人事管理制度と連
動させた研修制度を早急に確立させる必要がある。また、活動結果及び成果に関し適切な指標を
設定し、研修の成果を直接的に把握できるものにする必要がある。

●

　研修制度は人事管理制度における重要な構成要素の一
つである。したがって、各階層ごとの職員にそれぞれ必要
とされる基本的な知識の習得や問題・課題に対する対応
能力・解決能力等の習得を図ることを基本とし、毎年度所
要の検討・見直しを行い効果的な研修メニューの立案に努
めている。また、研修の効果については、一朝一夕にこれ
を把握することは難しい面もあるが、研修後に受講者から
提出される「復命書」により定性的な把握に努めている。

47
専門研修事
業

人
事
課

- -

 〔目的〕
　時代の変化や複雑高度化する住民
ニーズに対応するため、地方自治法
や行政法、民法などの法令関係をは
じめ、法務能力や政策形成能力など

 高度な専門知識・技能の習得を図る。
 〔手段〕

　法令や政策形成など専門知識・技
能に関する研修を実施する。

高 高 高 高 B

　複雑高度化する行政課題に
対応するため、職員の高度な
法務能力や政策形成能力など
の向上が必要となっており、そ
の能力の向上が効果的に行え
る研修内容を適時検討する必
要がある。

検討･
見直し

①研修の効果測定の手法を検討
し、職員の能力向上につながる

 効果的な研修の充実を図る。
②高度化する行政課題を踏ま
え、職員に求められる専門知識・
技能に対応するよう、研修課目を
適宜見直し、効果的な専門研修
を体系的に展開していく。

18 Ｂ
<職員研修事業>
（事業番号：46参照)

● 　事業番号46参照

48
電子入札シ
ステム事業

契
約
課

H15 -

 〔目的〕
　入札手続の透明化及び入札事務の

 効率化を図る。
　入札参加資格登録業者の利便性の

 向上及び競争性の向上を図る。
 〔手段〕

　埼玉県電子入札共同システムへ参
加し、電子入札システムの運用を行
う。

高 高 高 低 B

　電子入札システムは、埼玉県
と県内参加自治体が共同で開
発・運営を行っており、市の財
務会計システムとのデータ連携
などでまだ改善の余地がある。
また、平成２６年度には新しい
電子入札システムの導入を予
定しており、発注者側・受注者
側での現行システムの使い勝
手やセキュリティの向上など、
問題点を洗い出して、新システ
ムへの改善に繋げる必要があ
る。

検討･
見直し

①②引き続き、埼玉県や県内参
加自治体と情報交換を図るとも
に、市の情報統計課と連携を図
りながら電子入札システムの円
滑な運用に努めていく。

18 Ｂ

　電子入札による事業者への利便性の向上、自治体入札業務の効率性向上は喫緊の課題であ
り、当該事業の優位性は認められる。本事業は、埼玉県と県内自治体が共同で開発・運営してい
る事業であるが、早急に改善効果を得るべく、業者登録審査等の連携強化を図りながら運用・体
制・制度を充実させる必要がある。

　実務を通して現行システムの使い勝手やセキュリティの
向上など問題点を洗い出し、平成２６年度に予定されてい
る新システムへの改善につなげていきたい。

［13］



          8.総合評価

A 事業内容は適切である

B 課題が少しあり事業の一部見直しが必要

C 課題が多く事業の大幅な見直しが必要

D 事業の休・廃止を含めた検討が必要

↓　総合評価で認識した課題は　↓

　　12.外部評価を受けた対応等
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49 平和事業

総
務
管
理
課

H20 -

  〔目的〕
　戦争の悲惨さや平和の尊さを後世
に伝える。人類共通の願いである世
界の恒久平和の実現を願い、未来に
向けて平和で豊かな社会を築くため、

 市民の平和への意識を高める。
 〔手段〕

　広島平和記念式典参加や平和展・
平和講演会の平和事業を行う。

高 高 高 高 B
　成果をあげるため、毎年事業
内容を考えていくことが必要で
ある。

検討･
見直し

①戦争の悲惨さ、平和の尊さを
後世に伝えるため、事業内容を

 考える。
②世界の恒久平和の実現を願
い、平和事業の内容をグローバ
ルな視点でとらえ、幅広い事業内
容を考えていく。

22 Ｂ

　世界の恒久平和の実現と平和で豊かな社会づくりのため、市民の平和への意識を高めるための
事業である。21年度は広島平和記念式典参加や平和展・平和講演会を実施した。
　平和展では広島、沖縄、東京大空襲などを取り上げたが、今後は国内で起こった惨禍だけでな
く、イラン、イラクなど国外で現に起こっている紛争をも本事業の対象として目を向けて取り組んで
いこうとする姿勢を評価したい。
　ただ、平和事業は市民生活に直結するとはいえない事業であり、必要性を持つ事業となるように
考慮し、取り組んでいただきたい。さらに、準備に相応の時間がかかる点は理解できるが、年間を
通じて実施されている事業でないにもかかわらず、人件費の額が比較的高いので、最小の投資で
最大限の効果を得られるよう努力すべきである。
　平和事業が開始されて間もないということから、市民の認知度が低い状況にあると思われるの
で、ホームページ、広報で積極的な宣伝活動が求められる。また、平和展や講演会の来場者数を
増やすために学校等に働きかけ、学年単位で来場してもらうことが有効ではないか。

●

　平成２２年度平和事業においてもホームページ・広報・自
治会掲示板を借用しポスター掲示し、事業のＰＲを行った。
また、小学校に対し大型バス３台を三日間運行し、小学校
９校６年生８７０人に来場してもらうことができた。平和展平
成２１年度来場者数８９５人→平成２２年度来場者数１７５
０人（上記小学生含む）

50
公文書管理
事業(総務
管理課分)

総
務
管
理
課

- -

 〔目的〕
　庁内各課の郵便物を取りまとめ発
送する事務や年間16回発行している
「広報こしがや」を始めとする市の各
種お知らせを自治会等へ配送する事

 務についてコスト削減を図る。
 〔手段〕

　郵便事務については料金割引制度
を有効利用し、さらに、近隣市町への
郵便物の合封をおこない、「広報こし
がや」等の配送事務については、民
間の委託業者を見積もりあわせで決
定する。

高 高 高 高 B

　他課からの郵便物の集配に
ついて、午後２時までの時間内
提出についての協力を求めるこ
とが必要

検討･
見直し

①２４年度に向けても、郵便料金
の割引制度を利用し、また、同一
の宛先の郵便物を合封し郵送す

 ることによりコスト削減に努める。
②最新の郵便業界の情報や制
度変更に注視しコスト削減に努
め、さらに郵便物の時間内提出
について協力を求めていく。

21 Ｂ

 　業務内容は比較的単純であり、再任用職員、非常勤職員の活用を検討していただきたい。
　また、本事業の成果として節約された郵便料金額等については、これを成果指標として庁内にも

 周知し、成果を共有されたい。
　さらに、郵便物の発送時間厳守の問題については、「市民サービスの向上に直結するルール」で
あるとの認識に立ち、改めて全庁的に徹底を図られたい。

●
　職員については、平成２３年度より再任用職員を配置し
た。発送時間の厳守については、各課の郵便担当者は限
定的であることから、口頭により周知を行っている。

51
印刷管理事
業

総
務
管
理
課

- -

 〔目的〕
　庁内の複写機や軽印刷機の管理事
務及び大量の印刷物や製本が必要な
印刷物に対する浄書印刷事務の効率

 化と経費の節減を図る。
 〔手段〕

　浄書印刷の集中管理や印刷機・複
写機等の充実及び複写機・軽印刷機
の適正配置を行う。

高 高 高 高 B

　浄書印刷枚数は、今後、市民
サービスの向上と共に増加す
ることが予想され、印刷機や複
写機の機能充実や適正な配置
を行うことにより、常にコストダ
ウンを考えつつ業務を行うこと
が必要である。

検討･
見直し

①平成２３年度は、庁内２９台の
複写機の入れ替えを行うにあた
り、最小の経費で最大の効果を
得ることを念頭におき、さらに、本
市の利用形態に最適の機種を導

 入する。
②両面印刷や製本を伴う印刷物
を得意とした電子印刷機と単票
の印刷物ではコスト安のデジタル
印刷機相互の有効利用を行い、
浄書印刷の効率化を行っていく。

18 Ｃ
　庁内で効率的に印刷事務を行う内製化の必要性は認められる。今後さらに業務を拡大していく
中で、職員の配置について臨時職員や嘱託職員を活用する余地がある。また、業務が年間を通じ
て平準的かつ計画的に実施できるように、運用制度を再検討する必要がある。

●
　翌年度の印刷予定について、各課に照会を行い、年間を
通じて業務が平準的かつ計画的に実施できるようにしてい
る。

52
庁用備品管
理事業

総
務
管
理
課

S33 -

 〔目的〕
　庁用備品の適正な維持管理を図

 る。
 〔手段〕

　備品管理システムによる、備品の保
管、取得による登録、所属換え及び廃
棄に係る事務を行う。

高 高 高 高 A

　平成２２年度に、備品とする額
の改正を行い、管理業務の簡
素化を図ったが、システムの運
用については、さらなる周知徹
底をが必要になる。

現状
維持

①②継続的に管理システムによ
る適正な維持管理を行う。

<庁舎管理事業>
（事業番号：54参照)

　事業番号：54参照

53
庁舎整備事
業

総
務
管
理
課

- -

 〔目的〕
　市庁舎へ来庁する市民等の安全と
利便性の確保及び良好な庁舎環境の

 維持を図る。
 〔手段〕

　市庁舎の老朽化に伴い建物や設備
機器等の改修工事及び修繕を計画的
に行う。

高 高 高 高 A
　老朽化が進む市庁舎につい
ては、安全確保のため、つねに
環境維持を図る必要がある。

現状
維持

①建物の老朽化した箇所や各設
 備機器等の改修工事を進める。

②計画的に改修工事を進め、軽
微な修繕等については職員が対
応し、事業費の抑制に努める。

20 Ｂ

　本庁舎の老朽化に伴い、修繕や改修工事のコストが増加している現状となっている。修繕工事
においては、単に業者に発注するだけでなく、職員で対応できる点は職員が対応しており、経費削
減努力は評価できる。
　本庁舎は、平成13年度の耐震診断で耐震性に問題があるとされており、大いに懸念される。政
策会議で他の市有施設の耐震化と合わせ、総合的に耐震改修促進計画をたてているとのことで、
緊急性と重要性の観点から総合的に耐震改修を進めていただくことを強く要望する。

●

　庁舎の修繕や小規模な改修工事で職員が対応できるも
のは引き続き行っていく。また、改修工事等を計画的に実
施する。さらに、本庁舎の耐震化については引き続き検討
する。

［14］
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54
庁舎管理事
業

総
務
管
理
課

S44 -

 〔目的〕
　来庁舎の安全と利便性の確保及び

 良好な庁舎環境の確保を図る。
 〔手段〕

　庁舎内の巡視、日常点検や設備機
器等の適正な運転及び案内表示の充
実により、環境整備を進め効率的な
庁舎の保守管理を行う。

高 高 高 高 A

　市庁舎の老朽化に伴う設備
等の維持管理について、保守
点検を継続的に行い、常に安
定した稼動とともに、庁舎管理
に係る経費節減に努める必要
がある。

現状
維持

①②引き続き庁舎の安全確保の
ため、点検及び保守管理を重点
的に行い、庁舎環境の整備及び
経費節減に努める。

23 Ｂ

　来庁者の安全と利便性の確保及び良好な庁舎環境の確保を図るために、市役所庁舎の施設管
理を行う事業である。
　市庁舎は、市民生活に不可欠な行政サービス提供の拠点や災害時の防災拠点等として、極め
て重要な役割を担っていること、その性質上多くの人が訪れるとともに、多くの職員が働いているこ
と等から、高いレベルの堅牢性(耐震性)、安全性、快適性などが要求される施設である。
　したがって、庁舎管理については不要不急なコストを削減しつつ、真に必要となる部分に資源を
集中投入していくことが求められており、そのためには適切な活動指標や成果指標の設定が必要
である。
　しかしながら、このような観点から見た場合、現在の各指標は適切であるとはいいがたい。また、
コスト削減に向けた努力がなされているものの、残念ながらその成果が事務事業評価表に表れて
いない。活動指標として｢光熱水費の使用量｣や｢修繕実施率(=修繕件数/修繕必要箇所)｣などを、
成果指標として｢本庁者職員1人あたりの庁舎定例維持管理費(=[光熱水使用料金+各種保守委託
料]/本庁者職員数)｣や｢事故発生件数｣などを提案するので、その妥当性について検討されたい。
　老朽化に伴う庁舎建替えには、財源確保や住民合意の形成などに多くの時間を要することを考
慮すると、日々の定期的な改修や修繕を通じて、建物の長寿命化を図る必要がある。そのために
は、具体的な事項を記載した施設管理台帳に基づく維持管理が重要となる。無駄なコストの発生
を防止するためにも、｢場所｣、｢状態｣、｢残存耐用年数｣、｢改修を実施しなかった場合に生じるリス
ク｣、｢修繕に要する概算費用｣などを把握した上で、緊急度や重要度に応じた優先順位付けによっ
て、計画的な施設管理とコスト削減を図ることが急務である。
　さらに、不具合が発生してから行う｢事後保全｣から、不具合が生じる前に修繕を行う｢予防保全｣
の考え方、建築ストックマネジメントの導入なども施設管理に有効な手法であることから、導入を検
討されたい。
　当該事業については、平成16年の外部評価結果を受け、電話交換業務における経費削減を進
めるなど評価される点もある。その一方で、事業全体としては改善の余地が残されている。事業の
括り方の見直し、事業内容や費用対効果の適切な把握などにより、一層のコスト削減と業務効率
化に努められたい。
《参考》平成16年度外部評価： Ｃ

※平成２３年度外部評価を受けた対応等については、同
年度内に整理予定

（平成２３年度外部評価実施前における対応等）

　電話交換業務を平成22年度に正規職員4名体制を正規
職員1名、正規職員3名分を再任用2名、非常勤職員（6時
間勤務）3名の体制にし人件費の削減をした。守衛業務に
ついては公権力執行業務をはじめ、さまざまな業務に対応
してるため現状維持とする。今後、業務のマニュアル化を
進め、PDCAにより効率化を図る。

55
庁用車管理
事業

総
務
管
理
課

- -

 〔目的〕
 　公用車の有効利用を図る。

 〔手段〕
　公用車の稼働率を調査し、適正な車
両台数の確保及び運行管理を行う。

高 高 高 高 A
　継続的に稼働率を調査し、適
正車両の確保及び経費の削減
に努める必要がある。

現状
維持

①②継続的に稼働率を調査し、
適正な車両台数の確保及び運行
管理を図っていく。併せて、長期
使用車両の更新を行い、安全な
運行業務を図る。

23 Ｂ

　市職員が業務上使用する公用車の管理と、公用車使用中の事故防止に係る啓発活動等を行う
事業である。
　当該事業については、平成17年度の外部評価においてC評価となったことを受け、公用車保有
台数の削減、各課管理車両の一部の集中管理化･共用化、バスの売却など、有効利用の促進と
経費削減に努めてきたことは評価すべき点である。しかしながら、その取り組みは未だ道半ばであ
り、改善すべき点が多く残されている。
　管理面においては、全公用車の利用実態を把握し、適正な保有車両台数を明らかにすることが
求められる。その上で、公用車の管理方法に対する総務管理課としての方針を明確化するととも
に、一定の基準を定め、その基準を下回った各課管理の公用車については集中管理へと移行さ
せるなど、共用化の促進による有効利用を加速させる必要がある。
　コストの面においては、総務管理課の事業費はもとより、全公用車の管理に要する経費を適正
に把握することが必要である。また、リース方式による公用車の導入や、管理業務の民間委託な
どについて検証を進められたい。なお、各課管理の公用車については、コスト削減を図るために、
維持管理に要するすべての経費を総務管理課に集約することを提案するので、その妥当性につ
いても検討されたい。
　こうした取り組みを進めるためには、適切な活動指標と成果指標の設定が不可欠である。｢適正
な保有車両台数｣に対する保有車両台数の状況のほか、集中管理率(=総務管理課が管理する公
用車/全公用車)、共用率(=共用車両/全公用車)などを活動指標として設定することが必要であ
る。
　また、事業目的や各評価で認識した課題には、｢稼働率を調査し｣との表記がなされているもの
の、その稼働率が目的を達成するために、どのように活用されているか不透明である。｢有効利用
されている｣という状態を定量的に評価するためにも、全公用車の平均稼働率を成果指標として設
定すべきである。
　このほか、公用車への広告掲載についても、活動指標に｢掲載件数｣を、成果指標に｢事業費に
占める広告料収入の割合｣をそれぞれ設定することを検討されたい。
　事故防止に係る啓発活動等も事業の一つに位置づけられているが、その活動状況や成果が明
らかになっておらず、具体性に乏しい。事故防止のための職員研修開催回数や参加者数を活動
指標として設定するとともに、職員の過失に起因する事故発生件数等を成果指標とすることを検
討されたい。
《参考》平成17年度外部評価： Ｃ

※平成２３年度外部評価を受けた対応等については、同
年度内に整理予定

（平成２３年度外部評価実施前における対応等）

　平成21年度までに中型バス2台を廃止し民間バス借り上
げ方式に移行し、特別車及び運転手を一括管理した。公
用車については平成19年度に29台を一括管理とし、１０台
を廃車し１台を移管し貸出車を２８台とした。さらに、平成２
１年度及び平成２３年度に稼働率の低かった車両各１台を
廃車した。今後も、稼動率や予約状況を精査しさらに効率
化を図る。

［15］
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56
工事検査業
務事業

工
事
検
査
課

- -

〔目的〕
　公共工事の品質確保の促進を図
る。各検査員・監督職員の能力向上
や受注者の施工意欲の向上並びに
技術力の育成を図る。
〔手段〕
　関係法令に基づきしゅん工検査、出
来高検査、中間検査、指定部分等の
検査を行い、工事成績評定を適切に
実施する。各検査員、監督職員等に
対する研修、視察などを行う。受注者
に対する表彰などを行う。

高 高 高 低 B

　工事成績評定は、関係法令
に基づき、平成２０年度より成
績評定の標準化を図り実施し
ている。また、国、県の総合評
価方式においては優秀建設工
事の表彰は評価項目の一つと
して位置づけされている。越谷
市においても平成１９年度より
県に準じた総合評価方式の入
札を試行していることから優秀
建設工事表彰の必要性は高
い。

検討･
見直し

①工事検査業務は、単に給付の
完了を確認するだけでなく、検査
時の指導等を通じて工事の適正
な施工の確保と技術水準の向上
及び品質確保に寄与する目的を
持つ。このことから平成２０年度
より各種検査、成績評定、研修、
表彰を一体的に取組み、公共工
事の品質確保の促進において相
乗的な効果を期待できるもので

 ある。
②総合評価方式が本格導入され
ることとなれば、業者の経営に大
きな影響を与えることから、工事
成績評定等の運用については、
公平性、客観性、透明性をより高
めるために一層の充実を図る。

23 Ｂ

　公共工事における品質確保の促進を図るため、地方自治法、公共工事の品質確保の促進に関
する法律等関係法令に基づき、しゅん工検査、出来高検査等の各検査を実施するほか、検査にあ
たる職員の能力向上や受注者の施工意欲の向上並びに技術力の育成を図る事業である。
　市が発注した工事に対して、仕様･設計に基づいて契約どおり履行されているかどうか確認を行
うことは、公費の適正な執行を担保することはもとより、成果物の安全性を確保する上でも、必要
性･重要性ともに高い事業である。
　事業自体は適正かつ堅実に実施されているが、コスト削減に向けた取り組み、適正な活動指標
や成果指標の設定が必要である。
OB人材の活用は難しいとのことであるが、検査1件あたりの単位コスト削減に向けて、県職員OB
の雇用や、市職員OBの再任用等を中心に、前向きな検討に努められたい。
　活動指標については、明確な目標設定が必要である。年間の工事件数は、前年度に行われる
予算編成段階で、ある程度把握することが可能である。計画的な検査業務を行うためにも、明確
な目標設定に取り組まれたい。なお、指標数値は、工事検査課で取り扱う件数とすべきである。
　また、成果指標については、受注者の施工意欲の向上や技術力の育成を図るためにも、｢手直
し指摘率｣を加えることを提案したい。
　こうした取り組みは、市民の公共工事に対する理解の浸透、受注者の公共工事に対する緊張感
の醸成、説明責任の履行等の観点から、ホームページ上での公開や広報誌への概要掲載などを
通じて、市民に対して積極的にPRすべきである。
　このほか、手直し指摘率の高い部署に対してその状況確認を行い、関係部署間で情報共有を
図るなどの取り組みも必要である。
　地方財政が厳しくなる中、限られた予算内で、公共工事における品質を確保していく
ためにも、当該事業の更なる充実を期待したい。

●

  コスト削減に向けた取組については、工事検査は、公共
工事に豊富な経験を有し公正な判断を下せる責任ある技
術者が従事することが重要であり、特異な工事や多忙期
の検査は、従来から庁内職員の応援により対応している。
なお、配置職員の定数（増減）は、予定される工事の量、
工事の質、工事及び検査に関わる種々の取組等を考慮し
て構築管理している。
  活動指標にかかる目標設定については、当該年度の工
事発注予定件数は、前年度末に概略集計されることから、
ご指摘のとおり善処したい。なお、指定検査員による応援
業務においては、工事検査員のサポートを受け事務処理
していることから、目標設定は実務件数としたい。
  成果指標については、工事の手直しは本来監督職員が
所属する工事主管課で解決すべき問題であり、工事検査
における成績評定により手直し事項を含め総合的に判断
していることから、手直し事項のみをもって成果指標とする
のは難しい。なお、工事検査時における手直しの指摘事項
は、工事検査記録の写しを送付する等により工事主管課
へ情報提供していきたい。
  市民へのＰＲについては、現在、優秀建設工事の表彰結
果についての公表を行っているが、今後は工事検査結果
の概要などについても、近隣自治体の状況を参考にして、
PRをしていきたい。

57
税証明事務
事業

市
民
税
課

- -

 〔目的〕
　市民からの求めに応じ、課税又は非

 課税等に関する証明を行う。
 〔手段〕

　市・県民税の所得並びに控除等に
関する課税又は非課税証明書等の発
行を行う。

高 高 高 高 B
　来庁者ピーク時における待ち
時間の短縮

検討･
見直し

①②平成２４年度から開設予定
の（仮称）パスポートセンターにお
いて、自動交付機を１台設置予
定

23 Ｂ

　市･県民税等に関する各種諸証明を発行する事業である。
　平成17年度の外部評価において指摘された｢窓口対応ピークの平準化｣については、柔軟な窓
口対応体制の運用や、本市他部署への申請や届出に用いられる各種諸証明書については、その
事務手続自体の見直しにより添付を不要にするなど、解決に向けた取り組みとして評価に値する
が、改善すべき点も残されている。
　利用が増加している自動交付機については、平成24年度に1台増設されるとの事であるが、｢増
設=窓口混雑の緩和｣とはならない。自動交付機の利用を促進するための取り組みをさらに充実さ
せるとともに、住基カードの利活用･普及促進等に関する｢住基ネットワーク事業｣、円滑な窓口案
内を推進する｢窓口業務改善事業｣等の関連事業との連携をより密にし、事務の効率化を図り、一
層の住民サービスの向上に努められたい。
　現在成果指標として用いている｢1件当たりの交付時間｣は、業務時間や交付件数の変動に大き
く左右される点を考慮すると、不適切である。市民の待ち時間が短縮されたことを確認できる指標
として、市民の方が交付申請書を窓口に提出してから、お釣りのやり取りまで含めた手数料の支
払いが終了するまでの時間を計測し、その平均値を用いることを提案したい。
　また、自動交付機利用率(＝自動交付機交付件数/税証明発行総数)、窓口交付率(＝窓口交付
件数/税証明発行総数)のほか、窓口サービスに対する住民の満足度など市民目線での指標につ
いても、その妥当性を検討されたい。
　なお、活動指標として、事務ミス発生率(＝事務ミス発生件数/税証明発行件数)を設けることも、
併せて検討されたい。
　本事業は、証明発行事務事業や南部出張所運営業務などとの関係が深い。こうした点も踏ま
え、証明書発行等に関する業務については、相互関係を判断できる統一指標の設定等についても
検討をされたい。
《参考》平成17年度外部評価： Ｂ

※平成２３年度外部評価を受けた対応等については、同
年度内に整理予定

（平成２３年度外部評価実施前における対応等）

　証明書交付窓口における待ち時間の短縮、申請者の利
便性向上を図るため、電子申請については、平成１７年１
１月から住民税課税・非課税証明書、固定資産税評価証
明書及び納税証明書の交付申請において開始した。ま
た、平成１９年７月から、窓口における申請受付を円滑に
行うため、受付番号呼出システムを導入した。さらに、平成
１９年８月からは、自動交付機による住民税課税・非課税
証明書の取扱いを開始した。なお、現在、自動交付機は本
庁舎内に２台、地区センターに２台、消防本署に１台設置
されており、平成２４年６月オープン予定の越谷駅東口再
開発ビル内の（仮称）パスポートセンターに１台設置される
こととなっている。

58
市民税課税
事務事業

市
民
税
課

- -

 〔目的〕
　個人市民税は賦課期日である１月１
日現在の納税義務者を的確に把握
し、法人市民税は法人の申告に基づ
き、公平・適正な課税により、市の財

 源を確保する。
 〔手段〕

　個人は課税の基となる給与支払報
告書、確定申告書、市県民税申告書
により課税台帳を作成し納税通知書
を発送する。個人及び法人市民税の
課税台帳は電算システムによって管
理を行う。

高 高 高 高 B

　賦課業務に係る事務のさらな
る効率化を図る。確定申告書
等によるエルタックスの利用の
普及に努める。

検討･
見直し

①平成２４年度から税制改正に
よる扶養控除の見直し、同居特
別障害者加算の特例により電算
システムの改善を図り、課税計算

 等の賦課業務に取り組んでいく。
②平成２４年度の当初賦課に係
る課税事務を見直し、事務の効
率化を図る。

20 Ｂ

　市民税の課税事務自体に特に問題はなく適正な課税が行われているとのことであるが、限られ
た期間に極めて大量の事務処理が集中する作業上の課題、また事務改善の視点で、更なるコスト
削減に取り組んでいただきたい。
　今後、ネットワーク社会の実現により国税等からの磁気媒体の入手など、一層の効率化、改善を
目指して研究を進めていただきたい。

　所得税確定申告書の課税資料については、平成２３年１
月から国税連携により、これまでの紙ベースから電子デー
タ化され、これに基づき住民税の当初賦課を行った。これ
により、申告書の照写業務の削減が図れたものの、、税務
署からのデータの送信が当初予定の期限内に届かず、賦
課業務に影響を及ぼすなど課題もあった。これについて
は、今後、国等へ改善の要望を行っていく。

［16］



          8.総合評価

A 事業内容は適切である

B 課題が少しあり事業の一部見直しが必要

C 課題が多く事業の大幅な見直しが必要

D 事業の休・廃止を含めた検討が必要

↓　総合評価で認識した課題は　↓

　　12.外部評価を受けた対応等

●があるものは、外部評価結果を受けて見直しを行った事業
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軽自動車税
課税事務事
業

市
民
税
課

- -

 〔目的〕
 　軽自動車税の適正な課税を行う。

 〔手段〕
　軽自動車税は、４月１日の賦課期日
に軽四輪自動車、原動機付自転車等
を所有している方に課税することと
なっており、年を通して発生する所有
者の変更、新規登録、廃車等の手続

 きを通じ、課税を行っている。
　原付等の標識交付申請書及び廃車
手続きの受付並びにこれらの資料に
基づき、毎年４月１日現在の軽自動車
税納税通知書を送付している。

高 高 高 高 B
　賦課業務に係る事務のさらな
る効率化を図る。

検討･
見直し

①②軽自動車税の申告（ナン
バー取得・廃車等）手続及びこれ
に係る事務作業について、手続
や作業の流れを検証し、さらなる
事務の効率化を検討していく。

60
諸税課税事
務事業

市
民
税
課

- -

 〔目的〕
　市たばこ税及び事業所税の適正な

 課税を行う。
 〔手段〕

　たばこ製造業者、卸売販売業者等
が市内の小売販売業者にたばこを売
り渡したときにかかる市たばこ税及び
一定規模以上の事務所、事業所の事
業活動に対してかかる事業所税の課
税客体を正確に把握し、課税する。

高 高 高 高 B
　賦課業務に係る事務のさらな
る効率化を図る。

検討･
見直し

①②事業所税の申告について、
エルタックスを利用した電子申告
の周知を図っていく。

61
資産税課税
事務事業

資
産
税
課

S29 -

 〔目的〕
　固定資産税の賦課期日における土
地・建物・償却資産の現況を的確に把
握し、公平・適正に課税し市の財源を

 確保する。
 〔手段〕

　固定資産台帳を電算システムにより
管理を行い、法務局からの登記変更
の通知、年間約22,000件の処理を行
うとともに、土地評価については、市
内597地点の標準宅地を定め不動産
鑑定士により鑑定評価を行い土地評
価システムにて、市内の約２８万筆の
土地評価を限られた期間内に適正な
評価を行う。また、関連の証明書の発
行も行う。

高 高 高 高 A

　土地・建物及び償却資産の固
定資産税評価業務について
は、固定資産評価基準等により
細かく規定されており、期間内
に適正な課税業務を行うには、
各電算システムによる事業は
必要不可欠であり、今後も効率
的で有効な活用方法を検討し
ていく必要がある。

現状
維持

①平成２４年度は、３年に一度の
評価替えの年であり、適正な評
価の算出に向けて計画的な業務
を行うとともに、賦課期日におけ
る土地・建物・償却資産の現況を
的確に把握し、公平で適正な課

 税業務の推進に取り組んでいく。
②今後も土地・建物・償却資産の
現況を的確に把握し、各電算シ
ステム等の事業内容の再検証を
行い、より効果的な課税業務の
推進に取り組んでいく。

17

18

Ｂ

Ｂ

 〈地理情報システム委託事業〉
　地理に関連する情報は、市政運営の基礎をなす情報であり、さまざまな部署で利用されている。
市民課の住居表示事務事業、建設総務課の道路台帳整備事業、都市計画課の地図印刷事業、
治水課の浸水対策水路調査事業など、同様の情報を必要としている他の部署との情報共有を積
極的に検討することを望む。地理情報の全庁的な共有を図ることにより、全体でのコストダウンを

 検討いただきたい。
 〈土地評価システム委託事業〉

　競争入札の採用等、対応出来る分野から分離発注しているのは評価できるが、委託費用が例
年あまり変わらないというのは、市民の理解が得られにくいと思われるので、一層委託経費の合
理性追求を続けていただきたい。委託納品物の検収ルールを研究し、「土地評価システム」自体を
評価するとともに、随意契約のマンネリ化を打破し、精度アップに努めていただきたい。

固定資産税は、賦課期日における土地、家屋、償
却資産の現況を的確に把握するとともに、地価動向
に応じた適正な価格を決定し、公平で適正な課税を
推進することが極めて重要である。地理情報システ
ム委託事業では、土地、家屋の固定資産税課税業務
はもとより、地理に関する情報は、さまざまな部署
で利用されていることから、平成２３年度に統合型
GISの構築に向け、地理情報の全庁的な統合化・共有
化を図るべく整備・推進している。さらに、土地評
価システム委託事業においては、土地の評価の適正
化・公正化を図るための土地評価支援システムであ
り、均衡の取れた価格体系を確立し、評価事務にお
ける省力化、迅速化を図る必要不可欠なシステムで
ある。３年周期で業務内容が異なり、公平で適正な
課税を継続し推進するため、業務内容を定期的に精
査し、業務改善と効率的な運用に取り組み、土地評
価業務の精度向上に努めている。今後さらに、既存
の地理情報システムとの連携を強化し、システム間
のデータの共有化や合理化を図り、コスト削減と有
効活用を図っていく。

62
市税等徴収
事務事業

収
納
課

- -

 〔目的〕
　歳入の根幹をなす市税（市県民税、
固定資産税、軽自動車税等）の収納
を管理する。また、税負担の公平性、
公正性を追求し、安定した自主財源

 の確保を図る。
 〔手段〕

　適正な収納管理と督促・催告等によ
る未納金の早期着手。さらに財産差
押や不動産公売などによる滞納整理
を実施

高 高 高 高 A

　厳しい財政状況が続く中、歳
入の根幹をなす市税の安定し
た確保は重要な課題であると
認識しており、今後においても、
更なる収納率の向上を図って
いく必要がある。

現状
維持

①②毎年、前年度決算の状況を
検証したうえで、さまざまな視点
から改良を加えた徴収基本方針
を策定し、県内トップクラスの収
納率を維持していけるように取り
組んでいる。

17 Ｂ
　徴収のノウハウをマニュアル化する取組みは評価できる。このノウハウを活かし、担当職員によ
る徴収業務のさらなる効率化の検討を願う。収納率の他、職員ひとりあたり徴収額での全国比較
など、業務効率化の面での新たな目標設定をお願いする。

　毎年新たな徴収基本方針を策定し、徴収業務の効率化
を図っている。職員一人当たりの徴収額での比較について
は、各団体の税目等が同一でないなど単純比較はできな
い。また、当市では職員一丸となって税収確保に取り組ん
でおり、その結果、平成19年度より4年連続して県下40市
中第1位の収納率を確保している。

［17］



          8.総合評価

A 事業内容は適切である

B 課題が少しあり事業の一部見直しが必要

C 課題が多く事業の大幅な見直しが必要

D 事業の休・廃止を含めた検討が必要

↓　総合評価で認識した課題は　↓

　　12.外部評価を受けた対応等

●があるものは、外部評価結果を受けて見直しを行った事業
又は市としての対応等を整理済みの事業
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63
住民基本台
帳管理事業

市
民
課

- -

 〔目的〕
　行政運営の基礎となる住民基本台

 帳の正確な管理を行う。
 〔手段〕

　適正で円滑な管理･運用を行う。

高 高 高 高 B

　行政の事務処理の根幹をな
す住民基本台帳の適正な記
録、管理を徹底し、市民サービ
ス向上の一助になるような意識
を持って業務改善に努める必
要がある。

検討･
見直し

 ①計画に沿って事業を進める。
②効率的かつ適正に住民基本台
帳管理を図り、市民サービスの
向上に努める。

22 Ｂ

　市町村において、住民に関する記録を正確かつ統一的に行う住民基本台帳の管理を行う事業で
あり、法律に基づき、行政運営の基礎となる必要不可欠な事業である。
　全国各地で住民基本台帳カード（以下「住基カード」）の多目的利用による利便性の高い行政
サービスが導入されている。越谷市でも平成15年度より、自動交付機の導入により、住基カードを
活用した自動交付サービスを実現していることは、評価に値する。しかし、いまだ本事業に従事し
ている職員数は多く、事務量削減は依然として課題となっている。
　過年度から課題となっていた住民異動が非常に多い3月から4月にかけての繁忙期窓口待ち時
間短縮に向けた取組みは平成20年度より実施した日曜日(2日間)臨時開庁の利用者が年々増加
傾向にあるなど成果も出つつある。しかし、繁忙期の窓口混雑解消までは至っておらず、待ち時間
の長い状況が続いている。引き続き待ち時間短縮に向けて業務改善を図られたい。
　さらに、現在住基カードの普及率が5.23%であり、全国普及率と比較すると健闘しているものの、
この程度の普及率では、コンビニエンスストアにおける証明書等の自動交付による窓口事務負担
の軽減・効率化や正規職員の削減は実現困難である。したがって、窓口事務負担の軽減・効率化
や正規職員の削減に向けて、証明書自動交付機等の導入による利便性の向上を推進する「証明
発行事業」、住基カードの利活用・普及促進等に関する「住基ネットワーク事業」、円滑な窓口案内
を推進する「窓口業務改善事業」等の関連事業との更なる連携により事務の効率化を図り、一層
の住民サービス充実に努められたい。
　成果指標として、住民登録者数は不適である。代替案として、事務ミス発生率（＝事務ミス発生
件数/住民異動処理件数）、苦情発生率（＝苦情発生件数/住民異動処理件数）、苦情処理率（＝
苦情解決件数/苦情発生件数）を提案するので、その妥当性を早急に検討されたい。

　住民の正確な記録を行うにあたり、住民異動届の受付に
際しては厳格な審査とともに関連各課に諸手続きの案内
を行い、市民の利便性を配慮した窓口業務を行っている。
住民基本台帳業務は相当数の件数を取り扱っており、そ
れらに対応する職員が必要となるが、人材育成やノウハウ
の蓄積により適正な人員のもとで効率的で円滑な窓口業
務が図られるよう業務の見直しを含め検討する。
　また、平成20年度から22年度にかけて実施した住民基
本台帳カードの無料交付により、平成23年3月末の普及率
が7.33％となり、証明書自動交付機の利用率も向上してい
る。今後は、住民基本台帳カードの利便性をＰＲし、一層
の普及率を目指し証明書の交付等にかかる窓口事務負
担の軽減に取り組み、住民の窓口での待ち時間の短縮な
どを図っていく。
　成果指標については、客観的な数値を提示できるよう検
討を行う。

64
住基ネット
ワーク事業

市
民
課

- -

 〔目的〕
　住民基本台帳ネットワークシステム
の適正な管理と共に住民の利便性の

 向上を図る。
 〔手段〕

　住民基本台帳カードの活用ＰＲを行
う。

高 高 高 高 B

　平成２０年度から平成２２年度
までの３年間、住民基本台帳
カードの交付手数料の無料化
により、２２年度の目標は達成
したものの、未だ普及率は乏し
く普及率の向上のための周知
が必要である。

検討･
見直し

①住民基本台帳カードの利便性
に対する理解を深めていただくた

 めに広報等によりＰＲしていく。
②住民基本台帳カードと市民
カードとの統合の可否について
調査する。さらに諸証明のコンビ
ニ交付を検討する。

19 Ｂ

　住基カードの普及率を上げることが最大の課題であり、普及に向けての取組みを積極的に推進
する必要がある。合わせて、自動交付機の効果的な設置を進め、住基カードの利用価値を高める
必要がある。
　住基ネットの自動交付機以外の活用方法について調査・研究を行い、住民サービス向上につな
がる公的認証などの機能強化を図っていただきたい。

　平成20年度から3年間にわたり実施した住民基本台帳
カードの手数料無料化により、普及率の大幅な向上が図
られたことにより、平成22年度末で証明書自動交付機の
利用率が13.95％となり、着実に利用率が上がっている。
　今後は、社会保障番号の動向を注視し、コンビニエンス
ストアでの証明書の交付に向けた調査研究も行っていく。

65

戸籍管理事
業（戸籍シ
ステム整備
事業を含
む）

市
民
課

- -

 〔目的〕
　戸籍届出受付の迅速化及び的確な

 戸籍の記録・管理を行う。
 〔手段〕

　戸籍電算システムのバージョンアッ
プにより、適正で効率的な事務処理を
行う。

高 高 低 低 B

　国からの法定受託事務のた
め、戸籍法及び民法等により細
かく事務取扱いが定められてお
り、適正かつ迅速な事務処理
や戸籍管理が求められている
ことから、効率的な事務の流れ
について常に検討し、実践する
必要がある。電算システムでの
処理は効率的であるが、携わる
職員の知識向上やシステムに
習熟する方法について検討す
る必要がある。

検討･
見直し

①戸籍システムがバージョンアッ
プしたことにより、更に事務の適
正化、効率化を図り、戸籍作成時

 間の短縮等に取り組む。
②各事務処理のマニュアルを作
成する等、職員の習熟を促し、。
事務改善を検討していく。

19 Ｂ

　住基ネットワーク事業と同様、住基カードを利用して自動交付機による戸籍抄・謄本の発行な
ど、事務効率の向上を図る必要がある。
　事務担当者に対する教育研修を今後も継続的に行うことにより、効率的で正確な事務を行うよう
にしていただきたい。

　戸籍システムの効果的な運用には、戸籍事務に習熟す
ることが不可欠であることから、専門的な実体法、手続法
等の研修に積極的に参加し、個人の資質の向上に努め、
戸籍事務に精通する職員の育成に努めている。

［18］
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66
証明発行事
務事業

市
民
課

- -

 〔目的〕
　住民票の写し等諸証明書の交付に

 ついて、利便性を推進する。
 〔手段〕

　休日や夜間でも取得ができる証明
書自動交付機の利用促進と共に地区
センター、出張所の利用向上をを図
る。

高 高 高 高 B

　市民課窓口の混雑緩和のた
め、市民カードや住民基本台帳
カードを利用した自動交付機に
よる諸証明の発行についてのＰ
Ｒや地区センターでの証明書の
交付申請を勧奨する必要があ
る。

検討･
見直し

①出張所や地区センターにおけ
る取り扱い業務のＰＲを図る。さ
らに、証明書自動交付機の利便
性をについても周知を行い市民
カードや住民基本台帳カードの

 普及促進に努める。
②窓口の混雑緩和のため、継続
的に証明書自動交付の利用呼び
かけや出張所等の利用促進、諸
証明のコンビニ交付を検討する。

23 Ｂ

　証明書自動交付機や地区センター、出張所の利用促進により、住民票の写し等各種諸証明書
の交付について、利便性を向上させる事業である。
　平成16年度の外部評価において、コスト削減、成果指標の見直しについて指摘を受けながら、そ
の取り組みは十分であるとはいいがたい。
　いまだ本事業に従事する職員数は多く、単位あたりのコストも増加傾向にあり、窓口の混雑緩和
も依然として課題となっている。課題解決に向けた取り組みが行われているものの、その取り組み
が成果として表れていない以上、現在の手法を改めて見直し、より効率的な取り組みを進める必
要がある。また、その進捗を的確に把握するために、活動指標や成果指標の見直しも必要であ
る。
　活動指標については、自動交付機の利用率や、地区センターの利用率を設定するべきではない
か。また、成果指標として設定されている｢平均発行時間｣については、現行の算出式では年間開
庁日や交付件数の増減により指標が変化してしまい、市民目線で見た場合、無意味なものであ
る。今後も平均発行時間を指標として利用するならば、市民の方が交付申請書を窓口に提出して
から、証明書を受け取り、手数料の支払いが完結するまでの平均時間とするなど、待ち時間の改
善状況が判別できる指標を用いることを提案したい。
　さらに、窓口業務に対する市民満足度や、事務ミス発生率(=事務ミス発生件数/諸証明発行件
数)、苦情発生率(=苦情発生件数/諸証明発行件数)、苦情処理率(=苦情解決件数/苦情発生件
数)などについても、成果指標としての妥当性を早急に検討されたい。
　加えて、本事業は、税証明事務事業や南部出張所運営業務などとの関係が深い。こうした点も
踏まえ、証明書発行等に関する業務については、相互関係を判断できる統一指標の設定等につ
いても検討をされたい。
　このほか、単位当たりのコスト把握に努められたい。
　なお、全国で普及が進む｢コンビニ交付｣の導入については、｢共通番号(国民ID)の状況を見なが
ら検討したい｣とのことであるが、国民IDの導入までには相当の期間がある。一方で、窓口の混雑
緩和は喫緊の課題であるため、広域交付の利用状況や費用対効果を勘案しながら、導入に向け
た検証を進める必要がある。
《参考》平成16年度外部評価： Ｂ

※平成２３年度外部評価を受けた対応等については、同
年度内に整理予定

（平成２３年度外部評価実施前における対応等）

　証明書自動交付機については平成15年8月に桜井地区
センター・公民館、消防本庁舎、南越谷地区センター・公
民館に設置し、平成19年8月には市役所市民課前と西側
玄関に各1台ずつ設置したことにより、市内の北部、中部、
南部エリアをカバーする場所に証明書自動交付機が設置
された。
　その結果、証明書自動交付機を利用した住民票の写し
等の諸証明書の交付件数が着実に伸びており、ＩＴを活用
した合理化により窓口の混雑が緩和され、来庁者の待ち
時間の短縮が図られている。
　なお、平成19年度以降の件数利用件数と利用率は次の
とおり。
平成19年度：19,569件（5.43％）、平成20年度：33,036件
（9.70％）、平成21年度：38,300件（11.61％）、平成22年度：
45,016件（13.95％）

67
窓口業務改
善事業

市
民
課

- -

 〔目的〕
　来庁者のスムーズな窓口案内を行
い、円滑な窓口業務の推進に努め

 る。
 〔手段〕

　番号呼び出しシステムによる受付･
交付を行う。

高 高 高 高 B

　業務が多岐にわたるため、来
庁者が求めている手続きと案
内板の内容が一致しないことが
あり、的確な窓口誘導が難し
い。

検討･
見直し

①主な届出にかかる受付窓口の
 案内板を掲示する。

②コンシェルジュ要員を配置し、
市民ニーズに即応した窓口案内
を目指し、市民サービスに向上に
努める。

20 Ｂ

　「窓口業務改善」という事業名から推察すると、庁内各部署と横断的に連携することが求められ
るが、事業内容は来庁者への整理券発行とそれに伴なう呼び出しシステムの導入及び充実に
絞っている。この事業内容に対しては特に問題ないものと思われるが、今後は、窓口に関連する
庁内部署と横断的に連携し、市民から見て真に「窓口業務改善」となる課題に挑戦していただきた
い。

　関係部署との横断的な連携により、市民への“窓口の見
える化”を実現し、サービスの向上につなげるためには窓
口のワンストップ化に伴う庁舎の構造的な問題もあること
から、関連部署に案内をする際に市民の導線を考慮した
周知の方策を検討する。

68
外国人登録
事務事業

市
民
課

- -

 〔目的〕
　在留外国人の登録の受付等を行

 い、台帳の管理を行う。
 〔手段〕

　適正な受付と共に厳格な台帳管理
を行う。

高 高 高 高 A

　関係法令（住民基本台帳法、
外国人登録法）の改正に伴う外
国人の住民台帳管理を速やか
に移行できるよう国等の通知を
注視し限られた期間で遺漏の
ないように事務処理が執行でき
るよう組織体制の充実を図る。

現状
維持

①住民基本台帳法の改正に伴う
外国人の住民台帳の作成などシ
ステムの改修等に取り組んでい

 く。
②適正な住民管理のため、居住
実態に即した台帳管理を行う。

69
住居表示事
務事業

市
民
課

S40 -

 〔目的〕
　転入届出又は転居届出等で窓口に
訪れた際、受付事務の効率化を図

 る。
 〔手段〕

　住居表示区域内において、建物を
新築する建築主に対し、当該建物の
住所を定める必要がある旨の通知を
行い、担当窓口に関係資料を提示し
てもらい当該建物の住所をあらかじめ
定める。

高 低 低 低 B

　現在利用している住居表示台
帳（地図情報〕及び管理台帳は
いずれも古い紙面を利用したも
のであるためデータベース化す
るなどの見直しが必要である。

検討･
見直し

①住居表示台帳（地図台帳）の
電算化に伴い、効率的な運用を

 行う。
②新規や変更などが生じた場
合、地図台帳へ早急に反映する
ようにする。

17 Ｂ
　当該業務の重要性は高く、継続的推進を図っていく必要がある。ただし、業務推進にあたり、業
務効率化の推進や航空写真の採用等による住居表示台帳の再整備等業務の進め方についての
改善が求められる。

　住居表示台帳（地図台帳）の効率的な運用を行うため
に、平成23年度には電算化に向けた事務を執行すること
で、これまで手書きで地図台帳の更新を行ってきたが、電
算化により正確で効率的な運用を行えるように検討してい
く。

［19］
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70
旅券発給事
務事業

市
民
課

H19 -

 〔目的〕
　市民の一般旅券の申請･交付を行

 う。
 〔手段〕

　厳格な受付･交付を行う。

高 高 高 高 B

　スペース上の制約からプライ
バシーに配慮した窓口の配置
がされておらず、市民からも分
かりにくい場所に設置されてい
る。厳格に審査すべき旅券発
給において、日曜日に交付窓
口を開設していることから不審
者の庁舎内の出入りが容易と
なり、庁舎全管理上の問題が
懸念される。

検討･
見直し

①旅券発給業務に適した執務環
境（仮称パスポートセンター）の

 開設に向けた準備を行う。
②立地条件に恵まれた（仮称）パ
スポートセンターのＰＲ及び効率
的な旅券発給業務の実現のため
にアンケートなどを実施する。

71

国民年金事
務事業
（主に電算
委託）

市
民
課

S34 -

 〔目的〕
　公的年金の受給権確保に向け、年
金制度への理解と加入を促進し、ま
た、年金相談をより充実することによ

 り、市民サービスの向上を図る。
 〔手段〕

　民間委託等を活用し、市民(被保険
 者)の加入記録等の管理を行う。

高 高 高 高 B

　高齢化社会を迎え、公的年金
の役割はますます重要になって
いる。国では持続可能で安心で
きる年金制度の確立に取り組
んでおり、制度の改正も頻繁に
行われている。このため、制度
の理解が必要である。

検討･
見直し

①公的年金事業の運営業務を行
う日本年金機構と連携を図り、市

 民サービスの向上を図る。
②窓口受付業務の体制を強化
し、市民の相談に的確に答えら
れるよう充実させる。

21 Ｂ
　国民年金被保険者の加入記録の電算業務を主として外部業者に委託して管理している事業で
ある。加入記録を維持管理するための電算委託費が、年間１千万円超かかっている。情報システ
ム部門や他市との連携を図り、今後も電算委託内容を点検し経費適正化を進めていただきたい。

　国民年金事務事業の中の電算委託費の適正化につい
ては、庁内の情報システム部門と連絡を密にするととも
に、他市の情報を参考にするなど今後も、削減にむけ引き
続き努力したい。なお、国民年金事務事業は法定受託事
務のため、法律により電算委託費を含め、国から事務費
交付金がある。

72
斎場運営事
業

市
民
課

H17 H37

 〔目的〕
　葬祭場の貸し出し及び火葬業務を
行うにあたり、利用者が安全・安心・
快適に利用いただけるよう施設の適
切な維持管理を行うとともに、利用者
の心情に配慮したサービスの提供を
行い、斎場業務の円滑な運営を図

 る。
 〔手段〕

　民間の資金とノウハウを活用する
PFI方式を採用し、財政の削減と効率
的な運営を図る。

高 高 高 高 B

　①PFI事業による運営が丸5
年となり順調に運営されてい
る。今後も利用者が安心・安全
に、そして満足していただける
ように施設設備の点検や修繕
を行い、心のこもったサービス

 の提供を行う。
　②中期修繕計画（5年ごと）に
基づき修繕を実施する。

検討･
見直し

①平成22年4月１日から指定管
理者制度を導入し、引き続き年４
回のモニタリングを実施し、PFI事
業者と運営維持管理について検

 討・改善計画を図っていく。
②PFI事業による長期保全計画
（２０年）に基づき施設・設備の維
持管理を行うとともに、停電時に
必要な対策を講じていく。

18 Ｂ

　新設の斎場運営開始一年を契機に、健全な運営理念や他業務への対応を考慮し、ノウハウを継
承するためのマニュアル化の取組は素晴らしいので、是非他の事例の見本となるよう完成を期待
したい。
間接管理であることから、サービスの低下をきたさないよう、市民（利用者）の観点も入れたモニタ
リングシステムを一層充実されるよう要望する。

　斎場は平成22年度から指定管理者制度を導入し、広く
市民の方にご利用いただいている。さらに満足のいく施設
を目指し、今後はアンケート調査等を実施し充実した施設
の運営を行えるよう検討していく。

73
北部出張所
運営事業

北
部
出
張
所

S63 -

 〔目的〕
　北部地域の行政サービスの拠点と
して、市民が気軽に身近で利用できる
よう、迅速かつ効率的な事務処理に
努めるとともに、正確で親切丁寧な対
応に心がけ市民サイドに立った窓口

 サービスの向上を図る。
 〔手段〕

　窓口業務に係る各種機器の保守管
理に万全を期し、関係各課との情報
交換と連携を充分に図り、併せて業務
に係る研修等に積極的に参加させ職
員の資質の向上に努める。

高 低 低 高 B

　窓口業務のコンピューターシ
ステムのWEB化等により、証明
書等の発行に掛かる待ち時間
の短縮という改善がなされた
が、まだまだ操作への反応が
遅い時があり、混雑時には迅速
な対応が難しいことがある。ま
た高齢者が様々な申請や相談
に来所することが多く親切丁寧
な説明等で多くの時間がかか
る。さらに今後西大袋区画整理
事業の進展に伴い異動届等の
取扱件数の増加が予想され
る。

検討･
見直し

①当面の間、現体制で証明書発
行・各種届出の受理、高齢者の
問い合わせや相談に親切丁寧な

 対応につとめていく。
②市民の利便性やニーズを考え
ると自動交付機の増設や地区セ
ンターの業務の拡大により、身近
な所での各種証明書の発行も必
要であるが、将来的には出張所
の増設と機能の拡充が必要であ
る。

18 Ｂ

　定型的な受付業務処理の際、繁忙期に支障をきたしているとのことであるが、経済性を考慮した
自動交付機の導入、定型業務の民間人の活用、非定型業務の再任用職員等の活用、インター
ネット受付等による作業繁忙期の山ならし工夫の検討を期待する。今後の傾向として、相談や苦
情対応が増加すると思われるので、件数や業務量等の事務実態の把握を行い、南部出張所も含
め、これからの出張所体制の在り方の研究に取り組まれる必要があると思われる。

・各種証明書発行の市内１２地区センターでの取り扱い
や、市内４箇所への自動交付機の導入により、出張所の
取り扱い件数や　業務量に若干の減少をもたらしている。
・平成２１年度に、育児休暇職員の補充として、再任用職
員１名を配置し、業務の処理に効果があった。さらに、平
成２２年度には南部出張所に、正規職員１名の配置に代
わって再任用職員２名を配置し、業務の処理並びに人件
費の削減に効果があった。このように年間を通じて、ある
いは繁忙期での再任用職員の活用が図れれば、よりよい
効果が期待できる。ただし、出張所の取り扱い業務の経験
のある再任用職員の配置が業務処理上は、より効果的で
ある。
・今後増加するであろう高齢者等の様々な問い合わせや
相談、苦情については、本庁各課との連携と職員の資質
の向上とを図り適切に対応する。
・業務の民間委託、インターネット受付、再任用職員の活
用、市民の利用頻度が高い公共施設への自動交付機の
増設、地区センターでの取り扱い業務の拡大等について
は、出張所のあり方も含めて関係各課と連携して検討して
いく。

［20］
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74
南部出張所
運営事業

南
部
出
張
所

H4 -

 〔目的〕
　南部地域の行政サービスの拠点と
して、市民等が身近に利用できるよ
う、迅速かつ効率的な事務　処理に努
めるとともに、正確で親切丁寧な対応
に心がけ、常に市民サイドに立った窓

 口サービスと利用率の向上を図る。
 〔手段〕

　オンライン業務委託、窓口業務のＯ
Ａ機器のリースと保守管理委託、来客

 用駐車場を借上げる。
また、関係各課との情報交換を密に
連携を図るとともに、職員の資質の向
上を図るため研修等の参加に努め
る。

高 低 低 高 B

　窓口業務のコンピューターシ
ステムのweb化等により、証明
書等の交付時間の短縮等の改
善がなされて来ているが、とき
どき反応が遅いときがあり、迅
速な対応が難しい場合がある。
また、レイクタウンや七左区画
整理事業等の進展に伴い異動
届等の増加が予想される。この
ほか、南部は施設が狭小のた
め納税の話や離婚等の話など
他のお客様に聞こえてしまうな
ど、個人のプライバシーの保護
が難しい状態にある。

検討･
見直し

①当面、現体制の中で、通常の
窓口業務はもとより高齢のお客
様への親切丁寧な対応とレイクタ
ウンや七左区画整理事業等の異

 動届等の対応に努める。
②来客の利便性やニーズさらに
はプライバシーの保護等を考え
ると、将来的には出張所の増設
や機能拡充等が必要である。

23 Ｂ

　市南部地域の行政サービスの拠点として、住民票など諸証明書の発行、住民異動等の登録、市
税等の収納、社会福祉関係の相談など、21課･218業務の窓口サービスを提供するほか、業務に
必要な事務機器のリースや保守管理等を行う事業である。
　多岐にわたる業務を扱うことから、従事する職員数が多く、人件費も高止まりで推移している。再
任用職員の活用や業務効率化の推進により、コスト意識をさらに高め、その削減に向けた取り組
みを進められたい。
　取り扱う218の業務については、各業務毎に年間の取扱い件数を把握し、件数が極めて少ない
業務については取扱いを廃止するなどの業務改善が必要である。また、特定の時期に取扱いが
集中するような業務については、市民課、市民税課など原課からの一時的な応援を得るなど、柔
軟な人員運用体制の構築を早急に検討されたい。
　本事業は、｢218業務と幅広く取り扱っており、受付処理件数等数値では判定できない。｣との理
由から、活動指標及び成果指標を設定していないが、極めて不適切である。
　活動指標については、窓口での諸証明書1件当たりの平均発行時間(=交付申請書の窓口提出
から手数料支払い終了までの平均時間)を、また成果指標については、事務ミス発生率(=事務ミス
発生件数/諸証明発行件数)、苦情発生率(=苦情発生件数/諸証明発行件数)、苦情処理率(=苦情
解決件数/苦情発生件数)、窓口サービス満足度(=窓口でのアンケート調査結果)などを提案した
い。
　このほか、市民課では本庁舎の窓口混雑の解消が喫緊の課題となっており、その解決には、出
張所や地区センター、自動交付機の利用向上が必要である。こうした点から、出張所の利用率を
的確に把握することも必要である。いくつかの業務を｢指標業務｣として選定し、その業務における
出張所の利用率(=出張所での事務処理件数/全体の事務処理件数)を成果指標として設定するこ
との妥当性を早急に検討されたい。
　なお、同所での事務取扱件数は減少傾向にあるものの、新越谷駅･南越谷駅の駅前という立地
条件から、多くの市民に利用されている。一方で施設が狭あいであり、相談業務を満足に行うこと
ができないなどの課題も生じている。
　改革改善の方向性として、出張所の増設や機能拡充等を挙げているが、そのためには、適正な
コスト把握が重要である。また、｢単位当りコスト｣について市民課等と比較を行うことが必要であ
る。

※平成２３年度外部評価を受けた対応等については、同
年度内に整理予定

75
集会施設整
備事業

市
民
活
動
支
援
課

S54 -

 〔目的〕
　地域における連帯意識の高揚を図
り、地域文化の発展と福祉の向上に

 資する。
 〔手段〕

　自治会が管理する集会施設の用地
取得や新築・増改築などの事業費の
一部を予算の範囲内で補助する。

高 高 高 高 B

　予算の範囲内での事業執行
のため、自治会の要望に応えき
れない。用地取得の際の用地
の広狭、集会施設新築の際の
１㎡当たりの単価等に要綱上
の制約がなく、土地取得面積、
新築時の建築仕様等によって、
一部公平性に課題がある。

検討･
見直し

①集会施設新築の際の１㎡当た
りの単価について、要綱等を見

 直し公平性を図る。
②自治会の施設整備に補助して
いるが、今後修繕の要望が多く
なることが見込まれることから、
集会施設の状況把握に努める。

19 Ｂ

【越谷市集会施設整備事業費補助金】
　越谷市としての自治会の将来的なあり方を再検討し、その目的にあった拠点づくりのための補助
金制度を検討すべき。
　今後、集会施設の修繕費の増大が予想されることから、既存施設を有効利用した集会施設の活
用促進、複数自治会で共同利用する集会施設運営等、市全体での経済性を追求するとともに、自
治会相互間の連携・協力関係が密になるような拠点づくりへ誘導する補助金制度への検討も必要
と考える。また、補助金を支出した結果整備した集会施設の利用状況を把握する必要がある。

　平成２３年度、集会施設整備事業補助金の制度改正を
行う。

76
市民活動支
援事業

市
民
活
動
支
援
課

H13 -

 〔目的〕
　主体的で自発的な活動を実践する
市民活動団体の支援するとともに、協
働のまちづくりの担い手としての認識
を図る。また団体相互の協力連携を

 目的として支援する。
 〔手段〕

　市民に対して、協働フェスタや協働
のまちづくり講演会等をとおして、ＮＰ
Ｏ活動等の理解を広げる。また、市民
活動団体には、活動場所（団体室）の
提供や人材育成のための研修会や
活動のための情報提供を行う。職員
のＮＰＯの理解を進めるため、講演会
を実施

高 高 高 高 B

　・市民活動団体室登録団体の
増加により、団体の希望時間帯

 の利用が困難
　・市民活動団体の活動内容や
質の変化などにより、現状の市
民活動団体室の面積や機能で
は市民活動支援が困難

検討･
見直し

①越谷駅東口再開発ビル（仮称）
 に市民活動支援センターの整備

②誰もが市民活動に参加できる
環境整備

19 Ｃ

　市民活動団体室「ふりすぺ」の利用促進からさらに一歩すすめ、場の活用を通じて行政とNPOと
の結びつきの強化を図る活動を進めることが重要である。
　行政がNPOに期待する活動を明確にし、活動団体にご理解いただき、協働を推進する必要があ
る。また、協働を推進するためには、活動団体との調整を円滑に進めることができる企画調整能
力を持った行政側の人材育成も必要である。

　平成20年度より、市民活動つなげる会・越谷と越谷市ボ
ランティア連絡会を中心とした協働フェスタ実行委員会を
組織し、市民活動やボランティア活動の輪を拡げ新しいま
ちづくりのあり方について考える機会づくりとして協働フェ
スタを開催している。
　また、講演会について平成22年度からは、市民、市民活
動団体と行政職員それぞれの課題解決のためテーマ設定
をして別々に開催し、協働のまちづくりの促進を図った。

［21］
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77
出羽地区セ
ンター・公民
館整備事業

市
民
活
動
支
援
課

H22 H25

 〔目的〕
　地区まちづくり及びコミュニティづく
り、生涯学習、地域福祉及び防災救
援、さらに、住民票等の交付その他行
政相談などに関する事業を行う地区

 センター・公民館を建設する。
 〔手段〕

　越谷市七左町４丁目地内に用地を
取得し、鉄筋コンクリート２階建て延床
2,000㎡程度の越谷市出羽地区セン
ター・公民館を建築する。

高 低 高 低 B
　地域住民の意見を反映できる
かが課題である。

検討･
見直し

①地域住民の意見を反映した地
区センター建設に向け、建設検
討委員会を開催し、施設の内容

 を検討する。
②施設の円滑な運営に向けて管
理委託等の検討

78
大沢地区セ
ンター・公民
館整備事業

市
民
活
動
支
援
課

H22 -

 〔目的〕
　第１体育館周辺に地域の意見が集
約されたコミュニティや福祉の機能を

 備えた複合施設などを建設する。
 〔手段〕

　建設計画等策定委託を実施し建設
に向けた調査研究を実施

高 低 高 低 B
　関係各課との調整が必要とな
る。

検討･
見直し

①建設計画で抽出した課題等に
 ついて関係各課と協議する。

②地域住民の意見が反映された
具体的な建設計画に向け調整を
図る。

79
国際交流事
業

市
民
活
動
支
援
課

- -

 〔目的〕
　本市における外国人登録者は約
4,600人を数え、今後も定住化等によ
り増加傾向が続くことが予想されるこ
とから国際化をより推進していく必要

 がある。
 〔手段〕

　このような現状に対応するため、市
で募集した通訳翻訳ボランティア等を
活用し、市の情報の多言語化をはじ
めとする情報提供を行い、お互いの
国籍や文化の違いを理解し、外国人
市民、日本人市民が共に暮らしていく
ことのできる多文化共生社会の実現
に向けた地域づくりを行う。また、姉妹
都市キャンベルタウン市との交流をは
じめとする国際交流活動を継続してい
く。

高 高 高 高 B
　外国人市民のニーズを把握
し、的確な情報提供に努める必
要がある。

検討･
見直し

①外国人市民のニーズを把握す
る機会を設け、引き続き多言語で
の情報提供に取り組む。また、国
際理解講座等を開催することで、
多くの市民へ多文化共生の意識

 啓発を行う。
②越谷市国際交流協会等の国
際化関係団体や市民ボランティ
アと連携し、姉妹都市交流の継
続及び、多文化共生のまちづくり
を目指す。

21 Ｂ

 　事業内容は、外国人向け市民サービスと国際交流に大別できる。
　ひとつの組織が、全庁統一された考え方で国際交流という事業を推進することは必要であろう。
しかし、秘書課が、それぞれの市民サービスの現場での他国言語の通訳対応までを担当するに
は限界がある。また、秘書課という組織名のまま、今後も国際交流を担当するのは、市民から見て

 も分かりにくい。適切な役割を担当する組織の設置（例：「国際交流課」）などを検討されたい。
　また、市民サービス窓口に対しては、今後とも「案内資料の多言語化による対応」と、担当者の
研修による「外国人対応の向上策」の継続推進が望まれる。

●

　通訳翻訳ボランティアや多文化共生推進員の協力によ
り、資料の多言語化や国際理解講座を開催し、外国人市
民への情報提供や地域住民への多文化共生意識の啓発
に努めた。
　これまで秘書課で行っていた本業務は、平成２３年度の
組織改正で、協働安全部市民活動支援課国際化担当に
移行したが、評価結果を受けて、さらに市民にわかりやす
い組織として多文化共生と国際交流を推進する。

80
国際交流員
招致事業

市
民
活
動
支
援
課

H5 -

 〔目的〕
　本市の国際化関係事務の補助や、
市内の各種団体の事業活動への参
加、地域住民の異文化理解のための
交流活動を通し、市民のニーズに合

 わせた国際理解推進を図っていく。
 〔手段〕

　広報紙の外国語版小冊子「コシガヤ
メッセンジャー（英語・フィリピン語･中
国語）」を月１回発行したり、庁内各課
で使用する申請書等の翻訳や、窓口
での通訳・案内をする。また、市内教
育機関や地域の方向けに国際理解
講座を実施する。

高 高 高 高 B

　平成22年度途中より、これま
でのJETプログラムからの採用
を、市の直接雇用に切り替えた
ことで、大幅にコストを削減し
た。切替の年であったため、事
業開催においても多少変更が
みられたので、今後は国際交
流員をより効率的に活用し、各
種事業を充実させる。

検討･
見直し

①本市外国人登録者数を考慮
し、中国語の国際交流員を採用
したので、より充実した内容の事
業展開に取り組むとともに、庁内
での外国人市民への通訳や案内

 等にも幅広く対応していく。
②多文化共生のまちづくりを推進
するため、国際交流員の役割や
意義を啓発し、有効的な活用を
目指す。

18 Ｂ

　市民の多様なニーズにあった国際理解を推進するため、国際交流事業はますます重要になって
くる。英語圏のみならず広く異文化理解のための交流活動が求められる。但し、当該事業の効率
性及び効果性を高める為、民間国際交流団体組織とのすみわけ及び協働活動の仕組みが必要と
なる。

●

　ＪＥＴプログラムからの採用を市の直接雇用に切り替えた
ことで、大幅にコストを削減したと共に、複数名の国際交流
員を採用し、英語及び中国語での市民サービスに対応で
きるようになった。

［22］



          8.総合評価
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81
国際交流協
会支援事業

市
民
活
動
支
援
課

S57 -

 〔目的〕
　外国人市民のための日本語教室な
ど、広範囲に及ぶ市民ボランティアに
よる越谷市の国際化推進活動を通し
て、外国人市民にとっても暮らしやす
いまちづくりの推進を図る。さらに、市
民の国際理解の増進と青少年姉妹都
市交流事業による使節団の派遣・受
入を中心とした国際交流の促進を図
るとともに、地域の国際化の推進に寄

 与する。
 〔手段〕

　越谷市国際交流協会に対し補助金
を交付し、支援を行うとともに、運営に
かかる助言と協力を行う。

高 高 高 高 B

　本市の国際化を推進するた
め、越谷市国際交流協会を支
援し、開催事業及び参加者数
の更なる増加を図る必要があ
る。

検討･
見直し

①平成24年度も引き続き越谷市
国際交流協会へ補助金を交付
し、多文化共生及び国際交流に
関する各種事業を開催すること

 で、本市の国際化を推進する。
②越谷市国際交流協会と連携
し、市民レベルでの多文化共生
のまちづくりや、姉妹都市交流を
はじめとする国際交流活動の推
進を図る。

16 Ｂ
　国際交流協会へ運営を任せ、市は必要な補助金を出し職員関与度を最小にすることで効率化・
経費削減を計画的に進めていただきたい。

●

　越谷市国際交流協会は、外国人市民の増加に伴い、多
文化共生の地域づくりのため、日本語教室などの各種事
業や姉妹都市交流をはじめとする国際交流事業を通し、
本市の国際化の推進に寄与している。市は引き続き補助
金を交付し、当協会の支援を行っていく。
　なお、平成１６年度に越谷市国際交流協会の事務局を市
から独立し、独自運営としたことで職員を１名減とし、経費
を削減した。

82
人事交流員
事業

市
民
活
動
支
援
課

H8 -

 〔目的〕
　相互の職員を隔年で派遣し、それぞ
れの行政全般について調査・研究さ
せるとともに、両国の文化に触れるこ
とで、広い視野に立った職員の育成を

 目指す。
 〔手段〕

　キャンベルタウン市からの人事交流
員を隔年で受け入れ、越谷市及び日
本の行政システムを中心に研修を行
う。研修期間中、派遣職員は越谷市
役所内に自席を配置し、毎日各課を
訪問して、研修を行う。また、滞在中
の宿泊施設を越谷市が提供し、生活
指導を行うことで、日本での生活を体
験する。

低 高 高 高 B

　限られた期間の滞在をより効
果的なものとするために、訪問
する各課での研修日程や研修
内容を更に充実させる。

検討･
見直し

①平成24年度は受け入れの年で
あるため、キャンベルタウン市及
び研修先部署との調整を綿密に
行い、的確な研修日程を組むこと

 に努める。
②平成8年に開始された本事業
は、これまで8名のキャンベルタ
ウン市職員を受け入れ、本市か
らは7名の職員を派遣している。
今後も越谷市での研修先各課へ
一層の協力を要請するとともに、
自覚を持った職員を本市から派
遣することで、姉妹都市関係の更
なる発展と両職員の資質の向上
を目指す。

19 Ｂ

 　教育の視点から国際交流の意味については、理解できる。
　キャンベルタウン市との一連の交流事業全体の中で、職員の人事交流の意味、事業の目的を明
確にすると共に、交流を通じて得られた知見を庁内で報告するなど、その成果を組織全体で共有
する仕組みを作ることが重要である。

　当事業は、姉妹都市の行政等の実績を調査、研究させ
るとともに広い視野に立った意識変化を促し、職員の資質
向上と市政の運営に寄与させることを目的とする。
　日本とオーストラリアでは、地方自治体の役割等に違い
はあるものの、派遣先において研修した成果や経験を帰
国後、各自の職場で有効的に発揮してもらう。また、派遣
時には報告書を庁内ＬＡＮに掲載をしているが、今後は職
員研修等を利用し、報告機会の増加を図る。

83

公有財産管
理事業(東
小林記念会
館)

市
民
活
動
支
援
課

H19 -

 〔目的〕
　増林地区東越谷連合自治会の集会
所施設として自治会の活動、会員の
親睦、自治会内諸団体の活動の場と
して使用したいとの要望により平成１
９年に市と５年間の土地・建物使用賃

 借契約を締結する。
 〔手段〕

　管理運営は東越谷連合自治会が行
い、東越谷連合自治会長が管理責任
者となる。

低 高 高 低 B
　施設利用自治会の自治会加
入率の向上と利用率の向上

検討･
見直し

①平成２４年の賃貸契約終了後
の方向性について東越谷連合自

 治会と協議を進めている。
②利用自治会の自治会加入率と
利用率の向上について引き続き
協議を進める。

20 Ｄ

　施設の遊休化に伴い、自治会と土地・建物使用貸借契約を締結し、自治会に管理・運営を任せ
ているが、水道光熱費・修繕費等の管理費については市で負担しているという現状である。当館を
利用する特定の団体の使用にかかる費用を市が負担し、受益が偏っていることが問題だと考え
る。さらに、施設の中長期的な観点から取り壊し等も含め、事業を全面的に見直すべきである。

　平成２３年度末の東小林記念会館の土地建物使用貸借
契約の期限までに、地元自治会と東小林記念会館のあり
方について検討する。

84
自治会振興
事業

市
民
活
動
支
援
課

S39 -

 〔目的〕
　各地区における自治会の健全な育
成と円滑な運営を助長し、地域社会
における連帯感の醸成と自治意識の
向上並びに環境衛生思想の啓発及び

 普及を図る。
 〔手段〕

　各地区において多種・多様なコミュ
ニティ活動を行っている自治会に対
し、毎年度、予算の範囲内において助
成を行う。

高 高 高 高 B

　市から自治会に依頼している
事業を精査し、他の手法検討す
るとともに費用対効果を考慮し
た交付金価格設定が必要であ
る。また、年々、自治会の加入
率が低下しており、加入率の向
上が課題となっている。

検討･
見直し

①全庁的に市から依頼している
業務の他の手法と比較した費用

 対効果を調査検討する。
自治会の活動内容の報告を受
け、地域にとって有効な交付金と

 し、まちづくりをさらに推進する。
②社会背景など様々な要因が想
定されるが、自治会加入率の低
下が課題となっている。自治会は
任意の団体であるが、地域のコ
ミュニティづくりを進める上で重要
な役割を担っている団体であるこ
とから加入率の向上に努める。

18 Ｂ
　地域における自治会の役割は重要で、自治会振興等は不可欠である。しかしながら、自治会加
入率が低下しており、助成内容の見直しは必要である。あわせて、有効な自治会加入率向上施策
を検討することが重要である。

　新規マンションの開発にあたり、既存自治会への加入や
新規自治会の設立等を呼びかけており、平成２３年度は新
たに２つの新規自治会の設立があった。（１１月１日現在）
　また、平成２４年度もレイクタウン地区において新規自治
会の設立に向け、地元住民の方々と協議を行っている。

［23］
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85
コミュニティ
推進事業

市
民
活
動
支
援
課

H4 -

 〔目的〕
　第３次越谷市総合振興計画に位置
づけられた地区別将来像を具現化し
ていく中で、地区住民の連帯意識や

 地域コミュニティの育成を図る。
 〔手段〕

　各地区ごとに組織されている地区コ
ミュニティ推進協議会及び越谷市コ
ミュニティ推進協議会に対し、予算の
範囲内で助成金を交付する。

高 高 高 高 B

　事業提案制度により、各地区
の創意と工夫により、それぞれ
の地域の特性や特色を活かし
た事業展開がされているが、事
業実施にあたり、自主財源の確
保が難しい事業も多くある。

検討･
見直し

①②事業の成果や必要性を検証
し、事業の選択と自主財源の確
保に引き続き努めていく。

21 Ｂ

 　地域街づくりを推進する事業としての意義は認識できる。
　助成金対象の370余の地域コミュニティ事業のうち、自主運営ができていない事業も少なくない。
本来は、コミュニティの、コミュニティによる、コミュニティのためのコミュニティ事業であり、住民によ
る自主運営が行われるべきである。また、本事業は平成4年度より開始しており、マンネリ化してい

 るコミュニティ事業も少なくないと思われる。
 　市は今後、強力なリーダーシップを発揮して、地域コミュニティ事業の指導を行うべきである。

　例：①自主活動ができていないコミュニティ事業に対しては、助成金を削減する等のペナルティの
 指導を行う。②活動報告書に示される活動成果内容の厳密な精査など。

　事務事業評価表については、活動指標及び成果指標が意味のないものになっている。活動の評
 価、成果の評価を行うことのできる指標を設定する必要がある。

 【コミュニティづくり助成金】（内部評価：継続）（外部評価：減額（縮小））
 　助成金に対する事業成果を評価し、適切な助成額を検討されることを望む。

 【地区まちづくり助成金】（内部評価：継続）（外部評価：減額（縮小））
　助成金対象の370余の地域コミュニティ事業の精査を行い、自主運営ができていない地域コミュ
ニティ事業費の削減などを視野にいれ、助成金の適正化を図る必要性がある。

　第４次越谷市総合振興計画に基づき、各地区においても
地区まちづくり推進計画を策定していただいている。今後、
各地区において地区まちづくり推進計画に基づき地区別
将来像の実現に向け、各種事業に取り組んでいく。

86

越谷しらこ
ばと基金事
業（越谷しら
こばと基金
積立金事業
含む）

市
民
活
動
支
援
課

H2 -

 〔目的〕
　快適で活力ある魅力的なふるさとづ
くりに資する主体的活動を行うものに

 支援を行う。
 〔手段〕

　市内に住所または活動の本拠があ
る市民活動団体等に活動資金の助成
を行う。

高 高 高 高 B
　昨年度より助成件数と助成率
は上がっているが、目標値に届
いていない。

検討･
見直し

①広報、ホームページ、リーフ
レットを活用し、市民や市民活動
団体に越谷しらこばと基金の周

 知や理解を図っていく。
②市民団体との会議や協働フェ
スタ等で説明する機会を設ける。

18 Ｂ

　市民活動団体を支援する当該事業の重要性は認められる。但し、運用開始から17年が経過し、
また、現在スポーツの分野に助成が著しく偏りがあることから、支援分野の見直しを含め、基金の
活用方針を再設定する時期に来ている。また、正規職員の作業範囲を見直し、定数削減の検討を
加えるべきである。

　平成21年度、越谷しらこばと基金条例の改正により、助
成対象事業は「環境の保全及びアメニティの創造」「国際
交流の推進」、「文化芸術の振興」「スポーツの振興」の4
つの事業から「快適で活力ある魅力的なふるさとづくりに
資する事業」とし、市民が自主的に行うまちづくり活動や郷
土意識の醸成を支援している。その結果、少しずつ市民活
動を行う事業の助成金の活用は増加してきている。
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 〔目的〕
　市民文化や生涯学習、福祉活動な
ど市民活動の拠点施設として、中央
市民会館の貸出し業務や施設の保守

 管理等を行う。
 〔手段〕

　財団法人越谷市施設管理公社を指
定管理者として委託し、効果的な管理
運営を図る。

高 高 高 高 B
　指定管理者と引き続き連携を
図り、より効果的な管理運営を
行う。

検討･
見直し

①平成24年度からも引き続き市
 民サービスの向上に努めていく。

②施設の適正な維持管理に努
め、安全かつ快適に利用できる
ように指定管理者との連携を図
る。

22 Ｃ

　市民の文化・芸術振興を図り、生涯学習や福祉活動などの市民の活動拠点として、中央市民会
館の貸出しや施設の保守管理等を行う事業である。
　利用区分ごとの稼働率については、平成21年度54.31%にとどまっている。施設が全市民にとっ
て、より意義のあるものとするために、利用日数稼働率とともに利用区分ごとの稼働率について
も、全国の自治体の同種施設において、指定管理者制度の効果的運用により稼働率を上げてい
る先進的な取り組み等を参考にして、一段の向上のための取り組みを進められたい。
　市のホームページで見るかぎり、イベントや事業の情報が少ない。市民が利用してみたい、事業
やイベントに参加してみたいと思わせる工夫が必要なのではないか。市民が利用したいと思わせ
る創意工夫をすることで延べ利用者数の向上を図っていただきたい。
　現在、平成23年度を新たな初年度とする指定管理者の募集期間であるが、新たな仕様書が基
本的に今年度までの指定管理業務と同様の仕様書にとどまっているのは極めて残念である。平
成18年度から平成22年度までの指定管理業務実施の中で得られた知見と反省を生かし、よりき
め細かな仕様書を作成し、応募者に提示すべきであった。
　また、指定管理者の評価について、各年度とも「管理運営は適切に行われている」との記載にと
どまっている。しかし、中央市民会館は市の指定管理者制度導入施設の中でも事業費が特に多
い施設であり、同時に市のランドマークともいえる代表的な施設でもあるため、当該施設にふさわ
しい管理項目を設定し、丁寧な評価（モニタリング）を実施すべきであった。今年度以降の施設の
評価に当たっては、早急に管理項目の追加を検討し、履行されたい。
　活動指標に「イベントや事業の実施回数と参加者数（市主催、民間主催）」の追加を提案する。
　さらに、指定管理の委託者である市の成果指標としては、現行指標とともに、指定管理者に対す
るチェック、指導による改善度合いが成果指標としてふさわしいのではないか。

　中央市民会館施設の利用率を上げるための方策として、
利用率の低い特別会議室、茶華道室、視聴覚室の利用率
を上げるため、利用範囲を緩和するなど検討し、利用率
アップを図りたい。また、劇場と市民ギャラリーに限定し、
利用者の希望により、事業やイベントをホームページ等に
掲載するなど、指定管理者と実施に向けた検討を行ってい
る。なお、中央市民会館独自の管理項目については研究
し追加していきたい。

［24］
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 〔目的〕
　施設の適切な維持管理と利用者の

 快適な施設環境を確保する。
 〔手段〕

　修繕及び改修工事を行う。

高 高 高 高 B

　年々施設の老朽化が進み、
限られた予算でいかに効率よく
改修を行っていくかが課題であ
る。

検討･
見直し

①平成24年度からも引き続き改
修箇所に順位付けを行い、効率
的な施設の維持管理に取り組ん

 でいく。
②適切な施設の維持管理をする
ために、中長期的な修繕計画を
立てるよう検討していく。

22 Ｃ

　豊かな地域社会の形成と市民文化の向上に資するため設置された中央市民会館の適切な維持
管理のために必要な事業であり、快適な施設環境を確保するため、修繕及び改修工事を行う事業
である。
　今後、中央市民会館の設備機器等の経年劣化による改修が必要となるとともに、将来は他の施
設も含めた老朽化の進展に伴い大規模な改修時期が重なることも想定されるため、大きな財政負
担となることも懸念される。また、地球温暖化対策の面からはCO2排出量の削減、資源消費の抑
制などの縮減を図り、環境負荷を低減させなければならない。
　そこで、越谷市として「公共施設の長寿命化」、「ライフサイクルコストの縮減」、「維持管理費用の
平準化」などを目指した公共施設のファシリティマネジメントに関する取り組みを推進されたい。重
要な公共施設である中央市民会館についても、施設改修に当たっては、事業費が膨大になること
が懸念されるため、減価償却費を適正に積算するとともに、耐用年数に応じた更新が可能になる
よう、中長期的な施設設備更新計画を早期に策定されたい。また、当該計画について、市民に対
して詳細かつ丁寧に説明されたい。
　総合評価の課題によると、「建築資材が国産でないものが使用されており、修繕に費用がかかり
すぎて管理が大変である」とのことであるが、より適正な調達等により低廉に入手する方法を検討
されたい。また、将来当該建設資材が製造中止となり、資材の調達が不可能となった場合の対策
も講じられたい。

　中央市民会館が開館し１８年が経過しているため、設備
の部品等で調達できないものが年々増え、設備機器等に
不具合が生じた場合、更新で対応しなければならない状
況である。設備投資が困難な財政状況ではあるが、安全・
安心して利用できる施設への改修事業を進めるためにも、
設備等保守管理業者の意見を吸い上げ、営繕課の改善
計画に沿った改善を図る。また、建築資材の入手が困難
なケースについても、技術職員の意見を聞き対応する。
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 〔目的〕
　地域に根差したコミュニティ・文化活
動の拠点施設として、北部市民会館
の貸出しや北部図書室におい図書の

 貸出しを行う。
 〔手段〕

　地域住民で組織した越谷市北部市
民会館運営協議会に指定管理者とし
て委託し、効果的な管理運営を図ると
ともに、会館の清掃業務、設備の保守
などを専門業者に委託する。

高 高 高 高 B
　指定管理者と引き続き連携を
図り、より効果的な管理運営を
行う。

検討･
見直し

①平成24年度からも引き続き市
 民サービスの向上に努めていく。

②施設の適正な維持管理に努
め、安全かつ快適に利用できる
ように指定管理者との連携を図
る。

21 Ｂ

　市内の他の市民会館やコミュニティセンターに比べ、利用率が低い現状となっている。利用率を
 向上するために、駐車場の拡大、映像設備の導入等を検討されている点は、評価できる。

　一方、施設を維持・管理する上で、必要最低限の固定的なコストがかかる。投じたコストに見合う
劇場・会議室の利用率を確保するための方策を、積極的に検討すべきである。現在の使用制限も
見直し、条例を改正することも視野に入れ、検討していただきたい。

　劇場、会議室の利用率を上げるため、利用範囲を緩和
するなど検討し、利用率アップを図りたい。
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 〔目的〕
　施設の適切な維持管理と利用者の

 安全で快適な施設環境を確保する。
 〔手段〕

　施設の改修工事を行う。

高 高 高 高 B

　年々施設の老朽化が進み、
限られた予算でいかに効率よく
改修を行っていくかが課題であ
る。

検討･
見直し

①平成24年度からも引き続き改
修箇所に順位付けを行い、効率
的な施設の維持管理に取り組ん

 でいく。
②適切な施設の維持管理をする
ために、中長期的な修繕計画を
立てるよう検討していく。

20 Ｂ
　施設の老朽化に伴い、年々、改修工事費、修繕費がかかる現状となっている。改修工事費、修
繕費が中長期的にどれだけの費用負担となるかについて計画を立案し、市民にわかりやすく説明
することが重要である。

　施設の老朽化に伴う修繕には多額の費用を要するた
め、新たな機器の設置と比較検討し、中長期的な費用対
効果の検討を行う。
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 〔目的〕
　市民文化や生涯学習、福祉活動の

 拠点施設として市民活動を推進する。
 〔手段〕

　委託業務により交流館の清掃業
務、設備保守、警備などの管理を行
う。

高 高 高 低 B
　限られた予算内でいかに効率
よく老朽化した交流館を適正に
維持管理するかが課題である。

検討･
見直し

①必需品の備品交換などを行
 う。

②年次計画をたて、バリアフリー
対策を含め施設機能の充実を図
る。

17 Ｂ

　交流館は、地域のコミュニティの拠点としての機能を果たしてきたが、施設の老朽化に伴うバリア
フリー対策や農協との併設施設の更新が課題となっている。また、地域コミュニティの場として、自
治会館、地区センター(13ヶ所)や市民会館(2ヶ所）と交流館(8ヶ所）の役割分担のあり方、使用料
のバランスなどを総合的に見直し、市民にとって利用価値の高いものにしていくことが必要であ
る。

　バリアフリー対策として手すりやスロープの設置を行うほ
か、毎年、トイレの洋式化を図り、お年寄りにも利用しやす
い環境を整えている。
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 〔目的〕
　市民文化、生涯学習、福祉活動の
拠点施設として、良好な施設環境を整

 備する。
 〔手段〕

　業務委託により修繕、改修工事を行
う。

高 高 高 高 B
　老朽化した交流館の改修をい
かに優先順位を決めて行うか
が課題である。

検討･
見直し

①各交流館の状況把握に努め、
緊急性の高いものから順次実施

 する。
②施設の適正な維持管理に努
め、安全かつ快適に利用できる
ように指定管理者との連携を図
る。
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 〔目的〕
　市民文化や生涯学習、福祉活動な
ど市民活動の拠点施設として、交流
館の受付業務、設備保守等の管理を

 行う。
 〔手段〕

　地元の代表の運営協議会を指定管
理者として、管理を委託する。

高 高 高 高 B
　指定管理者と引き続き連携を
図り、効果的な管理運営を行う
必要がある。

検討･
見直し

①平成２４年度からも引き続き市
 民サービスの向上に努めていく。

②地域コミュニティの拠点施設と
して利用者が増加するよう効果
的な施設運営を行う。

16 Ｂ

　今後より一層高まる市民ニーズに対応するためのサービス拡充が強く求められる。ただし、施設
関連コストを反映したフルコストの把握が必要である。
さらに新設3館については建物関連減価償却費を含めていただきたい。活動結果指標として交流
館の設備稼働率を設けていただきたい。

　交流館の稼働率を上げるため、指定管理者である交流
館運営協議会との定例会を通じて利用者へのサービスや
施設の充実など調整を図っていく。

［25］
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 〔目的〕
　施設利用者が安全かつ快適に施設
を利用できるよう、適正な施設の維持

 管理を行う。
 〔手段〕

　清掃、警備等の１３業種について業
務を専門業者に委託する。

高 高 高 高 B

　施設の大型化、老朽化の進
行に伴い経費の増加は避けら
れないので、より効果的な管理
運営を行っていくことが課題で
ある。

検討･
見直し

①平成24年度からも引き続き保
守管理業務委託の長期継続契
約等を推進し、経常経費の削減

 に取り組んでいく。
②長期的、継続的に経費の削減
をするために、保守管理業務委
託内容の見直しを随時図ってい
く。

20 Ｂ

　13地区センター施設の管理をする上で不可欠な事業である。現在の保守管理等の委託料を更
に削減する努力を期待する。地区センターの利用者数を成果指標にするのではなく、保守管理等
に掛かる事業費削減効果を成果指標にしてほしい。また、正規職員の担うべき仕事を明確にし
て、なお一層の効率的な事業の実施に努めることが望まれる。

●

　保守管理業務委託について、平成20年度より長期継続
契約を推進し、平成22年度においては13業種のうち5業種
まで拡大し経費の削減を図った。（警備業務で約90万円の
削減効果があった）
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 〔目的〕
　施設の適切な維持管理と利用者の
快適な施設環境を確保する。

 〔手段〕
　各種の施設保守委託業者より報告
を受けたもの、また、職員や利用者か
らの要望のあったものから、緊急性や
重要性を勘案して適宜修繕を行う。

高 高 高 高 B

　年々施設の老朽化により修繕
必要箇所が増加しているが、限
られた予算に応じていかに効率
よく修繕を行っていくかが課題
である。

検討･
見直し

①平成24年度からも引き続き修
繕必要箇所の順位付を行い、限
られた予算で効率的な施設の維

 持に取り組んでいく。
②適切な施設の維持管理を継続
するために、中長期的な修繕・改
修計画の検討を図っていく。

23 Ｂ

　地区センターの利用者が快適に安心して施設を利用できるよう、修繕・改修を行う事業である。
　施設の安全性を確保するために、計画的な修繕・改修が求められ、優先順位を的確に決めて、
必要箇所を修繕していくことが求められる。地域拠点施設としての地区センターの設備を改修する
ことにより、利用者の満足感の高揚、地域住民の利用促進を図り、地域の生涯学習・自治活動の
向上を目指す。
　今後は経年劣化に伴い、修繕、改修を必要とする施設が増加していくことが予想されることから、
中長期的な修繕・改修計画を策定し、効率的な修繕、改修を進められたい。また、施設により完成
年度、規模等が異なることから、施設ごとの修繕・改修計画を策定し、適正な維持管理を実行して
いただきたい。
　市民の防災に対する意識の高まりに加え、地区センターを多くの市民が利用することから耐震補
強を早急に着手することが望まれる。地区センターが避難所となる場合、耐震補強だけでなく、避
難している間に落下物等の被害を被る恐れもあることから照明等の落下物に対して日常点検に努
められたい。
　また、13地区のうち、大型化の工事を順次進めている状況にあるが、まだ6地区で大型化が進ん
でおらず、大型化が終了している住民と終了していない地区の住民とで不公平感が生じることか
ら、大型化未了地区住民のコンセンサスを得ながら、早急に大型化の施設整備計画の策定に取り
組む必要がある。
　事務事業評価表の減価償却費がゼロとなっているが、施設改修事業の性質上、償却資産の改
修に伴い、新たに減価償却額が増加する場合がある。したがって、来年度からは、減価償却費に
ついて、適正に積算するとともに、事務事業評価表への記載をお願いしたい。
　予算の計上方法について、現在の予算計上の方法では予定していた工事が突発的な事由によ
り、遂行されないことがあるため、あらかじめ突発的な修繕に対応できるように予算計上するように
工夫されたい。
　市民の意見を地区センターの整備、運営に反映させるために、施設整備や快適性に関する満足
度や要望等を調査するアンケート等を実施することを検討されたい。それに関連して、成果指標に
「地区センターの利用者の満足度」の追加を提案したい。

※平成２３年度外部評価を受けた対応等については、同
年度内に整理予定

96
地区セン
ター業務事
業

市
民
活
動
支
援
課

H16 -

 〔目的〕
　市民ニーズにあった行政サービスを
提供するため、諸証明書の発行や市
への届出書類の文書回送業務等を行

 う。
 〔手段〕

　きめ細やかな行政サービスを提供
するため、臨時職員を適正に配置し、
人員不足の解消を図る。また、文書回
送業務を専門業者に委託し、本庁の
開庁日は全て１日１回の届出書類等
の回送を行う。

高 高 高 高 B

　諸証明書の発行件数、発行
率は近年横ばい傾向にある。
引き続き、地区センターにおい
て証明書の発行を含む行政
サービスの一部が実施されて
いることを、広く市民に周知して
いくことが課題である。

検討･
見直し

①平成24年度からも引き続き市
民のニーズを反映した行政サー
ビスの提供の拡大に取り組んで

 いく。
②地区センターにおける市民の
利便性向上のために、提供する
行政サービスの見直しを随時
図っていく。

19 Ｂ

　地区センター事務事業の事業内容は、諸証明書発行等の行政サービスの提供だけではない。
「地域コミュニティ活動の拠点づくり」という地区センターの事業目的を再確認し、目標に応じた評
価指標を設定し、事業を計画する必要がある。
　センターの規模、利用頻度等により、定数の配置を一律ではなく柔軟に設定することも検討され
る必要がある。また、行政サービスの提供について、本庁との作業分担割合を明確にし、センター
ごとの目標値を設定し、住民に対する利用促進のための周知活動等を行う必要がある。

　当該事業は、地区センターの行政サービスに関する予算
であるため、外部評価における指摘の「地域コミュニティ活
動の拠点づくり」の事業目標に応じた評価指標は、「コミュ
ニティ推進事業」に委ねられる。
　また、地区センターごとの職員定数の見直しや行政サー
ビスに関する目標値の設定等は、今後とも検討課題であ
る。

97
災害予防対
策事業

危
機
管
理
課

- -

 〔目的〕
　災害から市民の生命、身体及び財
産を守り、かつ被害を最小限に食い

 止める。
 〔手段〕

　計画的な備蓄の整備、防災訓練の
実施、地域防災計画の改訂及び防災
行政無線・難場所照明灯の保守管理
等総合的な予防対策を講じる。

高 高 高 高 B

　備蓄品について、時代の変化
とともに市民からの要望が多様

 化している。
　備蓄の中の食糧について、ア
レルギー対策に対応した備蓄
品が必要。

検討･
見直し

①平成２３年３月に発災した東日
本大震災において、相当量の備
蓄品を消費したことから、この状
況を踏まえた備蓄計画の見直し

 を図る。
②平成２３年３月に発災した東日
本大震災での経験から、備蓄品
の内容は、被災した市民向け、帰
宅困難者向け、他県からの避難
者向けなど多様であり、それらを
踏まえた備蓄品のあり方を検討
する。

18 Ｂ

<備蓄資機材整備事業>
　現行「地域防災計画」での備蓄整備は20年度で目標を達成するとのことであるが、市役所主導
の備蓄整備、水の確保だけでなく、地区センターや地区防災組織での備蓄、何より市民が自ら運
営できる自主防災の考え方は非常に評価できる。地域防災計画の見直しをされるとのことである
が、一層の備蓄資器材整備の充実を期待する。

●

　備蓄資器材について平成１９年度より、プライバシーの
観点から簡易間仕切りを購入し、また、平成２０年度よりア
レルギー対応として、アレルギー対応アルファ米の購入を
始めた。引き続き備蓄資器材整備の充実を継続する。

［26］
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98

防災行政無
線設置事業
【防災施設
整備事業】

危
機
管
理
課

H20 H23

 〔目的〕
　市民の生命、身体及び財産を災害

 から守る。
 〔手段〕

　計画的に防災行政無線子局の設置
及び修繕を実施して、多数の市民等
に対して伝達を図る。

高 高 高 低 B

　実施計画では、防災行政無線
の改善事業を予定しているが、
すべての修繕が完了しないと、
市民全体の情報伝達の完了に
至らない。

検討･
見直し

①平成２０年度に実施した防災
行政無線音達調査の結果を踏ま
え、２基（蒲生茜町、川柳町２丁

 目）の新設工事を行う。
②消防庁が主導する防災行政無
線のデジタル化について、国、県
の動向を踏まえ、導入に向けた
検討を行う。

22 Ｂ

　災害対策基本法に基づいた事業であり、防災行政無線子局の設置、修繕を計画的に実施し、市
民の生命、財産を守る事業として重要性が高い。また、災害の発生やその後の経過情報を市民に
迅速に伝達することで、市民が迅速に避難する等行動できる体制を整える必要がある。
　音達の不具合が生じている地域等へは、災害を知らせる携帯電話サービスへの登録を促し、災
害情報を迅速に伝達すべきである。また、防災行政無線の効率的な設置を引き続き計画的に推
進するとともに、設置コスト減に努める必要がある。
　最近の住宅は機密性が高いこと、豪雨災害のときは聞こえづらいことなどから、戸別受信機の設
置も検討する余地がある。さらに、災害を迅速に伝えるための新しい手段として親局から単方向の
アナログから双方向のデジタル化への切り替えについて、全国的な普及状況にも注視しつつ、安
価な導入を図る方策について継続的に検討をしていただきたい。
　また、「音達の不具合」という表現は、一般の人が聞くとわかりにくい。「無線の音声が届きにくい
地域がある」といった工夫が必要ではないか。
　成果指標の改善案として、防災行政無線設置率に加え、災害情報が多くの世帯にしっかり伝わ
ることを示す「人口カバー率、地域カバー率」等を提案したい。

●

　平成２０年度に実施した防災行政無線音達調査の結果
を踏まえ、平成２２年度は３基増設工事を行い、平成２３年
度は２基新設工事を予定している。音達の不具合が生じて
いる地域等へは、災害を知らせる携帯電話サービスの登
録を促し、東日本大震災関連の防災行政無線放送が増え
たことをきっかけに、平成２３年３月１日に１，９１８人だった
登録人数が、５月１日には１３，３３８人に増加した。

99
防災施設整
備事業

危
機
管
理
課

- -

 〔目的〕
　市民の生命、身体及び財産を災害

 から守る。
 〔手段〕

　避難場所への周知をするとともに、
 避難場所誘導版・案内板を設置する。

　備蓄倉庫及び耐震性飲料用貯水槽
を設置する。

高 高 高 高 B
　区画整理事業等による人口
増加に伴い、施設の充実を図
る必要がある。

検討･
見直し

①都市公園や大型地区セン
ター・公民館の整備に併せて防
災備蓄倉庫の整備を行うため、

 関係機関との協議を行う。
②避難所での防災備蓄機能のあ
り方について検討を行う。

19 Ｂ

　案内板等の施設の設置等のハード的対応と、防災マップの配布等のソフト的対応の両面から事
業を進めていることは評価できる。
　防災を地域の問題として理解いただき、地域自治会との協力体制を作る努力が必要である。
　また、案内板等の設置は都市整備等他の事業計画と連携し計画的に行う必要がある。

●

　案内板等については、設置後年数が経過しているため
修繕に重点を置き、災害時に備えている。平成２２年度に
防災備蓄倉庫及び耐震性飲料用貯水槽をそれぞれ1基設
置し、今後避難所でも防災備蓄機能を有すよう努める。

100
国民保護協
議会事業

危
機
管
理
課

H18 -

 〔目的〕
　市民の生命、身体及び財産を武力

 攻撃等から保護する。
 〔手段〕

　国民保護協議会を設置し、国民保
護計画を作成する。

高 高 高 高 A
　有事の際の対応を市民へ通
知していく。

現状
維持

①国民保護に関する越谷市計画
を変更する必要が生じた場合
に、市長からの修正案の諮問に

 応じ、審議を行う。
②計画書の見直しだけでなく、国
民の保護に関する事項につい
て、必要に応じて審議を行う。

21 Ｂ

 　国の法律に基づいた事業であるが、市の主体性を取り込んだ運営を図られたい。
 　また、活動指標も事業目的に合ったものを設定することが望ましい。

　国・県・市それぞれにおける有事の際の対応が、どの様に検討されているのかを市民へより分か
りやすくPRすることも必要である。

●

　平成２１年１１月６日に国の「国民保護に関する基本方
針」が改定され、これに伴い埼玉県が平成２２年４月１日に
国民保護に関する埼玉県計画を変更したことにより、平成
２２年度に国民保護に関する越谷市計画の改訂を行った。

101
危機管理対
策事業

危
機
管
理
課

H17 -

 〔目的〕
　あらゆる危機から市民の生命、身体
及び財産を保護し、市民の生活又は

 市の産業・経済の安定を図る。
 〔手段〕

　危機管理計画に基づき、あらゆる危
機事象に対応する具体的マニュアル
を作成し、危機情報の一元管理と総
合的な危機管理を行う組織体制を整
備する。

高 高 高 低 B

　平成21年度に89の危機事業
に対して、各課でマニュアルを
作成したが、危機事業について
は、常に変化が起こる可能性あ
り、その多様化する事象に迅速
に対応するために、事前にマ
ニュアルがないと緊急時の対応
が遅れてしまう。

検討･
見直し

①庁内各課で作成した危機管理
マニュアルについて、引き続き多
様化する危機事象に対応するた
め、危機管理マニュアルの作成

 を推進する。
②危機発生の際、危機管理マ
ニュアルに基づき、全職員が適
切に行動できるよう啓発を図る。

20 Ｂ
　危機管理計画、国民保護計画は、市民の安全確保のため不可欠な事業である。まずは、国民保
護計画等の実施に向けた取組や、危機管理マニュアルの策定を進め、事案ごとに対応を図り計画
の精度を高めることを期待する。

　各課で作成した危機管理マニュアルについて、引き続き
多様化する危機事業に対応するため、危機管理マニュア
ルの作成を推進しする。また、危機発生の際危機管理マ
ニュアルに基づき、全職員が適切に行動できるよう啓発を
図る。

102
防災会議事
業

危
機
管
理
課

S38 -

 〔目的〕
　市民の生命、身体及び財産を災害

 から保護する。
 〔手段〕

　災害対策基本法第16条の規定によ
り市に防災会議を設置することとされ
ており、地域防災計画の作成及び修
正の審議、防災計画の実施の推進、
防災時の情報収集、関係機関への資
料の提供を行う。

高 高 高 高 A
　事業の効率性を設定する必
要がある。

現状
維持

①平成２３年３月に発災した東日
本大震災に係る本市の対応につ
いて総括し、今後の取組につい

 て審議していく。
②平成２３年３月に地域防災計
画の改訂を行ったが、次回の改
訂に向けた審議に止まらず、広く
災害情報などの収集を行い、定
期的に会議を開催する。

21 Ｂ

 　国の法律に基づいた事業であり、災害予防は重要であることは理解できる。
　ただし、防災会議については、その目的や役割、位置付けを明確にすることを望む。また、活動
結果指標､成果指標として会議開催回数だけでなく、当事業の妥当性､効率性､有効性を表す指標
を設定する必要がある｡

●

　平成２２年度に地域防災計画の修正等に伴い、防災会
議を２回開催した。今後、平成２３年３月に発災した東日本
大震災に係る埼玉県地域防災計画の修正に併せ本市地
域防災計画の見直しを行う。

［27］
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103
自主防災組
織育成事業

危
機
管
理
課

H7 -

 〔目的〕
　自主防災組織の整備促進及び活動

 支援を図る。
 〔手段〕

　防災備蓄倉庫の設置、備蓄資器材
の購入、防災訓練の実施等に対し助
成する。

高 高 高 高 B

　近年、国内では大規模な地震
が毎年のように発生し、自治会
等で結成されている自主防災
組織においても、災害時の備え
に対する関心が高く、全ての補
助要望に対応しきれていない。
また、自治会が新規に設立され
た場合に、合わせて自主防災
組織の設立が好ましいが、自
治会内において組織の役割な
どの調整に時間がかかり設立
が遅くなる。

検討･
見直し

①防災訓練や出張講座等をとお
して、自主防災組織未設立の自
治会に対して、自主防災組織設
立の啓発や自主防災組織育成

 費補助金の案内を行う。
②「自分たちのまちは自分たちで
守る」との理念のもと、自主防災
組織が名目のみではなく実質的
な活動が伴うよう、効果的な働き
かけを行う。

22 Ｂ

　自主防災組織は、自治会が中心となり運営され、地域で防災体制を強化しようとする取り組みで
ある。災害が発生したときに地域で助け合う体制（共助）を強化することは重要である。
　災害初動時の自己防衛のためにも、防災訓練や防災講演会等で、自主防災組織の設立依頼に
ついて働きかけを強化していただきたい。
　また、公平性の観点からも未設立の自治会が自主防災組織を設立できるように積極的に行政側
から働きかける必要がある。特に世帯数の多い地域には優先的に設立を働きかける工夫も必要
である。
　自主防災組織率向上のために自治会の担当部署である地域活動推進担当と継続的かつ緊密
に連携をとって取り組んでいただきたい。
　事業に対する人工の資源投入量が大きいことから、人件費の効率化について検討を進められた
い。
　成果指標として、自主防災組織率を掲げているが、かけている人件費の額に見合った組織率の
向上が図れているとはいいがたい。自治会への自主防災組織設立に向けた意識啓発にある程度
時間を要することは理解できるが、市内における好事例とともに、国内での成功事例なども参照
し、効率的な啓発推進に努められたい。
　平成21年度実績の自主防災組織率は全自治会の67.03%であるが、市内の全人口に占めるカ
バー率は82%に上る。この人口カバー率も成果指標として併用し、組織化の優先度を検討するとと
もに、市民に分かりやすい成果指標となるよう改善に心がけられたい。その他の成果指標として
「自主防災組織による防災訓練の実施回数・参加人数」の追加を提案したい。

【自主防災組織育成費補助金】（内部評価：継続）（外部評価：継続）
　ハード面（備蓄倉庫設置など）の整備も重要だが、今後はソフト面（避難訓練、講演会など）へ重
点を置く必要もあるのではないか。

●

　自主防災組織の設立については、防災訓練や出張講座
等において働きかけを行ってきた。新規設立自主防災組
織については、平成２０年度から２２年度で合計７自治会
の設立に対し、平成２３年度は現在のところ３自治会が設
立されている。今後は、自治会への出張講座や防災週
間、市民まつりなどの行事の際、設立を啓発していく。

104
放置自動車
対策事業

く
ら
し
安
心
課

- -

 〔目的〕
　警察署への照会により所有者を把
握し、所有者による放置自動車の撤
去を原則に指導する。所有者不明の
場合は、廃棄物認定後に廃棄処分と
する。放置自動車は、交通障害を起こ
し、交通事故を誘発する要因にもなる
ことから市内に存在する放置自動車

 の撲滅を目的に取り組んでいる。
 〔手段〕

　撤去処分について業者委託を行う。

高 高 高 高 B

　平成17年に自動車リサイクル
法が制定されてから、急速に減
少した。しかし、生活道路に放
置されるなど悪質なケースもあ
り、市民生活に影響を及ぼすこ
とから、別の場所に移動し保管
しなければならないケースがあ
る。

検討･
見直し

①②警察との連携・協力を得て
所有者情報の提供を受け、迅速
なる所有者撤去を推し進める。

20 Ｂ

　放置自動車は、放置する人のモラルの問題である。事業そのものは特に指摘事項はないが、車
の撤去に伴って職員の方がトラブルに巻き込まれるなどの事故の防止に注意いただきたい。
　壁などへの落書きも、放置自動車同様市や市民にとっての迷惑行為であるが、多くの自治体で
自治会等と連携して対策を立て効果をあげている。放置自動車の問題も、このような事例を参考
にして、市当局だけの問題として取り組むのではなく、自治会等と連携をとり自動車が放置されな
いような工夫を期待する。

●

　放置自動車については、地域住民からの通報により発
見するケースがほとんどであるが、不法投棄夜間パトロー
ルでの発見にも努めている。処理にあたっては、警察署と
の連携を図り対応している。今後とも、早期発見、早期解
決に努めていく。

［28］
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105
放置自転車
保管管理事
業

く
ら
し
安
心
課

H14 -

 〔目的〕
　撤去された放置自転車等や保管所
の管理を行い、自転車等所有者から

 引取費用を徴収する。
 〔手段〕

 　民間に事業委託する。
 　自転車・・・・・・・3,000円

　原付自転車・・・4,500円

高 高 高 高 B
　保管経費が固定経費となって
いる。

検討･
見直し

①②引き続き長期継続契約制度
を活用し、経費の削減を図る。

23 Ｂ

　自転車が路上等に放置された状態が継続すると、歩行者に危険が生じるだけでなく、通行の妨
げにもなるため、放置台数の減少を図り、通行の安全とまちの景観を保持する必要がある。その
ため、自転車利用者に放置に対する問題意識を深めてもらい、自転車利用の抑制、自転車駐車
場の利用促進を図る事業である。
　しかし、実際には保管台数が減っておらず、自転車の放置状態が後を絶たない現状にある。放
置自転車の増加は、保管経費(事業費)を増大させるだけでなく、市民の安全確保の弊害となる。
越谷市では自転車の所有者に対し、ハガキや電話等で督促を行っている。さらに、啓発活動とし
て、放置自転車の多い区域にマップを配布したり、ラック式の駐輪場の整備などの取り組みを実施
している。新たな啓発活動として、委託先と連携し、街頭での広報活動、放置自転車クリーンキャ
ンペーンの実施、商店街や大型店での放置防止啓発ポスターの貼付等を実施して放置自転車廃
絶に向けた取り組みが挙げられる。今後は自転車利用者のマナー向上のために町会・商店街・警
察等との地域ぐるみの啓発活動の充実等を図る必要がある。
　放置自転車を減らさなければ、保管台数は増加し、事業費は増大するという悪循環が生じる。そ
のため、市は放置自転車を減らすために、ニーズ調査を実施して必要な箇所への新たな駐輪場の
設置や既存駐輪場の増設を視野に検討されたい。市営の駐輪場はないということだが、今後
も民間事業者の活用により駐輪場を設置するように促し、行政が環境整備する体制を築
いていただきたい。駐輪場が民間事業者や財団法人の施設ということもあり、人件費、
事業費、管理費、修繕費等がかかっていない点が評価できる。
　また、放置自転車の解消に向けて、事業にかかる費用のうちどの程度利用者に負担さ
せるかを含め、適正な撤去・保管料の設定に努められたい。
　平成21年度から委託先と長期継続契約を締結し、単年度契約より、約110万円のコスト
削減効果があったことは評価に値する。事業費を減らそうとする問題意識をもって、さ
らにコスト削減に取り組んでいただきたい。
　保管期間を過ぎても、引き取りのない自転車を『越谷市リサイクル自転車組合』に引
き取ってもらい、再利用してリサイクル活動に結びつけている点は評価できる。リサイ
クル自転車の販売台数を成果指標に取り入れることで、放置自転車の有効活用が促進さ
れることを期待する。
《参考》平成16年度外部評価： Ｃ

※平成２３年度外部評価を受けた対応等については、同
年度内に整理予定

（平成２３年度外部評価実施前における対応等）

　放置自転車等の撤去・保管料については、自転車法に
よれば　撤去や保管、自転車の売却に要した費用を基に
原因者負担を求めている。保管管理委託料だけを見れ
ば、収支は、均衡している。保管管理業務に係る経費につ
いては、多様な方法での放置自転車売却による財源確保
や保管管理委託の長期継続契約により削減を図ってい
る。

106
市民相談事
業

く
ら
し
安
心
課

S44 -

 〔目的〕
　市政に関する問題、市民生活の中
で生じる諸問題及び交通事故等に関

 する相談、さらに法律相談
・税務相談・行政相談・登記相談・行
政書士相談に応じ、適切な助言を行

 い、市民生活の一層の向上を図る。
 〔手段〕　

　相談窓口の開設

高 高 高 高 B
　相談内容が、より複雑化・多
様化する中で、さらに相談体制
の充実を図る必要がある。

検討･
見直し

①②平成２０年度・２１年度と、多
重債務相談等に対応するため、
法律相談を月１回ずつ増やし、相
談体制の拡充を図った。平成２４
年度に向けて、現体制を維持しな
がら関係機関との連携を深め、
的確な相談に努める。

16 Ｂ
　越谷市の特性を持った事業であり、今後とも拡充していただきたい。ただし、活動結果指標・成果
指標については相談件数のみでなく、事業成果をより適切に表す指標を設定していただきたい。

●
　今後とも、現体制を維持しながら、市民の多様な相談需
要に対応していく。相談件数以外の成果指標については、
相談の種類によって稼働率を設定している。

107
交通安全指
導事業

く
ら
し
安
心
課

S44 -

 〔目的〕
　市民の安全確保と交通安全意識の

 高揚を図る。
 〔手段〕

　交通指導員による登校時における
児童の安全確保や交通安全教育及
び街頭指導等を行う。

高 高 高 高 B
　交通指導員の交通安全指導
に対するレベルアップを図る。

検討･
見直し

①②班単位での研修会の実施と
出前講座の積極的実施。また、
イベント等では、警察署と連携
し、市民の交通安全及び事故防
止並びに交通道徳を図るための
啓発活動と立哨指導を実施す
る。

19 Ｂ

【交通指導員連絡協議会負担金】
　交通安全指導へのニーズは高い。交通安全のみならず、地域の防犯、防災活動と連携した地域
活動として考える必要がある。
　交通指導員連絡協議会に対しては、交通指導員を有効に活用するための交通事故に関連する
情報などについて、市から積極的な情報提供が必要である。また、学校関係者とは、事故を抑止
するための目標値を設定・共有し、先生や保護者と連携した事業活動をするなどの協力体制の構
築を望む。

　交通指導員は、登校時の立哨指導のほか、毎年交通安
全教室を実施しており、小学校と連携を図り、効果的な交
通安全教育を実施している。また、他の部門と連携して地
域に出向き、高齢者等に対し、悪質商法や振り込め詐欺と
併せて交通指導員による交通事故防止の講座を開催して
いる。
　毎月開催している交通指導員の定例会においては、市
及び警察署からの情報提供等行うとともに、交通安全指
導の向上を図るため、研修会を実施している。

［29］
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108
放置自転車
対策事業

く
ら
し
安
心
課

S57 -

 〔目的〕
　各駅周辺に放置された自転車等（原
付バイク含む）の整理を行い、歩行者

 の安全と通行機能の確保を図る。
 〔手段〕

　放置自転車等の誘導整理や撤去業
務を民間委託する。

高 高 高 高 B
　放置防止に向けた効果的な
誘導整理の検討

検討･
見直し

①②各駅の誘導整理員の配置
状況と放置自転車数を検討し、
現配置を見直し、必要な地域・時
間帯に重点的に振分けを進めて
いく。併せて広報等を用いて、モ
ラル向上等の啓発活動を進め
る。

18 Ｂ

　放置自転車の台数を減らす総合的な対策を行う事業の再構成が必要である。放置自転車関連
事業として、当該事業に加え、「放置自転車等誘導整備業務委託事業」、「放置自転車等保管返
却業務委託事業」、「放置自転車等処分業務委託事業」の事業全体としての総合的な見直しが求
められる。さらに、民間による駐輪場の設置と連携を図る必要がある。

　放置自転車の対策として、撤去による強制的な措置を
行っているが、併せて駅周辺で駐輪場の案内ちらしなどを
自転車利用者に直接配ることで駐輪場の利用促進を図
り、放置自転車の防止に努めている。また、レイクタウン駅
東西に民間　(財団)による駐輪場の設置促進を図り、放置
自転車の防止に努めた。さらに、防止対策として、駅広場
や歩道に自転車が置けないようする空間の検討や、放置
自転車の限られた予算の中で、誘導整理員の配置につい
て、午前中の時間帯を短縮し、夕方の時間帯への振り替
えや日曜日についても誘導整理員を配置し効果的な予算
執行に努めている。

109
消費生活相
談事業

く
ら
し
安
心
課

S49 -

 〔目的〕
　消費生活に係る相談及び苦情処理
を行うため、専門的知識を有する相談
員を置き、市民からの相談に応じ、適
切な助言やあっせん等を行い、市民

 の消費生活の安定を図る。
 〔手段〕

　相談窓口の開設、消費生活相談員
の配置

高 高 高 高 B

　相談内容が、より専門化・複
雑化しており、相談員のレベル
アップ等相談体制の充実ととも
に、専門機関との連携を図る必
要がある。

検討･
見直し

①②平成２０年度から、平日毎
 日、相談員の２名体制が整った。

今後は、現状の中で、さらに相談
業務の充実を図るため、平成２４
年度に向けて、「埼玉県消費者行
政活性化補助金」を活用し、積極
的に研修に参加させるなど、相
談員のレベルアップを図ってい
く。

16 Ｂ
　越谷市の特性を持った事業であり、今後とも拡充していただきたい。ただし、成果指標について
は相談結果に基づく不当請求回収率も含めていただきたい。

●

　平成２０年度から常時、相談員２人体制を確立し、相談
体制の充実を図った。平成２１年度から３年間、消費者行
政活性化補助金を活用し、相談員のレベルアップ等を図っ
ている。相談の内容によっては、あっせんを行い消費者被
害の救済に努めている。

110
消費者保護
委員会運営
事業

く
ら
し
安
心
課

S51 -

 〔目的〕
 　消費者の保護、救済

 〔手段〕
　消費者保護の円滑な推進を図るた
め、市長の附属機関として消費者保
護委員会を置く。

高 高 低 高 B

　消費者保護委員会は、苦情
処理の斡旋・調停を行うことが
できるなど、重要な責務を担っ
ている。

検討･
見直し

①②消費者保護委員会は、消費
生活センターで処理できない消
費者からの商品等に関する苦情
の斡旋・調停などを行う機関とし
て今後とも設置をし、機能維持を
図っていく。

19 Ｃ
｢越谷市民の消費生活を守る条例」の意味は大きい。必要な条例であるので、現在求められてい
る状況に対応した改正に向け、スケジュールを明確に設定し、消費者保護委員会で検討いただく
内容を示し、委員会を有効に機能させ活用する必要がある。

　消費者保護委員会は、消費生活センターで処理できない
消費者からの商品等に関する苦情の斡旋・調停などを行
う機関として今後とも設置をし、機能維持を図っていく。

111
計量器検査
事業

く
ら
し
安
心
課

H15 -

 〔目的〕
　計量法による特定市の業務として、
定期検査・商品量目立入検査・計量
思想の普及啓発に関する業務等を実
施し、適正な事業活動の確保並びに

 消費者保護を図る。
 〔手段〕

　計量器の検査用機器を購入する。
計量担当職員を配置する。計量器の
検査を実施する。埼玉県計量協会に
委託する。計量教室など消費者啓発
事業を開催する。

高 低 高 低 B
　コスト削減のため、業務委託
の拡充に取り組む必要がある。

検討･
見直し

①②計量法による業務について
は、行政処分を伴う業務があり、
全てを委託することは困難であ

 る。
はかりの検査業務の委託機関
は、（財）埼玉県計量協会しかな
く、計量特定市が増えていく中で
委託件数を増やしていくことは難
しい状況にあるが、今後も委託を
推し進めていく。

17 Ｃ

　計量法等、法的根拠に基づき、計量に関する検査、計量思想の普及啓発事業は、特例市業務と
して必要である。
　ただし、業務遂行上の効率性に関する検討が必須であり、計量協会あるいは民間への運用委託
を推し進め、人件費及び事業費の軽減を図るべきである。

　はかりの検査業務の委託機関は、（財）埼玉県計量協会
だけであり、協会の体制の問題や計量特定市が増えてい
く中で、委託件数を増やしていくことは難しい状況にある
が、今後とも委託を推し進めていく。

［30］
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A 事業内容は適切である

B 課題が少しあり事業の一部見直しが必要
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D 事業の休・廃止を含めた検討が必要

↓　総合評価で認識した課題は　↓
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112
消費者啓発
事業

く
ら
し
安
心
課

S49 -

 〔目的〕
　消費者の安全な生活環境を目指し、
身近な問題を自分の問題として捉え
られるような講座や、消費者トラブル
の被害防止の啓発を推進する中で、

 賢い消費者の育成を図る。
 〔手段〕

　消費者月間記念事業の開催・消費
生活講座・講演会等の開催・消費生
活出前講座の開催・市民まつり等に
おける啓発活動の実施

高 高 高 高 B
　啓発手段を検討し、講座のさ
らなる充実を図る。

検討･
見直し

①②平成１９年度から、地域の高
齢者を見守る民生委員などを対
象に、受講者が地域へ戻り、啓
発活動が行えるよう「高齢者見守

 り講座」を毎年実施している。
平成２４年度に向けて「埼玉県消
費者行政活性化補助金」を活用
し、各地区センターへ出前講座と
して消費生活相談員を派遣する
啓発活動にも取り組んでいく。

23 Ｃ

 悪質犯罪（悪質商法や振り込め詐欺など）が多発していることから消費者に犯罪の手口や防止策
を習得してもらうことは重要である。そのための手段として講座や講演会等で被害防止の啓発に
取り組み、事前に被害防止を図るための事業である。
 しかし、県でも相談事業や講演会等の類似の事業を実施しているように一部の事業については
事業内容が重複している状態となっており、県と市で連携して効率的な事業運営をされたい。今後
は重複業務の解消に向けて、県と市が推進すべき事業の役割分担を明確化してほしい。県にも消
費生活支援センターがあるため、効率的な事業運営を図るためには消費者トラブルの情報交換や
相談、苦情処理等の連携が欠かせない。
　平成17年外部評価において、外部評価コメントで「事業費単位当りコストを勘案し、啓発事業の
民間活用を含めた運営改善が必要である」とする指摘に対し、評価結果を踏まえた対応等で「最
適なNPO団体等が見つかれば、委託も検討していく」としていたが、適当な団体が見つからない現
状にある。そのため、越谷市立消費生活センター運営委員会委員の声を反映させ、市民との
協働により、真に消費者の目線に立った啓発を進めていただきたい。
　また、事業費に対して、人件費の割合が大きいため、臨時・非常勤職員等の活用、業
務の効率化を図るなど、人件費削減を検討する余地がある。
　消費者トラブルに陥りやすい高齢者に対しては、高齢者と接する機会の多い民生委員
やヘルパー、社会福祉協議会を通じての啓発活動を継続していただきたい。
　成果指標の消費生活講座、出前講座参加者数が21年度実績に比べ、平成22年度は500人
近く増加しているが、アンケート結果によると、満足度は減少しており、中身があり、
効果のある講座にしていく必要がある。講座へより多くの市民が参加できるように積極
的な広報活動を実施し、参加を促すように努められたい。
　成果指標に「消費者トラブル」の発生回数を追加して、消費者トラブルの発生回数が
少ないことを目標にしていただきたい。

【消費生活研究会補助金、消費生活センター連絡協議会補助金】（内部評価：減額（縮
小）・終期設定）（外部評価：継続）
　消費生活で生じる諸問題について調査研究を実施し、市民の消費生活の向上を図るこ
とを目的としている。満足度も7割を超えており、一定の評価に値する。消費者を取り巻
く環境変化のスピードも速いことから、時代に則した講座や市民にとって有益な講座を
取り入れて知識の高揚を図り、市民が消費者トラブルに陥らないように被害防止を期待
したい。
　また、本事業は補助金事業であるため、市は補助金利用団体に対し、補助金の目的に
沿って活動しているか、補助金の使途を明確に把握するように努め、補助金の適正な利
用を監視されたい。
《参考》平成17年度外部評価： Ｃ

※平成２３年度外部評価を受けた対応等については、同
年度内に整理予定

（平成２３年度外部評価実施前における対応等）

　消費生活講座・出前講座を継続的に実施している。ま
た、民生委員や地域包括支援センター等の他の機関によ
る消費者被害の早期発見や防止を働きかけている。さら
に、消費生活運営委員を活用し、市民と協働で啓発活動
を行っている。

113
防犯対策事
業

く
ら
し
安
心
課

- -

 〔目的〕
　自主防犯活動団体の育成及び支
援、また警察や関係団体と連携し、犯
罪のない安全で安心に暮らせる地域

 をつくる。
 〔手段〕

　地域防犯活動を支援するため、防
犯講演会の開催や防犯グッズの貸
与、また、越谷市防犯協会に補助金
を交付する。

高 高 高 高 B

　刑法犯認知件数は減少傾向
にあるが、当市における犯罪率
（暫定値）は平成22年において
県内第6位と他の市町村と比較
して依然高くなっている。

検討･
見直し

①②各地区において自治会を主
体とした自主防犯活動団体が組
織されているが、地区により組織
率にばらつきがあることから組織
率の低い地区については、埼玉
県東部地域振興センター・警察と
協力し組織率向上を図る。

19 Ｂ

　各地区の自主防犯団体の活動を、自治会を通じて把握し、その活動状況を共有し、近隣自治会
どうし連携し協力した組織的な活動を推進することが求められる。
　自治会連合会との連絡・連携も強化し、市と地域とが一体となった防犯対策を進めることによっ
て事業の効果をあげることを検討する必要がある。

　平成２２年度に全自治会及びＰＴＡや老人会などの関係
団体を対象としたアンケート調査を実施し、各自主防犯団
体の活動状況を把握した。地域の防犯団体に、青色回転
灯装備車を貸し出し、地域と一体となった防犯活動を行っ
ている。また、地域の防犯活動を支援するため、パトロー
ル備品の貸与の充実を図っている。

114
交通安全推
進事業

く
ら
し
安
心
課

- -

 〔目的〕
　交通安全市民大会の実施や各種交
通安全運動による啓発活動及び交通
安全活動団体への活動支援等を行
い、交通安全・交通事故防止に取り組

 む。
 〔手段〕

　警察署や交通安全関係団体との連
携・協力により事業を実施し、交通事
故防止や交通安全の推進を効果的に
進める。

高 高 高 高 B

　高齢者や自転車の事故に対
する割合が増加傾向にあるが
人身事故は減少した。これから
更なる高齢化社会を迎えるに
あたり、より一層の交通事故防
止対策を実施する必要がある。

検討･
見直し

①②警察署及び交通安全関係
団体と連携しながら効果の上が
る方法を検討し、交通安全教室
や事故防止活動において継続的
な啓発活動を実施していく。

19 Ｂ

【越谷市交通安全母の会補助金】
　事務事業評価の成果指標を見直す必要がある。交通安全活動団体に対し、市から事故情報な
どの情報提供をするとともに、交通事故の減少割合など、事業の成果を表す指標を設定するとと
もに、的確な目標値を設定したうえで、交通安全関連団体を指導する必要がある。また、交通安全
教育については、学校の協力が不可欠であり、教育委員会との連携を図ることを望む。

　交通安全母の会等の交通安全関係団体は、市民の交通
安全意識を喚起するための啓発活動を行い、交通事故防
止につなげていくことが活動の目的である。交通事故等の
結果の評価は、総合的に行うことが必要であり、団体の活
動にあっては、活動が促進されるよう引き続き支援を行っ
ていく。
　交通安全教育については、幼稚園や市内全小学校で交
通安全教室が引き続き開催するため各学校と連携を図
り、効果的な交通安全教育を実施していく。

［31］
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A 事業内容は適切である

B 課題が少しあり事業の一部見直しが必要

C 課題が多く事業の大幅な見直しが必要

D 事業の休・廃止を含めた検討が必要

↓　総合評価で認識した課題は　↓

　　12.外部評価を受けた対応等
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115
更生保護事
業

社
会
福
祉
課

- -

 〔目的〕
　保護司会、更生保護女性会と連携
し、犯罪を犯した者の更生を助けると
ともに犯罪や非行の予防・啓発を行
い、安全で住みやすい地域社会を構

 築する。
 〔手段〕

　社会を明るくする運動を推進し、更
 生保護の啓発活動を展開

　保護司会、更生保護女性会への助
成を行い、更生保護活動を促進する。

高 高 高 高 B

　更生保護活動の重要性は増
加しており、今後とも更生保護
活動への支援を行うとともに、
啓発活動を行っていく必要があ
る。

検討･
見直し

①社会を明るくする運動の実施、
保護司会による中学校訪問な
ど、更生保護と青少年の非行防

 止への啓発活動を進める。
②社会を明るくする運動の推進
など、更生保護への理解を深め
るための事業を充実するととも
に、引き続き、保護司会、更生保
護女性会との連携を図る。

19 Ｂ

 　各補助金とも、適切な業績評価指標を設定し、成果と公益性を検証する必要がある。
【更生保護女性会助成金】

 　補助金により実施した事業の成果を把握し、成果を検証する必要がある。
【越谷地区保護司会越谷支部助成金】

 　補助金により実施した事業の成果を把握し、成果を検証する必要がある。
【越谷地区保護司会助成金】
　補助金により実施した事業の成果を把握し、成果を検証する必要がある。

　越谷地区保護司会や更生保護女性会は、更生保護の担
い手として様々な事業に取り組んでいる。
　毎年７月を強調月間とする「社会を明るくする運動」で
は、駅頭でのＰＲ活動や講演会を実施した。特に、「講演と
映画の集い」では、３００人以上の参加があり、更生保護
への理解と青少年の非行防止の啓発に効果を挙げてお
り、犯罪や非行のない安全で安心して暮らせる地域社会
づくりが進められている。
　このような事業展開に対し、今後とも積極的に支援する
とともに、適切な評価方法について検討し、定期的な事業
の見直しを図っていく。

116
行旅病人等
援護事業

社
会
福
祉
課

- -

 〔目的〕
　住所及び居所不明で引き取り手の

 ない遺体の葬祭及び遺骨の保管
 〔手段〕

　行旅病人及行旅死亡人取扱法によ
 る葬祭

　遺骨の保管

高 高 低 高 B

　年間を通じ、取扱い件数は非
 常に少ない。

　身元の確認や扶養義務者の
確認調査に時間を要する。

検討･
見直し

①法令に基づき手続きを進める
必要があり、手続き完了まで相
当の時間を要するが、事務の効

 率化をいっそう図る。
②法令に定められた業務である
ため、今後も継続していく必要が
ある。

21 Ｂ
 　法令で定められた事業であるものの、外国人旅行者の対応等法令上再検討すべき余地がある。

　特に、旅行中の外国人が、今後さらに増加することが予測される中で、「国全体の視点に立った
対応基準の明確化」を図るよう、国に働きかけられることを望む。

　埼玉県が発行する「行旅病人、行旅死亡人取扱いの手
引き」を法施行に当たっての事務の参考とし、法の適正か
つ円滑な運営に役立てているのが現状であり、平成１８年
の第４版の発行以降、改正されていないのが現状である。

117
福祉保健オ
ンブズパー
ソン事業

社
会
福
祉
課

H14 -

 〔目的〕
　福祉保健サービスに関する苦情を
公平・中立な立場で調査･判断し、迅
速に問題の解決を図ることにより、
サービス利用者の権利を守り、より良

 いサービスを提供する。
 〔手段〕

　大学教員・弁護士などの有識者を
「福祉保健オンブズパーソン」に委嘱

 する。
　オンブズパーソンは、サービス利用
者の苦情を調査し、必要に応じて市
へ意見等を表明する。

高 高 高 高 B

　相談・申し立ての件数は少な
いが、制度の必要性が高い。今
後とも制度の周知を図ってい
く。

検討･
見直し

①オンブズパーソン制度の周知
 を図る。

②広報活動の充実を図るととも
に、事例研究などオンブズパーソ
ンの研修等を実施していく。

20 Ｂ

　オンブズパーソン制度の有効活用の観点から、福祉サービスの現場職員とオンブズパーソンと
のコミュニケーションの場を設定し、福祉の現場で日々発生している相談、対応内容の情報共有
が必要と思われる。
オンブズパーソン活用については、市民向けの広報とあわせて、現場担当職員への周知を図るこ
とも必要と思われる。

●

　平成２３年度は、福祉施設及び窓口の苦情対応等につ
いて、福祉関係職員とオンブズパーソンとの意見交換を実
施する。
　また、相談・申立ての件数は少ないが制度の必要性は
高く、今後も制度の周知を図っていく。

118
生活保護事
務事業

社
会
福
祉
課

- -

 〔目的〕
　生活保護受給者の就労を支援し自
立を促すとともに、医療事務、介護事
務において適正な執行を図るため、
嘱託医の委嘱、レセプト点検を実施す

 る。
 〔手段〕

　委託により就労支援員を配置し、生
 活保護受給者に就労支援を行う。

　生活保護医療費のレセプト点検を行
 う。

　嘱託医を委嘱し、医療扶助の内容
の審査を行う。

高 高 低 高 B

　就労支援を充実させても、雇
用環境が改善されなければ自

 立につなげるのは困難である。
　レセプト点検は有効で継続の
必要性はあるが、目標値を設
定することは難しい。

検討･
見直し

①レセプトの電子化を実施し、点
 検の効率化を図る。

②嘱託医に精神科の専門医を加
え、医療事務の更なる充実を図
る。関係機関と連携し、就労支援
の充実を図る。

22 Ｂ

　生活保護法に基づく事業であり、事業内容は次の4点である。
　①就労支援員による、生活保護受給者の就労支援
　②面接相談員による、生活相談
　③生活保護医療費のレセプト点検
　④嘱託医による、医療扶助の決定、実施に伴う専門的判断及び必要な助言指導
　いずれも国の法律に基づく事業であり、法律の目的である「必要な保護を行い、その最低限度の
生活を保障するとともに、その自立を助長する」ために、事業の必要性は認められるが、個々の事
業内容については一部で改善の余地が見受けられる。
　嘱託医による医療扶助内容の審査については、レセプト点検との連携を密にし、より実効性のあ
るものとなるよう努められたい。
　就労支援員による相談事業については、相談予約が殺到する現状を考慮し、相談日を週3日か
ら週5日に拡充することを検討するなど、就労支援による被生活保護世帯の自立に努めている点
は評価できる。一方で、予約が取りにくい状況であるにも関わらず、突然の予約キャンセルにより
相談員の手が空いてしまう事例も生じているとのことである。突然の予約キャンセルについては、
既に実施されいている文書指導を適正かつ厳格に適用し、無駄な空き時間を発生させないスケ
ジュール管理を行い、より一層の就労支援に努められたい。
　なお、当該事業については、生活保護（扶助）を給付する面において「生活保護扶助事業」（事業
№120）と密接に関連があることから、より効率的・効果的な事業推進を図るためにも、事務事業の
くくり方について見直しを行い、事業内容やその成果が市民からみて分かりやすくなるように改善
する必要がある。

●

　就労支援員による相談事業について、平成２３年度より
変更契約を行い相談時間を延長し、生活保護受給者の自
立支援の充実を図った。また、生活保護扶助事業との事
業のくくり方についても見直しを行った。
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119
中国残留邦
人生活支援
給付金事業

社
会
福
祉
課

H20 -

 〔目的〕
　中国残留邦人等が、満額の老齢基
礎年金を受給してもなお生活の安定
が十分に図られない場合、老齢基礎
年金による対応を補完する支援給付

 を行う。
 〔手段〕

　生活保護制度の例にならって支援
給付を行う。

高 高 低 高 B
　平成２０年度から全国一斉に
実施された新たな事業で、市の
裁量は認められていない。

検討･
見直し

①支援対象者に対し、法律で定
 められた支援を行う。

②支援対象者が増加した場合に
対応できるよう、予算・電算シス
テム・人員体制の充実を図る。

120
生活保護扶
助事業

社
会
福
祉
課

- -

 〔目的〕
　生活保護法に基づき、生活に困窮し
ている方々に対して健康で文化的な
生活水準を保障するとともに、被保護
者に対し必要な指導・援助を行い、自

 立助長を図る。
 〔手段〕

　生活保護法に基づき、生活困窮者
に対して生活・教育・住宅・医療・介
護・出産・生業・葬祭の８つの扶助を
必要に応じ適用し、適切な保護を行
う。

高 高 高 高 A

　生活保護受給者の自立助長
を図るため、就労阻害要因のな
い方に対する施策の充実が必

 要である。
　相談者の主訴を正確に把握
するため、生活相談体制の充
実が必要である。

現状
維持

①現在、派遣により設置している
生活相談員の契約期間が２３年
度で終了予定のため、さらに充
実した相談窓口体制を確立す

 る。
②急増する保護受給者に対し適
正な扶助を実施するため、福祉
事務所の人員体制を充実させ
る。

22 Ｂ

　生活保護法に基づく、8つの保護（生活扶助、教育扶助、住宅扶助、医療扶助、介護扶助、出産
扶助、生業扶助、葬祭扶助）を実施するほか、保護（扶助）を受けている方に対して必要な指導･援
助を行う事業である。
　一昨年のリーマンショック以降、社会問題となっているワーキングプアの増加を食い止めるため
にも、生活保護扶助の適切な運用が必要である。
　8つの保護制度のうち、生業扶助についてはハローワークと密接に連携して進める体制を工夫す
る必要がある。
　また、不正受給防止策の一環として、査察指導員2名による事後チェックが行われているが、支
給開始後の実態を確認する上で、2名体制で本来の目的が達成し得るのか否かを検証するなど、
人員体制面において工夫をする必要がある。
　生活保護は、申請に基づいて開始される（申請保護の原則）制度であるが、生活に困窮されてい
る方をより広く保護するためにも、適正な対象者に対して真に必要な給付が適正に実施され、給
付開始後においても資格や給付内容について、市民から疑念を持たれることがないよう、給付状
況の把握などについて、積極的に努められたい。
　なお、当該事業については、特に相談業務の面において「生活保護事務事業」（事業№118）と密
接に関連があることから、より効率的･効果的な事業推進を図るためにも、事務事業のくくり方につ
いて見直しを行い、事業内容やその成果が市民からみて分かりやすくなるように改善する必要が
ある。

●

　生活保護受給世帯の急増に伴い、生活保護扶助の適正
な運用を行うため、平成２３年度より現業員を３名増員。２
４年度に向け、査察指導員の増員も検討中である。また、
生活保護事務事業との事業のくくり方についても見直しを
行った。

121
り災者援護
事業

社
会
福
祉
課

S48 -

 〔目的〕
　火災等の災害により、被害を受けた
被災者及びその遺族等に対し、条例
に基づき見舞金・弔慰金を支給し、市

 民福祉の向上に資する。
 〔手段〕

　火災による全半焼、水害による床上
 浸水等の家屋への見舞金の支給

　死亡、重傷者発生の場合には、見
 舞金・弔慰金の支給

　自己所有の住宅が全焼した場合
は、借家の家賃補助を行う。

高 高 高 高 B

　被災者への日赤救護物資（布
団、毛布等）の配布や見舞金等
の支給については、迅速・丁寧
なり災援護に努める必要があ
る。

検討･
見直し

①引き続き、被災者へは速やか
に日赤救護物資（布団、毛布等）
を届けるとともに、見舞金等の支
給手続き等について丁寧な説明

 に努めていく。
②条例に基づき見舞金・弔慰金
の支給事務を適正に処理してい
く。

18 Ｂ

　市役所にこのような援護事業があるのは、行政の原点とも思われるが、援護の限度はあるにし
ても、制度に従い対応する担当者のジレンマを伺い知ることができる。被害への補助対象枠を拡
げ、例えば、半焼家屋・水害被害の見舞い等の拡大を検討していただきたい。　また、感謝の声だ
けでなく、不満についても記録し、今後の制度のありかたについての検討資料としていただきた
い。

●
　法令で定められた業務であることから、今後も事務の効
率化を図りながら、継続して事業を進めていく。

122
社会福祉協
議会助成事
業

社
会
福
祉
課

S43 -

 〔目的〕
　地域福祉を中心に事業を展開する
民間の社会福祉団体である社会福祉
協議会の組織体制・事業の強化・充
実を図り、全ての人が住み慣れた地
域で安心して暮らせるよう地域福祉事

 業の充実を図る。
 〔手段〕

　社会福祉協議会に対し助成金を支
出する。

高 高 高 高 B

　法人経営に係る指標の設定
が難しいため、社会福祉協議
会が行っている地域福祉事業
を適正に評価しながら助成を
行っていく。

検討･
見直し

①適切な事業評価ができるよう
 助成金の見直し・検討を進める。

②運営費的な補助から事業費補
助に切り替える。

17 Ｃ

　この助成金は、社会福祉協議会の管理運営の補助であり、助成金の効果が不明である。このよ
うな助成金を縮小するとともに、事業運営の委託や補助へ転換し、効果を評価できるものにすべき
である。社会福祉協議会の経営についても、事業の見直し（民間との役割分担）、人件費のあり方
(給与体系の見直し）、自主収入の拡大を図る必要がある。

　助成の内容は、社会福祉協議会の運営費的補助である
ため、事業補助に改めるなど引き続き助成方法を検討して
いく。また、人件費や事業の収支状況について把握するこ
とにより、適切に事業評価を行っていく。
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A 事業内容は適切である
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123
民生・児童
委員活動事
業

社
会
福
祉
課

- -

 〔目的〕
　民生委員・児童委員の活動を積極
的に支援・促進し、地域福祉の向上を

 図る。
 〔手段〕

　民生委員・児童委員協議会へ活動
 助成金の支出

　民生委員・児童委員に対し活動報
 償金の支出

　民生委員・児童委員協議会の活動
補助

高 高 高 高 B

　平成２２年度は民生委員の全
国一斉改選が行われ、改選事
務を適正に行うことができた。
また、民生委員の一人当たりの
活動日数は増加しており、活動
の充実が図られている。地域福
祉の推進役として民生委員・児
童委員の果たす役割は大きい
ことから、引き続き、見守り活動
や啓発活動を推進していく。

検討･
見直し

①一斉改選に伴い、新任の民生
委員が地域で活動できるよう、研
修会等により資質の向上を図る
とともに、市民に対する啓発活動

 をより一層すすめていく。
②身近な福祉の相談員として民
生委員・児童委員が地域で活動
できるよう、民生委員・児童委員
協議会が行う事業の充実と支援
を進め、地域福祉の推進を図る。

21 Ｂ

　急速な高齢社会の到来の中で、地域における民生委員・児童委員の活動は、今後、ますます重
要になると予測される。このことは、同時に「地域ケアに対する市民意識の向上」が求められてい

 ることを意味する。
　よって、民生・児童委員の活動を、市民に対してさらに積極的にPRするなどの方策を講じなが

 ら、地域と連携した様々な支援活動を活性化されることを期待する。
 【民生・児童委員活動助成金】（内部評価：継続）（外部評価：継続）

　引き続き、補助金の趣旨目的にそった執行を継続されたい。

●

　平成２２年度から行政と連携した取り組みとして、高齢者
や障がい者の安全確保のため、救急情報を保管する「救
急医療情報キット」の配付を実施している。また、地域で活
動する福祉推進委員と連携し、「ふれあいサロン」の運営
も行っている。今後も、身近な福祉の相談員として地域で
活発な活動ができるよう、地域、福祉関係団体、行政等と
連携した取り組みを促進し、支援していく。

124
地域福祉計
画推進事業

社
会
福
祉
課

H20 H24

 〔目的〕
　すべての市民が生涯にわたり、すこ
やかに、いきいきと、人間らしく、安心
して暮らすことができる福祉のまちを
実現するため越谷市地域福祉計画を

 推進する。
 〔手段〕

　計画の推進のため、推進体制づく
り、進行管理の仕組みづくりを進める
ため、越谷市地域福祉推進協議会を
開催するとともに、地域福祉講座を開
催し、地域福祉の啓発に努める。

高 高 高 高 B

　地域福祉推進協議会の活動
を充実するとともに、地域で行
われている地域福祉事業の把
握が課題である。

検討･
見直し

①地域福祉推進協議会を開催
し、引き続き、地域福祉事業の把

 握を進める。
②地域福祉の推進を図るため、
新たな事業の実施を検討する。
また、地域福祉計画の見直しに
向けて準備を進める。

125
住宅手当緊
急特別措置
事業

社
会
福
祉
課

H21 H24

 〔目的〕
　離職者であって就労能力及び就労
意欲のある者のうち、住宅を喪失して
いる者又は喪失するおそれのある者
に対して、住宅手当を支給することに
より、これらの者の住宅及び就労機会

  の確保に向けた支援を行う。
 〔手段〕

　支給対象者の申請に基づき、住宅
手当を支給するとともに、就労支援等
を実施する。

高 高 高 高 B

　雇用環境が改善されないた
め、住宅手当の支給期間内
（６ヶ月）に就労により自立でき
る世帯が少ない。

検討･
見直し

①申請の受付事務は平成２３年
度で終了予定であるが、手当の
支給事務については平成２４年
度も継続

126

障害者福祉
センター管
理運営委託
事業

障
害
福
祉
課

H4 -

 〔目的〕
　障がい者に対し、機能訓練、教養の
向上、社会との交流促進及びレクリ
エーションのための便宜を総合的に
供与すること、また、障がい者の自立
と福祉の増進を図ることを目的とす

 る。
 〔手段〕

　通所により創作的活動、機能訓練な
どの各種サービスを提供。また、手話
講習会等を開催して障がい者福祉ボ
ランティアを育成する。障害者福祉セ
ンター「こばと館」の指定管理者として
社会福祉協議会を指定する。

高 高 高 高 B

　障がい者団体の拠点施設とし
て、重要な役割を担っている
が、今後も障がい者の多様な
ニーズに対応した事業展開が
必要となっている。

検討･
見直し

①②デイサービス事業などの実
施事業等について、障がい者の
ニーズを把握しながら、事業の充
実を図っていく。また、平成２２年
度で指定管理の期間が終了とな
り、新たに指定管理者を指定した
ことから、運営委託とは別に社会
福祉協議会に委託していた障害
者デイサービス事業を指定管理
に含め、効率的な事業運営を
行っていく。

［34］
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127

障害者福祉
交流セン
ター委託事
業

障
害
福
祉
課

H10 -

 〔目的〕
　知的障がいのある人たちが年齢や
障がい程度にかかわりなく、社会を構
成する一員として、生きがいを持ちな
がら市民生活を送れるように支援し、
人々との交流を通して実社会への適
応力と福祉の増進を図ることと併せ、
ボランティアの活動の場、交流の拠点

 とする。
 〔手段〕

　社会適応訓練や創作活動などのデ
イサービス・各種相談事業を実施。福
祉交流センター事業を社会福祉法人
埼葛福祉会に委託

高 高 高 高 B

　特別支援学校を卒業した知的
障がい者は、就労の機会もな
く、地域での自立が難しい面が
ある。この交流事業の実施によ
り、在宅の知的障がい者に社
会参加の機会を提供している
が、利用者ニーズに対応した
サービスの提供が求められる。

検討･
見直し

①②今後も知的障がい者の社会
参加を促進する取り組みとして、
事業の充実を図るため、利用者
のニーズを的確に把握しながら、
効率的な運営と利用者のサービ
ス向上に努めていく。

128
移動入浴
サービス事
業

障
害
福
祉
課

H12 -

 〔目的〕
　利用者の自宅において入浴が困難
な身体障がい者に対し、巡回方式で
入浴サービスを提供し、保健衛生の

 向上を図る。
 〔手段〕

　適切な事業運営が確保できると認
められる事業者と協定を結び、事業
の一部を委託することにより入浴サー
ビスを提供する。

高 高 高 高 B

　利用者の希望に合った入浴
サービス事業者を選択できるよ
う周知するとともに、新規事業
者の参入を図り利用者の選択
肢を広げる必要がある。

検討･
見直し

①平成21年度から事業所登録制
に変更したため、周知をしてきた
がまだ不十分なため周知の徹底

 を図る。
②利用者の希望に合ったサービ
スが提供できる業者確保のた
め、新規業者の確保に努める。

19 Ｂ
　利用者が委託先を選択できる制度の導入の検討を求める。
　委託先を拡大するとともに、公平性の確保が望まれる。
　また、利用者負担の軽減につながるならば、料金表の見直しをすることも必要であろう。

●

　入浴サービス事業所を登録制とし、利用者の希望に合っ
た事業者を選択できるよう改善した。また、低所得世帯の
費用負担軽減を図るため、住民税非課税世帯の負担額を
0円とした。

129

心身障害者
地域デイケ
ア事業費補
助事業

障
害
福
祉
課

S63 H23

 〔目的〕
　在宅の心身障がい者に必要な自立
訓練、授産活動の場を提供し、心身
障がい者の社会参加の助長を図るた
め、心身障害者地域デイケア事業を
行う事業者に対して補助し、障がい福
祉の推進を図るとともに日中活動の
場のない在宅障がい者の利用を促進

 する。
 〔手段〕

　心身障害者地域デイケア事業を行う
事業者に対し、利用者の障がい程
度、利用状況に応じて補助する。

高 高 低 低 B

　心身障害者地域デイケア施
設は、一般就労の難しい障が
い者の日中活動の場として重
要な位置を占めているが、運営
基盤の弱い団体が多いため、
施設の運営の安定化を図るた
めに新体系サービスへの移行
を促していく。

終了
(平成
23年
度)

①②引き続き心身障害者地域デ
イケア施設への補助金の交付を
行うとともに、施設の運営の安定
化を図るため、新体系サービス
への移行を促す。

21 Ｂ

　平成23年度末までに地域活動支援センターや生活介護事業所への移行が進められている事業
である。移行に伴っては、生活介護事業所等の職員設置基準をクリアするなど課題が多いが、平

 成23年度末までの移行完了（事業廃止）に向け、引き続き努力いただきたい。
【心身障害者地域デイケア事業費補助金】（内部評価：減額（縮小））（外部評価：減額（縮小）・終

 期設定）
　地域活動支援センターや生活介護事業所への移行に伴い、平成23年度をもって本事業費の補
助金は廃止される予定

●

　これまでに市内の心身障害者デイケア施設１１施設のう
ち１０施設が新体系サービスへの移行が完了している。残
りの１施設についても、ヒアリングを行うとともに必要な情
報提供をし、新体系サービスへの移行ができるよう努めて
いる。
　なお、市外の施設の新体系への移行については県や設
置市の動向を見ながら、対応していく。

130
成年後見制
度利用援助
事業

障
害
福
祉
課

H16 -

 〔目的〕
　判断能力が不十分な方で、身寄りが
ない方に対し、市長が審判の請求を
行い、成年後見人等の選任を容易に
して、障がい者等の福祉の増進を図

 る。
 〔手段〕

　成年後見人制度申し立て費用及び
成年後見人等への報酬費用の助成を
行う。

高 高 高 高 B

　成年後見制度の利用を必要
とする障がい者は多いと思われ
るが、利用相談は少なく、制度
の周知が不十分な面がある。

検討･
見直し

①判断能力の不十分な知的障が
い者、精神障がい者で、親族等
がいない等で家庭裁判所に申立
てすることが困難な場合に、市長
申立てにより制度が利用できるよ
う支援していくとともに、後見人に
対する報酬等の支払いが困難な

 場合、報酬の一部を助成する。
②今後、成年後見制度を利用が
増加していくことが予想されるた
め、助成のあり方や費用負担に
ついて検討していく。

［35］
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地域活動支
援センター
事業費補助
事業

障
害
福
祉
課

H19 -

 〔目的〕
　 障がい者が地域社会の中で自立し
た日常生活又は社会生活を営むこと
ができるよう地域活動支援センターで
障がい者等の地域生活支援の促進を

 図る。
 〔手段〕

　障がい者の生産活動や創作的活動
などの基礎的事業や就労に関する事
業などの機能強化事業を行なう団体
に対して補助金を交付し支援してい
く。

低 低 低 低 B
　事業を拡大するために、広報
活動について検討する。

検討･
見直し

①②広報活動を充実させ利用者
の増加を図る。

22 Ｂ

　障害者自立支援法の枠組みにより、障がい者が地域社会の中で自立した日常・社会生活を営
むことができるよう、地域活動支援センターで障がい者等の地域生活支援の促進を図るために、
地域活動支援センターを運営する団体に対して、「越谷市地域活動支援センター事業補助金交付
要綱」に基づき、補助金を交付する事業である。
　利用者が増加傾向にある中で、障がい者の目線に立ったサービスを提供するためにも、ニーズ
を把握するための方策の実施に努められたい。なお、Ⅰ型事業における相談業務においては、将
来的な就労支援を意識した事業推進が必要である。
　また、当該補助金の制度がホームページに掲載されておらず、市民への説明責任の点において
不完全である。一般市民には直接関係の薄い補助金ではあるかもしれないが、透明性のある補
助金執行の観点からも、積極的な情報公開に取り組まれたい。

【地域活動支援センター事業等補助金】（内部評価：継続）（外部評価：継続）
　補助金交付先との日常からの情報交換や、補助事業に対する現地調査を職員が実施している
など、監査体制は一定程度確保されている。
　障がい者の自立した日常生活等のための事業として、補助事業の継続は必要であるが、限られ
た予算の中で、最小限の投資により最大の効果が生じる補助金執行が望まれる。今後は、活動
実態に係る調査を定期的に行い、補助金の趣旨・目的に沿った適正な執行に、より一層努められ
たい。

　定期的に事業所を訪れて活動実態、補助金の利用状況
の調査を行い、利用者の利用目的や利用中止理由を調
査、分析して障がい者のニーズを把握し、ニーズにあった
サービスに繋がるよう努めていく。Ⅰ型については就労状
況を確認するとともに、就労支援体制について助言等を行
い、就労後の援助を含め障がい者の就労を推進するよう
努める。

132

障害者短期
入所事業
（旧障害者
ショートステ
イ支援事
業）

障
害
福
祉
課

H15 -

 〔目的〕
　障がい者を介護している者が本人を
介護できない場合に、障がい者支援
施設等を利用することにより、介護者
の介護負担の軽減を図る。また、やむ
を得ない事由により障がい者が障害
者自立支援法に基づく短期入所サー
ビスの理由が困難であり、かつ、障が
い者支援施設等に一時的に保護する
必要がある場合に障がい者を保護
し、障がい者本人の安全を確保、介

 護を行う。
 〔手段〕

　市町村審査会に諮り障害程度区分
 を認定する。

　区分１以上の場合に短期入所サー
ビスを決定できる。

高 高 高 高 B

　障がい者や介護を行う家族等
の状況により、やむを得ず短期
入所を利用する場合があるた
め、他制度利用や短期入所
サービスの利用形態を検討す
る必要がある。

検討･
見直し

①利用希望者及びその家族から
心身や生活の状況について十分

 な聞き取りを行う。
②家族の負担軽減のため、他事
業を含めて情報提供の強化を行
う。

21 Ｂ

 　在宅で介護されている家庭の実情を考えると、不可欠な事業である。
　しかしながら、ショートステイという本来の事業趣旨ではなく、正規施設の入所待ちの方の受皿と
なっているという実情もあり、高齢化に伴う介護対象者の増加、核家族化に伴う事態を映し出して
しまっている面もある。短期入所サービスを利用する障がい者及びその家族に対し、今後も引き続
き事業の趣旨を理解いただくよう努め、さらなる事業の適正化に努めていただきたい。

●

　介護給付費支給決定調査に当たっては、改めて制度の
趣旨説明を行うと共に、サービス更新者に対しては過去の
利用実績を含めた検討を行い、適正な支給量が決定でき
るよう努めている。

133
障がい者デ
イサービス
事業

障
害
福
祉
課

H15 -

 〔目的〕
　障がいのある方に教養の向上、社
会との交流促進及びレクリエーション
等のための便宜を総合的に供与し、
障がい者の自立と福祉の増進を図

 る。
 〔手段〕

　社会適応訓練やレクリエーション事
業、また、本人及び家族の支援を行っ
ていく場などを運営する団体への助
成等を実施する。

高 高 高 高 B
　利用者のニーズに対応した事
業展開が必要である。

検討･
見直し

①②こばと館で実施している障が
い者デイサービス事業は、平成２
３年度より、こばと館の運営管理
に係る指定管理に含めて実施す
ることとなるため、障害者福祉セ
ンター管理運営委託事業で実施
することとなる。

134
グループ
ホーム支援
事業

障
害
福
祉
課

H10 -

 〔目的〕
　地域での生活を望む身体障がい
者、知的障がい者、精神障がい者に
対し、日常生活における援助を行い、

 自立した生活の助長を図る。
 〔手段〕

　利用に応じ、ケアホーム、グループ
ホームには介護給付費、訓練等給付
費を支給し、生活ホームには補助金
を交付する。

高 高 高 高 B

　障害者自立支援法の施行に
伴い、入所施設から地域生活
への移行が進められており、地
域生活の場としてグループホー
ム、ケアホームの果たす役割は
大きいが、食費等の実費負担
が大きいことやグループホーム
等が不足していることから希望
があっても利用に繋がらないこ
とが多い。また、これまで生活
ホームの利用に限られていた
身体障がい者も平成２１年１０
月からグループホーム等を利
用できることになったことから、
利用の拡大が望まれるととも
に、生活ホームの新体系サー
ビスの移行を促していく。

検討･
見直し

①引き続きグループホーム等の
サービスを継続するとともに、生
活ホームについては、新体系
サービスへの移行を促す。
②平成２２年度現在において、市
内の設置施設数は９施設（生活
ホーム２施設）であるが、地域で
の生活することを望む方が、地域
で生活できるように施設を運営で
きる法人等に働きかけ、市内設
置施設の拡充に努め、地域生活
の場の確保に努める。

17

20

Ｂ

Ｂ

 〈グループホーム支援事業〉
　障害者福祉は、施設サービスから在宅サービスへ、より少ない費用で利用者ニーズに対応しよう
としているが、市内の施設利用者(170人）やグループホーム(1ヶ所）の整備状況を勘案すると、国

 や県の動向を見ながら、慎重に拡充を進めていく必要がある。

 〈生活ホーム助成事業〉
　自立支援に向けたヘルパー派遣事業と合わせて、生活ホーム利用者が自立するために必要な

 周辺支援施策との連携を強化する必要がある。
　最も福祉の現場に近い事業を担当されている基礎自治体としての意見を、県や国に向けて発信
されることを望む。

〈グループホーム支援事業〉
　障害者の地域生活の場として、グループホーム・ケア
ホームの果たす役割は大きく、市内施設の拡充、確保に
努める必要があるが、国や県の動向を見ながら慎重に対
応する。
〈生活ホーム事業〉
　生活ホームは、グループホーム、ケアホームと同様に障
がい者の地域生活の場として果たす役割は大きく、その運
営の安定を図るため、新体系サービスへの移行につい
て、県の動向を見ながら必要な情報提供に努めている。
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135
障がい者施
設サービス
事業

障
害
福
祉
課

S35 -

 〔目的〕
　障がい者の生活を豊かにするため、
入所施設や通所施設による介護や自

 立訓練などのサービスを提供する。
 〔手段〕

　障がい者施設、事業所に介護給付
費等を支給する。

高 低 高 高 B

　入所施設の利用に大きな変
化はないが、地域生活の充実
を図る上で、通所施設は日中
活動の場や就労に向けての訓
練の場として重要な位置を占め
ており、利用者のニーズや状況
に応じた支援をしていく必要が
ある。

検討･
見直し

①②障害者自立支援法の施行に
より、旧法施設は平成２３年度末
までに新体系サービス事業所に
移行することとなっているため、
施設の新体系サービス事業所へ
の移行に伴い、利用者が引き続
きサービスを利用することができ
るよう障害程度区分の認定など
施設の新体系移行の支援と併せ
て行っていく。

23 Ｂ

　平成18年に施行された障害者自立支援法に基づき、障がい者が生活する入所施設や、日中活
動を行う通所施設など、障害福祉サービスを提供する事業所へ給付費・補助金等を支給する事業
である。また、障害者自立支援法施行以前から運営されている、「旧体系」の施設への給付費・補
助金等の支給も行っている。
　障がい者が生活する環境を守るうえで、事業の必要性は認められる。
　多額の事業費がかけられ、新体系及び旧体系の障がい福祉施設へ障がい者のサービス利用状
況に基づき給付費等が支払われているが、一部を除き施設への指導監査は障害者自立支援法
の定めにより、埼玉県が行っている。また、2年に1回は県が市へ指導監査に入り、この際に市は
県から助言をもらい、意見交換をしている。一方、市ではケースワーカーが業務の中で頻繁にサー
ビス利用者や施設関係者と面談し、課題解決のために利用者と施設の橋渡し役となったり、問題
を把握した際には指導台帳へ記録し、課内で情報を共有している。
　県が施設に対して行った監査報告は、施設に問題があった場合のみ市に伝えられるとのことだ
が、市として現場で把握した障害福祉サービス向上のための情報は県と共有するなど、積極的に
連携を進められたい。
　また、成果指標に活動指標と同じ「利用人数」が設定されており、利用人数は増加傾向にある
が、これだけでは事業の目的である「障がい者の生活を豊かにする」ことの達成度は測れない。
ケースワーカーに寄せられた障がい者及び施設からの声を汲み取りつつ、成果指標について、例
えば「サービス利用者の満足度」を設定するなど、事業目的を反映するものに整え、障がい者の
ニーズに応えたサービスが提供できているのか確認できる体制づくりを進められたい。

【新体系施設等移行促進補助金】（内部評価：終期設定）（外部評価：終期設定）
障害者自立支援法に基づき、旧体系の施設が新体系へ移行する際に交付される補助金である。
旧体系施設が新体系施設へ移行する際に施設運営に支障がないように支給している。平成23年
度までに該当する施設の移行の完了が見込まれており、一定の効果があったと思われる。補助金
交付要領に定められたとおり、障がい者の支援体制の確保が果たされているか、補助金交付先
の事業活動を確認しながら終期（平成23年度末）まで適正な執行に努められたい。

※平成２３年度外部評価を受けた対応等については、同
年度内に整理予定
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障害者ガイ
ドヘルパー
派遣委託事
業

障
害
福
祉
課

S56 -

〔目的〕
　介護者がいない在宅の視覚障がい
者等に対して、ガイドヘルパーを派遣
することにより公的機関での手続き
や、突発的な通院等の外出を容易に
する。
〔手段〕
　社会福祉協議会へ業務委託を行
い、利用者へガイドヘルパーの派遣を
行う。

高 高 高 高 B

　派遣範囲を明確化し、越谷市
障害者等移動支援事業に対す
る本事業の位置づけ、利用条
件の整理が必要

検討･
見直し

①越谷市ガイドヘルパー派遣事
業及び越谷市障害者等移動支
援事業の派遣内容を明確化し、
利用者への周知を進める。
②越谷市障害者等移動支援事
業に対する本事業の位置づけを
整理するとともに、ガイドヘル
パーの確保に努める。

19 Ｂ

　障害者ガイドヘルパーの派遣範囲の拡大ニーズに対しては、代替手段の利用を検討し、公益性
 の高いものに限定することを維持すべきである。

 　ヘルパー確保の工夫が望まれる。
　また、外出支援事業をさまざまに組み合わせることで、利用者の利便性を高めていくことに取り
組んでいただきたい。

●

　障がい者の移動を支援する同行援護（Ｈ23.10.1施行・重
度の視覚障がい者対象）、越谷市障害者移動支援事業と
の使い分けを利用者に周知している。本事業は、同行援
護、移動支援事業で対応できなかったもので、必要不可欠
な外出のための援助とし差別化を図っている。

137
障害者介護
券給付事業

障
害
福
祉
課

H3 -

 〔目的〕
　独立自活を目指す在宅の重度の全
身性障がい者、重度の知的障がい者
の生活圏の拡大を図り、社会参加を

 促進する。
 〔手段〕

　生活圏拡大のため外出援助等の介
護人を派遣する。

高 高 高 高 B

　本事業の趣旨と対象となる介
護人派遣の範囲を利用者へ周
知し、適正かつ有効な運用を進
めていく必要がある。

検討･
見直し

①介護の内容について周知徹底
 し、適正かつ有効な運用を図る。

②本事業の拡充を行い、重度障
がい者の更なる社会参加を図
る。

17 Ｂ

　この事業は、市の単独事業として実施しているが、平成17年度より県の補助事業となるなど、住
民のニーズに柔軟に対応しているものといえる。国や県の動向を見ながら、利用者の偏在、利用
実態を踏まえた上で、事業を遂行していくことが必要である。また、支援費制度と似たような事業が
あり、利用者の重複利用を運用上制限しているが、この事業を支援費制度へ統合することの要否
も検討する必要がある。

●
　重度障がい者の外出を援助し社会参加を図るために事
業を継続している。また、コメントにある支援費制度は平成
18年度中に廃止されている。

138
ホームヘル
プサービス
事業

障
害
福
祉
課

H12 -

 〔目的〕
　在宅生活を営むうえで、家事援助、
身体介護及び外出時の支援を要する
方にヘルパーを派遣し、自立生活の

 向上と日常生活の円滑化を図る。
 〔手段〕

　あらかじめ本市からの支給決定を受
け、直接、利用者がサービス提供事
業者と利用契約を結び、ヘルパーの

 派遣を受ける。
　また、やむを得ない理由（対象者要
件を満たさない等）から本市の支給決
定を受けられない者に対して、本市の
更生援護措置としてヘルパーを派遣
する（社会福祉協議会へ業務委託）。

高 高 高 高 B

　多岐にわたる要望に合わせ、
障がい者福祉の施策以外に
も、介護保険や児童福祉等に
ついても視野に入れ、より柔軟
で広域な対応が必要とされる。
そのため、障害者生活支援セ
ンター、相談支援事業所、サー
ビス提供事業所等との連携を
強化し、情報の共有化に努め、
幅広いサービスの提供を行う。

検討･
見直し

①平成24年度に向け、関係機関
との連携強化を図り、利用者から
の要望に幅広く対応できるよう努

 める。
②サービスの適正な利用を確保
するため、本市のサービス支給
基準について点検・調査を行う。
取組としては、サービス提供実績
からの事例検討や実際に利用さ
れているサービスの現状（種類や
支給量等）の把握を行う。

［37］
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障害児（者）
生活サポー
ト事業費補
助事業

障
害
福
祉
課

H11 -

 〔目的〕
　在宅の心身障がい児（者）の地域生
活を支援するとともに介護者の負担

 軽減を図る。
 〔手段〕

　一時預かり・派遣による介護サービ
ス・外出援助等を実施する登録サー
ビス提供団体に、利用登録者の状況
により補助金を交付する。

高 高 高 高 B

　県の事業費に対する補助は
人口３０万人以上の自治体の
場合、５００万円までという上限
があり、超過分は市の単独負
担となっている。また、平成２２
年度現在、市内登録事業所は
１箇所であり、利用登録者の利
用希望に対応できるよう事業所
の確保に努める必要がある。

検討･
見直し

①②利用登録者の利用希望に対
応できるよう事業所の確保に努
めるとともに、利用者のニーズを
把握し、他制度の活用を検討して
いく。

140

コミュニケー
ション支援
事業（手話
通訳者派
遣、要約筆
記奉仕員派
遣含む）

障
害
福
祉
課

H14 -

 〔目的〕
　手話通訳者や要約筆記者を聴覚障
がい者等の依頼に応じて派遣するこ
とにより、聴覚障がい者の社会参加
促進とコミュニケーションの円滑化を

 図る。
 〔手段〕

　社会福祉法人越谷市社会福祉協議
会に手話通訳者・要約筆記者派遣及
び育成等に係る業務を委託する。

高 高 高 高 B
　登録手話通訳者・登録要約筆
記者の確保と技術向上及び事
業の周知が必要である。

検討･
見直し

①講習会等を開催し登録手話通
訳者・登録要約筆記者の確保と

 技術向上を図る。
②通訳者の養成を継続して行う
とともに、新規利用者開拓のため
公的機関等に対する広報の充実
を図る。

18 Ｂ
　聴覚障害者の社会参加促進のため意義のある事業と考えられるが、登録通訳者の育成・増員
に一層努められるよう期待する。なお、社会福祉協議会への委託事務であるが、利用者の声を記
録し、ニーズを反映できるよう十分な連絡調整をお願いしたい。

●

　利用者の利便性を高めるため、手話通訳者・要約筆記
者派遣事務所を設置。平成21年10月からは越谷市独自で
要約筆記者の派遣体制を整備し、利用者のニーズに応え
られるようにした。通訳者の養成確保に当たっては、関係
機関と連絡調整を図りながら養成講座を実施している。

141
障害者相談
支援事業

障
害
福
祉
課

H14 -

 〔目的〕
　在宅の障がい者に対する在宅福祉
サービスの利用援助や社会資源の活
用を高め、障がい者の生活を支援す

 る。
 〔手段〕

　障害福祉サービス等の利用援助、
社会資源を活用するための支援、社
会生活力を高めるための支援、ピアカ
ウンセリング、専門機関の紹介、他機
関との連絡調整を実施。社会福祉法
人つぐみ共生会に委託して平成１４年
１０月から実施

高 高 高 高 B

　障害者自立支援法の中で、市
町村が実施する地域生活支援
事業として相談支援事業が位
置づけられていることから、相
談支援事業の重要性が高まっ
ている。

検討･
見直し

①②平成２１年度に障害者地域
自立支援協議会を設置したこと
から、相談支援事業所間の連携
を図り、各障がいに対応した相談
支援事業を展開できるように事
業の充実を図っている。

142
障害者就労
支援事業

障
害
福
祉
課

H17 -

 〔目的〕
　障がい者の就労促進や、地域社会
での就労能力、さらには社会適応力
を高め、障がい者の職業的及び社会

 的自立の促進を図る。
 〔手段〕

　障がい者が就労するために、就労
先の開拓、障がい者本人への業務内
容に関する助言や技術的援助、一緒
に働く人の障がい者に対する理解な
どの職場に定着するための支援を行
う必要がある。障害者就労支援セン
ターを設置し、障がい者の就労支援を

 実施する。
　平成１７年度より、ＮＰＯ法人障がい
者の職場参加をすすめる会に委託し
事業を実施している。

高 高 高 高 B

　障害者自立支援法の施行な
どにより、障がい者の就労支援
の重要性が高まっている。障が
い者の就労支援に関し、必要と
なる支援の在り方や実施方法
について、精査していく必要が
ある。

検討･
見直し

①②平成２１年度から長期継続
契約による委託を実施しているこ
とから、中長期的な計画に基づく
継続的な取り組みを行うととも
に、障がい者の就職や職場実習
の受け入れ企業の増加に向けた
取組を実施していく。

143

福祉タク
シー利用
券・自動車
燃料券給付
事業

障
害
福
祉
課

S56 -

 〔目的〕
　在宅の重度心身障がい者の外出を
容易にし、経済的負担の軽減と障が

 い福祉の増進を図る。
 〔手段〕

　市内在住の在宅の重度心身障がい
者に、福祉タクシー利用券又は自動
車燃料費助成券を交付

高 高 高 高 B

　利用者の利便性を考えると、
自動車燃料費助成券を取り扱
う事業所（ガソリンスタンド）をさ
らに増加させることが必要であ
る。

検討･
見直し

①②ともに、自動車燃料費取扱
事業所を増加させるため、市内
事業所を中心に今後とも協力依
頼を続ける。また対象者に制度を
周知するため、広報活動に力を
入れる。

18 Ｂ

　障害者の外出支援・交流の促進のための利用券・燃料券の給付は全県的に導入されていること
もあり、利用率も高く継続が望ましいが、利用者の声を収集して記録に残して頂きたい。なお、福
祉タクシー利用券利用にあたってのタクシー会社への事務経費補助（手数料）は「福祉タクシー運
営協議会」で協議されているとのことであるが、今後障害者の社会参加を社会全体で支援できる
よう、市民はもとより、企業からも障害者を支援する取り組みが一層広がるよう期待したい。

●

　利用者、事業所からの問い合わせ、要望等は記録し、引
継ぎをしている。一番要望の多い自動車燃料費利用券取
扱給油所の増加については、市内給油取扱業者に協力を
依頼し、現在１９ヶ所となっている。

［38］
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障害者自立
支援医療給
付事業（旧
身体障害者
更生医療事
業）

障
害
福
祉
課

S26 -

 〔目的〕
　上肢・下肢・心臓・腎臓等に障がい
があり、手術・治療を行うことによって
障がいの軽減、社会生活の円滑化に
効果が見込まれる場合に、手術等に
かかわる医療費を支給し、日常生活
の容易化と経済的負担の軽減を図

 る。
 〔手段〕

　支給対象者に代わり、市が指定医
療機関に直接医療費を支払うことによ
り医療費の支給を行う。

高 高 高 高 B

　医療保険の負担限度額や高
額医療費の還付制度など、医
療費の負担軽減策は多岐に
渡っているため、更生医療を真
に必要としている者か検討する
必要がある。また、利用者が自
ら各制度を選択できるよう周知
する必要がある。

検討･
見直し

①平成２２年度から肝機能障害
が障害認定され、自立支援医療
の対象が拡大したため周知を行

 う必要がある。
②利用者が他の制度との比較検
討を行いやすくするため、引き続
き各制度の内容について周知を
行う必要がある。

20 Ｂ
　障害福祉事業として重要な事業である。
　障害者に安心感を与えるよう、病院の医師等との情報交換を図り、市役所窓口でのきめ細かな
相談対応が求められる。

●
　制度の説明に併せて指定医療機関の情報提供を行って
いる。

145
身体障害者
補装具給付
事業

障
害
福
祉
課

- -

 〔目的〕
　身体障がい者の身体機能を補完、
又は、代替するための補装具につい
て、日常生活の能率の向上等を図る
ことを目的として、補装具の購入又は
修理に係る費用について補装具費を

 支給する。
 〔手段〕

　補装具費の支給決定を受けた身体
障がい者は、補装具業者に補装具業
者に補装具費支給券を提示し、契約
を結んだうえで、補装具の購入又は
修理を行う。

高 高 高 高 B
　支給決定後に購入又は修理
した補装具の適合状況等につ
いて確認する。

検討･
見直し

①平成22年度から住民税非課税
世帯の負担上限月額が0円に改
正されたことも、補装具費支給申
請件数の増加に関連していると
思われる。申請時の聴き取り・調
査を綿密に行い適正な支給決定
を行うとともに、適合状況の確認

 を行う。
②事業の周知や情報提供の強
化を行う。また、他法他施策（介
護保険、労災保険等）を利用する
場合との適正な調整を図ってい
く。

22 Ｂ

　障害者自立支援法等に基づき、身体障がい者が身体機能を補完・代替するために補装具を購
入・修理する場合において、その費用を支給する事業である。
　法律に基づく事業であり、事業の必要性は認められるが、国・地方自治体ともに限られた財源の
中で給付申請の増加に対応しなければならない現実は避けられないことから、支給決定後の現況
確認の徹底などによる適正な給付と、事業実施手順の継続的な検証による効率化に努めることが
必要である。
　補装具費の支給事務は、厚生労働省から示されている補装具費支給事務取扱指針等をマニュ
アルとして実施しているが、支給した補装具の適合状況の確認方法について標準化が必要であ
る。
　補装具の適正な利用状況については、職員が日常から把握することに努めているが、今後も、
障害者自立支援法、補装具費支給事務取扱指針等に基づき、適正給付と効率的な事務処理に努
められたい。

●
　補装具作成後の適合状況確認方法のマニュアル化を進
め、ケースワーカー間で標準化を図った。

146
重度心身障
害者医療給
付事業

障
害
福
祉
課

S50 -

 〔目的〕
　障がい者の健康を守り、本人や家族
等の経済的負担の軽減し、重度心身

 障がい者の福祉の増進を図る。
 〔手段〕

　①重心医療制度については、医療
 費の保険診療自己負担金を助成

　②精神通院制度については、精神
障がい者の通院医療に要した費用に
ついて、保険診療の１０％を上限とし
て助成

高 高 高 高 B

　平成20年度の評価で認識し
た重度心身障害者医療費の窓
口払いを廃止し、償還払いから
現物給付方式へ切替えること
への要望が多く寄せられてい
る。このことを踏まえ、市内の協
力医療機関については現物給
付方式へ切替えにより対応し
た。市外の医療機関について
は償還払いが残っていること
や、市内のすべての医療機関
ではないため、より多くの医療
機関が現物給付方式で対応で
きるようにすることが課題となっ
ている。

検討･
見直し

①平成24年度も、現物給付方式
を受給者、市内の医科、歯科、調
剤の医療機関に定着させるととも
に、支払い事務においては、効率
的な支給ができるよう取り組んで

 いく。
②現物給付方式の対象医療機
関の拡充について調査していく。

20 Ｂ
　障害福祉事業として重要な事業である。レセプトデータの電子データでの提供を広域連合に求め
るなど、内部事務の効率化と合わせて、市民の利便性向上の促進に努めていただきたい。

●

　重度医療については、本人や家族の経済的負担軽減を
図るために、今後もより多くの市内医療機関へ償還払いか
ら現物給付へ切替えていただくよう協力を引き続きお願い
していく。また効率的な支払い業務ができるよう、事務の改
善など市民の利便性向上に努めていく。

147
障害者手当
給付事業

障
害
福
祉
課

S54 -

 〔目的〕
　重度心身障がい者（児）を対象に、
障がいの程度、年齢、所得状況に応
じて重度心身障害者手当、特別障害
者手当、障害児福祉手当、経過的福
祉手当を支給することにより、介護等
の負担の軽減、障がい者の生活向

 上、福祉の増進を図る。
 〔手段〕

　手当の給付

高 低 高 高 B

　対象者の増加とともに事業
費、事務量が増加している。効
率的な運用について引き続き
検討が必要

検討･
見直し

①②ともに事業の効率的な運営
について検討していく。また対象
者に制度の周知徹底を図る。

19 Ｂ

　例えば、運用の事例を分析し、定例業務と特殊案件を区別してマニュアル化するなどの、事務の
迅速化、効率化を進めていただきたい。
　障害者福祉は広域事業であるので、市（独自）の事業については、近隣市とのバランスを考慮し
てサービスの維持に努めていただきたい。

●

　運用については、システム管理により効率的に行ってい
る。特別障害者手当、障害児福祉手当については、埼玉
県主催の研修でマニュアルが配布されるほか、Ｈ22年度
より担当独自でも通常案件、特殊案件に分けてマニュアル
を作成している。重度心身障害者手当では、埼玉県の補
助金対象外の受給者も、市独自の事業として手当の給付
対象とし、サービスの維持に努めている。

148
日常生活用
具給付事業

障
害
福
祉
課

- -

 〔目的〕
　心身障がい児・者に対し、日常生活
用具の給付を行うことにより、日常生
活の便宜を図り、その福祉の増進に

 寄与することを目的とする。
 〔手段〕

　申請に基づき、障がい状況・生活状
況から必要性を市が判断し、業者へ
の委託により本人に給付を行う。

高 高 高 高 B

　介護保険等他の給付制度と
の調整が必要である。また、事
業の周知や給付用具の情報提
供に努める必要がある。

検討･
見直し

①日常生活用具給付事業の効
果を高めるため、事業の周知や
給付用具の検討を進める。また、
平成22年度から用具の修理に対
しての補助について更なる周知

 を行い、用具の有効利用を図る。
②障がい状況、生活環境に応じ
た用具の給付を行い、適切な事
業の実施に努める。

21 Ｂ
　在宅の障がい者に対して、日常生活用具を給付する事業であり、事業の重要性は認められる。

 対象者が公平に制度を活用できるよう、さらにＰＲをしていただきたい。
　利用者の実態に則した対象品目の適正化を継続いただきたい。

●
　身体障害者手帳交付時の援護案内や相談業務を通じ、
制度の周知を進めている。また、要綱の改正を行い、給付
要件の変更や用具の修理に対する補助を行うこととした。

［39］
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149
障壁改善事
業

障
害
福
祉
課

H11 -

 〔目的〕
　障がい者が安心して地域で共に暮

 らせるまちづくりを推進する。
 〔手段〕

　公共施設・道路等の段差解消、点字
ブロックの敷設、オストメイト対応設備
設置、鉄道駅舎エレベーター整備支
援を行う。

高 高 高 高 B

　障がい者が安心して暮らせる
まちづくりを推進するため、引き
続き道路の段差解消や点字ブ
ロックの敷設等を行う必要があ
る。

検討･
見直し

①②障がい者や高齢者が外出し
やすくなるよう、道路の段差解消
や点字ブロックの敷設事業を
行っていくとともに、必要な実施
箇所を精査し、計画的に事業を
実施していく。

150
障害者施策
推進協議会
事業

障
害
福
祉
課

H18 -

 〔目的〕
　障がい者に関する施策の総合的か

 つ計画的な推進を図る。
 〔手段〕

　学識経験者や保健・医療又は福祉
に関する機関の代表者、障がい者福
祉関係団体の代表者、公募市民によ
る協議会を設置し、障害者基本法に
規定する障がい者計画や障害者自立
支援法に規定する障がい福祉計画の
進捗等について、意見を聴取する。

高 高 高 高 A
　引き続き、障がい者施策の総
合的かつ計画的な推進を図る
ため、事業運営を実施する。

現状
維持

①②本協議会は、障害者基本法
に定める｢地方障害者施策推進
協議会｣であり、必須組織ではな
いが、本市の障がい者施策の推
進にあたり、様々な立場、見地か
ら意見を聴取する場として、継続
して事業運営を実施する。また、
平成２３年度については、障害福
祉計画の策定にあたり、本協議
会から意見を伺う。

151 審査会事業

障
害
福
祉
課

H18 -

 〔目的〕
　障害者自立支援法第15条に基づ
き、介護給付費等の支給に関する審
査会を設置し、障害福祉サービス利
用希望者に対し介護給付に係る障害

 程度区分の審査及び判定を行う。
 〔手段〕

　障がい者等の保健又は福祉に関す
る学識を有するもの（医師や精神保
健福祉士等）で構成する審査会によ
り、調査員による一時判定と医師意見
書等を基にした二次判定を行い障害
程度区分を認定する。

高 高 高 高 B

　審査会の設置及び開催は障
害者自立支援法等に規定され
ているため、市の意思で廃止等
ができるものではない。しかしな
がら審査会の運営に当たって
は、障害程度区分認定に至る
一連の業務について、効率化を
図るとともに正確性を向上させ
る。

検討･
見直し

①②審査の効率化及び正確性
向上のため、新たに審査会委
員、調査員になった者について
は、それぞれの専門研修を受講
するなど障害程度区分認定に適
切な対応ができるよう努める。ま
た、継続して審査会業務に当た
るものについては、より一層の業
務の効率化、正確性の向上に努
める。

152
重症心身障
害児施設運
営補助事業

障
害
福
祉
課

H9 -

 〔目的〕
　重度の知的障がいと肢体不自由が
重複している児童（者）の個々の症状
に応じた必要な治療を実施するととも
に、日常生活の援助、育成指導をす

 る。
 〔手段〕

　中川の郷療育センターの運営に対
し助成することにより、重症心身障が
い児（者）の療育を支援する。「中川の
郷療育センター」の運営・建設費の借
り入れ返済に対し助成。
　５市１町（越谷市、草加市、三郷市、
八潮市、吉川市、松伏町）が共同して
設置し、広域的に運営している。

高 高 高 高 B

　重症心身障がい児施設とし
て、医療ケアを含めた必要性は
大きい。障害者自立支援法に
伴う、新体系サービス移行につ
いて、検討していく必要がある。

検討･
見直し

①②引き続き重度心身障がい児
の施設サービスを継続していく。
また、障害者自立支援法の新体
系サービスへの移行を検討して
いく。

153
老人日常生
活用具給付
事業

高
齢
介
護
課

S63 -

 〔目的〕
　心身機能が低下している一人暮らし
等の高齢者が日常生活を安心して送

 れる環境をつくる。
 〔手段〕

　支援が必要な方に対して、火災警報
器・電磁調理器等を器置する。

高 高 高 高 B

　高齢者の増加が見込まれる
中、加齢に伴う認知病状のある
方の在宅生活を支援するため、
事業のさらなる周知が必要であ
る。

検討･
見直し

①②地域包括支援センターを通
じ、事業のさらなる周知を図って
いく。

19 Ｄ

　ひとり暮らし高齢者等に火災報知器、自動消火器、電磁調理器の設置を補助する事業である。
昭和６３年からの事業であり、介護保険の制度化により、一定の目的は達せられたものと思われ
る。申請件数も、平成18年は2件と少ない。事業費2万円に対し、事業遂行のための人件費が90万
円となっており、投入した作業工数に見合う事業となっていない。低所得者向けの適用は必要性
の検討を要するものの、当制度の廃止、または代替手段（消防法及び住宅政策での対応）への切
り替えも含めた検討が必要

●

　他団体の状況を調査した結果を踏まえ、平成２２年度か
ら給付要綱を見直し、市民税非課税世帯を対象とするなど
の改善を図っているが、今後も継続して他団体の状況等も
確認しながら、事業のあり方等について検討する。

［40］
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154
老人ホーム
措置事業

高
齢
介
護
課

S44 -

 〔目的〕
　環境上の理由及び経済的な理由に
より、居宅での生活が困難な方を支

 援する。
 〔手段〕

　心身の状態、環境状況等を総合的
に勘案の上、養護老人ホーム等に入
所措置する。

高 高 高 高 B

　入所者の高齢化に伴い、入所
生活において自立が困難な状
態になる方に対する介護サー
ビス等が必要になってきてい
る。

検討･
見直し

①②単身世帯及び高齢者のみ
の世帯が急増している中、入所
措置対象となる高齢者が増加す
る傾向にある。この状況を踏ま
え、より適切な対応を検討してい
く。

155
介護支援事
業

高
齢
介
護
課

H12 -

 〔目的〕
　介護保険料第１～第３段階に該当
する市民税非課税世帯について、居
宅介護サービス（介護予防・地域密着
型サービスを含む。）の利用者負担額

 を軽減する。
 〔手段〕

　対象者からの申請に基づき、内容を
審査の上、認定証を交付し、利用者
負担額（１割負担）を１０分の３もしくは
１０分の５に減額する。

高 高 高 高 A

　当初は、国の軽減制度として
始まり、現在では、市独自の低
所得者に対する負担軽減施策
として行っているもので、世相と
して要望も強い。今後、要介護・
要支援認定者の自然増に伴
い、事業の重要性が増すものと
考えている。

現状
維持

①②低所得の高齢者の負担軽
減施策として利用者が増加して
いることから、引き続き適切に事
業を進める。

21 Ｂ

　介護保険に関する事業であり、要介護・要支援認定の低所得の世帯が居宅介護サービスを受け
 る際に、利用者負担を軽減するための事業である。事業の重要性は認められる。

　事業の成果が減額者の認定率（利用者負担減額認定者÷要介護要支援認定者数）となってい
るが、これは事業の成果を測る指標とは言えないのではないか。事業目的に照らし、検討された

 い。
　また、要介護・要支援認定時に低所得者かどうかの判定を行うなど、現時点でも業務効率を図ら
れているが、今後もさらに効率化を進めていただきたい。

　経済的な理由から介護サービスを抑制することのないよ
う、今後も該当者を正確に把握し、併せて業務の効率化に
努めていく。

156
保険事務管
理事業

高
齢
介
護
課

H12 -

 〔目的〕
　介護保険制度における保険者として
の事務を円滑に遂行するとともに、市
民に対して介護保険制度の周知を図

 る。
 〔手段〕

　①介護保険保険者に係る固有事務
 の執行

　②介護サービス事業者連絡協議会
と共催で介護フェスタを開催し、介護
保険制度の周知を図る。

高 高 高 高 B

　国の基本方針に基づき介護
保険制度の適正運営が図られ
ているが、引き続き、市民に対
して同制度の周知を図ってい
く。なお、その一環として実施し
てきた介護フェスタについて
は、その在り方について検討す
る必要がある。

検討･
見直し

①平成２４年度から始まる第５期
越谷市高齢者保健福祉計画・介
護保険事業計画の策定に取り組

 む。
　 介護フェスタの在り方について

 検討を進める。
②第５期越谷市高齢者保健福祉
計画・介護保険事業計画に基づ
き、計画的に事業を推進する。

17 Ｃ

　介護保険導入から5年経過し、市内の要介護保険者数は2,600人から4,200人へ増加している。
介護保険の主旨普及は一定の成果をあげており、介護保険フェスタのあり方を見直す必要があ
る。また、介護相談員による事業所派遣は、年8カ所程度の施設中心であるが、受入拒否事業所
もあり、通所施設は未実施である。今後の方向としては、当該事業の見直しを行い、事業者の
サービス評価（第三者評価）の活用や情報公開制度の推進などにより、より効果的な方法を検討
する必要がある。

　介護フェスタについては、制度の趣旨普及が図られてい
ることを踏まえ、従来の実施内容とは違った開催内容を検
討する。

157

電算処理事
業（介護保
険システム
電算委託）

高
齢
介
護
課

H12 -

 〔目的〕
　介護を必要とする被保険者の申請
に基づいて行う認定事務や、受給者
管理及び給付実績管理を電算化し、
制度の円滑な運用を図るとともに、介

 護相談や情報提供に活用する。
 〔手段〕

　認定申請にかかる要介護認定事務
や介護給付管理等の電算管理を委託
する。

高 高 高 高 A

　現在、特に課題は生じていな
いが、毎月、情報統計課と定例
会を行い、システムの操作性・
利便性の向上・費用対効果な
どについて協議を行っている。

現状
維持

①引き続き適正かつ効率的に事
 業を進める。

②制度改正に即応可能な電算シ
ステムの改修について検討して
いく。

158

電算処理事
務事業(介
護保険料電
算委託)

高
齢
介
護
課

H12 -

 〔目的〕
　６５歳以上の第一号被保険者の介
護保険料賦課徴収に係る事務を電算
化し、事務の効率化と適正な資格管

 理を行う。
 〔手段〕

　６５歳以上の第一号被保険者の賦
課徴収事務の電算管理を委託する。

高 高 高 高 B
　第５期事業計画の策定にあわ
せ、現行システムの見直しを円
滑に進める必要がある。

検討･
見直し

①引き続き介護保険料の資格管
理・賦課徴収事務について電算
管理するとともに、次期事業計画
の推進に必要なシステムの見直

 しを行う。
②３年に一度の介護保険料見直
し時期のほか、時代の変化に対
応した改善を随時行う。
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          8.総合評価

A 事業内容は適切である

B 課題が少しあり事業の一部見直しが必要

C 課題が多く事業の大幅な見直しが必要

D 事業の休・廃止を含めた検討が必要

↓　総合評価で認識した課題は　↓

　　12.外部評価を受けた対応等

●があるものは、外部評価結果を受けて見直しを行った事業
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159
介護認定審
査会事業

高
齢
介
護
課

H12 -

 〔目的〕
　要介護認定を受けようとする市民か
らの申請を受け、調査員による認定
調査と主治医意見書に基づき、介護
認定審査会において要介護状態区分

 等の審査判定を行う。
 〔手段〕

　申請に基づき、作成された資料を介
護認定審査会（月曜から金曜日の毎
日開催）に諮り、審査委員の合議によ

 り、要介護度を判定する。
 1　委員定数　60人
 2　合議体数　10合議体

高 高 高 高 A
　法に基づき審査会の適正運
営に努める。

現状
維持

①②引き続き適正に事業を進め
る。なお、審査会の運営等につい
て課題等が生じた場合は、適切
な対応を図っていく。

160
認定調査事
業

高
齢
介
護
課

H12 -

 〔目的〕
　要介護認定を受けようとする市民か
らの申請を受け、市の調査員または
委託による訪問調査を行い、一次判
定及び介護認定審査会での判定資料

 となる調査票を作成する。
 〔手段〕

　市の調査員によるほか、指定居宅
介護支援事業者や介護保健施設等
に委託し、認定調査を実施する。

高 高 高 高 A
　引き続き法の趣旨に基づき、
迅速な対応と適正・公平な事業
の推進に努める。

現状
維持

①②引き続き適正な事業を進め
る。なお、同調査について課題等
が生じた場合は、適切な対応を
図っていく。

161
趣旨普及事
業

高
齢
介
護
課

H12 -

 〔目的〕
　様々な広報媒体や出前講座を活用
し、介護保険制度を市民に正しく理解

 していただく。
 〔手段〕

　①介護保険制度の解説パンフレット
を作成し、説明会の開催等により制度

 の趣旨普及を図る。
　②市民ガイドブック、市の広報紙、
市のホームページ等により制度の内
容や事業を周知する。

高 高 高 高 B

　これまでの取組みにより一定
の効果をあげているが、介護保
険制度に対する理解を深める
ため、制度のさらなる周知を図
る方法について検討を要する。

検討･
見直し

①②介護保険制度は高齢者はも
とより、多くの市民に理解してい
ただく必要があることから、印刷
物をはじめとする様々な広報媒
体や出前講座などにより制度の
周知を行ってきた。今後は、出前
講座の実施回数の増のほか、分
かりやすい記事の掲載など制度
の内容についてさらに理解を深
める取組を行っていく。

20 Ｂ

　介護保険制度の趣旨を市民にご理解いただくことを目的とした事業である。作成されているPR資
料等は汎用的、全般的な内容であり、市民にとっては印象が薄く、記憶に残りにくい様に思われ
る。アンケート調査等により普及度や理解度を検証するなど、より分かり易く市民の理解が深まる
内容とし、効果的な活動に取り組んでいただきたい。今後は、個別相談に注力し、きめ細かく具体
的事例に対応する方向に進まれることを望む。

●

　パンフレットの作成については、制度改正が定期的に行
われることを踏まえ、より分かり易い内容を盛り込むととも
に、出前講座を活用して、市民に対して制度内容の周知に
努める。

162
運営協議会
事業

高
齢
介
護
課

H12 -

 〔目的〕
　市長の附属機関として設置した越谷
市介護保険運営協議会において、介
護保険法第１１７条第１項に規定する
介護保険事業計画の策定及び変更
に関する事項やその他介護保険の施
策に関する重要事項について審議す

 る。
 〔手段〕

　上記事項を審議するため、介護保
険運営協議会を開催する。

高 高 高 高 A

　審議会における活発で効果的
な審議に資するため、引き続き
委員との情報の共有と共通理
解に努めていく必要がある。

現状
維持

①平成２４年度は、第５期事業計
画の重点課題について、審議す

 る。
②委員の共通理解が得られるよ
う、本市の運営状況や国・県から
の情報を各委員に適宜提供して
いく。

163
介護予防施
策事業

高
齢
介
護
課

H18 -

 〔目的〕
　介護状態になるおそれの高い特定
高齢者を支援することで、介護状態に

 なる高齢者の増加を防ぐ。
 〔手段〕

　介護認定・要支援認定、申請者を除
く65歳以上の高齢者に基本チェックリ
ストを送付し、その回答を踏まえたス
クリーニングにより抽出した特定高齢
者候補者に介護予防検診を実施す
る。検診の結果、介護予防事業に参
加が望ましい特定高齢者に対して、介
護予防事業への参加を促進する。

高 高 高 高 B

　実施根拠となっている地域支
援事業実施要綱が毎年変更さ
れるため、その対応に苦慮して
いる。また、介護予防事業に参
加したい方に重点的にサービス
が行われているため、その他の
方への対応を検討する必要が
ある。

検討･
見直し

①基本チェックリストは隔年実施
することにしたため、平成24年度
は介護予防事業の利用者数維

 持・増加などに取り組む。
②健康で生きがいをもって暮らせ
るためには介護予防事業は、重
要であるが、費用対効果のある
事業展開を図るため、要援護者
を早期に発見し、適切な支援を
行う。

［42］
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A 事業内容は適切である

B 課題が少しあり事業の一部見直しが必要

C 課題が多く事業の大幅な見直しが必要

D 事業の休・廃止を含めた検討が必要
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164
包括的支援
事業（介護
保険）

高
齢
介
護
課

H18 -

 〔目的〕
　高齢者が要介護状態等になることを
予防し、「個々の高齢者の自立を支援
する」ために、必要な支援を行うことを

 目的とする。
 〔手段〕

　地域包括支援センターに委託し、介
護予防ケアマネジメント、総合相談・
支援事業、権利擁護事業、包括的・継
続的ケアマネジメント支援事業等を行
う。

高 高 高 高 B

　高齢者の総合相談やケアマ
ネジメントを実施しているが、困
難事例が多く、効率性や有効
性を単純に実施件数で明確に
できない場合がある。

検討･
見直し

①高齢者人口の増加により、委
託事業者の業務の効率化、人員

 体制整備等が必要である。
②地域包括支援センターの拡充
を図り、包括的支援事業が迅速
に推進できるような取組を行う。

165

介護給付等
費用適正化
事業（介護
保険）

高
齢
介
護
課

H15 -

 〔目的〕
　介護（予防）給付について、不要又
は不適正に給付されていないかを検
証し、利用者に適切なサービスを提供
できる環境の整備を図るとともに、介

 護保険の適正な運営を推進する。
 〔手段〕

　国保連合会の給付データ縦覧点検
システムを活用し、重複支給の有無
等を精査する。

高 高 高 高 B

　本事業は、要介護認定の適
正化、ケアマネジメントの適正
化、事業所のサービス提供体
制及び介護報酬請求の適正
化、制度の周知などについて成
果をあげているが、その成果を
客観的かつ的確に示すことが
課題である。

検討･
見直し

①引き続き介護給付費用の適正
 化に向けて取り組んでいく。

②事業の成果について、指標等
を活用するなど、市民にわかりや
すく示す手法を検討していく。

21 Ｂ

 　本事業は、介護給付の適正化のため事業で、事業の重要性は認められる。
　しかし、実際の事業の実施は、それぞれ個別の別事業で実施されている。当事業は、個別事業
の上位に位置付けられるが、事業内容がわかりにくい。関連事業も含めた事業全体の中での本事
業の位置付けと事業目的を明確にし、市民にわかりやすい説明をすべきである。

　適正化事業については、今後、市ホームページへの掲載
を行い、市民や事業者に対し、適正化事業の目的や取り
組み、想定される効果について周知を図る。

166
介護保険会
計繰出金事
業

高
齢
介
護
課

H12 -

 〔目的〕
　介護給付費に係る法定負担分と介
護保険事務に要する費用を一般会計
から繰り出し、介護保険財政の健全

 運営を図る。
 〔手段〕

　介護給付及び予防給付に要する費
用の12.5パーセントに相当する額と、
介護保険事務に要する職員給与・事
務経費等を一般会計から繰り出しす
る。

高 高 高 高 B

　国の基本方針に基づき介護
保険制度の健全運営が図られ
ているが、その内容を市民にわ
かりやすく示す方法を検討する
必要がある。

検討･
見直し

①②越谷市高齢者保健福祉計
画・介護保険事業計画の円滑か
つ適正な推進と、進行管理に努
めるとともに、適正な額を一般会
計から繰り出すことにより、介護
保険会計の健全運営を継続す
る。また、その内容を市民にわか
りやすく示す方法を検討してい
く。

22 Ｂ

　介護保険法に基づき、介護給付費に係る法定負担分と介護保険事務の運営に必要となる経費
を一般会計から繰り出し、介護保険財政の健全運営を図る事業である。
　法律に基づく事業であり、事業の必要性は認められるが、事務事業遂行については、職員人件
費や事務の効率化についての改善がどのように実施されたのか、市民にわかりやすく説明する必
要がある。一般会計から特別会計に繰り出された税金が適正に執行され、介護保険会計が健全
に運営されているか否かを監査し、その結果を市民に説明するために、あらためて考え方を整理
されたい。
　介護保険特別会計職員36人分の人件費を含め、介護給付費以外に4億円ほど繰出金から支出
されており、事務の合理化や効率化についてどのように改善を図ったのか、事業に対して市民の
理解を得られるよう一層努力されたい。事務事業評価表ではその人件費も事業費の中に含まれ
ており、市民にわかりにくいため、記載方法に工夫が必要と思われる。
　なお、介護保険に必要な経費を一般会計から繰り出すだけの事業であるならば、事業が細分化
されすぎ、市民にわかりにくいため、当該事業を事務事業評価の対象とすることについて議論する
必要があると思われる。

　平成22年度においては、保険給付や地域支援事業など
に係る一般会計の法定負担分のほか、介護保険事業の
執行に要する職員人件費等について、適正に繰り出して
いる。
　今後も引き続き業務の効率化を図るとともに、その内容
を市民にわかりやすく説明する方法について検討してい
く。

167
介護サービ
ス事業

高
齢
介
護
課

H12 -

 〔目的〕　
　要介護者が、介護を必要とする程度
に応じて利用した在宅サービス、施設
サービス、地域密着型サービス等の

 費用を介護保険から給付する。
 〔手段〕

　要介護者が受けた介護サービスに
ついて、利用者負担額（１割）を除いた
額を、国民健康保険団体連合会を通
して介護サービス提供事業者へ支払
う。

高 高 高 高 A
　介護保険制度に基づき実施し
ている事業であり、制度の趣旨
を踏まえ適正に実施している。

現状
維持

①②引き続き要介護者が利用し
たサービスに対する適正な給付
に努めていく。

168
審査委託事
業

高
齢
介
護
課

H12 -

 〔目的〕
　要介護・要支援の認定を受けた被
保険者が利用したサービスに対する
介護給付費の請求内容が適正かを審

 査する。
 〔手段〕

　埼玉県国民健康保険団体連合会へ
審査を委託する。

高 高 高 高 A

　当該事業については、介護保
険法に国民健康保険団体連合
会による審査が規定されてお
り、同連合会への業務委託によ
り、事務の効率化、迅速化が図
られている。

現状
維持

①②引き続き、当該事業を国民
健康保険団体連合会への委託に
より実施し、事務の効率的、効果
的な執行に努める。

［43］
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169
介護予防
サービス事
業

高
齢
介
護
課

H12 -

 〔目的〕
　要支援者が、介護を必要とする程度
に応じて利用した在宅サービス、地域
密着型サービス等の費用を介護保険

 から給付する。
 〔手段〕

　要支援者が受けた介護サービスに
ついて、利用者負担額（１割）を除いた
額を、国民健康保険団体連合会を通
して介護サービス提供事業者へ支払
う。

高 高 高 高 A
　介護保険制度に基づき実施し
ている事業であり、制度の趣旨
を踏まえ適正に実施している。

現状
維持

①②引き続き要支援者が利用し
た介護サービスに対する適正な
給付に努めていく。

170
介護保険料
収納補助員
配置事業

高
齢
介
護
課

H21 H23

 〔目的〕
　離職を余儀なくされた労働者その他
の失業者の一時的な雇用機会を提供
し、介護保険料の未納者対策を講じ

 る。
 〔手段〕

　埼玉県緊急雇用創出基金市町村補
助事業の活用により臨時職員２名を
採用し、介護保険料滞納者宅の戸別
訪問により保険料納付を促すととも
に、口座振替・納付相談の勧奨や介
護保険制度の説明など、介護保険料
の未納者対策を行う。

高 高 低 高 B

　滞納者宅へ訪問し納付相談
を行うが、低所得者で生活困窮
者が多いことから介護保険料
の支払いまでにはなかなか至
らないのが現状である。しかし、
訪問を繰り返すことによって介
護保険制度の理解が得られ納
付につながるケースがあるた
め、未納者対策の一層の充実
が必要であると考えている。

終了
(平成
23年
度)

①２３年度で埼玉県緊急雇用創
出基金事業の介護保険料収納
補助員配置事業は終了するが、
継続的に臨宅徴収事業を進め

 る。
②介護保険料の滞納者について
は、市民税非課税者が大半を占
めており、生活困窮により支払い
が困難という事情があることか
ら、早い段階での対策を講じ、文
書による催告書の発送をはじめ、
電話催告、納付相談、臨宅徴収
を実施する。

22 Ｂ

　埼玉県緊急雇用創出基金事業の活用により臨時職員を採用し、介護保険料滞納者宅の戸別訪
問による保険料納付促進等、介護保険料の未納者対策を行う事業である。
　介護保険サービスの維持や受益者負担における公平性の観点からも、滞納されている保険料
の納付を促進することは大変に重要であり、事業の必要性は認められる。したがって、活動指標・
成果指標を適正に設定し、より効果のある事業推進に努められたい。成果指標については、「この
事業によって未納者がどれくらい減少したか」など、事業の成果が市民にアピールできる指標が適
当である。
　また、「留守宅に催促の手紙を置いてきて、その後納付した件数」「納付約束をして、実際に納付
をした件数」など、活動の成果となる指標を設け、事業の有効性について検証されたい。その結果
を踏まえたうえで、埼玉県緊急雇用創出基金事業終了後における介護保険料収納補助員配置事
業の継続を検討されたい。

●

　平成22年10月1日から平成23年3月31日までの6ヶ月間
臨時職員2名を採用し、延べ2454件の戸別訪問を行い、留
守1,362件、納付指導662件、納付約束182件、納付困難56
件、納付拒否29件、居所不明16件、一部納付76件、完納
71件であった。その後に入金があったものを含め平成23
年5月31日現在で、現年度分9,356,210円、滞納繰越分
5,352,730円、合計14,708,940円の収納結果が得られた。

171

介護保険給
付費準備基
金積立金事
業

高
齢
介
護
課

H12 -

 〔目的〕
　第１号被保険者の保険料を介護給
付準備基金に積み立てることにより、

 介護保険財政の健全運営を図る。
 〔手段〕

　介護保険の給付に係る歳入と歳出
の差額を基金に積み立てる。歳出が
超過した場合には、不足額を基金か
ら支出する。

高 高 高 高 A

　国の方針に基づく制度であ
り、介護保険財政の健全運営
を維持するため、適正に積み立
てている。

現状
維持

①②継続して計画どおり事業を
進める。

172
緊急雇用創
出基金事業

高
齢
介
護
課

H21 H23

 〔目的〕
　離職を余儀なくされた労働者の雇用
を一時的に確保し、また短期の雇用
機会を提供した上で、地域のニーズに

 応じた人材育成を行う。
 〔手段〕

　埼玉県緊急雇用創出基金市町村補
助事業を活用し、民間委託により事業
を実施

低 高 高 高 B

　緊急雇用創出事業の適正な
推進を図るため、委託先の雇
用状況を的確に把握する必要
がある。

終了
(平成
23年
度)

①委託先の雇用状況を把握しな
がら、必要に応じて適宜指摘する
など当該事業の趣旨を踏まえた
適正な事業の推進に努める。

173
生きがい対
策推進事業

高
齢
介
護
課

- -

 〔目的〕
　高齢者が、いきいきと自分らしく、安
心して健康で元気に暮らせるよう、社

 会参加や生きがい活動を支援する。
 〔手段〕

　敬老会の開催、いきいきセントー事
業、シルバーカレッジの開催、いきい
き農園貸出事業のほか、老人クラブ
育成や敬老祝金の支給により、生き
がい対策事業を実施

高 高 高 高 B

　高齢化率が年々上昇し、利用
者等も増加することが確実に見
込まれるため、将来的には扶
助費の縮小や、事業に係る受
益者負担などの検討が必要に
なると考える。

検討･
見直し

①利用者の増加に適切に対応し
 た事業の推進

②時代の変化に対応可能な生き
がい対策の推進に向けて、現在
実施中の各種事業の見直しを行
う。

18

16

Ｂ

Ｂ

<敬老会開催事業>
　限られた財源を効果的に活用し、高齢者福祉を拡充することは重要である。但し、対象者の増加
や意識の多様化の現状も踏まえ、今後も事業内容の見直しを継続的に行う必要がある。
<老人クラブ育成事業>
　高齢者ニーズに対する適切な対応をしていくことで、増加する高齢者にとって魅力のある場にな
るような支援を期待したい。それにはアンケートなど満足度をはかり、イベントの刷新なども行って
いけるような仕組みづくりを支援していただきたい。

●

〈敬老会開催事業〉
　対象者の増加に伴い、式典及びアトラクションの時間・内
容等を見直し、参加者の安全確保などのため、３部制から
４部制に変更することとした。
〈老人クラブ育成事業〉
　平成２２年度から老人クラブの新たな事業として、病弱、
寝たきりなどの高齢者を対象に、話し相手・見守りなどの
友愛実践活動に取り組んでおり、高齢者のニーズに対応
している。

174
老人福祉セ
ンター運営
事業

高
齢
介
護
課

S59 -

 〔目的〕
　高齢者に関する各種相談に応じると
ともに、健康の増進、教養の向上及び
レクリエーション等のための便宜を総

 合的に供与する。
 〔手段〕

　けやき荘・くすのき荘・ゆりのき荘の
管理運営業務について、利用者サー
ビスの向上及び経費削減のため、越
谷市社会福祉協議会へ委託してい
る。

高 高 高 高 B
　高齢者人口の増加に伴い、将
来に向けて受益者負担の検討
が必要になると考える。

検討･
見直し

①②老人福祉センターのあり方
について検討を進めていく中で、
受益者負担についても検討す
る。

19 Ｂ

　施設の利用状況（利用率、実利用時間等）を把握し有効活用を図ることが望まれる。
　利用対象者を高齢者に限定するのではなく、施設の複合的な活用や開放を検討してはどうか。
　また、業者選定にあたっては、指定管理者制度の趣旨を活かして、公募することが必要である。
　社会福祉協議会における、さらなる経営改革（効率化）が望まれる。

●
　平成２１年度からの新たな指定期間においては、公募に
より指定管理者を募集し、効率的な施設運営を行ってい
る。

［44］
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175
老人福祉セ
ンター改修
事業

高
齢
介
護
課

S59 -

 〔目的〕
　老人福祉センターは、高齢者の福祉
施設であり、多くの高齢者が集うこと

 から、安全確保に十分配慮する。
 〔手段〕

　老朽化に伴う施設整備の改修　予
算措置　工事請負費にて対応

高 高 高 高 B

　緊急性の高いものから順次工
事を行っているが、施設の老朽
化に伴い改修が必要な箇所が
増加傾向にある。

検討･
見直し

①３館とも老朽化の状況を踏ま
え、利用者の安全確保など緊急
を要するものから改修・補修を実

 施する。
②老朽化・地盤沈下等の状況を
踏まえ、施設の長寿命化を図る
計画的な取組を検討する。

176
日常生活支
援事業

高
齢
介
護
課

H6 -

 〔目的〕
　高齢者が可能な限り住み慣れた地
域で、安心して自立した暮らしが続け
られるよう、日常生活の支援を必要と
する方に在宅福祉サービス事業を行

 う。
 〔手段〕

　日常生活支援を効率的に実施する
ため、業務委託等により実施

高 高 高 高 B

　事業の利用者が増加傾向に
あるが、今後も支援を必要とす
る方に対し、自立支援の観点か
ら一層の周知を行い、利用促
進を図ることが必要である。

検討･
見直し

①多くの市民の方々に周知して
いく必要があることから、印刷物
や地域包括支援センターにより

 制度のＰＲを行う。
②制度の周知を図るため、市発
行の広報や特集号及び市ホーム
ページ等を積極的に利用するとと
もに、出前講座の実施をより一層
増やしていく。

23 Ｃ

　高齢者が地域で、安心して自立した暮らしを続けられるよう日常生活を支援するために、在宅単
身の高齢者(65歳以上)等で要介護状態など一定の条件を満たす者を主な対象として、寝具の乾
燥・消毒、訪問理美容の出張料、住宅改造費の一部、民間住宅の取り壊しにより転居を求められ
た際の家賃の差額等を助成する事業である。業務委託等により実施されている。
　当該事業の利用者は増加傾向にあるとのことだが平成22年度の各事業の利用者実数は、寝具
の乾燥・消毒は8人、訪問理美容は34人、住宅改造費は1人、家賃の助成は5人だけである。今後
の課題として制度の周知を挙げているが、それだけで利用件数が増えるとは思われない。なぜな
ら、各事業において、ニーズの的確な把握がされておらず、利用件数が少ない理由の具体的検証
と対策も特になされていないからである。
　当該事業の対象者となる高齢者等にはヘルパーやケアマネージャー等を通じて制度の周知をし
ているとのことだが、これらの制度を実際に必要とする事例がどれだけあるのか、改めて検証する
必要がある。介護保険制度の開始など、当該事業の開始時と比較し、現在の対象者を取り巻く状
況には変化がある。例えば、住宅改造費については介護保険制度や障害福祉制度でも同様のも
のがある。また、寝具の乾燥・消毒については事業に費やされる人的コストも含め総体的に勘案
すれば、新品寝具購入の方がコストを抑えられることもあり得る。
　各事業の存在意義を確かめながら、サービス内容を決定するまでの検討プロセスを明確にし
て、ニーズが低いものは廃止し、高いものは利用率向上のための具体的な対策を実施するなど、
サービスの取捨選択を行われたい。その際は事業実施の為に費やされる直接経費のほか、職
員・関係者の人的コストにも注意し、事業を運営する上で全般的にかかるコスト分析を行ったうえ
で市民や関係者に説明されたい。
　活動指標については「延べ利用回数」、成果指標については介護保険の事業計画の中でも使用
されている、「65歳以上単身住民の在宅生活率」、「要介護支援認定者の割合」などを加えることを
提案したい。

※平成２３年度外部評価を受けた対応等については、同
年度内に整理予定

177
介護予防事
業

高
齢
介
護
課

H12 -

 〔目的〕
　要援護高齢者やその家族を対象に
短期入所サービスを提供することによ
り、家族等の負担を軽減する。なお、
生活支援短期宿泊事業は対象の方

 がいる場合に、対応している。
 〔手段〕

　社会福祉法人への事業委託等によ
り実施

高 高 高 高 B

　事業の利用者が増加したが、
今後も要援護高齢者に対する
家族等介護者の負担を軽減す
るために、サービスの周知を図
るとともに、生活管理の支援を
推進する必要がある。

検討･
見直し

①②地域包括支援センターを通
して、さらなる制度の周知及びＰ
Ｒを行い、サービスの利用促進を
図る。

20 Ｂ
　ふれあいサービス事業を特定高齢者施策に移行する計画は、妥当な判断であると思う。
　一方、短期宿泊事業については、利用者数が実人数で4名と少ないことを考えれば、他の事業で
吸収する等の方策を検討し、事業の効率的推進を考慮いただきたい。

●

　平成20年度で、自立支援通所サービスは、特定高齢者
施策等に移行し、事業を終了した。介護予防事業は、生活
支援短期宿泊事業のみの事業となっているが、要援護高
齢者に対する家族等介護者の負担を軽減するため、特別
養護老人ホーム等で生活援助を行うことにより、自立に向
けた支援を推進していく。

178
家族介護支
援事業(介
護保険)

高
齢
介
護
課

H18 -

 〔目的〕
　居宅で介護する家族を支援し、身体

 的・精神的負担を軽減する。
 〔手段〕

　認知症サポーターの養成など、地域
における認知症高齢者の見守り体制
を構築する。

高 高 高 高 B

　認知症サポーターを養成し、
認知症に関する啓発活動は効
果をあげているので、見守り体
制が十分に機能していくかが今
後の課題である。

検討･
見直し

①認知症サポーターをさらに養
成し、地域における認知症高齢

 者の見守り体制の充実を図る。
②認知症高齢者とその家族を、
地域で支える社会を目指し、地域
で認知症高齢者を見守る取組を
推進する。

23 Ｂ

　要介護高齢者を居宅で介護する家族を支援するために、厚生労働省の計画に基づき認知症サ
ポーターを養成する講座や、家族介護教室の開催、認知症徘徊高齢者用の位置探索端末機の貸
し出しを主に行う事業である。
　認知症サポーターは越谷市の目標1万人に向け、毎年約1,000人誕生し、現在の総数は約4,000
人となり、市民の認知症に対する理解は進んでいるといえる。一方、認知症高齢者を介護する家
族同士の交流の場ともなる介護教室は開催が2回で参加者は11名、徘徊高齢者を発見しやすくす
る位置探索端末機の利用人数は5件にとどまっている。
　介護教室と位置探索端末機については、利用者数が少ない理由の分析と、改めてニーズの把
握が必要である。現在の成果指標に「要介護高齢者を介護する家族の満足度」を加えて、事業の
必要性や有効性を確認されたい。
　また、誕生した約4,000人の認知症サポーターの具体的な活動実績が乏しく、有効に活用されて
いるとはいえない。介護教室や位置探索端末機の事業への活用をはじめ、高齢者福祉の各事業
と横断的に連携し、越谷市高齢者保健福祉計画で提唱する「参加型福祉」の推進に向けた活用方
法を検討・実行されたい。
　今後は、個人情報保護の問題をクリアしながら効果的な運用に成功している事例や、NPOやボ
ランティアを活用するなど多額のコストを要しない工夫をしている事例など、先進地の取り組みも参
考にしながら、当該事業の発展的見直しを図っていただきたい。

※平成２３年度外部評価を受けた対応等については、同
年度内に整理予定

［45］
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179
家族介護支
援事業

高
齢
介
護
課

S61 -

 〔目的〕
　高齢者を介護している家族等を支援
し、介護による家族の精神的・経済的

 負担を軽減する。
 〔手段〕

　一人暮らし高齢者の急病等に迅速
に対応する緊急システムの設置や、
在宅の寝たきり高齢者を介護している
家族への手当の支給

高 高 高 高 B
　高齢化の進展に伴い、在宅高
齢者やその家族への支援が一
層必要となる。

検討･
見直し

①②高齢者の急速な増加が予想
される中、在宅高齢者等への支
援の拡充を図るとともに、支援の
在り方などについて検討してい
く。

19 Ｃ

①　緊急通報システムは、ひとり暮らし高齢者に通報用のペンダントを貸与する事業であるが、廃
止を含めて検討する。昭和６１年からの事業であり、平成18年は新規４件、機器確保契約台数２０
０台のうち全設置台数９８台にとどまっており、一定の事業目的を達成している。一方で、維持コス
トは年間５３０万円（５４，０００円/１台）である。代替手段（携帯電話、警備会社等）を検討する余地
がある。また、契約業者への条件変更要請及び新しくコストパフォ－マンスの良いシステム提案を

 行わせる等、大幅な見直しが必要である。
②　在宅介護者福祉手当は、寝たきり老人を介護する家族への現金給付であり、平成１８年は３６
１名を対象としている。福祉的な施策ではあるが、介護保険が導入され、政策がサービス給付へ
シフトしている中で、このような手当のあり方を見直す必要がある。

●

　①緊急通報システムについては、慢性疾患等で、常時注
意を要する単身高齢者の救急救命を図ることを目的にし
ており、執行については、効率化に努めている。平成２１年
度に機器賃貸借契約の見直し、平成２２年度には保守点
検の見直しを行い、事業費を抑制している。
　②在宅介護者福祉手当については、施設への入所によ
らず在宅で介護している家族を支援するために支給してい
る。今後も介護保険の施設入所サービスを利用せず、在
宅で介護する家族に対しては在宅介護者福祉手当の支給
により、在宅介護を支援し、高齢者福祉の向上を図ってい
く。

180
手当給付事
業

高
齢
介
護
課

H8 -

 〔目的〕
　日本国籍を有しない特別永住者で、
公的年金を受給していないなど、一定
の要件を満たす外国人高齢者の方へ

 の生活支援をする。
 〔手段〕

　月額5,000円を給付する。

高 高 高 高 B

　外国人高齢者（日本国籍を有
しない者で、大正１５年４月１日
以前に出生した満７０歳以上の
方に限る。）で、一定の要件を
満たす方の福祉の増進のた
め、継続的に事業を行う必要が
あるが、事業の成果をより明確
にしていく必要がある。

検討･
見直し

①②支給対象者の家計状況の
把握など、事業の成果が明らか
になるような指標を検討していく。

21 Ｂ

　日本国籍を有しない1926年（大正15年）4月1日以前に生まれた方で、公的年金を受給できない
外国人高齢者救済のための事業である。本事業の対象者は、現在４名であり、今後対象者の新

 規追加はない事業である。対象者の減少とともに、事業規模を縮小する事業である。
　事業名が「手当給付事業」となっており、事業名からは、どのような手当を給付する事業なのか

 容易に推察できない。
　また、成果指標が手当支給総額となっているが、これは、本事業の成果を測る指標であるとは言
えない。現在の支給額で、事業目的である対象者の生活支援としての効果を評価するなどの検討
をお願いする。

　本事業は、公的年金を受給できない外国人高齢者救済
事業であるため、引き続き事業を継続していくが、支給対
象者の家計状況の把握など事業の成果が明らかになる指
標を検討する。

181
成年後見制
度利用支援
事業

高
齢
介
護
課

H18 -

 〔目的〕
　身寄りのない判断能力の不十分な
認知症高齢者等の福祉の向上を図る

 ため。
 〔手段〕

　・市長が法定後見の審判の開始を
 請求する場合の手続きを行う。

　・上記により法定後見を受ける者に
対し助成金を交付する。

高 高 高 高 B

　高齢化及び核家族化に伴い、
成年後見制度や当該事業の利
用の検討が必要な方は増加す
ると考えられる。必要な方に対
し円滑に相談受理、利用検討を
行えるよう周知が必要である。

検討･
見直し

①当該事業の利用を検討すべき
市民に対し円滑に相談受理、利
用検討を行えるよう、成年後見制

 度及び当該事業の周知を図る。
②上記の周知を図るため、また
平成２４年度に予定されている老
人福祉法の一部改正に対応して
いくため、平成２３年度に開設し
た成年後見センターこしがやをは
じめ、当該事業以外の金銭管
理、身上監護事業を実施する機
関・団体との連携を推進し、多様
な支援を行う。

182
老人福祉セ
ンター整備
事業

高
齢
介
護
課

H22 -

 〔目的〕
　高齢者の増加に伴い、老人福祉セ
ンターの利用者が増加することが予
想されることなどから、高齢者に関す
る各種の相談に応じるとともに、健康
の増進、教養の向上及びレクリエー
ションの場などの便宜を総合的に提
供する老人福祉センターを新たに整

 備するものである。
 〔手段〕

市内４か所目の老人福祉センターを
建設する。

高 高 高 高 A

　新たな老人福祉センターが多
くの方から利用されるよう、今
後はその在り方について検討し
ていく必要がある。

現状
維持

①平成２４年度に用地造成を予
定しているため、今年度中に用

 地の取得を行う。
　 新たな老人福祉センターの機
能等について、関係者との協議

 を始める。
②第４次総合振興計画に基づき
取り組んでいく。

183
保険給付事
業(国民健
康保険)

国
民
健
康
保
険
課

- -

 〔目的〕
　疾病、負傷、出産、死亡が発生した

 場合に給付を行う。
 〔手段〕

　被保険者に対して、医療サービス等
の現物支給や現金支給を行う。医療
費の保険者負担分（原則7割）を医療
機関等を通じて給付する療養の給付
（現物給付）のほか、療養費、高額療
養費、移送費、出産育児一時金、葬
祭費の支給を行う。

高 高 高 高 A

　法に基づく保険給付を適正に
行うとともに、法制度の改正へ
の対応と併せて支給事務の効
率化を進め、市民サービスの向
上に努めている。また、レセプト
点検、再審査請求、不当利得
請求、第三者行為請求、医療
費通知、頻回受信適正化指導
等を実施して、医療費の適正化
を図っている。

現状
維持

①②継続して計画どおり事業を
進める。

19 Ｂ
　医療費の適正化（レセプト二重チェック）にさらに努めることを望む。
　頻回受診などによる医療費のムダ使いを減らすための対策を進める必要がある。
　国保連合会の事務の合理化を促進する必要がある。

●

　平成２３年９月より、レセプトの電子化がはじまり診療報
酬の審査の質の向上及び国保連合会の事務の効率化が
期待される。
　頻回受診は毎年定期的に行い、その他医療費の無駄遣
いを減らすための対策を行っている。

［46］
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184

共同事業拠
出金事業
（国民健康
保険）

国
民
健
康
保
険
課

- -

 〔目的〕
　都道府県内の市町村の保険料の平

 準化や財政の安定化を図る。
 〔手段〕

　高額の医療費を支出した保険者に
交付金を交付する共同事業に対し

 て、拠出金を拠出する。
1 高額医療費共同事業医療費拠出金
2 保険財政共同安定化事業拠出金

高 高 高 高 A
　法に基づく事業であり、適正
に運営している。

現状
維持

①②継続して計画通り事業を進
める。

185
介護納付金
事業（国民
健康保険）

国
民
健
康
保
険
課

H12 -

 〔目的〕
　国保の被保険者である４０歳以上６
５歳未満の方の介護保険の費用を納

 付する。
 〔手段〕

　国保の被保険者である４０歳以上６
５歳未満の方に税を賦課・徴収し、社
会保険診療報酬支払基金に納付す
る。

高 高 高 高 A
　法に基づく事業であり、適正
に運営している。

現状
維持

①②継続して計画通り事業を進
める。

20 Ｂ
　制度に従い実施する事業であり、事務事業評価の視点からは課題は見つけにくい。あえて挙げ
るとすれば徴収率の向上策があるが、負担納付率を高める努力を重ね、市からの繰入金の減少
及び保険料アップをしなくても済む措置を期待する。

●

　法で決められた事業であり、事業としての課題は無いと
考えている。収納率に関しては、現年課税分は、平成２２
年度は平成２１年度より向上している。更なる向上を目指
していく。

186

特定健康診
査事業（国
民健康保
険）

国
民
健
康
保
険
課

H20 -

 〔目的〕
　高齢者の医療の確保に関する法律

 に基づき、生活習慣病を予防する。
 〔手段〕

　４０歳から７４歳までの被保険者に
対し、特定健康診査・特定保健指導を
行う。

高 低 低 高 B

　法改正により特定健康診査等
の実施が義務付けられたことに
伴い、平成20年度から市民健
康課と連携して実施している。
受診率は毎年若干増えている
が、さらに受診率を向上させる
ことが今後の課題となってい
る。

検討･
見直し

①5年間を1期とし、平成20年度
～平成24年度の実施計画を平成

 24年度に見直す。
②実施計画に基づき事業を実施
し、対象者に対し受診を促進す
る。

22 Ｂ

　高齢者の医療の確保に関する法律等に基づき、生活習慣病を予防するため、40歳から74歳まで
の被保険者に対して、特定健康診査・特定保健指導を行う事業である。
　医療費の抑制は国・地方自治体問わず急務であり、事業の必要性は認められる。
　主要関連計画として「越谷市特定健康診査等実施計画」が策定されていることを踏まえると、当
該計画を実現するための活動指標・成果指標の設定が必要であり、成果指標の「疾病の早期発
見、予防」については「特定健診受診により疾病が発見された人/特定健診受診者数」等により数
値化することを検討されたい。
　また、越谷市独自の検査項目については、市民サービスの向上も重要ではあるが、統計データ
や対投資効果を勘案して選択・設定すべきであり、コストの削減に向けて事業内容の検証が必要
である。
　このほか、受診率向上のための広報活動について、近隣自治体や先進自治体の取組状況を参
考に、費用対効果の高い方策により、更なる充実に取り組まれたい。

●

  成果指標については、来年度より「メタボリックシンドロー
ム該当者及び予備軍の率」を加える。
　受診率向上に関しては、平成２２年度にアンケートや市
民まつりでの啓発を行った。平成２３年度は未受診者に対
する勧奨を行う予定である。毎年新規の取組を行ってお
り、受診率は年々向上している。

187

電算処理事
務事業(国
民健康保
険）

国
民
健
康
保
険
課

- -

 〔目的〕
　国民健康保険被保険者の資格の取
得喪失、給付及び賦課徴収等に係る
事務を電算化し、制度の円滑な運用

 を図る。
 〔手段〕

　国民健康保険被保険者の資格の取
得喪失、給付及び賦課徴収等に係る
電算管理を委託する。

高 高 高 高 A
　業務を効果的に実施するため
に必要不可欠な電算処理であ
る。

現状
維持

①②今後とも法制度の改正に的
確に対応し、効率的業務運営を
推進するために、電算処理の活
用を図っていく。

188

連合会負担
金事業（国
民健康保
険）

国
民
健
康
保
険
課

- -

 〔目的〕
　国民健康保険法に基づき、国民健
康保険事業の目的を達成するために
設立された埼玉県国民健康保険団体

 連合会に負担金を納付する。
 〔手段〕

　国民健康保険団体連合会に対し
て、その運営経費を負担するものとし
て、平等割と被保険者割の合算額を
納付する。

高 高 高 高 A

　法に則って設立した国民健康
保険団体連合会において国民
健康保険諸業務に対応するこ
とは、現状において最も効果的
効率的である。また、国民健康
保険については都道府県単位
の広域化が検討されており、今
後に向けて、連合会を通じた保
険者の連携を強化推進すること
が適切である（平成22年度は連
合会システムの変更があったた
め決算額が増額となっているが
すべて国の補助金で賄われ
た。）。

現状
維持

①②継続して計画どおり事業を
進める。

［47］



          8.総合評価

A 事業内容は適切である

B 課題が少しあり事業の一部見直しが必要

C 課題が多く事業の大幅な見直しが必要

D 事業の休・廃止を含めた検討が必要

↓　総合評価で認識した課題は　↓

　　12.外部評価を受けた対応等

●があるものは、外部評価結果を受けて見直しを行った事業
又は市としての対応等を整理済みの事業
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189
運営協議会
事業（国民
健康保険）

国
民
健
康
保
険
課

- -

 〔目的〕
　国民健康保険事業の運営に関する

 重要事項を審議する。
 〔手段〕

　国民健康保険法に基づき、被保険
者代表、保険医・保険薬剤師代表、公
益代表、被用者保険等代表の4者21
名で構成する国民健康保険運営協議
会を設置

高 高 高 高 A

　法に基づき設置する運営協議
会であり、必要に応じ開催し効
果的効率的運営に努めてい
る。

現状
維持

①②継続して計画どおり事業を
進める。

190
審査委託事
業(国民健
康保険）

国
民
健
康
保
険
課

- -

 〔目的〕
　国民健康保険法に基づき、保健医
療機関等から請求を受けた診療報酬

 明細書（レセプト）の審査をする。
 〔手段〕

　埼玉県国民健康保険団体連合会に
委託する。

高 高 高 高 A

　国民健康保険団体連合会へ
の審査委託は、法に則って実
施しているものであり、保険者
の連合体でありかつ専門機関
である連合会に委託すること
は、現状において最も効果的効
率的である。また、国民健康保
険については、都道府県単位
の広域化が検討されており、今
後に向けて連合会との連携を
継続発展させることが適切であ
る。

現状
維持

①②継続して計画どおり事業を
進める。

22 Ａ

　国民健康保険法第45条の規定に基づき、医療機関等から請求された診療報酬明細書（レセプ
ト）の審査に係る事務を、埼玉県国民健康保険団体連合会に委託する事業である。
　医療費の適正化のため、診療報酬明細書（レセプト）の審査は重要な業務であり、点検事務の適
正かつ効率化の観点から、必要性・重要性ともに高い事業である。
　事業自体は適正に実施されているが、委託単価について積算根拠の明示を求めるなど、委託先
に対する管理監督を強化する必要性がある。また、法律に基づく事務であるとしても、実施手順の
改善や、別事業で行われているレセプトの再チェックや過誤請求に関する事務と連携を密にし、コ
スト削減に努めることが必要である。
　なお、事務事業が細分化されており、全体像が見えにくくなっていることから、本事業にかかる総
事業費が把握できるよう、事務事業のくくり方について見直しを行い、事業内容やその成果が市民
からみて分かりやすくなるように改善する必要がある。

●
　平成２３年９月よりレセプトの電子化がはじまり、これによ
り審査の質の向上、審査支払業務の効率化、更には審査
手数料の引き下げが期待できる。

191
疾病予防事
業（国民健
康保険）

国
民
健
康
保
険
課

S54 -

 〔目的〕
　国民健康保険被保険者の健康に対
する認識を深めていただき、保険事業
の健全な運営を通して医療の負担軽

 減を図る。
 〔手段〕

 　医療費通知を発行する。
　保養所利用助成事業等を実施す
る。

高 高 高 高 B

　保養所利用助成については、
利用者が平成20年度から平成
21年度は増加をしている。今年
度も増加の予定であったが、震

 災の関係で減となった。
　医療費通知は、健康に対する
意識や医療費の認識を深める
ため、また病院の医療費の不
正請求を防ぐために発行してい
る。

検討･
見直し

①②被保険者等の要望と他の保
険制度（被用者保険、他市国保
等）の状況等を勘案しつつ当面
事業を継続する。

19 Ｃ

　当事業は、国保の被保険者が、胃がん検診、人間ドック、保養所利用の３つの場合に助成する
ものである。胃がん検診の助成は、市民の利用者負担分を国保会計から助成する制度であるが、
他のがん検診では助成していないこと、本来は自己負担で行うべきものである。人間ドックの助成
は、市の基本健康診査とは別に個人で受診した場合の助成であり、特定の利用者だけに支給す

 ることの公平性に欠ける面がある。
　保養所利用の助成は、国保の目的である医療給付とは直接関係がない。いずれも、国保の赤字
補てんに一般財源が880百万円も投入されていることを念頭におき、他の保険制度（政府管掌保
険、他市国保等）との比較検討もしながら、廃止を含めて助成金額の見直しが必要である。

●

　平成１９年度をもって胃がん検診、人間ドックについては
廃止した。
　保養所利用助成事業は、国民健康保険法で医療給付
（保険給付）とは別に保健事業として位置づけられている
ものであり、保険者は被保険者の健康の保持増進のため
に必要な事業を行うように努めなければならない。そのた
め、保養所の宿泊助成制度は今後も継続させていく必要
性があると考えているが、内容については、他の保険者と
比較検討をし、見直しをしていく。

192

電算処理事
務事業(後
期高齢者医
療）

国
民
健
康
保
険
課

H20 -

 〔目的〕
　後期高齢者医療制度の的確な執行

 と事務の効率化。
 〔手段〕

　電算管理業者への委託を行い、保
険料徴収に係る事務を電算処理す
る。

高 高 高 高 A
　継続して計画どおり事業を進
める。

現状
維持

①②継続して計画どおり事業を
 進める。

193
国民健康保
険会計繰出
金事業

国
民
健
康
保
険
課

H7 -

 〔目的〕
 　国保財政の収支の均衡を図る

 〔手段〕
　一般会計から国民健康保険特別会

 計に繰出しを行う。
 １ 保険基盤安定繰入金
 ２ 職員給与費等繰入金

 ３ 出産育児一時金繰入金
４ その他一般会計繰入金
５ 財政安定化支援事業繰入金

高 高 高 高 A

　無職の被保険者を多く抱える
国民健康保険は制度的に赤字
基調となることから、制度維持
のために一般会計からの繰入
は不可欠である。平成20年度
に税制改正を行い、適正な歳
入確保に努めている。

現状
維持

①②引き続き繰入額の制御に努
めるとともに、歳入の確保と医療
費の適正化を推進する。

18 Ｂ
　国保特会の赤字補填の為、一般会計からの繰出を当然と受け止めるのではなく、真剣な繰出金
減少に取り組んでいただきたい。収納率は90％前後と評価できるが、医療費の減少に向け、関係
部課が連携を取り、市が一丸となって緊急プロジェクトを設置するなどして、取り組んで頂きたい。

　法定繰入に関しては適正に繰出している。その他繰入金
に関しては税率改定も視野にいれ適正な歳入確保に努め
るとともに医療費削減に向けて取り組んでいく。

194
後期高齢者
医療費負担
事業

国
民
健
康
保
険
課

H20 -

 〔目的〕
 　高齢者医療制度の維持と推進

 〔手段〕
　埼玉県後期高齢者医療事業を実施
する広域連合の運営費に係る負担金
分及び後期高齢者医療療養給付費
に係る負担金分（医療費の１/１２）を
支払う。

高 高 高 高 A
　継続して計画どおり事業を進
める。

現状
維持

①②継続して計画どおり事業を
 進める。

［48］



          8.総合評価

A 事業内容は適切である

B 課題が少しあり事業の一部見直しが必要

C 課題が多く事業の大幅な見直しが必要

D 事業の休・廃止を含めた検討が必要

↓　総合評価で認識した課題は　↓

　　12.外部評価を受けた対応等

●があるものは、外部評価結果を受けて見直しを行った事業
又は市としての対応等を整理済みの事業
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195
健康診査事
業（後期高
齢者医療）

国
民
健
康
保
険
課

H20 -

 〔目的〕
 　高齢者の健康増進

 〔手段〕
　後期高齢者医療広域連合から委託
を受け、被保険者の健康の保持・増
進に資するため、健康診査を実施す
る。

高 高 高 高 A
　継続して計画どおり事業を進
める。

現状
維持

①②継続して計画どおり事業を
 進める。

23 Ｂ

　高齢者の医療の確保に関する法律等に基づき、生活の質の確保や介護予防、また、糖尿病等
の生活習慣病を早期に発見し医療につなげて重症化を予防することを目的とした健康診査で、後
期高齢者医療制度被保険者を対象としたものである。健診の内容は40～74歳の人が受ける特定
健診と基本的に同内容である。
 埼玉県後期高齢者広域連合から委託を受けて実施される事業であるが、委託元の広域連合から
の委託費は上限が決まっており、市の一般財源からの持ち出しがある。特に平成22年度の人件
費、事業費の増加率は顕著である。受診者が増加傾向にあり、事業費の増加は理解できるが、効
率化に向けた取り組みは積極的に進められたい。例えば、現在、対象者全員に診察券を郵送して
いるが、後期高齢者の中にはかかりつけ医を受診しており、必ずしも健康診査を必要としない者も
一定数はいると考えられる。その不要となる診察券を送付前にスクリーニングすることも可能であ
る。
　また、当該事業には数値化した成果指標が設定されていないが、疾病の早期発見・予防につい
ては「健康診査による疾病の発見率（健康診査受診により疾病が発見された人/健診受診者数）」
等により数値化することが可能である。また、活動指標に「後期高齢者医療被保険者の内受診者
数」が設定されているが、分かりやすく「健康診査受診率（健康診査受診者数/対象者数）」とする
ことも検討されたい。
　適切な成果指標及び活動指標の設定により、当該事業の現状、成果、課題を的確に把握し、市
民に分かりやすく伝えるとともに、事業の改善に向けた具体的な取り組みに活かされたい。コスト
増加にも注意し、受診者が増加傾向にあっても、効率的な事業運営がなされるよう注意されたい。

※平成２３年度外部評価を受けた対応等については、同
年度内に整理予定

196
後期高齢者
医療会計繰
出金事業

国
民
健
康
保
険
課

H20 -

 〔目的〕
 　高齢者医療制度の維持と推進

 〔手段〕
　高齢者の医療の確保に関する法律
に基づき、後期高齢者医療保険基盤
安定納付金及び職員給与等につい
て、後期高齢者医療特別会計に繰出
を行う。

高 高 高 高 A
　継続して計画どおり事業を進
める。

現状
維持

①②継続して計画どおり事業を
 進める。

197

レセプト点
検事務事業
（国民健康
保険）

国
民
健
康
保
険
課

- -

 〔目的〕
 　医療費の適正化を図る。

 〔手段〕
　医療事務経験のある臨時職員を雇
用し、レセプト点検を行う。

高 高 高 高 B

　職員及び臨時職員によるレセ
プト点検は、医療費適正化のた
めに重要かつ効果的な事業で
あり、再審査レセプト数は着実
に伸びているが、医療機関の
請求業務の向上により査定額
は伸びていない。平成23年9月
よりレセプト電子化により事前
に審査支払機関での点検項目
が増えるため市の点検による
再審査請求数は減ることにな
る。国民健康保険事業で重要
な位置づけをされているもので
あり事業は継続する。

検討･
見直し

①②レセプトの電子化の進み具
合により見直す。

21 Ｂ

　レセプト点検は、医療費適正化のための重要かつ効果的な事業である。効果を確実なものとす
るために、活動結果、成果について、定量的な目標値を設定され、一層の業務の効率化に努めら
れることを望む。例えば、設定する目標値として、処理対象とするレセプト枚数、過誤調整等対象

 件数、金額、点検効果率等があげられる。
　また、本事業にかかる総費用が把握できるように、事務事業の括りを整理されるよう検討を願
う。

●

　平成２３年９月よりレセプトの電子化がはじまり、これによ
り審査支払機関での審査がより精密化され市での点検業
務は削減される予定である。これにより、平成２３年１０月
より臨時職員１名削減の予定である。点検については、毎
年計画を作成しそれに基づき行っている。

198
国保推進員
事業

国
民
健
康
保
険
課

- -

 〔目的〕
　国民健康保険税の収入確保と収納

 率の向上を図る。
 〔手段〕

　国保推進員として非常勤の職員を
雇用し、徴収計画に基づく催告（文
書・電話）、臨宅による納税の慫よう
や徴税吏員の補助的業務を行う。

低 高 高 高 A

　収納率の向上及び収納額の
増加のため、国保推進員の業
務は必要である。具体的には、
分割納付管理や分割納付約束
不履行者への催告（文書・電
話）、居所不明者の調査のほ
か、財産調査などの徴税吏員
の補助的業務を行うことで、徴
税吏員の差押え等の滞納処分
を早期に着手することができ
る。

現状
維持

①②継続して計画通り事業を進
める。

21 Ｂ

　国保推進員の役割が変わっている現状において、推進員の選考については、市民の個人情報
 保護の視点からもより一層慎重な配慮を求める。

　また、活動結果、成果については、定量的な目標値を設定され、業務の効率化に努められること
を望む。例えば、電話催促件数、臨宅催告件数、徴収件数、収納率等があげられる。

●

　国保推進員については、勤勉性や社会性、堅実性、積
極性、情緒安定性などを判断基準として慎重に選考してお
り、採用後についても個人情報保護等を含め研修を実施
しているところである。
　また、業務をより効率的・効果的に進めるため、定量的な
目標値として、活動結果については電話催告件数及び現
年度収入額を、成果については現年度収納率を指標とし
て設定した。

199

後期高齢者
支援金事業
（国民健康
保険）

国
民
健
康
保
険
課

H20 -

 〔目的〕
　後期高齢者医療制度を支えるため

 に支援金を納付する。
 〔手段〕

　国保の被保険者に税を賦課・徴収
し、社会保険診療報酬支払基金に納
付する。

高 高 高 高 A
　法に基づく事業であり、適正
に運営している。

現状
維持

①②継続して計画通り事業を進
める。
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          8.総合評価

A 事業内容は適切である

B 課題が少しあり事業の一部見直しが必要

C 課題が多く事業の大幅な見直しが必要

D 事業の休・廃止を含めた検討が必要

↓　総合評価で認識した課題は　↓

　　12.外部評価を受けた対応等

●があるものは、外部評価結果を受けて見直しを行った事業
又は市としての対応等を整理済みの事業

1.
番
号

2.事業名
3.
課
名

 4.
事
業
開
始
年
度

⑴
妥
当
性

⑵
効
率
性

⑷
貢
献
度

5.
事
業
終
期
年
度

  6.事業目的及び手段

　10.改革改善案
11.外部評価

担当課の評価

 

【　】は、補助金等名称

総
合
評
価

①平成24年度に向けた取組
②中長期的な取組

7.個別評価

⑶
有
効
性

実
施
年
度

9.
改革
改善
の方
向性

200

前期高齢者
事務費拠出
金事業（国
民健康保
険）

国
民
健
康
保
険
課

H20 -

 〔目的〕
　前期高齢者納付金制度の運用に係

 る事務経費を保険者で負担する。
 〔手段〕

　前期高齢者納付金制度の運用に係
る事務経費を社会保険診療報酬支払
基金へ拠出する。

高 高 高 高 A
　法に基づく事業であり、適正
に運営している。

現状
維持

①②継続して計画通り事業を進
める。

201

前期高齢者
納付金事業
（国民健康
保険）

国
民
健
康
保
険
課

H20 -

 〔目的〕
　65歳以上75歳未満の前期高齢者の
医療費について保険者間の負担の不

 均衡を調整する。
 〔手段〕

　加入者数に応じた前期高齢者納付
金を社会保険診療報酬支払基金に納
付する。

高 高 高 高 A
　法に基づく事業であり、適正
に運営している。

現状
維持

①②継続して計画通り事業を進
める

202

広域連合納
付金事業
（後期高齢
者医療）

国
民
健
康
保
険
課

H20 -

 〔目的〕
 　高齢者医療制度の維持と推進

 〔手段〕
　高確法第１０５条に基づき、市内に
居住する後期高齢者医療保険の被保
険者から保険料を徴収し、広域連合
に納付する。

高 高 高 高 A
　継続して計画どおり事業を進
める。

現状
維持

①②継続して計画どおり事業を
 進める。

203
児童福祉審
議会運営事
業

子
育
て
支
援
課

H13 -

 〔目的〕
　児童福祉法(昭和22年法律第164号)
第8条第3項の規定に基づき、児童福

 祉に関する事項を調査審議する。
 〔手段〕

　少子化対策、子育て支援、児童の
権利擁護や虐待防止、認可外保育所
への対応など、幅広く児童福祉に関
する事項を調査、審議し、行政機関に
提言等を行う。児童福祉審議会を開
催し、少子化対策を始めとする児童福
祉全般に関する事項を調査、審議す
る。

高 高 高 高 B

　平成22年6月30日の改選によ
り公募委員枠の拡大（15％→
20％）を図ったが、引き続き効
率的かつ効果的な運営に努め
ていく必要がある。

検討･
見直し

①平成24年6月30日の改選にお
いても、公募枠20％以上を確保し

 適正に運営していく。
②次世代育成行動支援後期行
動計画について、児童福祉審議
会で年度ごとの進行管理の点検
を行うとともに進捗状況を、公表
する。

204
児童相談事
業

子
育
て
支
援
課

S40 -

 〔目的〕
　家庭における児童の問題の解消、

 児童の健全育成
 〔手段〕

　専任の相談員が家庭における子育
ての不安や悩みなどの相談に応じ
る、家庭児童相談室において専任の
相談員が相談、指導等を行う。

高 高 高 高 B

　子育て環境、子育て意識等の
変化から相談事業の重要性は
さらに増していくと予想されるた
め、相談体制の充実が必要

検討･
見直し

①②引き続き相談体制の充実を
図り、子育て環境等の変化や相
談者の実情に即した相談体制の
充実を図っていく。

17 Ｂ
　子育てに不安や悩みのある保護者を対象とした当該事業は、今後も継続拡充すべきである。た
だし、子育てサロン委託事業や、保育ステーション事業等、類似目的業務との役割分担の明確化
を図る必要がある。

●

　子育てに不安や悩みのある保護者を対象として相談を
受けているが、研修等への積極的な参加により、相談員
の資質向上を図っている。また、近年増加している児童虐
待についても、研修等により専門的な知識を習得し、子育
て支援課のケースワーカーとともに対応できるようにする
ことを目指している。相談場所については、身近な場所で
気軽に相談できる所として、子育てサロンや保育ステー
ションなどの利用を案内している。

205
子育て支援
事業

子
育
て
支
援
課

 H10
 H12

H22
-

 〔目的〕
　子育てに関する不安や悩みについ
て、相談員が、指導・助言を行うととも
に、乳幼児とその親が自由に交流で

 きる、子育て支援の拠点を整備する。
　子育ての援助を受けたい方と、援助
を行いたい方を会員として組織し、相

 互援助活動体制を整備する。
 〔手段〕

　それぞれの運営を越谷市社会福祉
協議会等に委託し実施する。

高 低 高 高 B

　子育てサロンの利用ニーズが
高いため、身近な場所への設

 置を進めることが必要
　ファミサポについては、近年の
経済状況から、就労する母親
の増加とともに就労形態の多
様化に対応するため、提供会
員の確保が課題となっている。

検討･
見直し

①②ファミサポについては、多様
化したニーズに対応した提供会
員の確保に努める。サロンにつ
いても、更なる拡充を図る。

17 Ｂ

　世帯の核家族化、共働き化等により、子育ての相談・指導や、コミュニケーションの場の提供が
強く求められる。今後も大いに拡充すべき事業であるが、児童相談事業や保育ステーション事業
等、類似目的事業との役割分担の明確化や、施設の共同利用等、事業運営の効率化を検討する
必要がある。また、外部委託に関し、入札等により委託決定プロセスの透明化を図るとともに、コ
ストダウンの努力を払うべきである。児童虐待等への対応を強化していく必要もある。

●

　子育て中の親の育児不安や孤立感の解消を図るため、
市内の様々な施設で相談や交流、情報提供等を身近に利
用できる環境を提供する必要がある。また児童虐待等の
防止、早期対応という視点を含め、日ごろから関係機関と
連携しながら事業を実施している。事業運営の効率化につ
いては、引き続き既存施設を活用するとともに、経費の節
減に努める。現在の契約方法は、相談事業等の特殊性に
配慮しつつ安定的な事業運営が可能な事業者が限定され
るため、随意契約（特命）としているが、将来的に受託可能
な事業者が複数見込まれる状況になった場合には、契約
方法の変更を検討する必要がある。
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206
児童援護事
業

子
育
て
支
援
課

 S33
S52

-

 〔目的〕
　経済的に困窮している妊産婦への
助産及び心臓疾患等で手術等を受け

 る児童に対し助成を行う。
 〔手段〕

　児童福祉法に基づく入院助産制度
の活用を図る。条例に基づき児童が
心臓手術等を受ける際に要する費用
の一部を助成する。

高 高 高 高 B
　手術等に要した費用の査定
基準

検討･
見直し

①入院助産については、出産後
の生活面などの指導にも取り組
んでいく必要がある。心臓手術に
関して、制度発足時は保険適用
ができないものがあったが、現在
はほとんどのものが保険適用に

 なっている。
②心臓手術に関しては、他の代
替的措置を検討する中で、制度
自体の見直しが必要である。

19 Ｂ

　入院助産制度については、当制度の適用について十分検討していただきたい。単に助産支援を
するだけでなく、生活自立のための指導・支援が必要と思われる。
　心臓手術に関する制度については、保険適用等の状況を継続的に見て、制度の見直し・廃止の
検討をしていただきたい。

●

　入院助産制度については、経済的な理由により、入院助
産を受けることができないと認められる妊産婦の助産を受
けさせるものだが、生活保護の受給者については社会福
祉課や関係機関とともに、生活自立のための支援・指導を
行っている。
　心臓手術に関しては、ほとんどのものが保険適用となっ
てきたため、動向を見極めたうえで見直しの検討をしてい
く。

207
障がい児療
育事業

子
育
て
支
援
課

 S55
H8

-

 〔目的〕
　ことばが遅い、発音に難がある等の
幼児に治療・訓練を行い、発達を促進

 し、障がい等の軽減を図る。
 〔手段〕

　専任の職員等（言語聴覚士）による
訓練・治療。保育士、理学療法士等に
よる指導・訓練等

高 低 高 高 B

　関係機関及び保護者とも連携
を深め、また訓練内容などの充
実を図り、より良いサービスの
提供を促す。

検討･
見直し

①保護者との連携協力をより深
め、多くの療育・訓練を実施して

 いく。
②障がい児施設の整備とあわせ
て、療育機能の充実を図る。

208
障がい児補
装具等給付
事業

子
育
て
支
援
課

- -

 〔目的〕
　身体に障がいのある児童の、障が
いによる負担を軽減し、日常生活の

 向上を図る。
　身体に障がいのある児童の、身体

 機能を補い、日常生活の向上を図る。
 〔手段〕

　身体に障がいのある児童に対し、補
装具費の支給および日常生活用具を
給付する。

高 高 高 高 B
　障がいの程度などは個々に
違うので、その対応が課題とな
る。

検討･
見直し

①障がいの早期発見と機能訓練
等により補装具等の着装が低年
齢化してきているが、児童の状態

 に応じた適正な支給に努める。
②成長過程にある児童への補装
具等支給となるため、サイズの変
化や消耗が激しく、支給は増加
の傾向になり予算面での取り組
みは必要である。

209
障がい児支
援事業

子
育
て
支
援
課

H15 -

 〔目的〕
　在宅の障がい児の地域生活を支援
する。介護者宅への負担軽減を図

 る。
 〔手段〕

　障がいの程度、状況などに応じて障
 害福祉サービスの活用を図る。

　サービス団体において、一時預かり
等の援助が受けられるよう必要な手
続きを行う。

高 高 高 高 B

　障害者自立支援法では、市が
サービス量を決定し、これに基
づき利用者は介護事業者や福
祉施設との契約になる。利用で
きるサービス提供事業所も少し
ずつ増えてきているが、今後と
も、必要なサービスが受けられ
るように支援していく。

検討･
見直し

①サービス提供事業所も増えて
きていることから、必要なサービ
スが受けられるように支援してい

 く。
②サービス提供事業所の設置を
国県に働きかけていく。

210
こども医療
費給付事業

子
育
て
支
援
課

S48 -

 〔目的〕
　子どもの健康増進と子育て家庭に

 対する経済的負担を軽減する。
　早期治療を促し、疾病の重篤化を防

 止する。
 〔手段〕

　子どもの医療費の自己負担分を支
給する。

高 高 低 高 B

　平成２２年１０月より、対象年
齢を入院通院ともに中学校修
了まで拡大し、平成１１年９月よ
り市内の医療機関（一部を除く）
での窓口負担のない現物給付
を実施していることから、病気
の早期発見、早期治療を促進
し、重症化防止につながる反
面、短期的には医療費の支出
の増額が見込まれる。

検討･
見直し

①②県の補助制度や医療保険
制度の動向及び、市の財政状況
を見据えながら制度の在り方を
検討する。

20 Ｂ
　国や県の医療制度の影響を大きく受ける事業である。
　次期越谷市子育てプランの策定と合わせ、将来の財政的な状況を踏まえた市としての対応策を
検討し、事前に準備することが重要と思われる。

●

　平成２２年度において、義務教育修了までの子どもがい
る家庭については、医療費がかからないよう、経済的負担
の軽減を図った。今後、安定した制度の構築に向け、国・
県への働きかけや、医療費制度の動向を見据えて運営し
ていく。
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211
ひとり親家
庭等医療費
給付事業

子
育
て
支
援
課

H4 -

 〔目的〕
　ひとり親家庭の健康増進と経済的
負担の軽減、及び福祉の向上を図

 る。
 〔手段〕

　ひとり親家庭の医療費の自己負担
分を支給する。

高 高 低 高 B

　経済基盤の弱い母子家庭や
父子家庭への貢献度が高いひ
とり親家庭等医療費制度は、現
物給付の要望が寄せられてい
る。他市においても現物給付が
進む中、現物給付の実施が必
要と思われる。

検討･
見直し

①市の財政負担の増加や、医療
費制度の動向を見据えながら、
現物給付のあり方や申請手続き
の簡素化を検討していく。
②現物給付を実施するために、
県や国に統一した医療費制度の
実施を求めながら、制度の充実
を図っていく。

22 Ｂ

　埼玉県ひとり親家庭等医療費支給事業実施要綱等に基づき、ひとり親家庭の健康増進、経済的
負担の軽減、及び福祉の向上を図るために、ひとり親家庭における親子の医療費自己負担分を、
県と市で支給する事業である。
　「ひとり親家庭」に該当するか否かを確認するために、職員が現地調査を行うなど、適正な事務
執行に対する取り組みは見られるが、提出された医療費の領収書に対する確認が行われておら
ず、制度の濫用に繋がる可能性があることから、何らかの確認体制の構築が必要であると思われ
る。
　なお、現物給付については、市民の利便性向上や事務軽減に寄与する側面がある一方で、制度
の濫用に伴う医療費の増加につながる恐れもあることから、現状の方式を維持することが望まし
いと思われるが、現物給付による方法を全て排除せず、他自治体の情報収集についても積極的
に行い、更なる事務の効率化に努められたい。
　なお、制度自体が「届出制」となっているため、該当する市民の方がその機会を逸失しないよう、
積極的なPR活動が必要である。ホームページでは事業内容が紹介されているが、所得制限の詳
細が分からない、申請手続きの際に必要となる書類が分からないなど、広報内容についても、市
民目線で改善を行う必要がある。
　同事業に関する条例に掲げられた「ひとり親家庭等の生活の安定と自立を支援し、もってひとり
親家庭等の福祉の増進を図る」という目的を達成するためにも、継続的かつ向上性のある事業展
開に努められたい。

●

　医療費の支給にあたっては、制度の濫用を避けるため、
医療機関で発行された領収書の原本の提出を求めている
ところであり、適正な審査を経て支給している。また、制度
内容を詳しく理解していただくため、パンフレットやホーム
ページ等を活用して事業の周知を行っている。所得制限に
ついても可能な限り分かりやすい情報提供に努めている
ほか、母子自立支援員や職員が個別に相談に応じるな
ど、きめ細かな対応を行っている。

212
母子生活支
援施設委託
事業

子
育
て
支
援
課

S33 -

 〔目的〕
　住宅・経済状況等の問題により、児
童を養育できない母子世帯を保護し、
母子支援施設に入所させ、母子が安

 心して生活できる環境を確保する。
 〔手段〕

　母子生活支援施設に入所させ保護
する。単に保護するばかりでなく、生
活、住宅、就労等母子が抱える様々
な問題について相談に応じ、自立を助
長する。

高 高 高 高 B

　母子生活支援施設への入所
世帯は、多様な問題を抱えてい
たり、厳しい経済及び社会環境
の中で、自立への見通しが立ち
にくい。そのため入所が長期化
することがある。

検討･
見直し

①②多様で複雑な問題を抱える
場合が多く、関係機関との連携を
図り、入所者の自立に向けた支
援に取り組んでいく必要がある。

19 Ｂ
　事業の本来の目的は、母子の自立支援にあると思われる。
　施設へ入所させる対応のみならず、自立に向けた指導対応を他の部署とも協力して進める体制
を検討する必要がある。

●
　施設入所も念頭に入れながら、母子の自立を図るため、
親の養育能力の面から、支援が必要な場合には、関係機
関と連携を図りながら支援を行っている。

213
児童扶養手
当給付事業

子
育
て
支
援
課

S37 -

 〔目的〕
　父母の離婚などによる母子家庭の
生活を安定させることにより、児童福

 祉の向上を図る。
 〔手段〕

　認定請求時の精査とともに、対象家
庭の現況、所得の状況等を把握し、
手当の適正な支給を図る。

高 低 低 低 B

　国による母子・父子家庭の支
援は、就労支援に比重を置い
ているため、今後の金銭給付
拡大は見込めない状況であり、
引き続き国からのあらゆる形態
の支援情報収集に努める必要
がある。

検討･
見直し

①②引き続き、受給者に対する
迅速な対応に心がけるとともに、
母子・父子自立支援員の相談・
指導体制により、自立支援教育
訓練及び、高等技能訓練の給付
を活用しながら、母子・父子家庭
の就業による経済的な自立を支
援する。

18 Ｂ

　離婚増等の社会現象から受給者増の傾向とのことであるが、市負担割合の増、受給額の減等を
踏まえ、母子家庭自立支援や就業支援に向けた広報活動や理解を深める事業展開を期待する。
また、将来、母子家庭自立支援員を配置するとのことであるが、支援員を中心に母子家庭との経
験、知識の交流の場としてブログなどＩＴを活用したシステムの研究を進められることを提案する。

●

　平成19年4月から母子自立支援員を配置し、経済基盤の
安定や、自立に向けた援助、情報提供など、関係機関と連
携を図りながら支援を行っている。また、ホームページで
は、ひとり親家庭を対象にした施策を容易に把握できるよ
う情報提供しているほか、問い合わせフォームからの相談
も可能となっている。

214

母子家庭等
生活支援事

 業
（母子家庭
自立支援給
付事業）

子
育
て
支
援
課

H19 -

 〔目的〕
　収入基盤の弱い母子家庭の母に対
して、就労に結びつきやすい知識・技
能の習得や生活の安定に資する資格
の取得を促進し、母子家庭の自立を

 図る。
 〔手段〕

　母子自立支援教育訓練給付金の支
給・高等技能訓練促進費の支給

高 高 低 高 B
　習得した資格等が的確に就
労に結びつくよう情報の提供に
努める。

検討･
見直し

①②習得した資格等が的確な就
労に結びつくよう情報の提供に
努める。また、より安定した就労
に結びつく看護師資格等の習得
を指導していく。

23 Ｂ

　母子及び寡婦福祉法に基づき、収入基盤の弱い母子家庭の母に対して、雇用の安定と就業の
促進を図るために、就労に結びつきやすい知識・技能の習得や、資格の取得に対し給付金を支給
し、母子家庭の自立を図る事業である。法律に基づく事業であり、母子家庭の経済的自立を促す
ために当該事業の必要性は認められる。毎年、看護師、准看護師等の資格取得により、就労実績
を残している。相談件数、支給件数、就労実績は増加傾向にある。
　自立を目指す母子家庭の母から相談を受けた市の相談員が、ハローワークに同行し、就労支援
員に引き継いだり、市とハローワークの情報交換会が年に1回開催されるなど、市とハローワーク
との連携も図られている。
　昨今の社会情勢や経済状況から、今後当該事業のニーズの高まりが予測される。現在、年に1
回開催されているハローワークとの情報交換会の回数を増やすなど、ハローワークとの連携強化
を検討されたい。
　また、当該事業の支給対象者の就労状況について確認し、成果指標に支給対象者の「就労件
数」、「就労率」等を加えることを検討されたい。

※平成２３年度外部評価を受けた対応等については、同
年度内に整理予定

［52］
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215
母子家庭等
相談事業

子
育
て
支
援
課

H19 -

 〔目的〕
　経済的基盤などの弱い母子家庭等
の自立を促進し、児童の福祉の向上

 を図る。
 〔手段〕

　母子自立支援員（2名の交代勤務）
による母子家庭等に対する相談及び
支援を行う。

高 高 低 低 B
　母子家庭が抱える多様な問
題に応えられるよう相談指導の
充実を図る。

検討･
見直し

①②母子家庭が抱える多様な問
題に応えられるよう相談指導の
充実を図る。母子家庭の自立に
は、安定した就労が必要であり、
ハローワーク等との連携を図って
いく。

22 Ｂ

　母子家庭等の自立を促進し、児童の福祉の向上を図るために、母子自立支援員による相談及
び支援を行う事業である。
　ハローワークとの連携や、戸籍事務担当課との連携も図られており、事業目的に沿った方向で
仕組みが機能している点は評価できる。
　社会的・経済的状況から相談件数は増加傾向にあるが、相談員の人数を増やさず、効率的に相
談業務を進める工夫が必要である。
　なお、相談内容が複雑化しているため、専門的な内容と全般的な内容を精査しつつ、各課に分
散する相談窓口を統一する検討を進められたい。
　また、「ひとり親家庭ガイド」に記載されている各種支援施策に係る諸手続きについても、円滑か
つ迅速な手続きが行えるよう、相談員が総合窓口となって進められるような体制の構築、より分か
り易い支援施策とするための制度統合などについても検討を進められたい。
　このほか、市民にとってよりわかりやすい行政評価とするために、活動指標については「相談事
業のPR実施回数（越谷市における母子家庭等総数に対して、何世帯にPRできたか）」、成果指標
については、「越谷市における母子家庭等の総数に対する相談件数割合」を設けることについても
積極的に検討を進められたい。

●

　母子自立支援員により相談を受け、自立に向けての各
種の相談に応じている。「ひとり親家庭ガイド」についても、
相談機関の情報を伝えたり、就労支援については、ハロー
ワークとの連携や給付金事業についての相談も受けてい
る。また、研修等も受ける中で、相談員の資質向上にも努
めている。
　毎年、児童扶養手当の現況届に合わせて、母子世帯の
相談コーナーも設けて、相談員が相談に応じているが、活
動指標・成果指標については、市民に分かりやすい指標と
するためには、今後検討が必要である。

216
民間学童保
育室運営補
助事業

子
育
て
支
援
課

H16 -

 〔目的〕
　市内の特別支援学校等に通学する
障がい児を、放課後の一定時間組織
的に指導し、健全育成する場を提供
する児童クラブに対し、助成を行い、
障がい児を持つ家庭への子育て支援

 を図る。
 〔手段〕

　放課後児童クラブを運営するＮＰＯ
法人に対し運営費を助成する。

高 高 高 低 A
　事業所が増えたことで、ニー
ズに対応したサービスが提供さ
れている。

現状
維持

①②引き続きニーズに対応した
サービスの提供を行う。

21 Ｂ

 　障がいを持つ児童のための、保育室運営事業である。
　待機児童の解消に向けて、今後、事業を担う既存NPO法人の事業支援とともに、新たなNPO法
人の設立を支援するなど、現在の事業内容枠にとどまらず、事業拡大のための方策を検討される
ことを期待する。

●

　平成２２年度に新たなＮＰＯ法人が、学童保育室を開設
し、運営費の補助を行っている。今後は、児童福祉法や、
障害者自立支援法改正による影響や国の動向を見極め
ながら、必要な支援を行っていく。

217
子ども手当
給付・事務
事業

子
育
て
支
援
課

H22 -

 〔目的〕
　次世代を担う子どもの健全な育成を

 図る。
 〔手段〕

　子どもを養育している方に手当を支
給する。

高 高 高 高 B

　平成２２年度から児童手当か
ら子ども手当に移行し、所得制
限も撤廃され、平成23年9月分
まで、いわゆる「つなぎ法案」に
て支給される。そのため、10月
以降、国の動向や事務処理に
ついての見直しが必要となる。

検討･
見直し

①②国、県の補助制度や、市の
財政状況を見据えながら運営す
る。

218
障がい児施
設整備事業

子
育
て
支
援
課

H21 H24

 〔目的〕
　・知的障がい児通園施設「みのり学
園」及び肢体不自由児通園施設「あけ
ぼの学園」、ことばの治療相談室、早
期療育発達支援事業等を一体化した

 施設を整備する。
　・就学前の児童に対し、個々の発達
段階に応じた療育を実施するための

 施設環境を整える。
 〔手段〕

　・施設建設工事や周辺道路の整備
 工事を行う。

　・児童の年齢や能力に応じて、日常
生活に必要な動作訓練、基本的生活
能力や生活環境に対する適応性を養
うため、専門知識による療育を実施す
る。

高 高 高 高 A
　事業は計画どおりに進行して
いる。

現状
維持

①②23年度から24年度かけて建
設工事を行い、25年4月の開所を
目指す。

219
みのり学園
施設管理費
事業

み
の
り
学
園

S46 -

 〔目的〕
　就学前の児童の日常生活能力や社
会適応能力を促せるよう療育を図る

 ために、必要な施設環境を整える。
 〔手段〕

　年齢やその子の能力に応じて、日常
生活に必要な動作訓練、基本的生活
能力や生活環境に対する適応性を養
うため、専門職員による療養を実施す
る。

高 高 高 高 B

　施設は老朽化により建物や排
水などの修繕箇所が増加して
いる。改修を図りながら療育の
向上・維持を目指していく。

検討･
見直し

①施設の老朽化による不具合箇
 所の改修を進めていく。

②知的障がい児通園施設「みの
り学園」と肢体不自由児通園施
設「あけぼの学園」の２施設の機
能を併せもつ施設、さらに新たな
外来施設による一体的な施設と
して、障がい児施設を平成２５年
度に開設予定

20 Ｂ

　児童福祉事業を推進するうえで重要な事業である。
　事業目的が施設の維持管理であるので、活動、成果指標については、施設管理面に関連付け
た指標を設定していただきたい。
　施設の複合化計画に合わせ、平成25年春までの間の施設維持計画に基づいた保全を実施する
よう求める。

　平成25年4月の複合化施設の開設を目途に、施設の一
体化による業務の効率化を今後の協議において検討す
る。

［53］
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220
みのり学園
運営事業

み
の
り
学
園

S46 -

 〔目的〕
　知的発達に遅れのある児童を早期
に療養し、社会適応能力を高めるた
めに、日常生活能力や社会適応能力

 を促す。
 〔手段〕

　年齢やその子の能力に応じて、日常
生活に必要な動作訓練、基本的生活
能力や生活環境に対する適応性を養
うため、専門職員による養育を実施す
る。

高 高 高 高 B

　業務の効率化等による経費
の削減を図ることとなるが、計
画中の障がい児施設開設に併
せて運営方法等を決定する。

検討･
見直し

①②知的障がい児通園施設「み
のり学園」と肢体不自由児通園
施設「あけぼの学園」の２施設の
機能を併せもつ施設、さらに新た
な外来施設による一体的な施設
として、障がい児施設を平成２５
年度に開設予定

16 Ｂ
　複合施設建設時に改善ということではあるが、事業費として大きな割合を占めている人件費の削
減を検討する余地がある。

　人件費の削減については、平成２５年４月の複合化施設
の開設を目途に、施設の一体化による業務改善を検討す
る。

221
あけぼの学
園施設管理
事業

あ
け
ぼ
の
学
園

S51 -

 〔目的〕
　就学前の児童30名に対し、個々の
運動発達の段階に応じた運動指導、
療育を実施し、日常生活に必要な基
本的動作や知識の習得、運動機能の

 獲得を図るため施設環境を整える。
 〔手段〕

　毎日学園のバスで通園させ、運動
発達の段階に応じた治療、運動療
法、生活指導ができるよう、施設清
掃、設備保守管理や不具合箇所等の
補修など、施設の維持管理を行う。

高 高 高 高 B

　障害者自立支援法により、障
がい者・児に対する自立支援給
付及び地域生活支援事業を総
括的かつ計画的に行うこととす
る市町村等の責務が明記され
ており、肢体不自由児通園施設
として肢体不自由児に対する療
育を行う施設支援サービスを実
施する意義は大きい。重度の
障がいをもった児童の療育のた
め人件費の割合が多く、業務の
効率化等により経費の削減を
図ることが課題となっている。

検討･
見直し

①肢体不自由児通園施設「あけ
ぼの学園」と知的障害児通園施
設「みのり学園」との複合化に向
け、子育て支援課において施設
建設が始まるため、関係課所と

 の連携を図る。
②新しい障害児施設が平成25年
4月に開設予定であり、施設支援
サービス、早期療育教室、ことば
の治療相談室を含めた総合的な
児童デイサービス事業を実施し、
効率的な施設運営に取り組む。

222
あけぼの学
園運営事業

あ
け
ぼ
の
学
園

S51 -

 〔目的〕
　就学前の児童30名に対し、個々の
発達の段階に応じた運動指導、療育
を実施し、日常生活に必要な基本的
動作や知識の習得、運動機能の獲得

 を図る。
 〔手段〕

　毎日学園のバスで通園させ、嘱託
医による診察や看護師による健康管
理、理学療法士による運動療法、保
育士による集団生活指導や摂食指導
及び心理判定員による心理判定・心
理相談等を実施する。

高 高 高 高 B

　障害者自立支援法により、障
がい者・児に対する自立支援給
付及び地域生活支援事業を総
括的かつ計画的に行うこととす
る市町村等の責務が明記され
ており、肢体不自由児通園施設
として肢体不自由児に対する療
育を行う施設支援サービスを実
施する意義は大きい。重度の
障がいをもった児童の療育のた
め人件費の割合が多く、業務の
効率化等により経費の削減を
図ることが課題となっている。

検討･
見直し

①肢体不自由児通園施設「あけ
ぼの学園」と知的障害児通園施
設「みのり学園」との複合化に向
け、子育て支援課において施設
建設が始まるため、関係課所と

 の連携を図る。
②新しい障害児施設が平成25年
4月に開設予定であり、施設支援
サービス、早期療育教室、ことば
の治療相談室を含めた総合的な
児童デイサービス事業を実施し、
効率的な施設運営に取り組む。

20 Ｂ
　児童福祉事業を推進するうえで重要な事業である。
　平成25年春の施設複合化に向けて、現段階から保育士等の人材育成と、外部委託も見据えた
業務効率化の準備を進めていただきたい。

　施設複合化に向けた人材育成と業務効率化の取り組み
については、平成25年4月の複合施設開設予定を踏まえ、
施設の一体化による業務の効率化を今後の課内協議に
おいて検討する。

223
保育所入所
事務事業

保
育
課

- -

 〔目的〕
　保護者の就労等により自宅で保育
ができない家庭の児童を、保育所
（園）で保育を実施し、仕事と育児の

 両立を支援する。
 〔手段〕

　入所担当職員が、個々の保育ニー
ズを申込書及び面接等により把握し、
各保育所と調整を図りつつ、受付、選
考基準による選考、決定等の事務を
行う。また、保育所入所システムの活
用により迅速かつ適切な事務処理を
行う。

高 高 高 高 B

　子育てと就労の両立のため、
必要不可欠な事業であり、引き
続き事業の推進を図っていく必
要がある。

検討･
見直し

①平成２４年度に向け、待機児童
解消と保育ニーズへの対応のた
め、民間保育施設との連携を強

 化する。
②平成２４年度以降も民間支援
を通して待機児童の解消と多様
な保育ニーズへの対応の充実を
図っていく。

18 Ｂ

　待機児童の保護者を含む利用者の声を集めた要望集を作成し、保護者との共通認識を深める
手段にされてはどうか。入所に関し、近隣市町村との比較でも、十分な成果が上がっているようで
あるが、多角的な子育て支援が求められる時代であることから、市民満足度の更なる向上のた
め、保育サービスのグレードアップ策も試行してみる必要があるのではなかろうか。

●

　待機児童解消と多様な保育ニーズへの対応について
は、民間保育園との連携の中で、平成16年度以降毎年度
１か所程度の保育園の新設を支援し、受け入れ枠の拡充
を図ってきた。
　また、かねてより保護者から要望があった、3歳以上児に
対する主食(米飯)の持参を、保育所で炊飯提供することに
より完全給食を実施した。

224
私立保育所
事業

保
育
課

S54 -

 〔目的〕
　私立保育所の円滑な運営と保育内
容の向上を図るため、社会福祉法人
立等の私立保育所に対し、保育所運
営に必要な人件費及び事務執行諸経

 費などの運営費等を助成する。
 〔手段〕

　公共性の高い事業を実施した保育
園に補助金を支弁する。

高 高 高 高 B
　保育ニーズは依然と高く、民
間保育園との連携はますます
必要である。

検討･
見直し

①平成２４年度も子育て支援費
用に見合う予算計上を行い、健
全な事業の推進に取り組んでい

 く。
②ますます高まる保育需要と子
育て支援の充実のため、効果的
な事業の執行に努めていく。

20 Ｂ

【私立保育所運営改善費補助金】
（内部評価：継続）（外部評価：継続）
　多様化する保育需要の潜在ニーズを、更にきめこまかく定量的に把握されることが重要である。
また、私立保育所の施設や人員配置の状況について、市民に対して分かりやすくPRし事業推進し
ていただきたい。
　保育行政に基づく保育従事者の確保・育成に向けて、時間単位での勤務など勤務条件の柔軟
化、処遇の改善も求めていく必要もあるのではないか。

●

【私立保育所運営改善費補助金】
　私立保育所における人員配置や処遇改善等について
は、法人の運営に関わる事項でもあるが、低年齢児の待
機児童解消対策には民間保育園との連携は欠かせないこ
とから、入所希望児童を受け入れるための職員雇用の人
件費等、法人運営経費の一部を助成し支援に努めてい
る。
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225
家庭保育室
事業

保
育
課

S48 -

 〔目的〕
　多様な保育ニーズに応えるととも
に、待機児童の解消を図るため、保
護者の就労等により保育に欠ける乳
幼児の保育を家庭保育室で行う。ま
た、家庭保育室に乳幼児を預ける保
護者に対し、その負担能力に応じて

 保育料の一部を補助する。
 〔手段〕

　委託先に補助金を交付する。（代理
受領）

高 高 高 高 B

　特に０、１、２歳の低年齢児の
待機児童の解消策として、保育
所の補完的な役割を担う家庭
保育室の充実を図るため今後
も支援していく。

検討･
見直し

①埼玉県が本年度から予算化し
た「家庭的保育事業」についての
調査・研究をし、今後の取り組み
などについて検討する。
②保育所の補完的な役割を担う
家庭保育室の充実を図るため連
携を強化していく。

20 Ｂ

　多様化する保育需要を踏まえ児童の積極的受入体制の整備が必要であり、また家庭保育室事
業の市民へのアピールも大切である。
　保育行政としての方針に基づいた、公立・私立保育所と家庭保育室のバランスを図る必要があ
る。

●

　家庭保育室の指定について、事業者の経営、及び保護
者の経済的負担軽減のため、市の指定までの期間を、従
来の１年程度の実績から、今年度より6か月程度の実績で
も運営に問題が無ければ指定することとした。
　また、平成23年度から、事業委託料の一部の単価を引き
上げ、さらに、保育室の施設維持管理等に資する目的に
て新たな補助を創設した。

226
保育ステー
ション事業

保
育
課

H9 -

 〔目的〕
　仕事と子育ての両立を支援するた
め、利便性の高い駅前に保育ステー
ションを設置し、送迎保育や一時保

 育・育児相談等を実施する。
 〔手段〕

　民間活力を活用し、多様な保育ニー
ズに応えるため、運営を社会福祉法
人に委託する。

高 高 高 高 B

　保育ステーションは女性の社
会進出、共働き家庭の増加に
伴い、需要が高まっており今後
も十分対応していく必要があ
る。なお、平成22年度は電車通
勤での送迎保育の利用者が少
なかったこと、計画停電等によ
り一時保育の利用が少なかっ
たことなどにより利用人数の減
少となった。

検討･
見直し

①利用状況等の把握と整理を行
い、多様な保育ニーズに対応で

 きるよう取り組んでいく。
②今後のサービス需要を把握し
ながら、保育ステーションの一層
の充実に向けた検討を図ってい
く。

18 Ｂ
　事業費は、２ヶ所の保育ステーションへの委託費であるが、利用ニーズも高く、利用者も増加傾
向にあることから、事業継続も必要と思われる。市が自己負担する一般財源経費も増加傾向にあ
る中、今後ますます増加する多様なニーズにどう対応すべきか、検討する必要がある。

●
　利便性の高い駅前での事業だが、平成23年度から南越
谷保育ｽﾃｰｼｮﾝの隣に地域子育て支援センターを新設し、
相談機能等多様なニーズの対応を図っている。

227
児童福祉法
による委託
事業

保
育
課

- -

 〔目的〕
　多様化する保育需要に対応するた
め、管内（市内）の民間保育園及び管
轄外（市外）の保育園に入所を委託す

 る。
 〔手段〕

　委託先に対し、各年齢毎の入所人
数に応じた保育費用を支弁する。

高 高 高 高 B
　入所児童の増加と多様な保
育ニーズに対応するため今後
も民間保育園の充実を図る。

検討･
見直し

①待機児童の解消と高まる保育
ニーズに対応するため、民間保

 育施設との連携を強化する。
②民間保育園への支援をとおし
て待機児童の解消と多様な保育
ニーズに対応したサービスの充
実を図っていく。

17 Ｂ

　待機児童の解消に向けての取り組みについては、一定の成果を得られている。さらに一歩すす
め、現在は就労していないが就労への希望があるなど、届出されていない待機児童の潜在的ニー
ズを把握し、保育事業全体の事業計画に反映されることを願う。　公立保育園の運営については、
今後求められるサービスの多様化への対応を促すような施策の検討をお願いしたい。

●

　待機児童解消と多様な保育ニーズへの対応について
は、民間保育園との連携の中で、平成16年度以降毎年度
１か所程度の保育園の新設を支援し、受け入れ枠の拡充
を行ってきた。
　また、増改築及び新設保育園には、子育て相談や、子育
て講座の開催などの機能を有する地域子育て支援セン
ターを併設してもらうなど、多様な子育てニーズへの対応
を図っている。

228
保育所管理
事業

保
育
課

S44 -

 〔目的〕
　保育所の安全確保と保育環境の向
上を図るため、効果的な施設管理に
努める。また、緊急の修繕や年次計
画的修繕を実施し、快適な保育環境

 の充実を図る。
 〔手段〕

　警備、清掃、防火施設、害虫駆除な
どの業務を委託する。

高 高 高 高 B
　施設の経年劣化が進んでお
り、計画的に維持管理を行って
いく必要がある。

検討･
見直し

①施設の現況把握に努め、安
心、安全な保育施設の維持のた
めに予算の効果的な執行に努め

 る。
②施設の老朽化を視野に入れ、
計画的に修繕を行い、効果的に
修繕等を行い、効果的な予算の
執行管理に努めていく。

229
保育所運営
事業

保
育
課

- -

 〔目的〕
　増加傾向にある保育需要に対応す
るため、良質かつ適切な保育サービ
スの提供を行う。また、障がい児保
育、延長保育等の多様な保育ニーズ
に応えられるよう、適切な保育所運営
の確保に努めるとともに、地域に開か

 れた保育所づくりを進める。
 〔手段〕

　保育所運営に係る直接・間接経費
の充実、適正な就労形態の維持と資
質向上研修などを実施する。

高 高 高 高 B

　子育てと就労支援達成のため
必要不可欠な事業であり、引き
続き事業の推進を図っていく必
要がある。

検討･
見直し

①事業実施において大きな割合
を占める人件費の適正な執行に

 努める。
②費用対効果を検証し、民間保
育園との更なる連携強化を図っ
ていく。

19 Ｂ

　受け入れ児童の量的な拡大については、公立保育所の規模拡大が難しい状況にあることから、
民間を積極的に活用すべきである。また、市では、民間で対応の難しい障害児保育、延長保育、
地域保育への貢献に重点を移し、多様な保育ニーズへの対応に期待したい。
　評価表の資源投入量について、保育士等保育所に勤務している職員の人件費が含まれていな
いため、正確なコスト把握ができていない。評価数値の記載方法について見直しが必要である。

●

　待機児童解消の対策や、多様な保育ニーズへの対応に
おける公立保育所の役割については、公立保育所の建て
替えに伴う定員拡充や、子育て相談機能などを有する地
域子育て支援センターを併設するなど、また、人的投資が
伴う障がい児保育や延長保育の充実を図っている。
　また、外部評価で助言があった人件費については、平成
21年度から評価表に記載済である。

230
保育所改修
事業

保
育
課

S44 -

 〔目的〕
　施設の構造耐力の低下要因の対策
と衛生設備等の充実を図るため、既
存施設（公立保育所の屋根、外壁、内
装、設備）の維持管理を行い、効果的

 な使用環境を整備する。
 〔手段〕

　施設各部位の耐用年数及び経年劣
化状況を把握し、特に屋根、外壁など
直接雨水が浸入する恐れのある部位
を重点的に改修する。

高 高 高 高 B

　施設の老朽化が進む中で、施
設の安全確保を最優先に、限
られた予算の効果的な執行に
努める必要がある。

検討･
見直し

①良好な保育施設環境を確保す
るため、改修。、改善に取り組ん

 でゆく。
②順次、要改修施設・改修箇所
を選定し、予算の効果的な執行
に努めていく。

20 Ｂ
　公立・私立保育園の設置、家庭保育室との分担など、保育行政全体を見据えたうえで、公立保
育園の今後の役割を定め、中長期的改修計画との整合を図っていただきたい。成果指標について
は、改修計画に対する改修実施率などを設定していただきたい。

●
　経年による劣化が見受けられる公立保育所においては、
計画的な改修を行っていくと共に、その年次に発生する緊
急修繕を実施し施設の保全に努めている。
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231
地域子育て
支援事業

保
育
課

H14 -

 〔目的〕
　保護者が急用等で保育に困った時
やリフレッシュのため、一時保育や育
児相談を行う。また、地域に根ざした
子育て支援事業を展開するため、地
域子育てサークル等の育成・支援を

 行う。
 〔手段〕

　保育所内の支援センターにおいて、
一時保育や子育てについての悩みや
不安などの相談に経験豊富な有資格
者が対応する。また、月に一度、子育
て講座を開催する。

高 高 高 高 B
　多様な子育て支援と保育ニー
ズへの対応を図るため事業の
充実を図る。

検討･
見直し

①公立保育所の建て替えに併
せ、支援センターの設置を検討し

 ていく。
②既存支援センターの充実と併
せ、各地域での支援センターを拡
充していく。

232
大袋保育所
建替事業

保
育
課

H22 H26

 〔目的〕
　低年齢児の定員増、待機児童解消
と多様な保育ニーズに対応すべく、大

 袋保育所を整備する。
 〔手段〕

　建て替えによる施設規模の拡大を
図る。

高 高 低 低 B
　平成２５年4月の開所に向け
用地測量を実施した。

検討･
見直し

 ①保育所用地の購入等
②適正な施設の維持管理に努め
る。

233
病後児保育
事業

保
育
課

H18 -

 〔目的〕
　仕事と子育ての両立を支援するた
め、病気回復期にあり、家庭での保育
が困難な乳幼児・児童を一時的に保

 育する。
 〔手段〕

　病気回復期にあり、保護者等の都
合で、家庭での保育ができない児童
を保育する。

高 高 高 高 B
　多様な保育ニーズに対応する
ため、病児保育の実施を検討
する必要がある。

検討･
見直し

①病児保育の実施に向けた医師
 会との調整を進めていく。

②病児保育の実施に向けた検討
を進めていく。

23 Ｂ

　仕事と子育ての両立を支援するため、病気回復期にあり、家庭での保育が困難な乳幼児・児童
(生後3か月～小学校3年生まで)を一時的に保育する事業である。平成18年11月より社会福祉法
人に委託し、市内で一箇所の専用保育室が設置され、定員4名に対し、看護師1名、保育士2名を
配置し運営している。
　保育室は土日、祝日、年末年始を除き、月に約20日利用でき、定員4名であるので、ひと月に延
べ約80人受け入れ可能であるが、平成22年度の年間延べ利用人数はわずか42人しかない。対象
乳幼児・児童は約20,000人いるが、登録数も400人に満たない程度しかない。制度の周知努力をし
ているとのことだが、事業の利用しやすさ等に問題がないかの検証と、この稼働率や登録状況を
考慮し、実際に当該事業を必要とする市民がどれだけいるのか、ニーズの把握をして、当該事業
の必要性を確認するべきである。次世代育成支援行動計画後期計画に「充実希望の保育サービ
ス」の調査結果があるが、これは「病児保育」と「病後児保育」を一項目にまとめた結果が示されて
おり、「病後児保育」に果たしてどれだけのニーズがあるのかは不明確である。
　成果指標として、「登録者における実施率(=利用人数/利用登録者）」、「申込件数における実施
率（=利用件数/申込件数）」を提案したい。
　「病児保育」と「病後児保育」それぞれのニーズを的確に把握し、それに応えるためには、どのよ
うな体制で事業を実施していくべきなのかを改めて検証し、事業の改善を進められたい。

※平成２３年度外部評価を受けた対応等については、同
年度内に整理予定

234
民間学童保
育室運営補
助事業

青
少
年
課

S56 -

 〔目的〕
　保護者の負担を軽減するため、昼
間就労等で保護者が不在の家庭の
小学校低学年または市内の特別支援
学校に通学する障がい児の放課後の
健全育成の場を提供する民間事業者

 に助成を行う。
 〔手段〕

　民間学童保育室を行うものに対し
て、補助金を交付する。

高 高 高 高 B
　民間学童保育室を利用する
保護者の負担の軽減に努め
る。

検討･
見直し

①平成24年度についても、民間
学童保育室に入室している児童
の保護者の負担を軽減するため

 助成を行う。
②公立化を検討するとともに、待
機（保留）児童の解消に努める。

22 Ｂ

　民営の学童保育室に対して、その運営を支援するために補助金を交付する事業である。
　越谷市の基本姿勢として「公設」を基本としながら、その都度、「公営」か「民営」かを検討してい
ることを踏まえながら、民間学童保育室及び同入室児童数を毎年減少させていく活動指標・成果
指標の設定が必要である。
　補助金額の算出に用いている「補助対象児童1人につき月額10,000円」については、「公設公営
の保育室運営経費を入所児童数で除した児童1人当たりの経費から、児童1人当たりの月額保育
料収入額分を減じた額」を基に積算しているとのことであるが、公設公営よりも高い月額料金を徴
収している民営の保育室があることも踏まえ、受益者負担の公平性の観点や、サービス内容、社
会情勢等を考慮した上で、補助単価（10,000円）の妥当性を検証し、必要に応じて見直しを実施す
るなどの対策が必要である。
　また、補助金交付に対する市民理解を継続的に得るためにも、公設公営と公設民営とのコスト比
較を早急に実施されたい。
　そのためにも、補助金交付先民間事業者の財務状況や保育室の運営体制の把握などについ
て、積極的に取り組まれたい。
　このほか、官民相互の情報交換を行い、双方が持つ運営のノウハウを共有することにより、より
充実した保育サービスの提供に努められたい。

　民間学童保育室に入室している児童1人あたり、1か月
10,000円の補助金を交付している。
　公立公営、公立民営の学童保育室の１か月1人当たりの
運営費、民間学童保育室の学童保育室運営にかかるコス
トなどを鑑み、補助単価の妥当性を検証し、見直しを検討
していく。また、受益者負担の公平の観点からも民間学童
保育室と公立学童保育室との比較検証を行い、財務状況
の把握やコスト比較、適正運営の確認、指導などを通じ、
月額保育料の平準化を図っていきたい。

235
学童保育室
給食扶助事
業

青
少
年
課

H18 -

 〔目的〕
　公立学童保育室に入室している要
保護・準要保護世帯の保護者に対
し、経済的負担の軽減を図るため、給

 食費を扶助する。
 〔手段〕

　就学援助認定世帯及び生活保護受
給世帯に扶助する。

高 高 高 高 B
　学童保育室を利用する保護
者の負担の軽減に努める。

検討･
見直し

①②扶助対象者の経済的負担を
軽減するためおやつ代の扶助を
行う。

19 Ｂ
　民営の保育室に対する扶助は行われておらず、公平性の面で課題が残ると思われる。民営保
育室についても、同様に扶助の必要性を調査検討していただきたい。

　民間学童保育室に入室している児童に対し、公設学童
保育室同様、要保護世帯及び準要保護世帯を対象に給
食扶助を行うためには、学童保育事業等運営費の補助を
含め保護者に対する妥当な免除規定を設定する必要があ
る。いくつか検討課題があると思われるが、今後も引き続
き民間学童保育室と連携し調査・検討を図っていきたい。

［56］
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236
青少年問題
協議会運営
事業

青
少
年
課

- -

 〔目的〕
　青少年の諸問題に携わる関係団体
の長及び関係機関の代表で協議会を
構成し、青少年問題の解決策及び今

 後の在り方について調査・審議する。
 〔手段〕

　青少年関係団体及び機関の代表２
８名と、市長、教育長の合計３０名で
構成し、年２回の協議会を開催し青少
年問題について協議し、青少年行政
の充実を図る。

低 高 高 高 B

　青少年の健全育成及び非行
化防止は、学校、家庭、地域関
係機関などが連携して対応す
る必要がある。多様化する青少
年問題の現状と課題を把握し
中長期的視点で取り組む必要
がある。

検討･
見直し

①平成２４年度に向けた取組とし
ては、平成２３年度において提言
された、具体的な対応策の具現
化に向けた取組について協議す

 る。
②中長期的、継続的に具体的対
応策の実践に向け、関係機関・
関係団体と連携、強化を図ってい
く。

237
青少年指導
相談員運営
事業

青
少
年
課

- -

 〔目的〕
　喫煙・暴力行為などの非行対策と、
不登校や引きこもりなど、青少年の内
面に係る問題解決のため、関係機関
との連携を図りながら青少年対策の

 充実を図る。
 〔手段〕

　非行、不登校、引きこもり等の青少
年問題に対応するため、教育センター
内に青少年指導相談室を設置し相談
員を置き、毎週火・水・金の週３回の
相談を実施している。

高 高 高 高 B

　青少年や保護者が持つ、非
行や健全育成上の悩みは、複
雑、多様化している。相談機関
も学校、児童相談所、少年サ
ポートセンター等の相談機関
が、それぞれの組織の立場か
ら実施しているため、広く連携
を図り協力体制をしていくことが
課題である。

検討･
見直し

①各相談機関が、定期的に会
議・研修等を設け多様化する相

 談の問題解決に取り組んでいく。
②近年の相談内容は、心の悩み
相談が増加しているため、相談
員の資質の向上を目指し研修会
への参加を積極的に図っていく。

238
青少年健全
育成推進事
業

青
少
年
課

- -

 〔目的〕
　青少年が社会の一員として、将来の
目標を持ち、主体的に生きられるよ

 う、青少年健全育成を目指す。
 〔手段〕

　青少年健全育成を目的に活動をお
こなっている市民団体への委託、交付
金の支出による側面からの支援や主
催事業の開催や非行化防止パトロー
ルの実施。また、社会の有害環境か
ら青少年が非行化しないよう、地域と
連携して、愛の一声運動を展開する。

高 高 高 高 B

　青少年を取り巻く環境は大き
く変化し、様々な影響を及ぼし
ている。各種メディアが提供す
る情報等には有用なものが多
く、他方、暴力・残虐表現を含
む情報が悪影響を及ぼす中、
凶悪化・低年齢化が進み深刻
な状況にあるため、関係機関と
連携し指導パトロールの強化
や、青少年指導員の資質の向
上を目指し研修会等の開催を
充実させる必要がある。

検討･
見直し

①青少年の犯罪の粗暴・低年齢
化や不審者情報が数多く発生し
ている状況において、子どもたち
が地域で安全に安心して活動で
きるよう地域と連携し、指導パト

 ロール活動に取り組んでいく。
②子どもたちの安全を守るため、
学校･地域・家庭・行政・関係機
関のより一層の連携を図ってい
く。

21 Ｂ

 　少子高齢化が急速に進展する中で、青少年の健全育成はますます重要な課題となっている。
　現在、交付金対象となっている3団体の果たすべき役割が重複している面も認められる。した
がって、市長の附属機関である青少年問題協議会との関係や、3団体それぞれの役割・機能を再

 検討され、4団体それぞれの位置付けを明確にすることを望む。
　なお、その際には、より効果的・効率的な組織を確立するため、団体の「発展的統合」も視野に入

 れられることを期待する。
 【青少年地域ふれあい推進事業補助金】（内部評価：終期設定）（外部評価：継続）

 　地域の自主活動との連携も考慮し、趣旨目的に沿ったNPO等への補助などを継続されたい。
 【青少年育成越谷市民会議交付金】（内部評価：継続）（外部評価：継続）

 　団体を専門的組織として位置付け、交付金をより一層有効活用されることを望む。
 【青少年指導員連絡協議会交付金】（内部評価：継続）（外部評価：継続）

 　団体を専門的組織として位置付け、交付金をより一層有効活用されることを望む。
 【青少年育成推進委員協議会交付金】（内部評価：継続）（外部評価：継続）

　団体を専門的組織として位置付け、交付金をより一層有効活用されることを望む。

　青少年育成越谷市民会議を含む３団体については、果
たすべき役割やその活動に共通している点があるが、各
団体の設立の趣旨、目的が異なっており、それぞれ独自
の組織体制で活動を行っていることから、現状においては
「発展的統合」は困難である。今後は、各団体の役割・分
担について明確を図るとともに、青少年問題協議会との関
係及び団体の位置付けなどについて調査・検討を行って
いく。青少年地域ふれあい推進事業については、より効果
的・効率的な事業展開を図るため、事業内容の見直しを
図った。

239
青少年育成
者養成事業

青
少
年
課

- -

 〔目的〕
　青少年が健全に成長するために
は、幅広い分野にわたり、社会体験、
自然体験等の指導者の養成を行う必
要がある。地域や青少年関係者への
指導者の派遣や親子での体験学習

 機会の充実を図る。
 〔手段〕

　関係団体と連携し、青少年及び成人
対象の指導者養成講習会を開催す
る。ジュニアリーダー育成者講習会、
レクリエーション指導者養成講習会、
シニアリーダー育成者講習会を開催
する。

高 高 高 高 B

　講習を受けたジュニアリー
ダー、シニアリーダー、レクリ
エーション指導者には、既に青
少年関係事業に派遣、協力い
ただいているが、より多くの人
材を活用できるようにする必要
がある。

検討･
見直し

①平成24年度から、青少年関係
者への指導者派遣、体験学習の
提供についてより一層の充実を

 図る。
②次代を担う青少年が、豊かな
心を育み社会の一員として自己
実現できるよう、活動の充実・整
備を図っていく。

［57］
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240
青少年団体
育成事業

青
少
年
課

- -

 〔目的〕
　青少年団体自らが自主的に活動で
きるよう支援する。また、団体が地域
や学校と連携しつつ地域に密着した
青少年育成活動の充実が図れるよう

 支援する。
 〔手段〕

　指導者養成講習会の開催、スポー
ツ・文化事業などの共催など、事業の
支援を行う。

高 高 高 高 B

　近年、少子化や一人で遊べる
ゲームの普及等から、参加者、
参加チーム数が減少傾向にあ
るが、より参加率を高める事業
の企画、運営を図る必要があ
る。

検討･
見直し

①平成２４年度から、子どもたち
を取り巻く全ての人が、子どもた
ちとの関わりを見直し、家庭、学
校、地域、青少年育成団体等が
さらなる連携を図るため、各種会

 議、事業等の充実を図っていく。
②地域と団体の実情にあわせ
て、活動の支援を行い指導者や
団体の育成を図っていく。

20 Ｂ

　少子化が進展する中、子ども会、ボーイスカウト、ガールスカウト、いずれの組織においても加入
者数が減少してきている。今後は、各組織が自立した運営ができるよう、助成金を主体とした事業
から、指導者の育成や組織からの相談に乗るなどソフト面の強化を図る方向に向かうことが望ま

 れる。
 【越谷市子ども会育成連絡協議会交付金】

 （内部評価：減額(縮小)・終期設定）
 （外部評価：減額(縮小)・終期設定）

　現行でも子供会の加入率は約40%にとどまっている。少子化の進展、保護者の地域活動参加に
対する意識の変化等により、今後とも子供会に加入する児童の数は減少することが予想される。
現在の予算額にこだわることなく、子供会への加入数、加入率などの推移を確認しつづけ、柔軟

 に予算額を見直すことが望まれる。
 【ボーイスカウト助成金】

 （内部評価：減額(縮小)・終期設定）
 （外部評価：減額(縮小)・終期設定）

　ボーイスカウトの登録人数は、ここ数年、激減してきている。ボーイスカウトは、花火大会、市民
祭り、ユニセフの募金活動など社会貢献を積極的に担っているが、助成金の性質から、特定の団

 体に偏らないことが求められるため、本事業のあり方について見直す時期にきている。
 【ガールスカウト助成金】

 （内部評価：終期設定）
 （外部評価：減額(縮小)・終期設定）

　ガールスカウトの登録人数は、ここ数年、激減してきている。ガールスカウトは、綾瀬川の水質調
査など社会貢献を積極的に担っているが、助成金の性質から、特定の団体に偏らないことが求め
られるため、本事業のあり方について見直す時期にきている。

　少子化、核家族化が進み、また、生活スタイルが多様化
する中、いずれの団体も子どもの加入数が減少している。
そのため、各団体とも加入者の募集について、様々な事業
を通して一層の広報活動を図った。特に、ボーイスカウト・
ガールスカウトについては、生涯学習メニュー「TRY」（トラ
イ）にての募集記事を掲載したところ、市民から数多くの問
合せ等があった。今後も、各団体と連携し、定期的にＰＲ
活動を行うとともに、事業実施に合わせて広報活動を積極
的に行い、加入者の増加に努めていく。
　また、各団体の事業活動が、自主的・主体的にできるよ
う、また、健全かつ適切に事業展開が図れるよう支援をし
ていく。

241
運営委員会
運営事業

青
少
年
課

H19 -

 〔目的〕
　越谷市放課後子ども教室推進事業
の適正な推進を図るため、運営委員

 会の開催等を実施する。
 〔手段〕

　運営委員会を年３回程度開催し放
課後子ども教室推進事業の課題等に
ついて協議し、教室運営の充実を図
る。

高 高 高 高 B

　放課後子ども教室がより充実
した内容になるよう、運営委員
会の主たる目的としてのボラン
ティア等地域協力者の人材確
保方策や安全管理方策の調査
及び検討等に取り組む必要が
ある。

検討･
見直し

①平成２４年度についても、子ど
もたちの健やかな成長を育むた
め「放課後子ども教室推進事業」
を円滑に推進できるよう開催して

 いく。
②中長期的にも「放課後子ども
教室推進事業」の推進には、関
係者からの提言を戴くことが不可
欠であることから、運営委員会の
充実に努めていく。特に平成２３
年度に小学校学習指導要領が改
定されたことに伴い、事業実施日
時等についても学校と協議し円
滑な事業運営を図っていく。

242
教室運営事
業

青
少
年
課

H19 -

 〔目的〕
　放課後及び週末における子どもたち
の安全で安心な活動の拠点となる居
場所を整備し、異年齢の子どもたちの
交流、地域の大人との交流及び子ど
もたち自身の意思によるのびのびし
た活動を通じ、心豊かなたくましい子
どもたちを育むとともに、地域の教育

 力の活性化を図る。
 〔手段〕

　市民との協働事業として、地域の幅
広い年代の方々のご協力により事業
の実施を図る。

高 高 高 高 B

　現在、PTAをはじめNPO団体
や青少年関係団体、地域の協
力を得ながら、子どもたちの安
全・安心な居場所として、「放課
後子ども教室推進事業」に取り
組んでいる。本年度は小学校
の校舎及び体育館の耐震工事
があり、教室の開催日数が減
少する見込みであるが、関係機
関と調整し、より充実した事業
を図っていく。

検討･
見直し

①平成２４年度についても事業の
 拡充に努める。

②地域ボランティアや異学年の
子どもたちとの交流活動、様々な
体験活動ができる場として、市民
との協働により拡充に取り組んで
いく。

23 Ｂ

　平成19年度より国において創設された「放課後子どもプラン」に基づく「放課後子ども教室推進事
業」を越谷市においても実施するための事業である。
　「地域の教育力の活性化」を目的とし、市内すべての子どもを対象とし、安全・安心な子どもの活
動拠点（居場所）を設け、地域の方々の参画を得て、子どもたちと共に勉強やスポーツ・文化活
動、地域住民との交流活動等の取組を推進している。国の方針や参加実績から事業の必要性が
認められる。
　資源投入量に見合った活動がなされており、教室の開催数、内容の多様さ、参加者数の多さを
始め、参加者や関係者などにアンケートを定期的に実施して、事業の検証に活用していることなど
は評価できる。
　成果指標として、「地域住民の地域の子どもたちへの関心度」を提案したい。
　今後は放課後児童健全育成事業、学校応援団推進事業など、目的等が類似する事業との整合
性や連携方法等を確認しながら、関係団体・部署との連携をさらに進め、効果的・効率的な事業運
営を推進されたい。

※平成２３年度外部評価を受けた対応等については、同
年度内に整理予定

243
学童保育室
施設管理事
業

青
少
年
課

- -

 〔目的〕
　安全で快適な保育環境の確保と保
育内容の向上を図るとともに、適正な
施設の管理に努め、放課後児童の健

 全育成事業の充実を図る。
 〔手段〕

　定期的に施設のチェックを行い、専
門業者に依頼し適正な維持管理を行
う。

高 高 高 高 B

　施設の経年劣化が進むなか、
安全で快適な保育環境を確保
するため、適正かつ効率的な施
設の維持管理に努める。

検討･
見直し

①平成24年度についても、適正
な施設管理に努め、より一層安
全で快適な保育環境の確保を図

 る。
②放課後児童の健全育成事業
の充実を図る。

21 Ｂ

 　公立学童保育室29ヶ所の軽微な修繕など、維持管理を行う事業である。
　学童保育室は、校庭を借用したプレハブ建設保育室、及び校舎の一部を借用した保育室に大別

 されるが、特に、プレハブ保育室の老朽化への対処が課題となっている。
　今後とも、安心・安全の見地に立ち、長期的視点に立った計画に基づき、適切な管理に努められ
たい。

　学童保育室の老朽化に対し、早急な対応が行えるように
現状の施設及び設備の調査を行い、より安全で効果的な
維持管理を行えるように努める。また、快適性を維持しな
がら省エネ・省CO2も考慮した管理を検討していく。

［58］
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244
学童保育室
運営事業

青
少
年
課

- -

 〔目的〕
　放課後児童の健全育成のため、保
護者が就労等により昼間家庭にいな
い小学校低学年の児童に対し、適切

 な遊びと生活の場を提供する。
 〔手段〕

　学童保育指導員及び臨時職員によ
り対応する。また、一部について私立
保育園に委託する。

高 高 高 高 B

　多様化する就労形態に対応
し、子育て支援、就労支援のた
め、より一層の放課後児童の
健全育成の充実を図る。

検討･
見直し

①平成24年度についても、保護
者の就労等により放課後の保育
にかける児童に対し、適切な遊

 びと生活の場を提供する。
②子育て支援、保護者の就労支
援として、放課後児童の健全育
成の充実を図る。

21 Ｂ

　各地域ごとの学童保育希望者数について年度ごとに増減があること、また多様化する保育ニー
 ズへの対応など、事業計画を左右する様々な要因があることは理解できる。

　今後とも、地域のニーズを把握され、民間施設の活用やパート指導員の活用などに配慮しつつ、
変化に対応した柔軟かつ効率的な事業推進を望む。

　効率的な運営を行うため、地域性の変化や保護者の
ニーズを把握して、柔軟に対応する。

245
学童保育室
改修事業

青
少
年
課

- -

 〔目的〕
　児童の安全・衛生面及び施設のバ
リアフリー化等を考慮し、フローリング
化の改修工事を行い、快適な保育環

 境づくりに努める。
 〔手段〕

　施設各部位の耐用年数及び経年劣
化状況を把握し、安全・衛生面を重点
的に改修を行う。

高 高 高 高 A

　施設の経年劣化が進む中、
安全で快適な保育環境を確保
するため効果的な改修を進め
る。

現状
維持

①平成24年度についても、老朽
化した施設を改修し、快適な保育

 環境作りに努める。
②空調機の新設、増設や老朽化
した施設を計画的に改修し保育
環境の充実を図る。

21 Ｂ

 　公立学童保育室29ヶ所の施設の大規模改修を目的とした事業である。
　施設が老朽化する中で、これまで以上に学校施設等既存施設の有効活用を図り、市全体として

 の効率化を進められることを期待する。
　なお、学童保育室施設管理事業（243）と管理対象が同一であることから、両事業の統合につい
て検討されることを望む。

　空調機の増設・更新や和式から洋式便器への改修な
ど、環境や生活スタイルの変化に伴う大規模修繕を目的と
し、過去の改修履歴や要望等に基づく長期的な計画によ
り事業対象を決定している。主な事業が改修工事となるた
め施設管理事業とは区別をしている。

246
学童保育室
増築事業

青
少
年
課

S48 -

 〔目的〕
　増加傾向にある学童保育室の需要
に対応するため、学童保育室の建設

 を行う。
 〔手段〕

　学校敷地内または余裕教室の活用
を図り、学童保育室を整備する。

高 高 高 高 A

　入室希望が増加し、多様な
ニーズに対応し、待機児童を解
消するため、学童保育室の建
設を計画的に進める。

現状
維持

①平成24年度については、待機
（保留）児童の解消を図るため、2
室化など新たに学童保育室を建

 設する。
②保育ニーズが一層の高まりが
予想される中、待機（保留）児童
の解消、大規模保育室の解消、
老朽化のため、学校敷地内また
は余裕教室を活用し、計画的に
保育室を建設、整備する。

22 Ｂ

　市立小学校に通学する低学年の児童について、帰宅後に保護者が就労等の事情により保育す
ることができない場合、保護者に代わって保育する場所である学童保育室の増築を行う事業であ
る。
　学童保育室への入室需要増加に対応するための増改築事業であることから、待機児童数がど
のくらい解消したのかを成果指標に設定し、増改築の計画管理を行う必要がある。
　越谷市では、学童保育室のあり方について「公設」を基本としながら、その都度、「公営」か「民
営」かを検討しているとのことであるが、市民に理解されるだけの根拠が必要である。
　公設民営と公設公営とのコスト比較、保育所運営に係る経費に対する保育料収入の寄与度、月
額保育料の適正価格等についてコスト分析がなされておらず、全般的にコスト意識が希薄である。
　市民ニーズが高く、必要性の高い事業であるだけに、より厳しい姿勢で事業に取り組まれたい。

　学童保育室は市民のニーズが高く、今後も必要性の高
い事業であるが、福祉事業であるため収支のバランスだけ
で運営を行うことは困難である。しかし、運営コストと保育
料の収入におけるコスト分析については、積極的に検討を
行い、より具体的な事業計画を行う必要がある。今後は、
統計的な手法を用いた建設計画と、収納業務の見直しに
よる保育料収入の向上を目指し、業務を推進していく。

247
児童館コス
モス運営事
業

児
童
館
コ
ス
モ
ス

S62 -

 〔目的〕
　子ども達の健全育成のための拠点
施設として、また、「天文と物理」を
テーマにしたこども科学館として、地
域に根ざした児童館を目指し運営す

 る。
 〔手段〕

　子どもの健全育成事業、科学教育
事業を開催し、参加者の定着と拡大
を図る。

高 高 高 高 B

　児童の健全育成のための拠
点施設として、また「天文と物
理」をテーマにしたこども科学館
として、今後も事業内容を精査
しながら拡充していく必要があ
る。

検討･
見直し

①②担当者等のユニークなアイ
デアを生かしながら、より深みの
ある事業展開に努めるとともに事
業内容を精査しながら、地域に根
ざした運営に努める。

18 Ｃ

　子供が自ら学ぶ場づくりの社会的要請は特に高まっており、児童館による場の提供の意義は深
く、２０年間に及ぶ実績は大いに評価されるべきものと思料している。特に最近は、児童虐待、犯
罪者からの防御、子育て支援等、新たな社会要請が出現してきていることへの配慮を期待した
い。しかし、運営実態をみるに、児童福祉の総合的な取組を勘案し、より活動的な事業展開を考え
た場合、現行の直営運営から、類似館を含め、指定管理者制度活用による委託運営、ＮＰＯ等を
活用した民間運営の研究を提案する。また、現状を継続するにしても、担当者のユニークなアイ
ディアを生かし参加費を徴収する事業を企画して、より深みのある事業展開を検討する時期なの
ではなかろうか。

　次代を担う子ども達が心身ともに健やかに育つ環境をつ
くるため、児童館が提供するサービスの質を高め、内容の
拡充を図らなければならない。昭和62年の開館から続いて
いる事業の意味・目的・必要性を職員が再認識し、今後も
アイデアを生かした新しい事業を企画し、内容を精査しな
がら地域に根ざした運営事業に努めていく。

248
児童館コス
モス施設管
理事業

児
童
館
コ
ス
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S62 -

 〔目的〕
　館内の安全確保と快適な環境を保
ち、児童館の持つ諸機能が十分に発
揮できるように効率的な施設の管理

 を行う。
 〔手段〕

　施設の安全確保、環境の保持及び
設備の諸機能を維持するため、施設
管理を委託する。

高 高 高 高 B

　開館から24年が経過し、施設
や設備の老朽化が進んでい
る。今後も児童館の安全と快適
な環境を維持しながら、児童館
の持つ機能が十分に発揮でき
るよう計画的な施設・設備の改
修を図る必要がある。

検討･
見直し

①②児童館の安全と快適な環境
の維持を目指し、施設管理事業
の充実に努める。また、児童館の
持つ機能が、より発揮できるよ
う、逐次状況を確認しながら継続
的に施設、設備の改修等を実施
していく。

［59］
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249
児童館ヒマ
ワリ施設管
理事業

児
童
館
ヒ
マ
ワ
リ

H7 -

 〔目的〕
　館内の安全確保と快適な環境を保
ち、児童館の持つ諸機能が十分に発
揮できるように効率的な施設の管理

 を行う。
 〔手段〕

　施設の安全確保、環境の保持及び
設備の諸機能を維持するため、施設
管理を委託する。

高 高 低 高 B

　専門技術を持つ民間事業者
への施設・設備機器の保守管
理、部分的修繕等を効率的に
行うことにより、開館や事業執
行等児童館の持つ諸機能を十
分に発揮し、児童自らが学び遊
ぶ場として、安全かつ快適な環
境の場を提供することが出来
た。しかし、建設から１６年が経
過する中、耐用年数の経過した
設備機器や施設の老朽化が多
くなり、市民ニーズに対応した
安全・快適な施設・設備を提供
するためには、設備機器の更
新や施設の大規模改修等を計
画的に行うことが必要となって
いる。

検討･
見直し

①専門技術を持つ民間事業者へ
の効率的な保守管理委託や既存
施設・設備の計画的な部分改修・
修繕により施設設備の延命化を
図り、初期投資のコストパフォー

 マンスを実現します。
②第４次総合振興計画期間内に
おける計画的(平滑)な設備投資
による施設設備の更新や大規模
改修（オーバーホール、機器の入
れ替え等）につなぎます。

21 Ｂ

　児童館ヒマワリは、建設時に、用地費、建設工事費を合わせ総額22億円を要した大規模かつ先
 駆的な施設である。

　開館から14年を経過し、経年による劣化への対応が必要になっている現状を踏まえながら、本
施設を今後どのように維持管理していくべきか、運営面での課題整理と併せた総合的な検討を進
め、効率的な事業執行を期待する。

　建設から１６年が経過し多くの施設設備が耐用年数を超
え、機器の入替え、大規模改修の時期を迎えている中、児
童の健全育成、子育て支援の拠点施設として安全安心で
快適な施設環境を継続して市民に提供するために、必要
最小限の設備投資により既存施設設備を徹底して使いき
るための適切な維持管理と部分的修繕を実施する。これ
により、当面の施設設備リスクを回避し、延命化を図り、第
４次総合振興計画期間における計画的な大規模改修につ
なげていく。

250
児童館ヒマ
ワリ運営事
業

児
童
館
ヒ
マ
ワ
リ

H7 -

 〔目的〕
　子どもたちの健全育成のための拠
点施設として、また、「生物と環境」を
テーマにした科学館として、地域に根

 ざした児童館を目指し、運営する。
 〔手段〕

　子どもたちの健全育成事業、科学教
育事業を開催し、参加者の拡大と定
着を図る。

高 低 高 高 B

　入館者数が減少傾向にあっ
たが、事業内容等の精査・改善
により増加した。平成２１年度
の外部評価においては、入館
者数の減少から総合評価が
〔Ｃ〕となったが、平成２１年、２２
年と事業内容等の精査・改善に
より平成２２年度は、９７，７０９
人と増加に転じている。更なる
市民ニーズに対応した事業内
容等の精査・改善が必要であ
る。

検討･
見直し

①「生物と環境」をテーマにした
子ども科学館機能を併せ持つ児
童館（児童健全育成、子育て支
援、科学学習機能）への市民
ニーズは高く、子育て支援機能、
児童の居場所機能の充実等市
民ニーズに対応した事業内容等
を精査・改善し、利用者の増加を

 図る。
②子育て支援事業の拡充、児童
健全育成の高年齢（１２歳から１
８歳）への対応を検討する。

21 Ｃ

　入館者数が平成15年をピークに年々減少している。しかしながら、今回のヒアリングでは、主管
部門で一定の見直しが進められているものの、入館者の増加に向けた積極的な対策が、必ずしも

 明らかではなかった。
　今後、この施設をどのように活用していくかは、市にとって大きな課題であり、多額なランニングコ
ストや青少年をめぐる環境変化への対応など、多面的な検討が必要と思われる。できる限り早期
に、広く市民や有識者も加えた「運営総点検委員会（仮称）」を設置され、抜本的な検討を進める

 べきと考える。
　なお、当面は、本施設で実施されている自主事業に、これまで以上の創意工夫を凝らし、より一
層、児童・青少年など多数の市民に愛され活用される施設運営を望む。

　児童の健全育成については、今日の社会状況を背景に
高いニーズがあり、特に、幼児の利用や保護者のニーズ
から、地域の子育て支援拠点としての機能の充実も求め
られていることを的確に捉え、これまで以上に幅広い児童
福祉の向上と事業運営の効率化を推進し、機能を強化す
ることにより、積極的な入館者の増加を図る。
　①平成２２年４月から、保育士を配置（再任用短時間勤
務職員の活用）して事業の専門性を高め、児童館における
子育て支援機能の強化・拡充を図った。
　②平成２２年度に、これまでの事業内容を精査し、より市
民ニーズに沿った内容、事業開催数の増大に努め積極的
な入館者の増加を図っている。
　③市民ニーズに対応した児童福祉向上のための児童館
の役割とその機能拡充に向け、児童福祉審議会の意見を
聞きながら効率的で効果的な運営を今後も推進していく。

251
救急医療対
策事業

地
域
医
療
課

S52 -

 〔目的〕
　初期救急医療から第三次救急医療
までの体系的な医療体制を確保し、

 救急医療体制の充実を図る。
 〔手段〕

　休日、年末年始における在宅当番
医制事業、近隣５市１町による病院群
輪番制および小児救急医療支援事業
を実施する。

高 高 高 高 B

　埼玉県地域保健医療計画の
中で病院数が定められており、
新たな病院の設置は困難であ
ることから、現状の医療機関の
中で実施していかなければなら
ない。

検討･
見直し

①②埼玉県東部南地区第二次
救急医療対策協議会をとおし、
救急医療の充実、確保に努め
る。

23 Ｂ

<在宅当番医制事業部分>
　初期救急医療から第三次救急医療までの体系的な医療体制を確保し、救急医療体制の充実を
図るために行われている救急医療対策事業のうち、休日や年末年始における初期救急医療体制
を確保するための事業である。休日や年末年始における救急患者の診療を社団法人越谷医師会
及び歯科医師会に委託し、所属する会員により、在宅当番医制で実施する。平成22年度は医科
は委託日数20日、延べ40施設、利用患者は2,639人、歯科は委託日数20日、延べ26施設、利用患
者は184人の利用実績がある。
　平成17年度に、外部評価で「(H17年度から日曜日診療が除外されていることを踏まえて)祝日に
おいても在宅当番医制の意義について抜本的見直しを図り、医療機関自身による初期救急医療
体制の確立を推進する必要がある」とコメントが出ていた。その後、担当部署により休日に診療し
ている医療機関の数を調査したところ、医科11、歯科15であり、当該事業を縮小するには不十分と
判断し、当該事業は平成17年度以降も現在まで同様の内容で継続されている。
　休日及び年末年始の初期救急医療体制のあり方について、事業縮小・廃止の基準は設けず、
埼玉県東部南地区第二次救急医療対策協議会において、初期救急医療から第三次救急医療ま
での体系的な医療体制の確保という観点から協議しているとのことであるが、病院群輪番制や小
児救急医療支援など他の医療関連事業との関係性や役割分担を整理するなかで、在宅当番医制
事業における課題を改めて把握し、業務改善に取り組まれたい。
《参考》平成17年度外部評価： <在宅当番医制事業>Ｄ

※平成２３年度外部評価を受けた対応等については、同
年度内に整理予定

（平成２３年度外部評価実施前における対応等）

　在宅当番医・在宅当番歯科医制事業については、休日
及び年末年始における初期救急医療体制の整備が図ら
れるまで継続をしていく。
　現在実施している小児の夜間の初期救急に対応する小
児夜間急患診療所のほかに、成人の夜間の初期救急に
対応する施設の整備を進めており、平成２４年度の早い時
期での開設を予定している。

252
急患診療所
施設管理事
業

地
域
医
療
課

H14 -

 〔目的〕
　市民が安心して利用できる救急診

 療施設とする。
 〔手段〕

　適正な維持管理を行う。

高 高 高 高 B
　現状の保守水準を維持しなが
ら、コストを削減できるよう、仕
様の見直しを行う。

検討･
見直し

①②現状の保守水準を維持しな
がら、コストを削減できるよう、仕
様の見直しを行う。

［60］
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253
診療業務事
業

地
域
医
療
課

H14 -

 〔目的〕
　夜間における小児の初期救急患者

 の医療を確保する。
 〔手段〕

　小児夜間急患診療所において診療
業務を行う。

高 高 高 高 B
　診療所の認知度を高めるた
め、さらなる周知・PRをする必
要がある。

検討･
見直し

①②様々な方法での周知・PRを
図る。

254
地域医療推
進事業

地
域
医
療
課

H8 -

 〔目的〕
　保健衛生及び地域医療の向上を図

 る。
 〔手段〕

　医師会、歯科医師会及び薬剤師会
等地域医療団体と連携し、講演会及
びシンポジウム等を開催する。

高 高 高 高 B

　講演会、シンポジウム等の
テーマ設定について、市民ニー
ズに合致したものをであったか
を事後評価し、翌年度に反映さ
せる取組みが必要である。

検討･
見直し

①現在の健康に対する市民ニー
 ズを把握し、テーマを設定する。

②その時期に合致した健康に対
する市民ニーズの適切な把握に
努める。

255
乳幼児等健
康診査事業

市
民
健
康
課

S54 -

 〔目的〕
　乳幼児に対し、健康診査を実施し疾
病及び運動機能や精神発達遅滞等を
早期に発見することで、発育・発達に
応じた育児相談等を行い健全な育成
を図る。また、妊婦に対して妊婦健康
診査を実施し妊娠中からの継続した
支援を図り、母体や胎児の健康管理

 を図る。
 〔手段〕

　乳幼児健康診査対象者に通知し受
診を勧奨する。妊婦健康診査につい
ては母子健康手帳交付時に受診票を
交付し受診を勧奨する。公費負担を
14回の継続及び検査項目の充実

高 高 高 高 B

　乳幼児健康診査の受診に関
しては、未受診者への勧奨等
により、安定している。妊婦健
康診査についての毎年の制度
の変更に対しても個別の通知
等により周知を図った。

検討･
見直し

①②乳幼児健康診査は、予算、
内容ともに安定しているが、妊婦
健康診査については、国からの
通知により大きく内容が変更とな
るため、通知内容に合わせ、対
応を検討していく。

20 Ｂ
　少子化対策の観点から当該事業は重要である。平成20年度からの妊婦健診の公費負担増に備
え、事業費拡大は不可欠である。今後も、更に受診率向上に向けて未受診者の減少に努力してほ
しい。

●

　受診率向上のため、乳幼児健康診査については、未受
診者に対して引き続き定期的な受診勧奨を行った。また、
複数の健診等の未受診者には、訪問等により受診勧奨を
実施した。さらに妊婦健康診査については、国の示す望ま
しい内容に従い、健診14回、超音波検査、血液検査、感染
症の検査等に対する公費負担を拡大した。

256
母子健康づ
くり事業

市
民
健
康
課

S30 -

 〔目的〕
　育児不安の解消を図り、母子の健
康づくりを推進するため、各種健康教
育の開催、相談や家庭訪問を行う。ま
た、同時に父親の育児参加に関する

 意識の高揚を図る。
 〔手段〕

　保健カレンダー等の広報機能を活
用し、各種教室への参加を促進する
ほか、個別相談や訪問等を行う。平
成21年度より「乳児家庭全戸訪問事
業」を開始し、助産師による訪問を実
施する。要経過観察者には、保健師
が継続訪問を実施する。

高 高 高 高 B
　母親学級・両親学級の開催ス
タイルの変更により、受講でき
る機会が広がったと思われる。

検討･
見直し

①見直しをしたばかりなので23年
 度同様に実施

②受講する市民のニーズに合わ
せてスタイルの変更等検討をす
る。

16 Ｂ
　女性も働いている現状では、平日対応だけではなく土日の対応をご検討いただきたい。また、IT
を利用しある程度の相談内容をホームページからFAQで対応できるようにするなども必要ではな
いか。

●

　平成２２年度に母親学級と両親学級の開催日及び受講
方法を見直し、母親学級の３日目を土曜日に開催すること
により内容の充実と定員枠を拡大した。また、共働きの方
を対象に、３日目のみ受講することができるコースも引き
続き設定した。さらに、相談や質問については、市ホーム
ページから対応できるように一層の改善を図りたい。

257
健康診査等
事業

市
民
健
康
課

H20 -

 〔目的〕
　疾病の早期発見・早期治療につな
げるとともに、生活習慣病等を予防

 し、市民の健康の保持・増進を図る。
 〔手段〕

　個別通知、または広報等の周知方
法により、健康診査・肝炎ウイルス検
診・骨粗しょう症検診を実施し、必要
に応じて栄養・運動等について保健指
導を行い、健康に関する知識の普及
啓発を図る。

高 高 高 高 B

　対象を当該年度４０歳になる
方と、４１歳以上未受診の方と
しているが、一生に１回の受診
機会であり同様の検査を受け
た方は対象とならないため、未
受診者の把握が困難である。
平成２２年度の肝炎訴訟等の
影響で肝炎ウイルスに対する
自分自身の感染状況を知るこ
との大切さを認識していただくこ
とで受診行動につながるため、
肝炎ウイルスに対する知識の
普及に努める必要がある。骨
粗しょう症検診については、定
員を満たすよう周知が必要であ
る。

検討･
見直し

①②平成２３年度より肝炎ウイル
ス実施要領の一部改正にともな
い、４０歳以上７０歳まで５歳刻み
で受診勧奨を個別通知にて行う
こととした。

21 Ｂ

 　本事業は、大きく以下の3つの事業から構成されている。
　①生活保護受給者を対象とした健康診査・保健指導、②肝炎ウィルス検診、③20歳以上の女性

 を対象とした骨粗しょう症検診
 
　①生活保護受給者を対象とした健康診査・保健指導の受診率は、2.5%（平成20年度実績で対象
者1,150名に対して受診者29名）である。種々の事情により受診できない方もおられることを考慮し
ても、予防医療の重要性が叫ばれる中、2.5%という受診率は低い。未受診者に積極的に働きかけ

 て、受診率の向上を図ってほしい。
 
　②肝炎ウィルス検診は1回だけの検診であるのに対して③骨粗しょう症検診は1年に1回の検診

 である。受診可能回数などを考慮して、受診率などの成果指標を設定すべきである。
 
　③骨粗しょう症検診は、毎年、6月から7月の18日間、医師会に委託して実施している集団検診で
ある。平成20年度実績は、最大受診可能数1,520名に対して、1,420名が受診した。今後とも、受診
者を増やす必要があるが、現在の検診形態では満杯の状態である。予算拡充も視野に入れて、
医師会とも調整を行ったりするなどの対策を立案する必要がある。

●

　健康診査については、生活保護受給者に個別勧奨通知
を送付し、受診を促したことにより、平成２０年度２７名だっ
た受診者が平成２２年度は９０名に増加した。
　骨粗しょう症検診の受診率向上に向けての取り組みにつ
いては、委託先である医師会と調整中である。各種検診の
成果指標に関しては、肝炎ウイルス検診の成果指標を平
成２２年度から４０歳の方の受診率に、骨粗しょう症検診の
成果指標を検診の定員に対しての受診者数にそれぞれ変
更し、適切な成果指標の設定に努めた。

［61］



          8.総合評価

A 事業内容は適切である

B 課題が少しあり事業の一部見直しが必要

C 課題が多く事業の大幅な見直しが必要

D 事業の休・廃止を含めた検討が必要

↓　総合評価で認識した課題は　↓

　　12.外部評価を受けた対応等
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258
がん検診等
事業

市
民
健
康
課

S36 -

 〔目的〕
　がんの早期発見に努め、治療に結
びつけるとともに、がん予防に関する
知識の普及啓発を行い、市民の健康

 保持・増進に資する。
 〔手段〕

　検診（施設・集団）業務を越谷市医
師会へ委託して実施するとともに、市
民に対し広報等によるＰＲする。

高 高 高 高 B

　受診者数、受診率ともに増加
しているが、まだ国の目標とす
るところには達していない。女
性特有のがん検診推進事業を
平成２１年度より実施している
が、今後従来のがん検診と時
期を合わせることにより利便性
の向上が図れると考える。がん
検診受診率は、平成２０年度の
特定健診実施開始年度は低下
したが、特定健診が３年経過
し、加入保険に関係なくがん検
診を受けられることが少しずつ
周知されてきている。精密検査
受診率が７８％であり、精密検
査受診率を高める必要がある。

検討･
見直し

①②精密検査が必要でありなが
ら受診をしないのではがん検診
を実施した意味がないため、精密
検査未受診者勧奨を行う。国の
動向を見ながら、がん検診事業
の充実を図る。

16 Ｂ
　受診率の向上を図るため、対象者に案内を出すなどシステムを利用する方向で検討されたい。
施設検診としていくに伴い、検診を統合し選択できる方式に順次かえていくことを検討していただき
たい。市内の施設のみでなく柔軟な対応も考慮し、住民の利便性をはかられたい。

●

　従来、集団検診のみであった肺がん・結核検診につい
て、平成１９年度から個別検診を開始した。これにより胃が
ん検診、大腸がん検診、子宮がん検診又は乳がん検診と
あわせて同一医療機関で複数の検診を受診することでき
るようになった。また、特定健診の受診券にがん検診につ
いての案内を同封するなど、受診率の向上に努めてきた。

259
機能訓練事
業

市
民
健
康
課

S63 -

 〔目的〕
　心身の機能が低下しているが、介護
保険の認定を受ける程度ではない方
を中心に、機能の維持・回復を図り社
会参加を促すとともに日常生活の自
立を支援し、介護予防に努める。ま
た、言語障害のある方の社会参加を

 促す。
 〔手段〕

　職員である理学療法士・作業療法
士が中心になり実施するほか、医師・
言語聴覚士については越谷市医師会
等に委託して行う。

高 高 低 低 B

　介護保険サービスの充実に
伴い、参加者が減少している。
「機能訓練教室については、1
年で終了となっているが、いき
いき教室・言語の教室について
は継続の参加者が多い。

検討･
見直し

①介護保険法・障害者自立支援
法の各法制度の整合性を考え、
健康づくり及び介護予防と自立

 支援を視点とした事業の
展開、並びに担当各課との連携

 を図る。
②運動習慣の継続による機能維
持と質の確保のための啓発事業
の実施

20 Ｂ

　介護保険の認定を受ける程度ではない人を対象に日常生活の自立を支援する事業である。要
介護者を増やさないための予防という側面を持っており、今後の市の介護事業の負担を軽減する
という意味で重要な機能を果たしている。
　現在の課題は、訓練参加者の固定化傾向があることである。そのために、参加者の流動性を測
定する指標（例：新規参加者数と訓練卒業者数・自立活動者数の割合）等を設定し、自らの活動を
モニタリングしていくことが重要である。

●
　訓練参加者の固定化傾向が課題であることから、流動
性を測定することができるよう、新規参加者及び修了者の
割合を指標とした。

260
予防接種事
業

市
民
健
康
課

- -

 〔目的〕
　予防接種法に基づき、伝染の恐れ
のある疾病の発生及び蔓延を予防す
るために、予防接種を適正かつ円滑
に実施し、公衆衛生の向上に寄与す

 る。
 〔手段〕

　対象者には通知を送付し、高齢者に
は広報等にて周知し、予防接種を受
けることを奨励する。(新型インフルエ
ンザワクチン接種に関しては、ほぼ全
世代が対象のため個別通知実施しな
い)

高 高 高 高 B
　今後も接種率の向上と安全な
接種のために周知を図る。

検討･
見直し

①②法律に準じ実施するが、定
期接種以外の国の新たな事業に
ついても市の実情を把握しつつ、
市民の健康を守る観点から適切
に対応していく。

21 Ｂ

 　幼児から高齢者までを対象として、市民の健康増進を図る上で、必須の事業である。
　BCG、及びポリオの受診率は、それぞれ98.0%、92.5%と極めて高い値である。しかし、BCGやポリ
オの予防接種は、さらに高い受診率を目指すべきであり、そのためには保護者の一層の理解を得
るよう努めなければならない。特に、BCGの未受診者（59名）に対しては、個々のフォローを行うこ

 とによって、実質受診率＝100%を目指す必要がある。
　ポリオが、BCGに比べて受診率が低い原因として、接種方法の違い（BCGは個別接種、ポリオは
集団接種）が考えられる。ワクチンの特性によって、ポリオの場合は、集団接種を取らざるを得な
いという制約があるとのことではあるが、個別接種を行っている自治体もある。何らかの工夫を行

 い、BCG並みの受診率を目指すようにしていただきたい。
 【市外での予防接種費用助成金】（内部評価：継続）（外部評価：継続）

　予防接種助成金は、市が現物給付できない県外等で接種した場合の助成金であり、その必要性
は認められる。

●

　接種率向上のため、健診をはじめあらゆる機会を捉え予
防接種を受けていただくよう保護者に周知し、勧奨を行っ
ている。
　また、接種期間の短いBCGについては、対象者は限定さ
れるが越谷市独自で１歳未満まで延長し、対応している。

261
歯科健康診
査事業

市
民
健
康
課

H8 -

 〔目的〕
　生涯を通じて自らの歯で食べる楽し
みを享受し、豊かな人生を送ることが
できることを目的に、幼児から高齢者
及び障害者まで、歯科保健に関する
知識を普及啓発し、歯科疾患の予防
を図るとともに早期発見・早期治療を
行うことにより健康の保持・増進を図

 る。
 〔手段〕

　成人歯科健康診査を個別通知によ
り勧奨し、実施する。歯科健診・相談
を実施する。越谷市歯科医師会へ業
務委託により行う。また、歯科健康
フェアを越谷市歯科医師会と共催に
て開催する。広報等により啓発する。

高 高 低 高 B

　成人歯科健康診査は歯周疾
患検診としての検診である。歯
周疾患とメタボリックシンドロー
ムの関係が明らかにされ受診
者はやや増加しているが、更な
る知識の普及が必要である。

検討･
見直し

①②健康教育において、歯周疾
患についての知識の普及を図
る。

18 Ｂ
　高齢者の歯の疾患の予防は重要であるが、歯周病が原因で内臓疾患をもたらし、健康全体がそ
こなわれつつある事例があることを広く理解させる取組が必要と思われる。検診対象者の５％前
後の受診率はやむをえない点もあるが、一層周知活動に努めていただきたい。

●

　歯科健診については、４０歳以上７０歳以下の５歳刻み
の年齢の方に勧奨通知を送付し、受診率の向上に努めて
いる。
　また、歯周疾患については、歯科健康フェアや健康　教
育において知識の普及を図るとともに、平成１８年度から
は介護予防事業として、口腔保健に取り組んでいる。

［62］



          8.総合評価

A 事業内容は適切である

B 課題が少しあり事業の一部見直しが必要

C 課題が多く事業の大幅な見直しが必要

D 事業の休・廃止を含めた検討が必要

↓　総合評価で認識した課題は　↓

　　12.外部評価を受けた対応等

●があるものは、外部評価結果を受けて見直しを行った事業
又は市としての対応等を整理済みの事業
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262
保健セン
ター施設管
理事業

市
民
健
康
課

S63 -

 〔目的〕
　保健センターを利用する市民の安全
を確保し、快適な施設環境を維持す

 る。
 〔手段〕

　業務委託により、施設の維持管理を
行う。

高 高 高 高 B

　機械設備保守契約について
は、単年度契約から長期継続
契約への移行を検討するなど、
仕様の見直しを行う。

検討･
見直し

①機械設備保守について仕様の
見直しを行い、単年度契約から
長期継続契約への移行を検討す

 る。
②現状の設備水準を保ちなが
ら、常に仕様の見直しを行い、コ
スト削減を図る。

22 Ｂ

　市民の健康の保持及び推進を図ることを目的として設置されている越谷市立保健センターの施
設管理を行う事業である。
　施設管理の具体的事業内容についての活動指標・成果指標の設定がなく、業務委託内容及び
施設の適切な維持管理内容が不明確である。SLA（Service Level Agreement/サービス品質保証
制度）を導入し、業務委託内容が誠実に履行されているか否かを確認することができる体制を整
備することが必要である。
　また、全般的にコストに対する意識の低さが見受けられる。施設管理に係る業務委託契約の半
数が長期継続契約となっているが、個々の契約について、長期継続による効果の妥当性を検証す
る必要があるほか、保健センター施設管理部分に係る指定管理者制度の導入についても、より積
極的に検証を進められたい。また、事業内容に比べて人工の資源投入量が大きいことから、人件
費の効率化についても更に進められたい。
　なお、管理事業と改修事業を分割して評価しているが、全体像が見えにくいことから、一体的な
評価を行う必要がある。

●

　指摘いただいたSLAの導入については、保健センターに
限らず全庁的な検討課題と考えている。コスト意識につい
ては、市民健康課は自ら施設を使用して健（検）診・予防
接種業務等を行うものであり、指定管理者等の導入につ
いてはなじまないと考えている。
　また、施設設備の維持管理や清掃などを長期継続契約
にすることで、経済的・安定的な役務の提供が可能と考え
ている。
例えば、平成２２年度１０月からの警備業務委託を６０ヶ月
の長期継続契約としたことで３０万円（１２ヶ月換算）ほどの
委託料の軽減が認められた。
　なお、活動指標を設備保守、清掃業務、警備業務の実施
日数とし、成果指標を設備故障等の指摘により修繕等を
実施した件数とした。

263
保健セン
ター施設改
修事業

市
民
健
康
課

S63 -

 〔目的〕
　保健センターを利用する市民の安全
を確保し、快適な施設環境を維持す

 る。
 〔手段〕

　施設の緊急修繕や年次計画的修繕
を行う。

高 高 高 高 B

　昭和６３年に建設され、老朽
化が進んでいることから、計画
的な修繕が必要である。また、
事業に支障が生じるような突発
的な修繕については、早急に対
応する必要がある。

検討･
見直し

①②建物及び設備の老朽化が
進んでいることから、優先順位を
検討し、計画的な修繕・改修を行
う。

22 Ｂ

　市民の健康の保持及び推進を図ることを目的として設置されている越谷市立保健センターの施
設改修を行う事業である。
　年次計画的な修繕と突発的な不具合に対する修繕が一体的に評価されており、評価内容が曖
昧である。改修計画に対する進捗状況を成果指標として設定するなど、活動指標及び成果指標の
見直しが必要である。
　施設管理台帳は整備されていないが、総合振興計画の実施計画において計画的に修繕・改修
が行われている。また、建物及び設備の老朽化とこれに伴う修繕・改修費用の増大を危惧しつつ
も、他の施設との複合化や建て替えなどの方向性については、平成23年度からスタートする第4次
総合振興計画・前期基本計画の策定の中で検討されている中核市への移行に伴う保健所建設に
伴い、保健センターの建物そのものをどう活用していくか検討することになることから、現段階では
明確にすることができない状況であるとのことであった。
　将来を見据え、各時点で最良な施設管理を実施するため、施設管理におけるITの導入、アセット
マネジメントやファシリティーマネジメントなどの導入により、修繕等が必要な場所・量を適確に把
握し、優先順位を定めた計画的かつ効果的な修繕を行い、財政負担の軽減を図りながら、施設を
良好な状態で維持することが必要である。
　このほか、事務事業評価が「保健センター施設管理事業」と「保健センター施設改修事業」に分
けて実施されているため、市民からみて全体像が見えにくくなっている。他の関連する事務事業を
含め再検討を行い、事務事業を一体化する必要があると思われる。

●

　財政負担の大きい大規模な改修については、総合振興
計画の実施計画において計画的に進めていく予定であ
る。また、中核市移行に伴う保健所建設も視野に入れ、計
画的な修繕ができるよう管理方法を検討していく。
　施設管理と改修の一体化については、全庁的な状況も
考慮し今後検討していく。

264
健康づくり
推進事業

市
民
健
康
課

H9 -

 〔目的〕
　市民一人ひとりが健やかで実り多き
人生を送れるよう、自分の健康管理
について関心を持ち、自ら健康の保
持増進を図るために、健康に関する
正しい情報を提供し、実践方法を普及
するとともに、仲間づくりを推進し、健

 康づくりを支援する。
 〔手段〕

　講座や講習会を開催する。内容によ
り、住民ボランティア組織（食生活改
善推進員協議会等）へ委託する。健
康づくりを推進するためのボランティ
アを養成・育成する。

高 高 高 高 B

　健康づくり事業開催回数を増
やすにはマンパワーに限りがあ
るため、１回の開催で多くの方
の参加が望まれるが、参加型
の教室のほうが参加者の満足
度は高く、知識の普及啓発には
効果的である。開催形式等検
討しながら、限りあるマンパ
ワーで効果的な運営ができるよ
う検討が必要である。

検討･
見直し

①多くの方に参加していただける
ように、ニーズに即した内容を参
加しやすい会場で開催できるよう

 取り組んでいく。
②講座等終了後自主的に取り組
めるような仕組みを検討してい
く。

18 Ｂ

　健康づくりの多様なメニューを抱え大変と思われるが、自分の健康管理に関心を持ち、健康づく
りを支援しているのだということの啓発が一層必要である。そのため、免疫力を高めるための健康
対策、機能低下にならないための健康づくり対策、予防習慣を啓発する活動等、関心を持ちやす
いユニークで親しみのある事業活動を期待する。

●

　市民ニーズにあわせた健康教室の実施に努めている。
例えばメタボ予備群を対象とした生活習慣病予防のため
の教室は、３ヶ月で３kg程度減量することを目標に１５回程
度の選択型講座を用意し、参加しやすい工夫をしている。
また、教室終了後の自主グループ作りにつなげることによ
り、自らの健康は自らが守るという意識の一層の醸成と地
域の支えあいを高めるための工夫もしている。今後も市民
ニーズを的確に把握し、健康づくりの効果的な推進に取り
組んでいきたい。

265
環境審議会
運営事業

環
境
政
策
課

H12 -

 〔目的〕
　環境条例第２５条に基づき、市長の
諮問に応じ、環境の保全や創造に関
する基本的事項及び重要事項を調査

 審議する。
 〔手段〕

　環境審議会は、商工団体・農業団体
を代表する者および学識経験者なら
びに公募による市民15人で構成す
る。

高 高 高 高 A
　市長からの諮問に応じ、環境
に関する重要事項を審議し、答
申している。

現状
維持

①平成２４年度からも、環境管理
計画、地球温暖化対策実行計画
（区域施策編）の進行状況等につ

 いて審議を行っていく。
②引き続き環境施策に関する重
要事項について審議を行ってい
く。
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環境保全推
進事業

環
境
政
策
課

H12 -

 〔目的〕
　地球温暖化対策等の環境保全事業

 を推進する。
 〔手段〕

　地球温暖化対策実行計画を２１～２
２年度の２ヵ年事業で策定する。環境
大会の開催や「環境ファミリー宣言」
「ECOこしがや推事業所宣言」等を推
進し、市民・事業者への環境啓発事
業を実施する。　また、太陽光発電施
設や雨水貯留槽設置者に対する助
成、風力発電の業務委託等の環境施
策を推進する。

高 高 高 高 B

　平成２１年度の評価で認識し
た地球温暖化対策実行計画に
ついては策定完了し、計画に
従って進行管理していく。

検討･
見直し

①平成２３年度から環境管理計
画、地球温暖化対策実行計画
（区域施策編）に基づき環境施策

 を推進していく。
②各計画の目標年次経過後は
見直しを行い、新たな環境問題
に的確に対応した施策を推進す
る。

22 Ｂ

　地球温暖化対策等環境保全を推進するための事業であり、その手段として市民・事業者への環
境啓発事業を実施するとともに各種助成や委託等により環境施策に取り組んでおり、必要性は高
い。
　近年、環境問題は重要視されており、環境問題を解決するためには市民の環境に対する理解と
意識が不可欠である。市民、事業者の環境意識の向上を図るために、環境ファミリー宣言登録者
を増やそうとする試みは評価できる。また、「ECOこしがや推進事業所宣言」の企業には、市ホー
ムページで公表するなど企業が登録を促される仕掛けがされていて評価できる。
　本事業は、環境保全課において担当する業務の多くを包含しているため、企画、調整等に多くの
人工が投入されている実情がある。しかし、業務内容を精査、分析することによって、必ずしも正
規職員が従事する必要のない作業を見出すことも可能である。これらの作業を、正規職員の代わ
りに臨時職員に担当させるなどの対策によりコスト削減意識をもって本事業に取り組んでいただき
たい。
　現行環境管理計画における取組項目は、大気汚染、水質汚染、土壌汚染、生物多様性等多岐
にわたり、現時点において目標に対する達成状況、進捗度を一覧で確認できる構成にはなってい
ない。環境管理計画は、環境共生のまちづくり推進の基本計画であり、行動計画であることから、
市民に分かりやすい計画にする必要がある。このため、現在、2か年事業として策定中の次期環
境管理計画については、大気汚染、水質汚染、土壌汚染、生物多様性等の各個別項目ごとの目
標値、目標達成に向けたスケジュール、主たる実施主体等を明確化した計画とすることが望まし
い。さらに、計画実施後は、市民が見て、現在、目標に対してどれくらいの進捗状況にあるのかを
項目別に一目で分かるような一覧表をホームページに掲載し、定期的に更新する等の工夫をし
て、市民・事業者総ぐるみによる環境保全推進に努めていただきたい。
　活動指標として、「ECOこしがや推進事業所宣言　登録企業数」「太陽光発電・雨水貯留槽の助
成件数」の追加を提案したい。

【雨水貯留槽設置費等助成金】（内部評価：継続）（外部評価：一部終期設定）
　浄化槽転用雨水貯留施設設置費等助成金は交付件数が年々減少傾向にあること、最近でも交
付件数が少ないことから、状況を見ながら数年のうちに終期を定めて廃止し、貯留槽設置雨水貯
留施設設置費のみの助成へと補助メニューを簡素化すべきである。なお、浄化槽転用雨水貯留施
設設置費等助成金終期設定に当たっては、全市における公共下水道普及状況について下水道
課、治水課等の担当部局から意見を聴取し、具体的な終期を定められたい。

●

　地球温暖化等の環境問題に対処し、持続可能な社会を
実現していくために、地球温暖化対策実行計画（地域施策
編）に基づき、再生可能エネルギーの普及や省エネ・省資
源等の環境施策を推進する。具体的には、市民・事業者
に対する各種啓発事業を展開するとともに、エコカーや省
エネ家電などの省エネ機器の促進やヒートアイランド対策
などを推進する。
　雨水貯留槽設置費等助成金（浄化槽転用）については、
公共下水道の接続に伴い廃棄される浄化槽を利用して雨
水貯留槽に転用する市民に対し、工事代金の一部を助成
する制度であるが、公共下水道事業の進捗に伴い申請件
数も少なくなってきていることから、下水道課等の関係各
課と調整のうえ、平成２４年度以降に、公共下水道の進捗
状況に応じて終期を定める。
　（環境保全推進事業は、２３年度から地球温暖化対策推
進事業と再生可能エネルギー推進事業に分割）

267

自然保護事
業【ふるさと
いきもの調
査事業】

環
境
政
策
課

H12 -

 〔目的〕
 　市内に残された自然を保全する。

 〔手段〕
　市民との協働で、身近な場所に多様
な生き物が生息できる良好な空間と、
自然とのふれあいの場を確保するこ
とにより、自然環境に関する啓発を図
る。　尚、ふるさといきもの調査事業
は、5年ごとに実施する事業のため、
20年度で当面事業終了。次回調査は
平成24年度の予定

低 高 高 高 B

　自然保護という事業の性格
上、必要性が実感しにくいので
機会のあるごとに啓発を進める
必要がある。

検討･
見直し

①平成２４年度に、第４次ふるさ
といきもの調査を実施し、結果の
公表等により自然保護への啓発

 を進める。
②自然保護への理解をさらに推
進するため、新たなイベント等の
取り組みを検討する。

21 Ｂ

　担当課が総合評価を「B」とした背景には、河川の汚れ等の認識があり、本事業の事業目的を広
い視野で認識された結果と考える。活動の成果指標として、ビオトープの設置累計数等を設定す

 ることも考えられる。
　また、5年毎に発刊している「ふるさといきもの調査資料編」や10年毎に発刊している「いきもの発
見図鑑」は、観光推進事業等と連携し、市内散策コースのガイドにも活用できるものである。本事
業の成果を、市民へ向けてさらにアピールするとともに、市民サービスの一層の向上に向けて他
主管部署との連携強化を図られたい。

●

　第３次ふるさといきもの調査（平成１９・２０年度実施）の
結果をまとめた「ふるさといきもの調査資料編」、同時に発
刊した「越谷自然探訪Ⅲいきもの発見図鑑」をもとに、身近
な自然環境の保護に向け、小中学校の総合学習などでの
利用や市民への啓発、市内散策のガイドとしても活用でき
るよう取り組む。
　また、平成２４年度からの第４次ふるさといきもの調査に
向けて、現在準備作業を進めている。

268
大気・水質
対策事業

環
境
政
策
課

H13 -

 〔目的〕
　公害の未然防止および市民の生活

 環境を保全する。
 〔手段〕

　関係法令に基づき、大気や公共用
水域に係る環境測定を実施するととも
に、排出基準等規定されている特定
施設に対しては立入調査等を実施し
規制基準を遵守するよう指導を行う。

高 高 高 高 B

　県からの委譲事務等業務内
容の増大に伴い、所管事務の
質的向上が必要であると思わ
れる。また、当該事務における
特定工場等の立入調査の充実
を検討する。

検討･
見直し

①越谷市として市民の理解を得
られる環境レベルの達成維持の
検討する。また、工場等の監視
や立入調査を行い今後に予想さ

 れる環境問題を把握する。
②①の達成に向けた人材育成
（職員の専門的知識の向上等）
や公害測定機器の充実等を計画
的に行う。

269
生活環境対
策事業

環
境
政
策
課

- -

 〔目的〕
　日常感じる騒音・振動・悪臭等の感
覚公害を未然に防ぐとともに、すでに
発生している事案に対しては、速やか

 に問題解決に取り組む。
 〔手段〕

　開発時等に事前指導を行い感覚公
害の未然防止に努めるとともに、発生
源に対しては立入調査・測定等を実
施し現状を把握したうえで適切な指導
を行う。

高 高 高 高 B

　近年環境問題が重要視され
ている中、特に住工隣接してい
る地域にあっては生活環境問
題は解決が難しい状況が続い
ている。今後何らかの対策を検
討する必要があると思われる。

検討･
見直し

①住宅と工場等が隣接している
地域において、事業所等設置申
請が提出された場合は、近隣の
生活環境に配慮するよう、申請
時に指導し、生活環境保全を

 図っていく。
②住民と工場等が隣接している
地域における苦情が寄せられて
いる工場等に対しては、法令等
の遵守と段階的な改善を指導し、
当事者間のトラブルの解消を
図っていく。

21 Ｂ

　感覚公害の分野で、やむなく対応が後手に回ることはあるものの、快適な生活環境を守るうえで
 必要不可欠な事業である。

　成果として「苦情解決率」を設定しているが、分かりやすい指標として評価できる。また、住工隣
 接地の騒音問題において、当事者同士の話し合いの場を設けるなど、工夫もうかがえる。

　今後も、開発指導課との連携を強化し、事業者から提出される事業設置計画書等に対する
チェックを欠かさず、問題発生防止に役立てていただきたい。

●

　生活環境対策事業の評価指標として苦情解決率を設定
しており、より解決率を向上させるため、すでに発生してい
る案件等については速やかに対応できるよう当事者間で
の協議の場を設けるなど、段階的な改善を指導しながら引
き続き取り組んでいる。
　また、騒音・振動等の苦情の発生を抑える予防対策とし
て、関係課との連携をより強化し、感覚公害発生の未然防
止に努めていく。

［64］



          8.総合評価

A 事業内容は適切である

B 課題が少しあり事業の一部見直しが必要

C 課題が多く事業の大幅な見直しが必要

D 事業の休・廃止を含めた検討が必要

↓　総合評価で認識した課題は　↓

　　12.外部評価を受けた対応等

●があるものは、外部評価結果を受けて見直しを行った事業
又は市としての対応等を整理済みの事業

1.
番
号

2.事業名
3.
課
名

 4.
事
業
開
始
年
度

⑴
妥
当
性

⑵
効
率
性

⑷
貢
献
度

5.
事
業
終
期
年
度

  6.事業目的及び手段

　10.改革改善案
11.外部評価

担当課の評価

 

【　】は、補助金等名称

総
合
評
価

①平成24年度に向けた取組
②中長期的な取組

7.個別評価

⑶
有
効
性

実
施
年
度

9.
改革
改善
の方
向性

270
防疫活動促
進事業

環
境
政
策
課

S33 -

 〔目的〕
　市民の保健衛生の向上に資するた
め、地区における自主的な防疫及び
環境衛生整備活動を支援し、感染症
の予防を図り、快適な市民生活を確

 保する。
 〔手段〕

　自冶会が自主的に実施する防疫及
び環境衛生活動に、乳剤、油剤、殺
鼠剤などの必要な薬剤を無償で配布
する。

高 高 高 高 B

　平成22年度に乳剤を油性系
から、環境に優しい水性乳剤に
変更をした、地域で散布を実施
していない地域への対応を行
う。

検討･
見直し

①各自治会へ薬剤の配布を実施
するとともに、自治会で購入する
薬剤散布機購入の補助や市所
有の散布機の貸出しを実施して

 いく。
②公衆衛生確保のため、引き続
き環境に優しい水性乳剤の配布
を実施していく。

16 Ｂ 　事業の実施効果を見極めるため、成果指標の設定を考慮されたい。 ●

　各自治会の防疫活動の成果を確認するため、平成２２年
度から過去２年間の間に、薬剤の配布要望のあった約２４
０自治会へ平成２３年度からの薬剤要望調査を行った。調
査結果は、要望自治会が約１６０自治会と減少し、今まで
の防疫活動の成果が現れた。平成２３年度より水性乳剤
の配布を実施し、さらに散布量の減少をし、環境に配慮し
た防疫活動を進めていく。

271
空閑地除草
事業

環
境
政
策
課

S44 -

 〔目的〕
　市内の空閑地及び空閑地以外の土
地に繁茂した雑草類を除去することに

 より、清潔な生活環境を保持する。
 〔手段〕

　市内の空閑地のうち申請のあった
民有地の除草について、所有者の雑
草等除去委託申請を受理し、除草実
費徴収金を金融機関に支払いしても
らい、関係各課より依頼のあった市有
地除草箇所とあわせて草刈除草委託
を実施する。

高 高 高 高 B

　民有地の除草は、市への委
託によらず、土地所有者自らが
行なうことが原則である。但し、
所有者が遠隔地に居住してい
る場合や高齢で除草作業がで
きない場合などについては、申
請を受け除草を行う必要があ
る。

検討･
見直し

①空閑地の管理は、土地所有者
の義務であることを基本に推進し
ているが、やむを得ず市に委託し
ている土地所有者の大半は、市
外在住者であり、土地所有者が
直接除草業者に委託することは
難しい。また、繁茂した雑草類を
土地に放置しておくことは、近隣
住民からの苦情の増加や衛生上
の問題等があるため、条例に基

 づき除草事業を継続していく。
②土地所有者に対して、所有地
の環境改善について啓発を図っ
ていく。

18 Ｂ

　地権者156名が所有する217ヶ所の空閑地の除草であるが、多くは市に除草の委託をしており、
経費も完納の状況である。しかし、経費を負担して市が除草する図式を見直し、空閑地の雑草の
除去対策に止まらず、空閑地の環境改善に向けての多面的な取組を市民ボランティアの働きを醸
成して進めてほしい。また、地権者にも、環境改善は義務であるとの考え方を理解いただく取組み
を進めてほしい。

●

　空閑地の管理及び環境改善については、地権者の義務
であることを、市広報等で更に啓発していく。また、外部評
価で指摘があった「ボランティアの活用」について検討した
が、①自己所有地は、所有者が自ら管理することが原則
であること。②ボランティアの方を活用して草を刈ること
は、個人の財産である土地への立ち入りなどについて、承
諾等の問題が生じる。③除草作業は危険性を伴う作業の
ため、専門業者に委託することにより安全で効率的な業務
の執行ができる。ボランティアの方に草刈作業をお願いし
た場合、作業中の怪我等の発生に対応した補償問題が生
じる。④除草対象全体面積が、約36,440㎡と大きく、また、
草の繁茂状況に対応するため、現在は年２回の除草を条
件としていることから、除草機械を持っている業者での対
応でないと難しい。⑤除草面積が大きいため、入札により
決定された業者が実施することで、除草委託単価は安価
である。等の理由から、現状では市民ボランティアの方を
活用することは、得策ではないとの結論に達し、今後につ
いても現行の方法で事業を進めていく。

272
犬の登録等
事業

環
境
政
策
課

- -

 〔目的〕
　犬の登録管理及び狂犬病予防の注
射を実施することにより、狂犬病の発
生やまん延を防止し、公衆衛生の向

 上及び公共の福祉の増進を図る。
 〔手段〕

　犬の登録管理として、登録、抹消等
の事務を実施し、所有者への鑑札の
発行、集合狂犬病予防注射通知や注
射済票の発行事務を行う。

高 高 高 高 B
　犬のしつけ教室や窓口を通じ
て、犬の登録制度や狂犬病予
防注射の周知の徹底を図る。

検討･
見直し

①こしがや広報や市ホームペー
ジに登録制度や集合狂犬病予防
注射の日程などを掲載するととも
に、自治会で啓発用のチラシ等
を回覧いただき。制度の周知を

 図っていく。
②犬の所有者に対して、登録制
度や狂犬病予防注射の啓発を引
き続き行っていく。

17 Ｂ

　犬の登録管理を徹底し、狂犬病を予防することは重要である。保健所からの事務移管を前提と
して、獣医師会ならびに地域自治会等との連携を深め、犬の登録率向上を目指していただきた
い。登録の電子申請化など、登録を容易にする手段は今後も引き続き検討をお願いする。また、
予防注射の実施にあたっては、獣医師に委託する等、会との連携をさらに強化することを望む。

●

　狂犬病予防注射については、集合注射実施のほか、越
谷市狂犬病予防協会会員の獣医師と協定を結び、登録受
付や注射済票の交付を委託し、飼主の利便性を図ってい
る。また、飼犬の登録や狂犬病予防注射の実施向上を図
る目的で、平成２２年度には、犬・猫の飼い方のルール
ブックの内容を見直し改訂版を作成し、窓口等で新飼主等
に配布を実施している。飼い主のマナー向上や制度の周
知については、市広報への掲載や全自治会対象に「犬の
飼い方についての啓発チラシ」の回覧を行うとともに、獣医
師の協力を得て登録率向上及び接種率向上を目指してい
る。登録の電子化については、既にインターネットを通じ電
子申請を導入している。また、鑑札・注射済票の交付につ
いては郵送で行っているため、利便性の向上を図るよう、
今後も検討を進めていく。

273
廃棄物減量
等推進審議
会運営事業

環
境
資
源
課

H5 -

 〔目的〕
　廃棄物の減量及び資源化を推進す

 る。
 〔手段〕

　廃棄物減量等推進審議会を開催
し、総合的な廃棄物の減量等に関す
る事項を審議する。

高 高 高 高 B

　一般廃棄物の減量、資源化
の施策に関するコンセンサスを
得ていくためには、必要な会議
である。

検討･
見直し

①ごみの減量化、資源化の推進
を図るためには、引き続き審議会
を開催する。特に、多量排出事業
者のごみの排出量抑制に取り組

 む。
②平成３２年度を目標年度とし、
１人１日当たりのごみ排出量を８
００ｇとする。

274
廃棄物減量
等推進員事
業

環
境
資
源
課

H18 -

 〔目的〕
　市と市民の協働により、廃棄物の減

 量及び資源化を推進する。
 〔手段〕

　各自治会から推薦を受けた方を廃
棄物減量等推進員として委嘱し、家庭
ごみの適正な処理方法の普及啓発を
行う。

高 高 高 高 B
　推進員の認識及び活動につ
いて、自治会間において温度差
がある。

検討･
見直し

①推進員未選出自治会に対し、
廃棄物減量等推進員制度による
活動等を説明し、推進員の選出
の協力を求めていく。また、推進
員の役割等について、理解を求

 めていく。
②一般廃棄物の減量・資源化の
より一層の推進を図っていく。

19 Ｂ
　家庭ごみの適正な処理方法の普及・啓発活動に向けた推進員の役割は大きい。
　推進員が動きやすい環境作りを行うとともに、新たにオープンするリサイクルプラザ啓発棟の有
効利用と合わせて、推進員の啓発活動を計画的に行っていくことが重要である。

　廃棄物減量等推進員から４半期ごとに、ごみ集積所の様
子及び分別の状況を報告いただいているほか、各地区ご
とに年１回、推進員を集め報告会を開催し、推進員の要望
等を確認し、ごみの減量・資源化の推進に努めている。

［65］
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275
分別収集普
及事業

環
境
資
源
課

H18 -

 〔目的〕
　正しい分別の普及啓発と分別方法

 の徹底を図る。
 〔手段〕

　ごみ収集カレンダーを作成し、全世
帯に配布するとともに、各集積所にカ
ゴやネット等を配布する。

高 高 高 高 B

　・ごみ収集カレンダーを全戸
配布しているが、紛失などによ
る再配布の増加や住民登録未
登録者への配布により印刷部

 数が増加している。
　・ごみ集積所が増加傾向にあ
る。

検討･
見直し

①全戸配布方式の精度向上策
 の検討

②現状で判別できない二世帯住
宅や住民登録未登録者へのカレ

 ンダー配布等の検討
　現状のステーション方式による
ごみの収集方法やごみの出し方
の検討

23 Ｂ

　ごみの正しい分別の普及啓発と分別方法の徹底を図るため、ごみ収集カレンダーを作成･配布
するとともに、ごみ集積所の分別回収体制を整備･維持する事業である。
　事業目的を達成するために、コスト削減や業務改善を常に意識しながら取り組んでいる点は評
価できるが、過剰なサービス提供となっている感が否めない。
　特に、事業費(旧収集業務センターアスベスト除去工事費分を除く)の約50%を占める｢ごみ収集カ
レンダーの作成･配布｣については、コスト削減に向けた取り組みを強化する必要がある。現行は、
市内10地域ごとのカレンダーを毎年作成しているが、カレンダー方式とする明確な理由に乏しい。
近隣自治体や全国の先進事例を参考に、より簡素化した方式に改められたい。
　また、その配布について、現行はポスティングを主体としつつ、一部で自治会や町内会の協力も
得ながら全戸配布を行っているが、今後は、自治会等を経由した配布方法に軸足を移し、配布コ
ストを削減する必要がある。
　なお、｢紛失等による再配布や、住民登録未登録者への配布による印刷部数の増加｣という課題
については、現方法以外の充実を図ることを早急に検討されたい。
　例えば、市ホームページ上での利用しやすいごみカレンダーの提供や、ごみ収集日のメール配
信サービスなどを、ASP(Application Service Provider)方式により、低価格で提供する事業者も存
在する。現状でも当該カレンダーを市ホームページから入手することが可能ではあるが、必ずしも
利用しやすいとは言い難い。情報政策部門との連携を強化し、情報通信技術の積極的な導入･活
用を検討されたい。
　ごみ問題を解決していくためには、自治会等の協力を得る中で、地域住民の意識改革を促し、一
定程度を住民に任せていくことが重要である。高齢化をその阻害要因として挙げているが、これは
全国共通の課題であり、それを踏まえた上での取り組みが必要である。　甲信越地方では、家庭
ごみの有料化及び容器包装プラスチックの分別回収導入にあたり、市内各地域で150回以上の説
明会を開催し成果を挙げている自治体もあるとのことである。地域住民との共同により、行政コス
トとの増加に歯止めをかけるための取り組みについても、その妥当性について検討されたい。
　このほか、成果指標については、事業目的を踏まえると、市民の｢分別に対する理解度･浸透度｣
や、｢不純物の混入率｣などを指標として設定することを提案したい。

※平成２３年度外部評価を受けた対応等について
は、同年度内に整理予定

276
可燃物収集
運搬事業

環
境
資
源
課

S33 -

 〔目的〕
　一般家庭から排出される可燃ごみ

 の収集運搬業務を効率的に行う。
 〔手段〕

　越谷市全域を週２回（月・木）（火・
金）（水・土）の３コースに分けて、各家
庭から排出される可燃ごみを定期的
に収集する。

高 高 高 高 B
　･ごみ集積所が増加傾向にあ
り、収集に要する時間が増加し
ている。

検討･
見直し

①ごみ集積所に排出される事業
 系ごみの徹底指導

②現状のステーション方式の見
直しを含め、ごみの出し方の検討

21 Ｂ

　可燃ごみ分別の不徹底によるコスト増大の対策として、有料化を検討中とのことであるが、効果
 が期待できると思われる事業については、早期に結論を出し、実施に移すべきである。

　また、事業系ごみの出し方については、今後とも現場パトロールの強化などを通して、きめ細か
い対応をとられたい。

　廃棄物減量等推進審議会において、ごみ処理に係る費
用負担（家庭系ごみの有料化、事業系ごみの手数料改
定）のあり方について検討している。
　また、事業系ごみの出し方については、現場のパトロー
ル強化を図るとともに、悪質な不法投棄者には、警察署と
連携しながら対応している。

277
資源物等収
集運搬事業

環
境
資
源
課

H18 -

 〔目的〕
　家庭から排出されるごみの減量及

 び資源物の有効活用を促進する。
 〔手段〕

　ごみ集積所に排出される資源物（古
紙類、ペットボトル、びん、古着類、白
色トレイ、危険ごみなど）を定期的に
収集し、施設に搬入する。

高 高 高 高 B
　資源物の分別の普及と効率
的な分別方法の検討

検討･
見直し

①雑紙等の資源物の分別方法
の普及によるリサイクル率のアッ

 プ
②更なる分別種類の検討と効率
的な収集体制の検討

23 Ｂ

　家庭から排出される資源物を、外部事業者への業務委託により定期的に収集し、施設に搬入す
るとともに、家庭ごみの減量を促進する事業である。
　資源ごみの回収及び有効活用により、可燃ごみの収集量は、平成17年度比で約11,800トン減少
している。また、近隣自治体と共同で設置している一部事務組合が運営するごみ焼却場への負担
金も、可燃ごみの処分量減少に伴い同年比約4,700万円の減額となっており、コスト削減を図りな
がら、事業目的の達成に向けて取り組んでる点は評価に値する。
　今後は、一層のコスト削減を図ると共に、事業の進捗状況を的確な把握によって成果をさらに高
めるために、活動指標や成果指標の見直しが必要である。
　コスト削減については、ごみ収集区域及び収集車回収コースの見直しや、集団回収の普及促進
によって、収集運搬に関わる委託費を削減することに努められたい。また、売却可能な資源ごみの
回収については、買取事業者に回収させるなどの方法を検証されたい。
　活動指標については、回収の効率化を把握するために収集車1台あたりの回収量を、成果指標
については、ごみの減量実績や焼却場負担金の減額状況、資源物売払い率(＝売払い量/収集
量)など、努力の成果が見えるような指標設定を提案したい。
　なお、成果指標として設定されている｢売払い収入額｣は、認識のとおり、市場での取引価格の変
動により左右されるため、活動指標とすることが適切である。収入額に関する指標を成果指標に
設けるのであれば、資源投入量のうちのコストに対する売払い収入の割合を目標として設定し、そ
の目標の達成率を成果指標とすることを提案したい。
　このほか、資源物の売払い収入については、全額を一般財源に充当せず、毎年度一定割合を基
金として積み立て、将来発生することが予測されるリサイクルプラザの改修や修繕費用に充てるこ
とを提案したい。

※平成２３年度外部評価を受けた対応等について
は、同年度内に整理予定

［66］
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粗大ごみ収
集運搬事業

環
境
資
源
課

H3 -

 〔目的〕
　市民の生活環境を維持するため、
各家庭から排出される粗大ごみを収

 集する。
 〔手段〕

　不燃ごみの収集区域ごとに収集日
を指定し、自宅及びごみ集積所にて
家庭から排出される粗大ごみを迅速
かつ確実に収集し、リサイクルプラザ
に搬入する。

高 低 高 高 B
　粗大ごみの収集件数の減少
に伴う単位当たりのコストが増
加している。

検討･
見直し

①適正な収集件数見込みと委託
 料の算定根拠の検討

②効率的な収集体制の検討
20 Ｂ

　事業内容は、粗大ごみの収集及び処理場への搬入であり、その点においては適切な外部委託
である。
課題は、①リサイクル率アップ、②減量化、③手続の効率化である。
　①②については市民へのアピール、③は粗大ごみ処理券有料シールの採用や、パソコンシステ
ムを活用した事務処理の導入の推進を期待する。

　リサイクルプラザ啓発施設において収集した家具の一部
を修理・再生して販売している。また電話受付の際に、適
切な排出方法を案内するなど、さらなる減量化を図ってい
る。粗大ごみ収集は21年9月より粗大ごみシール制を導入
し、より利便性の高い収集システムを整えるとともに、携帯
電話からの収集予約システムを構築した。今後も市民の
利便性向上を目的とした事務の改善を行っていく。

279
公共施設廃
棄物処理事
業

環
境
資
源
課

- -

 〔目的〕
　市の公共施設から排出されるごみを

 適正に処理する。
 〔手段〕

　可燃ごみは週２回の定期収集（東埼
玉資源環境組合に搬入）、資源物等
（びん・缶）、不燃ごみ、危険ごみは隔
週１回（越谷市リサイクルプラザ）

高 高 高 高 B
　雑紙等の資源物の分別の徹
底による可燃ごみの減量

検討･
見直し

①可燃ごみに混入している資源
 物の分別徹底

②各施設における廃棄物の排出
抑制と分別の徹底

21 Ｂ
 　ごみの15種類分別に対する効果は期待できるが、分別を徹底させることがポイントとなる。

　継続的に周知を図り、減量とリサイクル化に対する具体策を策定し推進していただきたい。

　全職員を対象に年2回実施している「地球環境にやさしい
越谷市率先計画」において、「用紙使用量の削減」、「ごみ
量の削減とリサイクルの推進」、に関する行動調査を実施
することにより、環境に配慮し、ごみ減量に対する意識付
けと啓発活動を継続的に行い、ごみ減量に努めている。

280
動物死体収
集事業

環
境
資
源
課

S61 -

 〔目的〕
 　公衆衛生を維持すること

 〔手段〕
　専門業者へ委託することにより、道
路や敷地内に放置された野良の動物
死体及び飼い動物の戸別有料収集・
処理を行う。

高 高 高 高 B
　ペットの動物死体の処理方法
が周知されていない。

検討･
見直し

①越谷市斎場などによる飼い主
 による個別火葬の推奨

②飼い主によるペットの処理を継
続していく必要があるか検討

18 Ｂ

　飼い主がいる動物死体については、市民感情から、市の斎場で扱うようにすることを検討する
か、現行3,500円の受益者負担額の増額を検討していただきたい。年間2,000体もの動物死体を処
理し、1,000万円の経費が使われていることについて、市民のご意見を確認したい。路上放置の動
物死体の処理は現行のままでも止むをえないと思われるが、動物を愛護する気持を啓発すること
を望む。

●

　飼い主がいる動物死体については、委託料相当額を全
額自己負担していただくように平成21年度から動物死体
処理手数料を3,500円から7,350円に改定し、市の負担をな
くした。
　また、斎場においても動物死体の火葬を行っていること
を紹介をしている。

281
環境美化事
業

環
境
資
源
課

- -

 〔目的〕
　地域の快適な生活環境を確保し、清

 潔できれいなまちづくりを図る。
 〔手段〕

　ポイ捨て及び飼い犬のふんの放置
防止や不法投棄物、清掃活動等によ
り集められたごみの収集・処分を行う
とともに、不法投棄の恐れがある箇所
等に啓発看板を設置する。

高 高 高 高 B
 　・環境美化意識の啓発

　・不法投棄への対策
検討･
見直し

①施設管理者による不法投棄パ
トロールの強化並びに道路や公
園などの管理の徹底。自治会に
よる地域清掃活動へ支援を行

 い、環境美化意識の啓発
②不法投棄対策の強化（警察OB
の採用など）

19 Ｂ

　ごみの不法投棄、タバコのポイ捨て等、住民のモラル向上対策は重要課題である。
　新たに制定される路上喫煙禁止条例に期待するところは大きい。
　不法投棄防止のパトロール継続とともに、自治会やボランティア清掃団体の環境美化活動への
支援の拡充を図る必要性も考えられる。

●
　平成20年4月1日に施行した「越谷市路上喫煙の防止に
関する条例」により、路上等の公共の場所などにおけるタ
バコのポイ捨て防止を図った。

282
し尿収集事
業

環
境
資
源
課

- -

 〔目的〕
　生活環境の保全と公衆衛生の向上

 を図る。
 〔手段〕

　一般家庭等から排出されるし尿を業
者に委託して定期的に収集運搬を行
う。

高 高 高 高 B

　公共下水道接続区域の拡大
及び合併処理浄化槽の普及に
より、し尿汲取り世帯が減少し
ている。

検討･
見直し

①平成２４年度に向け、大規模災
害時に対応可能なし尿汲取り収

 集車両の台数を検討する。
②今後は、委託料の算定方法に
可燃ごみ等の委託料の算定方法
を取り入れることを検討するとと
もに、大規模災害時に対応でき
る浄化槽の清掃許可車両も含め
たし尿汲取り収集体制の確立を
図る。

20 Ｂ

　対象世帯は2,800程度と多くはないが、現状では継続が必要な事業である。今後検討すべきもの
として浄化槽設置の推進があるが、補助金額のアップがどの程度効果的かを調べる必要がある。
また、同時に市民への周知も欠かせない。
　なお、災害時の対応については、危機管理課の防災施設整備計画担当との協議も必要と思わ
れる。

　8業者9台の委託車両台数を5業者6台まで減車し、し尿
汲取り世帯の減少に対応している。今後も、更なる災害時
に必要な収集体制を検証していく。

283
最終処分場
維持管理事
業

環
境
資
源
課

H2 -

 〔目的〕
　一般廃棄物最終処分場の安全を確

 保する。
 〔手段〕

　地下水の水質検査を月１回、各種機
器の保守点検及び運転管理を月８回
の巡回管理方式で、維持管理を行う。

高 高 高 高 B
　浸出水を常時適正水準の水
質に保つように維持管理する。

検討･
見直し

①安全性を確保するための各機
器の保守管理や水質検査を行

 う。
 また、迅速な機器の修繕を行う。

②適正な施設の維持管理を行う
ための計画的な修繕の実施

21 Ｂ

　本事業は、委託事業として行っている。水質検査は重要であり、万一ミスがあると、将来取り返し
 のつかない事態にもなりかねない。

　現在、検査は職員立会いのもとで行われているが、結果報告においては環境資源課のチェック
基準をマニュアル化するなどし、チェック漏れ防止及びノウハウの伝達を考慮すべきである。

　平成２３年度より業務担当に浄水場、ポンプ場等の電
気、機械等の保守管理の経験がある職員を配置し、さらに
適正な維持管理を図っている。
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284
破砕物等搬
出事業

環
境
資
源
課

H18 -

 〔目的〕
　一般家庭から排出される不燃ごみ、
缶、びん類、粗大ごみを再資源化する
ため、リサイクルプラザ資源化施設に
おいて選別・破砕処理を行った後の残
渣や、不法投棄により回収した家電リ
サイクル法対象機器、その他の処理
困難物をそれぞれの処分場に運搬す

 る。
 〔手段〕

　リサイクルプラザ資源化施設から出
たものを、それぞれ業者に委託し、可
燃物は東埼玉資源環境組合に運び、
不燃物等は、それぞれの処理施設に
運ぶ。

高 高 高 高 B
　不法投棄や処理困難物の廃
棄にかかる処理経費の負担削
減

検討･
見直し

①更なる分別･資源化の徹底に
 よる排出量の減少

②不法投棄の防止などによるご
みの減量

20 Ｂ

　破砕可燃物等を処理場へ搬入する事業であり、搬入の外部委託は適切である。
　課題としては、事業費の80%を占める不法投棄物や乾電池等の廃棄にかかる処理委託費の削
減である。解決には、市民の理解が求められるので、より効果的なＰＲ活動を行い、ごみの減量に
努力していただきたい。

●

　更なる分別、資源化を徹底し、可燃、不燃物残渣及び処
理困難物の搬出量の減少を図り、不法投棄防止パトロー
ルやﾘｻｲｸﾙﾌﾟﾗｻﾞ啓発施設での効果的な啓発を図ってい
く。

285

リサイクル
プラザ啓発
施設管理事
業（修理再
生等啓発事
業）

環
境
資
源
課

H20 -

 〔目的〕
　ごみの減量、リサイクルの啓発を図

 る。
 〔手段〕

　リサイクルプラザで年５回行うリユー
ス展やリサイクル工作教室などを実
施し、ごみの減量や再使用・再利用を
市民に促す。

低 高 高 高 B

　再使用・再生利用の意識の高
揚を図るとともに、ごみの減量
化、資源化に関心を高める必
要がある。

検討･
見直し

①一般市民だけではなく、市内学
校、公共施設、各種団体に対し、
引き続き一層のごみの減量、資
源化についての広報活動を行
い、リユース展や講座さらなる充

 実に取り組む。
②市民ニーズを把握し、より充実
した事業に取り組み、また、ボラ
ンティア団体の活用を図る。

22 Ｃ

　廃棄物の減量及び廃棄物の適正な処分を行い、生活環境を清潔にすることにより、良好な生活
環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的として設置された、「越谷市リサイクルプラザ」
において、ゴミの減量やリサイクル等の普及啓発を行う事業である。
　しかしながら、本事業の目的については、普及啓発に留まらず、ゴミの減量や再使用・再生利用
について、市民が自ら率先して行動できるところまで次元を高めることが求められており、具体的
な事業内容の妥当性について検証を行うべき点が見受けられる。
　平成19年度の施設開館以降、来館者数は増加しているが、啓発活動の結果として、ゴミの減量
や再使用・再生利用が進んだか否かが判断できないため、適切な成果指標の設定が必要であ
る。活動指標として「自主事業の実施回数」、「自主事業の参加率（参加者数/募集人員）」、「修理
再生品の製作台数」などを、成果指標として「自主事業実施回数目標の達成率」、「自主事業参加
率の達成率」、「ごみの減少量」、「修理再生品の製作台数目標に対する達成率」、「修理再生品の
販売台数又は販売額」等を設定することを検討されたい。
　リユース展及びリサイクル教室については、一定規模の収入、ゴミ減量、リサイクルに関する普
及啓発に大きく寄与しており、効果のある事業として認められるが、これらの業務に対する従事時
間を積算して正規・臨時職員の業務量が年間2.07人は過大ではないか。あるいは、他の事業への
従事時間が、本事業への従事時間として積算されている可能性はないか。いずれにしても、人工
の積算が不明確であり、市民から見た場合「人件費の割合が大きい」と認識される可能性が高
い。今後は、事業の進め方においてボランティアの活用や市民団体との連携などを積極的に進
め、業務効率化を図る必要がある。
　根拠法令である、廃棄物の処理及び清掃に関する法律は、本事業内容に制約を課するものでな
いため、目的を絞った事業推進とコスト削減の方策を真摯に考える必要性がある。特に、図書コー
ナーについては、有効に活用されているとは言いがたく、より効果的な活用に向けて、具体策を早
急に講じる必要が高い。
　啓発活動の効果はすぐに現れるものではないが、「箱物行政」との批判を受けないよう、ボラン
ティア団体や市民ひとりひとりへの働きかけ、協働による事業推進など、地道な啓発活動に努めら
れたい。
　なお、事務事業評価が細分化されていることにより、市民からみて事業の全体像や背景が見え
にくいため、事務事業のくくり方について見直しを行い、事業内容やその成果が市民からみて分か
りやくなるように改善する必要がある。

　一般廃棄物処理基本計画に基づき、市民、事業者、行
政の三者協働によるごみの減量化に取り組んだ結果、排
出量と最終処分量については、目標値を達成した。しか
し、リサイクル率は未達成であり、引き続き、普及啓発に努
めていく必要がる。特に、雑紙を回収することが、リサイク
ル率を上げる方策である。雑紙については、多種多様であ
り、資源化が進んでいない状況であり、リサイクルプラザに
来館、見学することで、学習ができるようにパネルに展示
するなど、より多く回収できるよう努めている。
　ボランティア団体については、今後、各種のリサイクルに
関する教室、講座等を開催し、その中から、リサイクル関
連事業が推進できるような団体を育成していきたいと考え
ている。

286
粗大ごみ受
付業務事業

環
境
資
源
課

H3 -

 〔目的〕
　粗大ごみ戸別有料収集の事前申込

 みの受付
 〔手段〕

　電話による収集申込みが年間約３
０，０００件あり、この受付を迅速に行
う。

高 低 高 高 B
　申し込み受付並びに収集依
頼体制の整備等による事務の
効率化

検討･
見直し

①粗大ごみ申込み処理体制の確
 立
②粗大ごみ受付と連動した処理
システムの導入による事務の効
率化

17 Ｂ

　粗大ごみに関する問合せについては、インターネット等の活用により事業内容を広報し、事前に
市民の理解を得られる方法を検討する。また、運搬費は一律にするなど、事業内容を単純化し、
業務全体を標準化することにより市民にとってわかりやすく、また業務の実施にあたっても効率化
することを願う。申し込み受付については、県の電子申請システムでの受付が実施されているが、
さらに申し込み方法の説明を表示しながら入力できる機能追加を検討するなど、市民からの問合
せ対応に効率よく対応できる方法の検討を望む。

　適宜、ホームページ改訂を行う等、事業の広報周知を
図っている。収集運搬手数料の料金体系はシール化によ
り400円、800円、1200円の三種類に変更し単純化を行っ
た。電子申請システムも見直しを行い、携帯電話からも受
付できるよう改善した。今後も市民からの問い合わせに適
切に対応できるよう事務の効率化を図っていく。
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ﾘｻｲｸﾙﾌﾟﾗ
ｻﾞ資源化施
設管理事業
（不燃ごみ
収集等事業
＋ﾘｻｲｸﾙﾌﾟ
ﾗｻﾞ施設管
理費）

環
境
資
源
課

H18 -

 〔目的〕
 　廃棄物の資源化及び減量を図る。

 〔手段〕
　資源化施設に搬入される粗大ごみ
や不燃ごみなどを効率的に処理し、
資源物を選別するため、運転管理等
を委託することにより、資源化施設の
維持管理を行う。

高 高 高 高 B
　コストを意識した管理体制の
構築

検討･
見直し

①搬入されるごみの効率的な処
 理
②施設の適正な維持管理を行う
ために、計画に沿った維持管理･
修繕の実施

22 Ｃ

　廃棄物の減量及び廃棄物の適正な処分を行い、生活環境を清潔にすることにより、良好な生活
環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的として設置された、「越谷市リサイクルプラザ」
の施設管理、及び不燃ごみの収集等を行う事業である。
　施設管理については、目的と手段の設定が曖昧である。「目的:廃棄物を効率的に処理し、資源
物を選別することにより、廃棄物の資源化及び減量化を図る」、「手段:運転管理等を専門の知識
を有する者に委託することにより施設の適正な維持管理を行う。」とするなど、再度、事業目的の
設定から検討する必要がある。
　また、活動指標や成果指標も不適切な状態となっていることから、活動指標については「廃棄物
の処理（選別）能力（52t/日）」、「運転トラブルの発生回数」などを、成果指標についても「搬入され
た廃棄物の資源化率（資源化できた廃棄物/搬入量）」、「ゴミの減少量」などを指標として設定す
ることを検討されたい。
　業務委託契約については、市の方針により長期継続契約が導入されており、単年契約を行った
場合とのコスト比較も実施されている。今後も、契約更新時には単年契約とのコスト比較を着実に
行い、コスト削減に努められたい。なお、清掃業務については仕様書の再検証を行い、施設の稼
働状況や利用率に見合った業務内容とすべきである。
　施設維持管理における修繕の計画・見通しについては、運転管理委託先より提言を受け、耐用
年数や稼働率から修繕の必要性を決定しているとのことである。また、委託事業者と市職員で構
成される定例会議も月1回開催するなど、委託事業者との間で情報を共有するための体制も確保
されている。修繕の計画・見通しについては、今後も職員が主体性を持って積極的に関与し、効率
的な修繕の実施に努められたい。
　経年とともに増大する修繕費用の緩和対策として有効である、不具合が生じる前に修繕を行う
「予防保全」については、既存の業務委託契約の中で実施しているとのことであるが、より効率性
を高めるため、建築ストックマネジメントの導入について検討に着手されたい。
　なお、ごみの資源化や分別作業等を委託しているにもかかわらず、人件費の金額が大きいこと
については、今回のヒアリング（再ヒアリングを含む）で明確な説明を得られなかった。人件費の積
算根拠や事業の運営体制について、市民に対してわかりやすい説明ができるように整理された
い。同時に、作業内容の整理･効率化を進め、重複する作業については他の事業との一本化を行
うなどして、人件費を削減する必要があると考える。
　さらに、既存の関係審議会の活用も念頭におきつつ、外部有識者を加えた、リサイクルプラザの
運営体制や事業内容の妥当性を検証するため組織（運営委員会）の設置を検討されたい。
　不燃ごみ収集等事業については、コスト削減に向けた取り組みを強化するほか、普及啓発によ
る更なるゴミの減量に向けた取組を進められたい。
　本事業は、市民からの注目度も高い環境関連事業であるため、事業内容について市民へのわ
かりやすい説明とともに、効率的・効果的な事業運営に努められたい。

　平成２３年度より、本庁舎等で施設管理を担当していた
技術系職員を配置し、施設のトラブル等に関しても運転委
託業者と十分検討し、対応を図っている。また、平成２４年
度は運転管理業務委託、清掃業務委託の長期継続契約
更新の年度であるので、仕様書等を見直し、さらに効率的
な業務委託契約を図っていく。
　不燃ごみ収集事業については、適正な分別がリサイクル
プラザの処理施設の効率的な運用や長寿命化と大きく関
係していることから、市民に対する啓発を図る。

288
東埼玉資源
環境組合負
担金事業

環
境
資
源
課

S36 -

 〔目的〕
　東埼玉資源環境組合において、越
谷市、草加市、八潮市、三郷市、吉川
市並びに松伏町の5市1町の家庭から
排出される可燃ごみ、伐採枝、し尿及

 び浄化槽汚泥を適正に処理する。
 〔手段〕

　越谷市、草加市、八潮市、三郷市、
吉川市並びに松伏町の5市1町で負担
金を支払う。

高 高 高 高 A

　越谷市、草加市、八潮市、三
郷市、吉川市並びに松伏町の５
市１町の家庭から排出される可
燃ごみ等が、東埼玉資源環境
組合において適正に処理がさ
れていることから事業内容は適
正であると思われる。

現状
維持

①雑紙などの資源物の分別収集
 の徹底に取り組む。

②事業系ごみの家庭系ごみへの
混入防止を図る。

289
資源回収奨
励補助金交
付事業

環
境
資
源
課

H1 -

 〔目的〕
　ごみの減量化による処理経費の節
減及び資源の有効利用に対する市民
意識の高揚を図り、併せて地域コミュ

 ニティづくりを促進する。
 〔手段〕

　自主的な資源回収を行う市内の地
域住民で組織する団体に対し、回収
量に応じて補助金を交付する。

高 高 高 高 B
　少子・高齢社会により団体の
活動について、衰退傾向にあ
る。

検討･
見直し

①自治会等の団体に対し、資源
化の意識啓発を図り、活動団体
の増加に取り組む。また、既に活
動している団体に対し、雑紙回収

 の啓発に取り組む。
②登録団体による、雑紙の回収
に努める。

18 Ｂ

　リサイクル活動の促進とごみ減量に回収奨励補助金を交付することは大変有効な事業と思料す
る。ごみ処理経費１キログラム当たり１７円に対し、８円の補助金も妥当と考える。将来、補助金額
の単価の見直しが考えられるが、単位当たりのごみ処理経費の大幅な縮減がなされる場合は別
として、補助金が地域社会コミュニティ育成に活用されている点も考慮していただきたい。

　市民の資源有効利用に対する意識の高揚を図ることか
ら、制度の重要性を認識している。団体の運営にあたり当
該補助金が有効に活用されていることから、今後も適正な
補助単価の維持に努めていく。

290

家庭用生ご
み処理機器
購入費補助
事業

環
境
資
源
課

H12 -

 〔目的〕
　家庭から排出される生ごみの減量

 及び資源化を促進する。
 〔手段〕

　生ごみ処理機器を購入する世帯に
対し、補助金を交付する。

高 高 高 高 B
　家庭から排出される生ごみに
ついて、処理機器による減量化
の認識が低い。

検討･
見直し

①処理機器の更なる普及促進に
 取り組む。

②販売店や公共施設に対し、引
き続き処理機器に関する補助制
度の周知を図る。

19 Ｂ
　生ごみ収集は市民生活にとって不可欠な事業である。単に、「生ごみ処理機器購入費の補助」
の周知活動にとどまらず、家庭での生ごみの処理が、市全体の生ごみの減量、ごみの資源化に
有意義であることについて、積極的に啓発されることを期待する。

　過去５年間１世帯当たり平均で年間約１７０ｋｇ処理をさ
れ、ごみ減量が図られている。今後も引き続き、各種の広
報媒体を通じ制度の啓発に努めるとともに、市内の公共施
設にパンフレットの配布を行っていく。

［69］
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291
合併処理浄
化槽普及事
業

環
境
資
源
課

S63 -

 〔目的〕
　公共用水域の水質汚濁の防止と環

 境衛生の向上
 〔手段〕

　市街化調整区域に居住用の生活排
水設備として合併処理浄化槽を設置
する者に対し、補助金を交付する。

高 低 高 高 B

　従前、新築についても補助を
行ってきたが、これを汲み取り
便槽・単独式浄化槽からの転
換の場合にのみに限定し、より
厚く補助することにより、汲み取
り便槽・単独式浄化槽からの合
併式浄化槽への転換につい
て、インセンティブを与える。

検討･
見直し

①平成23年度より、合併浄化槽
へ転換に対する補助金を増額

 し、生活排水の水質向上を図る。
②平成37年度までに、生活排水
処理人口100％を達成する。

16 Ｂ 　補助金のみではなく、残額の融資も検討され普及をめざされたい。

　し尿汲取りまたは単独浄化槽から合併処理浄化槽に転
換する場合の補助金について、国・県の補助単価にさらに
20万円上乗せをするとともに、配管費用上限20万円を新
たに補助することとし一層の転換を図っていく。併せて新
設の補助を廃止した。
（例：5人槽　旧補助金上限392千円、新補助金上限792千
円）

292
産業雇用支
援センター
管理事業

産
業
支
援
課

H16 -

 〔目的〕
　産業雇用支援センターに来庁する
市民等が安全に利用できるよう施設

 管理を行う。
 〔手段〕

　委託等により施設の保守管理を実
施し、適正な運営管理に努める。

高 高 高 高 B 　施設利用率の向上
検討･
見直し

①②施設の利用率を工場させる
ため、施設利用のPRを実施する
とともに、施設の保守管理に努
め、施設の適正管理を行う。

293 相談事業

産
業
支
援
課

S53 -

 〔目的〕
　事業者・労働者・市民からの労働問
題に関する相談の解決を図る。また、
家庭外で働くことが困難で内職を希望

 する方の就労支援を行う。
 〔手段〕

　社会保険労務士による労働相談及
び委嘱相談員による内職相談を実施
する。

高 高 高 高 B
　内職相談における求人件数
の確保

検討･
見直し

①②労働相談において、理想は
常時相談を受けられる体制づくり
だが、関係機関を紹介し相談者
に対して１００％の受付はできて
いる。内職については内職希望
者に比べ求人数が少なく斡旋率
が低いため求人数の確保を図
る。

21 Ｂ

　労働相談及び内職相談ともに、市民から見て身近な市役所で行われていることにはメリットがあ
 り、今後も継続の必要性は認められる。

　内職相談については、ハローワークをはじめ市内の他所では行っていないため有用である。な
 お、求人開拓を行う上では、その具体策を明確にする必要がある。

　労働相談においては、相談日を週2回程度に増やす検討が必要と考えられる。成果指標として相
談受付率を設けているが、さらに推し進めて、相談者の満足度など質的な成果指標を設定するこ

 とが望ましい。
　平成17年度以降、相談件数がともに減少傾向にあるのは、相談場所の移転に伴うものと懸念さ
れるが、正確な原因究明が必要である。

　内職相談については、内職の仕事をしたいと希望する市
民が多くおり、求人企業の確保が急務であるが、新たな企
業の開拓とともに登録済みの企業に対しても定期的に電
話連絡等により状況把握をして求人を確保していく。
　また、労働相談については、雇用情勢等に大きく影響さ
れるが、相談件数等の状況を見ながら相談日の回数につ
いては検討していく。

294
高年齢者支
援事業

産
業
支
援
課

S57 -

 〔目的〕
　高齢者の補助的、短期的な就業を
通じて高齢者が自己の労働能力を活
用し、自らの生きがいの充実、社会参
加への就業機会の増大と福祉の増進
を図るための事業及び能力を活かし
た活力ある地域社会づくりに寄与する
ためシルバー人材センターが行う事
業に対し補助金を交付し、シルバー人

 材センターの事業推進を図る。
 〔手段〕

　補助金交付要綱に基づく補助金を
交付して支援する。

高 高 高 高 B
　シルバー人材センターの自主
財源による運営

検討･
見直し

①②シルバー人材センターにお
いて策定された中長期計画に
沿った運営が実施されていくよう
指導を行っていく。

［70］
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C 課題が多く事業の大幅な見直しが必要

D 事業の休・廃止を含めた検討が必要
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295
若年者等就
職支援事業

産
業
支
援
課

H17 -

 〔目的〕
　若年者・女性・中高年等の就職支援

 を実施する。
 〔手段〕

　専門のキャリアコンサルタント(相談
員）を１名配置し、個々のニーズを踏
まえ、就職に向けた一貫した相談援
助を実施する。

高 高 高 高 B
　相談が長期化している方の支
援

検討･
見直し

①②キャリアコンサルタントによ
る相談のほか、臨床心理士によ
るフォロー体制を継続し、相談者
の実情にあった相談を行い、長
期相談者の就職に対応する。

23 Ｂ

　若年者、女性、中高年齢者等及び失業者の就職について、求職者の能力や企業の人材ニーズ
を踏まえながら、キャリアコンサルタントによるマンツーマンのカウンセリングにより支援を行う事業
である。
　厳しい経済状況の下、新卒者の就職難や非正規労働者の増大など雇用情勢を取り巻く環境は
極めて厳しい状態にあるため、社会保障費用抑制や新たな納税者の創出など行政経営の観点も
踏まえると、本事業の必要性は認められる。
　しかしながら、その取り組みについては、見直しを行うことが必要である。
　若年者等に対する就職支援施策は、国･県はもとよりNPO団体等でもさまざまな事業が実施され
ている。その中で、市として取り組む範囲をその理由を含めて明確化し、他の実施機関との棲み分
け（役割分担）を図ることが重要である。
　また、事業実施に係るコストの実態が、事務事業評価表上で明らかになっていない。現状は、相
談回数1回当りの「単位当りコスト」が表記されているが、より適切な事業運営を行うためにも、相
談者1人当りの単位当りコストについても明記すべきである。必要性の高い事業ゆえに、事業実施
に係るコストについては、丁寧な説明に努められたい。
　上記に加え、本事業には他にも改善を要する点が見受けられる。
　まず事業目的については｢就職支援を実施する｣ことが目的ではなく、｢早期就職を実現させる｣こ
とが目的である点を指摘したい。現在の事業目的は｢手段が目的化｣されている状態にあるため、
事業目的の見直しが必要である。
　活動指標については、事業の取組状況を的確に把握できるよう、現在の｢相談回数｣に加え、｢相
談者数(実数)｣、｢新規相談者数｣、｢継続相談者数｣なども設定するよう提案したい。
　また成果指標についても、｢新規相談者就職率｣、｢継続相談者就職率｣、｢相談期間別就職率｣、
｢支援をした人の離職率｣、｢再支援者就職率｣などを指標案として提案するので、その妥当性につ
いて検討されたい。
　このほか、支援内容をより実効性のあるものとするために、本事業の利用者に対してアンケート
調査等を行い、事業内容や実施日時等を常に見直していくことに努められたい。
　昨今の経済・雇用情勢を踏まえると、本事業の果たす役割は極めて重要である。今後も、事業内
容の充実を図りながら、取り組みを強化していくことは当然のことであるが、庁内関係部署、ハロー
ワーク、NPO団体等との情報共有や連携を密にし、支援希望者が相談の機会を逸することのない
よう、取り組まれたい。

※平成２３年度外部評価を受けた対応等については、同
年度内に整理予定

296
能力開発支
援事業

産
業
支
援
課

S55 -

 〔目的〕
　勤労者等の能力開発及び人材育成

 を推進する。
 〔手段〕

　勤労者・事業主等を対象とした労働
学院及び簿記講習会を開催するほ
か、就職を希望する方を対象に就職
支援セミナーを実施する。また、人材
育成を支援するため、ＯＡ室の貸出し
を実施する。

高 高 高 高 B
　共催事業もあり、関係機関と
の調整により事業が変化するこ
とが考えられる。

検討･
見直し

①平成２３年度は、事業内容を検
討し時代に即した講座を開催す

 る。
②良好な労働環境づくりや雇用
促進を図るため、多くの方が参加
できるよう実施内容の充実を図
る。

22 Ｂ

　勤労者・事業主・就職希望者等を対象に各種講習会、セミナーを開催し、勤労者等の職業能力
開発及び人材育成を推進する事業である。
　景気低迷等の影響で雇用環境が悪化しており、就職活動を推進するために個人の能力を高め
ることは必要であり、勤労者の人材育成のためにも意義があることは理解できる。その上で、例え
ば簿記講座やパソコン講座等が民間においても開講されている現状を鑑み、敢えて市が事業主
体となって行う妥当性、有効性、必要性等について、改めて整理することによって、民間が開講す
る講座との相違、勤労者や事業主等が市主催講座を活用する意義についても明確化されるもの
と考えられる。
　ただ単に講座を行うのでなく、時代に即したセミナーを開催し、求職者の就職に結びつけるととも
に勤労者の能力向上に結びつけることによって、雇用の創出につなげていただきたい。また、企業
がどのような人材、能力を必要としているかを受講者アンケートや事業主への就業支援アドバイ
ザー（仮称）による訪問活動等により具体的な把握をし、そのニーズに基づいたセミナーを開催す
べきである。
　本事業の強みは、産業雇用を支援する総合窓口である産業雇用支援センターにおいて実施さ
れ、1階に拠点のあるハローワークと緊密な連携が図られている点であり、評価できる。今後もハ
ローワークとの連携を継続、拡大させ、受講者の満足度向上とともに就業支援に努めていただき
たい。
　また、ポータルサイトである「こしがやiiネット」を能力開発支援のツールとして有効活用している
点も評価できる。活動結果指標に、「こしがやiiネットアクセス件数」を加える等、就業支援ポータル
サイトとしての機能を一層拡充させ、一層の関連情報提供に努められたい。
　昨年度策定された産業振興ビジョンにおいて、雇用支援、能力開発のための施策も盛り込まれ
た点も評価できる。産業支援の方向性として、ビジョンでは、新産業の創出、ソフトウェア産業の創
出が打ち出されている。環境、エネルギー、福祉、健康関連の新産業やこれらの産業創出を支援
する基盤となるソフトウェア産業等に職を求めている人に対して、新しい教育プログラムを立案・開
講し、多くの就職希望者の就業支援に取り組んでいただきたい。
　成果指標として、「受講者の満足度」を提案したい。受講者へのアンケートから数値化できるので
はないか。

　市が開催する講座は、広く一般に受け入れられる内容の
講座を開催する必要がある。また、経済状況の変化により
新たなニーズが必要となるため、その時々の経済状況を
把握し、新たな講座を開催し受講者が満足できるような講
座を検討していく。

［71］
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297
勤労者等福
利厚生事業

産
業
支
援
課

S53 -

 〔目的〕
　市内産業の向上に貢献した事業所
及び従業員を表彰し、地域経済の活
性化を図る。また、勤労者の生活向
上、福祉の増進、雇用の安定等を図

 る。
 〔手段〕

　越谷市商工会との共催により優良
事業所・優良従業員表彰を実施する。
また、勤労者団体に対し、福利厚生事
業費補助金を交付する。

高 高 低 高 B
　制度の周知を図り、地域経済
の一層の活性化を図る。

検討･
見直し

①②勤労者の福利厚生事業とし
て定着し、地域経済の活性化に
つながっているが、さらに制度の
周知を図り一層の活性化につな
げていく。

17 Ｂ

　昭和53年より永年継続している事業であり、地域経済の発展を目的とした当初の表彰の意義は
既に薄められているが、平成14年度から制度の見直しに取り組まれている。さらに、市内で長年地
道に伝統技術の向上に取り組まれている事業者に対してスポットをあて、技術の伝承とあわせ、
市民の働き甲斐を掘り起こすような施策の検討もお願いしたい。

　市内には、だるま組合、米菓組合、ひな人形組合、桐た
んす組合、桐箱組合等の伝統的手工芸品があり、長年の
伝統を受け継ぐ技能者を表彰している。他の業種組合を
含め優れた技能功労者を積極的に表彰していく。

298
商工対策委
員会運営事
業

産
業
支
援
課

S48 -

 〔目的〕
　市が実施する商工行政における重
要な課題や今後の方針などについ
て、市長の諮問に応じ調査・　審議す

 る。
 〔手段〕

　越谷市商工対策委員会を開催す
 る。

  越谷市商工対策委員会委員　１２名
  (1)商工会を代表するもの ５名
  (2)知識経験者 ７名

高 高 高 高 A

　商工行政の実施内容に対し、
いろいろな立場のかたからの意
見・提言を聞くことにより、事業
運営に反映できる。今後も、効
率的な運営ができるよう検討し
ていく。

現状
維持

①②経済環境の変化に対応すべ
く、適宜開催していく。

299
産業情報化
推進事業

産
業
支
援
課

H15 -

 〔目的〕
　急激に進展する高度情報化に対応
するため、市内産業（商・工・農業等）
の情報化推進を図る観点から、個別
企業のデータ化を図り、インターネット
を活用した産業情報の収集、促進を
行うとともに企業ＰＲ等産業に関する

 総合支援システムとして整備する。
 〔手段〕

　越谷市産業情報ネットワークシステ
ム（こしがやｉｉネット）の運用管理を専
門業者に委託

高 高 高 高 B
　産業情報リンク登録事業所の
拡大と、バナー広告の利用者
拡大

検討･
見直し

①②継続的な利用者の拡大を図
るため、内容の充実やＰＲ活動を
行う。また、利用しやすいホーム
ページの構成や内容になるよう
取り組んでいく。

300
創業者等育
成支援事業

産
業
支
援
課

H15 -

 〔目的〕
　市内産業を振興し雇用の創出を図
るため、既存産業への支援及び創業

 者等の育成・支援を行う。
 〔手段〕

　①創業者オフィス家賃補助：事業を
営むために貸室に係る家賃の一部を
助成する。（対象経費の１／２（限度

 額３万円／月）、２年間）
　②インキュベーション施設：低料金で
施設の提供を行うほか、アドバイザー
（インキュベーションマネージャー）に
よる経営・創業相談、創業等に関する
各種セミナー等を開催する。インキュ
ベーション施設の管理運営を委託す
る。

高 高 高 高 B

　前年度に比較して相談件数、
雇用人数ともに減少しており、
さらなる制度の周知・充実を図
る必要がある。

検討･
見直し

①創業者及び既存事業者向けの
各種セミナーを月１回程度開催
し、当該事業のさらなるＰＲを図っ
ていく。また、相談日の再検討を
行い、コストの効率化を図ってい

 く。
②平成２５年度までに、定期的な
セミナーの開催や制度の周知活
動により、１日あたりの相談件数
が１．５人になるよう利用の拡大
を図っていく。

22 Ｂ

　創業者オフィス家賃補助やインキュベーション施設でのセミナー等の開催を通じて、創業者等の
育成・支援を行う事業である。
　市内の産業を振興するためには、創業者への経済的な支援、情報提供やセミナー開催等の環
境づくりが不可欠である。創業者等の相談件数は、増加傾向にあり、評価できる。今後は、相談件
数の増加を図るとともに、相談を受けた企業が業容を発展させたかを追跡するとともに、創業者家
賃補助、インキュベーション施設の活用により、創業者や創業件数がどれだけ増加したかについ
ても留意して業務を推進すべきである。
　セミナー事業の活性化策として、本事業の施策を受けて起業した方や事業を軌道に乗せた方な
どを講師に招聘することなども検討されたい。
　インキュベーション施設の管理運営を平成17年度から現在まで、一貫して随意契約により委託し
ている事実は問題がある。確かにインキュベーションマネージャーを継続して雇用させるために単
一事業者と契約を継続してきたという理由は、相談を持ち込む創業者、事業者側のニーズもくみ
取ったものとも考えられ、一面理解できなくもない。しかし、現行の管理運営委託業務の仕様を切
り分けて、例えば、インキュベーションマネージャーとの嘱託雇用契約は市が直接契約し、残る施
設管理業務、セミナー開催業務等の運営業者を一般競争入札で選定する等、業者選定過程に競
争原理を働かせることにより、一層の事業費効率化に努めていただきたい。
　産業雇用支援ポータルサイトとして機能している「こしがやiiネット」は、年々情報が充実し、アク
セス数の伸びも順調である点を評価したい。その上で、ポータルサイト運営委託の調達方法の見
直しを含め検討し、事業費効率化に努力されたい。
　創業者家賃補助、インキュベーション施設の存在によりどれだけ創業者が増え、雇用が創出され
たかが結果的に大切である。そのために「インキュベーションマネージャーによる企業訪問件数」
を活動指標に追加してはどうか。

【創業者オフィス家賃補助金】（内部評価：継続）（外部評価：継続）
　市内産業の活性化と振興を図り、雇用を創出できること、補助金の交付件数が増加傾向にある
ことから事業成果を評価する。さらに、交付した資金が創業者等の育成に寄与しているかについて
把握に努められたい。
　今後も利用者促進のため、こしがやiiネット、広報等で本事業の活動について周知を図りたい。

●

創業者オフィス家賃補助制度及びインキュベー
ション施設における相談業務やセミナーについて
は、これまでも広報紙やインターネットによって周
知を図り、いずれも利用件数は増加傾向にある。ま
た、平成23年度からは従来の相談業務に加え出張相
談を開始し、利用者の拡大を図っている。今後も引
き続き、利用者のニーズに応えられるよう工夫をし
ていく。

［72］
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301
産業活性化
推進事業

産
業
支
援
課

H15 -

 〔目的〕
 　市内産業の活性化を図る。

 〔手段〕
　①新技術・新製品の保護や研究開
発等を奨励するため、工業所有権取
得費の一部を助成する。（対象経費の
１／２（限度額１０万円））
　②市内産業の活性化を図るため、
商工業者・農業者が一堂に会し「こし
がや産業フェスタ」について、実行委
員会を組織し開催する。実行委員会
への補助を行う。
　③地域特産品販売促進事業として、
越谷の地産品等を活用した特産品の
開発・販売促進等を、商工会への補
助により支援する。

高 高 高 高 B
　産業フェスタ来場者数につい
ては、前年度より改善したもの
の目標値には届かなかった。

検討･
見直し

①②産業フェスタ来場者数につ
いては、第４次総合振興計画前
期基本計画でも目標値を定めて
おり（平成２７年度　１５６，０００
人）、周知方法やイベントの内容
を再検討し、目標の達成に向け
て取り組んでいく。

20 Ｂ

　産業活性化の支援は市の重要な施策と思われるが補助の対象、効果の見直しを行い関連機関
 との協議を実施していただきたい。

 【越谷市工業所有権取得費補助金】
 （内部評価：減額(縮小)）（外部評価：終期設定）

 　補助実績は3件（29万円弱）と少なく、産業活性化に寄与しているとは思われない。
　対象が少ないこともあり、工業所有権等の取得費補助だけではなく、差別化できる商品及び技術

 の開発支援など抜本的な支援策の検討が求められる。
 【地域特産品販売推進事業費補助金】

 （内部評価：終期設定）（外部評価：終期設定）
 　「鴨ネギ鍋」の普及に注力を期待したい。3年間の補助金交付の成果を検証されることを望む。

　当市のブランド確立に向け更なる支援をすべきと思われる。

●

　越谷のブランド確立について、平成23年度より
「こしがやブランド」認定制度を立ち上げ、認定品
のＰＲ支援、販売促進や商品開発の補助を行ってい
る。
　「こしがや鴨ネギ鍋」については、ギフトセット
商品の開発完了という一定の成果を上げたことか
ら、平成22年度をもって地域特産品販売促進事業費
補助金の交付を終了した。
　今後も引き続き、補助対象や内容の見直しを行っ
ていく。

302
伝統的地場
産業育成支
援事業

産
業
支
援
課

H9 -

 〔目的〕
　本市に古くから伝わる伝統的技術に
立脚した地場産業（だるま・せんべい・
ひな人形・桐箱・桐たんす）等の育成

 支援を図る。
 〔手段〕

　各イベント出展によるPRの実施、市
内小中学校での見学・体験学習の協
力、商工会における伝統的地場産業
育成事業への助成

高 低 高 高 A
　伝統的地場産業の育成支援
を図るために更なるＰＲ活動等
の充実を図る必要がある。

現状
維持

①平成２４年度は市内で行われ
る各イベント等への参加による積
極的なＰＲ活動及び展示・即売の
開催。越谷駅高架下の改修に伴

 い、更なるＰＲ活動を開催
②後継者問題への取組

21 Ｂ

　伝統ある地場産業の育成支援は重要なことであり、今後も展示会やイベントを通じて継続してい
 くべきである。

　PR活動に関しては、更なる充実に向けての具体策の検討が必要である。また、後継者の育成に
 関しては、県との連携を強化した仕組みを図られたい。

 【伝統的地場産業育成事業費補助金】（内部評価：継続）（外部評価：継続）
　後継者育成に向けて、補助金の有効活用を検討いただきたい。

　各イベントの出展によるＰＲの実施や小中学校で
の見学・体験学習の協力及び観光協会と連携を図り
伝統的地場産業の育成支援に努めていく。

303
物産展示場
等管理事業

産
業
支
援
課

H10 -

 〔目的〕
　東武伊勢崎線越谷駅高架下（交番
脇）の物産展示場等の維持管理を行
い、市内伝統的地場産業（だるま・せ
んべい・ひな人形・桐箱・桐たんす）等
を常設展示することにより、需要や販
路の拡大、宣伝普及を進め、同産業

 の育成支援を図る。
 〔手段〕

　消防設備、自動ドア、空調機フィル
ター等の法定点検、床、ガラスの定期
清掃（月２回）、画像転送監視システ
ムによる２４時間の監視ほかを委託す
る。（１会館時間午前８時３０分～午後
８時、２展示品　だるま・せんべい・ひ
な人形・桐箱・桐たんす）等

高 低 高 高 B
　展示内容、展示方法等を工夫
し、入場者数の向上を図る。

検討･
見直し

①②市内で生産されている伝統
的手工芸品を中心に地場産品及
び工業製品を展示し、市内外に
対し積極的に宣伝普及を行い市
内産業の振興に取り組んでいく。
なお、越谷駅東口再開発に伴
い、販売も出来るよう改修工事を
行う。

18 Ｃ

　伝統工芸の継承事業としても２４時間無人での管理によるどちらかというと静態的な展示事業で
あるが、思い切ったリニューアルが必要と思われる。伝統工芸品の製作は、ものづくりの基本でも
あり、地域を特徴づけるソリューションである。地域の活性化を視野におきながら、業者・市民を巻
き込んだ事業展開を期待するが、あまりお金をかけずに市民が伝統工芸に関心を持ち、活性化で
きるような施策を検討・研究していただきたい。

　物産展示場のリニューアルについて、平成２４年
度から販売機能を付加すべく、平成２３年度に施設
改修の予算計上を行った。また、越谷市東口再開発
事業に伴い、平成２４年６月に開設する市民活動支
援センター内に人員を配置した観光・物産情報コー
ナーを設けるべく準備を進めている。

304
観光推進事
業

産
業
支
援
課

- -

 〔目的〕
　自由時間の増大や余暇活動の多様
化に対応した都市型観光を推進し、
市民生活の潤いを満たすとともに街

 の活性化を図る。
 〔手段〕

　越谷市観光協会と連携し、市内にあ
る伝統文化や伝統工芸品、また、葛
西用水等の水辺の景観を活かした各
種事業を実施する。観光協会への支
援と連携による各種事業の展開　○
各種事業：市民まつり、花火大会、北
越谷桜まつり、さつき大会、菊花大会
等

高 高 高 高 A
　観光協会との連携を強化し、
新たな観光事業の展開及び充
実

現状
維持

①平成２４年度は観光協会等と
連携し、観光資源の活用を図り

 更なる発展を図っていく。
②都市型観光の推進を図りつ
つ、新たな観光資源の掘り起こし
を行い、市内外からの観光客の
誘致拡大を図っていく。

21 Ｂ

　観光資源発掘に加え、観光協会との更なる連携が課題と思われる。散策コースの整備及びボラ
ンティアガイド利用等の情報を広く知らせるためにも、観光協会ホームページの充実を図られた
い。更に、越谷市のホームページTOPメニューから、観光協会のホームページへワンクリックでリン

 クできるような仕組みもぜひ考慮いただきたい。
 【観光協会補助金】（内部評価：減額（縮小）・終期設定）（外部評価：減額（縮小）・終期設定）

　補助金は、イベントの経費にとどまらず、駅前や人の動きの多い場所への（直轄）PRコーナー常
 設に活用するなど、直接的な使途を含めた予算面における検討が望まれる。

 【越谷市民まつり負担金】（内部評価：継続）（外部評価：継続）
　使途の詳細を見直し、より有効な活用方法の検討が望まれる。

　観光資源の発掘について、平成２２年度から東埼
玉資源環境組合（通称：リユース）第一工場向かい
の水田に田んぼアートを新規展開し、リユース展望
台来場客の増加を図った。これにより、展望台来場
客（５～１０月）が前年に比べ１２２パーセント増
加した。

［73］
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B 課題が少しあり事業の一部見直しが必要

C 課題が多く事業の大幅な見直しが必要

D 事業の休・廃止を含めた検討が必要

↓　総合評価で認識した課題は　↓

　　12.外部評価を受けた対応等

●があるものは、外部評価結果を受けて見直しを行った事業
又は市としての対応等を整理済みの事業

1.
番
号

2.事業名
3.
課
名

 4.
事
業
開
始
年
度

⑴
妥
当
性

⑵
効
率
性

⑷
貢
献
度

5.
事
業
終
期
年
度

  6.事業目的及び手段

　10.改革改善案
11.外部評価

担当課の評価

 

【　】は、補助金等名称

総
合
評
価

①平成24年度に向けた取組
②中長期的な取組

7.個別評価

⑶
有
効
性

実
施
年
度

9.
改革
改善
の方
向性

305
勤労者等貸
付事業

産
業
支
援
課

H14 -

 〔目的〕
　勤労者及び家内労働者等に対し、
貸付事業を実施し、勤労者等の福祉

 の向上を図る。
 〔手段〕

　貸付資格を備えている勤労者等に
対し、応急に必要となった生活資金を
１００万円を限度に中央労働金庫が貸
付を実施する。

高 高 高 高 B 　制度の周知を図る。
検討･
見直し

①②制度の周知を図るとともに、
貸付に係る資金使途等、相談内
容を勘案しながら利便性の向上
をさらに検討していく。

306
商店街活性
化推進事業

産
業
支
援
課

- -

 〔目的〕
　消費者ニーズの多様化やモータリ
ゼーションの進展への対応の遅れ等
により、商店街への来客が減少し、空
き店舗の増加が進んでいることから、

 商店街の活性化を促進させる。
 〔手段〕

　各種事業を実施する商店街団体等
に補助金を交付し支援する。

高 高 高 高 B

　適正に補助金が使われてい
るか、さらにチェック機能を強化
すると共に補助の利用を促進
する。

検討･
見直し

①平成24年度は引き続き補助対
象事業の周知を図り、更なる支

 援を実施していく。
②商店街を活性化させるため
に、この事業の継続を図ってい
く。

20 Ｂ

 【商店街活性化推進事業費補助金】
 （内部評価：終期設定・統合・メニュー化）
 （外部評価：終期設定・統合・メニュー化）

　補助金交付の効果が薄れたことから、「商店街活性化」の判断基準を明確化し、補助の実績を
個別に評価し成果を公表していただきたい。また、補助メニュー以外の申請も広く取入れる考え方
が必要と思われる。大型店の出店にともなう影響は避けがたく、現状の補助金レベルでは活性化
には限界がある。郊外の大型ショッピングセンターとの共存共栄について調査研究するとともに、
商店街の自主的な工夫を支援する施策に転換することを商店側と一緒になって検討する必要が
ある。

　平成２３年度に越谷市商店街活性化推進事業費補
助金交付要綱を改正し、補助事業及び補助対象の見
直しを実施した。今後も地元商店街の活動につい
て、商店会の意見を伺いながら、補助金要綱の効果
的な活用や見直し等を含め、越谷市商工会・越谷市
商店会連合会と連携を図りながら、積極的な補助金
活用をPRするとともに商店街の活性化に取り組んで
いく。

307
中心市街地
活性化推進
事業

産
業
支
援
課

H13 -

 〔目的〕
　中心市街地活性化法第18条第3項
の規定に基づき、越谷市商工会が策
定し越谷市が認定した「越谷市中心
市街地活性化商業タウンマネージメン
ト構想（TMO構想）を推進するため、
越谷市商工会TMOが実施する中心
市街地の環境整備、商業活動の支
援、まちづくりノウハウの蓄積、TMO
の運営基盤強に対し支援を実施す

 る。
 〔手段〕

　商工会への補助金交付・越谷市中
心市街地活性化推進事業費補助金

高 低 高 低 B

　改正中心市街地活性化法を
踏まえ23年度・24年度に中心
市街地活性化基本計画策定予

 定。
地域住民や、商業団体等と
ワークショップやシンポジウム
を通じ、中心市街地の現状と課
題を共有し、計画策定につなげ
る。

検討･
見直し

①平成23年度・24年度の2ケ年で
 基本計画を策定する。

②第4次総合振興計画との整合
性を図り、中心市街地活性化に
向けた事業実施と進行管理を
行っていく。

20 Ｃ

【中心市街地活性化推進事業費補助金】
（内部評価：統合・メニュー化）（外部評価：終期設定）
　当該補助金は恒常化しており、事業の成果が分かりづらい。現状では、3カ年にわたり予算及び
実績が変わっていないなど、マンネリ化がうかがわれる。助成の成果を十分精査し、補助対象事
業及び対象経費の助成割合等の検討、また各々の補助の結果、どのような状況になったのかに
ついて具体的評価が必要と思われる。
　今後は、住民の自主性を強力に支援する方向で事業を運用していくよう見直しをされたい。

　平成１８年の法改正を踏まえ、庁内コンセンサス
の形成を図るため、平成２１年に庁内検討委員会を
組織。平成２３年４月に課内に中心市街地活性化担
当を組織し、中心市街地活性化基本計画策定に着
手。改正中活法では、少子高齢化、消費生活の多様
化に対応し、中心市街地活性化の推進及び経済活力
の向上を総合的かつ一体的に推進することとしてお
り、今後は地域住民等多様な参画を得て事業を推進
していく。

308
商工会補助
事業

産
業
支
援
課

- -

 〔目的〕
　市内の商工業の総合的な改善発展
を図るため、越谷市商工会が実施す
る金融・税務･経営･労務などの指導
や研修会･講演会の開催などの幅広

 い事業に対し助成を行っている。
 〔手段〕

　越谷市商工会への補助金の交付
○小規模指導事業費補助金・一般事
業費補助金・税務指導事業費補助
金・たばこ小売活性化事業費補助金

高 高 高 高 B

　経済状況は、依然厳しい状況
にあり、市内中小企業者に対
し、金融・経営・税務・労務など
全般にわたり指導が必要と思
われる。

検討･
見直し

①②景気はやや持ち直している
ものの、市内の大半を占める小
規模事業者は依然厳しい状況に
あり、商工会との連携を図ること
により事業者の支援が必要があ
る。今後も市内事業者の活性化
を図るため、人材の育成・技術の
向上・事業者間の交流の中心と
なっている商工会の役割は重要
であり、今後も引き続き支援を行
う。なお、自主財源の確保に努め
るよう働きかけていく。

19 Ｂ

 　補助金の項目ごとに限度額を設定される方向は、評価できる。
　補助金の使い方のみでなく、補助金により実施した事業の成果を把握しなければ、市としての説

 明責任を果たせなくなるおそれがある。
　商工会との連絡調整を密にして、それぞれの補助金事業の目的、目標を明確に定めたうえで、

 各事業の実績を把握され、補助金額、補助率等の評価をされることを望む。
【税務指導費補助金】、【小規模指導費補助金】、【商工会一般事業費補助金】、【タバコ小売活性

 化事業費補助金】
 　補助金により実施した事業の実績を把握すること。

 【若手後継者育成事業費補助金】
　平成19年度より商工会一般事業費補助金へ統合されたことは評価できる。

市内中小企業者の大半は小規模零細企業であり、
企業の経営状況は依然厳しい状況にあり、商工会と
連携を図る中で小規模事業者の経営の改善を支援
し、経営基盤の強化を図る必要がある。市内産業の
発展・振興を図るためには、商工会の果たす役割は
重要であることから引き続き支援していく。 また、
補助事業の目的、目標を明確に定めた上で、総会資
料や補助金の監査時に事業内容の効果について報告
を受け、適切な評価の方法について検討していく。

［74］
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309
中小企業資
金融資事業

産
業
支
援
課

H20 -

 〔目的〕
　市内中小企業者の健全な発展及び
近代化を推進し商工業の振興を図

 る。
 〔手段〕

　市内中小企業者が金融機関から融
資を受ける際、市が市内の金融機関
に対し、保証協会を介した損失補償を
することで円滑な融資を促進するとと
もに、融資利用者に対し利子額の一
部を助成する。

高 高 低 高 B

　平成１９年１０月以降の責任
共有制度導入に伴い融資制度
の見直しを行ったが、市内中小
企業者・起業家への融資制度
の更なる周知を図るとともに、
現下の経済状況や市内中小企
業者等のニーズを的確に捉え、
より利用しやすい制度となるよ
う見直しを図っていく必要があ
る。

検討･
見直し

①②市ホームページや越谷市産
業情報ネットワーク(ｉｉネット)等の
有効利用に努め、市内中小企業
者・起業家への制度融資の更な
る周知や積極的な情報提供を図
るとともに、利用者の利便性・財
源等を考慮し、金融機関・保証協
会との連携を図りながら、制度の
見直しを検討していく。

23 Ｂ

　市内中小企業者が融資制度を利用して事業資金を調達する場合に、その経費負担低減策とし
て融資に係る利子の一部を補填する事業であり、昨今の厳しい経済状況の中で、市内中小企業
の事業の安定と発展、さらには市内商工業全体の振興を図るために重要な事業であり、必要性は
高い。
　自治体が行う制度融資については、発生件数は少ないものの悪用される事例も見られる中に
あって、現地調査を実施している点については、不正利用防止の観点から評価できる。今後も職
員の能力向上に努め、低コストで実施できるよう取り組まれたい。
　融資実績件数については、年度当初の目標値に対して実績値がその約1/4程度に留まっている
状態が数年来続いている。市内事業所数から見ても利用件数が少ないと言わざるを得ない。昨今
の経済状況からすれば企業側の資金需要は高まっているはずであり、そのような環境下で利用が
増加しないということは、制度融資の制度設計に問題があるのではないか。課題として認識してい
るとおり、市内中小企業者等のニーズ把握を実施するとともに、近隣自治体を含め国内の先進事
例を参考にしながら、利便性の高い制度となるように見直しを図ることが必要である。
　制度融資の積極的な周知も必要であるが、企業にとって魅力がある制度でなければ、どんなに
周知をしても利用増加は望めない。金融機関や信用保証協会との連携を強化し、早急な対応策を
講じることが急務である。
　なお、制度融資利用企業が返済不能に陥り、信用保証協会が金融機関に対して代位弁済を
行った場合、市側では損失補償金が発生する。こうしたリスクを回避するためには、様々な中小企
業支援策の実施によって、中小企業の経営体質を強化していくことが必要である。社会情勢や経
済情勢を注視し、時代の要請と企業ニーズに応じた支援施策を、柔軟かつ迅速に展開されること
に努められたい。

【小口資金利子補給金、中口資金利子補給金、起業家育成資金利子補給金】
　(内部評価：継続）（外部評価：継続）
　昨今の経済情勢等を鑑みれば、制度融資を利用する中小企業者の経費負担を低減する取り組
みは必要である。現状、企業からの申請に基づき利子補給を行っているため、申請の失念によっ
て不利益を被る企業が生じない制度運用に努められたい。なお、企業側の経費負担低減だけでは
なく、事務負担の低減も図れる利子補給制度の設計を検討されたい。

※平成２３年度外部評価を受けた対応等については、同
年度内に整理予定

310

就職支援パ
ソコンセミ
ナー事業
(緊急雇用
創出基金事
業）

産
業
支
援
課

H21 H23

 〔目的〕
　就職活動を実施するにあたり、情報
化時代に対応したパソコン操作技能
の習得を図ることによる就職支援を行
う。また、セミナーを実施するにあたり

 失業者を雇用し実施する。
 〔手段〕

　埼玉県緊急雇用創出基金市町村補
助事業を活用し、民間等委託によりセ
ミナーを実施する。

高 低 高 高 B

　平成２３年度までの県の補助
事業を活用し実施するものであ
り、実施基準等を遵守し行って
いく。

終了
(平成
23年
度)

①②平成２３年度までの補助事
業を活用し、実施していく。セミ
ナーの開催にあたっては、定員
枠の確保が図れるよう周知を行
う。

311

消費者動向
 調査事業

（緊急雇用
創出基金事
業）

産
業
支
援
課

S49 -

 〔目的〕
　消費者の動向・意識を分析し、今後
の本市商業の振興・指導・育成の指

 針とするため実施
 〔手段〕

　住民基本台帳より男女2,000人を抽
出し、無記名によるアンケート調査を
実施

高 高 低 低 B

　昭和49年度に第１回の調査を
実施して以来、3年ごとに実施。
実施年度においては、タイム
リーな質問事項を考える必要が
ある。また、調査結果に基づ
き、今後の商業施策に活用す
るとともに、商業者の経営資料
として利用いただくことが重要で
ある。

検討･
見直し

①②次回調査時（H25年）におい
ては、その時々の商業環境を踏
まえ質問事項の見直しを行い、
今後の商業施策の指針となるよ
う努める。

312
水田保全花
園整備事業

農
業
振
興
課

S62 -

〔目的〕
　休耕田を集団化することにより水田
の持つ遊水機能を確保し、雨水の新
方川への急激な流入を防ぐとともに、
休耕田の地力を維持しつつ、市民の
憩いの場を整備する。
〔手段〕
　地元の権利者等で組織された大吉
水田保全花園組合に事業を委託し、
①　地域防災空間の確保　②　農地
の保全・活用　③　景観農地の整備を
目的に、吉地区約8.7ｈａの休耕田をコ
スモス等の花園として整備する。

高 低 高 高 B

　播種時期にまとまった雨が降
ると、遊水機能は発揮される
が、まいた種が育たないなど、

 開花に影響がある。
農地保全と遊水機能の確保が
目的の事業であるが、市民から
は花園としての期待が大きいの
が現状である。農地の保全とし
ての目的は達成されているもの
の、農地本来の機能である食
料生産基盤としては機能してい
ない。

検討･
見直し

①本事業が、事業地域における
集落営農に結びつくよう、現在の
地権者との使用貸借期間が終了
するH23年度をもって花園事業を
終了し、集団農地を継続的に営
農可能な担い手に貸し出す農地
利用集積事業に変更する。その
ために必要な圃場・水路整備を
H24より本格実施する準備とし
て、H23に測量・設計委託料を計

 上した。
②圃場整備が終了したのち、集
団化された優良農地を継続的に
営農活動を行なえる担い手に耕
作していただき、農地本来の食料
生産基盤として機能させることに
より、産地形成、担い手の育成、
食料自給率向上の一助とする。

21 Ｂ

　過去の経緯から見ても、保水管理の継続性は認められる。また、景観、遊水機能の確保等の目
 的も理解できるものである。

　今後は、当該区域の地権者の相続等による世代交代を見越し、市民と事業継続に関する意見
交換を重ね、将来に向けての対策案を検討すべきである。

●

　地権者との使用貸借期間が終了する平成23年度で花園
事業を終了する。
　また、耕作可能な農地として復元すべく、圃場・水路の整
備を平成２４年度から行う。整備終了後、「農地利用集積
円滑化事業」により、集団化された農地を一括して継続的
に営農可能な担い手に貸し出し、農地の保全と有効活用
を図る。

［75］
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A 事業内容は適切である
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313
市民農園整
備事業

農
業
振
興
課

H4 -

〔目的〕
　都市化の進展により自然や身近な
緑地が減少し、市民が直接土に親し
む機会が少なくなっていることから、
農作物の栽培を通して自然に触れ合
うとともに、農業に対する理解を深め
ることを目的に市民農園貸付制度を

 実施する。
〔手段〕
　土地所有者から農地を借り受け農
園利用者を募集し貸付をする。貸付
期間１年間、但し、最長５年間利用可
能。1区画は20～40㎡で、利用料を徴
収（市街化区域5,000円/年、市街化
調整区域2,000円/年）

高 低 高 高 B

　利用率は概ね１００％を維持
しており、新規利用申し込み数
は常に定員を上回るなど、需要
の高い事業であり、楽農の形成
に寄与できている。しかし、一部
利用者内に貸付条件を遵守し
ないものがおり、近隣住民等か
らの苦情があるため、利用マ
ナーの向上に努めるよう、貸付
条件の啓発を強めていく必要
がある。また、市の開設してい
る市民農園の約8割は市街化
区域内にあり、市民が農業に親
しみやすいという点では効果的
であるが、越谷市が目指す農
業振興地域の農用地の保全や
有効活用、農業経営者の育
成、都市農業の展開等には結
びついていない。

検討･
見直し

①第2次越谷市都市農業推進基
本計画に基づき、平成23年度よ
り、事業を「農業体験支援事業」
と改めた。レクリエーションの域を
超え、利用者が農業への理解を
深め、市民が農業を支える仕組
みづくりに繋がるよう、また、農業
経営の安定化に繋がるよう市民
農園整備の方向性を検討してい

 く。
②農業経営の安定化、優良な農
地の保全や有効活用、農業後継
者の育成に繋がるよう、農業者
や農業法人による体験農園の開
業・拡充を支援していく。

17 Ｂ
　農地の遊休化が進む他方で、家庭菜園を望む住民が増加することも予見される。遊休農地の所
有者と家庭菜園の希望者との出会い場をつくるなど、潜在的な借り受け農園利用者の発掘と、遊
休農地の積極的活用をさらに進めることを願う。

　農業者や農業法人により展開される市民農園や体験農
園は、市民の農業への理解の促進や優良農地の保全に
役立ち、農業者の農業経営の安定化にも繋がる。このよう
な農業者等による市民農園と市の市民農園のあり方や役
割を整理し、本市の農業振興や地域振興に寄与する市民
農園の開業・拡大を支援していく。

314
農業技術研
究事業

農
業
振
興
課

H10 -

 〔目的〕
　農業者に対し、都市化と調和した安
定的で効率的な農業経営を支援す

 る。
 〔手段〕

　農業技術センターにおける養液栽培
の実証試験、バイオテクノロジーによ
る優良苗の作出、土壌・堆肥・養液の
分析等の各種試験研究により、蓄積
された技術や情報を農業者に提供す
ると共に、栽培や土作りの指導を行
う。また、農業者を対象とした講習会
等の開催や農業者と消費者の交流を
図るべく体験学習の開催、施設見学
の実習を行う。

高 高 高 高 B

　平成２２年度に新規事業とし
て都市型農業経営者育成支援
事業を実施し、養液栽培業務
の一部を民間に委託した。この
事業の進捗の中で、従来の継
続事業との連携等の新たな課
題が浮上し、これらの課題の改
善に向けた取り組みと他の業
務の委託化についても検討して
いく必要がある。

検討･
見直し

①②農業技術センターの更なる
有効活用を図る中で、単に研究
施設としてではなく、担い手の育
成や求められる農業振興施策の
展開と連携できるよう、継続事業
である実証試験・研究、バイオテ
クノロジーによる優良苗の作出、
土壌分析等の各業務について、
外部委託化を検討する。

18 Ｃ

　越谷市の農業産業維持発展のためには、重要な事業である。事業の実施に、正規職員が７名配
置されており、５～７年で人事ローテーションしている。事業内容が高度に専門的である中で、職員
が入れ替わることは、事業運営上非効率な面もある。市としての企画的業務を正規職員に残し、
専門的研究業務は、農業団体連合会や農業協同組合とも協力し委託化または、大学等と共同研
究するなどの検討を求める。

●
　業務内容の一部を見直し、都市型農業経営者育成支援
事業をＪＡ越谷市に委託した。その結果、人事異動が生じ
る正規職員数を縮小し、業務の効率化が図れた。

315
かんがい排
水整備事業

農
業
振
興
課

- -

 〔目的〕
　農業生産の基礎となる水利条件を
整備し、水利用の安定と合理化を図

 る。
 〔手段〕

　農業用用排水施設（用排水機場、用
排水路、樋門樋管、堰等）の新設や再
編整理を行う。

高 高 低 高 B

　既存の施設が、老朽化や破
損により改修の必要箇所が増
加している。しかし、補助金等
の財源確保が難しく、整備の進
捗率が上がらない。整備手法
やコスト面を再検討し、整備計
画の見直しを図る必要がある。

検討･
見直し

①新規整備事業費の確保。発注
 時のトータルコストの検討

②整備計画の見直しと、資金計
画の策定及び確保

23 Ｂ

　農業用用排水施設の新設･再編など、農業生産の基礎となる水利条件を整備し、水利用の安定
と合理化を図る事業である。
　農業用用排水施設は、農業生産を行う上で欠かすことの出来ないインフラであるとともに、近年
多発する｢ゲリラ豪雨｣などに対する浸水対策においても重要な施設である
　特に農業については、TPP(環太平洋戦略的経済連携協定)参加への是非が検討される中に
あって、その結論如何に関わらず、安全･安心な農産物の供給や高い労働生産性などを具備し
た、強い農業生産体制を構築することが求められており、それらを支える事業の一部として、必要
性も認められる。
　しかしながら、国･地方共に厳しい財政状況の下、新たな設備の整備や、老朽化した設備の改修
などに要する経費を継続的に確保していくことが難しくなっており、より一層の効率的な事業推進
が求められる。
　そのためには、今後の農地のあり方について早期に計画を策定し、守るべき水田を明確化する
ことが必要である。その上で、新規整備計画や既存設備の改修計画を策定し、計画に基づく事業
実施の優先付け、計画の進捗状況管理などを徹底して行う事が重要である。
　また、施設の維持管理については、アセットマネジメントの考え方を導入し、ライフサイクルコスト
の低減を図ると共に、改修や更新計画が将来にわたって引き継がれるよう工夫されたい。
　なお、事務事業評価表の｢減価償却費｣の欄に金額の記載がなされていない。減価償却費につ
いて適正に把握されているか再度検証を行い、不備等があるならば、早急に改善されたい。
　成果指標については、事業の進捗状況とともに、整備による農業生産向上の観点や、農業生産
者の満足度の観点から指標を立て、農業生産者を含む市民全体に対して、本事業の成果をPRし
ていくことを提案したい。
　今年度よりスタートした｢第2次越谷市都市農業推進基本計画｣の実施については、これまでの取
り組みを改めて総括した上で推進し、より実効性のある計画となるよう、努められたい。

※平成２３年度外部評価を受けた対応等については、同
年度内に整理予定

［76］



          8.総合評価

A 事業内容は適切である
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D 事業の休・廃止を含めた検討が必要
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316
末田・須賀
堰整備事業

農
業
振
興
課

H7 H23

 〔目的〕
　老朽化した末田須賀堰（右岸：煉瓦
造Ｍ３８年、左岸：鉄筋コンクリート造
Ｔ１５年）を改修し、用水の安定供給を
図るとともに、操作性を向上させ水防

 等への臨機な対応を図る。
 〔手段〕

　埼玉合口二期事業（用水・治水・上
水）の中で堰の改築（水資源機構施
工）行った。この工事に要した費用（借
入金、費用負担：県、元荒川土地改良
区、関係市町）の内、越谷市分償還負
担金

高 高 高 高 A

　建設に要した費用はの借入
金は、平成7年度から平成23年
度まで、元利均等年賦として適
切に執行されている。

終了
(平成
23年
度)

 ①平成23年度で終了
②最終償還は平成23年度

16 Ｂ 　低利の市債の借り入れも含め、繰上げ償還を早急に検討していただきたい。 ●
　末田・須賀堰に要した借入金の償還は、平成23年度で
終了する。

317
土地改良事
業

農
業
振
興
課

- -

 〔目的〕
　生産性の向上および地域環境の改
善を図るため、県や土地改良区などと
連携を取りながら、土地改良事業の

 推進と効率的な運営を行う。
 〔手段〕

　土地改良事業の適切かつ効率的な
運営や農業施設の管理運営及び用
水確保に関する費用負担などの負担
金の拠出、土地改良事業を行う団体
に対する事業費の補助を行う。

高 高 高 高 A

　農地に水を供給する「かんが
い事業」は、広域・複数の土地
改良区や県・他市などと連携を
図る必要がある。協議会等を通
して、農業用水の確保や水資
源の有効利用を努めなければ
ならない。

現状
維持

①②広域・複数の土地改良区や
県・他市と密に連携をとり、水資
源の有効利用に努めていく。適
正化事業の拡充に努め、施設の
効果的な維持管理に努めていく。
また、農業水利施設の必要性や
重要性を広く市民に周知していく

 よう努める。

22 Ｂ

　生産性の向上と地域環境の改善を図るため、土地改良事業に要する経費に対し、土地改良事
業を行う団体に、土地改良事業補助規定により予算の範囲内で補助金を交付する事業である。
　事業の目的自体は有意義なものであり、必要な事業といえるが、農業を取り巻く社会環境の変
化を考慮し、補助が適切な額であるか、随時チェックをされたい。また、昭和31年4月26日の土地
改良事業補助規程施行開始以来多年が経過しており、土地改良事業の適切かつ効果的な運営
に本制度が果たしている役割について、一旦総括されたい。その上で、今後の土地改良事業の負
担のあり方を含めて抜本的に検討されたい。
　補助対象者が農業関係団体に限られるため、補助金がどのように使われ、いかに役立っている
のかを農業者でない市民にも説明できるよう客観化する取り組みが必要である。
  以下「環境経済部事業概要書」の４．事業内容より、当該補助金の問題点を列挙する。
・土地改良団体連合会については、補助金により市の農業に対しどのような利益があるのか具体
的な記述が無い。
・春日部土地改良推進協議会については、補助金を活用してどのような事業を実施するのか具体
的な記述が無い。
・古利根堰連絡協議会については、古利根堰の円滑な管理運営ためにどのように補助金が使わ
れているのか記述が無い。
・南部葛西用水三市連絡協議会については、葛西用水路の管理方法の調整に関する事項を協議
するためどのように補助金が使われるのか記述が無い。
・見沼代用水協力協議会については、見沼代用水路の清浄化と維持管理のためにどのように補
助金が使われるのか記述が無い。
・末田大用水改修促進協議会については、水路改修工事が20年度に完了したとのことだが、事業
量や事業費と、工事に対する振り返りの記述が見当たらない。
・県土地改良県営部会については、どのように県に協力しているのか具体的な記述が無い。

【小土地改良事業費補助金】（内部評価：継続）（外部評価：継続）
　小土地改良事業費補助金は、昭和31年4月26日に制度化されてから多年にわたり土地改良関
連団体に補助されてきたもので、補助金額が非常に少額であるために、補助事業の申請・報告等
の諸手続きにかかる人件費等の方がかえって高くついてしまうのではないかと思われるメニューも
散見される。しかし、負担金として近隣自治体と同様に拠出している補助金であり、当面継続せざ
るを得ない状況である。そうであるとしても、補助金申請書、事業実施報告書、支出の証憑類、補
助団体の運営状況などを厳しくチェックし、当該補助金が本市の土地改良事業、農業の生産性向
上にどのように貢献しているか等について総括、整理し、市民に分かりやすく説明していただきた
い。

　農業施設の維持・運用については、広域的な取組みが
必要なこと、農業や農業用水が農産物の生産の場のみな
らず生き物や環境、文化や教育を育む等の多面的機能が
あることを幅広く市民に伝え、農業水利施設の維持管理の
重要性についての理解向上に努めていく。
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318
農産物生産
奨励事業

農
業
振
興
課

S38 -

 〔目的〕
　高品質な農産物の生産を目指し、地
場野菜産地育成などの各種奨励事業

 による支援を行う。
 〔手段〕

　農業近代化資金・農業経営基盤強
化資金融資に対する利子補給及び地
場野菜等産地育成事業に対する補
助、特産物生産奨励助成金の交付を
行う。

低 高 高 高 B

　高齢化や後継者不足により、
設備投資を図る農業者が減少
しているため、当該制度の活用

 状況も減少傾向にある。
　しかし、平成21年12月の農業
経営基盤強化促進法の改正に
より、農地利用集積円滑化事
業が創設され、第２次越谷市都
市農業推進基本計画において
も、農地の利用集積によって農
作業の効率化、農業経営の安
定化を目指す意欲ある担い手
への支援を図ることを重要な施
策と位置づけている。その中
で、経営耕地面積の拡大に伴う
設備投資に係る支援や、地場
産野菜の産地育成、特産物生
産に対する支援は重要なことで
ある。

検討･
見直し

①農業委員会、越谷市農業協同
組合等の関係団体との連携を強
め、認定農業者を中心として意欲
ある担い手への農地の利用集積

 を積極的に進める。
　その中で、農地の利用集積を
進める農業者に対して制度資金

 活用を促し、支援を行っていく。
②農地利用集積円滑化事業の
実施に向けて、農業委員会や越
谷市農業協同組合と連携し、農
地利用集積円滑化団体の設立
準備を進めていく。

18 Ｂ

　農業世帯の高齢化により、大規模な融資案件は減少する傾向にある。事業の実態として、職員
が農業現場や、研究会等へ立会い農業指導を行っている。これを事業として明記する必要があ
る。農業団体連合会や農業協同組合等との連携を通じて農業者のニーズを把握し、都市型農業と
しての経営改革支援への転換を検討することを望む。活動結果指標については、目標を明確に定
め計画的に事業推進していただきたい。

　農業環境の変化に対応するため、新品種の栽培や新た
な栽培方法について埼玉県春日部農林センターと連携し
地場農産物の拡大・拡充に努める。
　農業経営の近代化や効率化を図るため、農業機械の購
入や施設整備の拡充に必要な借入金に対し利子補給を
行い、意欲的に取り組む農業者を支援する。

319
農業技術セ
ンター施設
管理事業

農
業
振
興
課

H10 -

 〔目的〕
　栽培や農業経営に関する技術や情
報を農業者に提供するため、また、都
市型農業の拠点施設として農業者及
び担い手の候補者が有効に活用でき
るよう、試験温室や分析機器などの

 施設の維持管理を行う。
 〔手段〕

　施設や設備等が経年変化とともに
劣化・故障等の頻度が高くなり、本来
の機能を発揮し農業者及び担い手の
二ーズに対応できるよう計画的なメン
テナンスを行う。

高 高 高 高 B

　施設の機能を十分発揮し、事
業の円滑な進捗を図るために
は、設備等の大規模修繕やリ
ニューアルが必要となってきて
いるが、財政的な面で計画通り
の修繕ができず、財源の確保
が課題となっている。

検討･
見直し

①農業技術センター事業の見直
しの一環として、平成２２年度に
事業の一部を委託化による事業
（都市型農業経営者育成支援事
業）を実施し、温室棟等を活用し
たいちご栽培や観光農園経営の
研修・訓練を行っており、従来の
事業と併せこの事業が円滑に推
進できるよう施設改修を行ってい

 く。
②試験栽培や土壌等の各種分
析、情報提供等の従来のセン
ター事業の更なる推進と都市型
農業経営者育成支援事業の定
着化を図り、新たな都市型農業
の推進拠点としての役割を位置
付けていく。

19 Ｂ

　経年変化とともに、施設や設備のメンテナンスが必要とのことであるが、都市型農業のオープン
ラボ（農業者の意見を反映した、開かれた研究施設）としての農業技術センターの存在意義を再確
認し、それに従った修繕計画を作成することが必要であろう。
　ユニークなセンターであり、食育、環境、農業振興の問題解決や指導に取り組んでいただきた
い。

　農業研究及び研修施設として、農業者の生産活動に関
与する施設・設備のメンテナンスや、都市農業の推進拠点
としての機能を十分発揮するために必要な施設管理を優
先的に進め、多くの市民に安全・快適に利用されるよう施
設を適正に維持管理する。

320
農政審議会
運営事業

農
業
振
興
課

S46 -

 〔目的〕
　農業政策における重要事項につい
て、市長の諮問に応じて越谷市農政
審議会を開催し、農政に関する必要
な事項を調査及び審議し、答申を行

 う。
 〔手段〕

　農用地区域の除外に関して審議し、
 答申を行う。

　都市農業推進基本計画、農業経営
基盤の強化の促進に関する基本構想
等の農業政策に関する事項について
審議し、答申を行う。

高 高 高 高 B

　昨年度は、年２回（６月、１２
月）に受け付けている農用地区
域からの除外に関するものの
ほか、農業経営基盤の強化の
促進に関する基本的な構想の
見直しや第２次越谷市都市農
業推進基本計画の策定に関す

 る審議を行った。
　農用地区域からの除外につ
いては、守るべき優良農地区域
の明確化に向けて、農用地区
域の土地利用計画などに関し
て諮問を行う仕組みの検討が
必要である。

検討･
見直し

①②守るべき優良農地の明確化
に向け、積極的な意見交換を図
るとともに、農用地区域の土地利
用計画や農業施策について諮問
を行う。

321
農業施設維
持管理事業

農
業
振
興
課

- -

 〔目的〕
　①農業生産基盤となる水路等農用
施設の維持管理を行い農業用水の安

 定供給を図る。
　②広域的農用施設（古利根堰、末田
須賀堰、水利権等）の適正な管理を

 確保する。
 〔手段〕

　①用排水路等の修繕、草刈や浚渫
等の委託、ポンプや電気設備の点検

 業務
　②維持管理費について関係土地改
良区、関係市町で応分の拠出を行う
（負担金）。

高 高 高 高 B

　農業従事者の高齢化や担い
手不足から、地元で施設等の
維持管理が困難となってきてお
り、除草や浚渫等の市への要
望が増えつつあり、その結果と
して年々事業費が増える傾向
にある。

検討･
見直し

①②施設の定期管理により、機
能の維持を図る。新たな補修方
法や管理方法を探り、施設の延
命化をし、トータルコストの削減に
つなげていく。

21 Ｂ

　農業用水安定供給の目的において、施設維持管理は重要である。ただし、現行の委託料がコス
 トとして妥当であるか検証の必要がある。

　また、修繕費の執行については、管理台帳を参照して修繕計画を立てる等、今後もこまめな管理
 を継続していただきたい。

　受益者負担については、地域内の住居地進出もあり、複雑な状況となっていることを考慮し、導
入の是非について再検討の余地があると思われる。

　農業生産の安定や農業用水の安定供給のため、農業用
用排水施設の適正な維持、修繕を行う。
　国営事業や県営事業等により造成された施設に対し、維
持管理費を関係市町村や土地改良区で公正に負担する。
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322
農業従事・
後継者育成
事業

農
業
振
興
課

- -

 〔目的〕
　農業を支える農業関係団体や担い
手がより一層効果的な活動ができる
よう、農業者相互の情報交換・技術向
上を図るとともに、農業後継者の確

 保・育成について支援する。
 〔手段〕

　各団体が実施する農産物のPR活動
をはじめとした越谷市の農業振興に
係る活動に対して、補助金を交付し助
成する。

高 高 高 高 B

　越谷市農業団体連合会、越
谷市ｸﾞﾘｰﾝｸﾗﾌﾞ、越谷市農協女
性部の各団体がより積極的か
つ効果的に活動できるよう、平
成23年度からは補助金の交付
先を「担い手協議会」に一本化
し、より意欲的に取り組む事業
を支援していく体制の整備を
図っている。今後は各団体の取
り組みを精査し、より効率的な
補助を行なえるように事業を整
備していく必要がある。

検討･
見直し

①積極的かつ効果的な事業補助
を行なうため、各団体が行なう事
業について取りまとめや評価を

 行なう体制を整える。
②認定農業者や農業法人（農業
生産法人含む）、農業従事後継
者の育成に取り組む。

19 Ｂ

　農業関係団体育成支援のためいくつかの補助金が支出されているが、支援の一貫性確保のた
 め農政課が事務を取り扱っている。

　中には、収入が補助金主体の団体もあり、運営や事業展開に当たり、補助金に依存しがちにな
 らないよう将来、自立に向けた取り組みや実施した事業の成果の把握もお願いしたい。

 【越谷市農業団体連合会補助金】
　会員相互の連携を取りながら、関係団体とも協議し、地産地消を推進するなど、そ菜、花卉、稲
作、畜産の各部会の活動は見るべきものがある。行政として農業関係団体の育成支援を通し、後

 継者育成に積極的な働きかけを行ってほしい。
 【農業後継者等育成費補助金】

　越谷市グリーンクラブと越谷市農協女性部への補助金であるが、両者とも農協との係わりが強
く、JA越谷市からの補助金も受けている。事業活動も見るべきものがあり、越谷市の農業発展や
地産地消活動にも寄与しており、地域農業の担い手である後継者育成のためにも、行政の支援は

 必要と思われる。
 【２１世紀・越谷塾補助金】

　２１世紀越谷塾は、農業関係団体の代表者で構成されているが、そのメリットが充分生かされて
 いると思えない。

取り組んでいる事業も２１世紀越谷塾が取り組むべき事業とは思えず、「越谷市農業農村活性化
推進機構の設置及び運営に関する要領」の目的に示されている「農業農村の活性化」に寄与する
事業の実施を再考していただきたい。

●

　農業者の自主的な活動を促進し、より効果的に農業団
体への支援が行えるよう組織の再編を実施。21世紀・越
谷塾を越谷市農業担い手育成総合支援協議会に統合し
た。

323

農業・農村
支援ネット
ワークづくり
事業

農
業
振
興
課

H20 -

 〔目的〕
　市民が農業・農村にふれあい、交流
することにより、農業に対する理解を
深め、市民全体で農業と農村を支え
る仕組みづくりを進める。また、越谷
市の地理的特性や農村の持つ多面
的機能を活かしたまちづくりを進め

 る。
 〔手段〕

　地区コミュニティ推進協議会が実施
する農業関係事業を農業者、農業関
係団体、地域の各種団体が参加し、
活動を行なう。その事業に対して補助
金を交付し、助成する。

高 高 高 高 A

　平成22年度で事業を終了した
出羽地区、大相模地区につい
ては、この事業への取り組みを
通じて、地域農業を支援しよう
とする機運が高まり、地区コミュ
ニティ推進協議会において農業
部会が設立されるに至った。こ
れにより、今後も、地域におけ
る農業・農村支援のネットワー
クづくりが継続されることが期
待される。同様に、今年度事業
が終了する大袋地区について
も、事業終了後も活動を継続で
きる仕組みづくりを推進するとと
もに、来年度以降新たな地区で
の事業開始に向け、地区との
調整を進めていく必要がある。

現状
維持

①農業者と地域住民との交流を
通じて、地域農業に対する理解を
深めていくため、地区コミュニティ
推進協議会の農業関係の活動と
連携しながら事業を推進してい

 く。
②農用地区域のある地域に農
業・農村支援ネットワークづくり事
業を定着させるため、地区との連
携を深める。

22 Ｂ

　市民が農業・農家と交流することにより、農業に対する理解を深め、市民全体で農業と農村を支
える仕組みづくりを進め、農地を保全し、越谷市の地理的特性や農村の持つ多面的機能を活かし
たまちづくりを進める事業である。
　越谷市農業振興関係団体補助金等交付要綱に基づき、農業者、農業関係団体、地域の各種団
体が参加して地区コミュニティ推進協議会が実施する農業関係事業に対して助成金を交付する。

【農業・農村支援ネットワークづくり助成金】（内部評価：継続）（外部評価：終期設定）
　本助成金については、現代の農業・農家・農地を守っていく上で事業の必要性が認められるが、
市民と農業・農家との交流事業は地元観光協会やＪＡでも実施しており、また、自治会、NPO等地
域団体、市民活動団体との協働事業として地域活動推進担当部署でも支援可能なため、地域活
動推進担当との連携を一層強化して、助成金の効果を高めるよう取り組まれたい。
　助成金の一地区当たりの交付期限は3年間と決まっているが、助成金の趣旨は、あくまで「農業・
農村支援ネットワーク構築のきっかけづくり」である。このため、モデル地区において地域住民が農
業と農村を支える仕組みを構築している中で、当初予定どおり平成26年度を本助成金交付の終期
として設定し、本事業を終了されたい。また、今年度で助成金の交付が終了する出羽地区・大相模
地区においては、投入した助成金に見合う成果が出ているか早急に検討し、それを好事例として
全市に広報するとともに、その取組みを他地区に拡大できるよう担当課として努力されたい。
　助成金の交付が終わった後のことを考えれば、単純に助成金を交付するだけではなく、事業の
成果を検証し、最も成果の上がった取り組みに対して表彰する等、活動継続に向けたモチベーショ
ンを喚起してその取り組みを全市に広げるような方法も検討されたい。

　持続的に農業が行われる環境づくりを維持・継続していく
ため、市民が地域の農業を理解し、農業を支える仕組み
作りのきっかけとして、地域住民と農業者との交流により
行われる農業用用排水路の清掃や農地を活用する取組
を支援する。事業が終了した地区への活動支援を検討す
る。

324
水田農業振
興対策事業

農
業
振
興
課

H16 -

 〔目的〕
　地域に即した水田農業の推進を図
るとともに、米の計画的生産が実施さ
れるよう生産数量目標の配分や達成
状況の確認などをJA越谷市と連携協
力して実施する。また、地産地消や食
育の推進を図るため、学校給食に地
場産米の導入を促進するなど、必要
な数量確保に努め、普及啓発に努め

 る。
 〔手段〕

　米の生産調整に関する事務や学校
給食米の数量確保・集荷体制を構築
していくことに対して支援を行う。その
事業を行う、越谷市地域水田農業推
進協議会・ＪＡ越谷市に対して助成す
る。

高 高 高 高 A

　意欲ある担い手が効率的に
農地を利活用できる仕組みづく
りを構築し、地域の特性を生か
した水田農業が行なえるよう効
果的な施策を展開する必要が
ある。

現状
維持

①需要に応じた米づくりの推進や
効率的な水田の利活用など安定
的な農業経営が展開できるよう
な体制の構築を目指す。また、さ
らなる地産地消の推進を図るた
め、学校給食米を全量地場産米
にすることを目標とし、関係機関
と連携しながら、使用量の増加な

 どを検討する。
②米粉用米等の利活用の検討
や稲作以外で水田を活用して生
産できる農産物の研究に努め、
併せてこれらを原料とした加工品
開発や観光農園促進などに取り
組む。

［79］
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325
農林漁業資
金融資補助
事業

農
業
振
興
課

- H26

 〔目的〕
　農業生産力の維持増進及び食料の
安定供給を確保するため、農林漁業
資金融資事業により農業基盤整備や
生活環境整備を行った農業者へ、そ

 の償還に対する補助を行う。
 〔手段〕

　償還金の補助

高 高 低 高 A 　計画的に償還されている。
現状
維持

①平成24年度償還金額
 4,858,190円

②最終償還は平成26年度

326
都市農業推
進事業

農
業
振
興
課

H21 -

 〔目的〕
　農産物価格の低迷や農業者の高齢
化や農業従事者の減少、それに伴う
耕作放棄地の増加が懸念されるな
ど、農業を取り巻く環境が厳しい状況
にある中、都市近郊に位置し、周囲に
大勢の消費者を抱えている本市の地
理的優位性を活かした地産地消の推
進を軸に高収益が期待できる都市型

 農業の展開を図る。
 〔手段〕

　業務委託により「第２次越谷市都市
農業推進基本計画」の策定を行ない、
各種農業施策を展開する。　また、地
産池消推進協議会の取組に対する支
援や、農業シンポジウムの開催をす
る。

高 高 高 高 A

　第４次総合振興計画策定に
合わせて見直しを行い、個々の
事業については、新たな体系の
中で実施していくものとする。
　第２次越谷市都市農業推進
基本計画に定められた持続的
に農業が行われる環境づくりを
すすめるため、首都近郊という
地理的優位性を生かした都市

 農業の展開を支援する。　
　農産物直売所「グリーンマル
シェ」　を拠点とした地産地消の

 推進に取り組む。
　農業に対する市民理解促進
のため、一般市民を対象とした
シンポジウムを定期的に開催
する。

現状
維持

①地場農産物の消費拡大に向
け、農商工連携事業に取り組ん

 でいく。
②農産物直売所「グリーンマル
シェ」を中心に地産地消を推進
し、新たな販路の開拓を目的とし
た地場農産物の展示商談会、異
業種交流会を図る。

327
農業環境衛
生改善事業

農
業
振
興
課

- -

 〔目的〕
　病害虫防除及び農業経営の改善を
図るため、防除を実施する農家団体
や農業共済組合が行う農作物損害防
止事業活動に要する経費を支援し、
農業生産力の向上や農業経営の安
定化を図る。また、市内の園芸用廃ビ
ニール（ポリエチレン・塩化ビニール）
を収集し、適正に処理する。

 〔手段〕
　病害虫防除を実施する農家団体や
農業共済組合、また、JA越谷市と連
携して、越谷市園芸用廃ビニール収
集処理運営協議会に対して補助金を
交付するなどの助成を行い、農業環
境改善等に繋がる活動を支援してい
る。

高 高 高 高 B

　都市部で農業経営を営む農
業者に対しては、環境や衛生
面で農地近隣住居者への配慮
の重要性を理解してもらう必要
がある。また、このような取組を
通して、地場産農産物に対する
理解やイメージを向上させるこ
とは重要であり、行政が支援・
指導を行う必要がある。

検討･
見直し

①②引き続き、病害虫防除や園
芸用廃ビニール適正処理に関す
る徹底周知を図り、都市部の農
業が近隣住民の生活と共存でき
るよう支援を行う。

20 Ｂ

　平成20年度より取り組まれている農政課の地区担当者制は、評価に値する。地区担当者と各地
域の農業組織団体との情報連携を一層強化し、市の農業の実態を把握し今後の農業施策のあり
方を検討するとともに、市民にも農業の重要性をご理解いただくための取組を進められることを望

 む。
 【園芸用廃ビニール収集処理運営協議会負担金】（内部評価：継続）（外部評価：継続）

　地区担当者と組織団体との情報連携によって、廃ビニールの不法処理ゼロ化を進める努力が必
 要である。

 【病害虫防除事業費補助金】（内部評価：継続）（外部評価：継続）
　地区担当者による各農家の実態把握と事業内容のさらなる広報を推進し、病害虫防除に参加す

 る農家の組織率向上が必要である。
 【埼玉東部農業共済組合補助金】（内部評価：継続）（外部評価：継続）

　農業育成上必要な制度であり、継続とする。

　安全・安心な農作物を提供できる農業、環境に配慮した
農業を推進するため、園芸用廃ビニールの再利用、農業
災害や病害虫などによる農作物への損害防止等の取り組
みに対する継続した支援を行う。

328
農道整備事
業

農
業
振
興
課

- -

 〔目的〕
 　生産性の高い農業を促進する。

 　地域の生活環境を改善する。
 〔手段〕

　農道の整備を行う。

高 高 低 高 B

　農業機械の大型化や農地の
集約化に向けて、農業基盤整
備の拡充及び費用対効果の検
証が必要

検討･
見直し

①②整備箇所及び費用対効果
 の検証

21 Ｃ

　整備対象とされる道路は、現在農道として位置付けされており、一般道とは別枠管理されてい
 る。

　農業政策としての事業の一環であることは理解できるが、農地が減少傾向にある現状では、他
の道路整備事業との統合に向けた見直しが必要である。市内の道路管理全体の枠組みの中で、
より効率的な運用を図られるよう検討されたい。

　農道は、農村地域において農業の用に供するために設
けられ、通行量の半分以上が農耕機やトラクターなど農業
用車両となることを主な条件に、土地改良法に基づき整備
される農業用道路である。生産性の高い農業の促進、農
村地域の住環境の向上を図るため、農用地における農業
用道路の基盤整備を計画的に行う。

［80］
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329
都市型農業
経営者育成
支援事業

農
業
振
興
課

H22 H26

 〔目的〕
　本市の農業で緊急課題となっている
後継者や担い手を育成するため、施
設園芸（観光農園等）経営に必要な栽
培技術や農業経営手法等の実習・訓

 練等を実施し、就農に導く。
 〔手段〕

　事業を着実に実施するため、業務を
ＪＡ越谷市に委託する中で、関係機関
との連携を強化する。

高 高 高 高 A

　平成２２年度からの新規事業
で、研修期間が２年間であるた
め、成果を出すまでには至って
いないが、今後は研修者の習
熟度の確認や就農計画の策定
を図る必要がある。なお、研修
課程は順調に進んでおり、観光
農園の拡大の可能性を実感す
ると共に、農業振興にとどまら
ず、他産業への波及効果も期
待できると感じている。

現状
維持

①事業の成果として、施設園芸
（観光農園等）での新規就農者が
誕生するよう、関係機関との協力

 により支援していく。
②事業の継続により、市内の農
業経営者の施設園芸（観光農園
等）への経営転換を促すほか、
商工産業との連携を推進してい
く。

23 Ｂ

　後継者や担い手の確保や育成、小規模農家の経営安定化を図るために、高い収益性が期待で
きる施設園芸の経営に必要な技術や知識の研修等を行い、経営転換を促すとともに新規就農者
を創出する事業として、5年間のモデル事業として、平成22年度よりスタートした事業である。
　本事業は、施設園芸の経営に必要となる農業生産技術や経営ノウハウなどについて、2年間の
研修･実習を通じて身につける事業であり、JA越谷市への委託により行われている。農業分野に
おける後継者や担い手の確保及び育成は、全国的な課題となっていることから、その成果が大い
に期待されている。
　したがって、事業の推進に当たっては、市としての将来的なビジョンを明らかにした上で、目的を
達成するための効率的な事業展開や、その進捗管理が重要である。
　本事業は委託により実施されている。埼玉県からの補助金を得ているものの、高額な設備投資
も行われていることから、委託に係る仕様書に基づき事業が適切に実施され、委託費用に見合っ
た役務が提供されているかどうか、委託先からの成果報告書に基づく現地調査の実施、委託費用
の妥当性検証等、監理監督を徹底して実施されたい。
　なお、委託先としてJA越谷市が選定されているが、昨今は農業関連のNPO法人も存在する。幅
広い情報収集の下、関連する機関との連携を図りながら、事業の推進に取り組むことが必要であ
る。
　研修終了後のフォローアップも重要である。起業支援や販路開拓などの支援体制についても、
事業目的の達成につながるよう、6次産業化なども念頭におきながら、必要な体制を整えることに
も注力されたい。
　研修者に対する月額15万円相当の手当支給については、市民目線で見た場合の公平性の観点
からも、研修者が研修終了後に、農業以外の業種に就業した場合における手当返還義務などを
盛り込むことを提案したい。
　そのほか、活動指標や成果指標について、適切な指標の設定が急務である。活動指標として観
光農園の来場者数を、成果指標として販売収入実績を設定することを提案するので、その妥当性
を早急に検討されたい。また、将来的な経済波及効果の算出についても取り組まれたい。
　なお、市民の理解や協力が得られる事業展開となるよう、モデル事業終了後のあり方について
早期に検討を開始されたい。また、農林水産省が若い世代の就農を支援する交付金制度を2012
年度に創設する方針を明らかにしている点を踏まえ、本事業での活用などについて調査研究に努
められたい。

※平成２３年度外部評価を受けた対応等については、同
年度内に整理予定

330
交通安全施
設整備事業

道
路
総
務
課

S37 -

 〔目的〕
　歩行者や自転車利用者等の安全確
保を図るとともに交通事故を未然に防

 止する。
 〔手段〕

　暗い交差点や見通しの悪い道路に
道路照明灯や道路反射鏡を設置す
る。

高 高 高 高 A
　歩行者や自転車利用者の安
全を確保し、交通事故を未然に
防止するために必要である。

現状
維持

①電気使用料について、契約状
況等を精査し、さらなる抑制を図

 る。
②道路照明灯管理システムの活
用により、道路照明灯の適正な
配置を行い、道路交通の安全性
の向上を図るとともに、二酸化炭
素排出量を削減するなど、地球

 環境の保全に努める。
※Ｈ２３年度より道路街路課から
道路総務課に移管となる。

19 Ｂ

　交通安全施設整備に対する市民の要望が多い状況で、限られた予算を調整し対応されている
点は評価できる。
　今後、年間１億円にのぼる電気代、及び電球交換等の保守にかかる経費がますます増大するこ
とが予想される中で、市としての優先順位を定め予算を配分することを求める。
　成果指標については、安全度の向上が評価できる指標とすることを望む。

　電気使用料については、契約状況等の精査と併せて、
使用電力の削減効果の高いランプへの交換を積極的に行
い、さらなる抑制を図る。
　増大する電球交換等の修繕費用や工事費用について
は、抑制した電気使用料を活用する等、効率的な予算の
運用に努める。
　また、道路照明灯管理システムを活用し、道路照明灯の
適正な配置を行い、道路交通の安全性の向上を図る。

331
交通安全応
急対策事業

道
路
総
務
課

S37 -

 〔目的〕
 　交通事故の防止を図る。

 〔手段〕
　交通事故発生箇所等に対し警察署
等と協議のうえ白線や看板、滑り止め
舗装等を施工する。

高 高 高 高 A

　誰もが安全に安心して利用い
ただけるよう、交通管理者であ
る警察と連携し、交通事故の防
止を図る事業である。

現状
維持

①区画線の設置、復旧等により、
 道路の安全性の向上を図る。

②越谷市道路交通環境安全推
進連絡会議をさらに充実させると
ともに、幅広く関係機関と調整を

 図り、安全対策に取り組む。
※Ｈ２３年度より道路街路課から
道路総務課に移管となる。

19 Ｂ

　警察等他関連機関と連携して、事業を推進されている点は評価できる。
　応急対応の結果を集約し、類似危険箇所については先手を打った対応をするなど、事故発生を
未然に防止するための計画的な事業推進を検討する余地がある。
　成果指標については、活動指標（標識等延長した長さ）ではなく、安全度の向上が評価できる指
標、例えば、交通事故件数の減少度等を設定すべき。

　越谷市道路交通環境安全推進連絡会議をさらに充実さ
せるとともに、幅広く関係機関と連携を図り、安全対策に
取り組む。
　また、集約した応急対応の結果や類似危険箇所につい
ては、課題箇所として当会議に諮り、事故発生の未然の防
止、道路の安全性の向上の対策に取り組む。

［81］
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332
道水路境界
管理事業

道
路
総
務
課

- -

 〔目的〕
　市が管理する道水路と境界が確定
していない地域については速やかに
境界線を確定していく。また、座標に
よる境界線が、確定している地域つい
ては、基準点の維持管理を行い、境
界点等の座標管理の充実を図る。さ
らに、道路内に存在する民有地の取

 得を行う。
 〔手段〕

　国・県等の補助事業による官民境界
線調査を行い、座標による境界線管
理区域の拡大を図る。

高 高 高 高 B

　地籍調査が完了した地区と未
実施地区との差や近隣市町と
の査定方法の違いにより、申請
者に負担が掛かってしまう。ま
た、地籍完了区域の座標を求
めるための基準点の維持管理
が難しくなってきている。

検討･
見直し

①都市再生地籍調査事業の進
 捗を図る。

②座標管理区域を拡大すること
で、境界査定における個人負担
等を掛けない境界線管理を目指
す。

22 Ｂ

　申請のあった土地に対し、官地と民地の境界を確定し、基準点の維持管理を行う事業である。官
民境界が未確定の場合、道水路整備など公共事業の円滑な実施の妨げとなる場合が多い。境界
争いを未然に防止し、公共事業の効率化を図るために必要な事業である。
　また、基準点や境界の座標値は、市役所における窓口事務を迅速かつ効率化する地理情報シ
ステムの基礎的なデータとなるため、その拡大を図ることが急務といえる。
　事業が未だ道半ばであり、今後とも境界確定率向上と境界点等の座標管理の充実を図られた
い。
　埼玉県国土調査推進協議会負担金については、それによって得られる利益と比較検討され、不
適切な額であれば見直しを協議されたい。
　測量業務を委託しているとのことであるが、調達手続が適切な方法かどうか、コスト面を含めて
検証を進められたい。

　地籍調査の進捗に伴い境界確認申請が減少してきてい
るが、市の管理する道水路との境界が確定していない地
域がまだ多数あり、それらの地域に関しては、境界確認申
請により境界の確定を行っている。また、地籍調査完了区
域内においては、不動産登記法の改正により、公共基準
点による測量による座標登記が求められており、その根拠
となる基準点の維持管理を今後とも行うことが必要であ
る。
　埼玉県国土推進協議会負担金については、地籍調査事
業を行うにあたり測量における技術取得や研修会に参加
による情報の取得等が重要と考えられることから、今後と
も引き続き参加をしていく。
　測量業務に関する委託の主なものは、地籍調査区域内
における境界標確認測量であり、座標申請に基づき境界
測量を行う測量で、期間的に早急に確認を行う必要がある
ことから、単価契約において委託業者を決定しておかなけ
れば対応が出来ないが、コストの縮減については検討をし
ていく。

333
道路管理シ
ステム事業

道
路
総
務
課

H8 -

 〔目的〕
　道路に関した情報データ整理を行
い、業務効果や行政サービスの向上

 を目指す。
 〔手段〕

　道路台帳図と道路境界線情報を関
連付けし、新たに取得した道路情報
データ等を整理し、効率的に入力処
理する。

高 高 高 高 B

　都市再生地籍調査事業の進
捗を図り、世界測地系に準拠し
た基準点による座標管理区域
を拡大する必要がある。また前
年度に調査した、都市再生地
籍調査完了区域の座標データ
の入力を、低コストで行うことが
課題である。

検討･
見直し

①座標による情報を活用しつつ、
 業務の効率化を図る。

②座標による登記を促進するた
め、基準点管理区域の拡大を図
る。

20 Ｃ

　越谷市道路管理システムとして、道路台帳管理、路線測量成果、道路工事、測量計算、基準点・
境界線などのシステムを構築している。システムに道路台帳現況平面図データ、官民境界線＋現
況道路録データ、道路中心線データなど膨大なデータを保守管理していく必要があり、データ保守
管理費だけで、年間数千万円のコストがかかっている。このコストに対する効果が明確になってお
らず、至急、効果を明確に算定し、事業のあり方を見直すべきである。将来の国のGIS化に備えた
ものとのことだが、地図データに互換性があるかについても懸念される。また、地図データ等につ
いては、民間で市販されているデータの活用も検討してほしい。

　複数のシステムが統合しているため、コストに対する効
果を即時に明確にすることは難しいが、各々のシステム毎
に整理を行い説明を行えるように今後検討する。また、シ
ステムのメーンである地籍事業等については、不動産登
記法の改正により座標値の表示が義務化されたことによ
り、基準点の管理と境界線座標値に関して必須であり、既
に適切管理してきた経緯からも事業を継続する必要があ
る。
　地図データについては、デジタル化された道路台帳をシ
ステムに搭載し、境界線データ等との接合を図るよう整理
する。
　市販されている地図データの活用については、道路台帳
や地籍事業の測量等データとの接合や販売等を考えると
縮尺の精度や著作権等があり難しい。
　データ保守管理費については、情報統計課と連携を強化
し、コストダウンに努める。

334
道路台帳整
備事業

道
路
総
務
課

- -

 〔目的〕
　道路法第28条により、道路管理者
はその管理する道路の台帳を調整
し、保管しなければならないとされて
おり、道路の構造・兼用工作物・占用
物件その他に関し、道路管理上の基

 礎的な事項の把握を目的とする。
 〔手段〕

　既存の道路台帳に対し、市道の認
定・廃止・区域変更等や道路改良等
により、整備された道路の台帳更新を
行う。

高 高 高 高 B

　道路台帳の基原図がマイラー
（ポリエステルシート）であり、こ
の老朽化している原図に対し、
地図等の更新処理を手作業に
て修正を行っていることから、
効率的に運用が図れていな
い。

検討･
見直し

①地図管理の効率性の向上を図
るため、マイラー基原図（アナロ

 グデータ）のデジタル化を図る。
②デジタル化した基本図に対し、
年度更新を行う。また、ＧＩＳの基
本図として併せて整備を行ってい
く。

17 Ｂ
　地図に関する情報の必要性と利用方法を全庁的にとりまとめ、全庁で一括して必要な情報を収
集することにより、全体でのコストの低減化を検討することを望む。また、得られた情報の他部門と
の共有化を進め、情報の有効活用を検討することを望む。

　地図管理の効率性の向上を図るため、マイラー基原図
（アナログデータ）のデジタル化を図る。
　デジタル化した基本図に対し、年度更新を行う。また、ＧＩ
Ｓの基本図として利用できるよう併せて整備を行っていく。

335
都市再生地
籍調査事業

道
路
総
務
課

H10 H31

 〔目的〕
　国土調査法に基づき、都市部の地
籍調査を推進するために基礎データ
として整備し、土地の境界を明確に
し、土地取引、公共工事・災害時復旧
事業の円滑を図るとともに、将来行う
予定の一筆地調査の基礎データを作

 成する。
 〔手段〕

　市街地の官民境界や国・県等の道
水路管理者と境界を確認し境界点測
量の成果である座標をデータ化し、維
持管理を行う。

高 高 高 高 B

　事業の成果・効率性ならびに
進捗率を上げる観点から、現
在、街区の境界線確認作業だ
けとなっている。

検討･
見直し

①国発注の都市部官民境界基
本調査事業を活用し、事業の進

 捗を進めていく。
②基準点管理区域の拡大を図
り、世界測地系に準拠した基準
点による座標での土地登記を促
進し、官民境界先行の地籍調査
が終了後に行う予定の1筆地籍
調査に活用していく。

［82］
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A 事業内容は適切である
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336
道水路管理
業務事業

道
路
総
務
課

- -

 〔目的〕
　市民生活の根幹となる道路の保護

 管理を図る。
 〔手段〕

　道路法に基づく道路占用許可・道路
工事等施工承認・道路幅員証明・特
殊車両の通行許可及び協議事務にお
ける適切な指導。道路工事調整会議
等の開催

高 高 高 高 B

　道水路占用許可・道路工事等
施行承認の申請段階におい
て、申請業者間で工事施行調
整がなされていないものが多
い。

検討･
見直し

①工事調整会議等により、占用
工事などの施工時期および期間
の調整を行い、道路への負荷の

 軽減を図る。
②同一箇所の道路占用工事をさ
けるため、計画的な占用工事の
促進を図る。

16 Ｂ
　許可等の件数を活動指標に記入していただきたい。
　道路管理台帳のシステム化や電子申請などITを利用した業務の効率化、および申請に対する迅
速な対応をはかり、住民の利便性を高めていただきたい。

　許可等の件数は活動指標に導入済み。
　道路工事調整会議等により、占用工事などの施工時期
および期間の調整を行い、道路への負荷の軽減を図る。
また、同一箇所の道路工事をさけるため、計画的な占用工
事等の促進を図る。
　今後、将来の電子申請化について研究していく。

337
道路施設維
持管理事業

道
路
建
設
課

- -

 〔目的〕
 　道路環境の保全を図る。

 〔手段〕
　既存道路の側溝整備及び舗装の打
ち換えなどの補修を行う。

高 高 高 高 A
　引き続き、既存ストックの有効
活用等を図りながら、継続した
維持管理事業を進めていく。

現状
維持

①U字溝や蓋の再利用を積極的
 に図る。

②既存ストックを有効活用し、道
路施設の延命化を図る。

23 Ｂ

　道路環境の保全を図るために、既存道路の側溝整備及び舗装の打ち換えなどの補修を行う事
業である。
　毎年200件以上の道路補修工事を実施している。安心して利用できる安全な道路を維持するた
めに必要な事業といえる。
　工事の対象案件は住民からの要望、過去の要望の積み残し、市の計画する箇所の中からバラ
ンスをとり、緊急度の高いものから処理している。
　毎年、約100件の要望が寄せられる中で、緊急度の優先順位付けについての基準は特になく、
現場確認をして行われている。場当たり的な事業実施とならないように、中長期的な計画が求めら
れるが、現状では、中長期的な計画が確立されておらず、減価償却費の積算がなされていない点
は問題がある。今後に向け、目減りしたストックに対して対応する数値を適正に積算し、道路施設
の耐用年数に応じた適切な更新が可能となるように、アセットマネジメントの考え方に基づき、計画
的かつ効率的な中長期的更新計画を策定されたい。また、維持管理課が担う道路等の維持管理
業務と当該事業の整合性を確認し、役割分担等を整理したうえで業務の効率化に取り組まれた
い。
　成果指標として、「要望に対する補修工事完了率(=補修完了箇所/補修要望箇所)」を新たに提
案したい。
《参考》平成16年度外部評価： <道路補修事業>Ｂ

※平成２３年度外部評価を受けた対応等については、同
年度内に整理予定

（平成２３年度外部評価実施前における対応等）

　補修箇所については、緊急性や現場の損傷の程度を見
極めながら、優先順位をつけて順次整備を行っている。ま
た、小規模補修については、道路整備単価契約により発
注を行い、設計業務の簡素化、補修の迅速化を図ってい
る。

338
市道７０００
２号線整備
事業

道
路
建
設
課

H22 H23

 〔目的〕
　越谷駅東口第一種市街地再開発事
業に合わせ、交通環境の向上を図

 る。
 〔手段〕

　越谷駅東口市街地再開発組合に工
事を委託し、効率的に道路の整備を
行う。

高 高 高 高 A

　越谷駅東口市街地再開発組
合に工事を委託することによ
り、越谷駅東口第一種市街地
再開発事業と合わせた整備を
効率的に行い、駅周辺の交通
環境の向上が図れる。

終了
(平成
23年
度)

339
道路舗装事
業

道
路
建
設
課

- -

 〔目的〕
 　車両の走行性の向上を図る。

 　道路環境の向上を図る。
 〔手段〕

　幹線道路並びに生活に密着した道
路の舗装改築を行う。

高 高 高 高 A

　単価コストだけでなく、舗装の
耐久性を含めた検討を行うとと
もに、道路の安全性を維持でき
よう、計画的な舗装整備を実施
していく必要がある。

現状
維持

①道路舗装事業の優先度を高め
 ていきたい。

②大型車の通行量の多い幹線道
路については、質的改良を含め
た整備に取り組んでいきたい。

21 Ｂ

 　予算上の問題で、道路舗装工事が思うように進められていない現状である。
 　以下の3点について検討をしていただきたい。

 　①予算確保の手段として、現状の道路の安全性等についての問題点を調査報告する
 　②舗装の工法について調査・研究し、より耐久性のあるものを採用する

 　③工事業者へ指導を行い、工事の品質向上を図る
 
　道路舗装が進まない現状について、広く市民に理解をいただき、市全体予算の中での優先度を
上げていく努力が望まれる。

●

　良好な舗装状態を長期にわたり維持できるよう、一部の
路線で舗装組成の検討を行い、質的向上を図った工事を
実施している。また、請負者に対しては、施工の品質向上
が図れるよう、指導・監督の徹底に努めている。
　今後も、写真等で事業の必要性を理解していただき、更
なる予算の確保に努めていく。

340
道路改良事
業

道
路
建
設
課

- -

 〔目的〕
 　生活道路の安全性の向上を図る。

 　快適な住環境を創造する。
 　道路の耐久性の向上を図る。

 〔手段〕
 　道路の拡幅整備を行う。

　道路の質的改良を行う。

高 高 高 高 B

　沿線住民の理解を頂き、用地
 事務の効率化を図る。

　車の通行量など、道路環境に
即した整備に取り組んでいく必

 要がある。
　整備の優先順位を明確にしな
がら、事業に取り組む必要があ
る。

検討･
見直し

①継続して取り組む必要がある
とともに、大型車両をはじめてと
する交通量の多い路線について
は、道路の質的改良も含め、道
路の耐久性を高めていく必要が

 ある。
②道路の拡幅整備以外に耐久性
の高い道路づくりに取り組んでい

 きたい。
　また、優先順位も含めた取り組
み状況等について、市民の理解
を得ながら事業を進めるための
方策を検討していく。

22 Ｂ

　生活道路の安全性・耐久性の向上のため、道路の拡幅整備や質的改良を行う事業であり、自動
車に大きく依存する現代社会では必要な事業といえる。
  ただ、日本では少子高齢化が進み、人口が減少している中で、今後予想される社会に対応した
計画を立てる必要がある。
　道路の質的改良により、道路寿命を延伸し、将来にわたっての管理コストの削減をはかることに
ついては、重要な取組みである。整備コストと将来的な管理コストを十分に比較検討のうえ計画さ
れたい。
　なお、整備についての住民要望の一覧表と整備の優先順位は公開し、整備箇所の優先度につ
いて、危険度などの付帯情報や整備優先理由を含めて、市民の納得が得られる取組みを実施さ
れたい。
　成果指標についても、要望にどれだけ対応できたかを市民にアピールできるものを検討された
い。

　道路の質的改良を含めた道路寿命の延伸については、
コスト面を十分考慮のうえ検討していきたい。
　また、道路整備に係る要望の受付と対応状況について、
適切な公開のしかたを検討する。

［83］
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341
歩道整備事
業

道
路
建
設
課

- -

 〔目的〕
 　安全で快適な歩行空間を確保する。

 〔手段〕
　歩車道の分離や段差解消を行い、
高齢者や障がい者に配慮した整備を
行う。

高 高 高 高 A
　安全で快適な歩行空間の確
保を図れた。

現状
維持

①整備手法を検討し、整備延長
 を延ばす。

②だれもが安全に通行できよう、
用地取得も考慮しながら、整備を
進める。

23 Ｂ

　安全で快適な歩行空間を確保するために、水路に蓋を掛け歩道として整備したり、歩道車道の
分離や段差解消を行い、安全な歩行空間を確保する事業である。
　高齢者や障がい者に配慮した整備が行われている。また、過去に水路に蓋をかけて整備した箇
所の安全確保のために、既設水路内に管を埋設する改修整備も実施している。誰もが安心して歩
ける安全な歩行空間は市民にとって生活に欠かせないものであり、事業の必要性は高い。
　平成14年に水路の破損が原因で、蓋の落下事故が起こったため、既設水路内に管を埋設する
改修整備が実施されているが、市内の歩道全域について危険が予測される老朽化箇所などを包
括的に把握するためのデータ化はできてはいない。現状において、危険箇所の把握は市民からの
通報のほか、建設部の職員が現場にて確認したり、郵便局員の情報提供により行っているが、い
ずれも不定期なものである。
　市内の歩道整備状況について、工事の実施年度や内容が総合的に把握できていない状態には
問題がある。減価償却費の積算もなく、中長期的な計画や改修整備の明確な優先順位付けも不
明確である。事故が起こってから、対策を立てるという対応とならないように、また、コスト面の効率
化にも有効であるライフサイクルコストを考慮したアセットマネジメントの考え方に基づき、歩道の
耐用年数に応じた計画的かつ効率的な中長期的更新計画を策定されたい。
　成果指標として、「市民(特に、高齢者や障がい者）の歩道に対する満足度」を提案したい。

※平成２３年度外部評価を受けた対応等については、同
年度内に整理予定

342
街路施設維
持管理事業

道
路
建
設
課

- -

 〔目的〕
 　街路事業の進捗を図る。

 　取得用地の適正管理
 〔手段〕

 　街路事業用地の取得
　取得した用地に外柵工事・砂利敷き
等を施し、適正な管理を行う。

高 高 高 高 B

　先行取得用地の買戻しをおこ
なっているが、現在の財政状況
では、多くの路線の事業化は見

 込めない状況である。
　買収用地の現場パトロール等
を実施して現況を把握し、街路
用地の適正な管理が必要であ

 る。
　また、先行取得用地の有効活
用について、検討する必要があ
る。

検討･
見直し

①街路事業により取得した用地
に外柵工事や砂利敷き等を施
し、適正な管理を行いながら事業

 の進捗を図る。
②事業の進捗状況に合わせた効
果的な用地取得。取得後の適正

 管理を行っていく。
　また、先行取得用地について、
事業化までの間の有効活用方策
を検討する。

21 Ｂ

　担当課の総合評価「A」は、本事業を狭義に解釈すると理解できなくはないが、事業のために取
得した土地が長期間放置されている状況は無視できない。このことは、街路施設に限ったことでは
ないと思われるが、遊休地の管理費（雑草駆除、ごみ処理）の経費支出や該当地から徴収できた

 であろう固定資産税額を考えると、無駄な支出があると言わざるを得ない。
　長期間、遊休地となっているものについては、早期に活用策を講ずるべきである。

　街路事業用地の適正管理に努めるとともに、事業化まで
の間の有効活用方策について検討を進める。

343
電線類地中
化事業

道
路
建
設
課

H15 H24

 〔目的〕
　安全で快適な歩行空間の確保、都
市災害の防止および都市景観の向上

 を図る。
 〔手段〕

　電線類管理者等と協議しながら、電
線類地中化の工事を進める。

高 高 高 高 A
　都市災害の防止及び都市景
観の向上を図るために必要な
事業である。

現状
維持

①引続き、電線類管理者等との
協議・調整を図りながら、整備を
進める。また、既設配線を取り込

 む連携管の整備を図る。
②無電柱化計画に基づき、電線
類管理者との連携を密にしなが
ら無駄のない事業推進を図る。

18 Ｂ
　国の方策でもあり、わが国の電線事情を改善する上でも不可欠な事業である。今後は工法を含
めたコスト削減を図り、計画通り事業を終了することが重要である。

●

　コスト縮減について、管路材料は既成化されているため
コスト削減の余地はあまり無いが、埋め戻し材料等に再生
材を使用してコスト削減を図った。また、関連機関と協議を
重ねながら工事を実施した。現在、ほぼ計画通りに事業が
進んでいる。

344
土地区画整
理地区界整
備事業

道
路
建
設
課

H19 -

 〔目的〕
　土地区画整理事業地区界の円滑な

 交通を確保する。
 〔手段〕

　土地区画整理事業地区界の道路整
備を行う。

高 高 高 高 A

　土地区画整理事業では、事業
地内の道路整備を実施し、事
業地区外の道路については、
整備していない。このため、事
業地区内と地区外との道路の
取り付けなどを行う必要があ
り、必要最小限の範囲で事業を
実施している。

現状
維持

①各区画整理事業の進捗にあわ
せ、事業に取り組んでいく必要が

 ある。
②各区画整理事業の進捗状況
等に応じて事業を進めていく。

345
橋りょう施
設維持管理
事業

道
路
建
設
課

- -

 〔目的〕
　円滑な交通の確保を図るとともに災

 害時の安全性の向上を図る。
 〔手段〕

既存橋の補強工事等、適正な維持管
理を行う。

高 高 高 高 B

　平成２２年度に策定した橋梁
長寿命化修繕計画の速やかな
公表を図る。長寿命化計画によ
り、コストの縮減を図りながら、
補修を実施し、橋梁の健全性を
保っていく必要がある。

検討･
見直し

①橋梁長寿命化修繕計画を推進
 する。

②定期的な点検と計画的な維持
修繕を実施するアセットマネジメ
ントの考え方により維持管理を図
る。

22 Ｂ

　円滑な交通の確保を図るとともに災害時の安全性の向上を図るため、既存橋の補強工事等、適
正な維持管理を行う事業である。
　橋りょうの適正な維持管理は市民生活に不可欠であり、本事業は必要性があるが、21年度は事
業費が1億円を超える単独事業となった。市債発行事業でもあるので、人件費も含めて一層のコス
ト削減の努力を実施されたい。
　ライフサイクルコスト引き下げのため、橋りょうの維持管理にアセットマネジメントの考え方を導入
することは重要な取り組みであるといえる。橋りょうの改修、更新計画が将来にわたって引き継が
れるよう工夫されたい。
　なお、使用されていない橋りょうの廃止・統合・移設についても、アセットマネジメントの中に取り
入れるなど、維持管理方法を工夫をされたい。
　平成21年度に補強工事を実施した堂面橋の他にも、修繕が必要な橋りょうが10本あり、その優
先順位や補強工事の内容や工事の効果についても、必要に応じて市民にわかる形で公開を進
め、市民の理解が得られるよう努力されたい。
　成果指標についても、安全性の観点から指標を立て、市民に本事業の成果をアピールされた
い。

●
　橋梁の維持管理にアセットマネジメントの考え方を導入
し、橋梁の長寿命化、事業費の平準化を図っていく。H２２
年度は、橋梁長寿命化修繕計画を策定した。

［84］
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346
大袋駅舎建
設事業

道
路
建
設
課

H20 H25

 〔目的〕
　大袋駅西口の開設を目指すととも
に、駅利用者の利便性の向上を図

 る。
 〔手段〕

　鉄道事業者と連携し、自由通路を含
む大袋駅の改修整備を行う。

高 高 高 高 B

　本事業は、市単独で実施でき
る事業ではないため、鉄道事業
者との調整・連携が重要であ
る。また、現時点では、駅舎の
建設に着手していないため、成
果が現れにくい。

検討･
見直し

①平成23年度からの着手を予定
しており、平成25年度半ばの完
成を目指し、関係機関との調整を

 図っていく。
②平成25年度の完了予定である
ため、今後、維持管理方法の検
討に取り組んでいく。

347
浦和野田線
整備事業
（県営）

道
路
建
設
課

H4 -

 〔目的〕
　広域的な幹線道路の整備を促進す

 る。
 〔手段〕

　事業主体である県に街路事業（浦和
野田線）の負担金を支払う。

高 高 高 高 A

　東武鉄道伊勢崎線から国道４
号までの1.3ｋｍ区間である元
荒川工区について、建設に伴う
諸問題がある。平成22年度は、
ルート案の検討などが進められ
た。引続き、県との連携により、
残る区間の事業進捗に向けて
取り組んでいく。

現状
維持

①②元荒川工区の早期事業化に
向けて、建設に伴う諸問題の解
決を図る。

348
越谷吉川線
整備事業
（県営）

道
路
建
設
課

H8 H25

 〔目的〕
　広域的な幹線道路の整備を促進す

 る。
 〔手段〕

　事業主体である県に街路事業（越谷
吉川線）の負担金を支払う。

高 高 高 高 A

　平成22年度は、事業調整等
が進められた。引き続き、県と
の連携により、残る区間の事業
進捗に向けて取り組んでいく。

現状
維持

①②県との連携を図りながら、事
業の進捗を図る。

20 Ａ
　県が事業主体となって実施する事業に対する費用負担であり、市の視点から事業を評価するこ
とは難しい。今後も県と連携を図りながら推進していただきたい。

●
　今後も、積極的に埼玉県との連携を図りながら、事業の
進捗に努める。

349
八潮越谷線
整備事業
（県営）

道
路
建
設
課

H10 H24

 〔目的〕
　広域的な幹線道路の整備を促進す

 る。
 〔手段〕

　事業主体である県に街路事業（八潮
越谷線）の負担金を支払う。

高 高 高 高 A

　相生陸橋以北の西方工区に
ついて、用地交渉が難航してい
る。平成22年度は、用地取得に

 向けての調整等が進められた。
　引き続き、県との連携により、
残る区間の事業進捗に向けて
取組んでいく。

現状
維持

①②西方工区の早期事業化に向
けて、埼玉県と連携を図りながら
進めていく。

20 Ｂ

　県が事業主体となって実施する事業に対する費用負担であり、市の視点から事業を評価するこ
とは難しい。今後も県と連携を図りながら推進していただきたい。
　但し、6年以上継続してほとんど進展がない一部用地の買収については、県との連携をより密に
して、現実的な解決策を提案し、早期決着ができるよう努力していただきたい。

●
　今後も、積極的に埼玉県との連携を図りながら、事業の
進捗に努める。

350
南浦和越谷
線整備事業
（県営）

道
路
建
設
課

H8 -

 〔目的〕
　広域的な幹線道路の整備を促進す

 る。
 〔手段〕

　事業主体である県に街路事業（南浦
和越谷線）の負担金を支払う。

高 高 高 高 A
　引き続き、県との連携により、
残る区間の事業進捗に向けて
取り組んでいく。

現状
維持

①②埼玉県との連携により、事
業の進捗を図る。

18 Ｂ
　東西交通を担う重要な道路整備事業である。県とのコミュニケーションを深め、用地買収をス
ムーズに行うことにより、市の一般財源の追加負担を抑制すべきである。

●
　今後も、積極的に埼玉県との連携を図りながら、事業の
進捗に努める。

351
市道２２００
号線整備事
業

道
路
建
設
課

H21 H25

 〔目的〕
　幹線道路として、安全かつ円滑な道
路交通の確保を図るとともに歩行者

 及び自転車の安全確保を図る。　
 〔手段〕

　歩車道の拡幅整備を行う。

高 高 高 高 B
　用地買収の早期完了を目指
していく必要がある。

検討･
見直し

①用地買収の早期完了を図る。
工事に関しては、用地取得箇所
や状況を把握しながら、施工計

 画を行っていく。
②平成２５年度完成を目指し、地
権者との用地交渉、関係機関と
の調整を進め、工事の進捗を図
る。

352
排水路整備
事業

治
水
課

- -

 〔目的〕
　雨水対策としての排水路整備を行
い、生活環境の向上と浸水被害の軽

 減を図る。
 〔手段〕

　浸水対策としての整備、既存施設老
朽化対策としての整備等、必要箇所
を限定し、重点的かつ効率的な整備
を図る。

高 高 高 高 B

　市内の排水路全般を対象とし
ている本事業は、既存施設の
現状を把握しきれない中、経年
変化による既存水路の改修や
浸水被害の軽減を目的とする
もの等幅広く対応しているが、
更に効率的、計画的な事業執
行を図るには、水路台帳の整
備による現状把握、改修計画
策定が必要である。

検討･
見直し

①②浸水被害の解消並びに良好
な施設管理を図るため、当事業
の積極的な実施が必要であると
ともに、水路台帳の整備による計
画的な事業執行を進める。

21 Ｂ

 　市内延長1,108ｋｍの既設排水路の改修等を行う事業である。
　今後の課題としては、昭和61年度作成時点のままの水路台帳の整備がある。これをデジタル
化、GIS（地図情報システム）化することを早急に検討すべきであるが、多大な経費がかかることか
ら（特にGISについては）関係する複数部署が連携し、全庁的に検討すべきである。

　今後の課題として、水路台帳の整備を指摘されている
が、道路台帳のデジタル化とのリンクを前提として、平成２
５年度からの水路台帳システム運用開始に向け、平成２２
年度より資料収集、現地調査、既存水路台帳のデジタル
化等の準備作業に着手し、平成２３年度も引き続き作業を
行っている。
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353
排水路安全
施設整備事
業

治
水
課

- -

 〔目的〕
　既存水路に歩道版を布設すること
で、緊急時の避難通路を確保し、市民

 生活の安全と快適な環境を図る。
 〔手段〕

　自治会要望による既存水路への歩
道版布設

高 高 高 高 B

　自治会より、既存排水路を緊
急避難用通路や通学路等に利
用するための蓋架け要望が多
く、年度内受付分に実施が数年
後に繰り延べとなる状況にあ
り、対応に苦慮している。

検討･
見直し

①蓋架け整備箇所について、地
域性や必要性を精査し、優先順

 位を明確にして実施していく。
②要望延長に対する整備率は、
80％であり市民要望に答え、利
便性の向上を図る。

18 Ｂ
　排水路の歩道化による安全対策は重要である。今後も引き続き、住民とのコミュニケーションを
密にし、適切な安全施設整備を推進していく必要がある。

　排水路の歩道化は、緊急時の避難通路や通学路として
利用するなど、今日まで、数多くの自治会から要望をいた
だいている。今後、優先順位を明確にし、早期に整備が実
施できるよう事業を進める。

354
七左ェ門川
改修事業

治
水
課

H20 -

 〔目的〕
　七左ェ門川流域の治水安全度の向

 上及び環境改善を図る。
 〔手段〕

　老朽化した施設の改修並びに管理
用道路の整備を行う。

高 高 高 高 B

　新川との交差部から出羽公園
手前までの管理用道路の整備
を平成23年度から行うが、出羽
地区センターの整備との整合を
図り、かつ早期完了を図る必要

 がある。
　また、新川都市下水路、県道
蒲生岩槻線との交差部の整備
（伏越し）が必要であり、平成24
年度以降の実施に向け施工方
法等について、入念な検討が
必要である。

検討･
見直し

①施設の適正な管理を図るため
 管理用道路の整備を進める。

②平成24年度以降の新川都市
下水路、県道蒲生岩槻線との交
差部の整備（伏越し）に向け、検
討を進める。

355
応急対策事
業（浸水対
策）

治
水
課

H20 -

 〔目的〕
　浸水被害の発生した地域の応急対
応として、緊急かつ応急的に施設の
新設や改良を行い、浸水被害の軽減

 を図る。
 〔手段〕

　水路の嵩上げやポンプ施設の新
設、改良等を実施する。

高 低 高 高 B

　浸水発生地区の浸水対策とし
て緊急かつ迅速に実施する必

 要がある。
　事業として、緊急性・必要性
は高いが対応方法によって施
工方法が異なるため１箇所当り
のコスト比較ができない。

検討･
見直し

①浸水被害の発生地区につい
 て、ポンプ施設等の設置を図る。

②浸水被害の解消を目指し、計
画的な施設整備を進めるため、
水路台帳の整備を進める。

22 Ｂ

　台風や大雨時における水防活動において浸水被害の軽減を図るため、河川施設の改修や仮設
ポンプの設置・増設などの整備を行う事業である。
　ゲリラ豪雨による災害など、突発的で予測困難な、長期計画では対応できない浸水対策工事を
実施している。
　近年はゲリラ豪雨により浸水被害が発生しており、また、大きな河川の多い平野部という地理的
条件から、内水対策は必要不可欠といえる。計画的に実施され、市民の安心・安全を確保された
い。
　減価償却費については、適正に把握されているかを再度検証し、施設更新計画を適正に作成さ
れたい。
　成果指標としては、「応急対策の事業箇所」を設定するとともに、このほかにも市民に分かりやす
い指標を設定されたい。応急対策の事業箇所が少なければ整備が行き渡ってきているということ
であり、反対に応急対策の事業箇所が多ければ、予算を増やし事業量を増大させる必要がでてく
る。

　今後、頻発するゲリラ豪雨により浸水被害が生じた地域
の雨水排水系統を調査し、より効果的な仮設ポンプの設
置や増設を行い、浸水被害の軽減に努める。

356
水防システ
ム整備事業

治
水
課

H20 H24

 〔目的〕
　近年のゲリラ豪雨等により浸水被害
の発生した地域の対応として、迅速か
つ的確な対応をとるべき施設の改修

 を行い、浸水被害の軽減を図る。
 〔手段〕

　既存樋門（6ヶ所）の改修を行う。
（ゲートの電動化及び遠方監視制御
化）

高 高 高 高 A

　越谷市内に設置してあるゲー
トの内、約7割が手動ゲートであ

 る。
　今後、浸水地域を重点に計画
的な既存ゲートの改修が必要
である。

現状
維持

①平成20年度から県の補助金を
活用し、弥栄地区の樋門の電動
化及び遠方監視制御化を引き続

 き実施していく。
②平成23年度に弥栄地区の御
料堀ポンプ場に関連する6ヶ所の
ゲート及び遠方監視制御システ
ムの改修が完了する。引き続き、
東越谷地区の既存ゲートの改修
を計画的に実施する。

22 Ｂ

　大雨による浸水被害が多発している越谷市弥栄地区の浸水被害を軽減し、台風等の災害時に
おける情報収集と水防活動の円滑化を図るため、県の補助金を受け、各排水機場の運転状況の
把握及びゲートの開閉を含めた遠方監視制御を行うシステムを構築する事業である。
　近年のゲリラ豪雨の発生により、各水防施設への人員配置が間に合わないケースも考えられ、
必要性が認められる。
　樋門は概して高価であり、電動、遠隔操作とするとさらに高価になる。浸水被害の軽減を図るた
め電動化する必要性は認められるが、いざというとき、コストに見合う働きをするかどうか、綿密に
検証されたい。
　また、ライフサイクルコスト引き下げのためのアセットマネジメントや、維持管理費のシミュレー
ションを導入し、より効率的な維持管理を実施するとともに、減価償却費計算表や施設の台帳を適
正に管理し、更新計画策定に活用されたい。
　市債発行により実施されている事業であるが、市債発行額が膨張すると本市の財政状況の悪化
を招く恐れもあるため、一般財源の比率を高める努力をされたい。

　平成20年度より県の補助金を活用し、浸水地区（弥栄地
区）の被害軽減を目的にゲートの電動化及び遠方監視化
を進めてきた。平成23年度には、弥栄地区の整備が終了
し、水防活動の円滑化が図れ、浸水被害の軽減が図れる
ものと考えられる。また、今後についても浸水地区におけ
る流域の雨水排水を調査し、電動・遠方監視制御化する
手動ゲートの優先順位を決め、事業を進める。

357
河川施設維
持管理事業

治
水
課

H2 -

 〔目的〕
　流水阻害の除去及び河川環境の保

 全を図る。
 〔手段〕

　状況を確認し、草刈・浚渫・修繕等を
実施する。

高 高 高 高 B

　河川施設の老朽化が著しく、
 計画的な改修が課題である。

　また、河川の堆積物による流
下阻害を防止するため浚渫の
必要がある。

検討･
見直し

①②河川の清掃・浚渫等を実施
し、流下能力を確保し浸水被害
の軽減を図る。平成21年度より
平新川に流入する河川・排水路
の浚渫を継続して実施する。

17 Ｂ
　河川施設を公園利用等へ活用し施設維持する目的で、地域住民とともに維持管理方法を検討
する場を設け、草刈等の環境問題を地域住民とともに解決する方向で検討することを望む。住民
協働化の時代に対応し、周辺住民とともに施設を維持し、費用の低減化を図ることを望む。

　河川施設のほか、道路施設・公園施設の草刈等につい
て事業の統一化を図るため、平成23年度より維持管理課
に業務を移管した。
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358

排水機・ポ
ンプ場施設
維持管理事
業

治
水
課

H4 -

 〔目的〕
　水防時、排水機場等が正常に機能

 するよう点検及び改修を行う。
 〔手段〕

　排水機場等の機器類の維持管理を
委託する。

高 高 高 高 B

　排水機場等、河川施設の老
 朽化が課題である。

　また、施設の機能を最大限活
用するため、ポンプ場施設機器
台帳を早期に整備し計画的な
改修・修繕を実施していく必要
がある。

検討･
見直し

①施設の機能を最大限機能させ
るため、引き続き施設の維持管

 理に努める。
②排水機場等の機器台帳を整備
し、計画的な改修（事前保全）に
努める。

359
新川用水整
備事業

治
水
課

H11 -

 〔目的〕
　新川の用水機能の確保、環境改善
等を図るため、新川都市下水路の整
備に合わせ、関連する新川用水の整

 備を行う。
 〔手段〕

　起債事業により護岸整備及び安全
施設（防護柵）の更新と管理用道路の
整備を行う。

高 高 高 高 B

　既存の新川は用排水兼用の
施設であり、施設の老朽化、土
砂の堆積、水質の悪化、悪臭
の発生等、治水に対する安全
度、安定的な農業用水の確保
に支障をきたしている。先行す
る新川都市下水路整備事業と
の同時進行が望ましいが、新
川用水整備は予算面等の理由
で遅れている。今後、更に有効
な事業効果が得られるようコス
ト面を含めた事業手法等の検
討が必要である。

検討･
見直し

①引続き護岸整備等を進め、老
朽化している施設の更新により
周辺環境、水質等の改善を図
る。また、現在、隣接の県道蒲生
岩槻線内に占用する人孔が損傷
しており、安全確保のため修繕工

 事が必要である。
②更に効率的な事業効果が得ら
れるよう、整備手法、整備グレー
ド等の検討、見直しを行う。

20 Ｂ

　新川都市下水路（排水管）整備の事業にあわせ、新川用水を整備する事業である。1990年から
2004年までの15年間に3回の大きな浸水被害があり、新川都市下水路の整備は不可欠な事業で
ある。また、地権者や周辺住民のために用水路整備及び緑地を整備する当該事業の必要性は認
められる。
　新川都市下水路整備の進捗とあわせて、スムーズに新川用水整備事業が進められることを期待
する。

　新川都市下水路整備の進捗とあわせて、スムーズに新
川用水整備事業が進められることを期待されており、地域
との連携を含め効率的な整備に向けた検討を進めるととも
に事業の進捗を図った。

360
平新川改修
事業

治
水
課

S55 -

 〔目的〕
　平新川流域における浸水被害の軽

 減と河川環境の改善を図る。
 〔手段〕

　護岸コンクリートの嵩上げを行う。ま
た、適正な河川管理を図るため、管理
用道路の整備を進める。

高 高 高 高 B

　護岸嵩上げ工については、単
位当たりコストが上昇している
が、必要な嵩上げ高さが施工
箇所毎に違うためコストに差が
生じている。また、事業効果を
上げるには、まとまった工事量
が必要である。

検討･
見直し

①浸水被害の軽減を図るため、
引続き既設水路の嵩上げを行

 う。
②適正な施設管理のため管理用
道路の整備を進めるとともに、浸
水被害の解消を図るため、ポン
プの増強や既設水路の嵩上げを
行う。また、平方公園の整備計画
とあわせ、４号バイパスより上流
部の平新川整備計画の検討を進
める。

19 Ｂ
　全体予算計画の中で、市民の理解と満足度を得られる優先順位をつけることが重要である。
　また、今までの取り組みの結果として治水効果が、向上している点を市民にさらに広報し理解を
得る必要がある。

　治水安全度の向上の観点から市民生活への影響の大き
い護岸の嵩上げ工事について、平成１９年度より着手し、
平成２１年度までに必要とされる区間における右岸側の整
備を完了した。平成２２年度からは、引続き左岸側の嵩上
げ工事に着手し、護岸嵩上げ工事全体の早期完了を目指
し取り組んでいる。

361
都市下水路
施設維持管
理事業

治
水
課

H2 -

 〔目的〕
　流水阻害の除去及び都市下水路環

 境の保全を図る。
 〔手段〕

　状況を確認し、草刈・浚渫・修繕等を
実施する。

高 高 高 高 B

　都市下水路施設の老朽化・地
盤沈下により修繕や計画的な

 改修が課題である。
　また、浚渫等を計画的に実施
し、流下能力を確保する必要が
ある。

検討･
見直し

①都市下水路の清掃・浚渫等を
実施し、流下能力を確保し浸水

 被害の軽減を図る。
②都市下水路施設の適正な維持
管理に努め、浸水被害の軽減を
図る。

362
ポンプ場施
設維持管理
事業

治
水
課

H4 -

 〔目的〕
　水防時、ポンプ場等が正常に機能

 するよう点検及び改修を行う。
 〔手段〕

　ポンプ場等の機器類の維持管理を
委託する。

高 高 高 高 B

　ポンプ場等、河川施設の老朽
 化が課題である。

　施設の信頼性の向上を図る
ため、今後、改築の必要があ
る。

検討･
見直し

①施設の機能を最大限機能させ
るため、引き続き施設の維持管

 理に努める。
②ポンプ場等の機器台帳を整備
し、計画的な改修（事前保全）に
努める。また、改築に関して補助
制度等の活用について検討す
る。

363
排水路施設
維持管理事
業

治
水
課

- -

 〔目的〕
　排水路などの清掃・浚渫等を行うこ
とで、排水機能の保全向上や堆積物

 の除去による環境改善を図る。
　また、歩道版のがたつきや破損、水
路構造物の破損、及び防護柵の修繕
を迅速に処理することのより市民生活

 の安全を図る。
 〔手段〕

　状況を確認し、清掃、浚渫、修繕等
を行う。

高 低 高 高 B

　排水路は、経年劣化や地盤
沈下により勾配不良を生じ、滞
留発生箇所が多い状況にあ

 る。
　また、水路整備によって、暗
渠化した水路については、地元
住民による清掃もできなくなり、
市への清掃要望も多い状況で
ある。

検討･
見直し

①老朽化した排水路や勾配不良
箇所について、計画的に改修を

 実施する。
②自治会清掃等、地域住民によ
る清掃活動を引き続き支援する。
また、浸水箇所については、定期
的な清掃や修繕を行い、浸水被
害の軽減に努める。

18 Ｂ

<排水路等清掃委託事業>
　排水路を清潔にすることは、快適な生活空間を保つために必要なことであり、住民の要望にも極
力柔軟に対応していくことが求められる。当該事業は、今後継続して、活動を強化すべきである
が、あわせて、事業の効率化を向上させるため、特に安全管理センターの正規職員を非正規職員
に置き換え、定数削減、人件費抑制を図ることが望まれる。

　排水路の清掃のほか、道路側溝の清掃と併せて事業の
統一化を図るため、平成23年度より維持管理課に業務を
移管した。
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364
大相模調節
池排水機場
整備事業

治
水
課

H20 H25

 〔目的〕
　埼玉県が整備する大相模調節池の
排水機場と、越谷レイクタウン地区の
千疋排水区（草加市分を含む）のポン
プ場を一体的に整備し、地域の浸水
被害の軽減と治水安全度の向上を図

 る。　　　　　　　
 〔手段〕

　埼玉県、草加市と費用負担協定を
締結し、埼玉県が施工

高 高 高 高 A

　２５年度完成に向け、効率的
な維持管理に関して、埼玉県、
草加市との3者で協議を進め
る。

現状
維持

①引き続き、関連する樋管工事
について、関係機関と協議・調整

 を図る。
②平成25年度完成に取り組む。

23 Ａ

　地域の浸水被害の軽減と治水安全度の向上を図るために、埼玉県が整備する大相模調整池の
排水機場と、越谷レイクタウン地区の千疋排水区(草加市分を含む)のポンプ場を一体的に整備す
る事業である。
　埼玉県、草加市、越谷市が受益に応じて費用負担協定を締結し、工事は埼玉県が施工してい
る。まちづくり交付金及び社会資本整備総合交付金の交付を受け事業が進められており、平成25
年度完成予定である。
　これまで、内水排除のために多数のポンプを必要としてきた元荒川と中川の流域における洪水
被害を軽減するために、必要な事業である。受益と費用の分担については、埼玉県、草加市、越
谷市で受益面積及び排水ポンプ容量に基づき、適正に管理されている。工事の進捗状況につい
ても、定期的に県と協議を重ね確認し、平成25年度の事業完了に向けて計画とおりに進められて
いる。
　事業終了後は完成した排水機場等の維持管理について、適正に実施されたい。また、当該事業
は事業期間が複数年に及ぶものなので、定期的に事業の進捗状況を市民に分かりやすい形で情
報発信するように努力されたい。

※平成２３年度外部評価を受けた対応等については、同
年度内に整理予定

365
新川都市下
水路整備事
業

治
水
課

H15 -

 〔目的〕
　新川排水区の浸水被害の軽減及び

 環境改善を図る。
 〔手段〕

　補助金等を活用し整備の促進を図
る。

高 高 高 高 B

　既存の新川は用排水兼用の
施設であり、施設の老朽化、土
砂の堆積、水質の悪化、悪臭
の発生等、治水に対する安全
度、安定的な農業用水の確保
等に支障をきたし、本事業によ
る整備改善が不可欠である。今
後、平成２４年度以降の七左ェ
門川との交差部の施工に向
け、その構造、施工方法等の十
分な検討が必要になる。

検討･
見直し

①平成２４年度以降の七左ェ門
川との交差部の施工に向け、そ
の構造、施工方法等の十分な検

 討を行う。
②補助金等を有効活用し、事業
の早期完成を目指す。

366
管路整備事
業（治水課）

治
水
課

S47 -

 〔目的〕
　浸水被害の軽減、生活環境の改善
を図るため、公共下水道（雨水幹線
等）の整備を行う。また、越谷レイクタ
ウン関連の公共下水道（汚水、雨水）

 の整備を行う。
 〔手段〕

　補助金等を活用し整備の促進を図
る。

高 高 高 高 B

　本事業は、主に国庫補助事
業による公共下水道事業を実
施しており、効率的、効果的な
事業の施行について常にチェッ
クしながら進めている。また、本
事業の公共下水道（雨水、汚
水）整備に対する貢献度は大き

 いものがある。
　コスト面については、整備する
管路の規模や現場条件等によ
り大きく差が出てくるため、一概
に単価比較することは難しい。

検討･
見直し

 ①計画的な整備を推進する。
②近年、気象の変化に伴い、ゲリ
ラ豪雨が発生する等雨の降り方
も変化してきている。このため、
中長期的には雨水排水計画の見
直し並びに計画的な施設整備、
維持管理が必要である。

23 Ｂ

　浸水被害の軽減や生活環境の改善を図るために公共下水道(雨水幹線等)の整備と越谷レイク
タウン関連の公共下水道(汚水、雨水)の整備を行う。市民生活の安全を守る上で必要な事業であ
る。
　管路整備については、越谷レイクタウン関連のものは汚水用と雨水用を一括して工事発注し、事
業の効率化を図っているが、それ以外のところは過去に補助金交付対象となっていた汚水用のも
のが先行したため、当該事業では雨水幹線の整備のみ行っている。
　現在、平成22～26年度の5か年計画（社会資本総合整備計画）に基づき、国の補助金を得て整
備を進めている。しかしながら、市内の雨水幹線等の総合的な把握については、平成16年度の外
部評価で指摘を受け、平成22年度より緊急雇用対策を活用し雨水管の台帳整備を開始したところ
である。長期的な整備計画はまだなく、豪雨時などに冠水被害が出たところ等緊急度の高い箇所
から対応をしている。
　雨水管路の整備に必要な事業費の確保は、公共下水道事業全体の計画と関係し、台帳整備が
途中の現段階では主体的な計画は立てにくい。台帳整備後には、減価償却費の積算を適正に行
い、ライフサイクルコストの引き下げや、施設の耐用年数に応じた適切な更新が可能となるように、
アセットマネジメントの考え方に基づき、計画的かつ効率的な中長期的更新計画を策定されたい。
　成果指標として、「浸水被害件数」を提案したい。
《参考》平成16年度外部評価： Ｂ

※平成２３年度外部評価を受けた対応等については、同
年度内に整理予定

（平成２３年度外部評価実施前における対応等）

　今後の課題として、水路台帳の整備を指摘されている
が、道路台帳のデジタル化とのリンクを前提として、平成２
５年度からの水路台帳システム運用開始に向け、平成２２
年度より資料収集、現地調査、既存水路台帳のデジタル
化等の準備作業に着手し、平成２３年度も引続き作業を
行っている。

367
管路改修事
業（治水課）

治
水
課

- -

 〔目的〕
　公共下水道の管路等を対象に修繕
及び補修を行い、適正な施設管理を
行うことにより浸水被害の軽減、快適

 な環境の維持を図る。
 〔手段〕

　必要箇所を限定し、改修を図る。

高 高 高 高 B

　管路改修事業は、既存施設
の現状を把握しきれない中、公
共下水道の管路等を対象に経
年変化等による施設の改修に
対応しているが、更に効率的、
効果的な事業執行を図るには、
水路台帳の整備による現状把
握、改修計画策定が必要であ
る。

検討･
見直し

①既存施設が良好に機能するよ
う、引続き施設の維持管理に努

 める。
②施設の老朽化により、現在予
定していない修繕等の増加が見
込まれるため、限られた予算内で
適切かつ効果的な処置が必要と
なってくる。また、計画的な改修を
進める必要がある。

21 Ｂ

　管路改修には、今後多額の維持費用の発生が予想され、計画的な事業の推進が求められる
が、その第一歩として、管路の現状を管理するための水路台帳の早急な整備が必要である。台帳
整備については、台帳の有効利用に向けて関係部署が連携し、全庁的に検討することが望まれ
る。

　今後の課題として、水路台帳の整備を指摘されている
が、道路台帳のデジタル化とのリンクを前提として、平成２
５年度からの水路台帳システム運用開始に向け、平成２２
年度より資料収集、現地調査、既存水路台帳のデジタル
化等の準備作業に着手し、平成２３年度も引続き作業を
行っている。
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368

受益者負担
金・使用料
徴収業務費
（受益者負
担金業務部
分）

下
水
道
課

S58 -

 〔目的〕
　公共下水道の受益を受ける者から

 事業費の一部を負担金を徴収する。
 〔手段〕

　受益者に負担金を賦課し納付書に
 より収納

　未納者には、督促・催告及び戸別訪
問の実施

高 高 高 高 B
　受益者負担金業務は、最低
必要コストがかかる。

検討･
見直し

①未納者に対する督促・催告・戸
 別訪問業務を強化していく。

②事務費のコスト削減を図る。
23 Ｃ

　公共下水道の受益を受ける土地所有者から事業費の一部を「下水道受益者負担金」として徴収
する業務である。都市計画法、越谷市の条例及び規則に基づき行われ、下水道事業継続のため
に欠かせない事業である。
　負担の公平の原則を守るために、100%に限りなく近い収納率が求められるが、平成22年度の収
納率は現年度で86.46%、滞納繰越分を含めると64.25%であり、これでは公平性を担保できていると
はいえない。また、これまでに約9千万円以上の債権を5年の時効により欠損している。下水道受
益者負担金は強制徴収公債権（税の例により滞納処分可能な債権）であるにも関わらず、滞納処
分の実績もなく、時効中断の措置は主に納付誓約のみで、法で定めた措置が十分に取られていな
いなど、債権管理・回収の体制は極めて不十分である。
　平成18年度の外部評価において、回収方法の工夫と、回収コストの採算性改善が指摘されてお
り、対応として電算委託業務を見直し、コスト削減に努めたとのことだが、一方で、徴収率の低下と
9千万円以上の欠損という事態が現れている。当該事業を開始した昭和58年度から平成22年度ま
でで54億8千万円の収納があったとのことだが、その1.7％に当たる額が回収できていない事実を
重く受け止めるべきである。
　新規の賦課・徴収の発生も考慮し、事業継続の必要性は認められる。しかしながら、業務の棚卸
を抜本的に行い、当該事業のあり方を大幅に見直す必要がある。
　当該事業は①賦課・調定、②取引される土地への負担金の賦課状況についての問い合わせ対
応、③徴収・滞納整理が主なものだが、①は下水道課に残し、②についてはデータベースを活用し
て効率化する（例えば、ホームページ上で地番を入力すれば賦課状況を自動的に分かるようにす
る）などして、手間をかけない工夫をすること、③については平成23年度に収納課に新設された債
権回収係に案件を積極的に移管することを提案したい。
　負担金の他、税金、各種料金などの公的債権の滞納者は複数の公的債権を滞納する例が多
い。当該業務以外にも関係することだが、各部署で非効率に徴収に動くことを見直し、庁内で債権
回収の一体化を進められたい。
《参考》平成18年度外部評価： Ｃ

※平成２３年度外部評価を受けた対応等については、同
年度内に整理予定

（平成２３年度外部評価実施前における対応等）

　平成１９年７月より業務委託であった賦課収納業務の一
部をリース等に変更し事務所内で業務処理を行うことで経
費の縮減を図った。また、今後収納課債権回収係と連携を
図りながら収納率の向上に努める。

369

受益者負担
金・使用料
徴収業務費
（使用料業
務部分）

下
水
道
課

S58 -

 〔目的〕
　下水道使用者より、下水道使用料を

 徴収する。
 〔手段〕

　水道料金との併合徴収(越谷・松伏
 水道企業団へ業務委託)

　未納者に対しては、越谷・松伏水道
企業団と連携し、督促・催告・戸別訪
問の実施

高 高 高 高 B

　越谷・松伏水道企業団で、併
合徴収業務を実施していること
から、定期的に情報交換を行
う。

検討･
見直し

①業務実施団体の越谷・松伏水
 道企業団との連携を強化する。

②より適正な使用料金の設定に
向け検討していく。

21 Ｂ

　最大の課題は、収納率の向上である。平成20年度の未納額の約60%は、転居等による宛先不明
 が原因となっている。

　極めて難しい側面はあるが、水道企業団・庁内他部署と連携し、転居等による宛先不明を追求
調査する等、収納率改善に向けての効果的な方策を検討していただきたい。

　越谷・松伏水道企業団と定期的に連絡調整会議を行い、
早期収納に向け業務の連携を図っている。また、上水道
のデータを活用し早期の未届接続世帯を把握することで
使用料の向上に努めている。

370
公共下水道
情報管理シ
ステム事業

下
水
道
課

H12 -

 〔目的〕
　公共下水道の情報を適正に管理
し、業務の効率化と市民サービスの

 向上を図る。
 〔手段〕

　下水道情報整備やシステム改良及
び機器の保守点検委託の実施

高 高 高 高 B
　整備した情報の有効活用や
迅速に正確な情報提供を図る。

検討･
見直し

①管路情報における表示内容に
ついて、より分かりやすくするよう

 システム改良を行う。
②下水道情報管理システム内に
ある管渠情報の適正管理を続け
て利用者への利便を図る。

20 Ｃ

　公共下水道情報管理システムの必要性は認められる。しかし、これまでのＩＴ投資額は3億円を超
 えており、以下のような課題が考えられる。

 ・システム構築の内訳が明確になっていない。
 ・保守費の算定根拠が不明確である。

 ・情報システムの関連図等がなく、システムの構成が不明確である。
 ・情報システム調達時に、情報システム部門等他部門との連携がなされてない。

　このため、システム調達におけるコスト削減や品質向上の視点から、改善の余地が大きいと思わ
れる。ＩＴ化にあたり、ＩＴの専門部署である情報統計課との連携を強化すべきである。

●
　機器リース３契約を、１契約に統合した。統合及びシステ
ム業務委託を発注する際にも情報統計課の協力を得て、
経費節減に努めた。

371
水洗便所普
及啓発事業

下
水
道
課

S58 -

 〔目的〕
　水質汚濁の防止、水洗化率の向上

 を図る。
 〔手段〕

 　融資あっせん業務
 　下水道展による広報活動

　未接続世帯への戸別訪問による普
及活動

高 高 高 高 B
　未接続世帯への継続的な普
及活動が必要である。

検討･
見直し

①平成２１年度から再雇用職員
を活用することとし、未接続の解
消に向けて随時戸別訪問指導に

 取り組んでいく。
②未接続世帯の解消に向けた、
効率的な手法の調査・検討をして
いく。

17 Ｂ

　公共下水道への接続100％化を達成する期限を区切り、各年度ごと達成率の計画を明確に立案
されることを望む。事業期間が長引けば、それだけ総事業費がかかることを認識され、各年度ごと
の事業の実施方法の検討を願う。また、融資あっせん制度などの積極策については、引き続き指
定工事店及び管工事組合等との連携を強化し、普及促進することを望む。

　公共下水道への接続率を更に上げる為、再任用職員に
よる未接続世帯の接続指導と併せて、未接続世帯等の現
地確認をする業務委託に取り組んでいる。

372
管路施設維
持管理事業

下
水
道
課

S58 -

 〔目的〕
　公共下水道を利用する住民の快適
な生活環境の保全や事故防止、また

 管路施設の機能維持を図る。
 〔手段〕

　管路施設の修繕実施及び清掃委託

高 高 高 高 B
　管路の状況把握が十分でな
いことから、計画的な維持管理
実施が難しい。

検討･
見直し

①人孔及び人孔内調査に基づき
 清掃や修繕を実施する。

②供用開始区域全体の管路機
能や通行の安全を確保するた
め、人孔及び人孔内の簡易調査
を行い清掃、修繕を進めていく。

20 Ｂ

　公共下水道を利用する住民の快適な生活確保や事故防止を図るために、当該事業は必要であ
ると認められる。ただし、事業費が多額となるため、今後とも一層のコストダウンを図ってほしい。
成果指標として修繕箇所数や清掃実施件数をあげられているが、事業目的に沿って管路施設の
機能維持を表す成果指標を設定すべきである。

　道路管理者等と一体の施工をすることにより、コストの削
減を図っている。

［89］
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373
ポンプ場施
設維持管理

 事業（汚水）

下
水
道
課

S58 -

 〔目的）
　常時稼動している施設の機能維持
を図り、利用者の快適な生活の保全

 を行う。
 〔手段〕

　ポンプ場運転管理や保守管理の委
託及び異常個所の修繕実施

高 高 高 高 B

　コスト削減を図る手段として設
備機器の予防的修繕を行うこと
が有効であるが、機器の状態
把握が不十分であるため実施
が難しい。また、委託契約方法
の見直しによるコスト縮減を図
る必要がある。

検討･
見直し

①引き続き委託・修繕等の維持
管理を行う。また、委託において

 は複数年契約の実施を行う。
②各ポンプ場の状態を調査確認
し、予防的修繕計画の策定を進
める。

16 Ｂ 　委託範囲を可能な限り拡大し、人件費削減を図られたい。
　できる限り民間委託を行い、経費の節減を図っている。
また、長期継続契約を行って、安定した維持管理に努めて
いる。

374
公共下水道
会計繰出金
事業

下
水
道
課

S58 -

 〔目的〕
　公衆衛生の向上や河川等の公共水
域の保全を図り、安全で快適な生活

 環境を維持する。
 〔手段〕

　一般会計より公共下水道特別会計
へ繰り出す。

高 低 高 高 B

　公共下水道事業は、雨水は
公費負担であるが、汚水は私
費（使用料等で賄う）のため、資
本費に対する基準外の繰出金
の抑制が必要になる。

検討･
見直し

①建設コストの削減・水洗化の促
進及び使用料収納の確保を図

 り、基準外の繰出金抑制を図る。
②今後は、事業費の平準化と併
せて適正な使用料金への見直し
を図り、一般会計からの繰出金
の削減を進めていく。

21 Ｂ

　公共下水道の整備は、市街化区域内は概ね完了したものの、今後はその維持管理が重要課題
 となる。

　しかし、現状ではその事業費が充分に見込めないことから、予算確保が重要になる。使用料金
の見直しのためにも、事業費の必要性を訴えることができるように、正確な現状分析が求められ

 る。
　さらに、維持管理コストの縮減のためには、公共下水道施設維持管理事業等と連携した対応が
必要と思われる。

●

　平成２２年度に下水道使用料等審議会を開催し、算定期
間４年間（平成２３年度から２６年度）の歳入、歳出の分析
をした結果、平成２３年７月使用料改定（改定率２５％）を
実施。改定により一般会計への負担軽減を図った。また、
平成２２年度から２４年度の３年間で補償金免除繰上償還
を実施し、低金利への借換により支払利息額の低減に努
めている。

375
公共下水道
台帳整備事
業

下
水
道
課

H12 -

 〔目的〕
　新設や更新があった下水道施設に
ついて、利用者への最新管路情報の
提供や適正な維持管理業務への利

 用を図る。
 〔手段〕

　新設、更新した下水道施設の台帳
整備委託の実施

高 高 高 高 B

　①台帳と現況が不一致の場
 合がある。

　②台帳作成に一部実施してい
る現況調査について、実施方
法を検討しコスト削減を図る必
要がある。

検討･
見直し

①年２回の台帳更新を実施する
とともに、現況調査に掛かる費用

 のコスト削減を検討する。
②下水道台帳の精度を向上する
ために、他事業で実施している管
路カメラ調査結果の反映と現地
調査の実施を進める。

19 Ｂ

　ITを活用し、職員の負荷軽減、市民の利便性向上を図られている点については評価できる。
　新設、変更箇所の台帳への反映期間を短縮することを検討する必要がある。
　また、工事中および工事申請中箇所の一覧表を情報提供すればさらに利便性が向上すると思
われる。

　年２回の台帳更新を行い、市民サービスとして情報提供
をしているが、新しい情報はすぐに提供できないので、紙
台帳にて随時提供できるように対応している。

376
管路整備事
業（下水道
課）

下
水
道
課

S58 -

 〔目的〕
　都市の健全な発達や公衆衛生の向

 上、公共用水域の水質保全を図る。
 〔手段〕

　公設桝、取出し管及び下水道本管
設置工事の実施

高 高 高 高 B
　認可区域内であるが、私道等
で公共下水道の未整備箇所が
ある。

検討･
見直し

①②公共用水域の水質保全や
公衆衛生の向上を図るために、
下水道未整備箇所の解消を進め
る。

16 Ｂ
　下水道台帳の整備を行い、現地確認作業の軽減等によるコスト削減および工事実施までの期間
短縮を図られたい。

　土地区画整理事業を除き、市街化区域の整備は概ね完
了している。残りは私道関連であり、関係者と協議のうえ、
整備を行っていく。

377
管路改修事
業（下水道
課）

下
水
道
課

- -

 〔目的〕
　管路施設の機能確保や延命化を図

 る。
 〔手段〕

　管路施設の改修工事の実施

高 高 高 高 B
　老朽化した施設のストックが
多く、改修に長い期間がかか
る。

検討･
見直し

①平成２２年度で策定した施設長
寿命化基本計画に基づき選定さ
れた区域の実施計画書を作成
し、国庫補助事業の承認申請事

 務を進める。
②長寿命化支援制度を活用し施
設の長寿命化に取り組む。

23 Ａ

　公共下水道の管路施設の機能確保や延命化を図るために、管路施設の改修工事を実施する事
業である。市民生活の快適な生活環境を守る上で必要な事業である。
　平成18年度外部評価の指摘事項を踏まえた庁内の検討、取り組みにより、平成22年度に越谷
市公共下水道事業経営健全化計画及び施設長寿命化基本計画が策定され、アセットマネジメント
の考え方に基づき、ライフサイクルコストの引き下げや、優先順位をつけた計画的かつ効率的な事
業運営を目指した取り組みが進められていることは評価できる。また、適切かつ柔軟な事業運営
を行うため地方公営企業法適用を目指し、使用料の値上げや、債務の借り換えなど、歳入歳出の
バランスをとる努力をしている。
　今後は、改修費用と耐用年数に見合った減価償却費を適正に計上するとともに、管路改修にか
かるコストのピーク時期をシミュレーションにより明らかにしながら、施設の耐用年数に応じた適切
な更新が可能となるように、公共下水道事業経営健全化計画及び施設長寿命化基本計画に基づ
く事業進捗管理を徹底されたい。
《参考》平成18年度外部評価： Ｃ

※平成２３年度外部評価を受けた対応等については、同
年度内に整理予定

（平成２３年度外部評価実施前における対応等）

　平成２５年度より｢越谷市公共下水道長寿命化基本計画
業務委託｣の報告書等に基づき、長寿命化制度を活用し
て管路改修を順次行っていく。

378
流域下水道
事業

下
水
道
課

S47 -

 〔目的〕
　中川流域下水道は、埼玉県東部15
市町が関連し、効果的に水質汚濁防
止を図るため、管渠・ポンプ場・終末
処理場等の建設費及び維持管理費

 の一部を負担する。
 〔手段〕

　建設負担金・維持管理負担金の納
付

高 高 高 高 B

　流域下水道事業は、広域的
に汚水処理を行うことにより、
効果的に河川等の水質汚濁防
止を図ることができる事業では
あるが、今後の建設費や維持
管理費がかかることから、より
一層の水洗化促進を図り、使
用料の財源確保が必要となる。

検討･
見直し

①②効果的な水質汚濁防止を図
るため、水洗化促進事業を推進
し、未水洗化世帯の解消に取り
組む。

22 Ｂ

　都市の健全な発達と公衆衛生の向上を目指し、あわせて公共用水域の水質を保全するため、県
が管理運営する中川流域下水道事業に対し、その設置、改修、修繕、維持その他管理に要する
費用の一部を負担する事業である。
　負担金の支払い先の流域下水道に対し、合理化、効率化しているかをチェックする姿勢は評価
に値する。
　下水道事業は現代社会に必要な事業だが、事業費が非常に大きく、市債の発行もされている事
業であり、公債費比率を上昇させないよう注意されたい。本事業の市債の利息も単年度で1億
4,500万円に上っており、財源の見直しが必要である。
　引き続き、本事業の効果を高めるため、水洗化促進事業を推進し、未水洗化世帯の解消に取り
組まれたい。

　平成２２年度より、新たに県流域下水道事業運営協議会
全体会議及び調整会議を設置し、流域別会議だけであっ
た事業計画への意見・要望・チェック体制等の充実を図っ
ている。

［90］
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379
ポンプ場改
修事業

下
水
道
課

H21 -

 〔目的〕
　下水道利用者に快適な生活環境の

 提供を図る。
 〔手段〕

　ポンプ場施設の改修工事の実施

高 高 高 高 B
　電気・機械設備の老朽化した
ポンプ場が多く、改修計画の前
倒しの検討が必要である。

検討･
見直し

①平成２１年度より実施している
ポンプ場改修事業を引き続き行

 う。
②現在策定している改修計画に
基づき改修事業を進める。

380

営繕管理事
業（CADシ
ステム・公
共施設維持
管理システ
ム）

営
繕
課

H15 -

 〔目的〕
　公共施設の予防保全や点検整備の
基準を明確化し、適切な維持管理を
することで、今後の修繕費の負担軽

 減や平準化を図る。
 〔手段〕

　公共施設維持管理システム業務（第
１期）の越谷市公共建築物施設情報
収集業務の委託

高 高 高 高 B

　事業目的がシステムの完成
にあるのではなく、各施設の長
期的保全計画の作成にあるこ
とから、その体制づくりが必要
である。

検討･
見直し

①平成２４年度からシステムの本
格稼働を行う予定であり、施設の
所管部署と意見を交換しながら、
実用性の高いシステムの構築を

 図るためのカスタマイズを行う。
②平成２３年度は、施設情報収
集が完了していない２５施設の調
査を行い、データベース化を図
る。

19 Ｃ

 〈公共施設維持管理システム〉
　事業目的が、当システムの完成にあるのではなく、市全施設の長期的な保全計画の作成にあ
る。
システムの完成を待つのではなく、市保有施設を有するそれぞれの部署に対して計画的な営繕を
するよう勧告する体制を整備する必要がある。
　また、施設の維持には巨額の経費を要するとともに、適切な保全により施設の延命化につなが
る。長期保全計画は、市役所全体の財政運営に大きな影響を与えることを認識し、長期保全計画
の早期策定を目指し、当システムの早期完成を検討すべきである。

　平成２３年度は、施設情報収集が完了していない２５施
設の調査を行い、データベース化を図る。平成２４年度か
らシステムの本格稼働行う予定であり、施設の所管部署と
意見を交換しながら、実用性の高いシステムの構築を図る
ためカスタマイズを行う。

381
道路施設維
持管理事業

維
持
管
理
課

- -

 〔目的〕
　誰もが安全に安心して利用できるよ
う、道路の維持管理を行うとともに、良

 好で快適な道路環境を保全する。
 〔手段〕

　道路パトロールを実施し、破損箇所
の早期発見に努める。また、修繕に
あっては、修繕業者との連携を図り、
適宜対応して行く。

高 高 高 高 B

　安全で良好な道路環境を維
 持していくことが課題である。

　道路の老朽化とともに、新設
等により路線延長が伸びていく
中、維持管理に係るコスト縮減
についても、さらなる努力が必
要である。

検討･
見直し

①安全で良好な道路環境を維持
していくため、道路占用者や交通
事業者、建設業協会等の協力を
得て、事故などが起きないよう道
路の不良箇所等の早期発見に努

 める。
②維持管理のさらなる充実を図

 る。
※Ｈ２３年度より建設総務課から
維持管理課に移管となる。

18 Ｂ

 <道路修繕事業>
　道路環境を改善する為、当該事業は必須である。今後は道路パトロールの強化や、計画的道路
補修等、機能強化も求められる。但し、事業効率を向上させる為、安全管理センターの正規職員
から非正規職員への切り替えを含め、正規職員定数削減の検討の余地がある。

　平成23年度より維持管理課として、従来の道路、水路、
公園緑地、街路樹等の維持管理窓口をひとつにし、受付
から処理に関する委託の発注、修繕の発注、直営での処
理を一元化し、業務の迅速化、市民サービスの向上を図っ
ている。委託や非正規職員の活用については、業務の内
容や規模、緊急時の対応、今後の業務量の推移を見極め
ながら、検討していく。なお、平成22年度より直営の道路パ
トロールに加え、市内全域を対象に、定期的な道路パト
ロールを実施している。

382
都市計画審
議会運営事
業

都
市
計
画
課

H12 -

 〔目的〕 
　都市計画審議会は、その権限に属
された事項を調査審議する。また、市
長の諮問に応じた都市計画に関する
事項を調査審議し、審議の結果を答

 申する。
 〔手段〕

　本審議会は、市長が委嘱する委員
（現在の構成は学識経験者６人・市議
会議員６人・関係行政機関又は県の
職員３人・市の住民委員３人の計１８

 人）で組織されている。
　審議会事務局は、委員の委嘱等組
織に係る事務や会議開催に係る事務
を取り扱い、円滑かつ効率的な組織
運営を行う。

高 高 高 高 B

　都市計画法第77条の２第1項
の規定に基づき、当審議会を
設置している。事務局として、審
議会を円滑に実施し、かつ、審
議会の開催効率をさらに高める
ための努力が必要である。

検討･
見直し

①②市が開催する都市計画審議
会は、市や県が決定する都市計
画を調査審議することが主務で
ある。そのため審議会の開催に
ついては、定期的な開催ではな
く、決定案件の手続きの推移に
左右されることになるが、審議会
の開催効率を高めるため、審議
会開催時の都市計画決定案件
の更なる集約化に取り組む。

383
公共事業再
評価委員会
運営事業

都
市
計
画
課

H15 -

 〔目的〕
　本委員会は、国土交通省所管の補
助事業において、事業採択後一定期
間を経過した後も未着工である事業
や、事業採択後長期期間が経過して
いる事業等に関し、市長が策定した対
応方針等を付議する諮問機関であ
る。委員会は当該諮問に対し、継続
又は見直し等の意見を決定し、市長

 に答申する。
 〔手段〕

　市長が委嘱する委員（法律・経済・
都市計画・環境・建築の計5人）で組
織されている。委員会事務局は、委員
の委嘱等の組織に係る事務や会議開
催に係る事務を取り扱い、円滑かつ

 効率的な組織運営を行う。

高 高 高 高 B

　公共事業再評価委員会は、
国土交通省所管事業を対象と
しており、広範な公共事業等の
評価（再評価、事後評価等）を
行う第三者機関としての活用が
考えられる。そのため、まちづく
り交付金評価委員会との連携
について、改善・検討をしていく
必要がある。

検討･
見直し

①②まちづくり交付金評価委員
会との連携を図り、同日日の開
催を模索するなど開催効率をさら
に高める。また、審議案件の集約
化にも取り組む。

［91］
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384
都市景観推
進事業

都
市
計
画
課

H10 -

 〔目的〕
　美しい都市景観形成を促進するた
め、景観に関する市民意識の高揚を
図り、自然環境や歴史的特性と調和
した、ゆとりやうるおいある街並みを

 創造する。
 〔手段〕

　市街地では、地区計画等を導入す
るとともに、都市景観形成基本計画
（平成7年3月策定済）に基づき、庁内
で組織する都市デザイン協議会等の
協議により、本市の都市計画形成、
公共施設の形態、意匠並びに越谷市
公共サインマニュアルに準拠した公共
サインの整備を促し、先導的な整備
の推進に努める。

高 高 高 高 B

　公共サインの整備等について
は、平成１８年度事務事業評価
外部評価において、その必要
性は、一定の理解をいただいて
いる。今後は未整備箇所につ
いて、他事業との併合整備など
による整備推進及び整備の優
先順位並びに将来の維持管理
などを考慮し、効率的な整備を
行う必要がある。また、本市が
平成２１年４月、景観行政団体
になったことから、庁内の都市
デザイン協議会において景観
計画及び景観条例の策定に向
けた調査、研究を行うとともに、
計画策定のための体制づくりを
していく。また、市民の景観に
対する意識啓発をする必要が
ある。

検討･
見直し

①当面、情報拠点となる鉄道駅
の大拠点サインの整備を最優先
に、他事業との併合整備などに
より順次整備推進を図る。また、
既設サインについては、案内地
図等の時点修正など、整備を行

 い、維持管理に努める。
②平成２４年度の景観計画策定
後は、適切な運用体制を整えると
ともに、協働による越谷らしい景
観づくりを推進していく。

23 Ｂ

　良好な都市景観を形成するために市民への啓発を図り、自然環境や地域特性を生かした個性
あふれる都市景観整備を進める。越谷市の都市景観を維持管理し、市民にとって美しい街並みを
創造するための事業である。
　平成21年4月1日より景観行政団体に移行したことから、景観法に基づき、景観計画の策定に取
り組む必要がある。計画の策定にあたっては、市民に対して啓発活動や勉強会を通して景観に関
する理解を得ることと、市民の意見が反映される体制を整えていただきたい。
　また、外部の専門家、有識者等の意見を反映させるために、庁内で組織する都市デザイン協議
会に参加するように組織づくりをして計画策定に取り組むことを検討されたい。
　これまで本事業の中心的な業務だった公共サインの整備、修繕に関しては、優先順位を決めて
計画的で効率的な修繕に努めていく必要がある。予算に関しても、公共サインの整備、修繕に関
する計上が主で啓発や街並み整備には予算計上がほとんどなされなかった。今後は景観行政団
体として、越谷市らしい景観づくりに取り組んでいただきたい。
　景観形成には、市民、事業者、行政のそれぞれの役割があり、行政としては、景観に配慮しなが
ら公共事業などを進めることのほか、まちづくりを進める公平な立場から、市民の意見を反映した
明確な目標像を示すとともに、市民や事業者の活動を支援する役割を担っていただきたい。また、
景観行政団体となったことに伴い、市の景観計画や景観条例の策定を行い、景観行政を本市自ら
推進することとなるため、今後の事務量が大幅に増加することとなる。このため、景観施策に対す
る計画を立て、関係各課が連携して効率化等を検討する必要がある。
　越谷市では景観に関する市民意識の高揚を図るために、講演会やタウンウォッチングなどの啓
発活動を実施しているが、参加人数も少なく、毎回決まった人しか参加してないのが現状にある。
景観整備を推進するにはより多くの市民の理解が不可欠なため、多くの市民が参加するように啓
発活動を工夫していただきたい。
　講演会などの啓発活動回数を活動指標としているが、講演会などへの参加人数を表す「景観行
政啓発活動への参加人数」を提案したい。また、成果指標に設定されている「公共サイン設置数」
は活動指標が適切であるため、来年度は改善してほしい。新たな成果指標に、市民が景観にどれ
だけ理解が進んだかを表すために「景観に対する市民の満足度」を追加したい。
《参考》平成18年度外部評価： Ｃ

※平成２３年度外部評価を受けた対応等については、同
年度内に整理予定

（平成２３年度外部評価実施前における対応等）

　新たな公共施設の設置や既存施設の改修、補修計画並
びに駅前広場に合わせて、優先順位を付けて計画的に整
備している。

385
都市計画基
礎調査事業

都
市
計
画
課

- -

 〔目的〕
　都市計画法第6条の規定により、概
ね5年ごとに都市計画に関する基礎

 調査を行う。
 〔手段〕

　調査内容については、人口規模、土
地利用をはじめ、都市の現状、都市
化の動向等について広範囲なデータ
を把握し、都市計画については、同法
第２１条第1項の規定により、必要に
応じて変更等を行う。5年ごとの大規
模調査（２８項目）については、平成17
年度に業務委託により実施済。経年
時の調査については、臨時職員によ
り実施してきたが、平成19年度から職
員で対応している。

高 高 高 高 B

　県は、「農地転用、建築状況」
について、毎年求めてきたこれ
までの調査方法を改めてきてい
ることから、今後の県の動向を
見極めて、適切に対応していく
ことが必要になる。また、調査
にあたっては、都市計画支援シ
ステムの更なる活用を図り、事
務の省力化・基礎調査のデータ
の効率的な運用を図ることが課
題である。

検討･
見直し

①今後、全庁的な統合的システ
ム（GIS)等の整備導入により、関
係各課のデータを共有することが
でき、更には、都市計画支援シス
テムの機能を追加することで更な

 る効率化を図る。
②次回、大規模調査年度（平成２
８年度）においては、調査項目の
変更などが予想されるが、経年
変化の「農地転用、建築状況」に
ついて、把握していく。

22 Ｂ

　都市計画法第6条に規定された「都市計画に関する基礎調査」であり、概ね5年ごとに国土交通
省令で定める事項について、都市計画区域の現状及び将来の見通しを調査する事業である。
　調査内容は人口規模、土地利用をはじめ都市の現状、都市化の動向等について広範囲なデー
タを把握するもので、重要な資料となるため、本事業を推進する必要性が認められる。
　昨年度は農地転用状況と建築状況について動態調査を実施した。
　実際の作業は、農業委員会と建築住宅課から農地転用状況と建築状況のデータの提供を受
け、都市計画支援システムに入力する作業である。
　窓口業務の待ち時間短縮や事務の省力化のため、地理情報システムの導入を検討されたい。
　本事業の成果は市街化区域の拡大や道路の決定、再開発計画などの元となる資料になるが、
成果の活用を図るとともに、本事業の成果がどのように役立ったかについての把握を進め、成果
指標とされたい。

●

　地理情報システムを活用した都市計画支援システムを
既に導入済みである。今後は、都市計画情報をWEB配信
対応の可能なシステムに変更していく。また、都市計画基
礎調査の成果を、都市計画決定等の際、どのように役立
てたかの成果指標を検討する。

386
地区計画推
進事業

都
市
計
画
課

S55 -

 〔目的〕
　良好な市街地環境を形成・保全し、
地区の特性を生かしたきめ細かなま
ちづくりへの規制・誘導を推進するた
め、積極的な住民参加による地区計

 画の策定を促進する。
 〔手段〕

　まちづくりの意識啓発のため、地区
計画案内板設置、地区計画パンフ
レット、ホームページ掲載等、広報活
動を通じ、広く一般に周知し、地元と
協働のまちづくりを進めていく。

高 高 高 高 B

　地区計画は、地区独自のまち
づくりのルールとして画期的な
ものであるが、届出・勧告制度
のため、その実効性を高めるた
めにも、建築条例化等につい
て、建築住宅課との連携を図る
ことが必要である。また、既存
の市街地での住環境の保全等
のため、地区計画の策定を推
進していく必要がある。さらに、
平成２１年４月、本市が景観行
政団体になり、今後、策定して
いくこととなる景観計画との整
合性を図っていく必要がある。

検討･
見直し

①平成２１年度にJR武蔵野線南
側のレイクタウン地区において、
地区計画を決定した。そのため
既決定の地区計画区域にも増し
て建築物の建築等の行為の届出
件数が増加しつつあるため、効
率的な審査事務に努めるものと

 する。
②景観計画策定にあたっては、
各地区の地区整備計画の制限
内容との整合性を図っていく。

21 Ｂ

　地区計画の策定とその具体化は、長期にわたる事業となる。それゆえ、地域住民からの幅広い
 意見を聞き、理解を得ながら粘り強く取り組むことが重要である。

　こうした特性を考慮すれば、活動指標を、単年度の活動量として捉えるのではなく、過去からの
 累積件数で示すなど、市民にわかりやすい指標とすることを望む。

　なお、21年度から「景観計画の策定」に着手したとのことであるが、広く市民等の意見を聴取しつ
つ早期に策定されることを期待する。

　地区計画の届出件数は、平成20年度322件、平成21年
度353件、平成22年度459件と増加傾向にある。特に、越
谷レイクタウン北、南地区は、開発計画の推移に合わせ、
相談、協議する件数も増えており、適切な対応に努めてい
る。活動指標については、さらに市民にわかりやすい指標
を検討していく。
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387
まちづくり推
進事業

都
市
計
画
課

S32 -

 〔目的〕
　市街地における整備促進のための
調査研究及び越谷レイクタウン特定
土地区画整理事業の推進を図る。
（駅前広場整備、大相模調節池、水辺

 の親水、無電柱化等）
 〔手段〕

　各種協議会等の活用による他自治
体の整備手法の行政実例の調査・研
究。地元発意によるまちづくり組織の
育成。まちづくり支援補助金等の活
用。越谷レイクタウン特定土地区画整
理事業施行者であるＵＲ都市再生機
構及び関係機関との協議調整を図
る。

高 高 高 高 B

　市内の市街地整備促進地区
の整備手法には様々な方法が
あるが、現下の社会経済情勢
においては、新規事業の立ち上
げが厳しい状況である。今後
は、真に必要な事業を見極めな
がら、地元発意によるまちづくり
の組織育成をはじめ、行政から
の支援を検討する必要がある。

検討･
見直し

①関係権利者の意向の把握に努
め、市内の市街地整備促進地区
の整備手法の可能性を探る。地
域の理解を得ながら、一緒に取り
組むための話し合いの場を作る
ことが大切である。レイクタウン
地区では、平成２５年度の完成に
向け、UR都市再生機構と連携を

 して進捗を図る。
②越谷レイクタウン特定土地区
画整理事業の早期完成に向け、
計画的な事業進捗が図られるよ
うUR都市再生機構と協議調整を
図る。

21 Ｂ

　住みやすいまちづくりを推進する上で、市街地開発事業の具体化が重要になる。そのため、日頃
 より地域住民の意見を集約し、理解を得ることが大切である。

　今回、活動結果及び活動成果の指標は示されなかったが、今後は、市街地開発事業の進捗状
況を市民に理解いただくためにも、「開発事業の具体化に向けて取り組み中の案件件数」などを指
標化されるなど、工夫をされたい。

●

　越谷レイクタウン特定土地区画整理事業の平成25年度
の完成に向け、UR都市再生機構と連携を図っている。ま
た、事務事業の都市核の整備箇所数を活動指標としてい
る。

388

開発審査会
等運営事業
（都市計画
課分）

都
市
計
画
課

H15 -

 〔目的〕
　開発審査会は、都市計画法第５０条
に規定する審査請求に対する採決の
ほか、同法第34条第1２号に規定する
開発行為等について審議を行う。ま
た、越谷市まちの整備に関する審査
会は、越谷市まちの整備に関する条

 例に規定する諮問に応じ審査する。
 〔手段〕

　本審査会は、市長が委嘱する委員
（開発審査会計5人、まちの整備に関
する審査会計3人）で組織されてい
る。審査会事務局は、委員の委嘱等
組織に係る事務や会議開催に係る事
務を取り扱い、円滑かつ効率的な組
織運営を行う。

高 高 高 高 B

　平成18年度から、審査会の独
立性を確保するため、開発指導
課から都市計画課に審査会事
務局を置いている。事務局とし
て、審査会の審査を円滑に実
施し、かつ、審査会の開催効率
をさらに高めるための努力が必
要である。

検討･
見直し

①②審査会の開催については、
定期的な開催ではなく、審議案件
の手続きの推移に左右される
が、審査会の開催効率を上げる
ため、審議案件の更なる集約化
に取り組む。

389
建築審査会
運営事業

都
市
計
画
課

S59 -

 〔目的〕
　建築審査会は、建築基準法の規定
に基づく例外許可に関する同意及び
同法第94条第1項の審査請求に対す
る採決を行うとともに、特定行政庁の
諮問に応じて建築基準法に関する重
要事項を審議し、関係行政機関に対

 して建議を行う。
 〔手段〕

　市長が委嘱する委員（法律、経済、
建築、都市計画、公衆衛生、行政の

 計7人）で組織されている。
審査会事務局では、委員の委嘱等事
務や会議開催に係る事務を取り扱
い、円滑かつ効率的な組織運営を行
う。

高 高 高 高 B

　平成18年度から、審査会の独
立性を確保するため、建築住宅
課から都市計画課に審査会事
務局を置いている。事務局とし
て、審査会の審査を円滑に実
施し、かつ、審査会の開催効率
をさらに高めるための努力が必
要である。

検討･
見直し

①②審査会につては、建築確認
申請に伴い、審査案件も継続的
に発生することから定期的に開
催しているが、審査会の開催効
率を高めるため、審議案件の更
なる集約化に取り組む。

20 Ｂ

　建築審査会は、専門的な知識を有する弁護士や学識経験者等から組織する第三者機関として
組織され、また、事務局も建築住宅課から独立した都市計画課が担当しており、適切に運用され
ているといえる。
　成果指標として、審査会の開催回数を設定しているが、案件処理件数等業績を示す指標を設定
する工夫が必要である。また、審査会の開催効率を更に高める努力を期待する。

●

　活動指標は、建築審査会開催回数だけでなく、諮問され
た案件数とし、成果指標に、諮問に応じた答申件数、不服
申し立ての審査請求総件数としている。また、審査会の開
催効率化に努めている。

390

まちづくり交
付金評価委
員会運営事
業

都
市
計
画
課

H20 -

 〔目的〕
　まちづくり交付金評価委員会は、「ま
ちづくり交付金交付要綱」に基づき、
国土交通省所管の補助事業により実
施した各事業の最終年度に実施する
もので、まちづくり交付金がもたらした
成果等を客観的に検証して、今後の
まちづくりのあり方を検討する。また、
事業の成果を住民に分かりやすく説

 明することを目的としている。
 〔手段〕

　市長が委嘱する委員は、越谷市公
共事業再評価委員会委員で組織され
ている。委員会事務局は、委員の委
嘱等事務や会議開催に係る事務を取
り扱い、円滑かつ効率的な組織運営
を行う。

高 高 高 高 B

　平成16年度に創設された「ま
ちづくり交付金交付要綱」に基
づく事後評価は、現在実施され
ている「公共事業再評価」の実
施手続きと相違するものの、都
市計画やまちづくりの分野等に
関し、中立的な立場で意見を述
べるなど、体系的に類似してい
る。事務局として、委員会の審
議等を円滑に実施し、かつ、委
員会の開催効率を更に高める
努力が必要である。

検討･
見直し

①②平成23年度は１地区で再評
価の時期を迎えることから、「公
共事業再評価委員会」との連携
を図りながら、同日開催を模索す
るなど、開催効率を更に高めるた
め取り組む。審議案件の集約化
にも取り組む。
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391
都市計画支
援システム
事業

都
市
計
画
課

H11 -

 〔目的〕
　都市計画事務は、構想・計画から実
現化の過程において、相互に関連す
る多種多様な情報を的確に把握し、こ
れらの情報を集計・解析し、総合的に
判断する必要がある。本システムの
活用により、これらの情報を一元的に
処理することで、その業務の効率化と

 質の向上を図る。
 〔手段〕

　多様化・高度化している市民ニーズ
に対し、窓口業務の迅速化・的確性
の向上を実現するシステムの構築・運
営のため、最新のデータ更新や機能
追加、及びシステム稼動のための機
器の賃貸や保守管理を行う。

高 高 高 高 B

　平成１８年度から現行システ
ムを稼動している。システムの
充実を図るため、今後とも都市
計画支援システムの基となる搭
載データ等を全庁的に情報収
集するなど、より一層工夫する
必要がある。また、市民サービ
スの向上のため、ネット配信等
を検討する必要がある。

検討･
見直し

①搭載データ等の情報収集や機
器の機能更新により、更なる市

 民サービスの向上を図る。
②事務の効率化を図るため、統
合型ＧＩＳシステム、ネット配信等
の検討を行っていく。

392
都市計画図
書等作成事
業

都
市
計
画
課

- -

 〔目的〕
　都市計画基図データは、都市計画
縦覧図（計画図等）に背景図として用
いられるだけでなく、都市全体を網羅
する適切な地形図であることから、他
部局においても背景図として広く活用

 する。
 〔手段〕

　土地利用状況の変化に合わせて、
都市計画基図を定期的に更新し、併
せて市民等にも利活用できるよう地図
印刷を行い、有償頒布を実施してい
る。また、本市の都市計画情報に係る
広報的周知を図るため、ＰＲ用冊子
「越谷の都市計画」、「地区計画パン
フレット」等の作成を行い、無償頒布し
ている。

高 低 高 高 B

　窓口サービスの一環として、
平成20年4月から、都市計画支
援システムの活用により、都市
計画情報等の頒布を実施して
いる。今後、情報化社会の進展
に伴う市民サービスに対応する
ため、都市計画情報を市の
ホームページ上で提供できるか
が課題となっている。

検討･
見直し

①②引き続き、都市計画支援シ
ステムの活用により、都市計画
情報等の頒布サービスを実施す
る。一方で、市民ニーズに対応す
るため、出来るだけ早期に都市
計画図等の都市計画情報をホー
ムページ上で提供できるように取
り組む。

17 Ｂ

<地図印刷事業>
　地図のもととなる地形図等の情報収集については、全庁的に統一して収集するなどの工夫によ
り、全体のコスト削減の方法を検討願う。また、頒布価格については、原価に見合った負担の検討
をお願いする。

●

　地形図等の情報収集については、現在、検討している統
合型GISの導入により、統一した収集が期待できる。また、
頒布価格については、５年ごとに見直しを行っており、その
基となる航空写真においては、資産税課と共同で委託し、
経費削減を図っている。

393
公共交通事
業

都
市
計
画
課

H4 -

 〔目的〕
　社会状況の変化により、交通環境に
対するニーズが多様化している中、誰
もが外出や活動しやすいバリアフリー
のまちづくりを進めるため、市民の利

 便性、安全性の向上を図る。
 〔手段〕

　公共交通機関と各種公共施設との
アクセスの維持・強化による利用拡大
を目指し、各同盟会、協議会を通じ、
輸送力増強及び施設改善等の要望
活動を行うとともに、新規ノンステップ
バス車両導入等の交通手段のバリア
フリー化を促進する。

高 高 高 高 B

　少子高齢社会の進展、環境
に対する意識の高まり等、社会
情勢の変化にあわせ公共交通
事業者と連携し、交通空白地域
を解消すると共に、市民の利便
性、安全性が求められている。
そのため、要望の多いバス路
線の新設が課題である。また、
毎年継続的に行っている関係
機関への各種要望活動につい
ては、その効果が最大限得ら
れるように、効率化を図る必要
がある。

検討･
見直し

①②関係機関への要望活動と合
わせて、更に、事業者との連携を
深めることで、進展を図る。

21 Ｂ

　本事業は、公共交通機関へのニーズが多様化している中で、市民からの要望をとりまとめ、交通
 機関組織との調整を進めることを内容としている。

　市民から寄せられた要望の実現を図る重要な事業であるが、要望が実現するまでの期間が長
期化するケースも少なくない。よって、単年度で捉えるのではなく、過去からの要望の累積件数と

 その実現件数を示す等、事業の進捗状況が明確になるよう、創意工夫を講じられたい。
 【ノンステップバス導入促進事業費補助金】（内部評価：継続）（外部評価：継続）

　国・県との連携を一層強め、ノンステップバス導入のさらなるスピードアップを望む。

　公共交通機関への要望について、事業の進捗状況が明
確になるように指標を検討する。

394
西大袋土地
区画整理事
業

市
街
地
整
備
課

H8 H24

 〔目的〕
　西大袋地区に安全・安心で健全・快

 適な市街地を形成する。
 〔手段〕

　土地区画整理の手法により地域内
の街路、上下水道、調整池等の都市
基盤整備及び宅地造成を実施する。

高 高 高 高 B
　例年の課題である事業計画
及び実施計画の見直しが行わ
れていない。

検討･
見直し

①②区画整理地内の幹線道路で
ある大袋駅西口線および健康福
祉村大袋線について、一部は既
に開通しているが、平成２５年度
末の全線開通に向けて、積極的
に建物移転補償等を行う。それ
に合わせたスーパー等の商業施
設についても平成２３年中には着
手（Ｈ２４年度初旬オープン）でき
る旨積極的にPRしていく。また、
バス路線についても引き続き路
線の拡充をバス事業者に対して
要望していく。

16 Ｂ
　長期にわたる事業のため、外部環境の変化に応じて当初計画の適宜見直しを進めていただきた
い。

　平成２２年度は、大袋駅西口線の完成を目指し、移転補
償等を行った。事業に合わせ商業施設の早期開業及びバ
ス路線の拡充について、引き続き要望していく。平成２３年
度は、前年同様工事、移転補償等を行い、事業の早期完
成を見据えつつ、平成２４年度までの事業計画、実施計画
の変更の準備を進める。

［94］
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395
東越谷土地
区画整理事
業

市
街
地
整
備
課

S61 H23

 〔目的〕
　越谷駅前線が中央を通り、病院、警
察署、裁判所等の公共施設も多い東
越谷地区に、市の中核として賑わい

 のある街並みを形成する。
 〔手段〕

　土地区画整理の手法により、地域
内の街路、上下水道、公園等の都市
基盤整備及び宅地造成を実施する。

高 高 高 高 A
　事業完了に向けての準備段
階

現状
維持

①②事業計画の延伸の検討を行
うが、早期の事業完了を目指す。

18 Ｂ
　すでに全事業費の8割を超えており、今後一般財源の負担を最小にする為、平成20年度以降早
期の事業完了が求められる。また、正規職員の作業範囲を見直し、定数削減の検討を加えるべき
である。

●

　平成２２年度は、事業完了に向けて、工事、移転補償等
を行った。また、事業の進捗に照らし正規職員の削減につ
いても１人減員した。平成２３年度は引き続き事業完了に
向け工事、移転補償等を行うとともに、平成２３年度末まで
の事業計画の資金計画等の変更を行う。

396
七左第一土
地区画整理
事業

市
街
地
整
備
課

H6 H23

 〔目的〕
　駅に近い新たな地区拠点として魅力
ある市街地（住宅地など）を形成す

 る。
 〔手段〕

　土地区画整理の手法により、地域
内の街路、上下水道、公園等の都市
基盤整備及び宅地造成を実施する。

高 高 高 高 A
　事業完了に向けての準備段
階

現状
維持

①②事業計画の延伸の検討を行
うが、早期の事業完了を目指す。

397
越谷駅東口
市街地再開
発事業

市
街
地
整
備
課

H9 H23

 〔目的〕
　細分化された土地の整理や高度利
用、道路や駅前広場などの整備を一
体的に行う再開発事業を行い、新た
な商業、業務機能等の集積を図り、中
心市街地の賑わいの創出や活性化な

 どを図る。
 〔手段〕

　都市再開発法に基づく市街地再開
発事業を施行する団体に対し、事業
推進を図ることを目的とし、越谷市市
街地再開発事業補助金交付要綱によ
り補助金を交付するとともに、公共施
設整備費を負担する。また、事業につ
いての必要な助言や監督を行い、事
業の推進を図る。

高 高 高 高 B
　引き続き、組合と連携を図り、
事業を支援していく。

検討･
見直し

①事業計画の延伸手続きを行っ
ており、平成２４年度の事業完了

 を目指している。
②については該当しない。（平成
２４年度の事業完了を予定してい
るため。）

18 Ｂ

　ベットタウン化しつつある越谷市として、駅東口の市街地の再開発は大変魅力のある事業である
が、買い物は都心やロードサイドに流れる傾向があり、駅前の一等地周辺を魅力ある街区にして
いくためには特段の集客要素が求められる。また若者が集まる特段の工夫が必要と思われるの
で、市の役割を最大限活用されての事業進展を期待する。

　当事業の施行者である越谷駅東口市街地再開発組合と
連携を図りながら、平成２４年度の事業完成に向け事業を
推進する。

398
緑化推進事
業

公
園
緑
地
課

S48 -

 〔目的〕
　市民や団体に記念樹や苗木を配布
し、公園内の空閑地や自宅の庭に緑

 を育てることにより、緑化を推進する。
 〔手段〕

　随時、記念樹を配布しており、春と
秋の「緑の月間」には、市民を対象に
苗木の無料配布を行っている。

高 高 高 高 B

　市民の方々には苗木の配布
事業が浸透しており、まちの緑
化は進んでいるものと考えてい
る。苗木配布時のアンケートで
はリピーターの方が多く、配布
する苗木の種類や配布場所な
どについて調査、検討する必要
がある。また、電話等の問い合
わせても、苗木の配布事業を知
らない方や配布日時を聞かれ
る方もいるため、今後広報活動
を強化する必要がある。

検討･
見直し

①苗木の配布時のアンケートに
より、育成調査を平成１８年度か
ら始めており、平成２４年度にお
いても同様に調査を継続するとと
もに、苗木の育成方法などにつ
いても説明し、緑化に対する意識

 を啓蒙する。
②緑の基本計画に基づき、緑化
を推進するためには、今後も苗
木配布を継続し、併せて緑化意
識の向上を図る。

16 Ｂ
　緑化推進の必要性は高いが、配布樹木の手渡し以外の方法も検討することで、正規職員の人
件費削減の余地あり。苗木配布時アンケート等をもとに事業活動に連携した適切な成果指標を設
定することが望ましい。

●

　４月と１０月の苗木の無料配布は市職員により配布を
行っているが、５月の野鳥の森フェスティバルでは越谷市
造園業協会に配布を依頼することで職員の人件費削減を
図った。また、苗木の無料配布時のアンケート結果による
と、過去に配布した苗木が「成長が良い」との回答が約７
５％あり、多くの樹木が根付いたと分析している。この結果
を踏まえ、更なる緑化のため今後も苗木の配布を継続して
いく。

399
公園施設改
修事業

公
園
緑
地
課

- -

 〔目的〕
　市民の日常的なレクリエーションや
コミュニティの場である公園を、安全で
安心して利用できるよう保全するとと
もに、地域住民に愛されるよう整備す

 る。
 〔手段〕

　公園施設や体育施設を改修する。

高 高 高 高 B

　市民から多岐にわたる改修要
望や新設要望があるが対応し
きれない状況である。また、安
全性の確保が最優先事項であ
り、計画順位が変動することが
ある。

検討･
見直し

①予算の範囲内で優先順位を設
 定し、施設の改修や新設を行う。

②市民の利用頻度の高い公園施
設や体育施設の充実を図るた
め、永続的かつ計画的な改修を
進めていく。

21 Ｂ

　利用する市民が安心・安全に公園体育施設を利用するための改修工事事業であり、当事業の
有効性は認められる。平成20年度では、公園施設改修工事費用が約1.3千万円、体育施設改修

 工事費用が約1.5千万円の実績である。今後も、効率的に改修工事を進められることを希望する。
　事業評価表については、事業目的に安心・安全を確保するための改修工事である等を明記いた
だきたい。

●

　公園施設及び体育施設を利用する市民の安全・安心・快
適性を確保するため、施設の定期点検等により、現状把
握を行うとともに、過去の改修履歴等に基づき、計画的か
つ効率的な改修工事を実施している。

400
平方公園整
備事業

公
園
緑
地
課

H11 -

 〔目的〕
　スポーツ・レクリエーション活動の拠
点的役割を築くとともに、災害時の避
難場所、市北部の緑の核として、市民
に安らぎと潤いを与える総合公園とし

 て整備する。
 〔手段〕

　都市計画の決定、公園用地の買
収、公園の整備を行う。

高 高 低 低 B
　財政状況が厳しいため、整備
手法を検討し、コスト縮減に取
組む必要がある。

検討･
見直し

①平成２３年度・２４年度で都市
計画決定に取り組むとともに、国
庫補助や特定財源を確保すべく

 調査・検討を加える。
②早期の事業着手が望まれてお
り、第４次総合振興計画前期に
は、用地買収や公園整備を進め
る必要がある。

［95］



          8.総合評価

A 事業内容は適切である

B 課題が少しあり事業の一部見直しが必要

C 課題が多く事業の大幅な見直しが必要

D 事業の休・廃止を含めた検討が必要

↓　総合評価で認識した課題は　↓

　　12.外部評価を受けた対応等

●があるものは、外部評価結果を受けて見直しを行った事業
又は市としての対応等を整理済みの事業

1.
番
号

2.事業名
3.
課
名

 4.
事
業
開
始
年
度

⑴
妥
当
性

⑵
効
率
性

⑷
貢
献
度

5.
事
業
終
期
年
度

  6.事業目的及び手段

　10.改革改善案
11.外部評価

担当課の評価

 

【　】は、補助金等名称

総
合
評
価

①平成24年度に向けた取組
②中長期的な取組

7.個別評価

⑶
有
効
性

実
施
年
度

9.
改革
改善
の方
向性

401
（仮）増林公
園整備事業

公
園
緑
地
課

H15 H28

 〔目的〕
　日常的なレクリエーションやコミュニ
ティの場である身近な公園として。さら
に災害時の一時避難場所として緑の
多い、憩いと健康増進の場として増林

 公園を整備する。
 〔手段〕

　計画的に公園の整備を行う。

高 高 高 高 B
　財政状況が厳しく、多年にわ
たる整備期間となっており、早
急な整備が望まれている。

検討･
見直し

①②平成２４年度以降は、遅滞し
ている計画を取り戻すため、予算
の増大を図る必要がある。

402
住区基幹公
園等整備事
業

公
園
緑
地
課

- -

 〔目的〕
　日常的なレクリエーションやコミュニ
ティの場である身近な公園として。さら
に災害時の一時避難場所として緑の
多い、憩いと健康増進の場として増林

 公園を整備する。
 〔手段〕

　計画的に公園の整備を行う。

高 高 高 高 B
　用地取得や公園整備におけ
る財源を確保する必要がある。

検討･
見直し

①国庫補助金を有効に活用し、
 事業の進捗を図っていく。

②公園空白区域の用地買収や
公園整備に取り組んでいく。

18 Ｂ

<住区基幹公園等整備事業(用地買収)>
　市民が安全で快適に生活できる街づくりのうえで、計画的な公園整備は必要な事業である。土地
開発公社が公園用地として取得した23,166㎡（30億6400万円）の用地取得については、公社の健
全化計画に従い、計画的に進めることを願う。また、公園空白地を把握し、優先順位を付け用地買
収を進めていく必要がある。

●

　越谷市土地開発公社の健全化計画に基づき、計画的に
公園用地の買戻しを進めている。また、市内の公園空白
地を把握し、公園の適正配置を進めるとともに、整備の優
先順位等を検討しながら整備を進めている。

403
ふれあい公
園整備事業

公
園
緑
地
課

S60 -

 〔目的〕
　ふれあい公園は、都市公園の機能
を補完し、未利用地の有効活用を図
り、自治会のイベントやスポーツ・レク
リェーション活動など市民の交流の場

 とする。
 〔手段〕

　地権者から公園用地を借地し、市で
施設整備を行う。維持管理は地元自
治会で行う。

高 高 高 高 A

　地権者・地元自治会の一層の
理解と協力により、ふれあい公
園の箇所数を確保する必要が
ある。

現状
維持

①地権者の都合で用地変換が生
じた場合、公園空白地域に存す
るふれあい公園については、将
来の街区公園予定地として用地

 取得に努める。
②ふれあい公園を都市公園とし
て位置づけ、恒久的に公園を残
せるよう手続きを進めていく。

18 Ｂ
　市民と自治会の協力のもとに、無償で公園用地を取得し、維持管理する仕組みは評価できる。さ
らなる自治会の協力を得るために、自治会等への積極的な働きかけを行い、必要な用地取得の
ため協力要請を推進することを望む。

●

　近年は契約者の相続人からの契約解除や、契約期間１
０年を超えた契約者からの土地の返還を求められる事例
が発生している。地域住民が親しんで利用してきた公園で
あることから、できる限り市が用地を取得する方向で対応
してきたが、用地取得には多額の費用が必要であり、大変
厳しい状況である。今後も地元自治会と十分に調整を図り
ふれあい公園の存続に努めていく。

404
元荒川緑道
整備事業

公
園
緑
地
課

H13 -

 〔目的〕
　緑の基本計画に基づき、市民が散
策・健康増進の場として利用できる緑

 道を整備する。　
 〔手段〕

　元荒川緑道を整備する。

高 高 高 高 B

　補助金整備区間が終了した
平成２１年度の整備区間は、補
助金の獲得はできなかったが、
起債事業として整備することが
できた。今後は新たな補助金確
保が課題である。

検討･
見直し

①平成２２年度までの第３次総合
振興計画で整備予定であった区
間については、「まちづくり交付
金」の獲得により、既に完成して
いるが、今後は新たな特定財源

 の獲得が必要である。
②水と緑のネットワークの早期構
築を実現するため、河川管理者
との協議の上、緑道の未整備区
間を計画的進める必要がある。

［96］
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405
公園施設維
持管理事業

公
園
緑
地
課

S56 -

 〔目的〕
　市民が公園を常に快適に利用でき
るよう、公園・街路樹等の剪定・除草
を行うとともに、遊具やベンチ等の修

 繕を行う。
 〔手段〕

　平成２１年度は、４５３箇所の公園・
街路樹等の剪定・除草・清掃などを委
託するとともに、５３０箇所の修繕を行
う。

高 高 高 高 B

　「越谷市市民参加による公園
の維持管理に関する要綱」が
市民の方々に浸透しているとは
言いがたいので広報活動を強
化していき、効果的な維持管理
業務を推進していく。

検討･
見直し

①「越谷市市民参加による公園
の維持管理に関する要綱」に基
づき、自治会やボランティア団体
による公園維持管理活動が進め
られているが更なる普及に努め

 ていく。
②引き続き要綱の普及に努めて
いくとともに、業者に委託していな
い部分についても委託し、アウト
ソーシングを図っていく。

23 Ｂ

　公園施設の維持管理は市民が安心して快適に利用するために不可欠な事業である。子どもの
遊具による事故等の防止の観点からも日頃の安全管理が欠かせず、定期的な点検を実施するこ
とが求められる。
　平成16年度の外部評価において、「職員の人工見直しによるコスト削減を図ることが必要」と指
摘されていたが、「越谷市市民参加による公園の維持管理に関する要綱」を作成し、市内の自治
会やその附属団体、ボランティア団体等に公園の維持管理の参加を促し、コスト削減に一定の効
果を上げたことは評価できる。しかし、依然として人件費が高いことから、公園及び公園施設の維
持管理に参加しようとする公園維持管理団体（自治会、ボランティア団体）を増加させることで、職
員人件費を削減し、効率的な管理に結び付けていただきたい。また、公園維持管理団体を増やす
ために、広報活動を積極的に実施し、市民への浸透を図っていただきたい。
　また、コスト削減の面でも花田苑やキャンベルタウン野鳥の森のように指定管理者制度を導入す
ることや、4億～5億の事業費のうち6割を占める造園業者への委託料を見直すなどの効率化を検
討されたい。
　委託先（財団法人 越谷市施設管理公社）への評価について、業務が適切に行われているか評
価（モニタリング）することは重要であり、公園施設維持管理事業は事業費が非常に多いため、市
が評価、指導することで監視機能を高めて、効率化とサービス向上を両立させる運営につなげる
ことが求められている。また、評価結果（モニタリング結果）については透明性を確保するために
ホームページで公表することを検討していただきたい。
　公園の適正配置について、公園が必要な箇所に設置されているのか、地区によるアンバランス
は存在しないか、住民のニーズを把握しているのか、再度見直しをされたい。
　活動指標に実際に修繕した箇所を示す「修繕箇所数」を提案したい。
　成果指標の「公園等委託率」（平成23年度目標）は平成22年度実績を下回った目標設定となって
いることから目標値を上げることが必要であり、公園等委託率は成果指標として適切ではない。成
果指標には自治会やボランティア団体による公園維持管理活動を行っている「公園維持管理団体
数」を目標として設定することを提案したい。また、成果指標の「公園等1か所当たりの維持管理費
（緑道を含む）」は平成23年度目標値を下げることが求められる。
《参考》平成16年度外部評価： Ｃ

※平成２３年度外部評価を受けた対応等については、同
年度内に整理予定

（平成２３年度外部評価実施前における対応等）

　平成１８年度に花田苑と野鳥の森の２公園について指定
管理者制度を導入した。また、平成１９年度には「越谷市
市民参加による公園の維持管理に関する要綱」を制定し、
公園や緑道の清掃や除草等をボランティア団体にお願い
しており、平成２３年７月現在３８団体に登録をいただいて
いる。

406
開発指導業
務事業

開
発
指
導
課

H15 -

 〔目的〕
　越谷市まちの整備に関する条例の
冊子及びパンフレットを作成し、市民
や関係団体等に条例について広く周

 知することを目的とする。
 〔手段〕

　印刷を庁内印刷及び印刷業者へ委
託する。

高 高 高 高 A

　越谷市まちの整備に関する条
例を円滑に運用するための事
業であり、市民や関係団体等に
対し一層の理解を得るため広
報を継続していく必要がある。

現状
維持

①条例施行から７年が経過し、市
民の方々等の一定の理解を得て
きているが、条例冊子及び平成２
０年度に作成した条例の解説等
の配布やホームページ等を利用
し一層円滑な事業の推進を図

 る。
②まちの整備に関する条例の運
用により住みよいまちの整備を
図っていく。

17 Ａ
　越谷市まちの整備に関する条例の役割について、一般市民の方のご理解を得るための広報は
継続して実施して頂きたい。また、引き続き条例の調整についての検討をお願いしたい。

●

　越谷市まちの整備に関する条例については、条例冊子
及び条例解説冊子の配布やホームページへの掲載を継
続し、普及に努めている。
　また、電話等による問い合わせにおいては、丁寧でわか
りやすい説明を心掛けている。

407
開発行為等
に係る事業

開
発
指
導
課

H15 -

 〔目的〕
　越谷市まちの整備に関する条例に
基づき、開発地等に接する道路の後
退要請を行い、市に道路用地として帰
属した土地の所有者に対して分筆手
数料負担金、物件等補償料及び道路
後退協力金を交付することにより住民
負担の軽減を図り、道路後退による
道路拡幅を円滑に行い住環境の改善

 と都市整備を図る。
 〔手段〕

　開発行為等による道路後退に対し
て「越谷市まちの整備に関する条例
の協力金の交付等要綱」による交付
事業を行う。

高 高 高 高 A

　越谷市まちの整備に関する条
例に基づき実施している事業で
あるが、道路後退用地の帰属
に対する協力金等の交付につ
いては、より一層適正に行って
いく必要がある。

現状
維持

①継続して開発地等に接する道
路の後退要請を行い、協力金等
の交付により道路拡幅を円滑に

 行っていく。
②幅員６ｍの道路整備を進め、
良好な住環境の整備を図ってい
く。

18 Ｂ

　開発許可は市（特例市）の行政指導であり、正規職員１４名（前年より１名減）で行っている。開発
許可や建築許可の他に、事前協議件数が1000件程度ある。しかしながら、業務の全てを正規職
員で行う必要は必ずしもないのではないか。入力業務のように、臨時職員が行うようなこともあり、
業務分析をして人員配置を見直す必要がある。

●

　越谷市まちの整備に関する条例に基づく道路用地後退
協力金の交付申請書等の受付業務等及び開発行為等申
請書類の電子ファイリング入力業務を臨時職員で行ってい
る。

408
画像情報シ
ステム事業

開
発
指
導
課

H10 -

 〔目的〕
　開発指導業務の窓口業務等にかか
る申請・相談に迅速かつ正確に対応
するため、過去の許可書類等をＰＣ
ファイリングシステムの機器に蓄積
し、その情報提供に関する事務の効

 率化を図る。
 〔手段〕

　開発行為等申請書の確認業務を行
う画像情報装置の借上げ及び保守管
理委託

高 高 高 高 A

　都市計画法に基づく市街化調
整区域内での開発等許可につ
いて、特に既存建物の建替え
等への対応については、過去
の許可等の経過が重要である
が、電子ファイリングシステム
の活用により迅速かつ正確な
対応を行うことができ、円滑な
業務の推進が図られている。

現状
維持

①引続きファイリングシステムの
活用により、迅速かつ正確な窓

 口業務を行う。
②許可等の書類の蓄積を確実に
進め、過去の情報を迅速かつ正
確に把握することにより、一層円
滑な業務の推進を図る。

20 Ｂ
　画像情報システムには、都市計画法に基づく許可申請書、条例、建築基準法関連のデータが蓄
積され、業務効率をあげているといえる。しかし、システムコストは努力次第で削減可能な面があ
るため、常に見積の妥当性、根拠を検証し、コストダウンに努めていただきたい。

　電子ファイリングシステム契約更新時に見積の妥当性を
考慮し、さらにコストダウンにつなげることを図っていく。

［97］
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409
住宅融資事
業

建
築
住
宅
課

H16 -

 〔目的〕
　勤労者の住宅確保並びに高齢者の
専用居室の増改築並びに低地にある
浸水住宅の改良を図るため、融資を
行う。（３制度）高齢介護課・環境保全
課・産業支援課において行っていた事

 業
 〔手段〕

　勤労者の住宅確保並びに高齢者の
専用居室の増改築並びに低地にある
浸水住宅の改良資金等を融資し福祉
の増進を図る。

高 高 高 低 B

　金融機関においては、既に金
利の自由化が進み低利な融資
で利用者獲得を図っている中
で、市が行う融資事業は手続き
が多く必要な時期に申込みが
できなく資金計画が立てにく
い。

検討･
見直し

①融資制度の利用車が少なく、
他市町の利用状況調査を行い、
真に利用したい制度導入へ向け

 て検討進める。
②市民ニーズを満たせられる即
効性の高い融資制度を立ち上げ
る。

18 Ｃ

　住宅融資事業には３つの異なる目的の事業が含まれている。高齢者の専用居室の増改策と浸
水住宅の改良は、ニーズが減少しており、取扱い件数、残高ともに僅かであり、廃止を含めて見直
しが必要である。勤労者住宅は一定のニーズがあり、維持することに効果がある。今後は、耐震
改修を含めた住宅政策の中で、融資事業のあり方について、必要性の有無、市民に利用しやすい
制度を検討する必要がある。預託金方式の見直しも必要である。

　３つの住宅融資事業については、その時々に即応して多
くの市民に利用された経緯があるが、金融機関での低利
な融資やアフターサービスの充実が図られてきたことが、
利用者が減少した要因と考えられる。そこで、各融資制度
を統廃合した助成金制度に切り替えを検討していく。

410
建築指導業
務事業

建
築
住
宅
課

S59 -

 〔目的〕
　建築物の確認申請に対し、審査、検
査、指導等を行い、法令違反を防止
する。また、特殊建築物及び昇降機
等の所有者等に、特定行政庁への定
期的な維持管理状態を報告させるこ
とにより、適正な維持管理を図り、人
命及び財産の消失を未然に防止する

 ことを目的とする。
 〔手段〕

　建築物の定期報告について（財）埼
玉県建築住宅安全協会及び、構造計
算適合性判定についてに判定機関に
各業務委託をしている。また、良質な
住宅を長期にわたって良好な状態で
仕様されることを普及させるため、長
期優良住宅の認定業務が加わった。

高 高 高 高 B 　法令遵守の低下、認識不足
検討･
見直し

①現場パトロールでの現地指導
や、建築物等所有者及び管理者
に対する事前の情報提供と合わ

 せた指導の強化を図る。
②違反建築主や、定期報告対象
建築物等の所有者及び管理者
の法令遵守する意識を高揚によ
る成果の向上を図る。

20 Ｂ
　建築確認については、大きな問題はないと考える。
　定期報告対象建築物については、昇降機に関する報告率と、その他施設に関する報告率を個
別に捉え、実態を把握したうえで報告率向上のための対策を検討する必要がある。

　定期報告受付機関から未報告建築物の所有者等へ提
出を促す指示通知の送付、また、ホームページやチラシ等
で定期報告の必要性・重要性の周知等を引き続き行って
いくことで報告率の向上を図る。

411
屋外広告物
対策事業

建
築
住
宅
課

H11 -

 〔目的〕
　道路及び公共用地の不法占用広告
物の撤去活動を行うことにより、美観
（街並みなどの人工的美しさ）と風致
（自然のもつ美しさ）の維持や公衆に

 対する危害の防止を目的とする。
 〔手段〕

　市と屋外広告物対策協議会との共
同による撤去活動、及び違反広告物
簡易除却推進員への委嘱による撤去
活動

高 高 高 高 B
　現行法では撤去物に保管管
理等の規制があり、事務処理
に難しい面がある。

検討･
見直し

①違反広告物を掲出させないこ
とが一番である。よって広報活動
等を行い事業者への協力を願

 う。
②屋外広告物対策協議会を活用
するとともに、ボランティアによる
活動を促進し地域住民の参加意
識を高め、撤去のための巡回回
数の増加を図っていく。

17 Ｂ
　屋外広告物対策協議会の活用は、今後さらに進展が予想される地域住民との協働のありかたを
示す例として評価できる。今後、さらにボランティアによる活動を促進し、地域住民の参加意識を
高め、撤去のための巡回回数を増加させるなど事業の推進を図ることを望む。

　違法広告物の撤去活動については、越谷市屋外広告物
対策協議会及び簡易除却推進員の協力を得ながら行って
きたため、最近では違法広告物が大幅に減少し、その効
果を上げている。今後も、美観や風致を保たれるよう引き
続き推進していく。
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412
住まいの情
報館施設管
理事業

建
築
住
宅
課

H11 -

 〔目的〕
　新たな戸建て住宅や集合住宅の建
設や建替え等において「災害に強く人
にやさしい家作り」を進めるうえでの参
考となるよう、耐震性・耐久性及び省
エネルギーと高齢者等にやさしい住
宅の情報を視覚的・体験的に提供を

 行う。
 〔手段〕

　住まいの情報館施設管理を社会福
祉協議会へ委託している。

高 高 高 高 B

　関連事業を取り入れて、施設
利用度を上げる。また、老朽化
した施設や設備の更新等が必
要である。

検討･
見直し

①今後も関連事業との積極的な
タイアップとともに、住まいの情報

 館の必要性についてＰＲを図る。
②展示設備の修繕・更新を検討
する。

23 Ｄ

　越谷市住まいの情報館は市民防災意識の高揚等を図る目的で設置され、耐震性・耐久性・環境
共生（省エネルギー）に優れ、かつ高齢者等にもやさしい住宅の情報提供を行う施設である。段差
解消機、階段昇降機、天井走行リフトなどの福祉機器が設置されており、福祉機器の体験を通し
て家づくりの参考にすることができる。本事業は当該施設を適切に管理することを目的とする事業
である。
　本事業は、平成16年度の外部評価においてD判定（事業の休・廃止を含めた検討が必要）を受
けたが、事業を廃止した場合の国からの補助金の返還負担等を考慮して、平成17年度以降も存
続することが決定し現在に至っている。
　しかし、災害に強い家づくりや高齢者にやさしい家づくりに関することは民間企業において類似
の情報提供（住宅展示会や住宅メーカーが開催するイベントなど）がなされており、市が主体と
なって関与すべき事業とはいいがたい面がある。
　今後は設備展示の老朽化が進行し、最新の備品等を整えていくための費用や維持管理費用が
必要となる。それにも関わらず、施設の今後のあり方に対するビジョン、計画も明確になっておら
ず、費用対効果の検証もなされていない。利用者へのアンケートもとっておらず、市民の満足度や
必要性についての統計的な把握ができない。住まいの情報館が市民にとって本当に必要な施設
なのか、調査検証し、施設の妥当性について、早急に分析する必要がある。また、国への補助金
返還義務についても、正確な条件等を調査し、事業廃止した場合の市の財政負担や手続等を明ら
かにし、事業を存続させる場合の費用負担等と比較・検証する必要がある。
　事務事業評価表における平成23年度当初予算の減価償却費がゼロとなっているが、施設の耐
用年数は建設後22年であり、償却が終了していないことから、事務事業評価表への適正な記載を
求める。
　本事業の存続を前提とした場合も、施設の運営にあたり、委託先の社会福祉協議会との連携を
とり、利用者からのニーズを把握する必要がある。また、施設利用度を見ても、開館日の3割は利
用者がいない状況であることを示しており、稼働率の向上に向けて改善する必要がある。施設利
用者を増加させるために啓発活動を積極的に実施するとともに、ホームページの充実を図る等、
施設へ出掛けたくなるような仕掛けが必要である。
　また、成果指標として、施設を利用したことにより、施設利用者がどれくらい満足したかを示す
「施設利用者の満足度」の追加を検討いただきたい。
　利用者数については、平成16年度の外部評価当時に比べ、大幅に増加している。しかし、利用
者増の主因は子育て支援課が子育て支援事業の一環として実施している「子育てサロン」の開催
によるものであり、情報館の設置目的に合致しているものとは言い難い。また、耐震啓発を目的の
一つとしているにもかかわらず、震災後の利用者が昨年同月と比べ、増加率も小さく、減少してい
る月も見られるなど、適切な耐震啓発がなされているとはいえない。
　以上の諸点を勘案し、本事業については早急に廃止・施設撤去を含めた検討をすべきと考える。
《参考》平成16年度外部評価： Ｄ

　費用対効果の検証について、来館者の個人情報を把握
しておらず追跡調査は不可能だが、来館時にアンケートを
実施することを検討する。
　施設の妥当性については、本来の目的である施設利用
者を増やすべく地区の防災訓練及び出張講座等を利用し
て広報する。なお、研修ルームの有効活用として子育て支
援事業が行われ、平成２３年度の利用者が７０００人を超
えていることを考えると、複合的な施設活用として効果を
上げているものとも考えられる。今後、施設を廃止するの
ではなく、耐震性・バリアフリー・環境配慮等の建築施設を
基本としながら、子育て支援事業だけでなく、今の時代に
要請される施設として複合的に有効活用していくことを選
択すべきと考える。

413
借上型市営
住宅運営事
業

建
築
住
宅
課

H16 H37

 〔目的〕
　ストック活用計画に基づき、市営住

 宅の供給拡大を図る。
 〔手段〕

　民間が建設した住宅を市営住宅とし
て２０年間借上げる。

高 高 高 高 B
　管理代行制度を導入したこと
で、民間活力やノウハウの提供
が望まれる。

検討･
見直し

①管理代行制度導入により、コス
ト縮減とともにサービス低下にな

 らない取組が必要である。
②平成３８年まで借上げ期間を
設定してあることから、ランニング
コストを抑えられよう長寿命化計
画の策定に努める。

19 Ｂ

　現在直営で行っている住宅の運営管理については、外部委託を検討し経費の軽減を進めていた
だきたい。
　今回の借上型のケースの成果を分析・検証し、公営住宅制度のあり方を見極める努力をしてほ
しい。

●

　借上型市営住宅の管理業務については、平成22年４月
１日から管理代行制度を導入し、入居管理、財産管理、計
画・修繕等を埼玉県住宅供給公社へ委託した。今後、埼
玉県住宅供給公社の専門的知識を活用しながら、市民
サービスをさらに向上するよう指導する。

414
木造住宅耐
震改修促進
事業

建
築
住
宅
課

H18 H28

〔目的〕
　国において「地震防災戦略」を決定
し、東海地震及び東南海・南海地震
の被害想定の死者数や経済被害に
ついて、今後１０年間で半減させると
いう被災目標が定められた。また、こ
の目標を達成するため、住宅の耐震
化率が現在の７７％から５年後には９

 ０％に設定された。
 〔手段〕

　本市においても同様の目標設定と
する。住民に対し、無料耐震診断の実
施を促し危険性がある建築物の所有
者には、更に一般診断、耐震改修へ
と誘導し耐震化率の向上を目指す。さ
らに本年より共同住宅（分譲マンショ
ン）の耐震診断へ補助金の支給を拡
大

高 高 高 高 B
　耐震相談業務及び補助制度
のＰＲ不足

検討･
見直し

①住宅相談会や防災訓練、自治
会等への出前講座を行い、より
多くの市民に事業の周知に努め

 る。
②平成２７年度までに住宅の耐
震化率９０％を目指し、住宅所有
者に対して制度の普及を図る。

19 Ｂ
　事業として開始されて間がなく、住民に対して制度を積極的にアピールし、より多くの活用を図っ
ていただきたい。

　住宅相談会や防災訓練、地区センター、自治会等への
出前講座を行い、簡易耐震診断、一般耐震診断、耐震改
修に関する情報の普及と事業の重要性を啓発していく。
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415

市営住宅施
設管理事業
（住宅対策
事業共）

建
築
住
宅
課

S39 -

 〔目的〕
　市営住宅の水質検査、保険加入、
各種保安機器等の保守点検を行い、

 入居者の安全と住環境の向上
 〔手段〕

　各種業務委託、検査の実施、保険
加入

高 高 高 高 B

　管理代行を導入した結果、コ
スト縮減の効果は上がるが、細
部にわたる業務が欠落してい
る。

検討･
見直し

①法的に位置付けされた施設管
理事業であり、安全・安心な住環

 境の確保を図る。
②管理代行制度の充実とともに、
埼玉県住宅供給公社とのさらな
る連携を深め、適切な住民サー
ビス向上に努める。

18 Ｂ

　市内の公営住宅は、市営197戸・県営644戸の合計　841戸あり、世帯数の0.7%となり、一定程度
のセーフティネットを維持してるといえる。「越谷市市営住宅ストック総合活用計画」（平成15年）に
基づき、既存の土地・建物の有効活用を図っており、団地毎の維持修繕・更新計画が作成されて
いる。しかし、見直しは平成20年となっており、必要な金額の試算と財政的な裏付の検討を前倒し
で実施することが望まれる。また、住宅管理業務の県住宅供給公社への管理代行を協議中であ
るが、トータルコストの削減に向けた取組を進めていく必要がある。

●

　市営住宅の管理業務については、平成２２年４月１日か
ら管理代行制度を導入し、入居管理、財産管理、駐車場
管理、計画・修繕等を埼玉県住宅供給公社へ委託した。
今後、埼玉県住宅供給公社での専門的知識を活用しなが
ら市民サービス向上とともに、コストダウンに努めていく。

416
市立病院繰
出金

庶
務
課

S47 -

 〔目的〕
　市民に対して良質な医療の提供と

 病院経営の健全化を図る。
 〔手段〕

　民間病院では経営困難な救急・高
度・特殊医療に要する経費及び施設・
設備等の建設改良費に対し、法に基
づき他会計から繰り入れる。

高 高 高 高 B

　市立病院第二期中期経営計
画に基づき、｢収益確保対策｣｢
費用削減対策｣｢医療の質の向
上・患者サービスの向上｣｢管理
運営体制の強化｣の４つの目標
について着実に取り組み、経営
の健全化を図る。

検討･
見直し

①②総務省の定める｢繰出基準｣
に則り、繰出金額を算定している
が、具体的な項目等については
随時見直しを図る。

18 Ｂ

　病院の経営状況を救済するような印象を受ける一般会計からの繰出ではなく、繰出金のルール
化を早急に協議し、市立病院財政・経営の健全化に一層努めてほしい。経営健全化委員会が設
置されているとのことであるが、職員のアイディアや他病院の成功事例を参考に、支出削減策、収
入の増収策を検討し、独立採算経営を目指し積極的に取り組まれるよう期待する。

●

　平成２１年度予算編成にあたり、不採算部門に要する経
費など、行政側の負担について見直しを図った。今後はこ
のルールに基づき、さらなる収支の改善に向け取り組んで
いく。

417
照査管理事
業

出
納
課

S33 -

 〔目的〕　
　市が各種事業を実施する中で、公
金の支出及び収入が法令・予算に適
合していることを確認する。また、安全

 確実な公金の保管を徹底する。
〔手段〕
　適正な伝票の審査及び管理を行う。
また、公金は、指定金融機関等に預
金するなど、最も確実かつ有利な方
法によって保管する。

高 高 高 高 A

　本事業においては、全ての予
算執行に伴う支出命令書等の
審査を行っている。職員(必要
に応じて出納課以外の職員）研
修や合理的な事務分担を実施
し、職員の資質向上を図ること
により、照査事務の精度向上を
図る。

現状
維持

①平成24年度支出命令書等の
審査照合において、一層の精度

 向上に努めていく。
②今後は公金の安全確実な運用
手法を検討すべく、専門職員の
育成を図る。

17 Ｂ
　照査管理事業は、内部統制の視点からも重要な業務である。今後の課題としては、職員数が5
名なので、人事異動を考慮した研修プログラム(OJT含む）の開発、業務処理マニュアルの整備、
出納課として危機対応マニュアルの作成(地震、銀行破たん等）等に取り組むことが望ましい。

●

　平成22年度に財務会計事務の手引きの見直しを行い、
支出伝票等の作成事務や審査事務に活用できるよう手引
きの整備を図っている。
　また、平成22年度から公金の運用については、運用先金
融機関の拡大を図り、見積合わせを行うなど安全確実か
つ有利な運用に取り組んでいる。

418
出納管理事
業

出
納
課

S33 -

 〔目的〕
　歳計現金（歳入歳出に属する現金）
及び歳計外現金（市が保管する現金）
の収納並びに支払に係る出納事務を
正確に執行し、収支日計・月計の記

 録及び決算書等の調製を行う。
 〔手段〕

　財務会計システムの活用及び収納
データ作成業者への委託並びに支払
事務パソコンサービス（エレクトリック
バンキング）の活用などにより、収納
及び支払事務の効率化を図る。

高 高 高 高 B

　今後も行政コストを抑制しつ
つ、出納事務を正確に執行する
ため、電算化など、収納及び支
払事務の効率化を図る必要が
ある。

検討･
見直し

①平成24年度は収納事務の効
率化を図るため事務処理方法を
見直し、処理の正確性を維持し
つつ、更なる向上に取り組んでい

 く。
②収納事務全般を見直すことで、
更に効率化を図っていく。

18 Ｂ
　基幹業務である。出納係７名の正規職員で担当されている。財務会計システムのさらなる活用、
公共料金等の支払方法の改善に取組まれ、一層の業務改善を進められることを望む。

●

　口座振込による支払分について、平成20年度から債権
者の通帳に担当課名を表示することで、口座振込済通知
書の送付の廃止が可能となり、口座振込通知書の作成・
封入の業務や封筒の印刷製本費・郵送料の経費の削減
が図られている。
　また、平成20年度から公共料金口座振替システムの導
入により、支出命令書の削減が図れ、所管課の支出伝票
の起票事務や出納課の審査事務などが軽減されている。

419
広報活動事
業

議
事
課

S42 -

 〔目的〕
　市民に市議会の活動状況を周知
し、議会に対する理解と認識を深めて

 もらうことを目的とする。
 〔手段〕

 　ホームページによる情報提供
 　議会中継による情報提供

　議会報による情報提供

高 高 高 高 B

　市民の方々が議会に関心を
寄せていただけるよう議会活動
の周知に努める。その方策とし
て、ホームページや議会中継、
議会報の充実を図ることが必
要と考える。

検討･
見直し

①さらに見やすい議会中継となる
 ようシステムの再構築を図る。

②市議会の活動を広く周知する
ため、ホームページや議会中継、
議会報の更なる充実を図り広報
活動に取り組んでいく。

17 Ｂ

　越谷市議会だよりに加え、ホームページや議会中継による情報提供により、市議会の状況を広く
伝えることは、大変重要な業務である。ただし、ホームページ等による市民への伝達力はまだ非常
に脆弱であると言わざるを得ない。平成16年度のアクセス率実績4.54%の向上改善を早急に行い、
アクセス単位当りコストの低減が急務である。

●

　議会のホームページについて、平成21年6月よりリニュー
アルを図りＷｅｂアクセシビリティの向上等を図った。リ
ニューアル後のアクセス率は、平成16年度の4.54％から平
成22年度の8.70％と向上している。

420
幼稚園就園
奨励費補助
事業

教
育
総
務
課

S47 -

 〔目的〕
　幼児期に集団生活を通して、社会性
を身につけるため、幼稚園への就園
を奨励するとともに、保護者の経済的

 負担軽減を図る。
 〔手段〕

　私立幼稚園が入園料、保育料を減
免した場合にその相当額を補助す
る。

高 高 高 高 B

　交付申請から補助決定に至
る事務処理に手作業が多く時
間がかかるため、システム化を
検討する必要がある。

検討･
見直し

①平成２１年度から幼稚園就園
奨励費補助金システムの開発に
ついて検討を開始し、平成２４年
度の導入に向けて調整中であ

 る。
②手作業が多量なことによる事
務処理の負担について効率化を
図るため、補助金システムの改
善を随時行いながら、システムの
定着及び円滑な運用に向けて取
り組んでいく。

18 Ｂ

　国の補助金制度に従い実地している事業である。少子化対策の意味もあり、事業の必要はあ
る。対象園児数の6400人、市内２６園、市外４０園の事務処理を効率的に実施することが課題であ
る。学校業務全体のシステム化を検討する教育委員会総合システム検討会での検討結果をふま
え、市の全体最適視点による業務の効率化を検討して頂きたい。

●

　事務処理の効率化を図るため、補助金システムの導入
について準備を進めてきたが、平成24年度からシステム
が稼動する予定である。
　また、システム導入に向け、平成23年度中にシステム内
容について具体的な調整を予定しており、事務処理方法
の大幅な転換に際して円滑な運用が行えるように努める。
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421
幼稚園振興
事業

教
育
総
務
課

H1 -

 〔目的〕
　私立幼稚園の教育環境の保持及び
向上をはかり、幼稚園教育の振興に

 資する。
 〔手段〕

　私立幼稚園に対し、教材・教具・図
書・環境整備に要する経費の一部を
補助する。

高 高 高 高 A

　公立幼稚園がないことから、
幼稚園教育の振興を私立幼稚
園に依存しているため助成は
必要である。

現状
維持

①②幼稚園教育の振興を私立幼
稚園に依存しているため、施設
充実への助成は必要である。

16 Ｂ
　私立幼稚園の教育環境の維持及び向上を図るため重要性を増している。継続（維持）の方向で
進めていくことが必要である。２６私立幼稚園の管理等事務処理の改善による効率性向上を図っ
ていただきたい。

　平成23年度の振興事業実施については、前年度までと
同様に現状維持を図りつつ、幼稚園を対象とする事務説
明会において、説明及び質疑を徹底することで、さらなる
事務処理の円滑化に努める。

422
教育委員会
運営事業

教
育
総
務
課

S29 -

 〔目的〕
　地方教育行政の組織及び運営に関
する法律に基づき、学校その他の教
育機関及び社会教育その他教育、学
術・文化に関する事務を管理、執行す
るため、教育委員会の円滑な運営を

 推進する。
 〔手段〕

　教育委員会としての説明責任を果た
し、市民の教育行政に対する理解と
協力を得るため、原則公開で教育委
員会会議を開催するとともに、教育行
政推進において必要な交際費や各教
育委員会連合会負担金を支出する。

高 高 高 高 B

　今後も教育行政の中立性と安
定性を確保するとともに、本市
の実情に即した教育行政の推
進のため、教育委員会を円滑
に運営する必要がある。

検討･
見直し

①②常に教育行政の中立性と安
定性を確保し、国の方針はもとよ
り、社会の動向や本市の実情を
踏まえ、効果的な教育行政を推
進するため、教育委員会の活性
化を図っていく。

423 表彰事業

教
育
総
務
課

S29 -

 〔目的〕
　①教育の振興に寄与し、特に功績
が顕著であるもの、②越谷市立小中
学校の児童生徒で、学業優秀にして
他の模範となるもの、③越谷市立小
中学校に永年勤続する教職員で、成
績優秀なる者及び④その他特に表彰
に値すると認められるものに対し表彰
を行うことにより、本市の教育、学術

 及び文化の振興発展に貢献する。
 〔手段〕

　関係団体等に推薦(年１回）を依頼
し、被表彰者を教育委員会会議にお
いて決定する。

高 高 高 高 B

　児童に対しては、６カ年皆勤
賞を行っているが、生徒に対し
ての表彰は行っていない。ま
た、教員に対しては経験年数に
限らず個人の功績に着目した
表彰が求められている。

検討･
見直し

①平成２３年度において、学校現
場の意見を聴きながら児童生徒
及び教員の励みとなるような表
彰制度とするため、関係例規の

 整備を行い、実施していく。
②表彰制度の目的を達成するた
め、引き続きその在り方について
検討していく。

18 Ｂ
　教育関係者の意識高揚のために必要な事業である。　一方で、昭和２９年より継続している事業
でもあり、近年の被表彰者の意識の変化を考慮し、表彰制度の在り方を再検討する必要がある。
秘書課が検討している越谷市全体の表彰制度の見直しと併せて再検討を進めることを望む。

　表彰制度の在り方については、被表彰者をはじめ周囲
の励みとなるよう、表彰に対する意識の変化を考慮すると
ともに、学校現場等の意見も踏まえながら、平成23年度中
の表彰規程見直しに向け、現在検討を進めている。

424
定時制教育
等振興会負
担金事業

教
育
総
務
課

- -

 〔目的〕
　県定通教育振興会及び越ヶ谷高校
他３校の定時制教育振興会が円滑に
運営されることにより、県高等学校定
時制教育及び通信制教育の普及・振
興を図る。勤労青少年に、勤労と修学
に対する正しい信念を確立させること
により、教育水準と生産能力の向上を

 図る。
 〔手段〕

　定時制教育及び通信制教育の振興
に資するため、各振興会に対し負担
金を支出する。

高 高 高 高 B

　教育の機会均等の観点から
多様な生徒が学習する場を確
保するため、定時制教育及び
通信制教育の普及振興を支援
する必要がある。

検討･
見直し

①②勤労青少年や不登校者、全
日制中途退学者等多様な生徒が
学ぶ生涯学習の場の確保と定時
制教育及び通信制教育等の普
及振興に資するため、各振興会
に負担金の支出を実施し、負担
金がどのように活用されているか
把握に努めるとともに、振興会が
円滑に運営されるよう働きかけて
いく。

22 Ｂ

　県定通教育振興会及び越ヶ谷高校他3校の定時制教育振興会が円滑に運営されることにより、
定時制及び通信制教育の普及・振興を図る。その手段として、各振興会に負担金を支出する。
　勤労青少年や不登校者、全日制中途退学者等に生涯学習の場を提供すること、勤労と修学に
対する意識を確立することは社会的にも意味があり、意義は大きい。
　市から支出する負担金がどのような活動に使用されているのか把握に努める必要がある。その
ために、各振興会の運営状況、財務状況をしっかり把握しておくことが求められる。
　事業開始年度不明であるが、相当長期にわたって継続されてきた事業である。本事業は、高校
により負担金の有無に違いがあるなどの問題があり、また負担金の金額や使途を考えると支出し
た効果がどれほどあるかは疑問である。現代の後期中等教育制度全体の中の定時制高校の位
置づけを踏まえて、大局的な見地から今の時代に適合するように制度のあり方を抜本的に見直さ
れたい。
　成果指標については、「越谷市在住生徒数」では、市民の目から見れば理解が難しく、適切では
無いと思われる。例えば、「勤労者や不登校、中途退学した者のうち、何人が定時制及び通信制
教育の場で学ぶことができたか」というような、成果を市民にわかりやすくアピールすることができ
る指標の方がより適切と思われる。

　定時制及び通信制教育の普及振興や教育施設・設備の
充実等に資するために負担金を支出していることから、振
興会の総会資料及び決算資料などにより活動内容や負担
金の使途について把握に努めた。
　また、成果指標については、より市民にわかりやすい指
標の設定を検討する。

［101］
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425
入学準備金
貸付事業

教
育
総
務
課

S42 -

 〔目的〕
　高校、大学、専修学校（高等課程、
専門課程）等に入学を希望する生徒
の保護者で、入学資金の調達が困難
な方に対し、等しく教育を受ける機会
を与えるため、入学準備金を貸し付け

 る。
 〔手段〕

　生徒一人につき次の額を限度として
 貸し付ける。

高等学校・専修学校（高等課程）・高
等専門学校等５０万以内、専修学校
（専門課程）・短期大学・大学等８０万
円以内

高 低 高 高 B

　滞納繰越分の償還金につい
ては、一定の収納目標を達成
できた。貸付件数の減少につい
ては、合格発表前の申請受付
ということもあり、不合格等の辞
退者についての予測は困難で
あり、当年度の需要を予測する
ことが課題である。

検討･
見直し

①平成２４年度から現年度の収
納率を上昇させるため、入学準
備金償還金の督促後の滞納金に
対し、早期に連帯保証人への督

 促に取り組んでいく。
②（平成２７年度までに）現年度
の収納率を上昇させるため、滞
納整理業務を標準化して、安定し
た収納率の維持を図っていく。

23 Ｂ

　入学準備金の貸付は、入学資金の調達が困難な保護者に対して貸付を行う事業であるととも
に、進学を希望する生徒に対して、平等に教育を受ける機会を与えるため、事業の意義は大き
い。
　経済的理由で入学資金の調達が困難な方へ貸付を行う事業であり、回収に時間を要することは
理解できるが、滞納金を安定的に回収できるように、文書、電話以外にも家庭訪問を実施して滞
納整理業務の改善に努める必要がある。さらに、貸付金の償還方法として、5年以内に年賦又は
半年賦となっているが、中期的には利用者の声を反映させるなどして償還方法の多様化を検討し
ていただきたい。
　また、収納率を向上させるために1,2回の督促でも応じない世帯については、市民税務部収納課
債権回収係と連携して収納率の向上に努められたい。
　平成22年度に連帯保証人への督促を強化した結果、滞納繰越金の回収が1,000万円増加したこ
とは評価できる。今後も継続して連帯保証人への督促をしていただきたい。
　入学準備金の調達が困難で、本事業による貸付を必要としている多くの市民に利用してもらうた
めにホームページや広報だけでなく、市内中学3年生の全保護者へリーフレット配付及び市内高等
学校へ制度の周知などを行っているが、引き続き、学校との連絡調整を密にして貸付事業の周知
を図られたい。
　人件費については債権回収を強化したため、平成21年度決算に比べ、平成22年度決算は増加
しているが、臨時、非常勤職員等の活用により、コスト削減を図る余地もある。
　活動指標として、総額でいくら貸し付けることが出来たかを示すために「貸付金額」の追加を検討
されたい。また、成果指標には、入学準備金の償還率の向上を図るために「償還率」の追加を提
案したい。本事業は、貸付と償還の双方とも重要な業務であるため、活動指標、成果指標には、貸
付、償還の双方の活動、成果を示す指標を検討されたい。
《参考》平成19年度外部評価： Ｂ

※平成２３年度外部評価を受けた対応等については、同
年度内に整理予定

（平成２３年度外部評価実施前における対応等）

　平成２２年度の入学準備金債権回収については、連帯
保証人への催告を強化し、その結果、収納額が増加し、収
入未済額も減少した。
　平成２３年度も、借受人や連帯保証人への催告を実施す
るとともに、平成２３年度に新設された収納課債権回収係
と連携を図り、さらなる債権回収に努める。

426
伝統芸術文
化振興事業

生
涯
学
習
課

H2 -

 〔目的〕
　市民に個性ある日本の伝統芸術文
化等の体験学習や鑑賞する機会を提
供して、市民文化の創造及び文化の
まちづくりを目指すとともに地域文化

 の振興を図っていく。
 〔手段〕

　こしがや薪能、能楽体験教室、こし
がや能楽の会、郷土芸能祭を開催す
る。

高 高 高 高 B

　能楽体験教室の受講者が能
楽愛好団体に加入するなど成
果は上がってきているが、さら
に多くの市民に興味をもってい
ただけるよう、鑑賞機会の提供
や体験学習のPR方法を検討し
ていく必要がある。

検討･
見直し

①事業については、市広報誌、
ポスター、市のホームページ等で
周知を行なっているが、さらなる
振興を図るため、現在実施してい

 るPR方法以外の、PRに努める。
②芸術文化活動は、人生を豊か
にすることができる活動であり、
生涯学習や余暇を充実させるも
のであることから、事業を継続
し、事業内容を充実させていく。

17 Ｃ

　「こしがや能楽堂」を核とした、伝統芸術の振興は、越谷市の心豊かなまちづくりに大いに貢献で
きるものと思われる。ただ、事業の効率性、経済性および「こしがや能楽堂」の設備維持運営費、
減価償却費等を勘案し、より一層に設備有効活用と受益者負担を考慮した料金設定により、採算
性改善に真剣に取り組むことが強く求められている。

●
　施設利用状況を勘案した上で、平成２０年８月に能楽堂
使用料の改定を行い、より受益者負担を考慮した料金設
定を行った。

427
日本文化伝
承の館運営
事業

生
涯
学
習
課

H5 -

 〔目的〕
　能楽をはじめとする日本の伝統芸術
文化の振興と市民文化の向上及びコ
ミュニティづくりの推進のため、施設の

 効率的な運用と利用促進を図る。
 〔手段〕

　効率的、かつ柔軟な管理運営が期
待できることから、指定管理者財団法
人越谷市施設管理公社に管理運営を
委託する。

高 高 高 高 B
　利用促進を図るため、能楽以
外でも利用できることを一層PR
する必要がある。

検討･
見直し

①能楽堂の利用促進を図るた
め、県内唯一の公立能楽堂のPR
を行うとともに、能楽堂を利用し
た事業につき、ポスター作成･広
報紙･ホームページ・ミニコミ誌等

 に掲載しPRを行う。
②伝統芸能である能楽を広める
ため、一般参加者を対象とした能
楽体験教室等を継続開催するほ
か、能楽以外の活用方法も検討
し、多くの方に周知していく必要
がある。
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428
文化振興支
援事業

生
涯
学
習
課

H4 -

 〔目的〕
　市民の文化芸術の向上と活性化を
促進させるために、市内文化芸術団
体の集まりである越谷市文化連盟に

 財政面から支援を行う。
〔手段〕
　越谷市社会教育関係団体補助金等
交付要綱に基づき、越谷市文化連盟
に補助金を交付する。

高 高 高 高 B

　「こしがや文化芸術祭」や「文
化振興講座」などのイベント開
催や、機関紙「しらこばと」の発
刊など活発な活動を展開してい
る。活発な活動を通じて、本市
の文化芸術における水準の向
上に大きく貢献している。しか
し、活動費を補助金及び各構成
団体からの負担金で賄うだけで
なく、自主財源を確保し運営を
行なえる事が必要となってくる。

検討･
見直し

①補助金及び各加盟団体の分
担金のみで活動を行なうのでは
なく、自主財源確保の必要性を
説きながら、今後、検討を求めて
いく。また、伝統文化の継承と育
成を図るため、郷土芸能保存協
会に社会教育関係団体補助金等

 交付要綱に基づき、支援を行う。
②市内の文化芸術の発展に重要
な役割を担っている越谷市文化
連盟に対し支援を行なうととも
に、今後も市芸術文化活動の推
進・発展を目的に、市と越谷市文
化連盟は協働で活動を行なって
いく。また、郷土芸能保存協会の
協力により、越谷市郷土芸能祭
を開催し、今後も郷土芸能の普
及・振興に努めていく。

20 Ｂ

【文化連盟助成金】
（内部評価：終期設定）（外部評価：終期設定）
　市の文化事業に貢献するという事業の重要性は十分認められる。ただし、現在は各行事などの
参加人数を把握するにとどまり、助成金交付に対する事業成果が十分に把握されていない。
　今後は、参加者によるアンケート調査を盛り込むなど、事後評価を適切に行うことが望まれる。ま
た、実施した事業の成果によって、助成金の額を決めるようにすべきである。

●

　越谷市文化連盟及び構成団体の主な事業の参加人数
及び成果については、事業終了後の事業実績報告書によ
り把握し、事業成果を検証するよう努めている。また、助成
金の額については、事業成果を踏まえつつ、「越谷市補助
金等の交付手続き等に関する規則」、「越谷市社会教育関
係団体補助金等交付要綱」、「補助金等評価基準」、「補
助基準」に基づき算定している。

429
社会教育委
員運営事業

生
涯
学
習
課

S30 -

 〔目的〕
　社会教育に関し、教育委員会に助
言するために、必要な調査審議を行

 う。
 〔手段〕

　社会教育に関する諸計画や教育委
員会の諮問に応じ、これに対して意見
を述べる。

高 高 高 高 A

　当会議は、社会教育法第１７
条に基づき設置されており、社
会教育に関する諸計画の立案
及び教育委員会からの諮問に
意見を述べるため必要な調査
研究を行う職務を担っている。
そのため、様々な意見を聴取す
る機会を積極的に設けていく。

現状
維持

①社会教育に関する事業につい
 て協議を行う。

②今後も社会教育に関わる、課
題や問題点を抽出し、その時代
がかかえる適切なテーマを設定
し、当会議において研究協議を
行っていく。協議結果について
は、提案書としてまとめ教育委員
会に提出するとともに、小中学校
や社会教育関係団体等配布し、
社会教育・生涯学習の振興に活
用していく。

430
人権教育推
進事業（社
会教育）

生
涯
学
習
課

S52 -

 〔目的〕
　同和問題をはじめとするあらゆる人
権問題に対する正しい理解と認識を
深め、社会に存在する差別意識の解
消を図り、人権尊重の精神に立って
行動することができるよう人権教育・

 啓発を一層推進する。
 〔手段〕

　人権教育・啓発の推進。指導者の養
成。研修会や講演会の開催

高 高 高 高 A

　人権問題を自分自身の問題
として捉え、自ら積極的に学ぼ
うとする意識づくりが必要であ
る。

現状
維持

①参加型の学習内容を取り入れ
 て、人権意識を高める。

②継続して人権教育・啓発を推
進する。

431

各種学級・
講座開催事
業
(公民館)

生
涯
学
習
課

- -

 〔目的〕
　市民の多様なニーズに対応するた
め、各年代に応じた学習機会を提供
し、豊かな人間性を育むことができる
よう、各種学級・講座・講習会等を行

 う。
 〔手段〕

　市民のライフステージやライフスタイ
ルに応じて、主体的に学習活動がで
きるよう、各種学級講座を開催する。

高 高 高 高 B

　高齢社会の到来や国際化・情
報化等、社会情勢の急激な進
展により、学習要求は多様化・
高度化している。市民の多様な
ニーズを的確に把握し、各種学
級・講座を開催する必要があ
る。

検討･
見直し

①公民館は、地域の生涯学習の
拠点施設であり、地域の特性を
生かしながら、市民が「いつでも、
どこでも、だれでも」ライフスタイ
ル、ライフステージに応じて、主
体的に学ぶことができるよう、引
続き各種学級・講座・講習会を実

 施する。
②学習活動の継続を推進すると
ともに、その学習成果を地域社会
に生かすことができるよう事業を
展開する。

18 Ｂ

　平成１７年度実績として２１５事業、29,688人の参加を得ている実績を評価表に記載するべきで
ある。運営協力委員会を通じての、市民の要望、意見を取り入れる仕組みは、評価できる。今後
は、ＮＰＯ団体等の協力を得て、講師の確保と新規講座の企画を推進する仕組みを検討された
い。生涯学習の拠点としてのさらなる拡充を望む。

●

　平成18年度外部評価の結果を受け、事業実績につい
て、講座回数と延受講者数を評価表に記載し、活動結果
の把握をしている。また、公民館運営審議会において、市
民がライフステージやライフスタイルに応じて主体的に学
ぶことができるよう、各種学級講座について協議し、公民
館が地域の生涯学習の拠点施設として、さらに事業を展
開できるよう取り組んでいる。

432
ＩＴ講習会開
催事業

生
涯
学
習
課

H12 -

 〔目的〕
　市民がIT（情報通信技術）に対応で
きるよう、操作技術の向上と普及を図

 る。
 〔手段〕

　市内地区センター・公民館のうち５
館を会場として開催する。初心者入門
コース２４回、基礎コース１６回、計４０
回開催する。

高 高 高 高 B

　初心者入門コースと基礎コー
スの参加者数に差が生じてい
るため、多くの参加者を募れる
よう事業の見直しを行う必要が
ある。

検討･
見直し

①９月から１０月の２ヶ月間にわ
たり、５地区センター・公民館で開

 催していく。
②初心者を対象としたパソコンス
キルアップのためのパソコン無料
相談室の開催

19 Ｂ

　初級者講座に特化し、市民にパソコン操作をするきっかけ作りをする意義は認められる。
　講習会参加者のネットワーク作りなどの支援も期待したい。
　当面は事業を継続するも、中長期的に公民館などの自主事業とのすみわけを見直すなど、検
討・見直しを図るべきである。

●

　初心者を対象に、パソコン操作をするきっかけづくりの提
供を目的に開催している。
　講習に係る受益者負担は、教材費1,000円をいただくの
みで、受講料については無料で行っている。このことは、民
間事業者では提供できないサービスということで、アン
ケート結果からも好評をいただいている。
　また、講習会参加者のネットワークづくりも見られており、
サークル活動のきっかけづくりとしても意義ある事業と考
えている。
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433
社会教育団
体支援事業

生
涯
学
習
課

- -

 〔目的〕
　社会協力団体の目的遂行のための
事業活動が主体的にできるよう、ま
た、健全かつ適切に事業展開が図れ

 るよう支援を行う。
 〔手段〕

　越谷市社会教育関係団体補助金等
交付要綱に基づき、連合婦人会（会
員数668人）及びPTA連合会（会員数
24,225人）に適切な補助金額を交付
する。

高 高 高 高 B

　平成19年度外部評価で認識
した、連合婦人会助成金の助
成額を、社会教育団体の事業
活動が主体的にできるよう健全
かつ適切に都度、見直しながら
支援することが重要であるとい
う課題を踏まえ、補助金等評価
基準の結果に基づき、平成22
年度に補助金等見直し計画書
を作成、平成23年度より助成額
を減額したが、引き続き会員の
高齢化により退会者が増加し、
団体数・会員数の減少を改善
することが課題である。

検討･
見直し

①平成24年度から、補助金等見
直し計画書の計画のとおり、地域
社会へ貢献、還元する各種講演
会・講習会等の事業を自主的・主

 体的に行えるよう支援する。
②越谷市連合婦人会の団体数・
会員数の増加及び会費収入の
増加に努め、自主財源の確保を
図っていく。

19 Ｂ

【連合婦人会助成金】
　当該事業の有意性は認められる。
　今後、社会教育団体が自主的・主体的に事業展開できるように健全かつ適切に都度、助成額を
見直しながら支援することが重要である。

●

　平成１９年度の外部評価における指摘については、「補
助基準」、「補助金等評価基準」、「越谷市補助金等の交
付手続き等に関する規則」、「越谷市社会教育関係団体補
助金等交付要綱」を踏まえ、平成２２年度は事業収入の増
額により自主財源の確保に努めた。さらに、平成２３年度
は連合婦人会助成金を減額（縮小）することにより、社会
教育団体の事業活動が自主的・主体的にできるよう、ま
た、健全かつ適切に事業展開が図れるよう支援を行って
いる。これにより、平成２２年度より「補助金等評価基準」
では改善され、継続の評価結果となっている。

434
生涯学習推
進事業

生
涯
学
習
課

H13 -

 〔目的〕
　第２次越谷市生涯学習推進計画に
基づき越谷市生涯学習推進市民委員
会を推進母体として、市民との協働に
より、市民の学習ニーズに合わせた

 生涯学習の環境づくりを行う。
 〔手段〕

　市民がいつでも・どこでも・だれでも
主体的に学習できるよう学習情報の
提供や事業の実施について、越谷市
生涯学習推進市民委員会に委託す
る。

高 高 高 高 B

　本事業で発行している生涯学
習情報誌の活用度や、どの程
度学習活動へのきっかけとなっ
たかなどをアンケートを実施し
把握していくことが必要である。
また、生涯学習クラブ・サーク
ル・団体ガイドや生涯学習リー
ダーバンクについては、従来の
外部発注方式を見直し、庁内
の簡易印刷で行い、コストの削
減に努めていく。

検討･
見直し

①生涯学習推進市民委員会をは
じめとし、他の生涯学習・社会教
育推進組織を含め、組織の見直
しを行い、新たな総合的な推進体

 制組織の構築を検討していく。
②新たな推進組織を母体として、
生涯学習・社会教育を総合的に
推進していく。今後、ますます多
様化・高度化する学習ニーズに
的確に応え、市民一人ひとりが
主体的に学習できるよう、学習機
会の充実と豊かな学習環境づく
りを推進していく。また、学習成果
を地域やまちづくりに適切に生か
すことのできる生涯学習社会の
実現を図っていく。

22 Ｃ

　越谷市生涯学習推進市民委員会を推進母体として市民との協働により、市民の学習ニーズに合
わせた生涯学習の環境づくりを行う事業である。
　市民の学習ニーズに合わせた生涯学習の環境づくりは大切であり、生涯学習は人格形成にも寄
与する。
　多様化する市民の学習ニーズを的確に捉え、関係機関との連携により、学習機会の実現を推進
していくべきである。
　情報誌の発行は生涯学習の情報を発信するものであるが、その情報がどれほど生涯学習活動
に参加するきっかけとなったかなどの効果を成果指標に設定し、市民にPRしていく必要がある。さ
らに、生涯学習活動参加者からとっているアンケートの内容から、次回参加希望など満足度を示
す指標を選んではどうか。市民に対し、活動の成果を積極的にアピールされたい。
　また、現在製本している「生涯学習クラブ・サークル団体ガイド」や「生涯学習リーダーバンク」に
ついては業務委託による印刷製本を中止し、必要部数を簡易製本やコピーで対応するなど、コスト
意識を持って業務の効率化を進められたい。
　事業の実施については、現在、業務委託先である越谷市生涯学習推進市民委員会が多くの業
務を担っている。一方、市はその事務局としての活動に留まっており、本来の事業主体としての生
涯学習課の位置づけが不明確である。また、人件費についても各業務において必要な人工を積み
上げた上での積算であるか不明確である。業務見直しにより人員配置を再検討し、人件費削減の
努力をされたい。
　「ＴＲＹ」の編集発行業務についても、越谷市生涯学習推進市民委員会と市の役割分担が不明確
である。このため、市民委員会と生涯学習課との役割分担を市民にもわかりやすく明確化するとと
もに、委託者としてのチェックに努め、適正に業務管理されたい。

●

　平成22年度外部評価コメントを踏まえ、生涯学習情報を
発信するだけにとどまらず、どれほど生涯学習活動に参加
するきっかけとなったか成果指標を設定し、アンケート等を
実施していく。また、「生涯学習リーダーバンク」及び「生涯
学習クラブ・サークル・団体ガイド」の外部発注方式を見直
し、庁内印刷による発行とした。さらに、生涯学習課が事
務局として担う役割を明確にするため、越谷市生涯学習推
進市民委員会への生涯学習推進業務委託を廃止し、市の
一般会計において生涯学習推進事業予算を計上した。越
谷市生涯学習推進市民委員会は生涯学習の推進母体と
して継続的に事業を実施していき、市民との協働による生
涯学習を推進していく。

435

文化総合誌
「川のある
まち」発行
事業

生
涯
学
習
課

S57 -

 〔目的〕
　市民に文芸等創作活動の発表等の
機会を提供するとともに、文化につい
て広く市民の交流を図り、豊かな教養
と人間性を養い、薫り高い文化を育て

 るため。
 〔手段〕

　市民が投稿した作品を、有識者で構
成する委員会において選考及び編集
し、文化総合誌「川のあるまちー越谷
文化」を発刊する。

高 高 高 高 B

　応募作品数及び応募者数が
昨年とほぼ同数である。今後さ
らに多くの方からご応募頂くた
めに、事業の周知について再
検討していく必要がある。また、
販売冊数を増やすために、購
入の利便性の観点から販売書
店の拡大を進めていく必要があ
る。

検討･
見直し

①平成24年度に向けて応募者数
及び応募作品数を増加させるた
めに、応募部門と関係のある市
民団体等にダイレクトメールなど
の方法で事業を周知していく。 ま
た、販売冊数増加のために、市
内販売書店数を増やし、購入に
おける利便性の向上を図ってい

 く。
②市内唯一の文芸創作活動の
発表として、より良い冊子の刊行
を目的に他の自治体での取り組
みを参考にし、応募者数及び応
募作品数の更なる増加を図る。

16 Ｄ
　民間の自由な文化芸術活動に委ね、市はそれを側面的に見守るに留めていただきたい。市場性
のある原価、販売価格を設定していただきたい。宣伝広告の掲載等、事業収入の方策も検討して
いただきたい。

　「川のあるまち」は随筆や小説、詩、短歌、俳句などの幅
広い分野で応募できる市内で唯一の文化総合誌であり、
市民の文芸創作活動発表の機会を提供している。なお、
経費の縮減を図るとともに事業収入の方策も検討し、販売
箇所の拡充や紙面の改善などの努力を続けている。
　具体的には、冊子の規格見直しによる印刷製本費等に
よる経費の縮減を図る一方で、魅力的な紙面づくりの工夫
をしている。
　今後も投稿者をはじめ市民の意見等を参考にしながら、
事業の充実を図っていく。
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436
展覧会開催
事業（市展）

生
涯
学
習
課

H12 -

 〔目的〕
　市内の美術家の作品を広く市民に
紹介し、市民の美術思想の普及と創
造的表現力の開発、市民の芸術活動
の普及をはかり、本市の文化向上に

 寄与する。
 〔手段〕

　市内の美術関係団体代表者及び学
識者によって構成された実行委員会
に業務を委託し、日本画・洋画・彫刻・
工芸・書・写真の６部門を対象に作品
を公募する。審査により入選以上の
作品を公開展示し、特に優秀な作品
については表彰を行う。

高 高 高 高 B

　昨年度と比べ、1日あたりの来
場者数は増加したが、出品者
数はここ数年ほぼ横ばいとなっ
ている。市民の芸術に関する関
心の向上を図るため、ＰＲ方法
を検討していく必要がある。

検討･
見直し

①事業について、広報誌、ポス
ター、ホームページなどで周知を
しているが、別の様々な広報媒
体を活用し、より多くの方に越谷
市美術展覧会を知っていただき、

 来場者の増加に努める。
②出品作品数の増加を図るた
め、様々なＰＲ方法を検討し、幅
広い層への事業の周知を図って
いく。また、実行委員会に委託し
ている展覧会の運営方法につい
ても、幅広い意見や他市を参考
に検討していく。

21 Ｂ

 　市当局が、市民の芸術活動を支援しその振興を図る上で、本事業の果たす役割は大きい。
　しかしながらここ数年、応募者、応募点数が減少傾向にある。この原因を追究し、市民の芸術活
動の裾野を広げる対策を検討されることを望む。例えば「中学生にも応募機会を与えること」、ま
た、「公序良俗に反しない限り応募者全員の作品を展示すること」も一案と考える。

　応募者数の増加を図るため、平成２１年度から、「越谷市
生涯学習クラブ・サークル団体ガイド」及び「越谷市生涯学
習リーダーバンク」の登録者等に、出品案内を送ってい
る。
　平成２２年度からはポスターだけでなく、新たにチラシを
作成し、事業のさらなる周知を図るほか、申込受付時間の
延長を行った。
　また、平成２３年度からは、作品搬出時間も延長し、市民
がより出品しやすい環境づくりに努めている。

437
市民文化祭
開催事業

生
涯
学
習
課

S44 -

 〔目的〕
　文化に対する理解を深めるととも
に、豊かな教養と人間性を養い、地域

 文化の向上に寄与する。
 〔手段〕

　越谷市・越谷市教育委員会・越谷市
文化連盟の三者主催とし、文化連盟
関係者及び一般の市民団体代表者
等により組織する実行委員会に運営
を委託し、文化に親しむ市民の成果
発表の場として市民文化祭を開催す
る。

高 高 高 高 B

　出演希望者数が年々増加し
ていることから、市民による自
主的な文化活動が積極的に行
われていることが伺える。今後
は、活動発表の場を効率良く提
供できるように工夫していく必
要がある。

検討･
見直し

①出演希望者数が年々増加して
いる現状を踏まえ、より多くの方
が効率良く参加できるように工夫
する必要がある。また、芸術文化
に触れる機会でもあるため、広報
活動にも尽力し、来場者数の更

 なる増加を図る必要がある。
②今後、さらに多くの市民の意見
や他市の文化祭等を参考にしな
がら事業を継続し、更なる事業の
充実を図っていく。

18 Ｂ

　来場者が12,000人となる大きなイベントである。市民参加による実行委員会をボランティアにより
運営しており評価できる。参加者が年々増え続けている中で、収容施設は限られており、限界に達
しつつある。参加費を徴収するなど運営方針の再検討が求められる。また、市の方針との調整を
前提にパンフレットへの広告掲載など、経費縮減方法を検討し事業の拡大を目指すべきである。

●

　文化活動の発表の場として、実行委員会をはじめ市民の
意見等を伺いながら、さらなる事業の充実を図る。
  また、経費縮減の方法を検討する中で、市民文化祭パン
フレット等への広告募集を行ったが応募がなかったことか
ら、今後方法について検討していく。

438
文化財調査
委員運営事
業

生
涯
学
習
課

S33 -

 〔目的〕
　市民が市内の文化財に親しみ、そ
れらを活用した学習活動が行えるよう
文化的環境を醸成するため、越谷市
文化財保護条例第４条及び越谷市文
化財調査委員に関する規則に基づき

 活動を行う。
 〔手段〕

　具体的には市内所在の様々な文化
財や歴史的遺産の調査、文化財の保
存・活用に関し、教育委員会の諮問
等に応じ本市文化財保護行政に係る
ことについて審議し、必要と認める事
項を建議する。

高 高 高 高 B

　既存指定文化財の保護政策
に関する審議や新規指定文化
財候補物件について調査・研究
を進めるため、適切な委員会運
営に努める。

検討･
見直し

①継続協議中の指定文化財候
補物件の新規指定に向けて諮

 問・答申を行っていく。
②新規指定文化財候補物件に係
る調査・研究を進め、文化財指定
に向けて諮問・答申等を行うた
め、効果的な委員会の開催に取
り組む。

17 Ｂ
　越谷市民の精神的支柱の一つである文化財を調査し、維持運営していくことは重要な事業と言
える。今後、文化財の適切な評価、保存のため学識者を中心とした、効果的な委員会運営が求め
られる。

　本市の貴重な文化的遺産である文化財の保存と活用を
目的に、学識経験者による審議・調査が円滑かつ効果的
に行えるよう委員会運営を図る。

439
文化財施設
管理事業

生
涯
学
習
課

- -

 〔目的〕
　文化財施設を適正に管理することに
よって歴史的建物を後世へ保存・継
承するとともに、学校教育や生涯学
習・郷土学習等において利用していた
だくため、施設の一般公開と活用を図

 る。
 〔手段〕

　地方自治法に基づき、適正な方法で
施設管理を行うとともに、施設の性格
にあったイベントを開催する。

高 高 高 高 B

　施設管理の充実を図るととも
に、市内外多くの方々が来館、
各種イベントに参加できるよう、
さらなる保存・管理に努める。

検討･
見直し

①②一般来館者の増加と郷土の
歴史学習、伝統文化の普及を目
的に、今後も市民団体と協働で
効果的な様々な事業を展開でき
るよう、より一層の保存・管理を
行っていく。

16 Ｂ
　文化財施設の活用による教育効果は高いと認識するが、適切な入場料設定、市民参加による
管理方法を検討していただきたい。また、隣接市を巻き込んだ生涯学習の一環としてより一層高い
展示効果の実現も検討していただきたい。

　適正な施設管理を行うとともに、市民団体と協働により、
展示はもとより、体験しながら郷土の歴史や文化を効果的
に学ぶことができるよう、事業展開の充実を図る。

［105］
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440
文化財調査
事業

生
涯
学
習
課

H6 -

 〔目的〕
　開発予定地が埋蔵文化財包蔵地に
していされている場合、開発事業地内
の埋蔵文化財を破壊から守るため、
文化財保護法により事前に試掘調
査・現状保存等の対策を講じる必要

 がある。
 〔手段〕

　開発事業等との調整を図りながら法
律に則り試掘調査等を実施し、埋蔵
文化財の保護策を講じるとともに、事
業者に対して適切な指導を行う。な
お、試掘調査等において埋蔵文化財
が確認された場合は発掘調査を行う
必要がある。（ただし、本予算は試掘
調査に限定したもの。）

高 高 高 高 B

　生涯学習課には埋蔵文化財
の発掘調査等に関する有資格
者が配置されていないことか
ら、埋蔵文化財に係る調査案
件については、埼玉県から埋蔵
文化財専門職員の認定を受け
ている庁内職員の応援により
事業を行っていた。今後は、事

 業が円滑に執行できるよう、関
係各課や機関と調整を進めると
ともに課内に専門職員を配置し
ていくことが必要である。

検討･
見直し

①②埋蔵文化財の調査等を行え
る有資格者を配置し、試掘や確
認調査、さらに発掘調査を実施し

 ながら、埋蔵文化財の保護に努
めるとともに、事業等開発事業者
に対し、適切な指導・助言を行っ
ていく。

441
文化財普及
事業

生
涯
学
習
課

- -

 〔目的〕
　市民が市内にある文化財に親しみ、
それらを活用した学習活動が行える

 よう文化的環境を醸成する。
 〔手段〕

　活用事業の実施、指定文化財所有
者及び郷土芸能保持団体への助成、
文化財説明板の設置・修繕。各種行
政機関との連携

高 高 高 高 B

　市民の歴史文化学習の普及
を図るため、市民団体との協働
により様々な事業を展開する必
要がある。

検討･
見直し

①②郷土の歴史文化学習の普
及を図るため、指定文化財の周
知に努めるとともに、市民団体と

 協働で様々な事業を実施してい
く。

19 Ｂ

【越谷市郷土芸能保存協会助成金】
　越谷市の文化継承を支援していく意義は大きい。
　指導者の高齢化の問題等を解決すべく、リーダーバンク制度の活用等、指導者への支援や指導
の場作りなどを強化することが重要である。
　また、次世代を担う子供たち等が、文化財に触れる機会作りをより積極的に支援することを期待
する。

　平成２０年度から越谷市放課後子ども教室推進事業との
連携事業として、越谷市郷土芸能保存協会が小学生を対
象に郷土芸能の指導を行っている。
　次世代を担う子ども達が越谷の伝統的な郷土芸能と触
れ合い、身近に感じることができる貴重な体験として、参加
する子どもたちにとって良い経験となっている。

442
中村家住宅
復元整備事
業

生
涯
学
習
課

H14 -

 〔目的〕
　レイクタウン事業に伴い解体部材と
して保管している中村家住宅を復元
する。（レイクタウン事業地内に800㎡
の復元予定地は確保済み。）復元した
建物は越谷市の歴史に欠くことのでき
ない建物として適正な維持管理を行
い、後世に保存・継承する。また、市
史に関する理解を深める良い機会と
なるよう、一般公開することができる

 施設とする。
 〔手段〕

　早期の復元整備事業実施に向け
て、関係機関等と連携を図り、調査等
を進める。

高 高 高 高 B

　中村家住宅の復元整備に向
けて、今後も関係各課等と調整
するほか、関係法令との整合
性を図る必要がある。

検討･
見直し

①復元実現に向けて、２２年度に
継続して解体部材保管倉庫のく
ん蒸処理を実施し、部材の保管

 に努める。また、復元予定地の地
質調査や看板設置により近隣住
民への周知を図る。また、関係法
令と整合性を図りながら、建築審

  査会に諮っていく。
②平成２４年度以降、復元工事
が行えるよう、関係各課・機関と
調整していく。

443
成人式開催
事業

生
涯
学
習
課

S29 -

 〔目的〕
　成年に達した青年男女の祝福し、社
会の一員としての役割と責任を自覚
する節目として地域の方々とともに成

 人式を開催する。
 〔手段〕

　各地区に成人式実行委員会を組織
し、市民との協働により成人式を開催
する。実行委員会には、地域社会へ
の参加機会の一つとして、新成人も加
わり、成人式の企画や運営にかかわ
る。

高 高 高 高 B
　参加者アンケートの回収率向
上に努め、内容に反映できるよ
う工夫する。

検討･
見直し

①各地区実行委員会による成人
式開催を継続し、出席率の向上
を図るとともに、参加者アンケー

 トの回収率向上に努める。
②各地区実行委員会の代表者と
協議を行い、市民との協働による
心温まる成人式を開催していく。
また、参加者アンケート等で寄せ
られた意見を参考に、事業内容
の充実を図る。

20 Ｂ

　新成人が実行委員会に参加して自ら企画運営を行うなど特徴ある成人式を行っており、意義が
認められる。
　現在の成人式に対する満足度は70%を超えているが、アンケートの回収率が25%程度と低い。今
後は、回収率を向上させ、さらに精度の高い情報収集のための工夫が望まれる。
　また、新成人に越谷市の文化を紹介するなど越谷市の特色を加えることが望まれる。

●

　各地区実行委員会による成人式の開催が定着しており、
市民との協働による心温まる成人式が行われている。
　実行委員会については、新成人も構成員として企画運営
に携わっており、社会の一員としての役割と責任を自覚す
るきっかけづくりにもつながっている。
　また、成人式全体の満足度が90％を超えていることから
も、引き続き市民との協働による心温まる成人式を行って
いく。
　アンケート回収率については、各実行委員が新成人一人
ひとりに声をかける等対応した結果30％を超えるまでと
なったが、引き続き、各実行委員会で回収率向上を図り、
より多くの新成人の声を反映できるよう努めていく。
　さらに、新成人全員に配付するパンフレットに市のあゆ
み等を掲載するなど、越谷市の特色を出せるよう工夫に
努めている。

［106］
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444
公民館運営
審議会運営
事業

生
涯
学
習
課

- -

 〔目的〕
　公民館における各種事業の企画実

 施について調査審議する。
 〔手段〕

　年３回程度会議を開催し、課題等の
検討を行う。

高 高 高 高 B 　会議の活性化を図る。
検討･
見直し

①住民の意向を反映させ公民館
事業の内容の充実を図るため、
公民館事業の企画実施について
公民館運営審議会で協議してい

 く。
②さまざまな学習情報を提供し
学習活動の充実を図るとともに、
学んだ成果を地域に生かし新た
な学習につなげることができるよ
う公民館事業を実施する。

23 Ｂ

　公民館運営審議会は社会教育法に規定され、自治体の判断により設置が可能である。越谷市
においても、公民館運営審議会が設置されており、公民館における各種の事業の企画実施につ
き、調査審議を行っている。
　公民館運営審議会運営事業の目的と手段について、目的に「公民館における各種事業の企画
実施について調査審議する」とあるが、調査審議することは手段であり、目的とはいいがたい。審
議会は公民館運営に民意を反映させる機関であるため、目的には社会教育法第20条（公民館の
目的）の内容が適切と考えられる。
　人件費が事業費の割合と比較し高いため、業務内容を改善して効率化を進め、人件費の適正化
に努力をされたい。また、臨時・非常勤職員等を一部業務に活用してコスト削減にも取り組んでい
ただきたい。
　社会教育法において、審議会必置規制の見直しにより審議会の設置義務がなくなったことから、
越谷市社会教育委員会議との統合を検討する余地がある。統合することで、人件費、事業費のコ
スト削減につながり、事務の効率化が図られる。
　審議会において、市民のニーズを反映させる必要があるため、市民の声が審議会に反映するよ
うな組織体制を構築していただきたい。また、審議会の委員については、委員の資質向上を図る
ための研修、プログラムを実施することが望ましい。
　委員の選定にあたっては、特定の個人や団体に受益が偏らないようにバランスのとれたメンバー
構成にし、条例において25名以内と定められているが、最適な人数で運営することが適切である。
会議の活発化が公民館の活発化に結びつくため、審議会の開催が形骸化しないよう、工夫された
い。
　公民館の利用人数については、平成18年度と平成22年度を比較すると、10万人近く増加してお
り、審議会の検討・提言が一定の効果があったといえ、評価できる。今後も高齢者や青少年の利
用者増加に向けて審査会において調査審議をしていただきたい。
　審議会は公民館活動を通して市民に学習情報を提供し、学習活動の充実を図るための組織で
あるため、公民館の講座に対する市民の満足度を示す「公民館活動に対する満足度」を成果指標
に提案したい。さらに、青年に対する公民館活動が活発になってきていることから活動指標に「青
年対象の講座数」、活動指標に「青年対象の講座への参加人数」をそれぞれ追加を検討していた
だきたい。

※平成２３年度外部評価を受けた対応等については、同
年度内に整理予定

445
コミュニティ
センター管
理事業

生
涯
学
習
課

S54 -

 〔目的〕
　市民にとって明るく豊かな社会の形
成と文化生活の向上を図るため、コ
ミュニティセンターの効率的運用と利

 用促進を図る。
 〔手段〕

　効率的かつ柔軟な管理運営により
市民サービスの向上を図るため、指
定管理者財団法人越谷コミュニティセ
ンター（H23.4.1から財団法人越谷市
施設管理公社）に管理運営を委託す
る。

高 高 高 高 A

　文化振興の拠点施設である
本施設につき、安全で快適な環
境を維持するため適正な修繕・
工事を行い、幅広い国内外の
優れた芸術文化の鑑賞機会を
提供するとともに、市民の芸術
文化活動の成果発表の場とし
てより一層の活用を図っていく
必要がある。

現状
維持

①今後発生が予想される大規模
地震に対応するため、大ホール
の吊天井の改修工事などを実施
し、利用者の安全の確保を図っ

 ていく。
②平成22年度に実施した耐震診
断により、必要な強度を確保して
いることが確認できたので、引き
続き必要な修繕や改修工事を計
画的に実施して、安全と快適な環
境の確保を図っていく。

23 Ｂ

　コミュニティセンターは市民が芸術文化に触れ、鑑賞機会を提供するだけでなく、市民自らが日
頃の芸術文化活動の成果を発表する場でもある。市民の文化生活の向上と市民の安全確保を図
るため、適正な施設運営が必要である。
　コミュニティセンターは事業費が毎年5億円近くで高額なため、指定管理者に対してより厳しい基
準でモニタリングを実施する必要がある。評価表については、越谷市の全庁的な評価表を使用し
ているが、これに本施設に特化した評価項目を加えた独自の評価表を作成し、使用することでモ
ニタリングの質を高め、指定管理者への監理体制の精度を上げることが求められる。評価結果（モ
ニタリング結果）については、年度ごとに越谷市ホームページで「指定管理者制度導入施設におけ
る指定管理者の評価表」により企画部企画課において公表されているが、今後も透明性を確保し
ながら市民への説明責任を果たしていただきたい。
　安全管理の面では、事業計画書にある「施設長期修繕・備品購入計画表」及び「施設中長期維
持管理計画」に基づき、今後も適切な安全管理に努めていただきたい。また、平成22年度に施設
の耐震診断が実施・完了し、照明や天井材などの非構造部材についても、建築基準法や事業計
画書の規定等に基づき定期的な点検を実施していることは、大規模災害に備えた適切な対応と評
価できる。また、災害時に、行政と連携して市民が円滑に避難できるように危機管理マニュアルを
作成し、隣接事業者との合同実施を含め、定期的な避難訓練等を実施する中で、当該マニュアル
の見直しを行っていることも評価できる。今後、施設のバリアフリー化、長寿命化への対応を期待
したい。
　稼働率については、越谷市の他の施設に比べ高い水準にあるが、和室など稼働率が50%と低い
施設もあることから指定管理者との連携を図りながら全体的な底上げを推進していただきたい。年
間利用人数は平成21年度実績に比べて、平成22年度実績は震災等の影響もあり、7千人近く下
回っているが、利用者の増加に向けた取り組みが必要である。市民の参加を促すために工夫され
たホームページの更なる改善を続けながら、広報紙での周知、公民館、自治会などの関係機関と
の連携による情報提供、広報活動をしていただきたい。
　市民の満足度調査において9割近くが「満足」「非常に満足」と回答しており、引き続き市民の
ニーズに応える芸術文化の鑑賞機会や快適な環境の確保に努めていただきたい。
　活動指標は市民が実際に活動したことを示す「芸術文化の鑑賞機会の回数（鑑賞会、講演会な
ど）」や「市民の芸術文化活動の発表の回数」を提案したい。
　成果指標である「稼働率」を上げるために、指定管理者の制度を効果的に運用している先進的
な自治体の取り組みを参考にしていただきたい。また、稼働率の目標値の設定が低いため、すべ
ての施設の平均稼働率を65%に引き上げていただきたい。また、利用の促進を図ることを目的とし
ているため、「年間利用人数」は活動指標ではなく、成果指標に変更されたい。

　越谷コミュニティセンターは、文化振興の拠点施設とし
て、優れた芸術文化など鑑賞機会の提供や市民の芸術文
化活動の発表の場として多くの市民に御利用いただいて
いる。平成２２年度の稼働率は、６１．３％であるが、今後
ホームページの更なる改善や広報紙等の活用を図るとと
もに先進的な自治体の取組を参考にし、更なる稼働率の
上昇に努める。
　施設の整備については「施設中長期維持管理計画」に基
づき取り組んでおり、平成２３年度は大ホールの舞台壁面
改修工事や小ホール客席空調機更新工事等を実施予定
である。今後も引き続き、安全性と快適性の確保に努め
る。
　また、バリアフリー化に係るエレベーターの設置について
は、事前調査の結果を踏まえ課題等を整理しつつ、今後
検討していく。
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446
南部図書室
管理事業

生
涯
学
習
課

H8 -

 〔目的〕
　生涯学習社会の進展に伴う学習意
欲の向上に資するため、市立図書館
以外の施設で市民に書籍の貸出サー

 ビスを提供する。
 〔手段〕

　越谷コミュニティプラザ(株)所有の建
物の一部を「南部図書室」として借用
する。

高 高 高 高 A

　本施設は駅に近く交通の利便
性がよいことから、多くの市民
が貸し出し図書の取次ぎ等に
利用している。今後も、市民が
一層利用しやすい図書室とし
て、指定管理者である財団法
人越谷市施設管理公社に管理
運営を委託していく。

現状
維持

①市民が快適に施設利用ができ
るよう適切な管理運営に努め、年
間来室者数及び貸出冊数の増

 加を図っていく。
②南部方面における利便性の高
い図書室で年末年始を除きほぼ
年中無休に近い開館をしており、
今後も引き続き市民サービスの
向上に努めていく。

447
公民館施設
運営管理事
業

生
涯
学
習
課

H21 -

 〔目的〕
　大相模公民館の適切な管理運営を
行い、快適な施設環境を確保するとと
もに、市民に学習の場や情報を提供

 する。
 〔手段〕

　施設管理について、専門業者に委
託するとともに、臨時職員を雇用し、
貸館業務を中心とした効率的な運営
管理を行う。

高 高 高 高 B
　施設の老朽化に伴い、今後各
種修繕箇所が発生することが
予想される。

検討･
見直し

①引き続き、施設の適切な管理・
運営を行い、地域に蜜着した社

 会教育施設として利用いただく。
②施設管理については、専門業
者に委託することにより、、快適
な施設環境を確保し市民に学習
の場を提供していく。

448
少年自然の
家施設管理
事業

生
涯
学
習
課

S56 -

 〔目的〕
　市内の小中学校が授業の一環とし
て林間学校や自然教室、スキー教室
を実施する施設として、また、各種団
体や一般市民が野外活動の拠点施
設として、安全で快適に利用できるよ

 う施設の保守管理を行う。
 〔手段〕

　業務委託により、施設・設備等保守
管理、エレベーター保守管理、電気主
任技術者委託、庭園管理委託、害虫
駆除委託を行う。

高 高 高 高 B

　小中学校の自然教室・林間学
校、スキー教室として、また一
般市民が安全・安心に利用でき
るよう、施設機能の維持・向上
に努める。

検討･
見直し

①施設設備の保守管理業者の
専門的意見を参考に、施設設備
の維持に努めるとともに、経年劣

 化等について、状況を把握する。
②利用者の安全・安心の確保に
努めるとともに、保守費用の削減
を図っていく。

22 Ｂ

　少年自然の家は小中学生が授業の一環として林間学校や自然教室等を実施する施設であると
ともに、一般市民が野外活動の拠点施設として利用する施設である。本事業はその施設の保守管
理を行う事業である。
　少年自然の家は自然の大切さに触れることができ、心身ともに健全な少年の育成が図られるな
ど、青少年等の社会教育施設としてその存在価値は大きい。
　活動指標の「延べ利用者数」については、目標値を引き上げる方向で検討されたい。
　成果指標の「客室稼働率」については、既に平成20年度、平成21年度実績が平成22年度目標で
ある35.0%を上回っており評価できる。今後は、現在策定中の第4次総合振興計画前期基本計画に
おいて、より高い目標値を設定されたい。また、成果指標にアンケートでの「利用者の満足度」を追
加していただきたい。
　今後も、利用者が安全で快適に利用できるような施設の保守管理を期待したい。

●

　活動指標である延べ利用者数の目標値設定について
は、平成２２年度から平成２５年度までの実施計画策定調
書において、目標値を引き上げるとともに、利用者数の増
加を目指し、市のホームページ等で広報活動の充実を図
る。
　今後、さらに広報活動を充実するため、公共施設をはじ
め交流館や自治会館等へのポスター等の掲示や民間の
商店等へも掲示協力を図るとともに、利用者が自然とふれ
あう活動拠点施設として安全に安心して利用できるよう快
適な施設の保守管理に努める。また、成果指摘に「利用者
満足度」を反映できるよう利用者のアンケートに盛り込ん
でいく。

449
ふれあいの
森整備事業

生
涯
学
習
課

S61 -

 〔目的〕
　緑や水資源など自然から恩恵を報
いるとともに、国土の保全や地球環境
を視野に入れた市民の手による森づ
くり、シビック・トラスト分収造林「越谷
市ふれあいの森」の保護育成に努め

 る。
 〔手段〕

　市民の手により保護育成を行う「ふ
れあいの森育てる集い」を開催する。

高 高 高 高 B

　平成23年度以降の間伐財の
有効利用については、営林署
の指導により間伐を20年から
30年に延ばし間伐するよう通達
があった。今後の間伐財利用
について検討が必要

検討･
見直し

①植樹した樹木の保護・育成に
 引き続き努める。

②平成23年度以降の間伐財の
有効利用については、営林署の
指導により間伐を20年から30年
に延ばし間伐するよう通達があ
り。今後の間伐については平成
27年度までは実施できないが、
在庫の間伐財を利用し事業啓発
を図っていく。

450
少年自然の
家運営委員
会運営事業

生
涯
学
習
課

S56 -

 〔目的〕
　少年自然の家の適正な運営を図る
ため、あだたら高原少年自然の家運
営委員会の開催及び 現地視察を実

 施する。
 〔手段〕

　あだたら高原少年自然の家運営委
員会委員１０名により、年２回程度の
会議を開催する。

高 高 低 高 B
　施設の適切な運営のための
意見・提言をいただきながら、
施設の運営を取り組んでいく。

検討･
見直し

①近隣施設の状況等を参考に活
発な意見をいただきながら、施設

 の運営を取り組んでいく。
②運営委員会の意見を内容別に
計画的に具現化していく。
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451
少年自然の
家活動運営
事業

生
涯
学
習
課

S56 -

 〔目的〕
　市内の小中学校が授業の一環とし
て林間学校や自然教室、スキー教室
を実施する施設として、また各種団体
や一般市民が野外活動の拠点施設と
して安全で快適に利用できるよう施設

 を運営する。
 〔手段〕

　業務委託や賃貸借契約等により、ま
た、関係機関と連絡調整により施設を
運営する。

高 高 高 高 B

　小中学校の自然教室・林間学
校、スキー教室として、また一
般市民が快適に利用できるよう
施設運営の向上に努める。

検討･
見直し

①少年自然の家運営委員会の
意見や利用者アンケートを参考

 に施設運営の向上に努める。
②少年自然の家運営委員会の
意見を参考に施設運営に係る課
題解決に取り組む。

22 Ｂ

　少年自然の家は小中学生が授業の一環として林間学校や自然教室等を実施する施設であると
ともに、一般市民が野外活動の拠点施設として利用する施設である。本事業はその施設の運営を
行う事業である。
　小中学生、一般市民が快適に利用できるように施設運営を行ってほしい。また、運営委員会でよ
りよい施設運営をしていくために継続的に協議してほしい。
　客室稼働率が低い状況にあるので、より多くの市民に利用してもらえるために市ホームページで
少年自然の家を利用して良かったという肯定的な意見を掲載してPRをし、施設の稼働率向上に努
めてほしい。特に、夏・冬以外の利用率が低い状況にあるので、出来るだけ経費をかけず、魅力あ
るイベントや体験教室を開催し、集客を図り、さらにリピーターを増やす工夫も必要である。
　また、施設利用申請の手続については、利用者の立場に立って、より簡素化が可能かどうか検
証していただきたい。
　委託料に関して、保守管理委託料、食堂委託料についてはこれまでの単年度契約から長期継続
契約（3年間）に変更したことにより、3年間で1000万円を超える経費削減を実現させたことを評価し
たい。
　しかし、従来の手法で今後も同様に運営コストの削減を図ることは困難といわざるを得ない。そこ
で、類似施設の運営、経営の専門家等からも意見を聴取し、本施設の運営形態、運営コストにつ
いて、売却・民営化等も含めた試算を実施して比較検討する等、中長期的な展望を示されたい。
　例えば、管理･改修･運営事業で年間8000万円以上の経費がかかっている一方、年間の学校関
係の実利用人数は8000人弱である。一人あたり1万円使うのであれば、その費用で、他の公共団
体や民間が運営する施設を借りた方が市財政負担としては安上がりであるともいえる。確かに、
社会教育施設としての本施設のあり方、市内小中学校の野外教育の場としての施設の役割、宿
泊料保護者負担軽減を実現している等の評価もあり、どちらの運営方法も一長一短ある。しかし、
少年らが自然環境の中で学び成長するといった本来の目的を達成するために、施設の公有公営
にこだわる必要はなく、市の管理負担軽減や児童の選択肢を広げる方法も選択肢の一つとなろ
う。これらも含め、当該施設の運営方法について検討する時期に来ているものと考えられる。

●

　施設のＰＲ活動として、公共施設をはじめ交流館や自治
会館等へのポスター等の掲示や民間の商店等へも掲示
協力を図るとともに、利用者が安全に安心して参加できる
魅力あるイベント等を開催するため、二本松市や福島市、
さらに観光協会等に協力を仰ぎながら、事業の充実を図
る。さらには施設の安全を広く市民に広報し施設の稼働率
の向上に努める。
　施設利用の申請手続きについては、利用時のトラブルを
防ぐため、他の公共施設と同様な手続きとしているが、今
後申請の簡素化についても検証していく。
　施設の活動運営については、委託契約を長期継続契約
に変えるなど経費の節減に努めてきたが、今後は小・中学
校の利用状況や類似施設、さらには他市の状況を踏ま
え、経済性・効率性などを総合的に捉えながら、中長期的
に適切な施設の運営方法を検討する。

452
少年自然の
家施設改修
事業

生
涯
学
習
課

S56 -

 〔目的〕
　市内の小中学校が授業の一環とし
て林間学校や自然教室、スキー教室
を実施する施設として、また、各種団
体や一般市民が野外活動の拠点施
設として安全で快適に利用できるよ

 う、必要な施設の修繕・改修を行う。
 〔手段〕

　改修工事（手摺塗装・浴槽タイル張
替・脱衣所床張替・厨房タイル張替）
及び大浴場浴槽濾過装置循環ポンプ
機器保守工事等を行う。

高 高 高 高 B
　経年劣化等により、施設の修
繕、改修箇所が多岐にわたって
いる。

検討･
見直し

①施設設備の適正管理を行い、
利用者の安全を最優先に捉え修

 繕に取り組んでいく。
②施設設備の適正管理を行なう
とともに、施設設備の経年劣化な
ど状況を把握し、経費削減のた
め計画的な修繕改修を図ってい
く。

22 Ｂ

　少年自然の家は小中学生が授業の一環として林間学校や自然教室等を実施する施設であると
ともに、一般市民が野外活動の拠点施設として利用する施設である。本事業はその施設の修繕・
改修を行う事業である。
　今後、本施設の設備機器等の経年劣化による改修が必要となるとともに、将来は他の施設も含
めた老朽化の進展に伴い大規模な改修時期が重なることも想定されるため、大きな財政負担とな
ることも懸念される。また、地球温暖化対策の面からはCO2排出量の削減、資源消費の抑制など
の縮減を図り、環境負荷を低減させなければならない。
　そこで、越谷市として「公共施設の長寿命化」、「ライフサイクルコストの縮減」、「維持管理費用の
平準化」などを目指した公共施設のファシリティマネジメントに関する取り組みを推進することが必
要である。
　社会教育施設である本施設についても、施設改修に当たっては、事業費が膨大になることが懸
念されるため、減価償却費の適正な積算等を通じ、必要となる財源確保に努めるとともに、耐用年
数に応じた更新が可能になるよう、中長期的な施設設備更新計画を着実に実行されたい。その
際、経年劣化等について状況を把握し、コスト削減意識をもって臨む必要がある。また、施設設備
更新計画の内容について、市民に対してわかりやすく説明されたい。
　建設後相当年数を経過した施設の老朽化、経年劣化は避けられないため、利用者が安全、安心
に利用するための施設への投資は必要なものである。したがって、突発的に起きた事象への応急
措置的な対応のみならず、中長期的な施設設備更新計画に沿った改修を行っていただきたい。
　今後の予算措置が前提とはなるが、市内の小中学生が多く利用する教育施設として、特に安
心・安全が求められる施設であるために耐震補強工事は現計画どおり着実に実施されたい。
　一方で、これらの施設改修工事については、適正な調達手続により経費の削減に努めることも
重要である。
　今後も、利用者が安全で快適に利用できるよう施設改修に努められたい。

●

　「維持管理費用の平準化」等を目指したファシリティマネ
ジメントについては、施設における経年劣化・老朽化に対
する保全対策等を踏まえ、日常の安全点検を行うととも
に、電機・機械設備等の専門者による保全対策の指導を
仰ぎながら、利用者の安全・安心な施設管理に努める。
　中長期的な施設設備更新計画については、市の「公共
建築物施設情報収集業務システム」が平成２４年度から稼
動することから、このシステムを利用し計画的な修繕や改
修工事に努め、市民にわかりやすく周知する。
　さらに耐震化対策については「越谷市建築物耐震改修
促進計画」に基づき、利用者が安全で快適に利用できるよ
う着実に実施する。

［109］
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453

科学技術体
験センター
施設管理事
業（H22科
学技術体験
推進事業と
統合）

科
学
技
術
体
験
セ
ン
タ
ー

H13 -

 〔目的〕　
　子供から大人まで、気軽に科学技術
を体験することのできる拠点センター
として、より多くの市民の利用促進を
図るため、効果的な施設管理を行う。
また、来館者の皆様が安全かつ安心
にご利用いただけるよう、各種設備等

 の維持管理に努める。
 〔手段〕

　科学実験・工作体験を通して、科学
的にものを観る目を養い、科学を学ぶ
楽しさを伝える。また、緊急事態に備
え危機管理体制を見直し、来館者の
安全対策について周知徹底する。

高 高 高 高 B

　平成２２年度より、業務を一部
委託化することにより人件費や
運営費のコストダウンができ
た。また、科学実験・工作体験
において、平成２１年度は、小
学校３～４年生から体験してい
たものが、平成２２年度からは、
科学実験・工作体験ができる部
屋を２部屋に分け、低学年用・
高学年用メニューの２通りにて
体験の場を提供した。今後、更
なる新イベントや体験メニュー
の考案に努め、リピーターを増
やしていくことが課題となる。

検討･
見直し

①委託業者との連携を保ちなが
ら、新たなメニューを考案していく

 ことを検討していく。
②施設の経年劣化、施設内の機
械・器具の交換を計画的に行っ
ていく。施設の来館者の年齢層
が変化してきていることから、幼
児にもできるメニューを検討す
る。理科・科学技術の拠点とし
て、学校と連携をとりながら活動
をしていくことを検討する。

18

21

Ｂ

Ｂ

　市の学校教育、体験学習としての位置づけは大きい。施設の管理面については、管理条件を仕
様として明確に定めたうえで指定管理者制度の導入を含め、委託化によるさらなるコストダウンを

 検討する余地がある。
 

 ＜科学技術体験推進事業＞Ｈ21外部評価実施
　　平成20年度の延べ利用者数が約14万人で、一日平均465人利用されている。科学技術体験

  等、理科・科学に子供たちが興味を持つ場としての重要性は認められる。
　今後は、新サービスや新イベントを展開し、利用者数、リピート率をさらに上げる事業展開を期待
する。

●

〈科学技術体験センター施設管理事業〉
　平成22年度の施設の管理運営については、より効率的
かつ効果的な施設の運営が図れるよう、事業の改善を行
い、施設設備管理事業に関する業務と、科学教育推進事
業に関する業務の一部を委託し、経費の削減を図った。
〈科学技術体験推進事業〉
　平成22年度より新イベントとして天文への興味・関心を
高めるため、月の美しさや不思議さを体験する天体観測
会を夏と冬２回開催することとした。
　平成23年度については、科学講演会の内容を見直し、環
境問題についての講演を行った。
　また、一人でも多くの市民に科学技術への興味・関心を
持っていただけるよう、平成23年度よりサイエンスボラン
ティアが中心となりマイコンクラブを立ち上げ、未来を担う
創造性豊かな人材の育成に努めている。
　さらに、市内観光協会と連携し、多くの市民に科学技術
体験センターを御利用いただけるようウォーキングコース
の立ち寄り場所としてセンターを御利用いただくとともに、
サイエンスショーや科学実験、工作の体験を通して科学を
学ぶ楽しさを伝えることに努めている。

454

科学技術体
験センター
運営委員会
運営事業

科
学
技
術
体
験
セ
ン
タ
ー

H13 -

 〔目的〕
　体験センターの円滑な運営を図るた
め、科学技術体験センター運営委員
会を置き、事業計画やセンター機能
の充実などについて、専門的かつ

 様々な立場で意見を伺う。　
 〔手段〕

　運営委員会を年２回開催し、事業計
画やセンター機能の充実などについ
て、幅広い視点からご意見をいただ
き、センターの機能充実を図る。

高 高 高 高 B
　委員より幅広い意見・要望等
を聞きながら施設の管理運営
を行う。

検討･
見直し

①意見要望等について、十分に
検討し、事業に反映できるよう絶

 えず見直しを行う。
②施設管理運営事業の改善につ
いて運営委員会と連携を図り、今
後の運営について検討をする。

455
総合体育館
管理運営事
業

ス
ポ
ー

ツ
振
興
課

S62 -

 〔目的〕
　総合体育館の管理運営を効果的に

 行う。
 〔手段〕

　指定管理者制度を活用する。

高 高 高 高 B
　施設の経年に伴い、改修箇所
が多く、安心して利用できるよう
計画的な改修が必要である。

検討･
見直し

①施設の状況を把握し、計画的
 な施設整備を行っていく。

②災害時の避難所でもあること
から、施設・設備の安全度の向
上に努める。

20 Ｂ

　総合体育館の主会場については、利用率が97%に達しており、利用促進面の努力が認められ
る。利用率71%のサブ会場等施設の更なる効率的活用に向けて、指定管理者の自主事業の拡大
は重要と考える。自主事業については、スポーツ教室等開催事業と連携するなどの工夫が求めら
れる。ビーチバレー、エアロビクス、バドミントンの開催が成果指標に挙げられたが、市民の健康増
進を図る目的としてふさわしいかについては、対象者の満足度を調査するなどの検討が必要では
ないだろうか。

●

　自主事業については、子どもから高齢者まで誰もが気軽
に楽しめるスポーツをテーマとして、ビーチボールやバドミ
ントン、卓球、エアロビクス教室を中心に実施した。また、
平成22年度は利用者からの要望を取り入れ、ダイエット効
果も期待されるタイ式ヨガの「ルーシーダットン教室」も実
施した。今後も利用者の要望やニーズに対応したスポーツ
事業を展開していく。

［110］
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456
総合体育館
施設改修事
業

ス
ポ
ー

ツ
振
興
課

- -

 〔目的〕
　施設の維持管理および利用者の安
全確保のため、日常点検を徹底し、必
要な箇所の修繕・改修を行いサービ

 スの向上を図る。
 〔手段〕

　施設の修繕および改修工事を実施
する。

高 高 高 高 B
　施設の経年に伴い、修繕箇所
が多く、安心して利用できるよう
計画的な改修が必要である。

検討･
見直し

①施設の状況を把握し、計画的
 な施設整備を行っていく。

②災害時の避難所でもあること
から、施設設備の安全度の向上
に努める。

23 Ｂ

　施設の修繕・改修は利用者の安全を確保し、利用者が快適に施設を使用するために必要な事
業である。また、経年劣化に伴う事故防止の観点からも施設の適切な維持管理に努めることが大
切である。
　総合体育館は単なるスポーツ、レクリェーション施設としての機能だけに留まらず、災害時には
避難所となり、公益性が特に高い施設である。近年、全国各地において災害等が数多く発生して
おり、市民の安全に関する関心も高いことから、施設の安全確保と災害等緊急時に即応できるよ
うな体制にすることが必要である。指定管理者（財団法人 越谷市施設管理公社）から、緊急性の
高い修繕箇所についてはリストをもらい、対応しているが、長期的な視点に立ち、中長期的な施設
の改修修繕計画が必要と考えられる。
　東日本大震災では天井材や照明器具などの非構造部材が落下してくる事故が相次いだが、非
構造部材の耐震状況を定期的に点検していただきたい。照明器具等に関しては、長期的な視点で
LED照明の導入により、光熱水費等の削減に努めることを検討されたい。
　修繕箇所については、市と総合体育館の指定管理者（財団法人 越谷市施設管理公社）が連携
して、緊急性、重要性の高い箇所から適宜修繕を実施していただきたい。修繕箇所はホームペー
ジに掲載するなどの方法により、利用者に情報提供し、適切な管理運営を行うことが望ましい。
　事務事業評価表の減価償却費の記載がゼロとなっているが、器具や照明など耐用年数のある
ものについては計上することが望ましい。次年度以降は、事務事業評価表への記載をお願いした
い。
　また、事務事業評価表の総合評価、改革改善のコメントが毎年同じコメントになっており、課題解
決に向けての成果が見えにくいことから、事実に基づき、適切にコメントを記載していただきたい。
　日常点検や適正な維持管理がなされていることにより、総合体育館内での事故発生数も減少す
る。「施設内での事故発生数」を成果指標とすることで職員のモチベーション向上にもつながるた
め、成果指標への追加提案をしたい。また、予定していた修繕、改修がどの程度達成できたかを
示す「計画の達成率」の追加も検討いただきたい。

※平成２３年度外部評価を受けた対応等については、同
年度内に整理予定

457

スポーツ・レ
クリエーショ
ン団体支援
事業

ス
ポ
ー

ツ
振
興
課

S44 -

 〔目的〕
　スポーツ・レクリエーション活動体制
の充実を図るため、越谷市体育協
会、越谷市レクリエーション協会、越
谷市ゲートボール協会の活動を奨励・
推進するための３協会に対する補助

 事業である。
　補助により、協会事業の自主的・自
発的な運営を促し、組織の充実を図
るとともに、市主催事業への協力等に

 より連携を図る。
 〔手段〕

　越谷市体育協会、越谷市レクリエー
ション協会、越谷市ゲートボール協会
への補助金交付

高 高 高 高 B
　団体活動が活発となり、多く
の市民が参加できるよう、組織
の充実を図る必要がある。

検討･
見直し

①団体の自主的な運営がさらに
進められるよう、引き続き活動へ

 の支援、指導、育成に取り組む。
②スポーツ・レクリエーションの活
動体制の充実を図るため、団体
との連携と協力により、市民の団
体への参加を促進するとともに、
自主的な取り組みを促進すること
で、団体活動の充実を図ってい
く。

18

16

Ｂ

Ｃ

<越谷市レクリエーション協会補助事業>
　高齢者の健康維持の面からも、スポーツ、レクリエーションの普及は必要である。運営主体をレ
クリエーション協会へさらに移管し、職員工数の削減を図るよう検討していただきたい。また、補助
金が有効に活用されているかを評価するために、利用者アンケートを活用する等、市民の視点か
ら成果指標を設定することを望む。

<越谷市体育協会補助事業>
　当事業の運営方法等改善すべき点は多く、組織との関係を整理し改善に努めていただきたい。

　平成２２年度に越谷市体育協会の主催事業である越谷
市元旦マラソン大会において、地元企業の協賛を得て物
品（ゼッケン４０万円相当）を提供していただき運営費の削
減を図った。自主財源の確保の他、各団体に適した自主
運営に向けての支援について調査検討をすすめている。

458
屋外体育施
設管理運営
事業

ス
ポ
ー

ツ
振
興
課

S59 -

 〔目的〕
　屋外体育施設の効率的な管理運営
や備品等の管理を効果的に行い、利
用者の安全管理、利用促進および

 サービスの向上を図る。
 〔手段〕

　指定管理者制度を活用し、市民球
場、弓道場、総合公園庭球場、しらこ
ばと運動公園競技場・庭球場・野球
場・ソフトボール場の施設の管理運営
を行う。

高 高 高 高 B
　施設・設備の老朽化が進み、
維持管理費の増加が見込まれ
る。

検討･
見直し

①施設・設備の維持管理に努め
 る。

②施設・設備の改修を計画的に
進め、利用者の安全を確保す
る。

21 Ｂ
 　施設及び設備の老朽化については、長期的な修繕計画を策定され予算化されることを望む。

　指定管理者制度の下、自主事業の推進を支援するとともに、制度の効果的活用の観点から、
「毎年度の実績評価システム」の強化を期待する。

●

　維持管理については、利用者の利便性や安全性の確保
のため、指定管理者と管理運営会議を実施し、計画的に
行っている。また、指定管理者制度については、毎年度指
定管理者制度導入施設における指定管理者に対する評
価を実施し、効率的活用を図っている。

［111］
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B 課題が少しあり事業の一部見直しが必要

C 課題が多く事業の大幅な見直しが必要

D 事業の休・廃止を含めた検討が必要

↓　総合評価で認識した課題は　↓

　　12.外部評価を受けた対応等

●があるものは、外部評価結果を受けて見直しを行った事業
又は市としての対応等を整理済みの事業

1.
番
号

2.事業名
3.
課
名

 4.
事
業
開
始
年
度

⑴
妥
当
性

⑵
効
率
性

⑷
貢
献
度

5.
事
業
終
期
年
度

  6.事業目的及び手段

　10.改革改善案
11.外部評価

担当課の評価

 

【　】は、補助金等名称

総
合
評
価

①平成24年度に向けた取組
②中長期的な取組

7.個別評価

⑶
有
効
性

実
施
年
度

9.
改革
改善
の方
向性

459
江戸川運動
公園管理事
業

ス
ポ
ー

ツ
振
興
課

S60 -

 〔目的〕
　江戸川運動公園野球場（４面）の管

 理を委託し、施設の利用促進を図る。
 〔手段〕

　管理・運営に伴う負担金を支払う。

高 高 高 高 B

　河川敷内のグラウンドというこ
ともあり、施設整備に制限があ
る。また、平日の利用率が低
く、休日についても更なる利用
率向上への取り組みが必要で
ある。

検討･
見直し

①②ともに平日利用を促進する
ため、青少年の夏休みの利用な
ど増加に向けたPRを行うととも
に、引き続き土・日・祝の利用率
向上に努める。

22 Ｃ

　江戸川運動公園野球場の管理を委託し、施設の利用促進を図るとともに市民の健康増進に寄
与する事業である。
　しかし、現状の問題点として、軟式野球・ソフトボールのみの利用に制限されていることから、休
日を中心とした利用にとどまっており、施設利用者も目標には届いていない。
　したがって、今後は施設の利用促進のために、施設利用を軟式野球・ソフトボールのみに限ら
ず、多目的に利用可能な体育施設に変更していく必要がある。例えば、平日昼間の利用を促進す
るために、平日に時間のゆとりがある高齢者、主婦向けに野球以外のスポーツ活動の場を提供す
ることが挙げられる。
　この課題に対しては、既に管理委託先に対して、4年半前から申し入れ、交渉を行っていること
が、ヒアリングにおいて確認できた。不断の粘り強い取組については評価できる。しかしながら、各
種の制約のため、未だ多目的利用についての実現の目途は立っていない。
　ヒアリングで示された今年度中という交渉期限を念頭に置いて、管理委託先との交渉を迅速に対
応していただきたい。今年度中に交渉がまとまり、来年度当初から多目的利用が実現するよう期
待する。
　今後、運動公園の多目的利用実現のために、3市による協定でニュースポーツなどの他種目へ
の開放を検討していく必要がある。その際、野球関係団体との調整をする必要がある。
　現在9面のうち4面を越谷市で利用しているが、他市（草加市、八潮市）が使用したいという申し出
があった際には使用を許可し、運動公園の有効利用が図られるように3市で調整を進めていただ
きたい。
　また、施設管理者からターゲットバードゴルフ、グラウンドゴルフ等の多目的使用が認められた際
は、利用関係団体へ手紙、通知等を通じて周知を図るとともに、広く市民に対しても、市報、ホーム
ページ等を通じて、利用促進のPRに努めていただきたい。
　成果指標の「延べ利用者数」については、文字どおり施設を利用した人数を把握するものであ
る。事業目的が施設の利用促進を図ることであるため、成果指標に「施設の稼働率（平日、日曜・
祝日等）」を加えることを検討されたい。

　利用拡大については、グラウンドゴルフ等の関係団体に
利用を推奨している。また、平成２３年度より３市（越谷市、
草加市、八潮市）及び管理を委託している財団と作業部会
を発足し、今後の管理運営等についての検討を行ってい
る。

460
越谷市民
プール管理
運営事業

ス
ポ
ー

ツ
振
興
課

H14 -

 〔目的〕
　市民の健康増進と体力向上を図る
ため、越谷市民プールの積極的な利
用促進および管理運営を効果的に行

 う。
 〔手段〕

　指定管理者協定に基づき、管理・運
営委託料を支払う。

高 低 高 高 B

　指定管理者により適正な管理
を行っているが、施設・設備に
ついては計画的な整備が必要
である。

検討･
見直し

①市民の健康増進のために各種
講座や教室を開き、利用者の促

 進を図る。
②指定管理者と連携し、市民
サービスの向上を図るとともに、
計画的な施設・設備の整備を行
う。

21 Ｂ

　市民の健康増進と体力向上を図るための施設としての意味は大きいが、当市民プールは、隣接
する福祉施設との関係が深い施設である。他方、市内のJRや私鉄の駅周辺では、民間経営の

 「プール付きスポーツクラブ」の進出も進んでいる。
　こうした点を踏まえ、「市民プールと福祉施設」からなる複合施設は、抜本的な見直しの時期を迎
えていると考えられる。よって、複合施設の効率性や効果性などの点検を早急に進められ、社会
体育施設としての位置付けの再構築を期待する。

　健康増進と体力向上のために各種講座や教室を開催し
た。平成22年度は「アクアウオーキング」「知的障がい者向
けプール教室」「初めての平泳ぎ」「ボディシェイプアップア
クア」「キッズ向けプール教室」また、多目的ホールにおい
て「リラクゼーション・ヨーガ」「ピラティス」「けいらくビクス」
を実施した。
　トレーニングルームには２名の係員を配置し、マシンの使
用方法の説明や使用中の補助を行っている。マシンは高
齢者の方でも簡単に扱うことができるため、高齢者の利用
も増加している。

461
体育指導委
員運営事業

ス
ポ
ー

ツ
振
興
課

S33 -

〔目的〕
　市民が健康・体力づくりとスポーツ・
レクリエーション活動に取組むために
は、適切な指導者の存在が欠かせな
い。体育指導委員が充分な活動がで
きるよう、支援するとともに、活動の充
実に努め、適切な指導者の育成を図

 る。
〔手段〕
　・スポーツ・レクリエーションの実技

 指導
　・市民のスポーツ活動の促進を図る

 ため、組織の育成
 　・ニュースポーツの普及・啓発

　・指導技術の向上のための研修会
の開催
　・主催事業の企画・運営

高 高 高 高 B

　スポーツ・レクリエーションの
実技指導や主催事業の実施、
ニュースポーツの普及など、体
育指導委員の活動により、市民
の交流と健康・体力づくり、さら
には活動機会の充実が図られ

 ている。
　今後も、だれもが気軽にス
ポーツ・レクリエーション活動を
始められるきっかけづくりとなる
よう、ニュースポーツの普及活
動を引き続き進めていく必要が
ある。

検討･
見直し

①平成２３年度にニュースポーツ
のドッヂビー、さいかつボールの
本格的な普及活動を行っていく
が、平成２４年度は平成２３年度
の状況を踏まえ一層の普及活動

 を行っていく。
②市民の交流と健康・体力づくり
が進められるよう、適正な体育指
導委員の確保と指導力の更なる
向上を図り、スポーツ・レクリエー
ションの活動機会・活動体制の充
実を引き続き図っていく。

17 Ｃ

　スポーツ・レクリエーション事業の充実により、心豊かなまちづくりを推進することは重要であり、
そのための指導員を生涯スポーツ講座やスポーツ教室に派遣することは、これまで十分意義を
持っていた。しかし、スポーツ・レクリエーションの大衆化が浸透した今日では、必ずしもスポーツ
指導に公が関与する必要性は少なくなってきており、今後、類似事業との統合も踏まえた検討を
行うべきである。

　ニュースポーツ教室の開催については、「放課後子ども
教室推進事業」において「ドッヂビー」を実施した。
　平成２２年度は市内小学校５校、平成２３年度は７校を対
象に「出前講座」を実施する予定である。
　また、フライングディスク協会から講師を招き、ドッヂビー
の研修会を開催し指導力の向上を図った。

［112］
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462
スポーツ振
興審議会運
営事業

ス
ポ
ー

ツ
振
興
課

S46 -

 〔目的〕
　スポーツ振興法の規定に基づき、ス

 ポーツ振興審議会を設置
　スポーツ振興に関する事項について
調査審議により、スポーツの振興を図

 る。
 〔手段〕

　審議会を開催し、スポーツ振興全般
にわたり、意見を聞く。

高 高 高 高 B

　委員の持つ専門的かつ広範
な見地から、生涯スポーツ事業
や体育施設のあり方などにつ
いて、広く意見をいただく必要
がある。

検討･
見直し

①体育施設の使用料の見直しや
市立第1・2体育館の立て替えを
含めた体育施設のあり方につい

 て、委員から意見を聞く。
②今後のスポーツ・レクリエー
ションの振興策などについて、広
く意見を聞く。

21 Ｂ
　「スポーツ振興審議会」を「各種の事業実績報告の場」にととめず、各施設の有効活用方法等
（例えば、市民ニーズの変化と体育施設のあり方）について、「定期的に、専門的見地から広く意
見をいただく場」として活用されるよう期待する。

●

　当審議会では、毎年、スポーツ講座等の開催状況や体
育施設の利用状況から市民のスポーツへの関心等を検証
し、委員から施設および設備をはじめ、運営全般について
意見をいただいている。また、平成22年度は、生涯スポー
ツ振興計画に基づく取組に対して評価をいただいた。さら
に、同計画は、平成23年度からスタートする越谷市教育振
興基本計画に融合し策定するため、策定にあたっては、委
員からスポーツ振興に関して広く意見をいただき、いただ
いた意見を同計画に反映させた。引き続き、専門的見地か
らスポーツ振興について広く意見をいただく場として活用し
ていきたい。

463
スポーツ教
室等開催事
業

ス
ポ
ー

ツ
振
興
課

S59 -

 〔目的〕
　いつでも、どこでも、だれもが気軽に
健康・体力づくりに取組めるよう、活動
機会の充実を図るとともに、生涯ス

 ポーツの普及を図る。
 〔手段〕

　生涯スポーツ講座、スポーツ教室、
健康体操教室などを開催する。

高 高 高 高 B

　市民の一人ひとりのライフスタ
イルに合わせた健康・体力づく
りを支援していくため、現在開
催している生涯スポーツ講座、
スポーツ教室、健康体操教室な
ど、事業の対象や内容につい
て見直しを行い、更なる充実を
図る必要がある。

検討･
見直し

①受益者負担の観点から、参加
 費の徴収を検討していく。

②子ども、成人、高齢者、障がい
のある方が一人ひとりのライフス
タイルに合わせた健康・体力づく
りが進められるよう、だれもが参
加しやすい教室・講座となるよう
事業の見直しに取組み、スポー
ツ・レクリエーション活動の充実を
図っていく。

20 Ｂ

　市民の健康増進のためにスポーツ参加意識を向上させるための当事業の意義は大きく、また提
供されている教室や講座の満足度が高いことは評価できる。現在の課題は、高齢者特に男性の
参加が女性に比べて少ない事ではないだろうか。男性や高齢者、初心者を気軽に参加させるため
の新しいスポーツ、軽スポーツ等種目の充実の検討が求められる。
　また、参加者にスポーツを継続させることをねらいとして、週ごとのエクササイズ数を把握し合う
など、参加者の励みになるようなプログラムの検討もお願いしたい。

●

　健康体操教室では、生活習慣病予防や運動の習慣化な
どを目的に市民健康課と共催し実施している。また、埼玉
県立大学の協力により、専門的な知識や技術（体力測定）
等の指導助言を得て実施している。
　スポーツ教室では、男性のスポーツ参加率向上のため、
男性の退職者等を対象とした「男性のための軽スポーツ
教室」を実施している。
　生涯スポーツ講座では、初心者及び高齢者でも参加でき
るよう「フラバールバレー」と「けいらくビクス」を新種目とし
て設定した。
　プログラムについては、体育館の運動環境を考慮し、暑
い時期には運動量が少ない種目、寒い時期には運動量が
多い種目を設定し、かつ、だれもが参加しやすいように同
様な種目が重ならないよう考慮し作成している。

464
スポーツ・レ
クリエーショ
ン推進事業

ス
ポ
ー

ツ
振
興
課

- -

 〔目的〕
　生涯スポーツを普及・推進するた
め、スポーツ講演会や各種大会等の
開催により、市民のスポーツ・レクリ

 エーション活動機会の充実を図る。
 〔手段〕

　・スポーツ講演会及び各種大会（教
 育委員会主催事業）の開催

　・越谷市スポーツ・レクリエーション
傷害等見舞金の支給

高 高 高 高 B

　スポーツ講演会、体育賞と同
時期に開催していた「生涯学習
フェスティバル」と同日開催とし
た。今後さらに運営方法、ＰＲ、
進行などの開催方法を検討し、
事業の成果を高めていく。

検討･
見直し

①②多くの市民がスポーツ・レク
リエーション活動に参加できるよ
う、各種事業の充実に努めるとと
もに、より一層多様な活動機会の
充実を図っていく。

19 Ｂ

　スポーツ講演会、スポーツリーダーバンク登録、体力テスト、なわとび大会の運営、また競技参
 加者への障害見舞金の支給等、スポーツ・レクリエーション振興の事業である。

　今後、後援ないし共催団体である体育協会やレクリエーション協会との役割分担、すみわけを検
 討し、各種団体に事業を委託することも考慮していただきたい。

　また、生涯スポーツ振興計画を踏まえ、各活動状況を分かりやすく取りまとめた越谷スポーツレ
ポート（仮称）の発行等により一層市民の健康・体力づくりの啓発に努められてはどうだろうか。ま
た、成果指標を設定し、定量的効果の公表にも努めていただきたい。

●

　体育協会主催事業である「体育賞」、「スポーツ講演
会」、「元旦マラソン大会」をはじめ体育指導委員が主体と
なり開催している「なわとび大会」、「ファミリーウォーク」、
「体力テスト」、さらにはレクリエーション協会主催の代表的
な事業である「スポーツ・レクリエーションフェスティバル」
などは、各団体が事業の運営主体となり開催されている。
また、引き続き、市民がスポーツ・レクリエーション活動に
進んで参加できるよう、市広報、ホームページをはじめ毎
年発行している「社会体育関係事業計画の概要」などでス
ポーツ・レクリエーション関係事業の情報提供の充実を
図っていく。

［113］
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A 事業内容は適切である

B 課題が少しあり事業の一部見直しが必要

C 課題が多く事業の大幅な見直しが必要

D 事業の休・廃止を含めた検討が必要

↓　総合評価で認識した課題は　↓

　　12.外部評価を受けた対応等

●があるものは、外部評価結果を受けて見直しを行った事業
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465
市民体育祭
事業

ス
ポ
ー

ツ
振
興
課

S31 -

〔目的〕
　市民の交流と健康づくり、体力づくり
を促進するとともに、スポーツ・レクリ
エーション宣言都市として、健康で明
るく豊かな市民生活の形成と市民文

 化の発展を目指す。
〔手段〕

 　各種大会の充実
　１部大会・・・体育協会、レクリエー

 ション協会加盟団体による大会
 　２部大会・・・１３地区の地区体育祭

　３部大会・・・中央大会、種目別大会
（ソフトボール大会、バレーボール大
会、卓球大会、グラウンド・　ゴルフ大
会、駅伝競走大会）

高 高 高 高 B

　事業の成果上げるため、中央
大会や種目別大会の内容や開
催方法等について、主催団体と
協議・検討が必要である。

検討･
見直し

①競技種目や運営方法につい
て、継続的に関係団体と協議・検
討し、さらに市民が参加しやすい

 大会となるよう努めていく。
②市民の交流と健康・体力づくり
がより一層進められるよう、さら
にスポーツ・レクリエーションの活
動機会の充実を図っていく。

22 Ｂ

　各種大会を開催することにより、市民の交流と健康づくり、体力づくりを促進し、豊かな市民生活
の形成と市民文化の発展を目指す事業である。
　昭和31年開始の伝統ある事業であり、地区の団結・交流を図るための重要な催しであるととも
に、市民の年中行事の一環として受け入れられている事業といえる。
　また、市民の交流と健康づくりを促すとともに、スポーツ・レクリエーション宣言都市として、健康
で明るく豊かな市民生活の形成と市民文化の発展に寄与している。
　平成16年度以降、組織の充実、新種目（グラウンドゴルフ大会）と子どもたちの大会参加の促
進、中央大会のブロック制の導入、中央大会の種目の見直し等、市民や地区、主催団体の意見を
取り入れ、事業運営の改善に取り組んできた点について評価したい。
　しかし、平成19年3月の越谷市生涯スポーツ振興計画策定のためのアンケート調査報告書によ
れば、一般市民の市民体育祭等の行事への参加希望は15.0%と児童生徒や体育指導委員の参加
希望割合に比べ、かなり低い割合にとどまっている。市民体育祭が、越谷市の生涯スポーツ振興
を支える主要事業として機能していることは認められるが、多くの市民の交流と健康づくりを促す
機能を、現行の市民体育祭が果たしているかについては、疑問が残る。今後も、より多くの市民参
加が図れるよう、市民体育祭の実施内容については常に見直しを行い、計画-実施-評価-改善の
PDCAサイクルに沿った事業運営を実施されたい。
　前記アンケートによれば、比較的軽いスポーツに関する一般市民の参加希望が33.4%と最も多く
なっている。そこで、比較的軽いスポーツ等を市民体育祭3部大会の種目に取り入れる、スポーツ
人口の拡大を図るため、毎年同じ種目ではなく、市民のニーズの高い種目を隔年で実施する等、
関係団体と協議しながら、一層の事業実施内容の改善に取り組み、より多くの市民が参加を希望
する市民体育祭になるようにしていただきたい。
　また、今後もスポンサー企業を募集して、事業費の一部を負担していただくことも可能な限り進め
ていただきたい。
　さらに、市としても大きな事業であり、各種関連団体との調整や準備等に一定の業務時間が必
要なことは理解できるが、平成21年度決算における正規・臨時職員の年間業務量1.73人は過大で
はないか。人工の積算根拠が不明確であり、市民から見た場合｢人件費が大幅にかかっている｣と
認識される可能性が高い。そこで今後は、定型的業務についてはより臨時職員担当業務として振
り替えること、また、中央大会会場であるしらこばと運動公園の指定管理者に一部業務を委託する
など、より効率的な運営方法を検討し、実施コストの削減を図っていただきたい。
　成果指標について、現行の3部大会参加者数に加え、1～3部大会参加者数合計を集計すること
によって、市民の大会参加率を成果指標として設定することも検討していただきたい。
《参考》平成16年度外部評価： Ｄ

●

　市民体育祭事業の実施にあたっては、主催6団体（体育
協会、レクリエーション協会、自治会連合会、スポーツ・レ
クリエーション推進協議会、越谷市、越谷市教育委員会）
が、毎年種目や競技方法、運営方法について、協議検討
を重ねている。引き続き、市民体育祭事業が市民の交流と
健康づくり、体力づくりが図られ、さらにより多くの市民が
参加を希望する市民体育祭となるよう取り組んでいく。

466
市立体育施
設管理事業

ス
ポ
ー

ツ
振
興
課

S36 -

 〔目的〕
　地域体育館の維持管理を適正に行
い、施設の機能および安全確保を図

 る。
 〔手段〕

　施設の維持管理に必要な保守点検
および夜間警備等の委託を行う。

高 高 高 高 B
　施設・設備の老朽化が進み、
維持管理費の増加が見込まれ
る。

検討･
見直し

①施設・設備の維持管理に努め
 る。

②施設・設備の改修を計画的に
進め、利用者の安全を確保す
る。

19 Ｂ

　市内4地区にある5体育館の施設管理業務で、光熱水費、保険料、保守点検等の委託料、土地
の借上料の管理業務である。
　委託料については、相見積もりをとっているが、再任用者の活用による人件費の節減も含め、体
育館職員による軽微な修繕や利用者の協力を得て、一層経費節減や施設の点検に努め９０％の
稼働率の市民地域体育館の安全な利用に供するよう努めてほしい。

●
　平成２０年度の北体育館をもってすべての市立体育館に
再任用職員を配置した。また、施設や備品の軽微な修繕
についても体育館職員が効率的に行っている。

［114］



          8.総合評価

A 事業内容は適切である

B 課題が少しあり事業の一部見直しが必要

C 課題が多く事業の大幅な見直しが必要

D 事業の休・廃止を含めた検討が必要

↓　総合評価で認識した課題は　↓

　　12.外部評価を受けた対応等
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467
市立体育館
施設改修事
業

ス
ポ
ー

ツ
振
興
課

H15 -

 〔目的〕
　施設の維持管理および利用者の安
全確保のため、日常点検を徹底し、必
要な箇所の修繕・改修を行いサービ

 スの向上を図る。
 〔手段〕

　施設の修繕および改修工事を実施
する。

高 高 高 低 B

　施設の老朽化に伴う修繕箇
所が多く、利用者に安心して使
用していただくために計画的な
改修が必要である。

検討･
見直し

①施設の状況把握に努め、計画
 的な施設・設備の整備を行う。

②災害時の避難所でもあるた
め、耐震補強も含めた整備を行
う。

23 Ｂ

　市立体育館の利用者が安全・快適に使用できるように、施設の修繕および改修工事を行う事業
である。越谷市には5つの体育館があるが、特に第1体育館は建設して約50年が経過し、経年劣
化が懸念される。施設の老朽化、利用頻度、利用価値等を総合的に判断して、継続的に使用する
ものと使用しないもの（取り壊し等）を区別することが求められる。
　市立体育館はスポーツや運動を通じ、地域住民の健康増進を図るために不可欠な施設であり、
利用者の安全を確保するため、日常点検が必要である。さらに、災害時には避難所となることか
ら、5つの市立体育館各々の耐震診断、改修工事等の計画を策定することが求められる。また、計
画的な修繕、改修を実施するだけでなく、天井や照明器具などの非構造部材の耐震状況の点検
も欠かせない。
　また、避難所としての機能を有効に発揮するため、耐震補強工事や改修の際に、震災等で電気
が止まっても、避難所である体育館は電気が使用できるなどの整備体制の充実を図られたい。
　修繕箇所については、緊急性、重要性の高い箇所から適宜修繕を実施していただきたい。修繕
箇所はホームページに掲載するなどの方法により、利用者に情報提供し、適切な管理運営を行う
ことが望ましい。また、ホームページで市立体育館のページが見つけづらく、利用者にとって分かり
づらいため改善を要する。
　事務事業評価表の減価償却費の記載がゼロとなっているが、器具や照明など耐用年数のある
ものについては計上することが望ましい。次年度以降は、事務事業評価表への記載をお願いした
い。
　また、事務事業評価表の総合評価、改革改善のコメントが毎年同じコメントになっており、課題解
決に向けての成果が見えにくいことから、事実に基づき、適切にコメントを記載していただきたい。
　市立体育館は市の直営となっており、夜間の管理は民間が管理業務をしている。総合体育館は
指定管理者制度を導入しているため、市立体育館においても指定管理者制度の導入を検討し、市
立体育館の存在意義、目的が達成されるような体制づくりをされたい。
　活動指標の「工事修繕箇所数」は具体性がなく、指標として適切でない。
　具合の悪かった箇所をどの程度解消されたかを示す「解消された不具合件数」と計画されていた
工事・修繕がどの程度実施されたかを示す「実施率」を成果指標へ追加したい。

※平成２３年度外部評価を受けた対応等については、同
年度内に整理予定

468
市立体育館
管理運営事
業

ス
ポ
ー

ツ
振
興
課

- -

 〔目的〕
　地域体育館（併設の庭球場も含む）
の夜間における鍵の開閉業務および
体育館の個人開放事業の運営等に
ついて、効果的かつ経済的な管理運

 営を行う。
 〔手段〕

　鍵の開閉業務および個人開放事業
の協力依頼を行う。

高 高 高 高 B

　夜間施設管理人の高齢化が
進んでいるほか、事業実施する
うえでの人材も不足している。
また、夜間利用者など特定の
利用者に偏っている。

検討･
見直し

①夜間個人利用者の拡大に努め
 る。

②地域に密着した施設であるた
め、地域との協働による管理運
営体制について検討していく。

18 Ｂ
　地域のスポーツ、レクリエーション活動の拠点である市立体育館としての役割は大きい。夜間、
休日開放等、市民のニーズに対応する努力は評価する。施設の運用管理にあたっては、外部委
託または再任用職員の活用による一層の経費削減を望む。

●

　平成２０年度の北体育館をもってすべての市立体育館に
再任用職員を配置した。このことにより、休館日であった火
曜日についても弾力的に開館し体育館利用の促進を図っ
ている。

469
図書館施設
管理事業

図
書
館

- -

 〔目的〕
　図書館を快適に利用できるよう、施

 設管理に努める。
 〔手段〕

　日常的に館内巡回を行う。警備業
務・庭園管理をそれぞれの業者へ委
託する。

高 高 高 高 A

　市民が快適に図書館を利用し
ていただくために、施設の点検
整備を計画的に行った。館内巡
回点検及び日常清掃を実施し

 た。
　警備業務や庭園管理は、専
門業者に委託して実施した。な
お、庭園管理は、剪定や除草、
枝の伐採を実施し、図書館の
快適な環境を保った。

現状
維持

①１７時以降の館内警備につい
ては、職員による館内巡回を強

 化していく。
②館内のダクト清掃等、図書館
の快適な環境維持・改善に引き
続き取り組んでいく。

18 Ｂ
　図書館施設の維持管理上必要な事業である。清掃、庭園管理については、委託内容を見直し要
求仕様を明確にすることにより一層の経費削減を望む。警備員の配置については、今後夜間開館
時間のさらなる延長が求められることから、特に１７時以降の警備体制強化を検討すべきである。

●

　清掃・庭園管理業務委託については、従来から委託内
容を検討し仕様を明確にすることにより、経費削減に努め
てきた。なお、平成１９年度には、清掃委託の内容につい
て、床面洗浄業務の回数を減らす等経費削減を図った。
　また、警備業務については、特に１７時以降の図書館内
外の巡回回数を増やす等警備体制の強化を図っており、
引き続き、施設管理を適正に行っていく。

470
図書館施設
改修事業

図
書
館

- -

 〔目的〕
　市民が快適に施設を利用できるよ

 う、施設の整備を図る。
 〔手段〕

　エレベーター改修工事、多目的トイ
レ改修修繕等を行う。

高 高 高 高 A

　市民が快適に図書館を利用し
ていただくため、優先順位に基
づき、改修工事及び改修修繕
を利用者のいない休館日に設
定し、実施した。

現状
維持

①市民が快適に利用できるよう、
引き続き非常照明器具の改修工
事を行うとともに、階段・廊下の

 手摺りの設置を検討する。
②図書館外壁の改修工事、非常
照明器具の改修工事等、安心し
て市民に利用していただくため、
計画的な改修に取り組んでいく。

20 Ｂ

　老朽化した図書館の施設改修事業である。図書館は、多くの市民が訪れる公共施設であり、安
全、バリアフリーにも配慮し、高齢者や子供にも優しい施設であるためには、適切な改修箇所を確
認し改修計画を立案し、積極的に対応されることを期待する。
　予算通り執行し改修完了したことをもって事業評価をＡとすべきかには疑問である。改修対象案
件及び改修内容を最小コスト、最大効果の視点でどの様に決定したか、また改修費用の妥当性は
何をもって確認したか等、明らかにしていただきたい。

●

　昭和５８年の開館であり老朽化しているため、施設の改
修にあたっては、優先順位に基づき計画的に対応してい
る。また、実施にあたっても、休館日に設定するなど、市民
サービスの低下を回避しつつ、最小のコストで最大の効果
という視点で取り組んでいる。
　なお、懸案となっていたエレベーターの改修については、
財政事情が厳しい中で、平成２１年度に補助率が１００％
の事業採択を得て、安全・バリアフリー仕様にも配慮した
工事を行ったところである。
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471
図書館協議
会運営事業

図
書
館

S29 -

 〔目的〕
　図書館運営へ市民の意見を反映さ

 せるため。
 〔手段〕

　図書館の運営に関し館長の諮問に
応じるとともに、図書館の行う図書館
奉仕につき、館長に対して意見を述べ
る機関を設置し、図書館の効果的な
運営を行う。

高 高 高 高 B

　年４回の協議のうち、１回は
先進図書館の視察を行い、他３
回の協議とあわせ、協議会委
員の意見を参考により良い図
書館運営を目指し取り組んでい
く。

検討･
見直し

①協議会委員からの意見・提案
内容を精査し、可能な件について
は適宜実施するとともに、結果に
ついては迅速に報告する。また、
(仮称)市民活動支援センター内
の中央図書室の開室に向けて意

 見を集約していく。
②第２図書館の建設を視野に入
れた先進図書館視察の実施によ
り、各委員からの多角的な意見
を集約し、建設計画の参考として
生かしていく。

21 Ｂ

　図書館協議会は、図書館の運営について、「館長の諮問に応ずること」と、「館長に対して意見を
述べること」が役割であるが、館長からの諮問はなされていない現状である。今後は、より積極的

 に協議会を活用されることを望む。
　会議録で確認する限り、委員からの意見・提案が多数述べられており、そのうちの数件について
は既に実行に移されていることは確認できたが、協議会への報告が充分でない。今後は、提案の
採用、実施、結果等の報告を行い、委員からの意見をいただくなど、協議会のさらなる有効活用を
図られたい。

●

　図書館協議会は、図書館法に基づくもので、図書館運営
へ市民の意見を反映させるためのものであることから、形
式的ではなく、より実効性のある運営が求められる。
　こうした視点に立ち、平成２２年度においては、（仮称）市
民活動支援センター内の中央図書室のコンセプト等や、子
ども読書活動推進員事業について協議していただくととも
に、平成２３年度においても、これまで２回にわたり進捗状
況等を報告する中で、さらなるご意見をいただくなど、現実
的な形で実効ある協議会の運営に努めている。

472
講演会・講
座開催事業

図
書
館

- -

 〔目的〕
　 図書館利用の一層の推進と市民文
化の高揚の一助として、講座・講演会

 等を実施する。
 〔手段〕

 　それぞれの事業にふさわしい講師
への依頼、広報等によるPRを実施す
る。

高 高 高 高 A
　子どもを対象にした講座、郷
土の歴史講座など、図書館なら
ではの事業の充実に努める。

現状
維持

①市民文化のさらなる向上を目
指し、講座・講演会等を引き続き

 実施していく。
②講座等の開催について、広く
PRを行い、幅広い世代の市民が
参加できるよう計画・実施してい
く。

19 Ｂ
　市民が図書にふれる機会を拡大していくため、当該事業の有意性は認められる。
　一定の事業費内でより魅力的な講座を展開していくことが重要である。

●

　公立図書館が果たすべき役割ならではの事業として、各
種の講演会・講座等を開催しているが、魅力のある内容と
なるよう、その都度、テーマ・講師を検討するとともに、ＰＲ
も十分に行い、幅広い世代の参加に努めている。

473
蔵書等整備
事業

図
書
館

- -

 〔目的〕
　資料の製本・図書情報の作成・電算
システムの活用等を行い、蔵書の整
備を図ることにより、より良いサービス

 を提供する。
 〔手段〕

　官報等の製本、郷土資料・行政文書
の整理・保存対策を行い、有用な資料
の整備を図る。また、予約やリクエスト
のより迅速な処理を行う。図書情報の
作成や図書館システムの運用・保守
管理は、専門業者に委託する。

高 高 高 高 A

　平成22年10月の図書館シス
テムの更新に伴う利用者ポータ
ルの導入により、予約・リクエス
トの件数が飛躍的な伸びを見
せている。

現状
維持

①平成24年度オープン予定の
（仮称）市民活動支援センター内
の中央図書室の開設に向けて、
電算システムの構築に取り組

 む。
②第２図書館の建設に向け、蔵
書の計画的整備をしていく。

20 Ｂ

　図書館システムは5年間のリース購入であり、平成22年にバージョンアップを計画されている。現
システムについて、利用者の利便性向上と業務効率化のための改善ポイントを整理するとともに、
専門家の意見を聞くなどして慎重な更新をお願いしたい。現状での図書館運営上の問題点を明ら
かにし、その問題点をどの様に改善するのか、更に何がどうなれば成果が出たと判断できるのか
を整理したうえで、成果指標及び目標値を設定し評価していただきたい。分かり易く納得性のある
指標の設定をされることにより、更に市民の理解を得られると思われる。

●

　 蔵書等整備事業は、図書等を適切かつ効率的に管理す
ることにより、利用者の利便性の向上を図るものである
が、平成２２年１０月に図書館システムの更新を行い、機
能の強化を図りつつ、事務処理の効率化と経費削減も実
現した。
　 具体的には、この機能強化により、従来からの蔵書検
索、予約、貸出・予約状況の確認に加え、貸出期間の延長
処理を利用者自身ができるようになった。また、新着案内
メールのサービスとして、メールマガジンの配信を開始す
るとともに、家庭のパソコンから利用者自身でパスワードと
メールアドレスの登録を可能にし、サービスの迅速化と職
員による入力事務の省力化を図った。
　 こうした中、インターネット予約件数が大幅に増加してお
り、この件数を含む予約・リクエスト件数を成果指標として
いることから、事業評価に一定程度反映されているといえ
る。

474
野口冨士男
文庫運営事
業

図
書
館

H6 -

 〔目的〕
　越谷市に縁のある作家・野口冨士
男とその周辺作家の作品鑑賞をとお
して、より豊かな市民生活を送る。ま
た、野口冨士男研究の拠点となり得

 る。
 〔手段〕

　運営委員会・特別展示・講演会の開
催、小冊子「野口冨士男」の発行を行
う。年1回の講演会では、野口冨士男
ゆかりの作家・研究者に野口冨士男
の文学について、語っていただいてい
る。平成２３年度は、野口冨士男生誕
百年にあたり刊行する記念誌「越ヶ谷
日記」関連のテーマで講演者を招聘
し、開催する。

高 高 高 高 A

　事業内容は適切であり、毎年
の講演会、小冊子についての
反響が大きい。また、越谷市に
関係する文学者として愛好者
からの関心も高い。新聞、雑誌
等においても、野口冨士男文庫
は評価の高い個人文庫として
紹介されている。

現状
維持

①平成２４年度は、平成２２年度
の特別展示・講演会・小冊子発
行の内容に戻し、特別資料（書
簡･原稿等）の公開に向けた調査

 研究を行う。
②郷土に関連する人物として、文
庫所蔵資料等の紹介を含めた広
報活動に努めていく。

21 Ｂ

　事業範囲を敢えて厳格に捉えれば、運営委員会開催（年2回）、講演会実施（年1回）は計画通り
であり、総合評価「A」とした内部評価は理解できる。しかし、その成果の判断には、評価表上に質

 的な評価が可能な実績を示す必要がある。
　また、今回のヒアリングにおいて、1993年以降年1回発刊している小冊子「野口冨士男文庫」や、
講師を招いての講演会の企画など、地道な事業活動が各方面から評価を得ていることが理解でき
た。今後とも、価値ある資料を、より広く、積極的に市民にPRする努力・工夫を継続していただきた
い。

●

　 「野口冨士男文庫」については、越谷市特有のものであ
り、各方面からの関心も高く、評価も高い。
　 こうした中、平成２３年度は、生誕百年にあたり、記念誌
「越ヶ谷日記」を刊行するとともに、講演会も記念誌に関連
のあるテーマで行うこととしているが、今後とも、価値ある
資料のさらなる活用に努めていく。

475
移動図書館
事業

図
書
館

S45 -

 〔目的〕
　図書館から離れた地域に居住する
市民や学童保育室への図書館サービ

 スを行う。
 〔手段〕

　移動図書館車を市内３２か所に巡回
させる。学童保育室への貸出を行う。

高 高 高 高 B

　巡回するにあたり、時間の制
約がでてしまうので、巡回の順
路、駐車場の確保、待機時間
等の検討が必要である。

検討･
見直し

①平成２３年度は新たにＤ’グラ
フォートレイクタウンに巡回するこ
とになり、世帯数も多いこと等、
近隣の方の利用も見込まれる。
引き続き、計画的に実施してい

 く。
②移動図書館車の担う役割を十
分考慮し、より効率的・効果的な
移動図書館事業を目指す。

19 Ｂ
　一定の利用者を確保しており当該事業の有効性は認められる。
　事業を継続すべく、適正な巡回箇所の見直しを図り、利用率の拡大を図ることが重要である。

●

　図書館サービスの地理的な公平性等を維持する上でも、
移動図書館は有効といえ、巡回箇所の設定は、重要な事
項となる。
　こうした中、平成２２年度において、巡回箇所ごとの利用
状況等を踏まえ１箇所を廃止するとともに、新しい街を形
成しつつあるレイクタウン地区に新規開設をしたところであ
り、今後とも、巡回箇所の適正化を図るため、継続して見
直しに努めていく。
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476

備品整備事
業（視聴覚
教材・教具
整備事業）

図
書
館

- -

 〔目的〕
　社会教育と学校教育における視聴

 覚教育の振興を図る。
 〔手段〕

　視聴覚機器の維持管理、映写機・１
６ミリフイルム等の貸出等を行うととも
に、ＤＶＤソフトを購入し、月例映画会
を開催する。

高 高 高 低 B

　視聴覚機材の老朽化が進
み、１６ミリ映写機については生
産がすでになされていないとの

 ことである。
　映写機については不具合箇
所の修理と年１回の点検を実
施し、維持管理に努め、利用を
継続していく。

検討･
見直し

①平成２２・２３年度において、１
６ミリ映写機の点検を行い不具合
箇所の修理を行う。また、年１回

 の点検を行う。
②１６ミリ映写機やその他の機材
の維持管理に努め、利用を継続
していく。ＤＶＤソフトの購入を継
続する。

21 Ｃ

　備品整備事業の実態については良く理解できるものの、問題点把握の視点がやや不明確であ
 る。

　昨今の家庭におけるAV機器の普及状況も鑑み、当ライブラリの特長を活かすなど、事業継続の
意義を再度見直して、効果的な事業運営の方向性を検討していただきたい。例えば、事業継続の

 考え方として、以下の視点がある。
 　①古い機材（16ミリ映写機等）そのものの持つ存在価値に注目し、保存・利用する。

　②コンテンツの価値を保つため、媒体変換（フィルム→CD）するなどして、維持・保管に努める。

　ＡＶ機器、ソフトが家庭に普及している現状があることか
ら、ＤＶＤソフトの購入を進めている。
　また、１６ミリ映写機・フイルムの維持管理に努め、貸出
を継続している。なお、１６ミリ映写機の修繕部品の調達等
が難しくなっていることから、所蔵する１６ミリフィルムのう
ち同タイトルのＤＶＤソフトが販売されたときは購入を検討
していく等、適正な管理に努めている。

477
図書購入事
業

図
書
館

- -

 〔目的〕
　市民の生涯学習の拠点として、蔵書
の充実と確保に努め、幅広く質の高

 い資料の提供を行う。
 〔手段〕

　利用者の要求を把握し、書評等を参
考にして、資料選定を毎週行う。

高 高 高 高 A

　図書については、「越谷市立
図書館資料収集方針」に基づ
き購入している。限られた予算
の中で、図書購入計画を踏まえ
ながら、市民のニーズに合った
資料の収集に努めている。

現状
維持

①平成24年度オープン予定の
（仮称）市民活動支援センター内
の中央図書室の開設に向けて、
越谷駅前の商業施設という立地
に考慮した図書の選定・購入に

 取り組む。
②第２図書館の建設に向け、図
書の計画的整備をしていく。

17 Ｂ

　図書館サービスの高度化、図書館の役割拡大は、今後ますます求められている。電子図書館等
高度な図書館サービスへの移行もにらみ、現在の効果的かつ効率的な図書購入事業を継続させ
ることはもちろん、当該事業の意義を再度見直し、市民ボランティアの活用、職員の能力向上によ
る適正な事業展開が求められる。

●

　限られた予算の中で、図書館サービスを充実させるため
に、図書館に求められる役割を十分認識した上で、図書館
資料収集方針を周知徹底し、資料の選定・購入に努めて
いる。
　また、限られた蔵書能力の中で、資料を収集し、魅力あ
る資料構成を維持するためには、資料の除籍も必要とな
るが、単なる廃棄をするのではなく、貴重な市民の共有財
産であるとの視点に立ち、平成２０年２月から、リサイクル
本として図書館利用者に還元することとしている。
　なお、平成２２年度においては、「地域活性化・住民生活
に光をそそぐ交付金」の対象として事業採択を得て、図書
購入事業の予算措置の増額を図ったところである。
　図書館ボランティアについては、平成１８年５月からス
タートさせているが、資料の配架・書架整理はもちろんのこ
と、破損した資料の補修も行っていただいており、貴重な
財産の適正な管理に大きく貢献しているところである。

478
雑誌等購入
事業

図
書
館

- -

 〔目的〕
　市民の生涯学習の拠点として、資料
の充実を図り、幅広く質の高いサービ

 スを行う。
 〔手段〕

　計画的な雑誌等の購入を行う。

高 高 高 高 A

　「越谷市立図書館資料収集方
針」に基づき、限られた予算の
中で雑誌等の購入を行ってい
る。市民の要求を尊重しなが
ら、特定分野に偏らないよう雑
誌等を収集し、利用者へ提供し
ていく。

現状
維持

①平成24年度オープン予定の
（仮称）市民活動支援センター内
の中央図書室の開設に向けて、
越谷駅前の商業施設という立地
に考慮した雑誌及びＣＤ・ＤＶＤ等

 の選定・購入に取り組む。
②第２図書館の建設に向け、雑
誌等の計画的整備をしていく。

18 Ｂ
　公共図書館として、雑誌類の購入は必要である。限られた予算の中で、最大の市民満足度を得
る雑誌の取捨選択を行うためには、雑誌別の閲覧実態を調査分析し、市民に説明できるデータ収
集が必要である。また、市の政策・施策と連携した資料を購入する等の検討が必要である。

　 図書館としての情報提供・保存機能については、雑誌類
の果たすべき役割も大きいことから、市民の満足度を高め
るため、市民の要求を尊重しながら、特定分野に偏らない
よう、選定・購入に努めている。

479
中学校仮設
教室借上事
業（中央中）

学
校
管
理
課

H21 H25

 〔目的〕
　児童数増加による教室不足を解消
するため、仮設教室を借上げ、必要な

 教育環境を確保する。
 〔手段〕

　仮設教室の賃貸借

高 高 高 高 B

　生徒数が増加し、仮設教室を
増する状況になった場合、その
施設を設置するための敷地が
ない状況である。

検討･
見直し

①平成２４年度も継続的に仮設
 教室の借り上げを行っていく。

②生徒数の推移によっては、仮
設教室を増することも考えられる
ため、推移を注視するとともに、
候補地の選定を行っていく。

480
学校活動支
援事業

学
校
管
理
課

H18 -

 〔目的〕
　学校の環境整備、給食関係業務等
に携わる校務主事及び学校業務員の
適正な服務管理を行うとともに、研修
を実施し必要な知識を修得させること
により、学校運営の円滑化とさらなる

 充実を図る。
 〔手段〕

　適宜、出勤簿等の人事管理、福利
厚生等に関する適正指導及び相談業
務を行うとともに、研修会を職種毎に
年２回(新任者研修会、全体研修会）
開催する。

高 高 高 高 B 　研修内容の見直し
検討･
見直し

①事業内容に即した研修を実施
していく。特に、校務主事につい
ては、技能研修や労働安全衛生

 に関する研修を行うなど意識の
 向上を図っていく。

②研修内容がマンネリ化しないよ
う常に見直しを行い、研修効果の
向上を図っていく。

21 Ｂ

　本事業の対象者である校務主事及び学校業務員に対し、各々年２回の研修の実施、及び人事
管理を行う事業である。校務主事、学校業務員とも、学校運営を支える貴重な業務を担っており、

 本事業を遂行する意義はあると思われる。
　事務事業評価表の事業内容には、研修の件のみが記述されているが、実際の活動内容は人事
管理に関わる業務量が多く、研修に関する業務の割合は大きくない。事業の内容を適切に反映し
た記述としていただきたい。「（４）事業目的及び手段」の内容は、事業内容の実態に合わせて記述
していただきたい。また、「Ⅳ改革改善」については、事業目的に照らし、再確認をお願いする。

●
　「（４）事業目的及び手段」、「Ⅳ改革改善」の記述内容を
変更した。
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          8.総合評価

A 事業内容は適切である

B 課題が少しあり事業の一部見直しが必要

C 課題が多く事業の大幅な見直しが必要

D 事業の休・廃止を含めた検討が必要

↓　総合評価で認識した課題は　↓
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481
小・中学校
施設管理事
業

学
校
管
理
課

- -

 〔目的〕
　小中学校の施設・設備等を良好な
状態に維持し、学習空間のさらなる整

 備・充実を図る。
 〔手段〕

　施設・設備の修繕及び工事による改
修、又は保守点検（電気主任技術者、
エレベーター、機械警備、浄化槽等保
守点検）を実施する。

高 高 高 高 B

　施設の老朽化にため大規模
な改修が必要である。また、経
済設計及び費用対効果を上げ
る工夫が必要

検討･
見直し

①②本事業は、児童・生徒の良
好な教育環境を維持するために
必要不可欠な事業であり、現在
の施設・整備の状況を的確に把
握し今後も引き続き推進していく
必要がある。

19 Ｂ

　日常の点検が施設管理経費の節減にもつながることから、コスト意識を持たれ適切な執行に努
めておられる。公共施設において、点検が義務付けられたこともあり、日常点検に加え、定期点検
の円滑さ、統一的な管理のため、学校施設管理指針の越谷市バージョンの一層の整備、徹底に
努められたい。
　なお、管理の円滑さのため、学校毎の施設管理台帳やチェックマニュアルをネットワークで学校
の教職員も容易に検索し、点検チェックリスト等を入力できるシステムについて検討いただきたい。

　施設の日常点検・定期点検については、長期継続契約
制度を活用するなどしてコストの縮減に努めた。
　また、管理を円滑にするためのシステム等については、
引き続き検討していきたい。

482
小中学校防
犯カメラ借
上事業

学
校
管
理
課

H20 -

 〔目的〕
　防犯カメラにより、犯罪の抑止効果
及び小中学校施設への侵入者による
不測の事態から児童生徒の安全確保

 を図る。
 〔手段〕

　賃貸借期間：平成２０年９月１日～
平成２５年８月３１日

高 高 高 高 B 　防犯カメラの維持管理
検討･
見直し

①②犯罪の抑止効果及び施設
への侵入者による不測の事態か
ら、児童、生徒の安全確保を図る
ために、適切な維持管理に努め
ていく必要がある。

483
小・中学校
活動運営事
業

学
校
管
理
課

- -

 〔目的〕
　越谷市立小・中学校45校の学校活
動に支障のないよう、学級数、児童・
生徒数等を考慮して各学校へ予算を
配分するとともに、共通経費の予算を
一括で管理し、効率的かつ円滑な学

 校運営を行う。
 〔手段〕

　市内小・中学校全校（45校）の各種
学校活動を支援し、円滑な学校運営
に資すべく、必要な予算を各校に配分
し、さらに共通経費について一括管理
を行う。

高 高 高 高 B

　多様化する学校活動を円滑
に実施するため、学校活動の
実情を十分に把握する必要が
ある。

検討･
見直し

①多様化する学校活動を円滑に
実施するために必要な経費であ
り、また、市立小中学校に通う全
児童生徒の教育環境の確保に資
するものであることから、今後も
十分な予算の確保に努めていく

 必要がある。
②学校活動の実情を十分に把握
し、より適正な予算の配分を推進
する。

19 Ｂ

　学校活動の必要経費を学校に配分して執行するもの、教育委員会で一括発注した方がコスト削
減が図れるものに分けて執行している。
　執行のガイドラインを配布し、科目毎の執行状況が把握できるようになっているが、学校活動の
実態を整理し、備品台帳等のデータベース化を進めるなど適切及び円滑な執行と指導をお願いし
たい。

●

　学校活動の実態を整理し、備品については、財務会計シ
ステムと連動し既に台帳をデータベース化している。
　また、各学校が、状況に応じ、自らの裁量により決定でき
る配分予算の執行については、各学校で起票された伝票
を学校管理課で受領し、伝票を確認することにより予算の
適切な執行と指導を実施している。

484
小・中学校
施設改修事
業

学
校
管
理
課

H11 -

 〔目的〕
　施設・設備等を改修することにより

 良好な教育環境の維持を図る。
 〔手段〕

　修繕及び工事による改修

高 高 高 高 B
　施設の老朽化のため、外壁、
設備等の大規模な改修が必要
である。

検討･
見直し

①②学校施設の老朽化に伴う学
習環境の低下を招くことにないよ
う、今後も計画的に雨漏り、外
壁、設備等の大規模な改修に努
め、良好な教育環境の維持を図
る。

21 Ｂ

　45の小中学校にある計164棟の校舎の改修を行う事業である。昭和40年代に建てられた校舎も
あり、老朽化が進行しており、危険箇所の修繕を怠ると、学校で学ぶ児童・生徒の安全が確保され

 ないことになりかねない。したがって、本事業を遂行する意義は大きい。
　現在でもかなり綿密に計画立案を行っており、必要とする改修については積極的に予算計上さ
れている。しかし、対象とする校舎は164棟もあり、修繕対象箇所数は膨大である。さらに今後は、
備品などの管理も含まれ一層きめ細かい対応を行い、適切な優先順位を設定する必要がある。そ

 のためには、市と学校現場が一体となった情報管理が必要である。
　例えば、修繕箇所に関する情報整備について、年次や半年に一度程度のデータ更新にとどめ
ず、情報通信の活用等により、学校現場と市が更新され蓄積された生きた情報を共有することが
できれば、修繕計画の優先順位の検討に効果を発揮する。

　工事、修繕については、きめ細かい対応を行うため、学
校の要望に優先順位をつけてもらい学校側の考える優先
順位を参考にしながら内容を決定し、対応を行うこととす
る。
　また、速やかに学校へ工事、修繕の内容を通知するた
め、学校系ＬＡＮを活用し、情報の共有化を図っていきた
い。

485
小・中学校
図書整備事
業

学
校
管
理
課

- -

 〔目的〕
　学校図書は、児童・生徒の知的活動
を増進し、人間形成や情操を養う上で
学校教育上重要な役割を担っており、
学校教育に欠くことのできない基礎的
備品であることからその充実・活用を

 図る。
 〔手段〕

　学校図書の充実を図るため、市内
小中学校全校（45校）に予算を配分
し、図書の整備を行うとともに学校図
書館運営ボランティアを各校に配置
し、学校図書館の更なる充実を図る。

高 高 高 高 B

　学校図書館の更なる充実の
ため、新刊の整備を中心とし、
劣化が著しく利用頻度の高い
図書を継続して更新する。

検討･
見直し

①各学校で教育内容に適した図
書の選定を進めるとともに蔵書
管理を徹底し、学校図書の充実

 を図る。
②全学校で蔵書率１００％を目指
す。

20 Ｂ

　図書ボランティアの活用は評価できる。図書ボランティアや各学校の図書主任間の情報連携を
さらに進め、必要となる書籍の選定の精度を向上させる取組が必要である。また、保護者の協力
を得て各家庭に書籍の寄贈を求めるなど、経済的な蔵書充実に向けた検討を願う。さらに、蔵書
の利用率、回転率についても把握し、図書館の利用促進に向けた取組と連携することが必要であ
る。

　各学校で選定した図書の購入や寄贈を合わせ、学校全
体での蔵書率100％を維持している。今後、図書ボランティ
アや図書主任と連携を進め、図書館の利用促進を図って
いきたい。

486

小学校仮設
教室借上事
業(東越谷
小)

学
校
管
理
課

H14 -

 〔目的〕
　児童数増加による教室不足を解消
するため、仮設教室を借上げ、必要な

 教育環境を確保する。
 〔手段〕

　仮設教室の賃貸借

高 高 高 高 B
　仮設教室を解消するための予
算措置がつかない状況である。

検討･
見直し

①平成２４年度も継続的に仮設
 教室の借り上げを行っていく。

②特別教室を校舎内につくること
により、仮設教室借り上げを終了
していく。
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487

小学校仮設
教室借上事
業(蒲生南
小)

学
校
管
理
課

H15 -

 〔目的〕
　児童数増加による教室不足を解消
するため、仮設教室を借上げ、必要な

 教育環境を確保する。
 〔手段〕

　仮設教室の賃貸借

高 高 高 高 B
　仮設教室を解消するための予
算措置がつかない状況である。

検討･
見直し

①平成２４年度も継続的に仮設
 教室の借り上げを行っていく。

②特別教室を校舎内につくること
により、仮設教室借り上げを終了
していく。

488

小学校仮設
教室借上事
業(大袋北
小)

学
校
管
理
課

S34 -

 〔目的〕
　児童数増加による教室不足を解消
するため、仮設教室を借上げ、必要な

 教育環境を確保する。
 〔手段〕

　仮設教室の賃貸借

高 高 高 高 B
　仮設教室を解消するための予
算措置がつかない状況である。

検討･
見直し

①平成２４年度も継続的に仮設
 教室の借り上げを行っていく。

②特別教室を校舎内につくること
により、仮設教室借り上げを終了
していく。

489
小学校仮設
教室借上事
業(西方小)

学
校
管
理
課

H17 -

 〔目的〕
　児童数増加による教室不足を解消
するため、仮設教室を借上げ、必要な

 教育環境を確保する。
 〔手段〕

　仮設教室の賃貸借

高 高 高 高 B
　仮設教室を解消するための予
算措置がつかない状況である。

検討･
見直し

①平成２４年度も継続的に仮設
 教室の借り上げを行っていく。

②特別教室を校舎内につくること
により、仮設教室借り上げを終了
していく。

490

小・中学校
備品整備事
業（教材等
整備事業含
む）

学
校
管
理
課

- -

 〔目的〕
　学校教育における備品の重要性に
鑑み、新規教材の整備及び現有教材
の更新を行うとともに管理備品の整備

 を進め、学校教育の充実を図る。
 〔手段〕

　予算措置　教育内容に則した備品
の購入及び更新

高 高 高 高 B
　教育環境の整備拡充のため、
教育内容に沿った備品の整備
が必要である。

検討･
見直し

①備品管理システムの導入によ
り、学校備品の効率的管理が

 整った。
②耐用年数が過ぎた備品を計画

 的に購入し、整備する。備品管理
システム等を使って、整備が必要
とされる備品の優先順位が各学
校から表示されるようなシステム
の構築

16 Ｂ
<教材教具等整備事業>
　今後の財源の動向を勘案し、教材・教具の学校内・学校間共有化の推進および事務処理のIT化
によるコスト削減と効率化の向上を図っていただきたい。

　備品管理システムを活用し、備品の効率的管理を進め、
事務処理のＩＴ化によるコスト削減と効率化を行った。今後
も、より一層のコスト削減と効率化の向上を図っていきた
い。

491
小・中学校
施設耐震化
事業

学
校
管
理
課

H11 H24

 〔目的〕
　児童生徒が安全に学べる学習環境

 を整備する。
 〔手段〕

　旧耐震設計で設計された校舎、屋
内運動場の耐震補強工事により、耐
力の増加を図る。

高 高 高 高 A

　財政面での配慮があり、３年
計画を前倒しすることができた
が、監督業務を行う人材の確保
に苦慮している。

現状
維持

　平成２１年５月に「学校施設耐
震化計画」を策定し、平成２７年
度を完了目標に学校施設の耐震

 化工事を進めてきた。
　平成２３年５月に「学校施設耐

 震化計画」の改訂を行った。
　今回の見直しに際しては、耐震
性の不足している建物を中心に
耐震補強工事実施年度の見直し
を行い、耐震化完了目標を３年
早め、平成２４年度とし、Ｉｓ値０．
３未満の建物については、平成２

 ３年度に完了を目指している。
①平成２４年度校舎１４棟、屋内
運動場４棟　合わせて１８棟の補

 強工事を行っていく。
②平成２４年度耐震化率は、１０
０％となる。

23 Ｂ

　近年、自然災害が多発しており、強い地震から児童、生徒の身を守ることは行政にとって大きな
責務である。また、保護者の耐震化へのニーズも高まっており、児童、生徒が安心して勉学に励む
ためにも重要な事業である。さらに、災害時には、駅に近い防災拠点として地域住民の避難場所
にもなることから迅速な耐震化対応が求められる。
　児童、生徒の安全をいち早く守るために耐震化対応の早期化が課題となっているが、財政面の
配慮により学校施設耐震化計画において耐震化完了目標を3年早めて耐震化を進められることは
評価できる。さらに、平成24年度には耐震化率が100%を達成する見込みであり、学校施設耐震化
計画が計画とおりに完了することを望む。
　耐震化補強工事は建物本体の補強が優先され、天井材や照明器具などの非構造部材の対策
を後回しにしがちであるが、東日本大震災において避難所となっている体育館の天井材や照明が
落下してくるという事故が相次いだため、これらの非構造部材の耐震状況を点検し、耐震対策を実
施していただきたい。
　耐震化の完了目標が3年前倒しされたことにより、監督業務を行う人員の確保に苦慮しており、
営繕課でも人員が不足している。業務委託等で対応している状況にあるが、事業のスピードに追
いついていけるように管理体制の改善が求められる。耐震化工事が円滑に進行するように庁内連
携による事業運営を推進されたい。
　耐震補強工事は1校でも相当な経費を要する。Is値及び耐力度の低い棟が出た場合には改築と
なることもあり、厳しい財政状況の中で、より効率的な対応をしていただきたい。また、耐震診断の
結果を踏まえて、耐震化事業を推進することを望む。
　事務事業評価表の財源内訳「国・県支出金」の欄に国の耐震改修費の補助金額を明示するとと
もに「市債」についても適正な額を明示していただきたい。
　計画されていた耐震化工事が年度内に実際に施工されたかを示す「計画の達成率」を成果指標
に追加していただきたい。
《参考》平成20年度外部評価： Ｂ

※平成２３年度外部評価を受けた対応等については、同
年度内に整理予定

（平成２３年度外部評価実施前における対応等）

　耐震化計画及び耐震改修状況について、広報や市ホー
ムページを活用して市民への情報提供を行っている。
　今後、非構造部材の耐震状況を点検し、耐震対策を実
施する予定である。

［119］
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492
中学校仮設
教室借上事
業（東中）

学
校
管
理
課

H22 H26

 〔目的〕
　生徒数増加による教室不足を解消
するため、仮設教室を借上げ、必要な

 教育環境を確保する。
 〔手段〕

　仮設教室の賃貸借

高 高 高 高 B

　生徒数が増加し、仮設教室を
増する状況になった場合、その
施設を設置するための敷地が
ない状況である。

検討･
見直し

①平成２４年度も継続的に仮設
 教室の借り上げを行っていく。

②生徒数の推移によっては、仮
設教室を増することも考えられる
ため、推移を注視するとともに、
候補地の選定を行っていく。

493
学校活動支
援事業

学
務
課

H18 -

 〔目的〕
　児童・生徒の課外活動や各種学校
活動への支援、特別支援学校の教育
振興への支援事業を推進し、保護者

 の経済的負担を軽減する。
 〔手段〕

　課外活動等へ補助金を交付する。

高 高 高 高 A

　課外活動や特別支援学校等
に対する教育振興への支援事
業である。今後も補助金及び交
付金の適正な交付と効果的な
活用を図り、事業を継続する必
要がある。

現状
維持

①②実績報告等により成果を確
認する。林間学校等開設費補助
金については、補助金の効果的
な活用を図るため事前調査結果
を学校間で共有し事故防止・安
全確保に努めるよう、校長会・教
頭会において引き続き指示伝達
を行う。

18 Ｂ

　児童・生徒の課外活動や各種学校活動への支援の意味から事業の継続は必要である。補助金
交付後のフォローを確実に行う必要がある。また、林間学校等開設費補助金については、現地実
地調査の結果を学校間で共有するなどして、補助した事業の成果を効果的に活用することを望
む。

●

　林間学校開設費補助金については、引き続き校長会等
において実地調査結果の共有を図る。なお、特別支援学
校負担金については、県の方針により各特別支援学校教
育振興会組織が解散となることから、平成23年度で事業
終了予定である。

494
臨時教職員
配置事業

学
務
課

H12 -

 〔目的〕
　重度の障害を持つ児童・生徒の学
校生活への支援、並びに帰国外国人
児童・生徒への日本語指導の支援な
どのために市費で配置し、児童・生徒
の学校生活の充実を図る。また、欠員
補充等の臨時的任用教職員の配置
時に県の任用決定までの一定期間、
市費による任用を行い、担任が不在
の状態を軽減し、学校運営の円滑化

 を図る。
 〔手段〕

　市費による臨時的任用教職員、特
別支援教育支援員、日本語指導員の
配置

高 高 高 高 B

　障害のある児童・生徒の就学
が増えており、引き続き特別支
援教育支援員の配置をするとと
もに、配置日数及び時間の延
長を検討する必要がある。

検討･
見直し

①②更なる制度の充実に向けて
検討していきたい。

19 Ｂ

　学校側の教職員配置状況、児童の在籍状況等により、臨時教職員を配置する当該事業は、不
可欠といえる。
　しかしながら、重度障害児対応の補助員配置による市費負担増が課題となっている。
　市費負担を軽減すべく、保護者への協力、理解を促すとともに、県費負担を要望することも考え
られる。

　児童・生徒の状況等により臨時教職員の配置を拡充し、
あわせて各学校からの支援員配置要望に応えるために予
算の拡充を図っている。また、支援員配置要請のあった学
校の状況を精査し、指導課教育相談担当との密接な連携
のもと、特別支援教育支援員の適切な配置に努めてい
る。

495
小・中学校
就学援助事
業

学
務
課

S32 -

 〔目的〕
　経済的理由により就学困難と認めら
れる学齢児童生徒の保護者に対して
就学費用の一部を助成し、保護者の

 経済的負担を軽減する。
 〔手段〕

　学用品費、通学用品費、修学旅行
費、学校給食費、医療費、新入学児
童生徒学用品費等を支給する。

高 高 高 高 B

　昨今の経済状況から、就学援
助事業の重要性が高まり、更な
る申請件数及び認定者の増加
が見込まれる。増加する経済
的困難な学齢児童生徒の保護
者へ適正な援助を行うことが課
題である。

検討･
見直し

①②就学援助制度を周知するた
め、転入者へも積極的に就学援
助制度の案内をする。

22 Ｂ

　経済的な理由により、就学困難と認められる学齢児童生徒の保護者に対して、学用品費、通学
用品費等の就学費用の一部を助成し、保護者の経済的負担を軽減する事業である。
　就学援助は景気低迷等の影響から利用者が全国的にも増加傾向にあり、今後も増加するものと
見込まれる。利用者が増加すれば、それだけ予算の確保が必要になってくるが、他の支援施策と
重複する場合は支給額を調整したり、支給基準を厳格化するなどの対応も検討していただきた
い。
　また、支給を逸してしまい、不公平がないように、事業の周知徹底に心がけていただきたい。さら
に、今後も関係各課と連携をとり、適切に事務事業を執行していただきたい。

　こども医療費支給制度の拡充により就学援助費の医療
費支給額が軽減された。また就学援助の周知方法につい
ては、年度当初に学校を通じて保護者にリーフレットを配
布し、広報、ホームページに掲載するなど継続して情報提
供するよう努めるとともに途中からの転入生へも周知徹底
を図る。

496
校医及び薬
剤師運営事
業

学
務
課

S33 -

 〔目的〕
  学校医等の配置を行い児童生徒の
健康診断を実施し、適正な健康管理
を行うとともに学習 効率や学習環境

 の向上に資するため。
 〔手段〕　 

　学校医・学校歯科医・学校薬剤師の
配置

高 高 高 高 A
　法に基づいて実施しなければ
ならない事業であるため、継続
して実施していく。

現状
維持

①②法に基づいて実施しなけれ
ばならない事業であるため、継続
して実施していく。

20 Ｂ

　学校保健法に基づき、学校に校医・歯科医・薬剤師を配置する事業で、市の医師会、歯科医師
会、薬剤師会からの推薦を受け、委嘱している。校医等の職務は「執務状況調査一覧表」で報告
を受けているが、医師会等ともさらに連絡を密にし、今後とも校医等推薦にあたっての協力を継続
的に得て、児童・生徒の健康管理に資していただきたい。

●
　学校保健安全法に基づき実施しなければならない事業
であり、各学校に学校医、学校歯科医及び学校薬剤師を
配置し、児童生徒の健康管理を行っている。

497
教職員健康
管理事業

学
務
課

S33 -

 〔目的〕　
　教職員の疾病の早期発見・早期治
療に努め心身両面からの健康づくり

 を推進するため。
 〔手段〕

　定期健康診断・胃検診・肺がん検診
を実施し、産業医・健康管理医の適正
な配置を行う。

高 高 高 高 B
　特定健康診査対象者の健診
結果の把握と課題の分析

検討･
見直し

①特定健康診査結果の有所見
率を把握し、引続き教職員の健
康状態の把握と課題の分析を

 図っていく。
②人間ドック受診者を含む健康
診断結果及び特定健康診査結
果をより正確に把握するために、
保険者と調整しながらデータの電
子化を目指し、分析調査の実施
を図っていく。

20 Ｂ

　教職員の健康管理は特に重要であるが、定期的な健康診断や特定健康診査結果を一元管理
し、健康管理に役立てる情報管理の仕組みを作り、健康状況の分析に取り組まれることを期待す
る。
　なお、メンタルヘルス面での取組については、産業医とも連携し、制度や仕組みにこだわらず、身
近で信頼関係のある者に相談できるようにするなど、積極的な対策をしていただきたい。

●

　学校保健安全法に基づき定期健康診断等を継続し実施
している。
　また、各学校には、健康管理医を配置しており、メンタル
ヘルスに関わる対策も整備している。さらに、管理職や衛
生推進者を対象に、メンタルヘルスに関する講演会を開催
し、自校教職員の対応に役立てるよう指導を行っている。

［120］
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498
児童生徒健
康管理事業

学
務
課

S33 -

 〔目的〕
　児童生徒の疾病の早期発見・早期
治療に努めるとともに、学習能率の向

 上に資する。
 〔手段〕

　学校医により検診を行う。委託業者
により心臓検診、尿検査、ぎょう虫卵
検査を行う。

高 高 高 高 B
　効率的なデータ管理、受診者
率の向上

検討･
見直し

①②事務処理システム化の検討 20 Ｂ

　心臓健診、検尿、検便、結核等の健診・検査を行う事業である。児童・生徒の健康管理は家庭の
義務であり、定期健診を学校として実施すべきかどうかという議論もあるが、疾病の早期発見に寄
与している面もあり、保護者と協力して早期発見治療に努めていただきたい。これらの健診結果を
効率的に管理するシステム化を検討し、検査結果等を分析し、専門家の協力を得て、予防対策に
つなげることを検討いただきたい。

　学校保健安全法に基づき定期健康診断等を実施、児童
生徒の疾病の早期発見、早期治療につとめている。また、
各学校においては、学校保健委員会を位置づけ、その中
で、学校医等の指導助言を受け、予防対策に努めている。
今後は、市全体としての分析を可能とするため、システム
化を検討したい。

499
健康教育推
進事業

学
務
課

S35 -

 〔目的〕　
　学校保健の推進・安全教育の啓発
に努めるとともに、学校管理下におけ
る児童生徒の災害に関する医療費等
の必要な給付を行い、保護者の経済

 的負担の軽減を図る。
 〔手段〕

　健康教育研修会及び学校保健会の
組織の活用、日本スポーツ振興セン
ターへの加入と掛金の負担

高 高 高 高 B

　原則は任意加入となっている
が、公立学校の児童生徒の加
入率は概ね１００％である。全
員加入となるよう引き続き働き
かけていきたいが、事務処理の
効率化が課題である。

検討･
見直し

①②学校給食管理システムと連
携した徴収、給付事務の一元管
理について検討する。

20 Ｂ

　スポーツ振興センターへの児童生徒の学校管理下での事故等に対する給付保険であり、掛金
の半額を市が負担することは妥当と思われる。しかし、掛金の現金徴収を教員が扱っており、負担
軽減のためにも、料金徴収、給付等の事務の効率化が必要と思われる。
　なお、保険給付申請状況等を分析する事により、事故発生情報の把握が可能となる。分析結果
を教育現場にフィードバックし、安全対策に生かす仕組みを確立していただきたい。

　平成２２年度より、スポーツ振興センターの「災害給付オ
ンライン請求システム」を利用することで、請求から保護者
への支給までの期間が、約３ヶ月から２ヶ月と短縮された。
事故発生情報については、分析結果をセンターのホーム
ページや養護教諭部会にて情報提供し、安全対策の参考
となるよう指導を行っている。

500

小学校低学
年補助教職
員配置事業
(緊急雇用
創出基金事
業)

学
務
課

H21 H23

 〔目的〕
　小学校低学年児童を対象として、新
しい環境の中で集団生活に適応でき

 るようにする。
　学級担任との連携により円滑な学
校生活の導入が図れるよう生活支援

 や学習支援の充実を図る。
 〔手段〕

　埼玉県緊急雇用創出基金により直
接実施事業で小学校低学年補助教
職員を配置する。

高 高 高 高 B

　学校での集団生活に円滑に
適応するために配慮を要する
児童は増加傾向にあり、引き続
き小学校低学年補助教職員の
配置をするとともに、配置日数
及び時間の延長を検討する必
要がある。

終了
(平成
23年
度)

①②更なる制度の充実に向けて
検討していきたい。

501
学区審議会
運営事業

学
務
課

S47 -

 〔目的〕
　市内小・中学校の将来の児童・生徒
数を見据え、適正な通学区域を設定

 する。
 〔手段〕

  越谷市教育委員会の諮問に応じ、
学区編成に関し必要な調査及び審議
を行う。

高 高 低 低 B

　委員任期が2年間であるた
め、継続的に協議する事案が
ある場合、より一層の検討でき
るよう開催回数の拡充を図る必
要がある。

検討･
見直し

①②直面する課題に対し、より迅
速に対応が図られるよう、課題と
なる部分の核心を的確に捉え審
議していく。また、児童生徒のより
良い教育環境を継続して推進し
ていくため活動を図っていく。

23 Ｂ

　学区審議会は越谷市立小中学校学区審議会条例に基づき、設置されている組織である。越谷
市教育委員会の諮問に応じて、学区編成に関し必要な調査及び審議を行う。学校規模の適正化、
児童生徒の通学の安全のため、学区改正は避けて通れない課題であり、継続して実施していく事
業と言える。
　予算額に関して、過去の平成19年度から平成22年度までの間、いずれの年も決算額が予算額
を大きく下回っており、予算配分の適正化が求められる。予算額と決算額に差が生じないように見
通しの仕方について改善を要する。予算決定の手法について、他の自治体の例を参考にされた
い。
　人件費に関しても、会議の回数が少ないにもかかわらず、事業費に対して人件費の割合が非常
に大きく、議事録作成等一部業務については臨時・非常勤職員の活用等も含めた改善の余地が
ある。
　通学区域については、学校の適正規模をはじめ、通学距離、通学路の安全確保、学校の収容人
数などを考慮し、保護者や市民の意見を踏まえて決定する必要がある。学区の変更は、児童生徒
が遠距離通学になるなど負担を強いるだけでなく、保護者に及ぼす影響も大きいことから変更区
域の保護者の意見を十分に聞き、理解を得られるような体制づくりを検討されたい。
　審議会の主な議案は学区の変更について協議することであるが、平成21年度のように学区審議
会が開催されなかった年度もあったことから、学区変更協議がない場合でも、関連する課題の解
決に向けて審議会で議論していただきたい。審議会の活性化に向けて、審議会の中で協議する事
項を提案するために庁内で組織する検討会を設け、議論するような体制にしたことは評価できる。
今後は学区審議会が形骸化せずに、活性化することを期待したい。
　成果指標に見直された通学区の保護者に対し、アンケート調査を実施して満足度の把握を行
い、「保護者の満足度（見直した通学区）」を指標として検討されたい。また、適当な距離を安全に
通学できるような配慮がなされたかどうかを検証するため「遠距離通学者」の追加も併せて提案し
たい。

※平成２３年度外部評価を受けた対応等については、同
年度内に整理予定
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502
外国語指導
事業

指
導
課

S63 -

 〔目的〕
　グローバル化が進む世界で、国際
社会の一員としてその役割を果たせ
る児童生徒の育成、そして、国際社会
で信頼され、発展に貢献できる児童

 生徒の育成を推進する。
 〔手段〕

　国際交流等を進めるうえで、有効な
ツールとなる英語教育を推進し、語学
指導助手（ALT)を学校に配置する。市
内小中学校に27名の語学指導助手を
配置し、英語の授業（小学校外国語
活動）、総合的な学習の時間等の指
導に従事する。小学校と中学校の英
語教育の連携を推進し、コミュニケー
ション能力の育成や国際理解教育の
充実を図る。

高 高 高 高 B

　①派遣会社との契約を見直
 す。

　②越谷市の教育に柔軟に対
応できるよう、質が高く長期的
に支援できるＡＬＴの確保に努
める。

検討･
見直し

①平成２４年度は中学校指導要
領改訂での英語授業時数増加を
受け、更なるコミュニケーション能
力育成を目指し、ＡＬＴの効果的

 活用を一層推進する。
②越谷市の児童生徒のコミュニ
ケーション能力や国際理解能力
をに向上させるために、教育活動
の計画・実施・改善を図る。

18 Ｂ

　国際理解教育の推進の立場から、英語によるコミュニケーション能力の向上は、必要な事業であ
る。ＪＥＴによる招致期間満了後、順次委託化に切りかえ、経費削減を実施されている方針は継続
していただきたい。一方、教育現場でのトラブル回避のため、委託内容を要求仕様として明確化
し、委託業者の管理を徹底することを望む。

●

　委託会社に対して、具体的な研修内容とALT資質の項目
を仕様に明確化した。授業でのALT活用の他ALTとの研修
会実施により、学校における外国語活動・英語教育の推
進が図られている。

503
学校教育推
進事業

指
導
課

- -

 〔目的〕
 　児童生徒の「生きる力」を育成する。

 〔手段〕
　・小中学生に様々な体験の機会や
本物に触れる機会を持たせ、学習環
境や活動環境を整える。　・部活動外
部指導者や、日本の伝統文化に関す
る外部指導者を派遣する。
　・「総合的な学習の時間」に、専門分
野の指導者を招聘する。
　・中学生対象の２日～３日の社会体
験活動を実施する。
　・ふれあい講演会を実施し、進路指
導の推進を図る。
　・小中学校に研究を委嘱し、推進の
ための助成金を支出する。

高 高 高 高 B

　「言語活動の充実」の視点で、
委嘱校が取り組んだ成果を学
校系ネットワークを活用して広く
市内各校に配信し、有効活用し
ていく必要がある。委嘱校や熱
心な教員が積み重ね、質を向
上させてきた教育財産を様々な
形で活用し、さらに次の研究校
や研究を推進する教員に還元
されるような工夫が必要であ
る。

検討･
見直し

①②
・平成２４年度以降に向けて、市
内中学校へ部活動外部指導者を
派遣し部活動の技術的な向上と
ともに、生涯学習の基礎を培う観
点から自ら課題意識や夢、目標
を持って意欲を持って取り組む姿
勢を育てる。
・市内小中学校への研究委嘱の
ための助成金を交付し、研究推
進及び研究の成果を広める活動
を支援する。

504
学校農園事
業

指
導
課

- -

 〔目的〕
　自然体験や勤労体験に乏しい児童・
生徒に貴重な体験の場を提供し、生
命や自然環境、食物に対する理解を
深めること、生命の尊さや思いやりの
心をはぐくむことをねらいとする。ま
た、地域の農家の方や学校応援団、
ＰＴＡの協力を得ることで地域との連
携を強め、開かれた学校づくりに資す

 る。
 〔手段〕

　社会科、理科、生活科、総合的な学
習の時間に位置づけ、体験活動の時
間を確保する。各学校の取組を紹介
し合う場を設け、より効果的な体験活
動が行えるようにする。

高 高 高 高 B

　新学習指導要領の改訂に伴
い、各教科の授業時間数が増
加するため、学校応援団等体
験活動を実施する時間の確保
が困難になる。

検討･
見直し

①平成２３年度から、より一層効
率的な活動の推進を行うことと
し、それに向けて、学校応援団
等、地域の教育力の活用に取り

 組んでいく。
②体験活動を継続するために、
保護者・地域との連携の在り方を
見直していく。

17 Ｂ

　児童・生徒が農業体験をすることは教育上、大変重要なことであり、今後も大いに強化すべき事
業である。ただし今後は、市内の全ての小・中学校で同じ体験ができるよう拡充を図り、偏りを無く
すことが必要である。また、農地の手当を土地開発公社からの購入で購うことは財政上、無理が
生じる可能性が高く、慎重に対処すべきである。

●

　今年度は、小学校１４校中学校３校で実施しているが、
校内農園を含める学校ファーム事業としては、市内全校で
実施できている。今後も、できる限り多くの学校で校外農
園を活用した事業に取り組めるよう進めていく。

［122］
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505
伝統芸術鑑
賞事業

指
導
課

- -

 〔目的〕
　我が国の伝統や文化について正しく
理解し、日本人として日本の伝統文化
をしっかりと受け継ぐことが国際化の
時代を生きる児童、生徒にとって大切
である。伝統芸能である「能」を鑑賞
し、体験することにより、日本古来の
文化や歴史を感じ、小学生の豊かな

 心を育てることにつながる。
 〔手段〕

　こども能楽劇場を越谷コミュニティー
センターで開催する。事前にテキスト
を各学校に配付し、　興味関心を高
め、意欲的な鑑賞態度を育成する。ま
た、代表児童をステージに上げ、会場
の児童と共に能の謡いを体験させる。

低 高 高 高 B

　昨年度で２１回を重ね、多くの
児童が鑑賞してきた。ただ鑑賞
するだけでなく、引き続き体験
を取り入れることにより、主体的
に文化に係わっていく態度を育
成する必要がある。

検討･
見直し

①能に対する理解が深まるよう
に、解説テキストを事前に配付
し、意識を高める。体験活動を取
り入れながら、文化に触れる機会

 を設ける。
②コミュニティセンターで鑑賞した
能を、こしがや能楽堂でも見てみ
たいという児童に対して、能を見
る機会を案内する。

18 Ｂ
　市の資産である能楽堂を有効活用した事業であり、日本の伝統芸術への関心を高めるためには
必要な事業である。例年実施している事業であるので、企画や計画の方法をマニュアル化するな
ど、事務の一層の効率化を推進していただきたい。

●

　今年度も小学生の能体験コーナーを設けるなど、事業の
充実を図っている。企画・計画については、担当者が変
わってもスムーズに引き継げるよう、計画書以外に、細部
に関する文書を残し、活用している。

506
学校応援団
推進事業

指
導
課

H22 -

 〔目的〕
　学校・家庭・地域が一体となって子
どもの育成を図り、「学校応援団」の
活動を通じで、学校図書館ボランティ
アをはじめ、学習活動、安全確保、環
境整備などのボランティアとして保護
者や地域住民の参加を積極的に進め
るために市内全小学校に学校応援団

 の設置を目指す。
 〔手段〕

　学校応援団づくりの推進のために学
校応援団づくり推進委員会を開催し、
学校の学校応援団担当者と学校応援
コーディネーターを一堂に会して情報
交換、実践発表、講演会等を行う。

高 高 高 高 A

　学校応援団づくりは市内小学
校３０校に設置され、目標を達
成することができた。今後は全
中学校への学校応援団の設置
とともに、活動内容の充実が課
題である。

現状
維持

①市内全小中学校４５校の学校
 応援団の設置

②学校応援団の教育活動への
支援、安全安心への支援、環境
整備への支援を充実させるた
め、学校応援団コーディネー
ター、ボランティアの育成の充実
を図る。そのため、コーディネー
ター養成研修会、ボランティア養
成研修会等の研修会の充実を図
る。また、今後５年間の計画とし
て、２３年度はコーディネーター育
成、２４年度は図書館運営ボラン
ティア、２５年度は安全安心ボラ
ンティアに重点を設定し、２６年
度、２７年度は３年間の反省をも
とに重点を設定し、取組を推進す
る。

23 Ｂ

　学校応援団は、保護者・地域住民が学校における学習活動、環境整備、防犯活動などについて
活動するボランティア組織である。青少年の健全育成、人格形成に寄与するとともに、地域住民に
とっても地域貢献、自己実現の場となっており、学校、地域住民が相互にメリットがあり、相乗効果
が生じている。近年では、学校の事務負担が増し、教員が多忙になったことで、児童生徒一人一
人にきめ細かな指導をすることが難しい状況に陥っている。そのため、学校応援団が学校に果た
す役割は大きい。
　学校応援団の中には図書ボランティアが存在するが、平成22年度までは図書ボランティアは別
の事業として区別されており、平成23年度から学校応援団の事業に組み込まれた。図書ボラン
ティアは各学校に普及しており、その人数は増加傾向にあり、現在では800名近くの方が活動して
いる。業務内容として図書の貸出、返却や図書の台帳整理、データ入力事務等を行い、学校応援
団事業の中でも不可欠な活動と言える。他のボランティア活動と連携して、これまで培ったノウハ
ウを活用し、学校応援団全体としての活性化を図られたい。
　埼玉県教育委員会が推奨する「放課後子ども教室」と学校応援団の連携を図り、両事業が効率
的に運営されるようにする必要がある。例えば、ボランティアの連携として、学校応援団として登録
した人を放課後子ども教室事業で放課後や週末の学校で支援ボランティアとしても活動するように
働きかけるなどの合理化を図りたい。
　今後の課題として、全中学校へ学校応援団の設置を進めたいとしているが、現在登録している
ボランティアのモチベーションを継続的に高め、学校応援団の充実を図ることも大切である。コー
ディネーター養成研修会、ボランティア養成研修会を実施して育成体制の充実を図っていただきた
い。今後、中学校に学校応援団が設置された場合、同じ通学区内の小学校と中学校でボランティ
ア同士による連携を図り、効率化に努められたい。
　また、学校応援団の活性化のためには、コーディネーターの果たす役割が非常に大きい。その
コーディネーターの数が学校によってばらつきがあり、少ない学校では1名という学校もある。コー
ディネーターが1名の場合、コーディネーターに負担がかかり、多様な活動ができない恐れがある
ため、コーディネーターの数が少ない学校には市がアドバイスするなどフォロー体制の充実を図り
たい。
　事務事業評価表の平成23年度当初予算の人件費が0.00と記載されているため、適正な記載を
お願いしたい。
　学校応援団は図書ボランティア以外にも地域見守りボランティア、読み聞かせボランティアなど
多くのボランティアの方々によって構成されているため、活動指標は「図書ボランティア数」に限定
するのではなく、「ボランティア数」に変更されたい。
　成果指標に「学校応援団設置小学校数」とあるが、平成22年度に全小学校30校において学校応
援団の設置が完了し、目標達成をしていることから、今後の課題である全中学校設置に向けて
「学校応援団設置学校数」とした方がより適切である。成果指標に「図書ボランティア組織校」とあ
るが、平成21、22年度実績ともに100%に達しており、指標を見直す余地がある。「学校満足度」な
ど、より効果を実証する指標を検討されたい。

※平成２３年度外部評価を受けた対応等については、同
年度内に整理予定

507
人権教育推
進事業（学
校教育）

指
導
課

- -

 〔目的〕
　基本的人権の尊重に徹する教育を
推進し、部落差別をなくしていくことの

 できる児童生徒を育成する。
 〔手段〕

　そのために中学生用学習資料（人
権）（10,100部）を２１年度に作成し、
市内中学校１年生全員に２２年度５月
に配布。人権教育の窓（1,500部）を市
内教職員全員に配布し人権教育推進
上の課題を明確にし、全教育活動通
じて正しい理解を促す。

高 高 高 高 B

　児童生徒の人権感覚の育成
には、まず児童生徒の教育を
担う教職員の人権感覚の向上
を図る必要がある。そのため
に、本年度より転入・新採用教
職員対象（約２００名対象）の人
権教育研修会を開催した。これ
まで開催してきた研修会と併せ
て研修会は確実に実施してさ
れているが、更なる教職員の人
権感覚の向上のために各研修
会の質的な向上に努める必要
がある。

検討･
見直し

①児童生徒の人権感覚の育成
のために、参加体験型プログラ
ム「人権感覚プログラム」の活用
を促進し、人権教育・男女共同参
画研修会において、その活用に

 ついて研修を深めていく。
②各学校の人権教育推進者（指
導者）の養成のために研修会の
あり方を工夫・改善していく。

20 Ｂ

　事業名称が同和教育から人権教育へと変わり人権教育推進の事業内容が変化してきている状
況の中で、同和問題に重点を置いた教育から内容を拡大して対応する必要がある。配布するパン
フレット等についても、市が実施されている状況調査の結果を踏まえ、現状に合わせた内容として
いただきたい。
　現在市として取組まれているさまざまな活動を、事務事業評価表に反映させていただきたい。

●

　同和問題からの内容拡大を図り、学習資料の作成にお
いては、各人権課題についての正しい知識と認識を深め
るための内容となっている。
　また、人権教育の窓においては、人権感覚を育成するた
めの参加体験型学習の実践事例を掲載している。
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508
副読本等整
備事業

指
導
課

- -

 〔目的〕
　体育、道徳、小学校社会科の副読
本を児童生徒に配付し、授業におけ
る教材としてこどもの主体的な学習活

 動を推進する。
 〔手段〕

　道徳、体育実技を配付する。「わたし
たちの越谷」を作成し副読本として、
児童に無償配付し、授業において活
用する。

高 高 高 高 A

　「わたしたちの越谷」は印刷の
業者を入札により選定する際
に、過去のデータが利用できる
ようになるとコストが削減され
る。また、農作業の様子など新
しい写真データを入手する必要
があるため年間を通して計画的
に進める必要がある。

現状
維持

①新学習指導要領にもとづいた
指導計画を作成したが、修正が

 必要な箇所などを検討していく。
②各副読本の内容の検討を図
る。

20 Ａ
　現役の先生方の参加による市独自の副読本の編集活動は、評価に値する。
今後は、独自に編集する副読本と、一般に出版されている教科書を活用するものとを授業の科目
によって見極め、副読本編集にかける作業の効率化も検討する必要がある。

●

　昨年度は、新学習指導要領に対応させるため、編集作
業に時間を要したが、今年度は、内容の微調整にとどめ、
作業の効率化を図っている。また、教科書と対応させた年
間指導計画一覧表を作成し、教科書と副読本をバランスよ
く活用できるようにしている。

509
学校教育団
体支援事業

指
導
課

- -

 〔目的〕
　越谷市立小中学生の体力の向上を
目指し、スポーツに対する興味関心を
高めるとともに、競技力の向上を図
る。また、小中学校の教員の体育指

 導法の改善に努める。
 〔手段〕

　各種団体に補助金を支援し、運営
の活性化を図る。

高 高 高 高 B
　若い教員が多く採用され、そ
の教員に対する体育の指導が
行き届いていない現状がある。

検討･
見直し

①体力向上のために、各校で重
点種目を決め、技能の習得、目
標を持った意欲的な取組及び結
果を受けたその後の体力向上策
設定、実行により成果を上げてい
く。一連の指導を多くの教員がで
きるように、体育授業指導法も含

 め学べる機会を多く設定する。
②第４次総合振興基本計画との
関係から、新たに取組が始まって
いる、ア・各支援団体同士の連
携、イ・教育委員会内の他課との
連携を図る「体力向上プロジェク
ト」、ウ・体力テストの結果を県平
均との比較でとらえるのではな
く、総合評価（５段階評価）でとら
える。等を、着実に積み重ねてい
く。

16 Ｂ
　活動結果指標、成果指標として当事業の妥当性、効率性、有効性を表す指標を設定する必要が
ある。例えば、体力向上の相対的比較等。補助金単価の妥当性について検証していただきたい。

●

　平成２３年度スタートの越谷市教育振興基本計画に基づ
く教育委員会内の体力向上数値目標として、体力レベル
中、上位児童生徒の割合が小学校８２％以上、中学校８
７％以上に設定している。補助金単価の妥当性について
は、年度末の指導課内監査においてその妥当性を厳しく
チェックしており毎年見直しを図っている。

510
部活動等競
技会派遣事
業

指
導
課

- -

 〔目的〕
　部活動の活性化を図り、生涯にわた
り運動に親しみ、健康で生活すること

 ができる児童生徒を育成する。
 〔手段〕

　越谷市を代表し、関東・全国大会に
出場する学校に交通費及び宿泊費の
一部を助成する。

高 高 高 高 A

　個人の負担軽減を目的とした
助成ではなく、運動部活動等の
活性化を図るための助成であ
ることを再確認し、助成してい
く。

現状
維持

①平成２１年度から助成額を定
額制に変更しているので、今後も
これを維持し、広く児童生徒の活

 躍を支援する。
②本事業の助成を受ける児童・
生徒が増えるように、部活動外部
指導者派遣事業との連携を密に
しながら、部活動の活性化を図っ
ていく。

16 Ａ
　全国大会等選手、派遣状況に応じ予算対応をせざるを得ない。都度、予算管理の難しさがある
が適切な対応をお願いしたい。

●

　前年度実績を参考に、今年度の見通しを持って予算を計
上しており、毎年その予算内で収まっている。平成２１年度
に、予算内で運動系、文化系、広く様々な部活動に助成で
きるように、部活動等競技会派遣助成金交付要領を改正
している。

511
小・中学校
備品整備事
業

指
導
課

- -

 〔目的〕
　特別支援学級在籍児童生徒の社会
的自立に向けた指導に活用する備品
を購入し、指導の充実を図る。また、
通級指導教室に通う児童の指導の充

 実を図る。
 〔手段〕

　指導に必要な備品を購入し、効果的
な指導を行う。

高 高 高 高 A

　越谷市内の特別支援学級数
は年々増えている。毎年、新設
や増設を続けている現状があ
り、特別支援学級の備品を購
入し教育環境を整えることは、
教育の平等性を保つ上でも重
要である。

現状
維持

①平成２４年度も特別支援学級
の新設、増設が見込まれる。そ
れに伴い、特別支援学級の備品
の購入により、教育環境の充実

 を図る。
②今後も特別支援学級数は増え
ていく見込みがあり、特別支援学
級の教育環境を整えていく必要
がある。

22 Ｂ

　特別支援学級の児童生徒に、社会的自立に向けた効果的な指導を行うために必要な備品を購
入するための事業であり、通級指導教室に通う児童の指導充実を図る。
　教育環境の充実を図るため、教材・教具の更新をはじめ新たな教育内容や指導方法にあった教
材・教具の整備を今後も継続する必要がある。
　「備品のライブラリー化」という表現が分かりにくいので、「備品の共用化」など市民に分かりやす
い言葉への変更を検討していただきたい。
　事業名が普通学級の児童生徒用の備品と思われてしまうので、特別支援学級の児童生徒用の
備品と分かるように事業名の工夫が必要ではないか。
　教材、教具は学校内・学校間で出来る限り共有化し、コスト削減を図ってもらいたい。また、各学
級がどんな種類の教材を所持していて、いくつ存在するのか、備品の効率的な管理をし、適正な
維持管理を今後も望む。

●
　児童生徒の個別の支援計画に応じて、適切な備品の購
入を検討し、備品の活用報告を作成している。また、備品
を市内で共有化し、有効な活用を図っている。
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512
教育研究事
業

指
導
課

- -

 〔目的〕
　教科等の指導方法改善に関する研
究等を行うほか、年間を通じた各種研
修会を実施し、教職員の資質能力の

 向上を図る。
 〔手段〕

　教科等の指導方法改善に関する研
究等を行うほか、年間を通じた各種研
修会を実施する。

高 高 高 高 B

　教職員の資質向上のための
各種研修会をさらに充実させて
いく必要がある。特にＩＣＴに関
しては、各学校での指導者養成
のための研修やスキルアップ
のための研修を定期的に実施
していく必要がある。

検討･
見直し

①各種研修会の講師謝礼等を見
なおし、より多くの質の高い研修

 会を実施できるように計画する。
②十分な成果が期待できる研修
会を実施できるよう、常に内容や
方法を検証し、改善を図る。

21 Ｂ

　教育現場の質的向上を図る上で、当該事業は必要不可欠であり、事業内容としては以下のもの
 がある。

 ①市内の中学校、小学校の教員を2年間を期限に教育研究員（89名）に委嘱し、研究活動を行う。
 ②学校長の経験者が教育指導員となり、若手教員の指導を行う。

 
 ①の研究活動は単なる研究成果に終わっていない。

　　研究成果を副読本として作成しており、さらにその研究成果を実際の授業で発表することによ
 り、傍聴する教員が学習する機会を得ることができるなど、付加的な成果も認められる。

　市においては、情報通信技術の活用も積極的に行われているということである。今後は、報告書
など、紙媒体として配布するのではなく、電子媒体として共有することにより、一層の横展開を図っ

 ていただきたい。
　研究のための研究ではなく、実務に活用するという視点で事業を担っていることは、他の事業の

 範となると思料する。
 
②に関しては、従来は教育指導員は教育センターで現役の教員の相談に乗るという仕事の進め
方であったが、現在は積極的に学校に出向き、直接若手の指導に当たっている。単に事業を遂行
するという発想ではなく、如何に教員を育てるかという視点で、事業を担っているという姿勢がうか

 がわれ評価できる。
 
　昨今、巷では、公教育の質の低下が叫ばれて久しい。その結果、多くの児童が、私立の小学校
や中学校に進学している実態が増えつつある。本事業の成果が公立校への進学率向上の要因と

 なることを期待する。
 【教育研究員助成金】（内部評価：継続）（外部評価：継続）

当助成金を有効に活用し、公立小中学校の教職員の資質向上を期待する。

●

　教育研究員による研修のあり方や各種研修会の方法を
見直し、成果が上がる適切な研修会への改善を行った。ま
た、小学校外国語活動の充実とＩＣＴを活用したより分かる
授業の推進を柱に、教職員の資質・能力の向上のための
研修会等の充実を図っている。

513
教育相談事
業

指
導
課

- -

 〔目的〕
　専門的知識や経験豊富な相談員に
よるカウンセリングや発達相談などを
行うことで、幼児、児童生徒の健全育
成を図るとともに保護者の支援を行

 う。
 〔手段〕

　越谷市教育センターにおいて、来所
相談、電話相談を受け付け、相談活
動を行う。

高 高 高 高 B

　相談件数が増えている中、相
談内容が広範囲かつ複雑化し
ている。それに対応できる専門
性を持った資質の高い相談員
をいかに確保するかは、課題で
ある。

検討･
見直し

①複雑化する相談に対応できる
 質の高い相談員を確保する。

②質の高い相談員を確保し、相
談の質の維持を目指す。

21 Ｂ

　本事業の目に見える成果としては、不登校児童・生徒数の削減があげられる。市では、不登校
の定義を30日以上連続して欠席した場合としているが、小中学校合わせて、平成19年度には360
名であったが、平成20年度には288名に減少している。さらに、本年度においては87名が登校する

 ようになり、最終的な不登校児童・生徒数は77名と激減している。
　不登校対策としては、①不登校を未然に防止する方策と、②すでに不登校になった児童・生徒を

 復帰させる方策の2つが考えられるが、本事業においては、双方の役割を果たしている。
　成果指標の相談員稼働率の今年度の目標は100%となっており、まったく、ゆとりがない状況であ
る。あまりにも、忙しすぎると適切な相談ができなくなる可能性がある。世の中に不安定要因が増
加している今日、児童・生徒や保護者による相談は増えることはあっても、減ることはないと予想さ
れる。その意味では、80%～90%程度の稼働率で計画できる程度の相談員やカウンセラーの配置
が必要であると考える。

●

　増加し続ける就学相談・教育相談等、多様な相談内容・
ケースの適切な対応に努め、教育相談体制の見直し・充
実を図った。適応指導教室「おあしす」に配置している指導
員を新たに学び総合指導員として１名増員し、専門性を生
かし、学校訪問等で学校との連携を深めるよう見直した。

514
障害児就学
支援事業

指
導
課

- -

 〔目的〕
　障がいのある児童の就学に関する
相談結果について就学支援委員会の
判断を受け、保護者と就学先を決定

 する。
 〔手段〕

　年間５回の障害児就学支援委員会
開催

高 高 高 高 A

　教育相談内容の重複を避け
るために、他機関との連携を密
に行い情報の共有化を図る。
相談の継続や終結の判断を適
切に行い、相談継続期間や相
談回数の適正化を計ることによ
り特定の個人に受益が偏らな
いようにする。

現状
維持

①市内全小・中学校学習障害児
訪問指導を行い、専門家による
教育的支援や指導等についてア
ドバイスを受けることで特別支援
教育の充実を図る。
②年間５回の障害児就学支援委
員会を通して適正就学を図り、不
登校や集団不適応などの未然防
止につなげていく。

21 Ｂ

　平成20年度は5回の「障害児就学支援委員会」を開催し、そこで、197名の支援を必要とする児
童・生徒に対して、就学先の提案を保護者に行ったが、90%がその提案を受け入れたとのことで
あった。他都府県の実績では、７0%程度であり、市の実績はかなり高い値である。これは、保護者

 が「障害児就学支援委員会」を信頼しているからこそであり、本事業の成果に他ならない。
　春と秋には、特別支援学級の公開を行い、授業の様子を参観する機会を設け、さらに相談を幾

 度か繰り返し、当事者の不安解消に努めるなどの活動は評価できる。
　また、専門的な知識を持つ大学教授等が、通常学級を訪問し、支援を必要とする児童・生徒の
様子をみて、担任等へ助言を行っている。平成20年度は、10回の訪問で18校、133名の児童・生

 徒を対象とした。
　支援を必要とする児童・生徒を持つ保護者の不安を解消し、支援を必要とする児童・生徒の適切
な進路を決定する上でも重要な事業であり、引き続きより効率的な運営を期待する。

●
　就学支援委員会実施回数と判断件数の相関関係から、
よりよい就学判断を目指すために、実施時期と内容につい
て検討し、より効率的な会の運営を目指している。

［125］
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515

小・中学校
学校活動運
営事業（教
育センター
分を含む）

指
導
課

- -

 〔目的〕
　通級指導教室及び院内学級等の指
導に必要な消耗品を購入し、指導の

 充実を図る。
 〔手段〕

　通級指導教室及び院内学級等の指
導に必要な消耗品を購入する。

高 高 高 高 A

　通級指導教室へ通級希望を
している児童は減少することな
く、時期によっては入級をしばら
く待っている状態にあり、必要
性が増している。消耗品につい
ては、他校の児童が通級してい
るので、設置校の消耗品を使う
ことはできないので、予算は継
続的に必要となってくる。

現状
維持

①通級指導教室や院内学級で必
要な消耗品を有効に購入するよ
うに、担当者と連携して進めてい

 く。
②特別支援教育の理解が深まっ
てきて、通級指導教室の必要性
は今後も高まっていくと考えられ
る。授業で使う消耗品は今後も必
要となってくる。継続して支援して
いく必要がある。

23 Ｂ

　通級指導教室は、児童生徒の個々の障害状態に応じて特別な指導を行う場であり、学校全体の
教育環境の充実が図られる必要がある。また、個々の障害の克服・改善と社会適応力を育て、学
習成果の向上が期待される。特別支援教育へのニーズの高まりから、今後も通級指導教室の必
要性は増すものと考えられる。
　児童生徒の個別の支援計画に沿って消耗品を購入することが予想されるが、消耗品の購入にあ
たっては学校内、学校間で共有化することでコスト削減に取り組んでいただきたい。さらに、無駄な
購入を避けるためにも計画的な購入に心がけることが好ましい。関係者による連絡会、協議会を
通じて、意見要望を協議し合い、指導の充実を図っていただきたい。
　現在、小学校に通級指導教室と院内学級合わせて5校9学級設置されている状況にあり、中学校
への設置の要望が大きいという状況にあるが、適正な学級数を調査分析し、児童生徒の利便性、
さらなる教育力の向上のために配慮していただきたい。
　事業名が「小・中学校学校活動運営事業（教育センター分を含む）」という事業名になっている
が、事業名を聞いただけではどんな事業内容なのか分からず、市民にとっても分かりにくい事業名
であることから、「通級指導教室等備品購入事業」など分かりやすい事業名に変更していただきた
い。
　活動指標に「学級数」が設定されているが、実際に何人の児童生徒が通っているのかを示す「通
級児童生徒数」の方がより適切と考えられる。また、活動指標に実際に消耗品をどれくらい購入し
たのかを示す「購入消耗品数」や「連絡会や協議会の開催回数」、「研修回数」なども活動指標とし
て検討していただきたい。
　成果指標には、消耗品がいかに有効に使用され、退級に結びついたかを示す「退級した児童生
徒数」の追加を提案したい。

※平成２３年度外部評価を受けた対応等については、同
年度内に整理予定

516
学校系ネッ
トワーク運
用事業

指
導
課

H19 H24

 〔目的〕
　急速な情報化社会の進展で小･中
学校全児童生徒の情報活用能力を向
上させるとともに、授業での日常的な
コンピュータ機器等の活用によって子
どもたちの思考力･判断力･表現力を
高める。そのために、教育センターを
中心に各学校を結ぶ学校系ネット
ワークにより、教職員のＩＣＴ活用能力
の向上と校務の効率化、共有化を図

 る。
 〔手段〕

　コンピュータ機器等の賃貸借による
整備とその活用

低 高 高 高 B

　ホームページの更新作業が
校内系ネットワークに接続して
いるパソコンでしか行うことがで
きない。学校系ネットワークパソ
コンでできる環境を整備し、更
新作業をより円滑にできるよう
にすることが課題である。

検討･
見直し

①教職員のセキュリティに対する
意識の高揚やスキルの向上のた
めの研修会を継続して取り組ん
でいく。あわせて、より効果的な
ネットワークの運用に取り組んで

 いく。
②教育センターを中心に各学校
を結ぶ学校系ネットワークによ
り、教職員のＩＣＴ活用能力の向
上と校務の効率化、共有化を図
る。

22 Ａ

　コンピュータ機器等の賃貸借による整備により、授業で日常的にコンピュータ機器を活用するこ
とで子どもたちの思考力、判断力、表現力を高める。また、教職員のICT活用能力の向上と校務の
効率化、共有化を図る事業である。
　平成19年度の当該ネットワーク運用開始以来、利用者である市内小中学校教職員に対し、継続
的に情報セキュリティ教育を実施し、情報漏えい事案が皆無である点、また、コンピュータウィルス
発生件数も激減している点など、市内小中学校教職員全体の情報セキュリティ意識の底上げに継
続的に取り組んでいる具体的な事象として評価したい。
　また、学校系ネットワークの稼動により、教材、指導案の共有化が図られ、優れた教材、指導案
を市内小中学校のすべての教職員が情報共有し、活用することができることを評価したい。
　さらに、グループウェア機能を活用し、ペーパーレス化、校内外の先生との情報交換等を行い、
事務の効率化に積極的に取り組む姿勢を評価したい。
　活動結果指標として、ネットワークを活用した「教材の相互利用件数」「授業の実施回数・受講生
徒数」「授業を実施できる教員数」「教職員のITスキル向上を目指した研修実施回数・受講教員
数」なども検討されたい。
また、成果指標として、生徒や教員自身によるIT習熟度・IT活用度に関する自己評価などを検討さ
れたい。
　今後は埼玉県内でも先進的な学校系ネットワークを活用して、一層の校務の効率化等を推進さ
れたい。この結果、さらに教職員が子どもたちと向き合う時間も増え、質の高い教育活動につなが
るものと考えられる。また、今後はネットワーク活用によりどれだけの成果を上げたかをより具体的
に保護者、子どもたち、教育関係者、市民等にわかりやすく示すことが重要である。今年度以降、
より成果を上げるための実効性のある施策に期待したい。

●

　教職員のｾｷｭﾘﾃｨに対する意識改革やｽｷﾙの向上のた
めの研修会や､ｺﾝﾃﾝﾂ管理を活用したデﾞｼﾞﾀﾙ教材の共有
化を図り、教職員の指導力の向上に努めている。さらに、
より効果的なﾈｯﾄﾜｰｸの運用に取り組み、電子媒体を効果
的に活用することで､環境への配慮とともに､経費削減を
図っている｡

517

小・中学校
情報教育事
業（校内系
ネットワーク
運用事業）

指
導
課

H12 H24

 〔目的〕
　急速な情報化社会の進展で小･中
学校全児童生徒の情報活用能力を向
上させるとともに、授業での日常的な
コンピュータ機器等の活用によって児
童・生徒の思考力･判断力･表現力を

 高める。
 〔手段〕

　コンピュータ機器等の賃貸借による
整備とその活用

高 高 高 高 B

　ＩＣＴを活用した授業をより効
果的に実施するための条件整
備をする必要がある。特に、大
型テレビと一体化したパソコン
の数を増やすことが課題であ
る。

検討･
見直し

①普通教室でパソコンを使った授
業をより効果的に展開するため
の設備の維持や強化を図ってい

 く。
②平成２４年度の小学校パソコン
教室の機器の入替に向けて準備
を行う。

17 Ｂ

<情報関連機器整備事業>
　学校教育における情報教育の充実は今後ますます重要となり、情報関連機器を活用した新しい
学習システムの整備は必要である。ただし、各年度ごとにどこまで整備するかを計画し、その計画
に基づいて事業を進めることが求められる。設備導入計画にあわせ、教師の育成も計画的に実施
することをお願いする。

●

　学校ＩＣＴを活用した「より分かりやすい授業」を展開する
ため、平成23年度の中学校パソコン教室の機器の入れ替
えに伴い新教育課程に対応した教育用デジタル教材等の
設備導入を計画的に進めている。併せて、指導主事が直
接各学校に出向いて教員にアドバイスを行う実技研修を
全校を対象に実施している。

［126］
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518
給食扶助事
業

給
食
課

S32 -

 〔目的〕
　保護者の経済的負担を軽減するた
め、経済的理由により就学困難な児
童生徒の保護者に対し、給食費を援

 助する。
 〔手段〕

　学校給食費実費相当分を支給す
る。

高 高 高 高 B

　現下の経済・雇用状況を反映
し、申請・認定者数が増加して
おり、4,000件を超える申請に対
して、就学援助システムにより、

 業務の効率化が図られた。
　潜在的な該当者に対して、扶
助事業の浸透を図る必要があ
る。

検討･
見直し

①②就学援助システムの構築を
したが、学校教育部として総合的
な見地から給食管理システムを
含めた電算システムを構築する

 ための条件整備に努める。
潜在的な該当者に対して、扶助
事業の周知を図るため、様々な

 方法での広報活動に努める。
予算の効率的執行の方法を検討
する。

20 Ｂ

　小学校・中学校の就学にかかる業務を総合的に管理する「教育委員会総合システム」を計画中
とのことである。住民基本台帳と学齢簿の管理を統合するなど、市民窓口の一本化、業務の効率
化の観点から大いに期待する。
　また、就学援助制度の情報システム化を進めており、給食扶助費も就学援助システム（学校課
管理）に一本化されることも評価できる。
　当該事業は、就学援助制度が実費で援助世帯に振り込む関係上、学校給食費を給食課で把握
せざるを得ず、「教育委員会総合システム」完成までは、現行通り継続する必要がある。

●

　住民基本台帳、課税情報及び学齢簿と連動した就学援
助システムを平成21年度に構築し、業務の効率化に努め
ている。
　また、毎年度はじめに全保護者宛に事業案内をするとと
もに、市ホームページ、広報にて事業の周知を図ってい
る。

519
衛生管理事
業

給
食
課

H9 -

 〔目的〕
　施設管理・食材管理・調理管理等衛
生管理の徹底を図るとともに従事職
員の健康管理等の充実を図り、衛生

 管理水準の向上に努める。
 〔手段〕

　「学校給食衛生管理基準（文部科学
省）」や「大量調理施設衛生管理マ
ニュアル（厚生労働省）」に基づき、施
設設備・食材の点検や給食従事者の
細菌検査等を実施する。

高 高 低 高 B

　「学校給食衛生管理基準（文
部科学省）」や「大量調理施設
衛生管理マニュアル（厚生労働
省）」など「食」に関する安全確
保は国の施策として整備される
ものであるが、検査体制・質の
向上が必要である。

検討･
見直し

①②「学校給食衛生管理基準」
に基づく衛生管理の徹底を図る
ため、これまでの取組みの見直し
を行う。保健所、薬剤師などの外
部からの衛生監視を積極的・継
続的に行うとともに、食材の衛生
点検や検査を実施する。

20 Ｂ
　国や県の指針・基準に基づき、必要不可欠な衛生管理を実施している事業である。学校給食の
衛生管理の徹底を図るため、引き続き、国や県の指針・基準などの動向に注目しながら衛生管理
に努めてほしい。

●

　学校給食衛生管理基準に基づく給食関係職員の細菌検
査や薬剤師等による施設設備の定期的な衛生検査や食
材の衛生検査・理化学検査を実施し、衛生管理に努めて
いる。

520
給食研究事
業

給
食
課

S44 -

 〔目的〕
　学校給食における献立・調理技術等
の向上を図る。また、家庭・学校との

 連携による食指導の向上を図る。
 〔手段〕

　調理研究や各種研修会に参加し、
職員の資質向上を図る。また、学校
PTAに研究委嘱を行う。さらに、教師
と栄養士とが協力するＴＴ授業方式等
を活用し、月１回以上の食指導を行
う。

高 高 低 高 B

　児童生徒が生涯にわたって健
全な食生活が実践できるよう、
食育の推進に努める必要があ
り、そのためには学校・家庭・地
域との連携が不可欠となってい
る。また、あらゆる機会を捉え
て、食育を担当する課との連携
を図る必要がある。

検討･
見直し

①②栄養教諭・学校栄養職員を
中心に食育指導を充実していく。
また、食育と給食管理を掌る栄
養教諭制度が整備されていく中
で、長期的に取り組んでいく。食
育を担当する課との連携を図っ
ていく。

18 Ｂ
　児童・生徒の食育を家庭・地域と連携して展開する必要がある。今後は長期的視野も取り込み
つつ、効率性（１食当たりコスト等）や効果性（残菜率等）の指標も加味して具体的な研究事業に携
わる必要がある。

　栄養教諭・栄養士の学校訪問等を通じて食育指導に努
めるとともに、PTAへの学校給食推進研究委嘱、調理講習
会・試食会等を通じて、学校・家庭・地域の連携を図ってい
る。
　また、平成23年5月には、児童生徒及び保護者に対する
「食事に関する調査」を実施し、食生活の実態把握に努め
ている。

521
臨時職員配
置事業

給
食
課

S44 -

 〔目的〕
　効率的な学校給食の運営を目指し、
調理業務職員の欠員分等を補完・確
保するため、調理経験者や有資格者

 の臨時職員を配置する。
 〔手段〕

　臨時職員を登録制とし、面接試験等
を経て効率的に採用する。（総務部人
事課にて全庁的に対応）

高 高 高 高 B

　地方公務員法の関係から短
期雇用となっている現状であ
り、資質の確保が課題である。
また、特に年度当初は一時に
多くの人員が必要となるため、
その確保が難しくなっている。

検討･
見直し

①②臨時職員の確保を図るとと
もに、安全・衛生面の教育及び体
系的職場研修を実施することで、
臨時職員の質・量の充実に努め
る。

［127］
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A 事業内容は適切である
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522
備品整備事
業（学校給
食事業）

給
食
課

S44 -

 〔目的〕
　給食センター及び小中学校の各種
給食用備品の老朽化に対応するた
め、調理用機械器具や牛乳保冷庫・

 配膳台の整備を行う。
 〔手段〕

　計画的に調理用機械器具、牛乳保
冷庫・配膳台の買い替えを実施する。

高 高 高 高 B

　学校給食を安定・継続して提
供するために、安全・衛生管理
強化に努めるとともに、経年劣
化した備品を計画的に整備す
る必要がある。

検討･
見直し

①②施設設備をできるだけ長持
ちさせるため、修繕やこまめな手
入れを実施し、安全・衛生管理の

 強化に努める。
学校給食を安定して継続的に提
供するために、老朽化の激しい
機械設備を計画的に更新・整備
していく。

22 Ｂ

　給食センター及び小中学校の各種給食用備品の老朽化に対応するため、計画的に備品の買い
替え、整備を行う事業である。
　学校給食を安定、継続的に提供するため、調理用機械器具、牛乳保冷庫・配膳台の整備、買い
替えは重要である。
　調理用機械器具は、使用年数の長期化に伴い、機能・性能が低下し、食中毒発生のリスクが高
まったり、作業効率が低下するなどの問題が生じる。しかし、耐用年数が過ぎたからといって、直ち
に使用不可となるものではない。修繕で対応し、修繕不能になるまで使用可能な備品もある。した
がって、備品は定期的に点検を行うとともに、機械器具をできるだけ長期間使用させるため、修繕
やこまめな手入れを実施する必要がある。
　その上で、機械器具の設備更新・整備に当たっては優先順位をつけるなど事業支出の効率化を
追求する必要がある。
　給食センターにおける大型備品については、購入予算額、落札額ともに高額であるものも少なく
ない。このため、当該大型備品の予算措置とともに、落札額や落札率も重要な調達管理情報とな
る。一定額以上の備品調達結果については、越谷市学校給食運営委員会に報告されており、調
達管理情報共有の観点から評価できる。
　今後も、このような調達管理情報を収集・活用することにより、担当職員に対する一層のコスト意
識喚起や、類似備品の適正価格調達を目指されたい。また、備品購入価格や保守委託費用の妥
当性についても、他の自治体の状況を把握して、客観的な根拠を持つよう努められたい。
　越谷市では、現在給食センターを直営方式で運営しているが、将来の給食センター建て替え時
には、PFI方式等を含め効率的な運営方法を検討することになっている。
　しかし、本件に関しては、給食センターの運営形態が直営方式であるか公設民営方式であるか
の如何にかかわらず、引き続き、市で担当する事業である。
　したがって、今後も、学校給食を安定・継続して提供するために、安全衛生管理強化に努めると
ともに、経年劣化した機械設備、機械器具について計画的に更新、整備されたい。
　成果指標として掲げられている備品点数は、活動結果指標というべきである。成果指標として
は、設備更新計画における備品買い替え達成率などを検討されたい。

　大型備品は保守点検結果に基づく修繕、その他の備品
は日ごろのこまめな手入れと修理を実施している。
　大型の調理用機器、牛乳保冷庫、配膳台の更新・整備
については、計画的な実施に努めている。

523
学校給食運
営委員会運
営事業

給
食
課

S44 -

 〔目的〕
　学校長７名、PTA３名、学校医２名、
学校歯科医２名、学校薬剤師２名、保
健所長１名、知識経験者２名、公募に
よる市民２名からなる委員をもって構
成する学校給食運営委員会を組織

 し、学校給食の適正な運営に資する。
 〔手段〕

　学校給食運営委員会を各学期に１
回、計年間３回開催する。運営委員会
の専門部会として、献立部会、物資部
会を設け、効率的な運営に資する。

高 高 低 高 B

　課題に対する意見が少なく
なっているため、専門分野の委
員に前段で説明の機会を設け
るなど、運営に工夫をする余地
がある。

検討･
見直し

①②各部会からの報告も含め
て、各委員からの意見を聴くな
ど、会議の運営方法を改善する。

19 Ｂ
　学校給食運営委員会の運営が、形骸化している感がある。
　委員会の本来の使命（ミッション）を明確にし、市が主体的に検討課題を与え、活動の成果を評
価できるようにする。

　全委員が部会に分かれ、献立部会においては献立決
定、物資部会においては物資選定を行っている。
　全体会では、事業報告や時機のテーマについて協議して
いる。平成23年度第１回会議では、学校給食における放
射能対策について協議した。

524
給食セン
ター施設管
理事業

給
食
課

S44 -

 〔目的〕
　学校給食センターにおける衛生管
理・安全管理を行うため、調理機器や
ボイラーなど施設設備の適正な管理

 を行う。
 〔手段〕

　調理機器などの厨房設備やボイ
ラーなどの点検・清掃委託、性能検査
委託などを行う。

高 高 低 高 B

　学校給食を安定・継続して提
供するために、安全・衛生管理
の強化に努めながら、効率的・
合理的な施設管理が求められ
ている。

検討･
見直し

①②厳しい財政状況であるが、
施設の管理上不可欠な事業であ
るため、安全と衛生管理の強化
に努め、効率的・合理的な運営を
図る。

17 Ｂ
　安心、安全な給食を提供するために適切な施設管理を行うことは、重要な事業であり、今後適宜
更新していく必要がある。更新にあたっては、学校給食事業の効率性を勘案し、全面委託方式を
視野に入れた施設更新計画を検討する必要がある。

　施設設備の清掃、保守管理、検査等の委託により、経費
の節減及び施設設備の機能維持に努めている。
　現行施設設備の長寿命化を図る中で、当市の給食業務
の経緯や実態を見ながら、施設の建替時に合わせて、統
合的な見地から適切な手法を探っていく。

525
給食セン
ター施設改
修事業

給
食
課

S44 -

 〔目的〕
　学校給食を安定して継続的に提供
するため、施設設備の機能維持に努

 める。
 〔手段〕

　学校給食センターの施設設備の計
画的な改修・修繕を実施する。

高 高 高 高 B

　学校給食を安定継続して提供
するために、安全・衛生管理の
強化が求められている。経年に
より老朽化した施設設備の更
新や改修等を計画的に実施す
る必要がある。

検討･
見直し

①厳しい財政状況であるが、施
設の管理上不可欠な事業である
ため、必要な財源確保を図るとと
もに、効率的・合理的な運営に努

 める。
②衛生的で安全な施設運営をす
るためには施設設備の改修は不
可欠だが、多額の経費を必要と
することから、順次改修する計画
を立てていく。

20 Ｂ

　市内４５校の給食を供給する３つの給食センターの役割は大きく、学校給食を安定して継続的に
提供することは不可欠である。しかし、給食センターの機器・設備の老朽化に伴い、改修・修繕に
コストがかかる現状がある。当該事業は、機器・設備の改修・修繕に関する事業だが、機器・設備
の買い替え、改修・修繕、清掃・定期点検など施設維持の総合的視点で最適化を図ることが重要
である。

　計画的な施設設備の改修・修繕に努めるとともに、保守
点検結果に基づく修繕、突発的な修繕を実施し、施設設備
の機能維持に努めている。
　東日本大震災による施設設備の被害にも速やかに対応
し、平成23年度には更新計画に基づきボイラー改修工事
等を実施している。

［128］
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526
学校給食調
理事業

給
食
課

S44 -

 〔目的〕
　児童生徒に魅力ある給食を提供す
るとともに、食育の【生きた教材】とな

 るよう衛生的で安全な調理を行う。
 〔手段〕

　地域の特色を生かした郷土料理や
地場産野菜を取り入れた献立を作成
するとともに、衛生的で安全に配慮し
た調理業務を効率的に実施する。

高 高 低 高 B

　学校給食法では、学校給食の
目的である「食育」を推進する
ため、食に関する適切な判断力
を培い、伝統的な食文化の理
解や食を通じた生命・自然を尊
重する精神を養うとともに、学
校給食衛生管理基準に基づき
食中毒防止に努め、衛生管理
を徹底させることが規定されて
いる。そのため、指導の方法が
課題となるとともに、「食」に対
する安心安全の確保が重要で
ある。

検討･
見直し

①②学校給食を「生きた教材」と
して活用するため、地場農産物
の利用拡大に努めるとともに、郷
土料理や日本食を積極的に献立
に取り入れる。更に、オリンピック
開催年にあたり、世界の食文化
を理解するため、外国料理を献
立に取り入れる。　また、給食時
間を中心に学校訪問を実施する
など、児童生徒の食指導の充実
に努める。

17 Ｂ

　学校給食の内容を充実させることは重要な事業である。現在、配送業務の委託は行われている
が、調理の委託化を含めたコストダウンの具体化、調理の工夫や食育指導にもとづく残食率の低
下を図ることが大切である。また、コスト把握としては、食材費、委託費、施設管理費、減価償却
費、職員人件費も含めたトータルコストを認識する必要がある。

●

　平成２３年度は「日本食を見直そう」をテーマに日本各地
の郷土食・伝統食を給食に取り入れている。
　３センター方式によるスケールメリット、臨時職員の有効
活用等による経済性・効率性を発揮しつつ、安全安心な給
食の提供に努めている。

527
選挙管理委
員会運営事
業

選
挙
管
理
委
員
会
事

務
局

- -

 〔目的〕
 　選挙の公平公正な執行

 〔手段〕
　法令に基づき、適正な管理を行う。

高 低 低 低 A
　法令に基づき、適正な処理が
実施されている。

現状
維持

　法令に基づき、計画どおり事業
を進める。

528
選挙啓発事
業

選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局

- -

 〔目的〕
　市民が政治に高い関心を持ち、各
選挙に際して積極的に投票するよう、

 啓発活動を行う。
 〔手段〕

　新成人の誕生日にあわせ、お祝い
のメッセージとともに啓発冊子の郵
送、明るい選挙啓発ポスター及び標
語の作品募集並びに選挙期日や期
日前投票期間等を掲載した選挙啓発
チラシの配布を行うなど、投票率の向
上を図る。

高 低 低 低 B
　特に若年層を中心とした投票
率の低下について

検討･
見直し

　①②選挙啓発は、直ちに結果
の出る事業でないため、今後も
一人でも多くの市民（特に若年
層）が政治に関心を持ち、選挙に
行くよう、今後も粘り強く啓発を行
う。また、引き続き、埼玉県選挙
管理委員会をはじめ他の自治体
と連携を図りながら、調査・研究
を行う。なお、新たな取り組みとし
て行った、選挙に関する若者の
意識調査（アンケート調査）は一
定の成果があった。

20 Ｂ
　市民、特に若年層からの意見を収集し、今後の選挙啓発活動に反映させることが必要と思われ
る。なお、若年層への政治に関する関心の喚起には、立候補者側へ工夫を求めることも必要と思
われる。

●

　平成２２年度に埼玉県立大学及び文教大学（越谷キャン
バス）の学生を対象に、選挙に関する若者の意識調査（ア
ンケート調査）を行った。調査結果を基に、今後の選挙啓
発活動に反映させていきたい。
　なお、若年層への政治に関する喚起について、選挙管理
委員会から立候補者側へ工夫を求めることは現実的に不
可能である。

529
県議会議員
選挙事業

選
挙
管
理
委
員
会
事

務
局

H22 H23

 〔目的〕
 　選挙の公平公正な執行

 〔手段〕
　法令に基づき、適正な管理を行う。

高 高 低 低 A

終了
(平成
23年
度)

　

530
市議会議員
選挙事業

選
挙
管
理
委
員
会
事

務
局

H22 H23

 〔目的〕
 　選挙の公平公正な執行

 〔手段〕
　法令に基づき、適正な管理を行う。

高 高 低 低 A

終了
(平成
23年
度)

　

531 監査事業
監
査
課

- -

 〔目的〕
　公正で合理的かつ効率的な行財政
の執行を確保し、住民の福祉の増進
と地方自治の本旨の実現に寄与す

 る。
  〔手段〕

　そのため対象となる事務事業が効
果的に執行され、その目的が達成さ
れているかについて、定期監査等の
各種監査を実施し、予算執行等の検
証を行う。

高 高 高 高 A

　法律で実施することが義務付
けられている事業であるが、よ
り効率的で効果的な実施方法
を不断に検討していく必要があ
る。

現状
維持

①②効率的で効果的な監査を進
めるため、各都市の実務の調査・
研究や各種研修の参加などによ
り、職員の監査業務遂行能力の
一層の向上を図っていく。

［129］
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B 課題が少しあり事業の一部見直しが必要

C 課題が多く事業の大幅な見直しが必要

D 事業の休・廃止を含めた検討が必要

↓　総合評価で認識した課題は　↓

　　12.外部評価を受けた対応等

●があるものは、外部評価結果を受けて見直しを行った事業
又は市としての対応等を整理済みの事業

1.
番
号

2.事業名
3.
課
名

 4.
事
業
開
始
年
度

⑴
妥
当
性

⑵
効
率
性

⑷
貢
献
度

5.
事
業
終
期
年
度

  6.事業目的及び手段

　10.改革改善案
11.外部評価

担当課の評価

 

【　】は、補助金等名称

総
合
評
価

①平成24年度に向けた取組
②中長期的な取組

7.個別評価

⑶
有
効
性

実
施
年
度

9.
改革
改善
の方
向性

532
公平委員会
運営事業

公
平
委
員
会
事
務
局

S29 -

 〔目的〕
　地方公務員法第７条及び第８条に

 基づく事務を処理する。
 〔手段〕

　（１）職員の勤務条件等に関する措
置の要求を審査し、判定し、必要な措

 置を執る。
　（２）職員に対する不利益な処分に
ついての不服申立てに対する裁決又

 は決定をする。
　（３）職員からの苦情相談に関するこ
と。これらの措置要求や不服申立てに
関して、地方公務員法等　の規定に
基づき公平な審理を行う。

高 高 高 高 A

　法律で実施することが義務づ
けられている事業であるが、よ
り効率的で効果的な実施方法
を不断に検討していく必要があ
る。

現状
維持

①②審査事案はないが、公平委
員会として全国の措置要求や不
服申立て等の事例研究を行うな
ど、迅速かつ的確に対処できるよ
う図っていく。

533
農業委員会
運営事業

農
業
委
員
会
事
務
局

- -

 〔目的〕
　農業委員会等に関する法律に基づ

 いて次の業務を行う。
　１．法令業務　農地法に規定される
農地の転用などの許認可等の審査を

 主とした業務
　２．任意業務　優良農地の確保、農
地流動化の推進などの地域農業の振

 興を図る業務
　３．意見の公表、建議、答申に関す

 る業務
 〔手段〕

　毎月の定例総会の開催。許可申請
地等の現地確認、農業委員による農
地パトロール・耕作放棄地調査等年
度ごとに活動計画を策定して活動して
いる。

高 高 高 高 B

　適正な事務を実施するため、
平成２１年度より委員会の活動
計画を策定して、活動を行って
いるが、担い手への農地の利
用集積が進んでいないため、積
極的に推進していく必要があ
る。

検討･
見直し

①農地利用集積円滑化事業を推
進するための農地管理システム

 を構築する。
②農地の利用状況調査や所有
地等の結果を、農地管理システ
ムを使用して活用し、利用集積を
図る。

534
農業者年金
事業

農
業
委
員
会
事
務
局

- -

 〔目的〕
　農業者の老後の生活安定及び福祉
の向上を図るとともに農業者の確保

 に資する。
 〔手段〕

　農業者年金基金との業務委託契約
 に基づき事務事業を行う。

　１．選挙委員２０名を農業者年金加
入促進員に委嘱し、啓発活動を行うと
ともに担当地区の相談員として相談

 活動を行う。
　２．年金受給権者現況届出等の受
理及び基金への送付

高 高 低 低 B
　農業者への農業者年金制度
の周知及び加入推進を引き続
き図る必要がある。

検討･
見直し

①研修により、推進員である農業
委員及び事務局職員の認識を高
め、農業者に対する周知活動を

 強化する。
②農業者データの情報収集を進
め、加入推進対象者の絞込みを
図る。

18 Ｂ
　年金制度自体の課題もあり、平成１４年度以降加入者がない状況にある。現在の受給者　８３件
分の維持管理に徹し、コストの一層の削除の検討を望む。

　農業者年金基金との業務委託契約に基づき、年金受給
者からの届出、請求等の受理及び基金への送付を引き続
き行う。また、農業者の確保に資するため、農業者に対す
る制度の周知・普及活動を工夫継続し、一層の加入促進
を図っていく。

535
農地地図情
報システム
運用事業

農
業
委
員
会
事
務
局

H12 -

 〔目的〕
　農地・農家情報や農業経営に関す
る情報を地図上に表したシステムを利
用して、効率的な事務処理及び農業
施策のためのデータ分析等を実行す

 るために運用する。
 〔手段〕

　データ更新、システムの保守管理を
委託する。

高 高 高 低 B

　地図情報は、現地確認のため
の地図出力や農地法違反の把
握、農地転用の周囲の状況把
握など利用価値が高いが、遊
休農地の解消・農地の利用集
積や将来予測などに役立つよ
う、より一層のデータ活用が必
要と思われる。

検討･
見直し

①課題の農地利用集積や将来
予測等ができるよう、地図情報も
含む、農地管理システムを構築

 する。
②農地管理システムを活用し、農
政サイドと連携して、農地の利用
集積を推進していく。

20 Ｂ

　地図情報の活用については、固定資産税業務等既存の情報システムとのデータ連携を図られて
いることは評価できる。今後は、既に整備された地図情報システムの更なる有効活用を検討する
必要がある。
農地地図情報システムの活用によって得られた業務実施上の効果、例えば相談対応に要した時
間の短縮化などを成果指標として設定し、成果を明確にする必要がある。
　また、事業名、事業目的が事業内容を正確に表していない。訂正を要する。

　システムの機能を再確認し、遊休農地の解消等さらに有
効活用を図る。また、地図情報を基礎とした農地情報の一
元化に向けて農家基本台帳、転用台帳システム等のデー
タの検証を進めていく。事業名については、農地地図情報
システム整備事業から運用事業に変更済み。

536
固定資産評
価審査委員
会運営事業

固
定
資
産

評
価
審
査
委
員
会

S30 -

 〔目的〕
　固定資産課税台帳に登録された価

 格の不服申出を審査決定する。
 〔手段〕

　地方税法第４３３条第１項から１２項
及び審査委員会条例に定めた審査の
手続きにより審査し決定する。

高 高 高 高 A

　今後とも審査申出がされた場
合は、委員会を合理的に開催
し、迅速かつ適正に審査の決
定が行われるよう努める。

現状
維持

①今後とも審査申出がされた場
合は、委員会を合理的に開催し、
迅速かつ適正に審査の決定が行

 われるよう努める。
②法改正が行われた場合は、法
を遵守し適切な対応をしていく。

［130］
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537
消防庁舎施
設管理事業

総
務
課

- -

 〔目的〕
　災害時の活動拠点としての役割を
果たすため、消防本庁舎及び各分署

 を適正に管理する。
 〔手段〕

　施設を管理するために必要となる保
守点検を実施するとともに、施設に係
る修繕を行っていく。

高 高 低 低 B

　老朽化が著しい消防庁舎施
設では、経年劣化等により緊急
修繕が発生しているため、修繕
の予定が繰り越しになる。

検討･
見直し

平成23年度から消防庁舎施設管
理事業は、消防施設管理事業へ
統合した。

22 Ｂ

　災害時の活動拠点としての役割を万全とするため、消防庁舎施設の保守点検と施設修繕を行う
事業である。
　地域住民の生命と財産を守ることは、行政に課せられた重要な使命の一つであり、必要不可欠
な事業である。
　第4次越谷市総合振興計画策定に係るアンケート調査においても「消防力の強化」、「救急・救助
体制」等の優先的な取組みを望む市民の声も多い。市民の期待に応えるためには、修繕等が必
要な場所・量を適確に把握し、優先順位を定めた計画的かつ効果的な修繕を行い、財政負担の軽
減を図りながら、施設を良好な状態で維持することが必要である。
　消防本部では、各庁舎別に「いつ」、「誰（施工事業者が）」、「どのような修繕を」、「いくらで」実施
したかを記載した施設管理台帳を作成し、これを維持・管理している点は評価できる。今後は、こ
の台帳を積極的に活用し、改修計画・修繕計画を合理的に作成することにより、市民生活を守る
「消防」という仕事をより実効性のあるものにしていくとともに、署員が働きやすい環境を作られる
よう進めて頂きたい。
　なお、修繕計画の立案に際しては、年数の経過とともに増大する修繕費用について、不具合が
発生してから行う「事後保全」から、不具合が生じる前に修繕を行う「予防保全」の考え方や、建築
ストックマネジメントの導入についても考慮されたい。
　このほか、事務事業評価が「消防庁舎施設管理事業」と「消防施設改修事業」に分けて実施され
ているが、市民からみて全体像が見えにくいこと、改修と修繕を組み合わせることによる突発的な
修繕の緩和や重複投資の排除等の観点から、施設管理事業と施設改修事業を一体化する必要
があると思われる。

●

　平成２３年度から「消防庁舎施設管理事業」を「消防施設
管理事業」へ統合した。また、「消防施設改修事業」の修繕
料を「消防施設管理事業」の修繕料へ統合し事業の合理
化を図った。消防庁舎の修繕については優先順位を定め
て行っている。

538

職員研修事
業（救急救
命士養成事
業含む）

総
務
課

H5 -

 〔目的〕
　市民の信頼と期待に応えられる体

 制づくりと消防行政の充実を図る。
 〔手段〕

　複雑多様化する各種災害や火災予
防業務の専門化などに職員が迅速か
つ的確に対応できるよう、各種教育訓
練及び研修に参加し、知識・技能の向
上を図る。また、救命効果の向上を図
るため、特定の高度な処置ができる
救急救命士を養成する。

高 高 高 高 B

　退職する職員が増加すること
などに伴い、研修の修了者及
び技能資格等の有資格者を確
保する必要がある。

検討･
見直し

①事務効率の向上を図るため、
救急救命士養成事業は警防課
の所管になった。平成24年度以
降については、消防学校、消防
大学校の研修計画者数に対する
修了者数を指標として事業を推

 進する。
②消防学校、消防大学校におけ
る研修の修了者及び技能資格等
の有資格者を確保して、市民の
信頼と期待に応えられる体制を
維持する。

17 Ｂ

<救急救命士養成事業>
　近年、救急の件数は1万件(年間）を超えて増加しているが、その半分以上は軽症者であり、到着
時間も5分45秒と少しずつ延びている。その一方で、重症者を救うために、救急現場および搬送途
上での応急処置の必要性が高まっている。したがって、救急救命士を計画的に育成し、配備して
いくことは必要かつ重要なことである。

●
  平成２２年度は２人の救急救命士を養成した。今後も、救
急隊１隊に２人の救急救命士を配置すべく、計画的に養成
していく。

539
消防団員事
業

総
務
課

- -

 〔目的〕
　消防団による地域防災活動の推進

 及び消防団員の安全確保を図る。
 〔手段〕

　消防団員の報酬、費用弁償、退職
報償金の支払い及び公務災害等の
補償を継続的に実施する。

高 高 高 高 B

　近年、就業形態の変化等によ
り、被雇用者である団員の比率
が高くなっていることや団員の
高齢化に伴い、消防団員の入
団を促進する必要がある。

検討･
見直し

①消防団員の入団を促進するた
 め、消防団の広報を行っていく。

②地域の防災組織としての目的
を果たすため、消防団員の確保
を推進する。

540
消防団活動
事業

総
務
課

- -

 〔目的〕
　消火活動をはじめ風水害、火災予
防など地域防災活動を推進し、地域

 住民の安全に努める。
 〔手段〕

　消防団車両の点検整備及び消防用
器具等の整備を継続的に実施する。

高 高 高 高 B

　複雑多様化する災害現場で
活動する消防団員の安全かつ
円滑な活動を行うため、消防団
車両の点検や消防用器具等の
充実を図る必要がある。

検討･
見直し

①消防団車両の点検整備及び
消防用器具等の整備に努めてい

 く。
②消防団員の安全かつ円滑な活
動を図っていくため、消防団車両
の点検整備及び消防用器具等
の整備を継続的に行っていく。

21 Ｂ

　地域の消防団員が着用する防火衣、銀長靴、ヘルメット等の装備品の購入、消防団車両の点
検・整備、消防用器具の整備を行う事業である。地域防災活動の推進及び消防団活動の充実を

 図るために、本事業を遂行する意義はあると認められる。
　現在、413名の消防団員がいるが、防火衣は203着である。災害規模によって防火衣の着用を必
要とする消防団員の数は変動するが、約50%の整備率では十分とは言えない。今年度は30着の購
入を予定しているが、あわせても56%の整備率である。このことは、単に防火衣購入というレベルの
議論ではなく、リスクマネジメントの一環として考えるべき案件である。予算確保の優先順位が高

 いことを意識して、主張すべきである。
　事業目的には、「整備を計画的に実施する。」とされている。具体的な計画を立案する必要があ
る。

●
　平成２２年度から防火衣の整備計画を作成し、整備率の
向上を図っている。

541
消防団施設
管理事業

総
務
課

- -

 〔目的〕
　地域における防災拠点施設である

 消防団器具置場を維持・管理する。
 〔手段〕

　消防団器具置場を維持管理すると
ともに、老朽化した施設の修繕等を実
施する。

高 高 高 高 B

　消防団器具置場の多くは、老
朽化した木造建物であるため、
緊急的な修繕等が発生してい
る。

検討･
見直し

①②地域防災の拠点である消防
団施設を適正に維持管理すると
ともに、修繕等を実施する。

21 Ｂ

　事務事業評価表の事業目的及び手段には、「消防器具置場を維持・管理するため、老朽化した
施設を計画的に改修する。」とあるが、事業費の内訳をみると、設備改修に投じた費用は事業費
全体の約25%に過ぎない。その他は、消耗品費や光熱水道費などに充てられており、事業目的と

 事業費の執行が合致しないといえる。事業目的と手段を、事業費の内容に合わせるべきである。
　消防器具置場は消防活動において必須のものであり、経年による老朽化に対応するために本事
業を遂行する意義はあると思われるが、計画立案等に課題がある。事務事業評価表の改革改善
には、「計画的に修繕する」とあるが、実際には具体的な計画はない。P（計画）D（実施）C（検証）A
（改革改善）の必要性をよく考え、具体的な計画を立案することを望む。

●
　事務事業の目的及び手段について、事業内容の実態と
整合するよう見直した。

［131］



          8.総合評価
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542
消防施設管
理事業

総
務
課

- -

 〔目的〕
　防火水槽などの消防水利及び消防
団の消防器具置場用地の確保を図

 る。
 〔手段〕

　消防用施設用地の土地賃借契約を
締結・更新していく。

高 高 低 低 B

　消防用施設施設の消防水利
や消防団器具置場用地の確保
は、消防力を維持する上で必須
なものである。しかし、土地賃
貸借契約者から、相続や土地
の有効利用などの理由により、
契約の解除を求められる事案
が発生している。

検討･
見直し

①施設を管理するために必要と
なる保守管理委託を実施すると
ともに、消防庁舎施設の現状を
把握し、緊急度に応じて修繕を

 行っていく。
②消防施設改修事業、消防署所
整備事業との整合性をとりつつ、

 施設を管理していく。
※平成23年度から消防庁舎施設
管理事業を消防施設管理事業へ
統合した。また、消防施設用地借
上料については消防団施設管理
事業及び消防水利整備事業（警
防課所管）に移管した。

17 Ｂ
　市の消火栓および防火水槽の設置率は、国基準の82%であり、今後も計画的に整備を進めてい
く必要がある。また、地震等の災害に備えた対策も必要であり、例えば、県レベルでのハイパーレ
スキューの装備などの検討も望まれる。

●

　「消火栓および防火水槽の計画的整備」については、消
火水利等整備事業を所管している警防課において、消火
栓及び耐震性貯水槽の整備率向上を図っている。
　また、「地震等の災害に備えた対策」については、消防署
所整備事業として旧耐震基準設計の消防庁舎の建替えを
計画している。

543
消防施設改
修事業

総
務
課

- -

 〔目的〕
　各種災害における活動拠点施設で

 ある消防庁舎等を維持管理する。
 〔手段〕

　消防庁舎等の修繕を実施し、施設
の維持管理に努める。

高 高 高 高 B
　老朽化が進んでいる消防庁
舎等は、緊急的な修繕が発生
している。

検討･
見直し

①緊急度などを勘案して、改修
 工事を実施する。

②消防署所整備事業との整合性
を図りつつ、消防庁舎等の改修
工事を実施していく。

19 Ｂ

　消防施設は市民の安全安心を守る拠点として重要な施設である。
　建て替えを含めた適切な施設の長期的な改善改修計画を市の財政計画と整合させ策定する必
要がある。
　消防施設は24時間稼動が前提であり、他の施設とは異なる視点で改修計画を策定することが、
求められる。

●
　消防施設の改修は、消防署所整備事業(新庁舎建設）と
の整合性を図りつつ実施していく。

544
消防団施設
整備事業

総
務
課

- -

 〔目的〕
　消防団員の活動拠点である器具置
場の建替え等を推進する。

 〔手段〕
　狭隘で老朽化している器具置場の
建替えを行う。

高 高 高 高 B
　既存の消防団器具置場の多
くは、狭隘で老朽化しているた
め、建替えていく必要がある。

検討･
見直し

①消防団器具置場の建替えを実
 施していく。

②老朽化や狭隘などの課題があ
る消防団器具置場の建替えを推
進していく。

21 Ｂ

　消防団の活動拠点である消防団器具置場の老朽化が進む中で、施設の建て替え、新設を行う
事業である。経年による老朽化は着実に進行しており、本事業を遂行する意義はあると思われる
が、計画立案等に課題がある。現在、43の施設があるが、建物の建て替えの他に、用地取得に関

 わる問題も抱えている。
　多くの施設で老朽化が進んでいるが、3～5年先を見据えた中期の整備計画の立案がされていな
い。特に土地の取得に関わる案件は、解決までに時間を要する課題であり適切な計画を立案し、
長期的な到達目標を設定し、年度ごとに具体的なアクションプランとして細分化し、本事業に盛り
込むようなアプローチをとられることを望む。

●
　消防団器具置場の整備計画を作成し事業を推進してい
る。

545

消防署所整
備事業（蒲
生分署、谷
中分署）

総
務
課

H20 -

 〔目的〕
　老朽化が進んでいる消防署所を耐

 震性に優れた施設に建替える。
 〔手段〕

　老朽化が進んでいる消防署所を順
次計画的に建替えていく。

高 高 低 低 B

　谷中分署の建て替えについて
は、消防体制の強化などを踏ま
え、建設規模及びこれに必要な
用地面積などを総合的に調査
する必要がある。

検討･
見直し

①谷中分署の建て替えを計画す
るに当たり、消防体制などを含め

 総合的に検討していく。
②新耐震基準以前に建築された
分署については、順次耐震性に
優れた消防庁舎への建て替えを
計画していく。

546

消防車両等
整備事業
（常備）H23
から消防車
両等整備事
業（非常備）

総
務
課

- -

 〔目的〕
　複雑多様化する各種災害や高度化
する救急業務に対応するため、消防

 車両及び資機材を整備していく。
 〔手段〕

　更新計画に基づき、消防車両等を
更新整備していく。

高 高 高 高 B
　消防車両等の更新時期を考
慮し、計画的に整備を進めてい
く必要がある。

検討･
見直し

①更新計画に基づき、消防団車
両を整備し、地域の安全・安心の

 確保に努める。
②計画的に消防団車両を更新整
備し、消防力の維持を図る。

22 Ｂ

　複雑多様化する各種災害や高度化する救急業務に対応するため、更新計画に基づき、消防車
両等を整備する事業である。
　第4次越谷市総合振興計画策定に係るアンケート調査においても、「消防力の強化」、「救急・救
助体制の充実」等の優先的な取組みを望む市民の声は多く、事業としての必要性は増している。
　消防車両等は、火災や災害等の緊急時において確実な作動を求められており、老朽化や整備
不良等により人命が失われるような事があってはならないことである。
　日常の整備点検を通じて消防車両等の状態を適確に把握し、耐用年数や消耗度合いを考慮し
ながら、優先順位を定めた計画的な更新が必要である。また、オーバーホールによる長寿命化に
ついても、対投資効果を勘案しながら検討する必要がある。
　消防本部では、消防車両毎に購入以降の維持管理の履歴を記録した台帳を整備し、修繕費用
と購入費用を勘案しながら、車両更新計画の立案に活用している点は評価できる。一方で、予算
上の都合もあり、本来理想とされる更新時期に更新できていない現状に鑑み、今後は、現実に即
した車両更新計画に改善していくために、車両等に係る台帳の更なる充実とより一層の活用に取
り組まれたい。
　なお、「安全に暮したい」と願う市民の声に応えるための一環として、消防車両等更新計画につい
ては、広報誌やホームページ等において公表することを検討されたい。
市民に対する「安全･安心」の提供と、消防力の維持向上を図るため、地域特性や社会的状況を
考慮しながら、社会的要請に即した車両や資機材が必要であり、計画どおり実施できるよう取り組
まれたい。

●

　台帳の充実と活用を図るため平成２３年度から常備消防
車両の購入を警防課に移管し、購入と修繕を一元的に管
理していく。また、非常備消防車両の購入と修繕について
は、引き続き総務課で行っていく。オーバーホールによる
長寿命化については、はしご自動車のように機構が複雑
で高額、かつ、安全確実性が強く求められる車両につい
て、長期間にわたり性能を維持するためにオーバーホー
ルを実施し投資効果を高めている。他の消防自動車及び
救急自動車については、日常の点検整備及び法定点検を
実施して維持管理に努めている。なお、消防車両の更新
については、必ずしも計画に沿って整備できるものではな
いので、広報誌やホームページ等への公表の適否につい
て、検討中である。
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547
火災予防事
業

予
防
課

- -

 〔目的〕
　火災を予防し、火災による死傷者の

 減少、財産損失の軽減を図る。
 〔手段〕

　春、秋の火災予防運動期間及び危
険物安全週間に伴うポスター配布等

 の防火広報活動を行う。
また、各種イベントや消防訓練等にお
いて、火災予防に対する意識の高揚
並びに各種災害に対する知識と対応

 方法の習熟を図る。
　さらに、新築建物に対し、消防用設
備等の設置指導、既存建物及び危険

 物施設への立入検査を実施し、防火
管理体制の強化や消防用設備等の
適正な維持管理を促す。

高 高 高 高 B

　火災予防事業は、消防本来
の最重要業務で、今後も変わら
ない継続的な業務である。防火
管理者の選任率及び防火対象
物の査察件数の目標に対する
達成率が低いため、査察業務
の強化を図っていく必要があ
る。

検討･
見直し

①住宅用火災警報器の普及率
向上に向け、引き続き積極的に
普及促進に努めていく。さらに、
査察等の実施強化に努め、防火
管理体制の向上を図る。また、消
防音楽隊事業は火災予防事業に

 統合する。
②建物火災による死者数を減ら
すことを目標とし、住宅防火対
策、放火による火災防止対策及
び査察を強力に実施し違反防火
対象物の解消を推進していく。

19 Ｂ

　防災対象物の査察等により、人口1万人当たりの年間出火件数は年々減少しており、当該事業
の重要性が充分にうかがわれる。
　今後は、起震車の再リース等により事業費の削減努力を実施し、削減分を人件費に配分するな
どし、査察実施率をあげることが重要である。再任用者の活用など適切な人件費管理に努めてい
ただきたい。

●

　平成２０年度から起震車を再リースし事業費の削減を
図った。
　平成２３年度から再任用者を査察調査担当に配置し、査
察実施率の向上に努めている。

548
火災・救助
活動事業

警
防
課

H15 -

 〔目的〕
　火災をはじめとする各種災害から市

 民の生命・財産を守る。
 〔手段〕

　迅速かつ的確な災害対応活動を図
るため、消防・救助車両及び機械器
具等の維持管理を行う。

高 高 高 高 B

　この活動事業における消防車
両及び装備器材の維持管理
は、活動上の安全確保維持の
ための規制義務的経費が大半
である。複雑多岐にわたる各種
災害発生事象から、迅速かつ
的確に対処できるよう消防車両
及び消防・救助資器材の整備
の予算確保が困難となってきて
いる。

検討･
見直し

①平成２４年度も引き続き、消防
車両及び消防・救助資器材の維

 持管理と整備に取り組んでいく。
②各種災害並びに大規模特殊災
害に備え、計画的な車両及び資
器材の整備を図っていく。

549

救急活動事
業（自動体
外式除細動
器〔AED〕整
備事業を含
む）

警
防
課

- -

 〔目的〕
　高齢化の進展と疾病構造の変化等
に伴い救急需要が増大していること
から、迅速かつ的確な救急業務を実

 施する。
 〔手段〕

　定期的に救急隊員等の現場想定訓
練を開催するとともに、車両及び資器
材等の整備・維持管理に努める。

高 高 高 高 B

　救急隊員の応急処置実施率
は高率を保っているが、救命効
果の向上を図るためには、教育
訓練及び現場活動の検証体制
を確立する必要がある。また、
市民の応急手当が不可欠であ
ることから、普及啓発活動の拡
大が課題となる。

検討･
見直し

①署内において、教育訓練の企
画・指導及び現場活動の検証が
できる救急技術指導者を養成す
るとともに、救急活動事業から応
急手当に係る事業を独立し、応
急手当普及啓発活動事業を推進

 する。
②救急需要増加に伴う救急隊の
増隊、署内検証体制の確立、救
急隊１隊あたり２名の救急救命
士の養成、市民による応急手当
実施率の増加、自動体外式除細
動器（AED)の設置促進等を図り、
救命効果の向上に努める。

21 Ｂ

　救急車の適正利用については、講習会、自治会等への説明会を通じて広く市民の理解を得る取
 り組みをされており、評価できる。

　市民にとって、極めて重要である本事業の成果を表す指標として、「入電から現場到着までの平
 均時間」を採り入れるなど、よりわかりやすい指標化を望む。

　なお、当面する課題として「救急・救命の手法や技術の向上が重要であること」を聴取したところ
であり、今後の引き続く努力を期待する。

●

　救急活動の質的向上を図るために、心肺停止傷病者の
搬送事案などについて、医師による事後検証を行うととも
に、救急現場を想定した訓練や、１１９番通報受信時にお
ける応急手当の口頭指導講習会を、医師を招いて開催し
ている。

550
消火栓等整
備事業

警
防
課

- -

 〔目的〕
　火災から市民の生命・財産を守り、
被害を軽減するために消防水利施設

 等の整備維持管理を行う。
 〔手段〕

　越谷・松伏水道企業団への消火栓
の補修及び新設工事を依頼する。

高 高 高 高 B

　消防水利の充足率を高める
ため、消火栓増設を図っている
状況であるが、既設消火栓の
老朽化等に伴ない補修工事が
増加している。

検討･
見直し

①平成２４年度も引き続き、計画
的な消火栓の増設並びに維持管

 理に取り組んでいく。
②越谷市まちの整備に関する条
例に基づき、計画的な消防水利
の充足と整備を図っていく。

21 Ｂ

　市民の安全・安心を守るという上で、消火栓や防火水槽など消防活動に不可欠な消防水利の設
 置は、重要な事業である。

　よって、年次目標を設定した設置計画、維持管理計画を策定され、従来にも増した取組み強化を
望む。

●

　消防水利の充足と整備について、地震防災五箇年計画
に基づき公設耐震性貯水槽（１００㎥）を市内に４２基設置
している。また、平成２２年度は市内に新設消火栓３基の
設置を図った。維持管理計画については、今後策定してい
く。

551
通信指令事
業

指
令
課

- -

 〔目的〕
　火災・救急・その他災害通報に対し
て的確に情報を収集し、迅速・確実な
出動指令を行い、救命効果の向上及

 び火災による被害の軽減を図る。
 〔手段〕

　発信地表示システムや消防緊急情
報システム等を効率的に運用するた
め、通信指令システム及び通信機器
の管理を行う。

高 高 高 高 B

　携帯電話からの通報が増加し
ており、災害現場を特定するの
に時間を要していることから、
更なる時間短縮に向け、目標
物の現地調査を行う必要があ
る。

検討･
見直し

①発信地表示システムを効率よ
く運用するため、目標物情報の

 収集を行っていく。
②目標物のデータ管理・更新を
推進し、指令業務の向上を図ると
共に、通信機器を計画的に更新
していく。また、平成27年度、消
防・救急無線デジタル化の運用
開始に向けて関係機関との調
整、協議を図っていく。

17 Ｂ

　新しい情報システムの導入（平成12年度）により、119番受信から出動指令発令までの所要時間
が96秒と短縮された。しかしながら、携帯電話の増加（受信件数15,000件のうち3,000件）により、
住所特定のための手作業が増加し対応時間が延びている。そのためのシステム対応が急がれ
る。また、119番受信体制とその他業務（代表電話受付、住所データ入力）は分離し、より効率的な
運営を検討することが望まれる。

●

　携帯電話からの通報について、平成２０年１２月に携帯・
IP電話発信地表示システム（簡易型）を導入して発信地の
特定が可能となったが、位置情報を手入力する必要があ
り、年々増える携帯電話からの通報に対応するため、平成
２３年３月に、固定電話、携帯・IP電話発信地表示システム
（統合型）を導入し更なる時間短縮に努めている。
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